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本研究､委託研究などテーマ別に学者､専門家の協力を得ながら進めている｡
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第3回 ｢発展するアジアと日本｣94年 9月2日

第4回 ｢21世紀の経済社会システムとは- 『社会的市場経済』は未来のモデルとなるか｣

95年6月7-8日

第5回 ｢生涯 『しごと』/学習社会の構築をめざして-21世紀への日本の教育改革｣
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｢雇用 ･処遇 ･賃金の近未来と労働組合の選択｣｢グローバル化の中の労働組合の課題｣

｢労働の未来を考える｣等 97年12月3-5日

(国際労使関係研究会第12回世界会議特別セミナー)

｢コーポレート･ガバナンスと産業民主制｣99年6月 1日

2.経済 ･社会 ･産業 ･労働問題に関する情報の収集および提供
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は し が き

バブル破裂後の90年代 は ｢失われた10年｣ といわれている｡ とりわけ97､98年の景

気後退は ｢大不況｣ ともいうべ きかつてない厳 しい経済環境にあったことはもはや疑

うべ くもない｡この日本経済を覆った未曾有の不況は､社会経済の礎である勤労者の

生活にどのような変化 を及ぼしたのであろうか｡21世紀に入っても脱却の兆 しの見え

ない現況において､この90年代の検証 を下に､日本の社会経済全体は自己改革的に再

構築を迫 られている状況にあるといえよう｡ またこれは労働組合においても例外なく

迫 られる命題であろう｡

いま､日本の労働組合運動は､組織率の長期低落傾向という困難な局面の打開を模

索 しつつ､直面する経済的 ･政治的諸課題 と､急速に進展するグローバル化､情報技

術革新の下での新たな運動課題への挑戟に応えなくてはならない｡こうした状況にお

いて､改めて日本の労働組合運動の組織的力量を再点検 ･総点検 し､主体的な改革の

課題 を探ることは､喫緊のテーマとして浮上 しているものといえよう｡

こうした問題関心のもと､連合総研は1999年 3月に ｢労働組合の未来研究委員会｣

(主査 :中村圭介東京大学社会科学研究所教授)を発足 させ､90年代の活動 と成果を

中心に､現代 日本の労働組合の構造 と機能を実証的に明らかにし､労働組合が産業社

会に対 して持つ意義 と限界を探ることを通 じて､21世紀の労働組合運動の将来展望を

切 り拓 くための運動的諸課題 を明らかにすることとした｡

幸いにして､社会学､経済学､法学､労働調査の分野での第一線の研究者および連

合本部 ･産別組織の方々のご協力を得て､90年代の労働組合運動の成果から導 き出さ

れる諸側面に､多角的な視野からの検証 ･検討を加えると同時に､労働組合運動が未

来を切 り拓 く上での政策的諸課題について､専門的な見地から､鋭い検討 を加えてい

ただ くことができた｡

本研究委員会の研究活動の一環 として実施 した ｢90年代の労働者参加｣および ｢産

業別組織の機能｣に関するアンケー トでは､連合構成組織の協力のもとに､90年代の

労働組合運動の成果 と課題 を実証的に明らかにする貴重なデータを得 ることがで き
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はしがき

た｡ また､産業別組織の機能に関するヒアリングでは､電機連合､ゼンセン同盟.､JAM､

全国一般の本部の担当の方々に､そ して連合の政策制度に関するヒアリングでは､日

本経営者団体連盟労務法制部､ 日本商工会議所産業政策部､民主党衆議院議員政策担

当秘書､規制緩和小委員会の元メンバー､および日本労働組合総連合会の皆 さまより､

多大なるご協力 を賜 った｡

本書は､10回に及んだ ｢労働組合の未来研究委員会｣の討議 を踏まえ､主査 ならび

に研究委員の方々から､･それぞれのご専門の立場からの論文をご寄稿頂 き､90年代の

労働者参加 (第 1部)､ならびに産別組織 ･ナショナルセ ンターの組織 と機能 (第 2

部) としてまとめたものである｡

労働組合運動の未来を展望する上で､90年代の労働組合の活動 と成果をかつてない

深 さと幅をもって検証 したこの報告書が､ 日々実践 を積み重ねられている労働組合の

方々のみならず､広 く勤労者生活の将来に関心を持たれるより多 くの方々の参考の書

となれば幸いである｡

最後に､本書の とりまとめにあたって､多大なるご尽力 を頂いた中村主査 をはじめ

研究委員の皆様､ご多忙の中をアンケー ト調査 とヒアリング調査 に快 く応 じていただ

いた皆様のご好意に､厚 く感謝を申し上げる｡

2001年 5月

(財)連合総合生活開発研究所

所 長 栗 林 世
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調査の概要

調 査 の 概 要

｢90年代の労働者参加に関する調査｣

1.調査の目的

労働組合の経営参加の実態が､90年代初頭のUI運動､バブル崩壊後､平成不況

などを経 る中でどのように変化 したのかを､労使協議に関する基本的な調査 を通 じ

て明らかにするためにアンケー ト調査 を実施 した｡

2.調査の方法

連合加盟の民間単産を通 じて､連合賃上げ集計登録の単位組合1,196単組宛てに

郵送 し､記入 してもらった｡ 調査票の郵送から回収までの期間は､1999年12月から

2000年1月である｡ 回答組合数は639組合､有効回収率は53.4%であった｡

｢産業別組織の機能に関する調査｣

1.調査の 目的

経済社会の変化に対応 した産業別組織の機能変化 とその課題を明らかにすること

を目的に､連合が平成元年に ｢組織方針｣作成に向けて実施 した ｢産業別組織の機

能の現状調査｣ と比較対照が可能なアンケー ト調査 を設計 ･実施 した｡ なお､調査

票は､平成元年の調査 と同様に､調査票A (組織体制､財政､組織拡大など)､調

査票B (団体交渉機能､､指導体制､産業別最低規制など)､調査票C(雇用対策､

産業政策､共済､日常活動など)の 3部構成 とした｡

2.調査の方法

連合加盟の民間単産47組織宛てに郵送 し､記入 してもらった｡ 調査の期間は､2000

年 3月である｡回答組織数は42組合､有効回収率は89.4%であった｡ なお､この調

査 に関 しては､調査票回収後､疑問点や不明点を個別に電話で問い合わせることも

行った｡
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

90年代の労働組合一成果と課題

1.目的と課題

この研究の目的は､1990年代を通 じて､日本の労働組合が何 を行い､どのような成

果をおさめてきたかを探ることである｡ 周知のように日本の労働組合は企業別組合を

基本単位 としているが､多 くの企業別組合はさらに産業別組織､ナショナルセンター

および地域組織に加盟 している｡ この研究の特徴は､労働組合の各 レベルごとに活動､

機能と成果を明らかにし､それぞれの課題を探ろうとしたことである0

第一に､企業別組合に関しては､労働組合の経営参加に焦点をあてた｡ 経営参加は

90年代 を通 じて広が り､深 く進展 したのだろうか､リス トラの嵐の中で組合は経営に

対 していかに発言 し､いかなる成果を生んだのかを明らかにしようとした｡

第二に､産業別組織に関してはその組織構造 と機能を明らかにしようとした｡ その

際､ほぼ10年前に行われた調査 (全 日本民間労働組合連合会 『産業別組織の機能の現

状調査報告書』､1989年)を参考にしつつ､この10年間の変化 を探 り､ と同時に産業

別組織間の比較 も試みようとした｡

第三に､ナショナルセンターについては､連合の政策参加のプロセスを跡づけ､そ

の成果を明らかにしようとした｡ 週40時間労働制の全面適用-猶予措置の完全撤廃､

新たな裁量労働制の導入､派遣事業適用業務のネガティブリス ト化 をめぐる法改正(前

二者は労働基準法､･三番目は労働者派遣事業法の改正である) という､労使が激 しく

対立 した3つの法改正を素材に､連合の政策参加の実態を探った｡

なお､地域組織については､今回の研究では残念ながらさまざまな理由から落 とさ

ざるをえなかった｡ 今後の課題である｡

2.対象と方法

以上の課題を解 くために､それぞれ次の.ような調査 を行 った｡

第一に､企業 レベルについては､巻末に掲げてある ｢90年代の労働者参加に関する

調査｣票を､連合賃上げ集計登録の単位組合1,196単組宛に郵送 し､記入 してもらっ
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た｡ 郵送 にあたっては､連合加盟の民間単産のご協力をいただいた｡ 調査票の郵送か

ら回収 までの期間は､1999年12月か ら2000年 1月である｡回答組合数は639組合､有

効回収率 は53.4%であった｡

第二 に､産業 レベルについては､巻末 に掲げてある ｢産業別組織の機能に関する調

査｣票 を､連合加盟の民間単産47組織宛に郵送 し､記入 してもらった｡ 調査期間は2000

年 3月である｡ 回答組織数は42組織である｡ なお､産業別組織調査 に関 しては､調査

票回収後､疑問点や不明点 を個別 に電話で問い合わせることも行 った0

第三に､ナショナルセンター ･レベルについては､アンケー ト調査ではな く事例調

査の方法 をとることとした｡ 具体的には､ 日本経営者団体連盟労務法制部ス タッフ､

日本商工会議所産業政策部ス タッフ､民主党衆議院議員政策担当秘書､規制緩和小委

員会の元メ ンバー､ 日本労働組合総連合会スタッフにインタビュー (各 1回､ 1時間

～1時間30分)を行い､同時 に関連する文書資料 を収集 した｡ さらに､週刊労働ニュー

スをは じめ とする新聞の関連記事､衆議院の本会議および労働委員会､参議院の本会

議お よび労働 ･社会政策委員会の議事録 を収集 した｡

3.企業別組合の経営参加

調査結果の詳細については各章 にまかせるとして､以下では､各章の分析か ら浮か

び上がって きた興味深い事実 をい くつか指摘 し､90年代の成果 と課題 を簡単 に述べ る

こととする｡ まず､企業別組合が労使協議機関その他 を通 じてどの程度経営参加 を行 っ

ているのか､90年代のリス トラに対 してどのように対応 したのか､それらの成果は何

かを簡単 に明 らかにしよう｡

(1)労使協議

① 労使協議機関

表序- 1によると､調査対象 となった639の組合のうち､労働協約などに基づい

てあるいは慣行 として企業側 と労使協議 を行 う機関をもっているのは530組合､82.9

%になる ｡ 299人以下の中小企業では､労使協議機関を設置 しているのがやや低 く

なるが､それで も66.7%も存在 している｡ 産業別には製造業､非製造業に大 きな違
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

いはみられない｡

労使協議機関を設置 している場合､年間どの くらい開催 されるかをみると､平均

で7.3回･にもな り､中小企業で も7.5回と多い｡ 2ケ月に 1回以上のペースで労使協

議機関が開催 されている｡ ここには専門委員会などは含 まれていないから､かな り

の頻度で労使協議が行われていることが推測で きる｡ ただ､非製造業では6.1回と､

製造業の8.0回に比べてやや少なくなる｡

表序-1 労使協議機関の有無､開催頻度､出席者

労使協議

機関有 り

% (実数)

開催頻度

(平均)

年間回数

呂陣の出席者(常に+ほとんど)%

労務担当役員 漸 担当役員

合計

1000人以上

300-999人

299人以下

製造業

非製造業

639 82.9(530)

325 87.4(284)

197 83.8(165)

102 66.7(68)

384 83.9(322)

250 81.2(203)

7.3

7.3

7.0

7.5

8.0

6.1

54.7 96.0

54.2 96.7

51.9 96.8

63.1 96.7

53.8 97.L4

56.2 93.7

74.3

70.3

79.3

80.8

72.8

76.7

(港)出席者の集計では､｢該当者なし｣､｢不明｣を母数から除いている｡

労使協議が行われる時の企業側の出席者をみると (副社長､営業担当､生産担当､

事業担当の各役員､支社長 または工場長､関係部長､その他 は省略 した)､｢常に｣

または ｢ほとんど｣社長が出席する場合が54.7%､労務担当役員では96.0%､経理

財務担当役員では74.3%になっている｡ 労務担当役員が毎回出席するのは､ある意

味では当然であるとしても､過半の企業で社長がほぼ毎回出席 し､3/4の企業で経

理財務担当役員がほぼ毎回出席 しているのは､少な くとも半数以上の企業で労使協

議機関が労使間の重要な話 し合いの場 として正式に位置づけられていることを示 し

ている｡ この点については､企業規模や産業によって大 きな違いはない｡
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次 に､この労使協議機関で何が付議 されているかを表序-2でみよう｡ これによ

ると､こちらで用意 した11事項に関 しては､ 8割から9割の企業で労使協議に付議

されることになっていることがわかる｡ 7割程度の事項 も3つほどあるが､それで

も7割である｡ 多 くの企業で経営方針に始まる多数の経営関係事項や言付議 されてい

るという事実は､規模や産業によって大 きな違いはみられない｡

表序-2 付議事項
(%)

経営方針
生産計画

･実績

予算計画

･実績

資金計画

･実績

投資計画

･実績

会社組織

の改編

事業所の
縮小 ･閉
鎖 ･新設

人員計画

事業計画
(新規事

業の進出
･既存事
業の撤退

営業計画
新技術

導 入

合計

1000人
以上

300-
999人
299人
以下

製造業

非製造業

95.5 85.3

94.7 84.5

95.8 85.5

97.1 86.8

96.6 92.9

93.6 72.9

85.3 73.6 75.5

85.6 71.8 73.2

83.0 76.4 77.6

88.2 73.5 77.9

85.4 74.8 78.9

84.7 70.9 69.5

91.1 90.2

90.1 91.2

92.7 90.9

91.2 85.3

91.3 91.9

90.6 87.2

91.5 90.6

92.6 90.8

89.1 90.9

92.6 88.2

92.5 92.2

89.7 87.7

83.6 72.1

80.6 65.5

84.8 78.2

91.2 80.9

82.0 77.0

85.7 63.5

常設的労使協議機関というフォーマルな場面 とは別に､実務者 レベルで労使が経

営方針や経営施策等 についての情報交換 を行 っているか どうかを表序-3でみ よ

う｡ これによると､頻繁に情報交換 を行 っている組合が1/3､時々行 っている組合

が1/3強 とな り､合わせて 7割を超 える組合が 日常的に経営側の実務担当者 と経営

方針や経営施策などについての情報交換 を行っていることがわかる｡ 産業によって

は違いはみられないが､ただ､規模が小 さくなるにつれ､日常的な情報交換を行 っ

ている組合は少な くなる｡ もっとも299人以下の中小企業であっても､過半数の組

合が日常的に情報を交換 している｡
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序章 90年代の労働組合一成果 と課題

表序-3 日常的な情報交換
(%)

たまに あまりない 全くない

合 計

1000人以上

300-999人

299人以下

製造業

非製造業

530 34.0

284 43.0

165 27.9

68 14.7

322 33.9

203 35.0

38.7 13.0

38.4 8.1

37.0 18.8

41.2 20.6

39.4 13.4

37.4 12.3

7.7 1.5 5.1

5.6 1.1 3.9

9.7 1.8 4.8

13.2 2.9 7.4

8.1 1.6 3.7

6.9 1.5 6.9

以上を要するに､今回の調査対象 に関する限 り､経営方針､経営施策等に関する

常設の労使協議機関は多 くの企業に広 くゆきわた り､そこでは数多 くの経営関係の

事項が付議 され､ しか も開催頻度､企業側の出席者から推測すると､重要な労使の

話 し合いの場 としそ正式に位置づけられていることが多い｡また､経営に関する日

常的な情報交換 もさかんである｡ 規模が小 さくなると労使協議機関の設置状況は少

な くな り､ 日常的な情報交換 も少な くなるが､ とはいえ､それで も2/3の組合は常

設的労使協議機関を有 し､過半数の組合は日常的情報交換を行っている｡

② 労働組合の発言力

労使協議機関における労働組合の発言力 を次 にみよう｡ ここでは労働協約などに

記 されている ｢説明報告｣､｢意見聴取｣､｢協議｣､｢同意｣ とい う区分 を使 わず､

組合自身の評価 をみることとする｡
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表序-4 労働組合の実際の発言力 (母数はすべて530)

経営力 主産計 予算計.資壷計 投資計 套社組 壷業所 人員計 事業計 営業計 新技術

■針 香 .実績 画 .ー実績 画 .実績 周 .漢績 織の改編 の縮小･閉鎖･~新設 画 画 .画 導入

事後的に説明されるだけ

事前に説明されるだけ

意見を述べたり､回答することがある○

組合が意見を述べ会社案を修正することがある○

組合と協議して実行する

表序-4によると､労働組合の発言力の程度によって､事項は次の3つのグルー

プに分けることができる｡

第一は､労働組合が積極的に発言 している事項であって､｢事業所の縮小 ･閉鎖

･新設｣と ｢人員計画｣である｡ これらの事項では､組合 として ｢意見を述べ､会

社案を修正することがある｣か ｢組合 と協議 して実行する｣とした組合比率が高 く､

合計すると4割前後 となる｡ この積極性は､いずれの事項 も組合員の雇用に直接､

間接 に関連する事項だからであろう｡ だが､他方で､これらの重要な事項でさえ､

｢付議事項ではない｣とする組合が 1割弱､｢単に説明を受けるだけ｣ とする組合

が15-20%も存在 していることを見逃すべきではない｡

第二は､第一の事項ほどではないが､労働組合がやや積極的に発言 している事項

であって､｢会社組織の改編｣ と ｢事業計画｣である｡ これらの事項では､組合 と

して ｢意見を述べ､会社案を修正することがある｣か ｢組合 と協議 して実行する｣

とした組合比率が高 く､合計すると1/4程度 となる｡ これらの事項は､組合員の現

在の雇用にす ぐに影響を及ぼすわけではないが､将来の雇用｣仕事やキャリアに関

連する｡ ここで も､｢付議事項ではない｣が 1割弱､単に説明を受けるだけの組合
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序章 90年代の労働組合 一成果 と課題

が 3割弱存在 していることに注意 してお くべ きである｡

第三は､労働組合はさほど発言 していない事項であって､以上の 4事項以外の 7

事項がこれにあたる｡ 組合 として ｢意見 を述べ､会社案 を修正することがある｣お

よび ｢組合 と協議 して実行す る｣ とした組合比率は､ 1割 をやや超 えるか､あるい

は 1割以下にす ぎない｡これに対 して､事前､事後 に説明を受けるだけの組合は､

3-4割にも達 し､付議事項ではない ところも多い｡組合員の雇用や仕事､キャリ

アに関連することが明確 にわかる事項 に比べれば､経営方針､経営計画など経営の

根幹 にかかわる事項 については､組合 として積極的に発言することをためらう､あ

るいは発言が難 しい組合が多いのか もしれない｡

こうした傾向は､企業規模や産業 によって大 きく違いがでるわけではない｡

以上を要するに､常設的労使協議機関､ 日常的情報交換 をみる限 り､経営 にかか

わる情報のコミュニケーシ ョンの場 は多 くの企業で整備 されているといってよい

が､その場で労働組合が どの程度積極的に発言 しているかは､付議事項や組合間で

大 きく異なる｡ コミュニケーシ ョンの場が設けられていることは､それ自体で労働

組合の経営参加 にとっては重要なことであるが､それが 自動的に労働組合の経営参

加の実質を高めるものではない ことに注意 しておこう｡

③ 成果

以上で見てきた労使協議が どのような成果をあげたと組合 自身が評価 しているの

かを表序-5でみ よう｡ なお､ここでは ｢発言力の程度｣という新たな変数 を付け

加えた｡
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表序-5 労使協議の成果 (｢そう思う｣ +｢どちらかといえばそう思う｣)
(%)

母数 経営内容を知 組合-の関心 組合員の意見 労使の意忠疎 生活設計が円 雇用や労働条り､経営対策 が向上した を経営に反映 通が良くなつ 滑になった 件の低下を防

を強化できた できた た-. げた

合計 530 77.8 35.1 58.3 73.0 26.4 44.9

1000人以上 284 83.5 39.1 65.1 73.9 28.2 48.9
300-999人 165 72.1 31.6 48.5 71.5 23.0 37.5

299人以下 6g 64.7 26.4 55.9 70.6 26.5 42.6

製造業 322 77.9 34.5 54.6 73.3 26.4 46.9

非製造業 203 76.8 36.0 64.6 71.9 26.6 41.4

発言力高い 166 87.3 46.4 69.3 77.7 33.7 50.0

発言力中位 161 83.2 36.0 -61.5 79.5 26.1 45.9-

(注)｢発言力の程度｣変数は次のよ､.?
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ベ
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(≒付議

発
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力高い｣､

で
2

変数と規模､

1.i'ri
i踊
.

4
的

にある各付議事項 (新技術導入
IJJ
J 説明されるだけ｣に 1点､｢事

することがある｣に3点､｢組合が
4点､｢組合と協議 して実行する｣に
えて､組合ごとに合計点数を算

20点以下を ｢発言力低い｣
係はない1｡

5

0
3
0

､た
し
し

出
と

これによると､｢経営内容 を知 り､経営対策を強化できた｣､｢労使の意思疎通が

良 くなった｣ と評価 している組合は多 く､3/4近 くがこれをあげている｡ これに続

くのが ｢組合員の意見を経営 に反映できた｣で 6割弱である｡ これらは経営参加の

目的その ものであ り､総 じて多 くの組合が肯定的な評価をしているということは､

経営参加 については一定程度の成果を収めているとの認識が多 くの組合に共有 され

ていることを示 している｡ これらに対 して､いわば経営参加の結果 とみなしうる､

｢雇用や労働条件の低下を防げた｣はやや少な く4割強､｢組合員の組合への関心

が向上 した｣､(事業計画を事前 に知ることがで き)｢生活設計が円滑になった｣は

3割前後 と低い｡

だが､組合間のバラツキにも注意 を払 うべ きであろう｡ 規模別には ｢経営対策強

化｣､｢組合-の関心向上｣が大規模 になるほど比率は高 くな り､産業別には ｢組

合員の意見反映｣が非製造業で特 に高い｡発言力の程度別には､｢労使の意思疎通

が良 くなった｣以外の項目で､つまり ｢経営対策強化｣､｢組合-の関心向上｣､｢組
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序章 90年代の労働組合 一成果 と課題

合員の意見反映｣､｢生活設計が円滑になった｣､｢雇用や労働条件の低下を防げた｣

が発言力が高いほど比率は高い｡規模や産業はそれ自体 として変えることのできな

いものであるから､労使協議制における実際の労働組合の発言力にこそ着目すべ き

であろう｡ それを高めることによって､組合-の関心を高めることも含め､労使協

議の成果をあげることが可能であるかもしれないからだ｡

(2)日常的経営参加活動

次に､労使協議機関の有無にかかわらず､労働組合が日常的にどのような経営参加

活動を行っているのかをみてみよう｡ 表序-6は調査 に回答 した639組合の状況 を示

している｡

表序-6 日常の経営参加活動
(%)

(注)発言力の程度 については､表序-5を参照 されたい｡発言力の程度 を問 うている組
合はいずれも常設的労使協議制 をもっているが､これ らに対 し ｢労使協議制な し｣は
そうした機関をもたない組合である｡

組合 としての経営提言活動 (大いに+ほどほどに)､経営機密情報の組合 トップへ
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の公開を指摘 した組合 は2/3弱 にも及び､労使協議機関を通 じる以外で も積極的に経

営側 と意思疎通 をはかっているところが多いことがわかる｡ これについで､経営戦略

-の実効力ある発言､ トップの定例化 したインフォーマルな会合が半数近 くの組合で

行われ､管理職の意向の実質的代弁､自社株取得､組合員 を対象 とした経営提言調査

も3割～4割の組合で行われている｡ 総 じて組合による日常的な経営参加活動 は活発

だとみてよい｡

規模別には､大規模 になるほどいずれの項 目で も指摘率があが り､大規模組合ほど

日常的経営参加活動が活発 になる｡ 産業別にも違いがみられ､組合 としての経営提言

活動､経営戟略への実効力ある発言､管理職の意向の実質的代弁､組合員を対象 とし

た経営提言調査など非製造業の組合の方が積極的である｡ 製造業の組合はわずかに自

社株取得で多 くなる｡

労使協議制の有無および発言力の程度別には非常に明確 な違いがみられる｡ すべて

の項 目で､常設的労使協議機関がある組合ほど､さらにその場における組合の実際的

な発言力が高いほど指摘率が多い｡これは労使協議制で積極的に発言 している組合ほ

ど､ 日常的な経営参加 も活発 に行われることを示 していよう｡

(3) リス トラと経営参加

以上で見てきた組合の発言力の違いは実際のリス トラの場でどのように生かされた

のであろうか｡

① リス トラの状況

リス トラを迫 られる最大の要因は経営危機 に陥ったか らであろう｡ いま今回の調

査対象の最近 5年間の経営状況 をみると､639企業のうち､赤字年度がなかった も

のが321企業､50.2%､赤字年度が 1期あった ものが126企業､19.7%､赤字年度が

･2期以上あったものが149企業､23.3%､不明が43企業､6.7%となっている｡ 規模

別には大規模ほど赤字なしが増え､小規模 ほど赤字 2期以上が増える｡ 産業別には

非製造業で赤字な しが多 くなる｡

次 にこの 5年間で経営側からの経営再建､人員合理化などに関する提案の有無 を

みてみよう｡
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序章 90年代の労働組合 一成果 と課題

表序-7 経営再建､人員合理化提案の有無と内容 (複数回答)

母数 合 経 残 配 釈 臨 転 希- 解 - 分 辛 坐 - 質 .質 制 能 そ

理 営 莱 置 規 時 籍出向 モガ王 _牢 時 社 莱 産 時 上 下 度 力 の

化再 規 転 揺 等 過 休 化 所 調 金 げ げ 袷 他

提建莱.あ入り員､比率 実数 刺 換 用抑.Su 雇い止め 職寡集 莱 等舵廃令 l整 カツ.ト 抑刺 等節人辛

合計 639 73.1 467 41.5 41.8 6 4 .724 .4 52.7 33.8 1.5 16.9 -25.9 48.423.131 .3 41.8 10.5 45.2 6.4

1000人以上 325 78.8 256 36.7 39.5 63.324.2 61.7 27.3 0.0 17.234.8 59.0-22..7.27.3 34.0 7.8 45.7 6.6

299人以下 102 66.7 68 55.9 35..3 61.816.2 26.5 41.2 7 .4 16.2 7 .4 19 .1 19.1 35.3 60.3 20.641.~2 4.4

製造業 38474.7 287 46.3 50.2 6 4 .8 26.5 56.1 34.52.4 26.5 29.3 46.0 34.826.8 43.2 8.4 42.9 6..6

非製造業 250 71.2 178 33.1 27.-5 64.0 21.3 47.233.1'0.0 1.720.8 52.2 3.9 38.2 38.8 1 4 .0 48.9 6.2

赤字なし 321 62.0 199 38.7 39.2 59.821..6 49.2 18.1 2.0 0.125.6 46.2 19..6 17.6 32.7 4.5 49.2 7.0

赤字1期 126 84.9 107 48.6 46.7 65.4 26.2p56.1 38.3 0.9 29.0 25.2 4 7 .7131.8 35.5 43.9 11.243.9 4.7

表序- 7によると次のことがわかる｡ この 5年間に経営側からなんらかのリス ト

ラ策を提案 された組合は実に3/4にものぼる｡ 産業別には大 きな違いはないが､規

模別には大規模ほど提案 された組合は多 くなる｡経営状況別には､やはり赤字が多

いほど提案企業が多 く､ 2期以上ある企業では90.6%にものぼる｡ だが､忘れては

ならないのは､赤字がない企業でも▲6割強がなんらかのリス トラ策を提案 している

ことである｡ リス トラは全体に及んだといってよいのか もしれない｡

実際にどのような提案があったかをみると､実にさまざまな策が講 じられたこと

がわかる｡多い方からみると､新規採用抑制が2/3の企業で､転籍 ･出向お よび事

業所等の統廃合が1/2の企業で行われている｡ ついで､残業規制､配置転換､賃上

げ抑制､能力給等新人事制度の導入が 4割の企業で､希望退職募集､一時金 カット

が 3割強の企業でそれぞれ行われている｡ 規模別にみると､転籍 ･出向､分社化､

事業所等統廃合は大規模ほど多 くなり､逆に賃上げ抑制､賃下げは小規模ほど多 く

なる｡ 大規模ほど組織改革､企業グループでの雇用調整を進め､小規模ほど労務費

を直接抑制する傾向がみられる｡ 産業別には製造業で残業規制､配置転換､一時休
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業､生産調整が多 く､他方､非製造業では一時金カッ トが多い｡経営状況別には新

規採用抑制､希望退職募集､一時金 カッ ト､賃上げ抑制､賃下げなどを講 じた企業

は赤字 な しほど少 な く､赤字2期 ほど多 くなる｡ ただ､赤字がな くて も､希望退職

募集 を行 った企業が18.1%､一時金 カットが17.6%､賃上げ抑制が32.7%もあるこ

とには留意 しておいて よい｡

② 労働組合の対応

こうした厳 しい状況 にあって労働組合はいかに行動 したのであろうか｡ リス トラ

案の提案 を受けた467組合 についてみてみ よう｡ リス トラ策の中で最 も影響が大 き

かったと思われるものについて､対応 をたずねている｡ 表序-8がその結果 を示す ｡

表序-8 リス トラ策への労働組合の対応

母数 事前の折衝 .話 し合い 組合独自案の提示 経営側の当初の提案
提示､受け入れ 提示､一部修正 提示､受け入れられず 提示せず 当初提案どおり 一部修正 大幅修正 その他

合計 467 91.6 14.3 50.3 10._1 21.0 22.9 59.3 8.8 1.7

1000人以上 256 91.0 14.5 48.4 5.5 26.6 ?5/0 56.6 8.6 1.6
300二999人 134 94.0 14.2 52.2 15■.7 15.7 20.9_ 65.7 6.0 1.5

299人以下 68 89/7 16.2 51.5 14.7 13.2 20.6 54.4 16.2 2.9

製造業 287 90.2 13.6 50.2 10.1 22.3 23.7 60.3 8.4 1.0

発言力高い 130 95.4 24.6 47.7 畠｣5 17.7 19.2 63.1 12.3 0.8

発言力中位 123 94.3 13.8 53.7 8.9 21.1 26.0 60.2 7.3 0.8

発言力低い 116 87.9 8.6 45.7 p1~2.9 25.0 25.0 53.4 6.0 5.2.

表序-8によれば､ 9割以上の組合が リス トラ案 に関 して､正式提案前 に事前の

折衝あるいは話 し合いを行 っている｡ 経営側の当初提案 に対 して独 自案 を提示 し､

経営側 に受け入れ られた組合が 1割強､一部修正があったが経営側 に受け入れ られ

た組合は1/2で､合計､組合独 自提案 を行い､ とにか く受け入れられた組合は2/3近

くにも及ぶ ｡ 結果､経営側の当初提案が一部修正 されたのが約 6割､大幅修正が 1

割弱で､合わせて2/3強の組合で経営側の当初提案が修正 されている｡ いま､その
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

内容は措いて問わない としても､2/3の組合では労使協議の成果があったと考 えて

よいであろう｡

規模別､産業別には大 きな違いはみられない｡発言力の程度別には､事前折衝 ･

話 し合いの比率が発言力が高 まるほど高 くなるが､その差はわずかである｡ 組合独

自提案､経営側の当初提案の修正では､これまで表序-5,表序-6でみたような

明確な傾向が読み取れなくなる｡ 組合独 自案 を提示 し､経営側に受け入れられた組

合は､労使協議制がある場合には発言力が高 くなるほど多 くなる｡ 一部修正 を合わ

せると発言力の高い順に72.3%､67.5%､54.3%である｡ だが､労使協議制がない

場合で も合計64.2%となって､発言力の低い労使協議制 よりも比率は高い｡経営側

の当初提案が一部修正､大幅修正 された組合をみると､労使協議制がある場合には

発言力が高いほど多 くなるが､労使協議制がない組合であっても発言力中位 レベル

の組合 よりも比率は高 くなっている｡

リス トラへの対応 という点では､労使協議制の有無や発言力の程度別による違い

は､これまでとは異なりやや暖味になって くる｡ これをどう理解 したらよいのであ

ろうか｡これに関 して第 3章は興味深い分析結果を示 している｡ すなわち､労使協

議制での組合の発言や日常の経営参加は､1000人以上規模の大企業で､解雇 ･希望

退職が発生する確率 を下げるが､ しか し赤字になると解雇 ･希望退職 を促す ことに

つながる｡ また､これらの経営参加活動は雇用調整に対する会社側の提案に対 して

一定の規制力をもってお り､大企業の場合には通常の場合は経営側提案の修正を迫

るが､赤字が発生するなど経営危機 におちいると経営側提案を認めるというような

現実的な対応 をとるようになる｡ 言い換 えれば､会社が赤字など経営危機に陥るま

では雇用保障を基本 に積極的に経営 に発言するが､いったん赤字になると､そうし

た対応をしな くなる｡ このように経営状況によって､労働組合の実際の発言力の影

響が異なって くることが､以上で見た暖昧さに結びついているのか もしれない｡

③ 成果

表序-9は､最大の影響 を与えたリス トラに関する労使協議の結果についての評

価をたずねたものである｡
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表序-9 労使協議の結果についての評価 (そう思う+どちらかといえばそう思う)
(%)

これによると､｢経営危機意識 を組合員に浸透 させることがで きた｣ とする組合

が3/4も存在する｡ これは経営参加の目的 とも思われない し､また､その成果 とも

考えにくいが､事実 として経営危機意識が浸透 したのであろう｡ 他方､｢組合員の

労働条件や雇用を守ることがで きた｣ とする組合が 6割､｢企業の将来 ビジョンを

引 き出せた｣とする組合が1/2程度 となる｡ これに ｢経営-の発言強化のきっかけ

ができた｣､｢経営責任 を聞えた｣が 3割前後 となる｡

規模別には大 きな違いがみられないが､ただ､経営責任 を聞えたという組合が小

規模ほど多 くなっている｡ 産業別にもさほど大 きな違いはみられない｡

発言力別には､｢労働条件や雇用 を守ることができた｣､｢経営責任 を聞えた｣､｢経

営への発言をより強めるきっかけができた｣とする組合が､労使協議制がある方が､

また労使協議制がある場合には実際の発言力が高いほど多 くなっている｡ 上でみた

組合独 自案の提示や経営案の修正状況 よりも､かなり明確に発言力の程度による違

いがみえるが､ここではそれが組合 自身の評価であるということを考慮 にいれてお

く必要があろう｡
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

④ 課題

以上､今回の調査 にあらわれた限 りでの企業別組合の経営参加状況 を簡単 にみて

きた｡ い くつかの興味深い点を列挙すると次のごとくである｡

第一に､常設的労使協議機関､ 日常的情報交換 をみる限 り､経営 にかかわる情報

のコミュニケーションの場は多 くの企業で整備 されている｡

第二に､だが､労使 コミュニケーションの場で労働組合が どの程度積極的に発言

しているかは､付議事項や組合間で大 きく異なる｡ コミュニケーションの場が設け

られていることは､それ自体で労働組合の経営参加にとっては重要なことであるが､

それが自動的に労働組合の経営参加の実質を高めるものではない｡

第三に､労使協議制の成果に対する評価､ 日常的な経営参加活動 をみると､違い

は規模､産業で もみ られるが､より重要なことは労使協議の場 における組合の実際

の発言力の程度によって大 きな違いがみ られるとい うことである｡ 労使協議制があ

るほど､その場 における実際の発言力の程度が高いほど､組合員の組合への関心向

上を含め労使協議の成果は上がった と評価 され､日常的経営参加活動 も活発 となる｡

第四に､この 5年間に経営側からなんらかの リス トラ策を提案 された組合は実に

3/4にものぼる｡ 産業別には大 きな違いはないが､規模別 には大規模 ほど提案 され

た組合は多 くなる｡ 経営状況別には､やは り赤字が多いほど多 く､赤字が 2期以上

ある場合では90.6%にものぼる｡ だが､忘れてはならないのは､赤字がないケース

で も6割強がなんらかのリス トラ策を提案 されていることである｡ リス トラは全体

に及んだ｡

第五に､リス トラ案を提示 された組合の 9割以上が､正式提案前 に事前の折衝あ

るいは話 し合いを行 っている｡ 経営側の当初提案 に対 して､組合独 自案 を提示 し､

一部であれ､ とにか く経営側 に受け入れ られた組合は2/3近 くにも及ぶ ｡ 結果､合

計で2/3強の組合が経営側の当初提案 を一部であれ とにか く修正 している｡ この数

字はそれ自体 として評価すべ きであろう｡

第六に､だが､労使協議制の有無､組合の実際の発言力の程度による違いはそれ

ほど明瞭にはでてこない｡ もちろん､労使協議の場で実際に高い発言力 を行使 して

いる組合ほど､独 自提案 をし､経営側の当初提案 を修正 させる組合が多い という傾
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向はみられる｡ この暖昧さの背景には赤字が続 くなど経営危機に陥ると行動を変え､

より柔軟な姿勢で経営参加に臨むようになる企業別組合の独特な行動パターンがあ

るのかもしれない｡

第七に､ただ､組合の主観的な評価をみると､今回のリス トラへの労使協議 を通

じて､｢労働条件や雇用を守れた｣､｢経営責任 を聞えた｣､｢経営への発言をより強

めるきっかけとできた｣とする組合が､発言力が高いほど増える｡

以上のことから､労使協議制を通 じて､実質的な発言力を確保 してい くよう努力

すること､これがまず企業別組合に求められる課題 となるといってよい｡もっとも､

これが客観的な成果を生むかどうかに関 してはより厳密な研究が必要だと思われ

る｡

実質的な発言力を確保 してい くことの危険はないのだろうか｡表序-10によると､

2割から3割の組合では ｢インサイダー取引問題 を引 き起 こしかねない｣､｢経営

との区別がつかな くなる｣､｢経営責任 を背負い込むことになる｣､｢団体交渉で強

くいえな くなる｣､｢組合員から組合活動がみえな くなる｣などの問題点を指摘 し

ている｡ 決 して少なくない比率である｡

表序-10 経営参加に伴 う問題点 (そう思う+どちらかといえばそう思う)
(%)
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

こうした問題は単なる意識にす ぎないのか､あるいは現実に存在するのか､ もし

後者だとするとどのように対処すべ きかは今後の研究課題である｡ だが､団体交渉

で強 く言えなくなる､組合員から組合活動がみえな くなることについては､発言力

が高いほど指摘率が低 くなってお り､これらのよく言われる問題は実際に経営参加

を深めてい くことによって解消 される事なのかもしれない｡

4.産業別組織の類型と機能

次に産業別組織がこの10年間にどのような自己変革を試みてきたのか､.それがどの

ように成果に結びついているのかを､1988年に行われた調査の結果 (全 日本民間労働

組合連合会 『産業別組織の機能の現状調査報告書』､1989年) と比較 しつつ明 らかに

しよう｡ 調査対象組織は42組織である｡ 以下では前回調査でも回答 している35組織を

中心に分析する｡

(1)組織方針 ｢明日に向けて｣

連合は1992年11月第10回中央委員会において組織方針 ｢明冒.にむけて｣を定めたが､

その中で､産業別組織の役割 とその強化の方向についても触れている｡ その主張は､

必ず しも明確に整理 されているとはいいがたいが､次の諸点が重要である｡

第一に､未組織労働者の組織化､産業別組織未加盟単組の結集､産業別組織の大同

結集 ･統合などにより､組織規模の拡大をはかることがまず指摘 されている｡

第二に､労働条件の向上をはかるために､産業別組織が自らの責任 において統一闘

争 ･行動を組織することがあげられている｡

第三に､さらに､産業別組織 として､労働条件の最低規制を設定 し､その引 き上げ

に取 り組むとともに､産業政策に関しては､政策を確立 し､行政機関､経営者団体な

どとの話 し合いを行 うことなどもまた強調 されている｡

第四に､組織拡大や統一闘争､産業政策活動などを強化するため､中央本部体制の

強化､地方組織および業種別組織の設置 と充実が､特に人 (企業籍をもたないプロの

役職員を含め)の面から指摘 されている｡
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連合傘下の各産業別組織は､1990年代 を通 じてこの方針をいかに実行に移 してきた

のだろうか｡

(2)諸類型

産業別組織が､組織方針にそって､その組織 と機能をいかに強化 してきたかをみる

前に､この研究において分析軸の一つ とした類型について簡単 に説明 しよう｡

類型化はほぼ10年前の調査 と同 じく､組織範囲､市場占有率､組織人員によって行っ

た｡ 組織範囲については産業別組織の組織方針､つまり産業分類でいう産業別中分類

を組織範囲 とするのか､大分類か､あるいは特に組織範囲を定めないのかによって分

類 した (ただし､産業別組織 自身が回答 した組織方針ではな く､実際の組織範囲を推

測 して分類 した｡ これについては後述する)｡市場占有率は､組織範囲とする産業､

業種の製品市場で支配力を有する一つあるいは複数の企業 を組織 しているかどうかを

基準 とした｡ 組織人員については､産業別中分類 を組織範囲とし市場占有率を有する

組織に関 してのみ､10万人を基準 とした｡

表序-11は､この方法にしたがって調査対象42組織 を類型化 した結果を示 している｡

5類型は中産別Aタイプ､中産別Bタイプ､中産別Cタイプ､大産別 タイプ､一般 タ

イプと名付けた｡

各 タイプの組織上の特徴は次のようにまとめられる｡

規模別構成をみると､中産別Aタイプは組合員数でみれば大規模組合中心､組合数

でみれば小規模組合中心 という組織が多 く､他方､大産別タイプは組合員数でみても､

組合数でみても大組合､中小組合のバ ランスが とれ､一般 タイプは圧倒的に小規模組

合中心である｡ 中産別Bタイプ､中産別Cタイプは加盟する単組数が相対的に少なく､

規模別構成では一定の傾向はみられない｡こうした規模別構成の違いは次にみる組織

構造に反映 されている｡
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表序-11 産業別組織の諸類型

多 組織名 組織方針 市場支配力 実人員

中.産別A 自動車総連 中産別 ･有 773,551

電機連合 中産別 育 664,833
生保労連 中産別 有 350,660
情報労連 中産別 有 273,433
電力総連 中産別 有 251,429
私鉄総連 複合 有 160,368
鉄鋼労連 複合 有 156,136
造船重機労連 中産別 有 118,451
食品連合 中産別 有 101,726
化学リーグ21連合 中産別 有 100,414

中産･別B 化学総連 中産別- 有 65,429

ゴム連合 中産別 有 51,640
紙パ連合 中産別 有 49,408
損保労連 中産別 有 44,924
レジャー.サービス連合 中産別 有 40,000
海員組合 ヰ産別 有 40,000
全国ガス 中産別 有 30,.154
航空連合 中産別 有 28,354
セラミ_ツクス連合 中産別 有 26,539
印刷労連 ･中産別 有 24,245
非鉄連合 中産別 有 23,000
石油労連 中産別 有 21,410
全国セメント 中産別 有 5,649

中 商業労連 中産別 無 122,.310

JR連合 中産別 ･* 81,700
JR総連 一般 無 65,933
全自交労連 中産別 無 46,000
チェーン労協 中産別 4正 33986

産 全銀連合 中産別 蕪 ナ36,422
食品労協 中産別 無 18,859

別 NHK労連 中産別 無 12,069
建設連合 大産別 無 ll,022

.C 新化学 一般 無 8,400
繊維生活労連 大産別. 無 3,000
全造船機械 中産別 無 2,088
全炭鉱 ∵般 無 ~830
日建協 ヰ産別 無 61,500

大産 ゼンセン同盟 複合 有 602,418JAM 大産別 有 465,960
CSG連合 令 201339

別 交通労連 複合 無 I80,673

般 全国⊥般 一般 無 . 47,9.94

中産別Aタイプは本部以外 に､補完的組織をもつ組織が多 く､都道府県単位あるい

はブロック単位 に専従者を抱え､闘争指導なども行 う地方組織 を持つか､あるいは同

じく充実 した業種別組織をもつ｡ 大産別 タイプは本部以外 に､専従者をもつ地方組織

および業種別組織をもってお り､この三つの組織および加盟単組によって組織が運営

されている｡ 一般 タイプは何 よりも充実 した都道府県単位の地方組織が組織の要 とな
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る｡ これらに対 して､中産別Bタイプ､中産別Cタイプでは専従者を抱 えるブロック

あるいは都道府県単位の地方組織をもつ ものは少な く､わずかに前者で13組織中3組

織､後者で14組織中 3組織だけである

本部体制 をみても､中産別Aタイプ､大産別 タイプの充実ぶ りが目立つ｡ 本部専従

役員数および専従比率で も､中産別Aタイプが最 も多い｡専従役員のほとんどが企業

籍をもつ在籍専従であるというのがこのタイプの特徴である｡ 大産別タイプは本部役

員数が非常 に多い組織が多 く､本部専従役員比率そのものは低いが､企業籍をもたな

いプロの専従者を中心に10人以上の本部役員を常駐 させている｡ これらに対 して､中

産別Bタイプ､中産別Cタイプそ して一般 タイプは本部専従役員はかな り少ない｡本

部専従役員および書記局スタッフをあわせた本部専従者数に着 目しても､中産別Aタ

イプ､大産別タイプが多い｡中産別Aタイプでは平均38.0人､大産別 タイプは64.3人

であるのに村 して､中産別Bタイプは平均14.5人､中産別Cタイプは8.7人 となる｡ 20

人以上を抱 える組織 を′みると､中産別Aタイプでは不明の生保労連を除 く9組織すべ

て､大産別 タイプでは4組織中3組織であるのに対 し､中産別Bタイプでは13組織中

1組織､中産別Cタイプでは14組織中 3組織だけである｡

(3)組織改革

この10年ほどの間､連合傘下の産業別組織は自らの体制を強化するために自己変革

の努力 を行 ってきた｡ まずこの努力 を､組織統合､組織範囲､会費水準､組織拡大体

制の面で見ていこう｡

① 組織統合

日本労働組合総連合会が結成 された1989年11月以降､組織統合あるいは産別未加

盟組合を中心に新結成 された組織は､調査対象42組織中､実に､11組織､20%強に

のぼる｡ これに日本労働組合総連合会結成直前 に結成された印刷労連 を加えると12

組織､全組織の30%弱 となる｡

80年代末から90年代はじめにかけて､印刷労連､食品労協､建設連合､食品連合､

ゴム連合､ レジャー ･サービス連合の 6組織が新たに発足 した｡ 90年代後半にも､

非鉄連合､電力総連､CSG連合､化学 リーグ21､ JAM､航空連合 という6組織

30



序章 90年代の労働組合一成果 と課題

が組織統合によって生まれた｡2001年には､商業労連､チェーン労協､百貨店 7労

組連絡協議会の統合が予定 され (日本サービス流通労働組合連合)､レジャー ･サー

ビス連合を軸 として､連合傘下の他産別 (CSG連合､商業労連)加盟のホテル労

組および独立のホテル労組を加えた新たなレジャー ･サービス関係の産業別組織の

結成 も予定 されている｡ それ以外にも鉄鋼労連､造船重機労連､非鉄連合が統合の

協議 をはじめ､ゼンセン同盟 とCSG連合 も組織統合に向けて動 き出し､さらに私

鉄総連､運輸労連､交通労連､全自交労連の4産別統合 も検討 されはじめている｡

こうしてみると､連合の掲げた組織方針 ｢明日に向けて｣に定められた ｢産業別

組織未加盟単組の結集､産業別組織の大同結集 ･統合｣が着実に進んでいることが

わかる｡

だが､それが必ず しも組織規模の拡大､組織体制の充実に結びついているとはい

えない｡

表序-12は前回調査の1989年当時からの組織規模の変化 をみたものである｡ これ

によると次のことがわかる｡

表序-12 組織規模の変化

組織人員増 自動車総連(6.6) ゼンセン同盟(15.7) *電力総連(10.2) 商業労連(13.1) 1.O組枯

加5%以上 損保労連(31.7) 全国ガス(14.4) *航空連合(13.6). セラミックス連合(29.6)

堰 *印刷労連(16.6) *食品労協(38.7)

組織人員停 電機連合(-3.4) *JAM (2.4) *CSG連合(-3.1) 私鉄総連(-1.8) .7組織滞主5% 造船重機労連(-0.1) *尭鉄連合(-2.8) 日建協(2.6).

組織人員減 生保労連(-9.3) 情報労連(-8.7) 鉄鋼労連 (-16.9) *食品連合(-ll.9)- 23組織

少5%以上 *化学リザh21(-28.1) 交通労連(⊥22.8) 化学総連 (-19.3) *ゴム連合(-13.3)
減 紙パ連合(-7..3) 全国一般(-40.1) 全自交労連(-18.0) *レジャー.サービス連合(-20-..1)

海員組合(-64.3) チェーン労協(-9.5) 全銀連合(-17.4) 石油労連(-29.9)一
NHK労連(-13.0) *建設連合(-21.9) 新化学(-9.2) 全国セメシ ト(-48.3)ー

繊維生活労連(-51.2) 全造船機械(-39.8) 全炭鉱(-73._1)

その他 JR連合 JR総連 ?組織

(注)*印は組織練合をした組織を示 している｡
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42組織全体 をみると組織人員の減少が目立つ｡ 5%以上組織人員を減 らした組織

が23組織 と過半 を占める｡ 生保労連､情報労連､鉄鋼労連など中産別Aタイプの大

規模組織 も大 きく組合員 を減 らしている｡ また､海員組合のように11万2,000人か

ら4万人へ (64.3%減) と大幅に組合員数が減 った組織 もい くつか存在する｡ そ し

て± 5%以内 という､組織人員数にあまり変化のない組織が､中産別Aタイプの大

規模組織 を中心 に 7組織ある｡ これらに対 して､前回より5%以上組織人貝を増や

した組織 も10組織存在する｡ なかで も自動車総連､ゼンセン同盟など50万人以上の

組合員 を抱 え､ もともと規模の大 きかった組織が､ さらに一定程度､組織人員を増

や していることは注 目してよい｡20万人以上の電力総連 も5%以上組織人員を増や

している｡

次に組織統合を行 った12組織 をみると､ここで も組織人員の停滞､減少が目立つ ｡

電力総連､航空連合､印刷労連､食品労協など1989年当時 より組合員数が 5%以上

のびている組織 も4つあるが､ JAM､CSG連合､非鉄連合のように停滞 してい

る組織が 3つ､ 5%以上減っている組織が食品連合､化学 リーグ21､ゴム連合､ レ

ジャー ･サービス連合､建設連合の 5つある｡ これら組織統合をした産業別組織の

中で､組合員の伸 びている組織は電力総連 (251,429人) を除けば､ 2万人前後の

組織である｡ これに対 して､ JAM､CSG連合のような40万人規模､20万人規模

の組織で組織人員が停滞 し､あるいは化学 リーグ21のような10万人規模の組織で組

合員数が大 きく減 っていることに注 目すべ きであろう｡

こうしてみると､組織統合は特 に小規模な産業別組織の組織規模の拡大を促す契

機 となることもあったが､多 くの場合､組織人員が停滞 ぎみ､あるいは大 きく減少

した産業別組織が､交渉力､闘争力など組合 としての力の低下を防ぎ､それを維持､

向上 させるために選んだ途であるように思える｡ その意味では､組織方針 ｢明日に

向けて｣ にこめられていると思われる､組織統合 により力 を充実するという積極的

な方針による組織統合 とはやや異なっているようにみえる｡

② 組織範囲の拡大

次 に産業別組織 自身が回答 した組織方針をみてみ よう｡ 42組織中､中産別主義を

掲げた組織 は30組織､大産別主義が 3組織､複合産別主義が 5組織､一般組合主義
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が 4組織 となっている｡前回からの変化 に着 目すると次のような興味深い事実が う

かびあがる｡ なおここで複合産別主義 とは､産業中分類､大分類 をこえて､い くつ

かの産業を組織基盤 としようとすることを意味する｡

第一に､複合産別主義が前回の 1組織か ら5組織へ と増えている｡ 前回､複合産

別主義を自称 していた組織はゼンセン同盟だけであったが､今回は､CSG連合､

私鉄総連､鉄鋼労連､交通労連が加わった｡ このなかで､CSG連合は一般同盟 と

全化同盟が合併 した結果であろう｡ これに対 して､私鉄総連 と鉄鋼労連の 2組織 は

中産別主義からの脱皮 を図るため､交通労連は大産別主義からめ脱皮 を図るため､

複合産別主義 を採用 したと考えられる｡

第二に､大産別主義は前回の4組織か ら1組織減って､ 3組織 となっている｡ 前

回､大産別主義 と回答 した組織は､仝金連合､全国金属､全化同盟､交通労連であっ

た｡ このうち､全金適合 と全国金属は合併 して JAMとな り､全化同盟 もまた一般

同盟 と合併 してCSG連合になって複合産別主義を採 り､交通労連 も上述のように

複合産別主義に変わった｡ したがって､大産別主義をとる組織が新たに2組織で き

たことになる｡ 建設連合､繊維生活労連である｡

第三に､一般組合主義は前回の 2組織から4組織に増 えた｡ 前回､一般主義 と答

えた組織は全国一般 と一般同盟であるが､一般同盟は全化同盟 と統合 してCSG連

合 となった｡ したがって一般組合主義をとる組織が新たに3組織 増えたことにな

る｡ それらはJR総連､新化学､全炭鉱である｡

以上を要するに､ 日本の産業別組合はいまだ､中産別主義をとる組合が 7割程度

と多 くを占めるが､この10年間にい くつかの変化の芽がではじめている｡それは､

複合産別主義を採用する組織が新たに4組織､大産別主義が新たに2組織､一般組

合主義が新たに3組織､登場 したことである｡ 現状の組織実勢がいかなるものであ

るかを問わず､ここで重要なことは､これらの産業別組織が自ら組織基盤 を拡大す

ることを決定 したということである｡

③ 会費水準の上昇

前回の調査 と比較 しうる34組織 (生保労連は前回も調査 したが､会費水準不明で

あるので除 く)について､会費水準の変化 を見ると次のことがわかる｡
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第一に､産業別組織本部 に納入する会費 を増や した組織は34組織中27組織 と8割

を占める｡

第二に､会費水準 をあげた組織の数は､先 にみた類型による違いがみ られない｡

中産別Aタイプでは 9組織中 8組織､中産別Bタイプでは11組織中 8組織､同 じく

Cタイプでは 9組織中 6組織､大産別 タイプでは4組織すべて､一般 タイプ 1組織

もそうである｡

以上の ことは､多 くの産業別組織 において､本部の財政基盤 を確固たるものにし

ようとの合意が､それ も組織 をあげての合意が形成 されたことを示 している｡

④ 組織拡大体制の強化

前回と比較可能な35組織 について､この10年ほどの間で組織拡大体制 になんらか

の変化があったか どうかをみよう｡

組織拡大専任オルグや組織拡大のための新たな財政措置 を設けた場合､あるいは

組織拡大専任オルグの人数 を増や した場合､組織拡大体制が強化 されたと判断 し､

そ うした人的 ･財政的措置 に変化がない ものは変化な し､人的措置あるいは財政的

措置のいずれか一方あるいは両方をとりやめた場合は組織拡大体制が弱められたと

判断 した｡

以上の基準で35組織 をみると､この間､組織拡大体制が強化 された組織 は10組織､

変化な しが 6組織､弱め られた組織が 5組織 となる｡ これ以外の14組織では前回と

同様､組織拡大のための人的 ･財政的措置はとられていない｡総 じて､この10年ほ

どの間に､組織拡大体制 を強化 した組織が多い といってよい｡

その内訳 をみると､組織拡大体制 を強化 したのは､中産別Aタイプでは10組織中

3組織､Bタイプでは11組織中3組織､Cタイプでは 9組織 中 2組織､大産別 タイ

プでは4組織中 2組織 となる｡ 組織拡大体制 に変化がないのは､Aタイプで 3組織､

大産別 タイプで 2組織､一般 タイプで 1組織である｡ 逆に弱め られたのは､Aタイ

プで 1組織､B､Cタイプでそれぞれ 2組織 となる｡

⑤ 改革の努力

以上でみてきたように､ この10年ほどの間､産業別組織は自らの組織改革に積極

的に取 り組んで きた といってよい｡組織統合､組織範囲の拡大､会費水準の上昇､
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組織拡大体制の強化など､多 くの組織において自己改革の努力の跡を見出すことは

難 しくない｡問題は､こうした努力がどのように成果にむすびつ くかである｡

(4)成果

ここでは産業別統一闘争における本部の指導力強化､労働条件の最低規制への産業

別組織 としての取 り組み､合理化対策-の取 り組み､組織拡大の成果､組織内議員数に

ついて､産業別組織の成果を前回の調査 と比較 しながら､明らかにしていこう｡

表序-13は､比較可能な35組織について､産業別統一闘争における指導力などにつ

いて､それを強化する方向で変化がみられたのか (強化)､強める方向-の変化はな

かったのか (停滞)､あるいはそれを弱めるような変化がみられたのか (後退)をみ

たものである｡ これによると次のことがわかる｡

第一に､産業別統一闘争での本部指導力を強化 したのは､35組織中6組織にす ぎず､

5組織は後退､ 9組織は弱いまま､つまり停滞 している｡ したがって､本部指導力の

強化 という点では､強化 (6)よりも後退 と停滞 (14)が大 きく上回る｡ 後退､停滞が目

立つのは中産別Cタイプである｡

表序-13 産業別組織の機能の変化

産業別統一闘争の指導 加盟組織を通 じる最低 合理化対策指針の策定 産業政策に関わる労使

力 琴制 協

号数 後退 停痛 強化 後退 停滞 強化 後退 停準 強化 _後退 停滞 強化

合計 35 5 9 6 5 9 2 4 .9 5一. 5 1J8 4

中産別A 10 1 2 1 0 1 十 0 1 1 1 4 2
中産別.B ll ■1 2 3 2 4 1 .4 3 1 1 7 0

中産別C 9 2 5 0 2 4 0 0 5 .1 1 7 1

大産別 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1

第二に､加盟組織を通 じる労働条件の最低規制への取 り組みをみると､35組織中､

取 り組みを強めた組織は2組織､依然 として取 り組みをしていない組織が 9組織､取

り組みをやめた組織が 5組織である｡ 強化(2)よりも停滞および後退 (14)が多い｡ 停
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滞､後退が目立つのは中産別BタイプとCタイプである｡

第三に､合理化対策指針の策定をみてみると､35組織庫 ､新たに策定 した組織は3

組織､依然 として策定 していない組織が 9組織､以前に策定 していた指針をとりやめ

た組織が 4組織 となる｡ ここでも強化(3)よりも､停滞および後退(13)が多い｡停滞､

後退が多いのは､中産別BタイプとCタイプである｡

第四に､産業政策にかかわる労使協議制の設置をみると､新たに設置 した組織が 4

組織､依然 として設置 していない組織が18組織､労使協議制をとりやめた組織が 5組

織 とな り､強化 (4)よりも､停滞 と後退(23)が多い｡停滞､後退が特 に目立つのは中

産別Bタイプ､Cタイプである｡

次に､組織拡大活動の成果をみてみよう｡ 1999年度 1年間の42組織の組織化の成果

は59,668人で､ 1組織平均 にすると1,420.7人 となる｡ 前回の1988年度 1年間の成果

-47組織全体で91,244人､ 1組織平均1,941.4人一に比べ､減少 している｡ 比較可能

な35組織 をとりあげると､前回 1万人以上組織化 していた組織はゼンセン同盟､電機

連合､仝金連合の3組織あったが､今回はゼンセン同盟 1組織だけとなっている｡

表序-14でわかるように､組織化 した人数が増加 した組織は35組織中7組織であ り､

逆にそれが減少 した組織 (ゼロになった 7組織 も含む)は18組織 もある｡ さらに､い

ずれの時点でも組織化ゼロが10組織存在する｡

表序-14 組織化の成果

合計 組織化人員の変化 l2時点 ともに組雛 の硬果なし増加 減少

合計 35 7 18 10
中産別A 10 2 7 1
中産別B ll 2 4 5
中産別C 9 0 5. 4
大産別 4 3 1 0
一般 1 0 1 0=

(注)中産別Bタイプの減少には､両年とも同じく20人という1組織を含む
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序章 90年代の労働組合一成果と課題

最後に組織内議員をみてみよう｡ 両時点での議員数がわかる33組織について比較す

ると表序-15が得 られる｡

表序-15 組織内議員数の変化

議貞数合計 衆議院 参議院 県革今 市町村議会

1989 2000 変化率 1989 2000 変化率 1989 2000変化率 1989 2000 変化率 1989 2000 変化壷

A 1,113 913-18.0% 18 9 -50.0% 8■ 10 25.0% 99 75 -24.2% 988 819-17.1%

B 148 54-63.5% 2 0 -100.0%25.0% 1 1 0.0%150.0% 15 2 -86.7% 130 51-60.8%
C 23 13-43..5% 0 0 0 0 2 0 -100.0% 21 13-38.1%

大産別 432 363-16.0% 4 5 2 5 41 -41 0.0% ･385 312-19.0%

一般 47 25~-46.8% 1 1 0.0% 0 0 6 3 -50.0% 40 21-47..5%

この表から､組織内議員数は1,763人から1,368人へ と大 きく減ったこと､すべての

タイプで議員数は減少 していることがわかる｡ 減少率は議員定数の減少率4.1%をい

ずれも大 きく上回っている｡ その内訳 をみると県議会議員､市町村議会議員数の落ち

込みが大 きいこと､衆議院議員 も25人から15人へ と40.0%も減っていることもわかる｡

唯一参議院議員だけは11人から16人へ と増えている｡

個々の組織でみてみると､組織内議員総数が減った組織は33組織中19組織 と過半を

占める｡ 中産別Aタイプでは8組織中 5組織､Bタイプでは11組織中8組織､Cタイ

プでは9組織中3組織､大産別 タイプでは4組織中2組織､一般では 1組織である｡

いずれの時点で も組織内議員がいないのは､33組織中8組織である｡ Aタイプ､Bタ

イプそれぞれ 1組織､Cタイプの残 りの 6組織である｡ これらに対 して組織内議月数

が増加 したのは33組織中4組織にす ぎず､ しかもその増加はわずかである｡ 組織人員

に変化のないのが 2組織である｡

以上を要するに､産業別組織のい くつかの機能をみてみると､充分な成果をあげて

いるとは言い難い｡ もちろん機能強化に取 り組んでいる組織 もあるが､それらは少数

派であ り､依然 として弱いまま (停滞)か､あるいは取 り組みをやめてしまった (後
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過)組織の方が数の上では多い｡そしてほとんどの場合､中産別Bタイプ､Cタイプ

に停滞 ･後退派が多い｡

(5)課題

産業別組織 自らが変革の努力を行っているのに､十分な目に見える成果をあげえて

いない｡これが明らかにされたことである｡ これをどう理解 したらよいのであろうか｡

一つの解釈は環境の厳 しさゆえに､十分な成果をあげられなかったというものであ

る｡ この系 として､自己変革の努力をしなければ結果はさらにひどいものになったは

ずであると論 じることもできる｡ もう一つの解釈は､自己変革が実を結ぶまでには一

定程度の時間が必要であるというものである｡ この二つの解釈にしたがえば､環境が

変われば､あるいは時間がたてば､必ずや十分な成果をあげられるようになる｡ した

がって､今の努力を継続することが重要な課題 となる｡

三つ目の解釈は､組織の自己変革は､組織内の合意を得ることで進めることができ

るが (もっとも､それもまた労働組合のように民主的組織では難 しいことは承知 して

いるが)､産業別組織 としての機能を高めるためには､使用者であれ､関係省庁であ

れ､政党であれ､あるいは未組織労働者であれ､外部の当事者を説得する必要がある

が､その面での努力､活動がいまだ不十分であるため､成果はあがらないというもの

である｡ いわば､産業別組織の組織の変革ではなく､機能にかかわる変革が求められ

ているというのである｡ この解釈にしたがえば､成果は自動的にはあがらない｡環境

が変わって も､時間がたっても同じである｡ いやむしろ､相手 となる使用者などが変

化 してい くと考えると､成果はますますあがらなくなるおそれもある｡ したがって組

織改革ではなく､機能面での改革こそが今後の課題になる｡

いま仮 りに､第三の解釈が当てはまると想定 した場合に､タイプ別にはどのような

課題があるのだろうか｡

停滞 ･後退派には中産別Bタイプ､Cタイプが多かった｡ Bタイプ､Cタイプの産

業別組織の中には､組織方針を変えた り､組織統合を行ったり､会費水準を上げたり､

さまざまな努力をしている組織が存在 して早ることは確かである｡ にもサ かわらず､

やはり類型ごとの違いは厳 として存在 している｡ もしこの違いが､組織人員 と労働市
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序章 90年代の労働組合一成果 と課題

場での占有率に大 きく依存するものだ としたら､そうした組織的な改革では不十分だ

といってよい｡組織統合 を含めさらなる変革が求められているように思 える｡

中産別Aタイプにして も､大産別 タイプにしても､機能の不十分な組織 も存在する

し､全体 として組織拡大､最低規制､政治活動などでの停滞､後退 もみ られる｡ これ

らにどう対処 してい くかが､Aタイプ､大産別 タイプの産業別組織 に与えられた大 き

な課題である｡ また､Aタイプで注意すべ きは､それが組合員数でみると大規模組合

中心の組織であるということである｡ 産業構造の転換 にともなって増加 してい くであ

ろう中小企業の労働者の利害 をいかに反映 していけるか もまた大 きな課題 として残 っ

ているように思える｡

5.連合の政策参加

連合結成の最大の目的の一つは､国民生活の向上に深 く関連する政策､制度の実現

と立法化に関与 してい くこと､言い換 えれば政策､制度形成過程 に参加することを通

じて国民生活を豊かにしてい くことであった｡ 1990年代 に､かかる政策参加がいかに

深化 したのかを最後 にみることとしよう｡ なお､ここでは､上述のように､週40時間

労働制の全面適用-猶予措置の完全撤廃､新たな裁量労働制の導入､派遣事業適用業

務のネガティブリス ト化 をめ ぐる法改正を村象 とする｡

(1)週40時間労働制の全面適用

① 経緯

週法定労働時間を40時間とする労働基準法改正が行われたのは1987年である｡ だ

が､実際には労働基準法が刑罰法規であるという性格 を考慮 し､実際の労働時間短

縮の動向を踏まえて､徐 々に週法定労働時間を引 き下げてい くという方針が とられ

た｡ しか も､他方で､当該法定時間の適用 を猶予する措置 も講 じられ､特定の業種､

規模の事業所 においては週法定労働時間よりも長い時間が適用 された｡

週法定労働時間は､改正時点ではまず46時間 とされ､ついで1991年 4月か らは44

時間､94年 4月か らは40時間と段階的に引 き下げられた｡ 週法定労働時間が1987年
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改正 どお りの40時間になるまでに実に 7年間かかったことになる｡ 猶予措置の対象

事業所では､法定労働時間は1988年 4月か らは48時間､91年 4月から46時間､94年

4月からは44時間 (一部事業所 に限っては46時間) とされた｡ この猶予措置が完全

撤廃 されたのが1997年 4月 1日であった｡

② 93年法改正一猶予措置の一部延長

1997年の猶予措置完全撤廃 -過40時間制の全面適用に至るまでは､少な くない年

月 と中央基準審議会の場での労使の激 しいや りとりがあった｡ ここでは､94年 4月

か らの週法定労働時間40時間制-の移行 と猶予措置44時間への移行 を論 じた93年法

改正の審議状況をみよう｡

92年年末の中基審労働時間部会における審議では､最終的に①週法定労働時間40

時間への移行 は94年 4月か らとする､②猶予措置対象事業所 については当面､週44

時間とし､状況 によっては42時間 とする､③猶予措置は1997年 3月末 まで とする､

という方針が審議会でほぼ決ま りかけていた｡

だが､同 じ頃､中小企業 を主たる加盟メンバーとする使用者団体が､審議会の外

で､この方針に真 っ向か ら反対するキャンペーンを繰 り広げていた｡ 彼 らの主張は

｢94年 4月か らの40時間制移行 は時期尚早､猶予措置は現行の46時間制 を椎持せ よ｣

である｡ 彼 らは意見書を労働大臣､自民党労働部会などに提出 し､また地元選出の

議員に強 く働 きかけた｡ 使用者団体の激 しい反対は､年が明けた93年 1月の審議会

の場で も､繰 り返 し表明 されたが､結局は､当初の方針 どお りの案が建議 されるこ

とになった｡

だが､1993年 3月 8日に､突如､猶予措置46時間の一部延長に関わる政令案要綱

が中基審 に諮問されることになる｡ 使用者団体の攻勢が実を結んだのである｡ 新聞

報道などによれば､自民党が94年か らの40時間制 を強 く望む労働省 と取引 を行い､

46時間猶予措置の一部延長 を認めさせたらしい｡労働者側代表委員は､ こうした政

令案要綱の諮問自体が､過去 に例がな く､これまでの審議経緯を無視するものであ

るとして激 しく抗議 し､審議会を退席 し､その後 も欠席 を繰 り返 した｡ 連合は､突

然の猶予措置一部延長への反対 を表明 し､地方連合 を動か し､抗議キャンペーンを

全国的に展開 した｡
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こうした連合の抗議 にもかかわらず､結局､労働者側代表委員欠席のまま､猶予

措置46時間の一部延長にかかわる政令案要綱の答申が中基審において了承 された｡

その際､公益委員は使用者側および労働省の一政治的相応を厳 しく非難 したが､その

背後には連合､労働者側代表委員の断固たる反対があったからであろうと推測され

る｡ そしてこの非難がその後の使用者側､労働省の行動に一定の制限を与えること

になったと思われる｡

③ 96年法改正一猶予措置の完全撤廃

猶予措置はその後1995年 4月からは44時間となり､1997年 4月からは猶予措置が

完全撤廃 されることにな一つていた｡ ところが､労働時間の実態をみると､1996年の

4-5月時点の労働省調査によれば､法定労働時間が40時間を超えている事業所は

中小企業を中心に業種によって 5割､ 6割､ 7割あるいはそれ以上存在 し､その比

率は猶予措置の強引な一部延長を使用者側が行った1992年時点よりも多かった｡ 使

用者側は再度､猶予措置の延長を強 く求めることになった｡

1996年の秋から中基審労働時間部会で本格的な審議が始まったが､猶予措置延長

をめ ぐり､再度､労使 は厳 しく対立することになった｡ 使用者側代表委員は労働時

間の実態をもとに時間短縮の困難さを訴え､猶予措置の延長を求めるのに対 し､労

働者側代表委員､公益委員が93年法改正によって既に97年度からの40時間制の全面

適用は決着がついていると一蹴するという構図が続 くのである｡

妥協案 として公益委員から提案されたのは､①週40時間制への全面移行 を行 う(し

たがって､猶予措置延長はしない)､② 2年間の指導期間を設けて､罰則のみに頼

ることなく精力的に指導援助 して週40時間制を走着 させる､ というものであった｡

使用者側代表委員は､事実上の刑事罰の適用猶予に賛意を示 したが､労働者側代表

委員は指導期間が労働基準法を歪めることにつながる､あるいはこれが猶予措置の

延長 と混同されるのではないかと疑義を表明 した｡ 労働者側代表委員の対応は二つ

に割れることになるが､最終的には指導期間の意味を明確 にすべ く公益委員案に修

文作業をほどこし､重大悪質な法違反については司法処分をとることを明確 に述べ

た労働基準局長メモを引き出し､さらに審議会後の記者会見でそれを公表 させるな

どして､ 2年間の指導期間に同意 した｡
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こうして 2年間の指導期 間はあるものの､97年 4月か ら週法定労働時間40時間制

は全面適用 されることになった｡

④ 時短キャンペーンと実態

連合は､97年の 1月以降､週40時間制 を走着 させるべ く､総力 をあげて全国的点

検活動､要請行動､キャンペーンを行い､ さらに中小企業庁や使用者団体の重大な

法違反行為 に対 し断固たる抗議 を行いそれを撤回させた｡ これが どの程度の効果 を

上げたかを量的に測定することは難 しいが､97年 5-6月にかけて行われた労働省

調査 をみると､週法定労働時間が40時間を超 える事業所 は 1年前 と比べ ると激減 L
l

た｡

(2)新たな裁量労働制の導入

① 経緯

裁量労働制 とは､特定の業務 に限 り､実際の労働時間数にかかわ らず一定の労働

時間数だけ労働 した もの とみなす制度であ り､1987年労働基準法改正の際に新 たに

導入された｡ 裁量労働制が適用 される業務 としては､専門業務型裁量労働 と企画業

顔型裁量労働の二種類があ り､それぞれ採用要件､必要 とされる労使協定事項が異

なっている｡ ここで とりあげる新たな裁量労働制 とは､後者の企画業務型裁量労働

であ り､1998年の法改正で新設 された ものであ り､企業の中枢部門において経営 に

関与するホワイ トカラーを対象 とす る｡

新たな裁量労働制の導入は､次 にみる派遣適用業務のネガティブリス ト化 と同 じ

く､規制緩和小委員会の強い政治力 によって進め られた｡ いわば審議会の外で法案

が用意 され､それをめ ぐって審議会の場で労使が激 しく村立 した｡ 舞台は審議会か

ら国会へ と移 され､連合は友好政党 を通 じて自らの要求実現 に努力 してい くことに

なる｡

最終的には､新た な裁量労働制 に関わる法案は成立するが､連合はい くつかの重

･要な修正 を勝 ち取 り､事実上 ｢使い勝手の悪い｣制度 とすることによって､その要

求 をほぼ実現することがで きた ｡
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② 三者三様

新たな裁量労働制をめ ぐる議論が本格化する1997年 7月以前は､ホワイ トカラー

への裁量労働制の適用 をめ ぐっては労使の見解は隔た りが大 きく､議論は全 くかみ

あっていなかった｡

日経連が1994年11月に出 した ｢裁量労働制の見直 しについて (意見)｣は､アメ

リカのイグゼンブション制 を参考 にしつつ､裁量労働制のホワイ トカラーへの積極

的拡大 をめざし､将来的には時間規制の適用除外 をするが､短期的には包括的な業

務指定 を行いその範囲内で労使が自主的に導入を決めることを求めていた｡

これに対 し､94年 4月に労働基準局に設置 された裁量労働制に関する研究会が19

95年 4月24日にとりまとめた報告は､事務部門のホワイ トカラーへ裁量労働制を適

用 してい くことを示 しなが らも､高度に専門的､創造的､請負的性格などの修飾語

が多用 され適用対象 を極めて限定的にとらえるとともに､適用に関する手続的ルー

ルを詳細に定めた｡

最後 に､労働者側代表委員および連合は､裁量労働制は直接労働時間短縮に資す

る性質のものではな く､また問題 も多 くはらんでいるので､他の重要な課題 を優先

的に検討すべ きであるとの方針 を表明 していた｡

議論はまった く噛み合わないままであった｡

③ 規制緩和小委員会と労働省試案

行政改革委員会が規制緩和小委員会の レポー トを受けて､1996年12月16日に内閣

総理大臣に提出 した 『創意で造る新たな日本～規制緩和の推進に関する意見 (第 2

次)～』は､そのなかで､裁量労働制 をホワイ トカラーに大幅 に適用できるよう規

制緩和 をすべ きこと､その際に労使協議 を含め適正運用のための措置を講ずべ きこ

とをうたっている｡ これを受けて政府は1996年12月25日に､この第 2次意見を最大

限尊重 して規制緩和推進計画 を再改定 し､その計画的推進 をはかることを閣議決定

する｡ 裁量労働制適用業務の大幅拡大の推進は閣議決定 されたのである｡ その後､

1997年 にはいると規制緩和小委員会は各省庁が中間公表 した規制緩和検討状況をち

とにヒヤリングを精力的に進めた｡ 労働省労働基準局 も同年 2月13日にヒヤリング

を受けている｡
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中基審の場での噛み合わぬ議論 とは別に､審議会の外で､裁量労働制のホワイ ト

カラーへの大幅拡大の議論が進められていったのである｡

1997年 7月2日､中基審労働時間部会に ｢裁量労働制の在 り方｣に関する労働省

試案が唐突 に示 される｡ この突然の提案の背後 に規制緩和小委員会の影 を見出すの

は難 しいことではない｡労働省試案は日経連意見書 と裁量労働制研究会報告の奇妙

な折衷であ り､ 日経連意見書 にあった本社部門の企画 ･立案 ･調査 ･分析業務だけ

をとりあげ､それを担 うホワイ トカラーへ裁量労働制を適用すること､他方で､研

究会報告が提唱 した適用 に関わる手続的要件 を定めることを柱 にしつつ も､大幅拡

大 を阻害 しないよう手続要件 をやや緩めるという内容の ものであった｡

労働省試案 をめ ぐって､使用者側代表委員はホワイ トカラーへの全般的拡大 と労

使 自主決定 を主張するが､大筋 として賛意 を示すのに対 して､労働者側代表委員は

あ くまで も反対 を貫いた｡ 労働者側の根強い反対 にもかかわらず､ほぼ労働省試案

どお りの報告が1997年12月11日に労働大臣-建議 され､.翌年 1月21日にはその建議

をもとに作成 された ｢労働基準法の一部 を改正する法律案要綱｣が中基審に諮問さ

れ､ 1月26日には ｢要綱 はおおむね妥当｣ との答申が下 された｡ 法律案は1998年 2

月20日に閣議決定 された｡

④ 国会対策

連合は友好政党 を通 じた国会対策 を強化 しなければならな くなった｡ 1998年 2月

12日に連合は独 自の労働基準法改正案 を公表 し､新 しい裁量労働制については原案

か ら削除 しさらに検討す ること､労使委員会の規定を改善 して現行の裁量労働制の

導入要件 とすることとした｡ もっとも､これは基本方針であ り､次善策 としては､

対象業務の範囲､導入要件､働 きす ぎ防止策 を法律 に明記することであった｡ ここ

で導入要件の明記 とは､裁量労働制導入の要件 とされた企業内労使委員会の構成､

権限､義務などについて法案以上に詳 しく法律 に定めることを意味 し､具体的には､

た とえば労使委員会の労働側代表の選出方法 を明記する､未組織企業においては公

選制 にする､労使委員会の委員の任期 を定める､労使委員会の決議の有効期間を3

年 にする､適用にあたっての本人同意 を労使委員会の決議事項 とするなどを指針､

告示ではな く､法律 に定めることであった｡
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連合は友好政党であった民主党､新党平和､自由党､社会民主党 にこれ らの案 を

もって協力 を依頼する｡ 衆議院労働委員会ではこれ らの政党は､連合の基本方針 (-

原案か ら削除 し､さらに検討す る)お よび次善策 を受けるかたちで､質問を行 った｡

労働委員会の場では法案修正 を認めるような答弁 を引 き出す ことはなかったが､理

事会の場で法案修正は進め られていた｡

いろいろ粁余曲折はあったが､1998年 9月3日､衆議院労働委員会で共産党 を除

く与野党の修正案が賛成多数で可決､翌 4日に衆議院本会議で可決 され､参議院で

は労働 ･社会政策委員会での審議 を経て 9月25日に可決 され､改正法案 は成立 した｡

⑤ 成果

修正､可決 された法案では､裁量労働制の導入撤廃 は認め られなかった とはいえ､

連合の次善策の多 くが認め られ､連合は事実上､大 きな成果 を収めた｡

第一に､国会審議の過程で､本人同意､制度実施の 1年延長､制度施行の一定期

間後の見直 し､指針 についての 1年間の専門家 による検討､その後の中基審での付

議､労使委員会の委員の選出方法､任期の明確化 など､連合が次善の策 としてあげ

ていた要件のほとんどすべてを獲得 した｡

第二に､とりわけ､制度実施の 1年延長 と指針 を中基審の付議事項 としたことは､

連合が求めていた､更なる検討 を審議会の中で行 うことを可能にした｡ もちろん､

1年 という期限つ きであ り､法律 それ自体の検討 は行 えないが､指針-行政指導の

具体的基準 を審議会の中で､外部の圧力 を受けることな く審議で きるようになった

ことは大 きな成果であった｡ 1999年暮れに行 われた指針案の諮問は､新たな裁量労

働制 に関 して初めて公労使一致で ｢おおむね妥当である｣ と評価 されて､公表 され

た｡

第三に､新たな裁量労働制導入 に ｢本人同意｣ を事実上の要件 として加 えたこと

により､この制度は ｢使い勝手の悪い｣もの とな り､その適用範囲が極めて狭め ら

れた｡ 少な くとも使用者側､人事労務の実務家はそ う判断 している0
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(3)派遣適用業務のネガテ ィブ リス ト化

① 経緯

1985年 に制定 されたいわゆる労働者派遣法は1999年 に大 きく改正 され た｡ 最大の

改正点 は適用対象業務 がポジテ ィブ リス ト方式か らネガテ ィブ リス ト方式- と変

わったことである｡ つ ま り適用で きる業務 を個別 に指定す るのではな く､派遣 を原

則 自由化 した上で､適用除外業務 を別途定める方式- と改め られたのである｡ 従来

の発想 は専門的な知識 を有する労働者が限 られた業務 において派遣労働 を行 うもの

であったが､99年改正 により一般労働者が一部例外 を除 きあらゆる業務 において派

遣労働者 として働 くことが可能 になった｡ 適用対象業務が拡大 した一方､派遣期 間

は従来の26業務 は 3年のままとす るものの､臨時的 ･一時的需給調整 をその目的 と

する新たな対象業務 においては 1年の制限が設け られた｡ 99年の改正 は単 に適用対

象業務が拡大 したのではな く､労働者派遣事業のあ り方 に関 して根本的な発想 の転

換が行 われた といえよう｡

この転換 は規制緩和小委員会の強力 な政治力 によって進め られた ｡ 連合 はネガ

ティブリス ト化-強 く反対 しなが らも､その悪影響 を最小限にお さめるべ く､審議

会では厳 しい姿勢で臨み､国会の場では友好政党 を通 じた国会対策強化 を図ること

によって､結果 としてその要求の大部分 を勝 ち取 ることになった｡

② 規制緩和小委員会 と中央職業安定審議会

中央職業安定審議会では､1995年､労働者派遣法 2回目の見直 しを行 うため､派

遣適用業務の拡大が審議 されていた｡ その後､中職審答 申を受けて翌96年 には対象

業務 を16か ら26業務へ と拡大す る改正法案が国会 に提出され年末 に成立 した｡ 規制

緩和小委員会が派遣適用業務のネガテ ィブリス ト化 を打 ち出 したのは､派遣業務拡

大 をめ ぐって中職審で審議が行 われている最中の1995年12月14日である｡ 規制緩和

小委員会 は､中職審での対象業務拡大の検討結果が早期 に実現 されることを望みつ

つ､｢労働者派遣が適切 な業務 と不適切 な業務 を区分す る基準 を明確化 し､労働者

派遣が不適切 な業務 を列挙することにより､それ以外 は､労働者派遣事業の対象業

務 とす るべ きである｣ と論 じた｡

さらに､派遣法改正が成立 したの とほほ同時期 に､｢経済構造の変革 と創造のた
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めのプログラム｣が閣議決定され-(1996年12月17日)､そのなかで労働者派遣事業

制度の全般 を対象 とする抜本的な検討を開始することが決定された｡ この閣議決定

を受けて､12月24日には中職審の民間労働力需給制度小委員会 (以下､民需小委員

会)の場で､派遣法の見直 しが始まった｡ その後､民需小委員会は翌97年11月下旬

まで十数回にもわた り派遣法の検討を行 うが､この時点においても､労使の意見は

真っ向から村立 したままであった｡ すなわち､適用業務指定方法に関 しては､労働

側はポジティブリス ト方式を､使用者側はネガティブリス ト方式をそれぞれ主張 し､

派遣期間に関 しても労働側は厳 しい制限を課することを主張するのに対 し､使用者

側はその撤廃を求めた｡ 労働側の強い反対の背後には､企業にとって使い勝手のよ

い派遣労働 によって､不安定雇用が増大 し､常用雇用が代替されることへの恐れが

あった｡ 留意 してお くべ きはこの時点の民需小委員会においては､ネガティブリス

ト方式の導入が既に定められた事実ではな く､それは選択肢の一つにす ぎなかった

ことである｡

民需小委員会での激 しい対立をよそに､97年11月18日､政府は ｢緊急経済対策｣

を発表 し､労働者派遣法の改正を次期通常国会に提出することを閣議決定する｡ さ

らに､12月12日に規制媛和小委員会は最終意見 を発表 し､ネガティブリス ト化方式

を採用 し､派遣適用業務を大幅に拡大するよう求めた｡ 続いて､12月24日に閣議決

定 された ｢経済構造の変革 と創造のための行動計画のフォロ⊥アップ｣ において､

再度､労働者派遣法の改正案を98年度国会に提案することが盛 り込 まれ､改正内容

として対象業務をネガティブリス ト化 し､派遣期間および労働者保護のための措置

などを中心に制度の全般的見直 しを進めることが明記された｡ こうして民需小委員

会の外堀はうめられていった｡

以上の閣議決定､規制緩和小委員会の最終意見を受けて､民需小委員会はまず11

月18日から ｢労働者派遣事業制度の見直 しの基本的方向｣に関する報告のとりまと

めにとりかかることとなる｡ 12月にはいると､12日の規制緩和小委員会の最終意見

を受けるかたちで､民需小委員会公益委員は24日にネガティブリス ト化 を打ち出 し

つつ､派遣事業制度を ｢臨時的 ･一時的な労働力の需給調整｣のための政策 と位置

づける旨の報告案を提案 した｡適用方式 をめ ぐって労使が対立 しているところに､
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規制緩和小委員会が発 した ｢ネガティブリス ト化｣が押 しつけられ､今度は ｢臨時

的 ･一時的な労働力の需給調整｣の解釈 をめ ぐって労使が対立す ることになる｡ だ

が､最終的 に 5月14日にネガテ ィブ リス ト方式､臨時的 ･一時的派遣､派遣期間 1

年間､ 1年間を超 えた場合の派遣先の雇用責任 (努力義務)などを内容 とす る報告

が労働大臣に建議 された｡

③ 法案要綱修正

ネガテ ィブリス ト方式-の転換で､労働側が最 も懸念 したのは製造業の生産工程

ライン業務へ の適用であった｡ もう一つの懸案であった派遣期 間の制限については､

当初 は 3ケ月を主張 していたが (使用者側 は原則 自由で､少 な くとも現行の 3年)､

報告段 階で公益委員案の 1年 に歩み寄 っていた｡ 最大の懸念であった製造業の生産

工程 ライ ン業務への適用除外 に関 して､民需小委員会の場で労働者側代表委員 は繰

り返 し主張 し､また連合 も同様の見解 を公表 していたが､報告 には盛 り込 まれては

いなかった｡

建議 を受けて1998年 7月15日に労働大臣は中職審 に改正法案要綱 を諮問 した｡ 通

常であれば審議会 は即 日に答 申を行 うが､労働者側代表委員の反発が強いことか ら､

この慣例 を破 り答 申づ くり過程で修正が加 えられることとなった｡ 職安局長は ｢今

回は建議 に基づいた諮問 を行 った｡ 労働側が､修正がなされない場合は重大な決意

で臨む とい う表明があ り､審議会の運営上､修正せ ざるを得 ない｡公益委員 と相談

して調整 してい きたい｣ と述べ､労働省が法案要綱の修正 に応 じる用意があること

が示唆 された｡ 異例 の措置であった｡ これによって､事実上､生産工程 ラインは派

遣適用業務か ら除外 されることになった｡

④ 国会対策

改正派遣法案 は1999年の第145回国会で審議 されることになった｡生産工程 ライ

ン業務の適用除外 を既 に勝 ち取 っていた連合であるが､ さらに､①派遣 にな じまな

いそれ以外の業務 を適用除外 にす る､②不安定雇用 を増大 させ ないために常用型派

遣のみ とし､登録型 を禁止す る､③ 1年の派遣期間を超 えて就業す る労働者の雇い

入れを努力義務か ら強制規定 にし､罰則 を法本体で明記す る､④派遣労働者の福祉

増進 と適正な派遣就業確保 を努力義務か ら強制規定 にし､セクハ ラについての派遣
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先責任 を明示する､⑤派遣労働者の個人情報の保護措置 と罰則 を明示する､⑥派遣

労働者が社会労働保険に加入 していることを確認 し､それが不備の ものは受け入れ

てはならない旨を派遣先が講ずべ き措置 などで強行規定 とする､⑦派遣労働契約の

一方的な中途解約に対する保護措置 を明示するなどを､友好政党 を通 じて国会の場

で求めてい くこととした｡

連合は以上の要求を友好政党であった民主党､公明党 ･改革 クラブ､社会民主党

を通 じて､衆議院労働委員会､参議院労働 ･社会政策委員会の場で表明 してい く｡

もっとも委員会での質疑によって､政府側か らこれ らの要求に対 して､積極的な回

答が寄せ られるということはな く､む しろ､委員会は政府側の運用指針､解釈 に関

する言質を引 き出す場 として機能 したようである｡

実際の法案修正は理事会の場で行われた｡ 連合は上述の要求を基本 に､政府法案

に対抗する法案要綱づ くりを民主党労働部会 と共同で進め､ さらに連合 と民主党は

公明党 ･改革クラブ､社会民主党 とも調整 を重ね､三会派統一要求 を作成 した｡ 民

主党 を中心 とする三会派はこの統一要求 を踏 まえて､衆議院労働委員会理事会にお

いて自民党 と折衝 し､最終的には自民党 を含 む5党共同修正案がつ くられることと

なった｡ 共同修正案は1999年 5月19日に衆議院労働委員会で共産党 を除 く賛成多数

で可決 され､21日には衆議院本会議で可決､参議院に送 られ､参議院労働 ･社会政

策委員会での審議､採決を経て 6月30日には参議院本会議で共産党 を除 く賛成多数

で可決 され､改正法案は成立 した｡

⑤ 成果

修正､可決 された法案では､派遣業務のネガティブリス ト化それ自体 をくつがえ

す ことはで きなかったが､連合はその要求の多 くを事実上実現することがで きた｡

第一に､附帯決議で適用除外業務 を政令で定めるにあたっては中央職業安定審議

会の意見 を踏まえて適切に措置することとされ､その後定め られた政令 において､

労使関係 にかかわる人事労務関係業務､医療行為 にかかわる業務､診療の補助業務

が適用除外業務 とされた｡

第二 に､連合が懸念 していた常用雇用の代替に関 しては､それを防 ぐ措置が盛 り

込 まれ､かな りの成果 をあげた といえる｡派遣期 間の制限 (1年間)､反復雇用の
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禁止､一定期間を超える派遣労働者の派遣先による雇用の義務化はそのような性格

を持つ規制である｡ 雇用の義務化こそは実現 しなかったものの､罰則規定を含む規

制が設けられたことにより､常用雇用の代替は一定の歯止めがかけられたといえる｡

また労働者保護措置の中にも､常用雇用 との代替を防 ぐ機能をもつ保護措置 (派遣

先責任の拡大､社会保険の適用義務等)が含まれるが､これらも連合要求に沿う方

向で強化 された｡

第三に､労働者保護規定であるが､個人情報の保護､契約の中途解除の際の損害

補償､セクハラ防止 ･母性保護を含む適正な就労環境の確保に関しては連合の公式

要求以上に強化された｡ これらは連合 ももちろん高い関心を持って取 り組んだ課題

セあったが､具体的な要求は3会派の調整時点で登場 した｡ 連合は衆議院の修正案

提示の後､それを概ね歓迎 しつつも､実効性を担保する罰則付与が極めて重要であ

るとの判断に基づ き､野党 3党に対 して引き続 き努力するよう申し入れている｡

第四に､他方で､登録型派遣の禁止 という連合要求は､友好政党の支持 も得 られ

ず全 く成果が得 られなかった｡ もっともこの主張はそもそも実現性が低 く､連合 も

どの程度真剣に主張 していたのかは不明である｡ むしろ運動論 として主唱された側

面 も強い｡

(4)課題一政策参加の深化と厚い壁

最後に以上の要約 と今後の課題について簡単に述べ よう｡

第一に､週40時間制全面適用-猶予措置の完全撤廃､新たな裁量労働制の導入､労

働者派遣事業適用業務のネガティブリス ト化のいずれにおいても､連合方針に近い法

案修正がなされたという意味で､連合は一定の成果を収めた｡ このことは､これらの

法改正がいずれも労使の激 しい対立を伴っていたことを考慮 にいれれば､充分に評価

されてよい｡連合結成の最 も重要な目的の一つは､政策 ･制度闘争であ り､その立案､

形成過程への参加を通 じて､国民生活の向上をはかることであった｡ 連合は､結成さ

れてわずか10年の間に､その力を発揮 した｡ 繰 り返 しになるが､この点は強調 されて

しかるべ きである｡

第二に､成果をもたらしたのは､一つには､連合の政策参加能力が向上 したからで
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ある｡ 審議会の場で､労働者側代表委員が連合の統一 した方針のもとに意見をのべ､

議論を行い､行動 した｡ 成果を収めるために､場合によっては断固とした姿勢を貫 き､

場合によっては次善策を模索するなど､状況に応 じた戟略をたて､それが功を奏 した｡

全国的にカンパニア活動を組織するなど､多 くの組合員大衆 を動員 して審議会､国会

に政治的圧力をかけた｡ 友好政党を通 じて､時には連合独 自案を提示 し､時には具体

的な修正方針を示すことによって､国会の場での審議 を有利に導いた｡ こうして政策

参加の体制､戟略､政治的資源の活用のいずれをみても､政策参加能力は向上 した｡

第三に､だが､週40時間制全面適用を除 く2つの法改正での勝利は､連合にとって

実 りある成果 とはいいがたい｡新たな裁量労働制の導入であれ､労働者派遣事業適用

業務のネガティブリス ト化であれ､連合がそれを求めて法改正に努力 したというので

はな く､逆に､厳 しい要件を課 し､その適用範囲をできるかぎり狭めるよう､｢使い

勝手｣を悪 くするよう努力 したのである｡ いわば､大 きなマイナスをゼロあるいはよ

り小 さなマイナスにする方向で､連合は闘った｡ 大急 ぎで付け加えなければならない

が､そのこと自体が無意味であったなどと言っているわけではない｡ただ､その努力

が ｢国民生活の向上｣にいかに結びついたのかを問いたいだけである0

第四に､実 りある成果を伴わない勝利の責を連合に負わせるのは酷であろう｡ いず

れも審議会の外で､規制緩和小委員会､行政改革委員会の強力な政治力によって法案

が準備 されたからである｡ むしろ､予め定められた枠組みの中で､連合がなんとか努

力 したことを評価すべ きであろう｡

第三､第四の点から､連合の政策参加の将来の課題がうかびあがって くる｡ その一

つは審議会の外で､強力な政治力をもつ機関によって労働政策が決定されてい くとい

う事態にいかに対処するかである｡ 行政改革委員会､規制緩和小委員会は1997年12月

18日に解散 したが､1998年 1月26日に行政改革推進本部長 (内閣総理大臣)の決定に

より､行革推進本部のもとに規制緩和委員会が設置され (1999年4月6日､規制改革

委員会 と名称変更)､規制緩和の推進をその任務 として活動 している｡ 規制緩和の対

象は幅広いが､労働分野 もその例外ではない｡ したがって､新たな裁量労働制導入､

派遣事業適用業務のネガティブリス ト化にかかわる法改正のような事態が繰 り返 し生

じる可能性 もある｡連合はこの厚い壁にどのように立ち向かおうとするのであろうか｡
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ところで､行政改革委員会などによる規制緩和の推進は､一般的に､多 くの国民の

支持を受けていると見なすのが妥当であろう｡ 規制緩和を進める側の考えは単純化 し

ていえば次のようだと考えられる｡財 ･サービスを供給する側が､市場における秩序

維持 という名 目であるいは供給側を保護すべ きであるとの前提で､行政と一緒になっ

てまたは行政に働 きかけて､種々の規制をつ くりだした｡ そのため､人為的に高い参

入障壁がつ くられることによって新規に供給者 として市場に参入することが著 しく困

難 となり､他方､財 ･サービスを需要する側の ｢生活者 ･消費者｣たる国民が高コス

ト､低品質のものしか購入できなくなる｡ 結果 として資源配分にゆがみが生 じる｡ マー

ケット･メカニズムが正常に働かなくなる｡ いいかえれば､需要者､潜在的な供給者

の犠牲のうえに規制がつ くられ､しかも､彼 らの声は政策立案の場面には届かない｡

そこにこそ､行政改革委員会という､潜在的供給者および需要者たる ｢生活者 ･消費

者｣の声を代弁する機関の役割がある｡

こうした考えは相応の正当性を有 してお り､それを全面的に否定することは難 しい｡

それゆえにこそ､多 くの国民の同意を得たのだといってよい｡問題は､このアイデア

を労働政策に単純に当てはめることが適当か否かである｡

労働政策は労働市場に関する規制である｡ 労働市場の当事者は労働力を供給する労

働者であ り､それを需要する企業である｡ 審議会で法案の実質的な審議に参加するの

は､需要側､供給側の代表および公益代表である｡ 労使関係論の枠組みからいえば､

審議会は労働 と報酬にかかわるルールを当事者が協議する場であり､決 して､労働力

の需要者や供給者の声が政策立案の場に届かないわけではない｡もちろん､使用者側

代表委員や労働者側代表委員が､労働力の需要者､供給者の要求を真に代弁 している

かどうかは問われてもよい｡だが､使用者側代表委員の中には日経連に所属 している

者 もお り､ 日経連には裁量労働制を求める大企業､派遣事業の規制緩和を求める企業

の団体が加盟 している｡ 他方､労働者側代表委員は全員が連合に関係 しているが､連

合傘下の組合にはホワイ トカラー部門を抱える組合 もあるし､少数ながら派遣労働者

を組織 している組合 もある｡ 行政改革委員会などの委員会のメンバーが､彼 ら以上に､

労働市場の当事者の要求を真に代弁 しているという保証はどうやって与えられている

のであろうか｡
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いま､仮 に､自らに関係することに自らが発言の機会をもつことを民主主義 と考え

るならば､行政改革委員会､規制緩和小委員会の正 しさは､声なき消費者､生活者 と

しての国民に代わって種々の規制に関 して発言する機会を得た､つまり消費､生活に

おける民主主義を確保 したことにある｡ 非常に単純にいえば､その民主主義を実践す

ることによって､結果 としてマーケット･メカニズムが機能 し､資源配分のゆがみが

是正される｡

これに対 して､労働市場においては､需要側､供給側 ともに､労働市場規制 に関す

る実質的な発言の機会は審議会の場で与えられてお り､いいかえれば､民主主義は既

に確保 されている｡ 労使関係論にしたがってこの民主主義 を産業民主主義 とよべば､

行政改革委員会､規制緩和小委員会は産業民主主義を乱す当事者 として突如あらわれ

たことになる｡ 審議会の外で労働関係の法案がつ くられ､審議会が形骸化 されること

が続けば､戟後､築 き上げてきた産業民主主義が危機にさらされることになる｡ 連合

はこの危機にいかに対応 しようとしているのであろうか｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

1.はじめに

本章の目的は､ 1)平成不況下の労組の経営参加の実態や企業合理化をめぐる労使

協議の実態を把握 し､企業合理化に村する労組の経営参加のインパク トなど労組の経

営参加の意味を解明すること､ 2)企業別組合の類型別に経営参加行動や企業合理化

への対応を把握 し､類型別特徴を明らかにすること､にある｡ そして､こうした解明

を通 じて､労働組合のUI運動の一つの柱 として労組が積極的に取 り組んできた経営

参加が平成不況下にさらに進展 してきているか､そしてどのような成果をあげている

か､UI運動の成果を点検 しようとする｡

本章は以下のような内容で構成 される｡

第 1､労使協議 を通ずる労組の経営参加の実態を明らかにする｡ すなわち､経営方

針及び経営施策等の事項はどれほど労使協議の付議事項 とされているか､これらの事

項について労組の発言力はどの程度なのか､これらの事項について労使間で意見の食

い違いはないか､労使協議機関は労組の経営参加を実質的に保証する制度 として運用

されているか､さらに労組は経営参加を通 じていかなる成果をあげているか､などに

ついて分析 ･検討する｡

第2､平素の組合活動の中で組合が行っている経営参加 ･対策活動について考察す

る｡ 特に､1990年代初期に実施 された ｢労働組合の現代的役割 とユニオンリーダの養

成｣調査 によって明らかにされ た企業別組合の ｢深い経営参加｣は1990年代後期 にさ

らなる進展を見せているか､∴について把握する｡

第3､平成不況下の企業合理化をめ ぐる労使協議の実態を把握する｡ 企業の合理化

の提案について組合がどう対応 し､それをめ ぐる労使協議の結果はどのようなもので､

それについて組合はどう評価するかにつ いて考察する｡

第4､労組の経営参加に関する考え方について把握する｡ ･労組は経営参加を強化す

るために何が必要であると思っているか､また経営参加 を進めるのに伴 う問題点につ

いてどう考えているか､などについて考察する｡
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第5､労組の経営参加が労組や労働者､そ して企業に対 して持つ意味について検討

する｡ 労組の経営参加が行われているかによって､企業合理化に対するインパク トは

異なるか､また企業の経営状況において差があるか､さらに平成不況の組合や労使関

係への影響においてなにか違いが見られるかを考察する｡

第6､企業別組合の類型別経営参加構造 を把握 し､類型別特徴を明らかにする｡ 稲

上 ･井出 (1995)の企業別組合の 4類型化に基づ き､1990年代後期における企業別組

合の経営参加行動や労使協議活動､企業の合理化に村する対応などにおいていかなる

違いが見 られるかを考察する｡

本章では上述の内容の考察を ｢90年代の労働者参加に関する調査｣というテーマの

アンケー ト調査のデータ分析 に基づ き､進めて行 く｡

調査方法

アンケー ト調査は､連合賃上げ集計登録の単位組合を対象に行われた｡アンケー ト

調査表は民間企業で構成 される29産別を通 じて1,196単組に郵送 された｡調査は平成11

年12月から平成12年 1月にかけて実施 された｡ 639組合から回答が寄せ られ､有効回

収率は53.4%と高い｡

2.調査対象組合の概要

本調査の対象組合の概要は以下のようである｡

イ)調査対象組合の業種別分布 を見ると､製造業が60.1%､卸売 ･小売業､飲食店9.4

%､運輸業8.3%､建設業7.0%､サービス業5.8%､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業3.0

%､金融 ･保険業1.6%､通信業1.6%､その他の産業1.6%､鉱業0.8%､不動産業

0.2%となっている｡ 製造業の組合が 6割 を占めていることから､業種別分布が製

造業に傾いているといえる｡

ロ)調査対象組合の規模別分布を､正社員組合員数 と非正社員組合員数を合わせた規

模で見ると､1000-4999人が32.6%､300-999人28.5%､ 299人以下20.0%､5000

人以上8.8%の分布 となっている (正社員組合員数 と非正社員組合員数が不明の場
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合は､欠損値 として処理 されているので､分布の合計が100%になっていない)0

平均組合員数は2122.5名である｡また所属企業の正社員数 と非正社員数を合わせて､

所属企業の規模別分布 を見ると､1000-4999人が28.2%､300-999人26.1%､299

人以下16.8%､5000人以上14.0%の分布 となっている (正社員数 と非正社員数が不

明の場合は､欠損値 として処理 されているので､分布の合計が100%になっていな

い)｡平均社員数は2,799.1名である｡ 組合規模別分布や企業規模別分布は特定の

規模への偏 りは見 られないといえる｡

ハ)組合の結成年度 を見ると､1945-49年が31.6%と最 も多 く､次いで1960年代20.2

%､1950年代16.7%､1970年代12.7%､1990年代5.0%､1980年代3.9%､1944年以

前2.2%の順 となっている｡ 9割以上が1970年代以前に結成された組合である｡

組合の組織率 (企業の全社員に村する組合員の割合)をみると､組織率が80-90

%未満の割合が最 も多 く26.9%､次いで90%以上21.9%､70-80%未満21.0%､50

-70%未満17.1%､30-50%未満6.7%､10-30%未満3.8%､10%未満0.9%の順

となっている｡ 組織率が50%以上の組合､いわゆる従業員の過半数を組織 している

組合は､本調査では9割弱を占めている｡

ニ)5年前 と比較 した組合員数の変化についてみると､10%以上減少 したの割合が46.3

%ともっと多 く､次いで10%未満減少 した26･.4%､ほとんど変わらない15･8%､10

%未満上昇 した5.2%､10%以上上昇 した5.0%の順 となっている｡組織率が上昇 し

た組合の割合は 1割にす ぎず､減少 した組合の割合が 7割以上を占めていることか

ら､多数の組合が 5年間で組織率の減少を経験 しているといえる｡

･ホ)組合の組織範囲につい.T見ると､一般職を組織範囲としている組合は93.70/.､係

長及び相当職は86.2%､課長及び相当職 (部下あ り)は7.5%､課長及び相当職 (那

下なし)8.5%､部長及び相当職は 0%､パー ト･アルバイ トなど非正社員は8.8%

の組合が組織範囲 としている｡

へ)調査対象組合のうち､所属企業が上場企業である組合の割合は58.4%､非上場企

業の割合は40.1%となっている｡

ト)調査対象組合の所属企業の経営状況についてみてみよう｡ まず､ここ5年間の売

上高の変化についてみると､非常に増加 したの割合が3.8%､やや増加 した19∴1%､
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ほとんど変わらない13.0%､やや減少 した26.3%､非常に減少 した36.6%となって

いる｡ ここ5年間で売上高が非常に減少 したの割合が最 も多 く､ややと非常にを合

わせた ｢減少 した｣の割合が 6割以上を占める｡ 次､ここ5年間の総資本経常利益

率の変化についてみると､上の売上高の変化 とほぼ同 じ状況 といえる｡ すなわち､

ここ5年間で総資本経常利益率が非常に増加 したの割合が3.0%､やや増加 した16.4

%､ほとんど変わらない13.8%､やや減少 した26.8%､非常に減少 した36.2%となっ

ている｡ 売上高の変化 と同様､非常に減少 したの割合が最 も多 く､やや減少 したと

合わせると ｢減少 した｣の割合は6割以上に達する｡ ややと非常にを合わせた ｢増

加 した｣の企業は2割弱にとどまっている｡ この間の平成不況の続 きによって企業

の経営状況が悪化 したことを示す結果である｡ さらに､1994-98年間で経営収支が

赤字になった年度の割合を見ると､1994年度は14.9%､1995年度は13.9%､1996年

度は15.2%､1997年度は18.3%､1998年度は29.4%となっている｡ 赤字になった年

度の割合は1996年度以降増加 しつづけ､金融危機によって日本経済がより深刻な不

況に陥った1998年度は3割弱 となっている｡ 1994-98年間に赤字年度はなかったの

割合は50.2%と､ここ5年間で所属企業が経営収支の赤字を記録 していない組合の

割合は半数にとどまっている｡ 赤字年度が 1年間あった割合は19.7%､2年間は9.5

%､ 3年間は5.9%､4年間は4.1%､ 5年間は3.8%となっている｡

所属企業のここ5年間の経営状況は､企業規模や業種別に差が見 られるであろう

か｡まず､企業規模別に見ると､ここ5年間売上高や総資本経常利益率が増加 した

の割合は5000人以上の企業で最 も多いのに対 し､減少 したの割合は299人以下で最

も多 くなっている｡ また経営収支の赤字年度については､赤字年度がなかったの割

合は5000人以上企業で最 も多 く (73.4%)､次いで1000-4999人企業 (54.5%)､300

-999人企業 (47.1%)､299人以下企業 (40.7%)の順 となっている｡以上の結果

から､企業規模別には､総 じて､企業規模が大 きいほど経営状況がよい企業が多い

といえる｡

次､業種別に見ると､ここ5年間の売上高の変化について､増加 したの割合が最

も多い業種は金融 ･保険 ･不動産業で､次いで電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業である

のに対 し､減少 したの割合が最 も多い業種は運輸 ･通信業で､次いで製造業､卸売
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態 と成果

･小売業､飲食店などである｡ ここ5年間の総資本経常利益率の変化については､

増加 したの割合が最 も多い業種は金融 ･保険 ･不動産業で､次いで製造業である｡

これに対 し､減少 したの割合が最 も多い業種は運輸 ･通信業で､次いで卸売 ･小売

業､飲食店である｡ 経営収支の赤字年度については､赤字年度はなかったの割合が

最 も多い業種は電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (94.1%)で､次いで建設業 (73.2%)､

金融 ･保険 ･不動産業 (70.0%)などである｡赤字年度が 3年間､ 4年間､ 5年間

のいずれについてもその割合が最 も多い業種はサービス業である｡ 業種別には各経

営指標によって経営状況の良いあるいは悪い業種が違っているが､全体的にはここ

5年間で金融 ･保険 ･不動産業 と電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業が良好な経営状況を

示 しているのに対 し､運輸 L･通信業､卸売 ･小売､飲食店､サービス業の経営状況

が悪化 したといえるであろう｡

3.労使協議を通ずる労組の経営参加の実態

労使協議を通ずる労組の経営参加の実態を把握するため､アンケー ト調査では労使

協議機関について労使間で ｢経営方針及び経営施策等の事項を協議する機関｣とし､

設問を行った｡ ここでの問題関心は以下のようである｡

第 1､労使協議機関の付議事項の取 り扱いと実際の組合の発言力 との間にずれはあ

るのか｡労働省の 『労使 コミュニケーション調査』によれば､経営の基本方針､生産

･販売等の基本計画を労使協議機関の付議事項 としている事業所の場合､ 6割以上の

事業所が説明報告事項 としている｡ しか し､説明報告事項 といっても､事前説明なの

か､それとも事後説明なのか､またこれを文字通 り受け止め､実際組合は経営側から

説明を聞 くだけで積極的に発言 しないのか､等々の疑問が起 こる｡だが､この点につ

いての事実がわかる研究は､仁田 (1988)の事例研究以外にはほとんど見当たらない｡

そこで､本調査では労使協議機関の各付議事項に対 し労働協約上あるいは慣行におけ

る取 り扱いだけではなく､実際の労働組合の発言力の程度について聞いている｡

第2､労使協議の過程において労使間で意見の食い違いはないのか｡ もし労組が経

営方針及び経営施策等の事項について経営側から説明を聞 くだけで発言 しないことな
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ら､それは労使の意見が一致 しているからであろうか｡本調査では､1998年度の労使

協議の過程 において各付議事項について意見の食い違いがあったかどうかを開いてい

る｡

第 3､労使協議機関は労組の経営参加を実質的に保証する制度として運用されてい

るか｡労使協議機関の実質的運用度を測る指標 として以下の諸項目を聞いている｡ 1)

労使協議機関には決定権を持つ経営陣､たとえば社長が出席するか｡ 2)労使協議機

関の付議事項 として企業の戟略的意思決定に関わる事項が広範囲に含まれているか｡

3)付議事項の取 り扱いは協議あるいは同意事項 とされているか｡ 4)実際の労働組

合の発言力の程度は組合が意見を述べ会社案を修正 したり､あるいは組合 と協議 して

実行することとなっているか｡ 5)経営側から情報は詳細かつ広範囲のものが提供 さ

れているか｡

第 4､組合は経営参加､すなわち経営方針及び経営施策等に関する労使協議を通 じ

ていかなる成果をあげているか｡

以上の問題関心にそって､アンケー ト調査結果を分析 ･検討する｡

なお､本論において分析 している調査結果のうち､無回答を除いて集計 したものに

ついては､巻末の集計表 と一致 しない ものがある｡

(1)労使協議機関の設置及び開催状況

労使間に経営方針及び経営施策等の事項を協議するための常設機関があるかについ

て､あると答えた組合は530組合 (82.9%)､ないと答えた組合は108組合 (16.9%)

となっている｡以下では､常設機関のある組合 (n-530)を対象 とし､その設置お

よび開催状況を考察することにする｡

労使協議機関のある組合の場合､労使協議機関の性格が ｢経営方針および経営施策

等の事項のみを協議する機関である｣ とした組合は47組合 (8.9%)､｢経営方針及び

経営施策等の事項 とともに､それ以外の事項をも協議する機関である｣ とした組合は

467組合 (88.1%)となっている｡ 経営方針及び経営施策等のみを協議する専管機関

の性格のものは少数で､ほとんどの労使協議機関が経営方針及び経営施策 と共にそれ

以外の事項をも協議する機関であるといえる｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

労使協議機関の設置の根拠をどこにおいているか､見てみると､4分の3以上 (75.8

%)が労働協約に基づいて労使協議機関を設置 している｡ 就業規則2.1%､その他の

文書6.0%､慣行12.3%となっている｡ 労働協約､就業規則､その他の文書など､労

使協議機関の設置について文書化 している組合の割合が 8割強 と圧倒的に多い結果で

ある｡

次､労使協議機関の開催について見ると､最 も多い割合は ｢定期に加えて必要の都

度開催｣で49.4%､次いで ｢定期開催｣27.5%､｢必要の都度開催｣20.8となってい

る｡ 定期に加えて必要の都度開催 と定期開催を合わせると､ 8割弱の組合が労使協議

機関の開催を定期化 しているといえる｡

さらに､1998年度 (1998年定期大会から1999年定期大会まで)に経営方針及び経営

施策等の事項を協議するため労使協議機関が開催された回数をみると､開催 されたこ

とのない組合はほとんどなく (0.6%)､ 1-2回22.1%､ 3-4回21.3%､ll-15

回19.6%､ 5-6回'14.70/0､ 7-10回11.70/0､16回以上6.20/oとなっている｡ 開催回

数の平均は7.3回である｡

以上の設置 ･開催状況は組合の所属企業の業種や規模別にどのような特性が見 られ

るか､見てみよう｡まず､設置状況についてみると､業種別には労使協議機関の設置

度合いやその性格､さらにその設置の根拠について有意な差が見 られない｡規模別に

は設置度合いについて有意な差が見 られ､5000人以上の企業で労使協議機関のある割

合は91.4%であるのに対 し､299人以下の企業ではその割合が65.5%となってお り､

規模の大 きい企業ほど労使協議機関のある割合が高い結果である｡

次､開催状況を見ると､開催の定期性について規模別には差が見られないが､業種

別に差が見 られる｡ 金融 ･保険 ･不動産業では ｢必要の都度開催｣の割合が最 も多い

のに対 し､他の業種では ｢定期に加えて必要の都度開催｣の割合が最 も多い結果であ

る｡

以上の結果から､経営方針及び経営施策等の事項を協議する労使協議機関は企業規

模が大 きいほどその設置率が高 くなっているが､金融 ･保険 ･不動産業では他の業種

に比べその開催の定期性の度合いが低いといえる｡
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(2)労使協議機関の経営側委員

労使協議機関の経営側委員 として､経営方針及び経営施策などについての決定権を

持つ経営陣が出席 しているか､経営側委員の陣容 を見てみよう｡

労使協議機関に出席 しない割合が最 も高い経営陣は､支社長または工場長で40.1%､

次いで社長23.7%､関係部長21.9%となっている｡ 経営側委員のうち､常に出席する

割合が もっと高いのは労務担当役員 (89.8%)で､次いで高いのは経理 ･財務担当役

負 (64.1%)､生産担当役員 (57.9%)､副社長 (57.4%)などである｡ 社長が ｢常

に出席する｣の割合は46.2%である｡

表 1-1は経営陣の出席状況を平均値でみたものである｡ この表から､労使協議機

関の経営側委員は､労務担当役員､経理 ･財務担当役員､生産担当役員､副社長､営

業担当役員等を中心 に構成されていることがわかる｡ 決定権を持つ社長の出席頻度は

担当役員 らや副社長のそれより低い結果である｡

表 1- 1 労使協議機関の経営側委員の出席状況
(平均値)

常に ほとんど 半分程度 たまに 出席しな

出席する 出席す る 出席する 出席する しヽ

1 2 3 4 5

注) 1)無回答を除 く

2)｢該当者なし｣の項目を除いて､出席頻度の高い項目から低い項 目の順に1から5まで

の点数を与え､平均値を計測 している｡

企業の規模 ･業種別に労使協議機関の経営側委員の陣容に何か特徴が見 られるか､
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見てみよう｡ 規模別には､副社長､生産担当役員､支社長 または工場長の出席状況に

ついて違いが見 られる｡まず､副社長の場合､299人以下規模では ｢ほとんど出席す

る｣の割合が最 も多いが､それに対 し他の規模では ｢常に出席する｣の割合が最 も多

くなっている｡ また､生産担当役員 については､｢常 に出席する｣の割合が299人以

下規模で最 も多 く､1000-4999人規模で最 も少な くなっている｡ さらに､支社長また

は工場長の場合､｢常 に出席する｣の割合は299人以下規模で最 も高 く､規模が大 き

いほど支社長または工場長は ｢出席 しない｣の割合が高 くなっている｡ 規模の大 きい

企業では､経営方針や経営施策等を協議する労使協議機関に支社長 または工場長は出

席 しない場合が多い という状況がうかがえる｡

業種別には､労務担当役員の出席状況について有意な違いが見 られる｡ 労務担当役

員が ｢常に出席する｣の割合が最 も高い業種は金融 ･保険 ･不動産業 (100.0%)で､

次いで高いのは卸売 ･小売､飲食店 (97.8%)､サービス業 (96.3%)などであるが､

それに対 し電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､運輸 ･通信業でその割合は低 くなっている

(それぞれ75.0%､84.3%)0

(3)労使協議機関の運用状況

① 付議事項

労使協議機関の付議事項 としてどのような事項が含 まれているか｡企業の資金や

投資に関する事項は付議事項 とされているか｡ これらの点についてみてみ よう｡

各事項について付議事項 としている組合の割合 を見ると､経営方針は95.5%､生

産計画 ･実績85.3%､予算計画 ･実績85.3%､資金計画 ･実績73.6%､投資計画 ･

実績75.5%､会社組織の改編91.1%､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設90.2%､人員計画

91.5%､事業計画90.6%､営業計画83.6%､新技術導入72.1%となっている｡ 付議

事項 とされている割合が最 も高いのは経営方針で､次いで高いのは人員計画､会社

組織の改編､事業計画､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設などであ り､ 9割以上 となって

いる｡ これらに対 し､新技術導入､資金計画 ･実績､投資計画 ･実績は付議事項 と

されている割合が 7割台にとどまっている｡すなわち､人員計画､会社組織の改編

などの従業員の雇用により密接 に関わる事項については付議事項 とされている割合
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が高いが､企業の資金や投資に関する事項については労使協議の対象 とされている

割合が相対駒 に低い状況である｡ しかし､全体的には､上の諸事項のいずれについ

ても付議事項 とされている割合が 7割以上 となっていることから､企業の戟略的意

思決定に関わる多 くの事項が労使協議の村象 とされているといえるであろう｡

このことは､付議事項の数の平均 を見てもわかる｡ 上の11の事項がすべて付議事

項 とされている割合は61.1%と､ 6割強の組合で経営の戦略的意思決定に関わるあ

らゆる事項が労使協議の対象とされている｡ 付議事項の数が6以下の割合は14.5%､

7-8の付議事項の割合は10.9%､9-10の付議事項の割合は13.4%となっている(図

1- 1)｡ 平均的に9.3の事項が付議事項 とされている｡

図 1-1 付議事項の数の頻度

11事項
61.1%

注)無回答を除く

企業規模別､業種別に付議事項とされている事項の割合に違いが見られるか､見て

みよう｡ まず､企業規模別に見ると､新技術導入を除いた他の事項について有意な差

が見られる｡ 資金計画 ･実績や投資計画 ･実績については異なる特徴が見られるが､

概ね規模の大きい企業ほど付議事項とされている事項の割合が高 くなっている｡ しか

し､資金計画 ･実績や投資計画 ･実績については､5000以上の規模の場合付議事項と

されている割合 (資金計画 ･実績､投資計画 ･実績 :58.6%､62.9%､以下同順)は300

-999人規模 (65.3%､65.3%)や1000-4000人規模 (68.3%､71.7%)の場合のその

割合より低 くなっている｡ 資金､投資に関する事項について､5000人以上の大手企業

の場合労使協議の対象事項 とされていない割合が4割前後 と､他の規模 と比べ相対的
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に高いといえる｡いいかえれば､5000人以上の企業では資金､投資事項が経営専権事

項 とされている割合が高いといえる｡

次､業種別には､生産計画 ･実績や新技術導入について､付議事項の度合いに有意

な差が見 られる｡ 生産計画 ･実績について､付議事項 とされている割合が最 も高い業

種は鉱業 ･その他の産業で､次いで製造業､運輸 ･通信業などであるが､それに村 し

その割合が最 も低い業種は卸売 ･小売業､飲食店である｡ 新技術導入の場合について

も､生産計画 ･実績 と同様､付議事項 とされている割合が高い業種は､鉱業 ･その他

の産業､製造業､運輸 ･通信業の順 となっている｡ こうした結果は業種の性格 に起因

するといえるであろう｡ すなわち､生産計画 ･実績については生産活動 に関わる業種

において､また新技術導入については技術革新が常に要求 される業種において､それ

ぞれ付議事項 とされる割合が高いのである｡

② 付議事項の取 り扱い

上の諸付議事項について､取 り扱いはどうなっているか､見てみよう｡ 取 り扱いに

ついては､労働省の 『労使 コミュニケーション調査』 と同様､ 4つのカテゴリを用い

ている｡ すなわち､説明報告､意見聴取､協議､同意であると

表 1-2は11の付議事項についてそれぞれ取 り扱いの程度を見たものである｡ 諸付

議事項の中で､説明報告事項の割合が高いのは資金計画 ･実績 (72.8%)､投資計画 ･

実績 (69.8%)､予算計画 ･実績 (68.4%)､経営方針 (66.0%)などである｡ これら

に対 し､協議事項の割合の高い付議事項は事業所の縮小 ･閉鎖 ･新読 (44.4%)､人員

計画 (33.8%)､事業計画 (26.9%)､会社組織の改編 (26.3%)などである｡ これら

の事項は､同意事項の割合 も高いほうである｡ 特に､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設や人

員計画の場合､協議事項 と同意事項を合わせた割合がそれぞれ 5割強､4割強を占め､

説明報告事項の割合を上回っている｡ すなわち､資金､投資､予算など財務に関わる

事項や経営方針については経営側から説明報告 を聞 くことになっている場合が圧倒的

に多いが､従業員の雇用に関わる事項､たとえば事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設､人員計

画､会社組織の改編､事業計画などは組合 と協議 ･同意することになっている場合が

多いといえる｡
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表 1-2 11の付議事項の取り扱いの程度
(%)

説野#告 意月藤原 協議 同意

経営方針 66.0° ll.9 14.8 _0.6

生産計画 .実績 58.4 ll.5 20.1 2.0

予算計画 .実績 .68.4 ､12.2 8.0 1.1

資金計画 ..実績 72.8 10.3~ 6.2 1.0

投資計画 .実績 69.畠 ll.-0 9.0 1.3

会社組織の改編 45.5 12.8 26.3 4.3

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 24.7 7._5 44.4. 1~0.3

人貞計画 35.5 ll.5 33.8 6.4

事業計画 45.2 12.7 26.9 4.0

営業計画 64.6 10.6 13.1 1.6

企業規模 ･業種別に違いが見られるか､見てみよう｡ 規模別には､各付議事項の取

り扱いについて有意な差が見られない｡業種別には､経営方針､予算計画 ･実績､資

金計画 ･実績､投資計画 ･実績､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設､営業計画､新技術導入

について､その取 り扱いに有意な差が見られる｡ 事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設事項を除

いた他の付議事項について､大体製造業の場合は説明報告事項の割合が高いが､それ

に対 し電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､金融 ･保険 ･不動産業､サービス業の場合は協

議事項の割合が高 くなっている｡ 特に､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業の場合､経営方

針､予算計画 ･実績､資金計画 ･実績､投資計画 ･実績について､他の業種 と比べ説

明報告の割合が低 く､意見聴取､協議の割合が高い｡ しかし､事業所の縮小 ･閉鎖 ･

新設事項については､運輸 ･通信業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､サービス業 と同

様､製造業の場合も協議事項の割合が5割強を占めている｡ それに対し､建設業や卸売

･小売業､飲食店では説明報告事項の割合が最 も多 く5割強を占めている｡ したがっ

て､付議事項の取 り扱いについては､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設事項は例外であるも

のの､総 じて製造業 と非製造業とに違いが見られるといえる｡ すなわち､製造業より

は非製造業の場合取 り扱いの程度が高い､いいかえれば､協議事項となっている割合
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が高いのである｡ こうした結果は､労働省の 『労使 コミュニケーション調査』(1994)

の結果から大 きく逸脱 していない｡労働省の調査結果においても､経営の基本方針､

会社組織機能の新設改廃､新技術応用機器の導入等生産事務の合理化について､電気

･ガス ･熱供給 ･水道業や運輸 ･通信業の場合､製造業より協議事項の割合が高 くなっ

ているからである｡

③ 実際の労組の発言力

上の付議事項に対する労働協約上あるいは慣行における取 り扱いとは別に､実際労

組の発言力はどの程度であろうか､これを把握するため､ 5つのカテゴリを用いてい

る｡ すなわち､｢1.組合は事後的に経営側から説明されるだけ｣､｢2.組合は経営側

から事前に説明されるだけ｣､｢3.組合が意見を述べた り回答することがある｣､｢4.

組合が意見を述べ会社案を修正することがある｣､｢5.組合 と協議 して実行する｣､の

5つである｡

各付議事項について､実際労組の発言力の程度を見てみよう｡ 表 1-3によれば､

事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設事項については ｢組合 と協議 して実行する｣の割合が最 も

多いのに対 し､他の諸事項については､｢組合が意見を述べた り回答することがある｣

の割合が最 も多 くなっている｡ しか しながら､予算計画 ･実績､資金計画 ･実績､投

資計画 ･実績の三つの事項は､｢組合は経営側から事前に説明されるだけ｣の割合 と ｢組

合は事後的に経営側から説明されるだけ｣の割合が他の付議事項 と比べ高い｡したがっ

て､これらの事項については､経営側からの事前説明が事後説明よりやや高 くなって

いるものの､実際においてもあまり労組が発言 していない といえる｡ 実際において組

合の発言力の強い､すなわち､｢組合が意見を述べ会社案を修正することがある｣と ｢組

合 と協議 して実行する｣ を合わせた割合の高い付議事項は事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設

(53.8%)､人員計画 (42.2%)､事業計画 (27.9%)､会社組織の改編 (27.9%)など

である｡
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表1-3 各付議事項に対する実際の労組の発言力の程度

超合は事俊 超倉は産営 超倉が意月 超合が二者月 超倉と協議

.- ,盟... -..-.- -=- を述べた り を述べ会社 .して実行す

から炭労さ 静に誘好さ 回答するこ 案を修正す る

れるだけ れるだけ とがある ることがある

経営方針 18.0 24.3 42.7 8.1 5.1p

生産計画 .実績 17.5 20.8 42.3 8.8 7.5
予算計画 .実績 22.8 27.9 38.5 5.1 3.1
資金計画 .実績 28.5 29.5 31.8 4.1 2.3
投資計画 .実績 24.0 28.8 34_.3 5.8 3.5

会社組織の改編事業所の縮小 .閉鎖 .新設人員計画 9.3 21.7 38,7 12.4 ■15｣5

5.4 10.0 27.8 15.9 37.9

事業計画 10.2 19.4 39.4 9.8 18.1
営業計画 19.9 28.4 35.9 7.0 6.1
新技術導入 18.8 30.1 33.5 6.8 7.9

注)無回答を除 く

企業規模別 ･業種別に実際の労組の発言力の程度に違いがあるか､見てみよう｡ 企

業規模別には､生産計画 ･実績､人員計画 ･実績の事項について有意な差が見られる｡

生産計画 ･実績の場合､｢組合が意見を述べたり回答することがある｣の割合は企業規

模が大きいほど高 く､299人以下の規模では31.1%となっているのに対 し､5000人以上

の規模では44.8%となっている｡ しかしながら､｢組合が意見を述べ会社案を修正する

ことがある｣の割合は299人以下の規模 (22.2%)で相村的に高い結果である｡ また､

人員計画 ･実績の場合は､｢組合と協議 して実行する｣の割合が300-999人規模 (30.7

%)や299人以下の規模 (26.4%)で相対的に多いのに対 し､｢組合が意見を述べ会社

案を修正することがある｣の割合は5000人以上の規模 (31.7%)で相対的に多 くなっ

ている｡ したがって､生産計画 ･実績や人員計画 ･実績について､総 じて実際におけ

る組合の発言力の程度は大規模よりは中規模や小規模のほうが高いといえる｡

業種別に見ると､生産計画 ･実績､予算計画 ･実績､資金計画 ･実績､事業所の縮

小 ･閉鎖 ･新設､営業計画､新技術導入､投資計画 ･実績､会社組織の改編の諸事項
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について業種間有意な差が見られる｡ 付議事項によって､業種間にやや微妙な違いが

見られる｡ すなわち､生産計画 ･実績や予算計画 ･実績については､製造業､卸売 ･

小売業､飲食店､運輸 ･通信業､サービス業で ｢組合が意見を述べたり回答すること

がある｣の割合が最も多いのに対 し､金融 ･保険 ･不動産業では ｢事後的に経営側か

ら説明されるだけ｣の割合が最も多い｡特に､サービス業で｢組合が意見を述べ会社案

を修正することがある｣の割合が多くなっている｡しかし､資金計画 ･実績については､

上の生産計画 ･実績や予算計画 ･実績と似たような結果であるが､ただ製造業の場合

｢事後的に経営側から説明されるだけ｣と ｢経営側から事前に説明されるだけ｣と ｢組

合が意見を述べたり回答することがある｣の割合がほぼ同じである｡ また営業計画に

ついては､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､サービス業､卸売 ･小売業､飲食店では ｢組

合が意見を述べたり回答することがある｣の割合が最も多いが､｢組合と協議 して実行

する｣の割合と ｢組合が意見を述べ会社案を修正することがある,｣の割合も相対的に

多い｡それに対 し製造業では ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣の割合と

｢経営側から事前に説明されるだけ｣の割合がほぼ同様である｡ さらに､新技術導入

について､製造業では ｢事前に説明されるだけ｣の割合と ｢組合が意見を述べたり回

答することがある｣の割合がほぼ同様であるが､卸売 ･小売業､飲食店､運輸 ･通信

業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣

の割合が最も多 くなっている｡ それらに対 し､サービス業では ｢組合が意見を述べ会

社案を修正することがある｣の割合が最も多い｡一方､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設に

ついては､製造業､運輸 ･通信業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､サービス業で ｢組

合と協議 して実行する｣の割合が最も-多いのに対 し､金融 ･保険､不動産業では ｢事

後的に経営側から説明されるだけ｣の割合が､そして卸売 ･小売業､飲食店では ｢組

合が意見を述べたり回答することがある｣の割合が最も多 くなっている｡ そして投資

計画 ･実績についてみると､製造業では ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣

の割合と ｢経営側から事前に説明されるだけ｣の割合がほぼ同様であるが､それに村

し卸売 ･小売業､飲食店､運輸 ･通信業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業､サービス業

では ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣の割合が最も多 くなっている｡ 特

にサービス業では ｢組合が意見を述べ会社案を修正することがある｣の割合が相対的
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に多い｡最後に会社組織の改編についてみると､製造業､卸売 ･小売業､飲食店､金

融 ･保険 ･不動産業､サービス業では ｢組合が意見を述べた り回答することがある｣

の割合が もっとも多いのに対 し､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では ｢組合 と協議 して

実行する｣の割合が最 も多い｡以上の結果から､大体､諸付議事項について､｢組合が

意見を述べ会社案を修正することがある｣あるいは ｢組合 と協議 して実行する｣の割

合は製造業 より電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業やサービス業などの非製造業のほうに多

いといえる｡ いいかえれば､諸付議事項に村する実際の労組の発言力の程度は製造業

よりは非製造業のほうで高いといえる｡ こうしたことは､実際の労組の発言力の程度

を示す 5つのカテゴリに 1から5までの点数を与え､その平均値 を業種別に比較 した

表 1-4からも見て取れる｡

表 1-4 業種別実際の労組の発言力の程度の平均値

屠設業 製造東 節 .ィ､売業､飲食店 愛顧 .保険 .･不身産業 連勝 .通信業 電気..ガメ.煎餅- =-業 サービス業 その倍

会社組織の改編***事業所の縮小 .閉鎖 .新設 ***営業計画 *干* 3.073.30 2.913.80 2.713.07 2.752.67 3.353.98 3..693.6.9 3.724..13 3.173｢912.17 2.32 2.84 2.29 2.71 3.09 3.2■7 2.64

***:1%水準で有意
荏)無回答 を除 く

④ 付議事項の取り扱いと実際の労組の発言力とのずれ

上で､諸付議事項の取 り扱い と実際の労組の発言力の程度について､それぞれ考察

してきたが､付議事項の取 り扱いと実際の労組の発言力 との間にずれがあるであろう

か｡取 り扱いの4つのカテゴリに取 り扱いの程度が低いカテゴリから高いカテゴリの

順に 1か ら4までの点数を与え､また実際の労組の発言力の 5つのカテゴリについて

も同様に 1から5までの点数を与え､付議事項ごとに取 り扱いの程度 と実際の労組の
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発言力の程度を点数化 した｡

付議事項ごとに取 り扱いの平均値 と実際の労組の発言力の平均値をそれぞれ見ると､

諸付議事項を3つのグループに分けることができる (表 1-5)｡第 1グループは､取

り扱いの程度が ｢説明報告｣事項となっているが､実際において ｢組合は経営側から

事前に説明されるだけ｣となっている付議事項である｡ これには､A)経営方針､B)

生産計画 ･実績､C)予算計画 ･実績､D)資金計画 ･実績､E)投資計画 ･実績､

∫)営業計画､K)新技術導入が含まれる｡ 第2のグループは､取 り扱いは ｢説明報

告｣ となってY､るが､実際は ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣付議事項

である｡ F)会社組織の改編､ Ⅰ)事業計画がこのグループに属する｡ 第3のグルー

プは､取 り扱いの程度は上の諸事項より高い水準の ｢意見聴取｣であり､実際におい

ても ｢組合が意見を述べたり回答することがある｣付議事項である｡ このグループに

は､G)事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設､H)人員計画の事項が含まれる｡

企業規模別にも上と同様に3つのグループ分けができるが､ただ一つ異なる点は､299

人以下の規模 と5000人以上の規模の場合､第2のグループの付議事項について取 り扱

いの程度が ｢説明報告｣ではなく､｢意見聴取｣となっていることである｡ すなわち､

299人以下の規模や5000人以上の規模では､会社組織の改編や事業計画について取 り扱

いの程度が意見聴取 となっているので､実際の労組の発言力 との間にずれがないとい

うことである｡

こうした3つのグループ分けから､以下のことが言えるであろう｡ 第 1､経営方針

や､予算､資金､投資などの財務事項に関して､さらに従業員の仕事や就業時間によ

り関係のある生産計画､営業計画､新技術導入に関して組合は実際においてもあまり

発言 していない｡第 2､会社組織の改編や､新規事業の進出､既存事業の撤退などの

事業計画に関しては､取 り扱いの程度より実際において組合は積極的に発言 している｡

ただ､299人以下の企業と5000人以上の企業では､これらの事項について取 り扱い通 り

実際においても組合は発言 している｡第3､組合は､従業員の雇用により直接影響を

与える事項､すなわち事業所の縮小_･閉鎖 ･新設や人員計画に関して､取 り扱い通 り

実際においても最も積極的に発言している｡

しかし､第 1グループの付議事項に関して組合があまり発言 しないのは､なぜであ
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ろうか､疑問が残る｡ 経営側 と組合の意見が一致するからであろうか｡このことにつ

いて､次の節で検討 してみる｡

表 1-5 付議事項ごと取り扱いの程度と実際の労組の発言力の程度

(平均値)

凝 り顔いの岸度 実際の労超の発言力の岸度

第 1グループ経営方針 1.46 2.57
生産計画 .実績 1.63 2.66

予算計画 .実績 1.35 2.36

資金計画 .実績 1.29 2.19

投資計画 .実績 1.36 2.33

営業計画 1.46 2.49

新技術導入 1.60 2.53

第2グループ会社組織の改編 1.88 3.02

事業計画 1.88 ■3.0_6

注)無回答を除 く

(4)労使協議の過程における労使の意見の食い違い

1998年度に労使の協議過程において､諸付議事項について労使で意見の食い違いがあっ

たか､見てみよう｡付議事項ごとに労使の意見の食い違いの分布をみると､諸付議事項

は3つのグループに分けられる (表 1-6)｡第 1グループは､｢最初から労使の意見の

食い違いはなかった｣の割合が7割以上となっている諸付議事項で､これにはA)経営方

針､B)生産計画 ･実績､C)予算計画 ･実績､D)資金計画 ･実績､E)投資計画 ･

実績､J)営業計画､K)新技術導入が該当する｡ これらのうち､その割合の最 も高い

付議事項は資金計画 ･実績 (81.2%)､投資計画 ･実績 (79.6%)､新技術導入 (78.4%)

の順 となっている｡ 第2グルーープは､｢最初から労使の意見の食い違いはなかった｣の割
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合が6割弱と多数であるものの､｢最初は労使の意見の食い違いがあったが､最終的には

労使が歩み寄った｣の割合も4割弱となっている付議事項である｡F)会社組織の改編､

Ⅰ)事業計画がこのグループに属する｡ 第3グループは､｢最初は労使の意見の食い違い

があったが､最終的に労使が歩み寄った｣の割合が 5割前後 と多数となっている付議事

項である｡ このグループには､G)事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設､H)人員計画が入る｡

特に人員計画については ｢最初から労使の意見の食い違いがあ り､最後まで意見の一致

は見られなかった｣の割合が高 く､8.8%である｡ 従業員の雇用に直接影響が出る事項に

ついて､労使で意見の食い違いがより顕著に見られるといえる｡

表 1-6 1998年の労使協議過程における労使の意見の食い違い

最初から労傍の 最初 は労傍 の 最初から労僚 計
意月の食い違 い 意月 の食 い違 ･の意月の食い

ばをかつた いがあつたが＼最終節 に労俊が歩み寄った- 違 いがあ り､最後 まで意月の一彦経月 られをかつた

第 1グループ経営方針 70.4 26.1 3二5p .425
生産計画 .実績 71.0 25.1 3.9 383

予算計画 .実績 76.■7 20.3 3.0 36.9
資金計画 .実腐 81.2 1◆8.1 0.7 293

投資計画 .実績 79.6 1~7一7 2.7 294
営業計画 71.6 24.0 4.5 359■
新技術導入 78.4 19.3 2.3 259

第2グプレープ会社組織の改編 56.9 38.5 4.7 408
事業計画 57.8 39∴5 2.7 370.

第3グル二プ事業所の縮小.閉鎖..新設 - 45.7 51.3~ 3.1 357

注)｢付議事項ではない､あるいは1998年度にそれについての労使協議がなかった｣ と無回答を除
く
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注目すべ き点は､取 り扱いと実際の労組の発言力とのずれと同様､労使の意見の食い

違いについても､諸付議事項が同じ3つのグループに分けられることである｡ そこで､

諸付議事項についての組合の発言力と労使の意見の食い違いとを関連付けて考察すると､

以下のようになるであろう｡ 第 1､経営方針､生産計画 ･実績､予算計画 ･実績､資金

計画 ･実績､投資計画 ･実績､営業計画､新技術導入などの付議事項について労組はあ

まり発言 しておらず､またこれらについては労使で意見の食い違いも少ない｡第2､会

社組織の改編や事業計画の付議事項については､労組は積極的に発言をし､労使の意見

の食い違いがない場合 も多いが､最初は意見の食い違いがあったものの最終的には歩み

寄った場合 も少なくない｡第3､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設や人員計画など組合員の雇

用に直接影響を及ぼす付議事項について労組は最 も積極的に発言 し､これらの事項につ

いては最初は労使の意見の食い違いがあったが､最終的に労使が歩み寄った場合が多い

のである｡

したがって､労組が経営方針､資金､投資､予算などの第 1グループの事項について

あまり発言 しないのは､労使で意見の食い違いが少ないことからであろうといえる｡

労使の意見の食い違いについて､企業規模 ･業種別に特徴があるか見てみよう｡ 規模

別には事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設の付議事項についてのみ有意な差が見られるが､業種

別には投資計画 ･実績や事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設について有意な差が見られる｡ まず､

規模別に見ると､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設について ｢最初から労使の意見の食い違い

はなかった｣の割合は300-999人規模や299人以下規模で 5割強と､5000人以上規模の割

合 (40.4%)より多 くなっている｡それに対 し､｢最初は労使の意見の食い違いがあった

が､最終的に労使が歩み寄った｣の割合は5000人以上規模で最 も多い｡｢最初から労使の

意見の食い違いがあり､最後まで意見の一致は見られなかった｣の割合は300-999人規

模や299人以下規模で多い｡要するに､中小規模では大規模 より事業所の縮小 ･閉鎖 ･新

設について労使で意見の食い違いがなかったの割合と､最後まで意見の一致が見られな

かったの割合が多い結果である｡

次は､業種別に投資計画 ･実績をみると､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では ｢最初か

ら労使の意見の食い違いはなかった｣の割合が100%で､鉱業 (92.9%)､卸売 ･小売業､

飲食店 (85.2%)の場合この割合は高 くなっている｡ それに対 し､運輸 ･通信業では ｢最
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初は労使の意見の食い違いがあったが､最終的に労使が歩み寄った｣の割合が多 く (37.0

%)､また ｢最初から労使の意見の食い違いがあり､最後まで意見の一致は見られなかっ

た｣も多い (7.4%)｡

そして､事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設について業種別にみると､｢最初から労使の意見の

食い違いはなかった｣の割合は金融 ･保険 ･不動産業 (83.3%)で最も多 く､卸売 ･小

売業､飲食店 (66.7%)､′鉱業 (65.0%)で多い｡｢最初は労使の意見の食い違いがあっ

たが､最終的に労使が歩み寄った｣の割合は運輸 ･通信業で (77.8%)最も多 く､製造

莱 (53.9%)､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (50.0%)で多いほうである｡ ｢最初から労

使の意見の食い違いがあり､最後まで意見の一致は見られなかった｣の割合はサービス

業で2割弱と多い｡

(5)労使協議機関における労使の情報共有

① 経営側の情報提供の範囲

労使協議機関で経営側から提供される情報にはどのような経営情報が含まれている

か､以下の13の経営情報について提供の有無をたずねた｡すなわち､月間売上高､四

半期ごと売上高､半期ごと売上高､売上高年間予想､売上高中期予想､半期ごと経常

利益､年間経常利益､総資本経常利益率､四半期ごと受注額､半期ごと受注額､年間

受注額､投資額､負債額である｡ これらのデータはないというケースを除いて､経営

側から提供される割合が最も高い経営情報は年間経常利益 (97.7%)､半期ごと売上高

(97.40/o)､売上高年間予想 (97.20/o).である｡次いで高いのは半期ごと経常利益 (94.8

%)､売上高中期予想 (93.8%)､負債額 (82.1%)､投資額 (81.0%)などである｡ 提

供される割合の低い経営情報は四半期ご と受注額 (54.3%)､半期ごと受注額 (67.8%)､

年間受注額 (71･4%)である (図 1十 2)｡経常利益に関する情報はほとんどの企業が

提供 している｡ しかし､売上高に関しては半期ごとや年間 ･中期予想はほとんどの企

業が提供 しているが､短期のもの､すなわち月刊売上高､四半期ごと売上高を提供 し

ている企業は3分の2程度にとどまっている｡さらに､受注額に関する情報は他の経

営情報に比べ提供する企業の割合が低 くなっている｡
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図 1-2 経営情報ごと経営側から提供される割合
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注) ｢そ うしたデータはない｣と無回答を除く

ちなみに､経営側の提供する経営情報の平均値は9.5となっている｡ 0-6の経営情

報を提供される組合は13.0%､ 7-9の経営情報を提供される組合は33.8%､10-13

の経営情報を提供される組合は53̀2%となっている (図 1-3)0

図 1-3 提供される経営情報の数

(%)

7-9情報
33.8%

荏) ｢そうしたデータはない｣と無回答を除く
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上場企業の場合は､有価証券報告書を通 じて年間売上高や経常利益に関する情報が

開示される｡ 本調査では､有価証券報告書に載っていないより細かい経営情報を労使

が共有 しているかに問題関心があるが､上の結果によれば､受注額に関する情報を除

いては､3分の2以上の企業において労使がより詳細な経営情報を共有 しているとい

える｡

経営側の情報提供について､企業規模別 ･業種別に特徴が見られるか､見てみよう｡

規模別に有意な差が見られるのは､月間売上高､半期ごと経常利益､四半期ごと受注

額､半期ごと受注額､年間受注額､投資額である｡ 半期ごと経常利益や投資額につい

ては､規模の大きい企業ほど提供される割合が高 くなっているが､それらに対 し受注

額に関する情報については規模の小さい企業ほど提供される割合が高 くなっている｡

次､業種別に見ると､年間経常利益や投資額､負債額を除いた他の経営情報につい

て業種間で有意な差が見られる｡ 金融 ･保険 ･不動産業や卸売 ･小売業､飲食店では

提供される割合の高い経営情報は､月間売上高､四半期ごと売上高であるが､金融 ･

保険 ･不動産業やサービス業で提供される割合の高い経営情報は､四半期ごと受注額､

半期ごと受注額､年間受注額である｡ それらに対 し､製造業の場合は提供される割合

の高い経営情報は半期ごと売上高､売上高年間予想､売上高中期予想､半期ごと経常

利益､総資本経常利益率である｡ 総 じて､製造業よりは非製準業で経営側の提供する

経営情報の割合が高いほうである､｡

さらに､上場 ･非上場企業別提供情報の違いを見ると､月間売上高､四半期ごと売

上高､四半期ごと受注額､半期ごと受注額､年間受注額を除いた他の情報について､

有意な違いが見られる｡ すなわち､上場企業の場合､経営情報の提供割合が高 くなっ

ている｡ 特に､半期ごと経常利益や年間経常利益について､上場企業の場合､情報提

供の割合は99%以上となっている｡

以上の結果から､経営側から提供される経営情報はかなり詳細に及んでいるといえ

る｡ しかし､月間売上高､四半期ごと売上高､受注額の情報は､上場企業 ･非上場企

業間で有意な差が見られないこと､また他の経営情報と比べ提供される割合が低いこ

となどから､今だ広 く開示されていない情報であるといえるであろう｡
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② 組合員との情報共有時期

経営側から提供 される経営情報を組合はいつ組合員に知 らせ､組合員 と情報を共有

するのか｡各経営情報について組合員に知らせる時期を見たのが､表 1-7である｡ ｢直

ちに知らせる｣の割合の高い情報は､半期ごと売上高 (61.1%)､売上高年間予想 (58.8

%)､年間経常利益 (56.7%)､半期ごと経常利益 (55.5%)､売上高中期予想 (54.7%)､

月間売上高 (54.5%)などである｡ ｢ある期限が過 ぎれば知らせる｣の割合の高い情報

は､年間経常利益 (39.1%)､投資額 (38.1%)､負債額 (38.4%)､半期ごと経常利益

(37.9%)､売上高中期予想 (36.7%)である｡ そして､｢ある期限が過ぎても知 らせ

ない｣の割合の高い情報は､四半期ごと受注額 (39.8%)､総資本経常利益率 (28.6%)､

半期ごと受注額 (28.5%)､負債額 (28.2%)､投資額 (27.2%)である｡

以上の結果から､ある期限が過ぎればという期限付 きを含めて組合員との情報共有

がされている経営情報は､年間経常利益､半期ごと売上高､売上高年間予想､半期ご

と経常利益である｡ それらに対 し､四半期ごと ･半期ごと受注額､総資本経常利益率､

負債額､投資額に関しては組合員との情報共有が限られているといえる｡

表 1-7 経営情報を組合員に知らせる時期

直ちに知 らせる ある,Bg贋が過 ぎれば知らせる -あ る,新願が過 ぎでも知 らせ7>い

月_間売上高 54.5 28.2 17.3

四半期ごと売上高 47.6 33.0 19.4

売上高年間予想 58.8 34,9 6.3
売上高中期予想 54.7 36.7 8.6

半期ごと経常利益 55.5 37.9 6.6

年間経常利益 56.7 39.1 4.1

経資本経常利益率 38.3 33.1 .28.6

四半期ごと受注額 一 34.0 26.3~ 39.8

年間受注額 47.1 30.3 22.6

投資額 34.8 38.1 27.2

注)無回答を除 く
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

組合員との情報共有の時期は企業規模別 ･業種別に違いが見られるか｡まず､企業

規模別に見ると､四半期ごと受注額や半期ごと受注額についてのみ､規模別に有意な

違いが見られる｡両方とも､｢直ちに知らせる｣の割合は299人以下の企業で最 も高い

のに対 し､｢ある時期が過ぎても知らせない｣の割合は5000以上の企業において最も高

くなっている｡ 上で見て来た､受注額に関する情報の提供割合が規模の小さい企業ほ

ど多い結果から､299人以下の企業の場合は､他の規模の企業より受注額に関して労使

が情報をより共有 してお り､かつそれについて組合員とも情報をより共有 していると

いえる｡

次､業種別違いを見ると､月間売上高､半期ごと売上高､半期ごと経常利益､年間

経常利益､投資額､負債額について､有意な違いが見られる｡ 月間売上高､半期ごと

売上高､半期ごと経常利益､年間経常利益については､総 じて､製造業においては ｢直

ちに知らせる｣の割合が高いのに対 し､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業においては ｢あ

る期限が過ぎても知らせない｣の割合が高い結果である｡ これらの経営情報について､

｢ある期限が過ぎれば知らせる｣を含めて組合員との情報共有の度合が最 も高い業種

は金融 ･保険 ･不動産業である｡ 一方､投資額､負債額については､金融 ･保険 ･不

動産業において ｢直ちに知らせる｣や ｢ある期限が過ぎれば知らせる｣の割合が最 も

高 く.なっているが､それに対 し卸売 ･小売業､飲食店やサービス業においては ｢ある

期限が過ぎても知らせない｣の割合が最も高い｡

(6)日常的情報交換

上の労使協議機関を通ずる労使の情報共有とは別に､組合が経営方針及び経営施策に

関して経営側の実務担当者と情報交換を日常的に行っているか､見てみよう｡

｢頻繁に行っている｣組合の割合は35.6%､｢時々行っている｣は40.7%､｢たまに行っ

ている｣13.8%､｢あまり行っていない｣8.1%､｢全然行っていない｣1.8%となってい

る｡ 頻繁にと時々を合わせて､ 7割強の組合が経営側の実務担当者と情報交換を日常的

に行っているといえる｡

企業規模や業種別に日常的情報交換の度合について違いがあるか見ると､企業規模別

には有意な違いが見られる (表 1-8)｡ ｢頻繁に行っている｣の割合は5000人以上の企
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業で最 も多 く (46.0%)､299人以下の企業で最も少ない結果である (18.9%)｡｢たまに

行っている｣や ｢あまり行っていない｣の割合は299人以下企業と300-999人企業で高 く

なっている｡ 総 じて､企業規模が大きいほど労使の情報交換が日常的に行われている｡

表 1-8 企業規模別経営側の実務担当者と情報交換を日常的に行っているか ***

(%)

_299人以下 300-999̂ lOOO｢4999人 5000人_lil

頻繁に行っている 18.9 27.1 44.5 46.0
時々行っている ･43:4 39.1 41.3 42.9-
たまに行っている 20.8-- 21.1 9.7 ･4-..8
あまり行っていな 13.2 1｣3 3.9 4.8
全然行っていない 3.8., 1｣5 0̀6 1.6

***:カイ2乗-35.363､有意水準-.000

注)無回答 を除 く

こうした労使の日常的情報交換の度合いと労使協議機関での経営側から提供される情

報の数とは関係があるか､見てみよう｡ まず､.日常的情報交換を行っている度合と経営

側から提供 される情報の数 との相関関係を見ると､有意な関係がある (Spearmanのロー

-.193***)｡次､日常的情報交換の度合いにより経営側から提供 される情報の数の平

均値が違っているか､比較 してみると､日常的情報交換を ｢頻繁に行っている｣場合､

提供される情報の数が最 も多 く10.2である｡ ｢時々行っている｣場合は9.4､｢たまに行っ

ている｣場合は8.2､｢全然行っていない｣場合は8.2となっている (F-5.679､有意水

準-.000)｡以上の結果から､組合が経営側の実務担当者と情報交換を日常的に行ってい

る度合いが高いほど､労使協議機関で経営側から提供される経営情報が多いといえる｡

(7)近年の労使協議に関する変化

近年､経営方針及び経営施策等の労使協議に関していかなる変化があったか｡表 1-

9によれば､最も多い変化は ｢労使協議の定例化､議事録の作成など労使協議機関が一

層制度化された｣(136組合)である｡ 次いで多いのは ｢労使協議の付議事項が拡大した｣
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

(79組合)､｢企業の組織体制の改編に伴い労使協議機関が再編成された｣(57組合)､｢労

使協議の付議事項の取 り扱いが強化された｣(46組合)､｢労使協議の開催回数が減った､

または不定期開催となった｣(40組合)などである｡ 表1-9からわかるように､マイナ

ス方向の変化よりはプラス方向の変化のほうが多い結果である｡ すなわち､労使協議機

関の一層の制度化､付議事項の拡大､付議事項の取 り扱いの強化､社長や副社長の出席

といった変化が労使協議の不定期化､付議事項の縮小､労組の発言力の弱化､社長や副

社長の不参加といった変化より多いのである｡ したがって､近年､経営方針及び経営施

策等の労使協議に関する諸変化は労働者の経営参加をより充実させる方向への変化が多

かったといえるであろう｡

表1-9 近年の経営方針及び経営施策等の労使協議に関する変化

組合数 (複数回答)

あった

労使協議の定例化､議事録の作成など労使協議機関が一層制度化された

労使協議の開催回数が減った､または不定期開催となった

企業の組織体制の改編に伴い労使協議機関が再編成された

労使協議の付議事項が拡大 した

労使協議の付議事項が縮小 した

労使協議の付議事項の取 り扱いが強化された

労使協議での労組の発言力が弱まった

社長､副社長が経営側委員として出てくるようになった

社長､副社長が労使協議に出なくなった

3

4

5

7

日
リ

4

2

2

1

6

0

7

9
6

6

4

8

3

近年の労使協議に関する変化について企業規模別､業種別に違いがあるか､見てみ

ると､規模別には有意な違いが見られない｡業種別にはい くつかの変化について有意

な違いが見られる｡ すなわち､｢労使協議の開催回数が減った､または不定期開催になっ

た｣の変化は電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業において多 く､サービス業ではそうした変

化を挙げる組合はないという結果である｡ また､｢労使協議の付議事項が拡大 した｣の

変化は運輸 ･通信業やサービス業において多 くなっている｡さらに､｢労使協議の付議
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事項の取 り扱いが強化された｣や ｢社長､副社長が経営側委員として出てくるように

なった｣の変化はサービス業において多い｡こうした結果から､近年､特にサービス

業において､経営方針及び経営施策等の労使協議に関してプラス方向への変化があっ

たといえる｡

一方､企業の経営状況により近年の労使協議に関する変化に違いがあるか見ると､

有意な違いが見られない｡

(8)労組の経営参加の成果

経営方針及び経営施策等に関する労使協議の成果､いいかえれば労組の経営参加の成

果としてどのようなことが挙げられるか｡6つの項目についてそれぞれ5点尺度を用い､

組合の評価を聞いた結果が､表 1-10である｡ ｢そう思う｣と ｢どちらかといえばそう思

う｣を合わせて､肯定的評価の最も多い項目は､｢経営内容を知ることができ､組合の経

営対策を強化することができた｣(79.8%)である｡ 次いで多いのは ｢労使の意思疎通が

よくなった｣(74.7%)､｢組合員の意見を経営に反映することができた｣(59.8%)など

である｡ これらに村 し､｢どちらともいえない｣の割合が5割以上を占めている項目は､

｢事業計画を事前に知ることができ､組合員の生活設計が円滑になった｣(51.4%)と ｢組

合員の労働組合への関心が高まった｣(50.2%)である｡ ｢組合員の雇用や労働条件の低

下を防ぐことができた｣は､肯定的評価が 5割弱と多いものの､｢どちらともいえない｣

の割合も4割を占めている｡ 特に､｢組合員の労働組合-の関心が高まった｣についてど

ちらともいえないと評価 した組合が多数派であることは､労組の経営参加によって組合

員の組合離れを止めることができないことを示 しているといえる｡ このことは､稲上 ･

井出 (1995)によって労組の経営参加行動 と組合離れの歯止め評価との間には薄い関係

しか見とめられなかったことと相通ずるといえる｡ こうした結果から､労組の経営参加

によって組合の経営対策の強化や労使の意思疎通の進展､組合員の意見の経営への反映

といった成果はあげられているといえるが､組合員の労働組合への関心､組合員の円滑

な生活設計 といった成果は十分にあげられているとはいえないであろう｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

表 1~10 経営方針及び経営施策等に関する労使協議の成雫%)(平均値)

そう思うi どちらかと どち.らと どらかと そうは思いえばそ思フヽ?, もいえ7>い3 いえばそうは思わをい4 わをい5

経営内容を知ることができ､組合わ経営対策を強∴化することができた_ 44.7(1.81) 35.1 16.5 -1.3 2.3

組合員の労働組合-の関心が高まった 10｣4 6.0(畠.74) 50.2 6.3 -7.1

組合員の意見を経営に反.映することかできた 19.2 4.6(2.36) ･29.4 6.5 4.2

労使 の意思疎通が よ く･なった 28.7 46.0(2.03) 20.7 2.p5 2.1

注)無回答を除 く

労組の経営参加の成果についての評価に企業規模別 ･業種別違いが見 られるか､見て

みよう｡ 企業規模別には ｢経営内容を知ることができ､組合の経営対策を強化すること

ができた｣についてのみ有意な差が見られる｡ ｢そう思う｣と ｢どちらかといえばそう思

う十をあわせた肯定的評価は5000人以上の企業で最 も多 く (88.7%)､2､99人以下の企業

で最 も少ない (67.3%)｡総 じて､大企業ほど肯定的評価が多 くなっている｡

業種別には､｢組合員の意見を経営に反映することができた｣についてのみ有意な差が

見られる｡ 肯定的評価の多い業種は､サービス業 (81.5%)､卸売 ･小売業､飲食店 (77.1

%)､運輸 ･通信業 (71.7%)などであるが､それに対 し建設業では ｢どちらともいえな
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い｣の割合が5割弱と多数である｡

6つの項目のそれぞれのスコアを全部合算 した総合スコアについて､企業規模別 ･業

種別にその平均スコアを比較 してみよう｡ 企業規模別に平均スコアの比較は有意な差が

見られ､5000人以上の企業で総合スコアが最 も低 く (13.2)､次いで1000-4999人企業

(14.1)､299人以下企業 (14.8)､300-999人企業 (15.5)の順となっている (総合スコ

アが低いほど肯定的に評価することになる)｡5000人以上の企業において労使協議を通 じ

る労組の経営参加の成果について最も肯定的に評価 しているといえる｡ しかし､業種別

には総合スコアに有意な差が見られない｡

労組の経営参加の成果は労使協議機関の運用状況や企業の経営状況と関係があるであ

ろうか､これについて検討 して見る｡ まず､労組の経営参加の成果の総合スコアと労使

協議機関の実質的運用度の諸指標 との相関関係を見てみる｡ 労組の経営参加の成果の総

合スコアは労使協議機関での社長の出席とは有意な相関関係が見られないが､労使協議

機関の付議事項の数､付議事項の取 り扱いの総合スコア､実際の労組の発言力の程度の

総合スコア､経営側から提供される情報の数､とは有意な相関関係が見られる (表 1-

ll)｡すなわち､労使協議機関の付議事項が多いほど､付議事項の取 り扱いの水準が高い

ほど､実際の労組の発言力の程度が高いほど､経営側から提供される情報の数が多いほ

ど､労組の経営参加の成果の総合スコアが低い｡これらのうち､最も相関関係の強い変

数は実際の労組の発言力の程度の総合スフアである｡ 次いで強い変数は取 り扱いの総合

スコア､経営側から提供される情報の数などである｡ したがって､労組の経営参加の成

果は労使協議機関の運用状況と関係があるが､特に労組の発言力と強い関係があるとい

える｡

次､労組の経営参加の成果の総合スコアと経営状況の諸指標 との相関関係を見ると､

ここ5年間の売上高の変化､･ここ5年間の総資本経常利益率の変化 と有意な相関関係が

見られる (表 1-ll)｡すなわち､労組の経営参加の成果はここ5年間の企業の経営状況

と関係がある｡ そこで､ここ5年間の売上高や総資本経常利益率の変化の程度によって

労組の経営参加の成果の総合スコアに差が見られるか､その平均値を比較 してみると､

大体､売上高や総資本経常利益率が増加 した場合､労組の経営参加の成果の総合スコア

が低 くなっている (表 1-12)｡ したがって､ここ5年間の売上高や総資本経常利益率が
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態 と成果

増加 した場合､労組の経営参加の成果について肯定的に評価 しているといえる｡

こうした結果から､労組の経営参加の成果は労使協議機関の運用状況や企業の経営状

況 と関係があるといえる｡ 特に､労組の経営参加の成果が実際の労組の発言力 と強い関

係があることは注目する必要があるであろう｡

表 1-11 労組の経営参加の成果の総合スコアと諸変数との相関関係

付慶 事 項 解 り顔い 実 際 の労 療帝の数 売 上 高 の 潜 資 本 産

の数 超 の発 言刀 琴化 常flj益 率の変化

相関係数 -.093** -.145** -.332*** -.142*** .117*** .__.119***.

**:5%水準で有意､***:1%水準で有意
荏)無回答を除く

表 1-12 企業の経営状況と労組の経営参加の成果の総合スコア
(平均値)

l非常に増加 やや増加 ほとんどかわらをい やや減少. 非常に.減少

売 上 高 * * 12.95 14.25 14.20 14.ll 15.23

**:5%水準で有意
注)無回答を除 く

4.組合の経営参加 ･対策活動

ここでは､一平素の組合活動の中で組合がいかなる経営参加 ･対策活動を行っているか

について､考察 しようとする｡ 本調査では､1992年12月から1993年 2月にかけて実施 さ

れた ｢労働組合の現代的役割 とユニオン ･リーダーの養成｣調査 (以下､UI調査)の

経営参加 ･対策の項目を用いている｡ これは､組合の経営参加 ･対策活動が1990年代後

期に1990年代初期 と比べいかなる変化が見 られるか､比較することに大きな関心がある
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からである｡無論､調査対象が同じ組合ではないので､厳密な比較は困難であろう｡ し

たがって､比較を通 じて経営参加 ･対策活動の増加あるいは減少といったおおよその変

化を把握 しようとする｡

(1)経営提言活動

経営参加 ･対策として､組合独 自の経営ビジョンを出すなどの経営提言活動を行って

いるかについて､その割合を見ると､｢大いに行っている｣組合の割合は14.5%､｢ほど

ほどに行っている｣組合は50.5%､｢以前は行っていたが､今は行っていない｣5.4%､｢以

前 も､現在 も行っていない｣29.6%となっている｡ ｢大いに｣と ｢ほどほど｣を合わせて

経営提言活動を行っている組合は6割強を占めている｡

どのような組合が経営提言活動を行ってお り､どのような組合が行っていないか､組

合規模や業種､上場 ･非上場企業別､さらに労使協議機関の有無別に見てみよう｡

まず､組合規模別に見ると､有意な差が見られ､5000人以上の組合において ｢大いに

行っている｣の割合は31.5%を占めているのに対 し､299人以下の企業においては8.7%

を占めるにとどまっている｡｢大いに｣ と ｢ほどほど｣を合わせて経営提言活動を行って

いる割合は5000人以上の組合で72.2%､1000-4999人組合で68.3%､300-999人組合で

61.2%､299人以下組合で61.5%と､組合規模が大きいほど多 くなっている｡

業種別には有意な差が見 られないが､上場 ･非上場企業別に有意な差が見られる｡ 上

場企業においては､｢大いに行っている｣の割合が多いが､それに対 し非上場企業におい

ては ｢ほどほどに行っている｣の割合が多い｡行っている組合の割合は上場企業より非

上場企業のほうに多い結果である｡

労使協議機関の有無別に見ると､労使協議機関のある場合､経営提言活動を大いに､

またはほどほどに行っている組合の割合 (69.5%)が高いのに対 し､労使協議機関のな

い場合は､以前も現在 も行っていない割合が最も多 く､5割弱 (49.5%)を占めている｡

以上の結果から､組合の経営提言活動は規模の大きい組合､また非上場企業､さらに

労使協議機関のある場合に､行われている割合が多いといえる｡

一方､行っていない組合 (N-220)が挙げている理由は､｢企業の経営戟略に関する

提言は組合には限界があるから｣が最 も多 く66.2%､次いで ｢組合役員の能力が不足 し
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

ているから｣46.8%､｢経営参加はもともと組合の役割ではないから｣21.8%､｢経営側

が受け容れないから｣21.8%､｢他の組合活動で時間的余裕がないから｣19.0%､｢実行

性に乏 しい提言しかできないから｣17.1%､｢経営側からの提案に対する対応に追われて

いるから｣16.2%､の順である (複数回答)｡

その理由を組合規模別に見ると (表 1-13)､いずれの規模においても最も多い理由は

｢企業の経営戟略に関する提言は組合には限界があるから｣である｡ 次いで多い理由は､

5000人以上組合と他の規模の組合とに異なっている｡ すなわち､5000人以上組合ではつ

いでに多い理由が ｢経営参加はもともと組合の役割ではないから｣であるが､それに対

し299人以下組合､300-999人組合､1000-4999人組合では ｢組合役員の能力が不足 して

いるから｣である｡ 5000人以上組合の場合は､経営提言活動を行っていない理由として｣

組合役員の能力不足よりは組合の経営参加に対する消極的立場の理由がよりあげられて

いるのである｡ 諸理由のそれぞれについて組合規模別 ･業種別違いを見ると､｢組合役員

の能力が不足 しているから｣についてのみ組合規模別に有意な差が見られる｡ その理由

を挙げている組合の割合は300-999人組合で最 も多 く (20.9%)､次いで299人以下組合

(16.4%)､1000-4999人組合 (12.5%)､5000人以上組合 (7.1%)の順となっている｡

組合役員の能力不足をあげている組合の割合は5000人以上組合で最も低 くなっているの

である｡ したがって､以上の結果から､経営提言活動を行っていない理由として､組合

役員の能力不足の理由は5000以上の組合より5000未満組合､特に300-999人組合におい

てより重要な理由となっているといえる｡
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表 1-13 組合規模別経営提言活動を行っていない理甲o/.)(複数回答)

2.99人以下 300-999̂ 1000-4999八.5000人以上

企業の経営戦略に関する提言は組合には限界があるから 59.2 4.7 76.2 73.3

実行性に乏 しい提言 しかできないから 10.2 9.1 14.3 20.0

経営側か ら.の提案 に村する対応 に追われているから 12.2 0.6 15.9 13.3

組合役員の能力が不足しているから 42.9 5.9 41.3 26.7

他の組合活動で時間的余裕がないから 18.4 3.5 ー19.0 6.7

経営参加はもともと組合の役割ではないから 12.2 0.6 23.8 33.3

経営側が受け容れないから 22.4 26.5 20.6 6.7

注)無回答 を除 く

(2) ｢深い経営参加｣のその後

上で述べたように､ここでは ｢UI調査｣の経営参加 ･対策の6つの項目を用い､1990

年代初期の経営参加 ･対策の諸相 と比べ1990年代後期のそれはいかに変化 しているか､

考察 しようとする｡

6つの項目のそれぞれについて､｢行っている｣組合の割合を示 しているのが表 1-14

である｡ イ)経営機密情報の組合 トップ-の公開は6割強､ロ)経営戦略に村する実効

力ある発言は5割､ハ)労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合は4割強､ニ)

管理職の意向の実質的な代弁､-)組合 (組令貞)による自社株取得はいずれも4割弱､

ホ)組合員を対象とした経営提言調査は3割 となっている｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

表 1-14 本調査と ｢UI調査｣における経営参加 .対策を行っている割千%)

本 務 査 rUI粛査J

貴社の経営戟略に対する実効力ある発言 50.1 5年.5
労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合 44.6 64.0

経営機密情報甲組合 トップへの公開 63.2 57.7

管理職の意向の実質的な代弁 39..7 42.2
組合員を対象とした経営提言調査 30.2 40.4

注)本調査では､無回答を除いている

｢UI調査｣と比べ､その割合が減少 しているのは､｢労使 トップの定例化 したインフォー

マルな会合｣､｢経営戟略に対する実効力ある発言｣､｢組合員による経営提言調査｣であ

る｡ それらに村 し､その割合が増加 しているのは､｢経営機密情報の組合 トップへの公開｣

である｡ 一方､｢管理職の意向の実質的代弁｣､｢組合 (租合貞)による自社株取得｣は微

減にとどまっている｡ こうした結果から､1990年代後期における組合の経営参加 ･対策

の諸相は､1990年代初期 と比べ､組合 トップによる経営機密情報の共有は進んでいるが､

労使 トップ間のインフォ｢マルなコミュニケーション､そして組合の経営戦略に対する

実効力ある発言や経営提言調査活動は進んでいないといえる｡ したがって､ノヤブル経済

が崩壊 し平成不況が始まった1990年代初期､｢UI調査｣によって示されていた日本の企

業別組合の ｢深い経営参加｣(稲上編1995)は､平成不況が続き企業経営がより厳 しさを

増 した1990年代後期の時点において､さらなる進展を見せているとはいえないであろう｡

経営参加 ･村策の6つの項目について組合規模別 ･業種別に違いがあるか､見てみよ

う｡ 組合規模別には､労使 トップのインフォーマルな会合､経営機密情報の組合 トップ

への公開､経営提言調査､自社株取得の4つの項 目について有意な差が見 られる｡ これ

らの項目のいずれについても､5000人以上の組合において､行っている割合が最 も多 く､

全体平均を大 きく上回っている｡ それに対 し299人以下組合では､経営機密情報の公開に

ついては行っている割合が6割弱と高 く､大規模の組合との差が大 きくないが､労使 トッ

プのインフォーマルな会合は3割強､経営提言調査は2割弱 と､大企業 との差が大きい
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といえる｡

業種別には､労使 トップのインフォーマル会合､管理職の代弁､経営提言調査､自社

株取得について､有意な差が見られる｡ 労使 トップのインフォーマルな会合については､

卸売 ･小売業､飲食店 (55.0%)､金融 ･保険 ･不動産業 (54.5%)において行っている

割合が多 く､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業において少ない (33.9%)｡また､管理職の代

弁については､金融 ･保険 ･不動産業 (63.6%)､卸売 ･小売業､飲食店において多 く､

電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (33.3%)､製造業 (36.2%)において少ない｡経営提言調

査については､金融 ･保険 ･不動産業 (63.6%)において多 く､サービス業 (25.0%)､

製造業 (28.0%)において少ない｡さらに､自社株取得については､卸売 ･小売業､飲

食店 (43.3%)､製造業 (41.6%)において多 く､サービス業 (ll.1%)において少ない

結果 となっている｡ 総 じて､これらの経営参加 ･対策は卸売 ･小売業､飲食店や金融 ･

保険 ･不動産業において行っている割合が多 く､サービス業において少ないといえる｡

最後に､労使協議機関の有無別に経営参加 ･対策について違いがあるか､見てみよう｡

6つの項目のいずれについても有意な差が見られ､労使協議機関のある場合に､行って

いる割合が多 くなっている｡ 特に､実効力ある発言や経営機密情報の公開については､

労使協議機関のある場合､行っている割合がそれぞれ6割弱 と7割弱 となってお り､全

体平均を大 きく上回っている｡ したがって､労使協議機関が制度化されている場合､組

合の経営参加 ･対策がより活発に展開されているといえる｡

5.平成不況下の企業合理化をめぐる労使協議

ここでは､平成不況が続 く中で､企業の合理化の提案に組合がどう対応 し､またそれ

をめぐって労使協議がどのように行われたか､そして労使協議の結果についてどう評価

しているかを考察する｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

(1)企業の提案内容

ここ5年間で経営側から経営再建ないし人員合理化などに関する提案があったかにつ

いて､｢あった｣の割合は73.1%､｢なかった｣の割合は24.9%となっている｡ 7割強の

組合に経営側から経営再建ないし人員合理化に関する何らかの提案が出されたのである｡

企業規模別 ･業種別には経営側の提案のあった割合に有意な差が見られないが､上場

･非上場企業別には有意な差が見られる｡ 上場企業の場合､非上場企業と比べ提案のあっ

た割合が多 くなっている (表 1-15)｡ なぜ､上場企業において提案のあった割合が多い

のか｡その理由を探るため､ここ5年間の経営状況について､上場 ･非上場企業別に差

異があるかを見た｡しかし､ここ5年間の総資本経常利益率の変化について､上場企業

の場合に非上場企業と比べ総資本経常利益率が増加 した割合が多 く､かつ減少 した割合

が少なくなっている (表 1- 15)｡上場企業のほうの経営状況がより悪化したとはいえな

い｡したがって､近年､企業のいわばリス トラ策の発表が株価の上昇に影響を与えるこ

とが大きくなっていることから､上場企業の場合に提案のあった割合が多いことは､株

式市場における自社の株価の維持 ･上昇のための理由が考えられる｡

表 1-15 上場 ･非上場企業別提案のあった割合及び総資本経常利益率の変化

(%)

上場企業 非上場企業

提案 *.* .あらた 78∴2- 69.3

なから1た 21｣8 30.7

総資本経常利益率の変化 * 3/3 2̀.5非常に増加した

やや増加した 20.2 12.4
ほとんど変わらない 12.6 16.9
やや減少した 28.7 27.3

**:カイ 2乗- 6 .201､有意 水準-.013

*:カイ 2乗 - 8 .822､有意 水準-.066

注)無 回 答 を除く
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提案があった場合､提案内容について見てみよう (図 1-4)｡最も多い提案内容は新

規採用抑制 (64.1%)である｡ 次いで多いのは転籍 ･出向 (52.2%)､事業所または店舗

の統 ･廃合 (48.2%)､能力給制度など新 しい人事制度の導入 (44.8%)､賃上げの抑制

(41.6%)､残業規制 (41.4%)､配置転換 (41.4%)､希望退職募集 (33.4%)､一時金の

カット (30.9%)などである｡ 解雇の提案は1.5%に過ぎない｡新規採用抑制､転籍 ･出

向､残業規制､配置転換など､従来より日本企業の雇用調整の主たる方法として用いら

れてきたものが多いが､事業所または店舗の統 ･廃合､新 しい人事制度の導入の提案が

多いことも目に付 く｡ このことは､近年増えている企業の組織規模の縮小や年功給賃金

制度の見なおしの動きを反映しているといえる｡

図 1-4 ここ5年間の経営再建ないし人員合理化などに関する提案内容

(%)(複数回答)
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

企業規模別に提案内容を見ると､299人以下の企業では新規採用抑制 (60.7%)や賃上

げの抑制 (60.7%)､残業規制 (55.7%)が多いのに対 し､300-999人企業では新規採用

抑制 (67.5%)や配置転換 (50.0%)が多 くなっている｡ また1000-4999人企業では新

規採用抑制 (60.7%)や転籍 ･出向 (59.3%)､事業所または店舗の続 ･廃合 (55.0%)

が多いが､5000人以上の企業においては事業所または店舗の統 ･廃合 (62.3%)､新規採

用抑制 (60.4%)､転籍 ･出向 (56.6%)が多い結果である｡ いずれの規模においても､

新規採用抑制は最 も多い提案の一つであるが､大規模の企業において事業所または店舗

の続 ･廃合､転籍 ･出向､分社化の提案が相対的に多 くノ､小 ･中規模の企業においては

残業規制､配置転換､希望退職募集､解雇､賃上げ抑制 といった提案が相対的に多いこ

とが､規模別に見られる特徴であるといえるであろう｡

業種別に見ると､建設業､製造業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では新規採用抑制や

転籍 ･出向が多いが､卸売 ･小売業､飲食店では新規採用抑制､新 しい人事制度の導入

が多い｡またサービス業では新規採用抑制や賃上げの抑制が多 くなっている｡ また金融

･保険 ･不動産業では新規採用抑制､事業所または店舗の統 ･廃合､新 しい人事制度の

導入が同割合で多い｡それらに対 し､運輸 ･通信業では事業所または店舗の統 ･廃合や

新規採用抑制が多い結果である｡ いずれの業種においても新規採用抑制は最 も多い提案

の一つになっているが､業種別特徴を強いていえば､建設業､製造業､電気 ･ガス ･熱

供給 ･水道業では残業規制､配置転換などの従来の雇用調整方法が多いのに対 し､運輸

･通信業では分社化の提案が､また卸売 ･小売業､飲食店では一時金のカット､賃下げ

といった提案が多いことであろう｡

さらに､上の諸提案のうち､組合にとって最も影響の大きい提案は何か､見てみると､

希望退職募集の提案の割合が最も多い (20.7%)｡次いで多いのは能力給制度など新 しい

人事制度の導入 (14.1%)､事業所または店舗の統 ･廃合 (ll.8%)､転籍 ･出向 (9.4%)､

一時金のカット (8.5%)などである (図 1-5)｡組合にとって最 も影響の大 きい提案

として､希望退職募集や新 しい人事制度の導入の割合が多いのは､これらの提案がいか

なる提案よりも組合員の雇用や賃金に直接影響を与える提案であるからであろう｡

企業規模別に最も影響の大きい提案は有意な差が見られ､299人以下の企業では希望退

職募集 (23.2%)､賃上げの抑制 (14.3%)を､そして300-999人企業では希望退職募集

95



(29.6%)､新 しい人事制度の導入 (ll.2%)を最 も影響の大きい提案として挙げる組合

が多い｡1000-4999人企業では希望退職募集 (20.5%)と転籍 ･出向 (13.1%)の割合

が多い｡それらに対 し､5000人以上の企業においては､事業所または店舗の統 ･廃合

(26.0%)や新 しい人事制度の導入 (18.0%)を最も影響の大きい提案としてあげる割

合が多 くなっている｡ 5000人以上の企業と他の規模の企業とに顕著な差が見られるが､

5000人以上の企業で希望退職募集の割合が少ないのは希望退職募集の提案が他の規模 と

比べ少ないことによるものであろう｡

最 も影響の大 きい提案は業種別にも有意な差が見 られる｡ 製造業では希望退職募集

(21.9%)､事業所または店舗の統 ･廃合 (14.3%)の割合が多 く､卸売 ･小売業､飲食

店では希望退職募集 (35.1%)､一時金のカット (24.3%)の割合が多い｡それらに対 し､

運輸 ･通信業では新 しい人事制度の導入 (18.2%)､分社化 (13.6%)､賃下げ (13.6%)

の割合が多い｡またサービス業では新しい人事制度の導入 (26.9%)､賃上げの抑制 (19.2

%)の割合が多い｡

上場 ･非上場企業別に見ると､上場企業では希望退職募集 (18.0%)､事業所または店

舗の統 ･廃合 (15.7%)､新 しい人事制度の導入 (15.3%)､転籍 ･出向 (12.3%)の割

合が多いのに対 し､非上場企業では希望退職募集 (25.8%)､新 しい人事制度の導入 (12.6

%)､一時金のカット (ll.9%)､賃上げの抑制 (10.7%)の割合が多いほうである｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

図 1-5 組合にとって最も影響の大きい提案
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荏)無回答を除 く

(2)労使協議の過程及び結果

最 も影響の大きい提案に対 し組合がどう対応 し､それをめぐって労使協議がどのよう

に展開されたか､見てみよう｡

イ)最 も影響の大きい提案について経営側の正式提案前に労使間で事前折衝あるいは話

し合いが行われたか､たずねている｡つまり､正式の労使協議前に事前協議があった

かどうかを聞いている｡ 事前折衝あるいは話 し合いが行われたという割合は94.3%､

行われなかったの割合は5.7%となっている｡ ほとんどの場合､労使が事前協議を行っ

ていたことがわかる｡ 既存研究 (仁田1988､川喜多1989)によっても明らかにされた

ように､日本の労使慣行 として事前協議が確立されているといえるであろう｡

事前折衝あるいは話 し合いの有無について､企業規模や業種間では有意な差が見 ら
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れないが､提案内容別に有意な違いが見られる｡ 100%事前折衝があった提案内容は配

置転換､転籍 ･出向､解雇､一時休業､分社化､生産調整､新 しい人事制度の導入で

ある｡ 事前折衝がなかったの割合が多い提案は臨時 ･パー トタイム労働者の再契約停

止 ･解雇 (33.3%)､新規採用抑制 (31.3%)､残業規制 (27.3%)であり､3割前後

となっている｡ 賃上げの抑制 (12.0%)､一時金のカット (8.3%)､事業所または店舗

の統 ･廃合 (8.0%)の場合､事前折衝がなかったの割合は 1割前後となっている｡ 提

案内容によって事前折衝が行われる度合いが違っているが､非正規労働者やまだ入社

していない労働者に関わる提案については事前折衝が行われない場合も少なくないこ

とがわかる｡

ロ)経営側の提案に対 して組合は独自の組合案を提示 したか､見ると､独自の組合案を

提示 した割合は78.2%､提示しなかった割合は21.8%となっている｡ 提示した場合､｢経

営側に受け入れられた｣の割合は14.8%､｢一部修正があったが､経営側に受け入れら

れた｣は52.4%､｢経営側に受け入れられなかった｣は11.0%となっている｡ 一部修正

を含めて経営側に受け入れられた割合は7割弱にのぼっている｡ 大多数の組合が経営

側の提案に対 し独自の組合案を提示するなど積極的に対応 し､さらに組合案は経営側

に受け入れられた場合が多いといえる｡

提案内容別に組合案の提示の有無について有意な違いが見 られる｡ 組合案を提示 し

なかったの割合が高い提案内容は､新規採用抑制 (50.0%)､残業規制 (41.7%)､分

社化 (38.1%)である｡ それに対 し､提示 しなかったの割合が 0%となっている提案

内容は解雇､生産調整であ り､賃上げの抑制 (8.3%)､一時金のカット (8.3%)､賃

下げ (10.5%)､配置転換 (12.5%)も提示しなかったの割合が少ない｡一部修正を含

めて､提示 した組合案が経営側に受け入れられた割合の高い提案内容は､解雇 (100%)､

一時休業 (83.4%)､配置転換 (81.3%)､新 しい人事制度の導入 (80.4%)である｡

組合が独自の案を提示 し積極的に対応 した提案内容は､解雇､生産調整､賃金に関わ

る提案であったことがわかる｡

組合案の提示の有無について企業規模別には有意な差が見 られないが､業種別､上

場 ･非上場企業別に有意な差が見 られる｡ 組合案を提示 しなかったの割合は建設業

(42.9%)や電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (40.0%)で多 く､一部修正を含めて経営
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側に受け入れられたの割合は運輸 ･通信業 (79.2%)､サービス業 (78.6%)､卸売 ･

小売業､飲食店 (78.1%)で多い｡

上場 ･非上場企業別に見ると､組合案を提示 しなかったの割合は上場企業のほうに

多 く (上場 :26.4%､非上場 :14.5%)､一部の修正を含めて経営側に受け入れられた

の割合は非上場企業のほうにやや多い (上場 :65.5%､非上場 :69.1%)｡ 非上場企業

の組合と比べ上場企業の組合は独自の組合案を出すことにより積極的ではないが､こ

れは､非上場企業の場合最も影響の大きい提案の中に一時金のカット､賃上げの抑制

などの提案が多いことと､また賃金に関する提案については組合案を提示する割合が

高いことから､推察できるであろう｡

ハ)労使協議の結果､経営側の提案がどうようになったか､見てみると､｢当初の提案通

りに実施された｣の割合は25.0%､｢当初の提案が一部修正された｣は63.6%､｢当初

の提案が大幅に修正された｣は9.3%となっている｡ 一部と大幅を合わせて経営側の提

案が修正された割合が7割強を占めている｡ 労使協議を通 じて経営側の提案が修正され

ることが多いといえる｡

提案内容別に労使協議の結果を見ると､有意な差が見られる｡ 提案通 りに実施され

たの割合が高い提案内容は､新規採用抑制 (46.7%)､事業所または店舗の統 ･廃合

(42.6%)､残業規制 (41.7%)である｡ それらに対 し､一部や大幅をあわせて修正さ

れたの割合の高い提案内容は､解雇 (100%)､配置転換 (87.5%)､新 しい人事制度の

導入 (86.8%)､希望退職募集 (77.7%)である｡ 新規採用抑制や残業規制については

経営側の提案通 りに実際されることが多いが､解雇､配置転換､新 しい人事制度の導

入､希望退職募集については､組合は独自の案を提示 し､労使協議を通 じて経営側の

提案を修正させていることが多いといえる｡

労使協議の結果について企業規模別 ･業種別に見ると､両方とも有意な差が見られ

る｡ 企業規模別には､当初の提案通 り実施されたの割合は5000人以上 (32.0%)で多

く､299人以下 (21.1%)で少ない｡大幅に修正されたの割合は299人以下で多い (19.3

%)のに対 し､一部修正されたの割合は300-999人企業で多い (69.8%)0 5000以上の

企業よりは5000人未満の企業のほうに経営側の提案が修正されたことが多い結果であ

る｡
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業種別には､提案通 り実施されたの割合は建設業 (55.6%)で多いのに対 し､一部

修正されたの割合は運輸 ･通信業 (72.9%)や電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (71.4%)

で多い｡大幅に修正されたの割合は卸売 ･小売業､飲食店 (19.5%)､金融 ･保険 ･不

動産業 (16.7%)で多い｡一部や大幅を合わせて経営側の提案が修正されたの割合が

多い業種は､金融 ･保険 ･不動産業 (83.4%)､運輸 ･通信業 (83.3%)､卸売 ･小売

業､飲食店 (82.9%)である｡

ニ)経営側の提案について組合は産業別組織などの上部団体と相談したであろうか｡｢労

使協議を行 う前､あるいは労使協議の過程で相談 した｣の割合は32.4%､｢労使協議を

行った後で報告 した｣は40.3%､｢相談も報告 も､いずれもしなかった｣は27.3%となっ

ている｡ 相談 した組合よりは報告 した組合がより多 くなっているものの､経営側から

何 らかの提案があった際､相談､あるいは報告の形で上部団体とコミュニケーション

をとっていた割合が 7割強と多いことから､多 くの組合が企業別組合の枠の中で孤立

した活動を行っていないことがわかる｡

提案内容別に上部団体 との相談について有意な違いが見られる｡ 相談 したの割合の

高い提案内容は､希望退職募集 (52.3%)､解雇 (50.0%)､賃下げ (47.4%)である｡

報告 したの割合の高い提案内容は､臨時 ･パー トタイム労働者の再契約停止 ･解雇

(66.7%)､臨時休業 (66.7%)､一時金のカット (55.9%)である｡ またいずれもし

なかったの割合の高い提案内容は､生産調整 (80.0%)､新規採用抑制 (56.3%)､配

置転換 (50.0%)､残業規制 (50.0%)である｡ 組合は組合員の退職や解雇､労働条件

の低下に関わる提案については上部団体 と相談 したことが多いが､生産調整､新規採

用抑制､残業規制など労使の村立が少ないと思われる提案については上部団体 と相談

も､報告 もしなかったことが多いといえる｡

企業規模別､業種別､上場 ･非上場企業別に､有意な差が見られる｡ 企業規模別に

は､｢相談 した｣の割合は299人以下の企業で (44.3%)最も多いのに対 し､｢報告 した｣

の割合や ｢いずれもしなかった｣の割合は5000人以上の企業で最 も多 くなっている｡

総 じて､企業規模が大きいほど､｢報告 した｣あるいは ｢いずれもしなかった｣の割合

が多 くなっている｡ 小企業の組合のほうが､経営側から提案があった際､上部団体 と

コミュニケーションを緊密に取っていたといえる｡
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業種別には､｢相談 した｣の割合は卸売 ･小売業､飲食店 (53.7%)や金融 ･保険 ･

不動産業 (50.0%)で多 く､｢報告 した｣の割合は金融 ･保険 ･不動産業 (50.0%)で

多い｡それらに対 し､｢いずれもしなかった｣の割合は建設業 (40.6%)や電気 ･ガス

･熱供給 ･水道業 (36.7%)で多い結果である｡ 卸売 ･小売業､飲食店や金融 ･保険

･不動産業の組合の場合､上部団体 とコミュニケーションを緊密に取っていたといえ

る｡

上場 ･非上場企業別に見ると､｢相談 した｣の割合は非上場企業のほうに多 く (上場

:27.8%､非上場 :40.3%)､｢いずれもしなかった｣の割合は上場企業のほうに多 く

なっている (上場 :30.3%､非上場 :21.6%)｡上場企業の組合よりは非上場企業の組

合のほうが上部団体 とのコミュニケーションをより緊密に取っていたといえる｡

以上の結果から､経営側から提案があった際､小企業の組合が､そして卸売 ･小売

業､飲食店や金融 ･保険 ･不動産業の組合が､また非上場企業の組合が相談あるいは

報告の形で上部団体 とコミュニケーションをより緊密にとっていたことがわかる｡

ホ)上部団体 と相談 したと答えた組合 (151組合)に､その相談が労使協議を進める上ど

のようなものであったか､さらに聞いている｡ ｢大いに役に立つ助言を受けた｣の割合

は41.3%､｢やや役に立つ助言を受けた｣は42.7%､｢助言は受けたが､ほとんど役に

立たなかった｣は11.3%､｢助言を受けなかった｣は4.7%となっている｡ 労使協議を

進める上､大いにあるいはやや役立つ助言を受けた割合が8割強にものぼっていること

から､産業別組合などの上部団体が企業別組合に役立つ存在 として機能 しているとい

える｡

上部団体との相談の内容について､企業規模別､業種別に有意な違いが見られない｡

また提案の内容別にも有意な差は見られない｡

へ)組合は労使協議の結果について組合員にどのように知らせたか､見てみると､｢組合

の機関紙を通 じて｣が最も多 く (71.5%)､次いで ｢組合の役員を通 じて｣(64.2%)､

｢職制や社内報を通 じて｣(32.1%)､｢組合の掲示ものを通 じて｣(31.2%)の順で､

知らせなかったの割合は2.0%にすぎない (複数回答)｡組合の機関紙に労使協議の結

果を掲載することや組合の役員が組合員に直接説明することが組合の主な広報方法で

あることがわかる｡
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組合規模別に見ると (表 1-17)､299人以下組合と5000人以上の組合では組合役員

を通 じての割合 と組合機関紙を通 じての割合がほぼ同様あるいは同様である｡ それに

対 し､300-999人企業や1000-4999人企業では組合機関紙を通 じての割合がもっとも

多 く､ついで組合役員を通 じての割合 となっている｡ 小組合と最大手組合は､組合機

関紙 と組合役員の両方を労使協議の結果を組合員に知らせる媒体 として活用 している

のに対 し､中組合や大手組合は組合機関紙をより活用 しているといえる｡

業種別に見ると､建設業､製造業､卸売 ･小売業､飲食店､電気 ･ガス ･熱供給 ･

水道業では組合機関紙や組合役員の両方を主な広報方法 として活用 しているが､それ

に対 し金融 ･保険 ･不動産業､サービス業では組合機関紙を組合役員よりもより活用

している｡

表 1-17 組合規模別労使協議結果の組合員への広報方法

(%)(複数回答)

299人以下 300-999人 1000-4999̂ 5000人以1

職制や社内報を通 じて 26.6 35.3 32.3 -4P.0

組合の機関紙を通 じて 50.6 72.4 77.4 80.0

組合の役員を通 じて 51.9 62∴9 69.5 80.0

組合の掲示 ものを通 じて 22.8 32.8 32.9 40.0

その他 27.8 16.4 12.2 2.2

注)無回答 を除 く

(3)労使協議の結果についての評価

経営側の提案についての労使協議の結果について､組合はどのように評価 しているか､

5つの項目について5点尺度で聞いている｡ その結果を示 しているのが表 1-18である｡

｢そう思う｣ と ｢どちらかといえばそう思う｣の割合が多い項目は ｢経営の危機に関す

る意識を組合員に浸透 させることができた｣と ｢組合員の労働条件や雇用を守ることが

できた｣で､それぞれ6割強､ 8割弱を占めている｡ ｢企業の将来ビジョンを引き出すこ

とができた｣については5割弱が肯定的評価を下 している｡ しかし､｢経営責任を問うこ
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とができた｣については肯定的評価の割合よりは否定的評価の割合が多 くなっている｡

また､｢経営への発言をより強めるきっかけができた｣については肯定的評価 も3割強を

占めているものの､どちらともいえないの割合が 5割弱 と､多数となっている｡ すなわ

ち､組合員-の経営危機意識の浸透､組合員の労働条件や雇用の確保については肯定的

に評価する組合が多いが､経営責任の追求､経営への発言強化のきっかけについては否

定的あるいは留保的評価をする組合が多いのである｡

組合規模別に見ると､｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣と ｢企業の将来

ビジョンを引き出すことができた｣について､それぞれ有意な差が見られる｡ 両項目に

ついて､肯定的評価の割合が最 も多いのは5000人以上の組合である (それぞれ80.9%､

72.1%)が､それに対 し肯定的評価の割合が最も少ないのは300-999人組合である (そ

れぞれ49.1%､39.3%)｡

業種別には､｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣についてのみ有意な差が

見られる｡ 肯定的評価が多い業種は､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (90.0%)､運輸 ･通

信業 (78.5%)である｡ それらに対 し､否定的評価の多い業種は卸売 ･小売業､飲食店

(29.3%)､建設業 (25.0%)である｡

｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣についての評価に組合規模や業種別

に上のような差が出ているのは､企業の経営状況 と関連があるであろうか､検討 してみ

る｡ 企業合理化の提案があった場合､組合規模別 ･業種別に経営状況を見たのが､表 1

-19である｡ 組合規模別には､5000以上の組合規模で経営収支の赤字年度はなかったの

割合が最 も多 く (74.4%)､300-999人の組合規模でその割合が最 も少なくなっている

(35.3%)｡また業種別には､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業で経営収支の赤字年度はなかっ

たの割合が最も多 く (100%)､次いで建設業 (60.7%)､運輸 ･通信業 (59.6%)となっ

ている｡ それらに対 しその割合が最も少ない業種はサービス業 (29.6%)､卸売 ･小売業､

飲食店 (35.9%)となっている｡ こうした結果から､建設業の例外があるものの､経営

収支の赤字年度はなかったの割合が多い規模や業種において ｢組合員の労働条件や雇用

を守ることができた｣と肯定的に評価する組合が多 くなっていることがわかる｡ したがっ

て､｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣についての評価に組合規模や業種別

に差が見られるのは､その規模や業種の経営状況と関連があるといえるであろう｡
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表 1-18 労使協議の結果についての評価

(%)(平均値)

そう思 う.i ど ち らか と-ど ち ら と ど ち らか そ うは眉いえ ば そ う思 う2 ,あい.え 7?い3 と い え ばそ うは思わをい4 わをい5

組合員の労働条件や雇用 を守ることができた 30.7 30.9(2.39)I 20.4 8.2 9.9

企 業 の 将 来 ビジ ョーンを引 き出すことができた 15..3 34.(2.67) 29.2 ll.8 9.7

経営の危機 に関する意識 を組合員 に浸透 させ ることができた 26.9 5.9(2.01) 17.7 2.8 1.7

経営責任 を問 うことができた 7.6 19.9 38.-9(3.18) 14.3 19.4

注)無回答を除 く
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態 と成果

表1-19 企業合理化提案のあった場合の組合規模 ･業種別経営収支の赤字年度数

(%)

赤≠年度 をかつ.忠 1年FE'7 2年FE1g 3卒FE17 4草原 5年厨

組合規模 ***1)299人以下 ー37.3 13.3 19..3 13.｣3 4.8 12.0
300-999人 35.3 27.7 13.4 7.6 9.2 _6.7

1000-4999人 50.6 26.9 10.0 5.6 5.0 1.9

5000人以上 74.4 20.5 5.1 - - -

業種 ***2)建設業 60.7 32..1. 3.6 3.6 - -

喪遺業 42.2 27.1 12.3 8.3 5.8 4.3

金融 .保険 .不動産業 40.0 60.0 - - - -

運輸 .通信業 59.6 10.6 14.9 2.1 6.4 6.4

電気 .ガ不.熱供給.水道業 100 - - - - -

サービス業 29.6 7.4 14.8 1_.8.5 .ll.1 18.5

***1) :カイ 2乗 - 49.076､有意水準-.000

***2) :カイ 2乗-60.218､有意 水準-.005

注)無回答 を 除 く

6.労組の経営参加に関する考え方

ここでは､労組の経営参加に関する考え方について､ 1)労組の経営参加 ･対策の強

化に必要なもの､ 2)労組の経営参加に伴 う問題点､についての考え方を通 じて検討 し

てみる｡

(1)労組の経営参加 ･対策に必要なもの

労組の経営参加 ･対策を強化するために､個別企業の労使関係において最 も必要なも

のは何か｡最 も多い組合が ｢組合の経営分析能力の強化｣(43.7%)をあげている｡ つい
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で多い組合が ｢経営側との日常的な情報交換の強化｣(32.1%)をあげている｡ 他に､｢経

営の情報開示の拡大｣は10.8%､｢労使協議機関の付議事項の取 り扱いの強化｣は6.3%､

｢労使協議機関の付議事項の拡大｣は3.6%､｢株主としての労組の発言力の強化｣は0.9

%となっている｡

労組の経営参加 ･村策の強化に必要なものについて組合規模や業種別に見ると､業種

間で違いが見られる｡ 表 1-20によれば､建設業､製造業､卸売 ･小売業､飲食店､運

輸 ･通信業､サービス業では ｢組合の経営分析能力の強化｣が最も多い割合となってい

るが､それに村 し金融 ･保険 ･不動産業､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では ｢経常側 と

の日常的な情報交換の強化｣が最も多 くなっている｡ 金融 ･保険 ･不動産業や電気 ･ガ

ス ･熱供給 ･水道業で ｢経営側との日常的な情報交換の強化｣の割合が最も多いのは､

これらの業種で現に経営側の実務担当者と日常的情報交換を行っている度合が低いから

であろうか｡ しかし､経営側との実務担当者と日常的情報交換を行っている度合に業種

間の差が見 られない｡また業種別特徴 として､卸売 ･小売業､飲食店では ｢労使協議機

関の付議事項の取 り扱いの強化｣の割合が､そして金融 ･保険 ･不動産業では ｢株主と

しての労組の発言力の強化｣の割合が相対的に多いことも､見落とせない｡

しかし､労組の経営参加 ･対策の強化に必要なものについて労使協議機関の有無別に

は違いが見られない｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

表 1-20 業種別労組の経営参加 ･対策の強化に必要なもの ***

虜設業 製造業 卸売 . 金励 . 運瀞 . 富 気 . サ ー ビ その他

小売業､飲食店 保険 .不励産業 虚虐業 ガ'ス ...･水道業 ス業

組合の経営分-析能力の強化 37.8 45.9 45.0 30.0 41.7 36.8 45.9 66.7

労使協議機関の付議事項の拡大 3.7 5.0- 10.0 8.3

労使協議機関の付議事項の取り扱いの強化 ー 5.6 13.3 8.3 5.3 5.4 13.3

株主 としての労組の発言力の強化 2.2 0.5 1.7 10.0 1.7

経営側 との日常的な情報交換の強化 31.1. 32.9 28.3 40.0 25.0 5ク.9 37.8 20..0

経営の情報開示の拡大 28.9 10.6 5.0 - 15.0 - 10.8 -

***:カイ2乗-73.294､有意水準-.002
注)無回答を除 く

(2)労組の経営参加の問題点

労組の経営参加に伴 う問題点 として､以下の 5つの項 目についてどのように考 えてい

るか､見てみよう｡ ｢インサイダー取引の問題を引 き起こしかねない｣について ｢そう思

う｣ と ｢どちらかといえばそう思う｣をあわせた肯定の割合は24.8%､｢どちらともいえ

ない｣の中立の割合は27.4%､｢どちらかといえばそうは思わない｣と ｢そうは思わない｣

を合わせた否定の割合は45.2%となっている｡ ｢経営 と組合 との区別がつかなくなる｣に
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ついては肯定､中立､否定の割合がそれぞれ23.8%､18.8%､55.2%となっている (以

下､同順)0｢組合が経営責任を背負い込むことになる｣についてはそれぞれ36.0%､18.8

%､43.0%と､｢団体交渉で強いことを言えなくなる｣についてはそれぞれ14.9%､20.8

%､62.1%と､｢組合員から組合活動が見えにくくなる｣はそれぞれ19.7%､18.9%､59.2

%となっている｡ 肯定の割合が最も多いのは ｢組合が経営責任を背負い込むことになる｣

との問題点で､4割弱を占めている｡ 反対に､否定の割合が多いのは ｢団体交渉で強い

ことを言えなくなる｣､｢組合員から組合活動が見えにくくなる｣の問題点で､6割前後

となっている｡

こうした結果から､経営参加に伴い上のような諸問題が起こると思う組合よりは思わ

ない組合が多いといえる｡ 特に､経営参加に伴い組合が団体交渉で強いことを言えなく

なる､また組合員から組合活動が見えにくくなるといった問題については否定する組合

が多い｡

5つの問題点の項目について組合規模や業種別に見ると､組合規模別には ｢インサイ

ダー取引の問題を引き起こしかねない｣と ｢団体交渉で強いことを言えなくなる｣につ

いて有意な差が見られる｡ ｢インサイダー取引の問題を引き起こしかねない｣については､

肯定の割合は1000-4999人組合 (32.8%)で最も多 く､299人以下組合 (14.5%)で最も

少なくなっているが､それに対 し否定の割合は299人以下組合 (54.1%)と5000人以上の

組合 (53.7%)でほぼ同様に多い｡一方､｢団体交渉で強いことを言えなくなる｣につい

ては肯定の割合は299人以下組合で (23.8%)最も多いが､5000人以上の組合 (7.6%)

で最 も少ない｡否定の割合は組合規模が大きいほど多 くなっている｡ インサイダー取引

の問題については小組合の場合否定する割合が多いが､これとは対照的に団体交渉での

発言力の弱化の問題については規模の大きい組合の場合否定する割合が多い｡

業種別には､｢組合が経営責任を背負い込むことになる｣について有意な差が見られる｡

｢組合が経営責任を背負い込むことになる｣について肯定の割合が最 も多い業種はサー

ビス業 (51.3%)であるが､否定の割合が最 も多い業種は金融 ･保険 ･不動産業 (70.0

%)､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (63.1%)である｡ すなわち､金融 ･保険 ･不動産業

や電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業では経営参加によって組合が経営責任を背負い込むこと

になると思う組合が少ないのに対 し､サービス業ではその問題が起こると思う組合が多
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

数である｡

労使協議機関の有無別に見ると､｢インサイダー取引の問題を引き起こしかねない｣､｢経

営 と組合との区別がつかなくなる｣､｢団体交渉で強いことを言えなくなる｣について有

意な違いが見られる (表 1-21)｡｢インサイダー取針の問題を引き起こしかねない｣に

ついて､労使協議機関のある場合は肯定の割合がない場合と比べ多 くなっている｡ しか

し､｢経営と組合との区別がつかなくなる｣と ｢団体交渉で強いことを言えなくなる｣に

ついては､労使協議機関のある場合に肯定の割合がない場合と比べ少なく､･かつ否定の

割合もない場合と比べ多い｡労使協議機関のある場合､いいかえれば労組の経営参加が

行われている場合は､行われていない場合と比べ､インサイダー取引の問題や経営 と組

合との区別がつかない問題､そして団体交渉での発言力の弱化の問題が起こると思わな

い組合が多い｡しかし､インサイダー取引の問題について起こると思う組合が労組の経

営参加が行われていない場合より多いことは見落とせない点である｡

表 1-21 労使協議機関の有無別労組の経営参加の問題点

と い え ばそ.う思う もレ)え をレ) いえばそうは思わをい 思わない

イ㌣サイ夕-取引の問題 **1)労使協議機関 ある 9.7 16.9 26.2 14.̀0 33.2:

ない 5.7 14.2 36.8 5.7 37.7

経営 と組合との区別がつかない **2)労使協議機関 ある 5.2 17.2 18.4 20.9 38.3

ない ll.2 21.'5 23.4 16.8 27.1

.団体交渉で強いことを言えな_い ***労使協議機関 ある 2.1 ll.2 20.1 20.9 45.6-

**1):カイ2乗-10.888､有意水準-.028

**2):カイ2乗-10.927､有意水準-.027

*** :カイ2乗-14.808､有意水準-.005
注)無回答を除く
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(3)平成不況の組合や労使関係への影響

平成不況が組合や労使関係にどのような影響を与えたか､見てみよう｡ 平成不況の

影響 として､｢組合員の経営に対する不信が強まった｣を挙げる組合の割合が最 も多 く､

42.9%となっている｡ ついで多いのは ｢経営が組合に提供する経営情報が詳 しくなった｣

39.9%､｢経営 と組合とのコミュニケーションが深まった｣39.0%､｢組合の経営対策活

動を強化 した｣33.8%､｢組合員の経営参加に対する期待が強まった｣26.4%､｢組合の

経営に対する不信が強まった｣20.8%､｢経営と組合との信頼関係が強まった｣16.0%な

どである｡ ｢経営が組合に提供する経営情報が表面的､形式的なものになった｣6.6%､｢経

営 と組合とのコミュニケーションが少なくなった｣5.8%､｢組合員の経営参加に村する

期待が弱まった｣2.8%といった影響の割合は少数にとどまっている｡ 平成不況による影

響は特にないという組合は1割にすぎず､大多数の組合に影響があったことがわかるが､

全体的にはマイナス方向の影響 よりはプラス方向の影響が多いといえる｡ 組合員の経営

に対する不信が強まったの影響が多い一方で､他方では経営側の提供する情報が詳細に

なった､経営 と組合とのコミュニケーションが深ま?たの影響を指摘する向きも多い｡

また､組合の経営対策活動を強化 したの割合 も少なくない｡こうしたことから､平成不

況下においても､労組の経営参加を促進する方向で労使関係が変化 したといえるであろ

う｡

平成不況の諸影響について､組合規模や業種別に差があるであろうか｡組合規模別に

見ると､いくつかの影響について有意な差が見られる｡｢組合の経営対策活動を強化 した｣､

｢組合員の経営参加に対する期待が強まった｣､｢経営と組合との信頼関係が強まった｣､

｢経営 と組合 とのコミュニケーションが深まった｣については､5000人以上組合におい

てその割合が最 も多 く､299人以下組合の場合その割合が最も少ない｡しかし､｢組合員

の経営に対する不信が強まった｣､｢組合の経営に村する不信が強まった｣については299

人以下の組合でその割合が最 も多 く､5000人以上の組合でその割合が最 も少ない｡こう

した結果から､マイナス方向の影響は規模の小さい組合ほどその割合が多いが､これと

は対照的にプラス方向の影響は規模の大きい組合ほどその割合が多いといえる｡ つまり､

平成不況は小規模の組合には経営に対する不信を強める影響をより与えたが､規模の大

きい組合には労組の経営参加を強める影響をより与えたといえるであろう｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

業種別には､｢組合員の経営に村する不信が強まった｣について有意な差が見られる｡

｢組合員の経営に村する不信が強まった｣の割合が最も多い業種は卸売 ･小売業､飲食

店 (61.7%)で､次いでサービス業 (54.1%)となっているが､その割合が最も少ない

業種は金融 ･保険 ･不動産業 (0.0%)､電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業 (15.8%)である｡

平成不況の影響に経営状況による違いが見 られるであろうか｡経営収支の赤字年度数

によって､い くつかの影響について有意な違いが見られる (表 1-22)｡ ｢組合員の経営

に村する不信が強まった｣ と ｢組合の経営に村する不信が強まった｣について､経営収

支の赤字年度が多いほど､概ねその割合が高 くなっている｡ また ｢経営が組合に提供す

る情報が詳 しくなった｣については赤字年度はなかったと1年間の場合より2年間､ 3

年間､4年間の場合にその割合が多い｡経営状況が悪化 した場合､組合員や組合の経営

に対する不信が強まることが多 くなる一方で､経営の提供する情報が詳 しくなることも

多い結果である｡ 経営状況が悪化 した場合､経営の提供する情報が詳 しくなる割合が多

いことは､労使協議機関で経営側から提供される情報の数が経営状況の悪い企業ほど多

いことから､理解できるであろう｡ 経営に対する不信から､組合が経営情報の提供をよ

り求めたからであろう｡

したがって､上の結果から､小規模の組合ほど､そ_して卸売 ･小売業､飲食店やサー

ビス業で経営に村する不信が強まった割合が高 くなっている結果は､これらの規模や業

種の経営状況が他の規模や業種より悪化 した割合が多いことに起因すると推論できるで

あろう｡
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表 1-22 経営収支の赤字年度数別平成不況の影響

赤字年度は7?かつ71- 1年FBF_2年FBF 3年廟 4卒FLIF 5年厨

組合員の経営に村する不信が強まった ***1) 34.9 53.2 59.0 ･55.3 61.5 62.5

組合の経営に村する不信が強まった ***2) 15.6 22.2 31.1 26.3 42.3 29.2-

経営が組合に提供する経営情報が詳 しくなった * 38.0 39.7 52.5 52.6 50.0 25.0

***1):カイ2乗-28.973､有意水準-.000

***2):カイ2乗-18.336､有意水準-.003

* :カイ2乗-10.131､有意水準-.072

注)無回答を除く

7.労組の経営参加の意味

労組の経営参加は労組や労働者､そして企業にとってどのような意味があるか｡この

問いを以下の 3つの点を解明することによって答えようとする｡ 1)企業側から経営再

建策等の提案が出された際､労組の経営参加が行われているかによって経営側の提案の

内容やそれをめぐる労使協議過程及び結果に違いがみられるかである0 2)労組の経営

参加が行われていることによって､企業の経営状況に差異がみられるかである｡ 3)辛

成不況が組合や労使関係に与えた影響について､労組の経営参加による差がみられるか

である｡

(1)労組の経営参加と企業合理化

ここでは､企業側から経営再建策等の提案が出された際､労組の経営参加が行われて

いることによって経営側の提案の内容やそれをめ ぐる労使協議過程及び結果に違いがみ

られるか､検討する｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

ここ5年間での経営側からの経営再建ないし人員合理化などに関する提案があったか

に:3いて､労使協議機関の有無によって有意な差が見られる｡ 労使協議機関の ｢ある｣

場合､企業合理化の提案があった割合が76.7%と､｢ない｣場合の割合 (63.8%)と比べ

高 くなっている｡

しかし､企業規模や業種別に統制 してみると､企業規模別には300-999人企業におい

て､また業種別には製造業や運輸 ･通信業において､労使協議機関のある場合企業合理

化の提案のあった割合が労使協議機関のない場合のその割合を上回っている｡ すなわち､

300-999人企業規模や製造業､運輸 ･通信業においては､労使協議機関が制度化され労

組の経営参加が行われている場合に､そうでない場合と比べ企業側から合理化提案がよ

り出されているといえる｡ 上記の規模や業種で､労使協議機関のあるところに合理化提

案のあった割合がより多いのは､なぜであろうか｡その理由を探るため､ここ5年間の

経営状況について労使協議機関の有無別にクロスさせてみた｡

300-999人企業においては､労使協議機関の有るとする場合､ここ5年間の売上高が

非常に減少 した割合 (45.7%)が労使協議機関のないとする場合のその割合 (12.0%)

を大幅に上回っている｡ 300-999人企業については､労使協議機関のある場合経営状況

の悪化 した企業が多いことから､企業合理化の提案があった割合が高 くなっているとい

えるであろう｡

しかし､製造業についてみると､労使協議機関のある場合ここ5年間の総資本経常利

益率が非常に減少 した割合 (36.OL%)は労使協議機関のない場合のその割合 (53.4%)

より少ない｡やや減少 したと非常に減少 したを合わせても､労使協議機関のある場合の

割合 (64.3%)がない場合の割合 (74.1%)を下回っている｡ 製造業についていえば､

労使協議機関のある場合の企業の経営状況がよい結果である｡ したがって､製造業に関

しては､労使協議機関のある場合経営状況の悪化 した企業が多いので､合理化提案の割

合が多 くなったであろうと､説明するのが困難である｡ そこで､さらに業種を統制 して

経営状況 と合理化提案の有無をクロスさせてみると､製造業の場合､他の業種 と比べ､

ここ5年間経営収支の赤字年度が全然なかった企業においても合理化提案が出された割

合が多 く､ 7割弱にのぼっている (表 1-23)｡ 製造業では経営収支が赤字になっていな

い企業においても企業合理化が行われていたといえる｡ そして､製造業について見ると､
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労使協議機関が制度化 されている場合､制度化されていない場合と比べ､経営戟略に村

する実効力ある発言､労使 トップのインフォーマルな会合､経営機密情報の組合 トップ

への公開､いずれにおいても行っている割合が多い｡こうしたことから､労使協議機関

が制度化 されている企業の労使関係は成熟化 しているといえる｡ いいかえれば､労使協

議機関が制度化されている企業では企業合理化について労使が協議 しやすい土壌が形成

されているといえる｡ したがって､これらの点から､製造業において､労使協議機関の

ある場合合理化提案が多 くなっていることは､以下のように説明できるであろう｡ すな

わち､製造業では経営収支が赤字になっていない企業の場合にも合理化努力が行われて

おり､また労使協議機関が制度化されている企業の労使関係は成熟化 していることから､

労使協議機関のあるところで合理化提案がより多 くなっている｡

表 1-23 業種別経営収支の赤字年度数と合理化提案の有無

倉摩化 製造業 *** 卸売./J､売業､飲食店 * 金励.保険.不叡産業 **1) サービス業**2)あっ71- をかつ あった .をかつ あった をかつ あ?た をかつ
提案 た た 忠 た

87.2 12.8 84.6 15.4 100 0.0 100 0.0

2年間 85.0 15.0 80.0 20.0 0.0 0.0 100 0.0

3年間 88.5 ll.5 100 0.0 0.0 0.0 100 0.0

4年間 94.1 5.9 100 0.0 0.0 0.0 .100 0.0

5年間 92.3 7.7 100 _0.0 0.0 0.0 100 0.0

*** :カイ2乗-24.222､有意水準-.000 **1):カイ2乗- 4.286､有意水準-.038

* :カイ2乗-10.240､有意水準-.069 **2):カイ2乗-13.412､有意水準-.020

注)無回答を除く

以上から､労使協議機関が制度化されている場合､企業合理化がより進められること

は､300-999人企業については経営状況が悪化 した企業が多いことから､そして製造業

については経営収支が赤字になっていない企業の場合にも合理化が積極的に行われてお
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り成熟化 している労使関係の下でそれが進められていることから､説明できるであろう｡

次は､労使協議機関の有無によって企業合理化の提案内容に違いが見られるか､見て

みよう｡ 表 1-24は労使協議機関の有無別に企業合理化の提案内容を見たものである｡

労使協議機関のある場合､ない場合と比べ､残業規制､配置転換､新規採用抑制､臨時

･パー ト労働者の再契約停止 ･解雇､転籍 ･出向､分社化 といった提案の割合がより多

くなっている｡ しかし､希望退職募集の提案については､労使協議機関のある場合の割

合がない場合より少ない｡こうした結果から､労使協議機関のある場合､企業の合理化

提案は正規従業員の雇用を保障する方向での提案が多 く､かつ正規従業員の削減をめざ

す提案が少ないといえる｡

さらに､規模や業種を統制 して､最 も影響の大きい提案内容について労使協議機関の

有無別に見ると､規模別には300-999人規模で､また業種別には製造業やサービス業で

有意な違いが見られる (表 1-25)0

イ)300-999人規模では､労使協議機関のある場合､最 も影響の大きい提案は希望退

職募集､新 しい人事制度の導入､事業所または店舗の統 ･廃合が多いものの残業規制を

含めて多岐にわたっている｡ それに対 し､労使協議機関のない場合は､新規採用抑制､

希望退職募集､分社化､賃下げに集中している｡ 上で見たように､300-999人企業で労

使協議機関のある場合､経営状況が悪化 した割合が多いことから､最 も影響の大 きい提

案のうち希望退職募集の割合が多いことは理解できるであろう｡

一方､ロ)製造業では､労使協議機関のある場合､最 も影響の大 きい提案は希望退職

募集､事業所または店舗の統 ･廃合､新 しい人事制度の導入､転籍 ･出向の順で多いが､

それに対 し､労使協議機関のない場合は､希望退職募集､新規採用抑制､賃上げの抑制､

賃下げの順で多 くなっている｡ しかし､希望退職募集は労使協議機関のある場合の割合

が相対的に低い｡

さらに､ハ)サービス業では､労使協議機関のある場合､最 も影響の大きい提案は新

しい人事制度の導入､賃下げ､賃上げの抑制､一時金のカットの割合が多いほうである｡

それに対 し､労使協議機関のない場合は､希望退職募集や賃上げの抑制が同率で多 くなっ

ている｡

こうした諸結果から､次のようにいえるであろう｡
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第 1､労使協議機関のある場合は残業規制､配置転換､新規採用抑制､転籍 ･出向等

の従業員の雇用を確保する方向での提案がより多いが､希望退職募集などの従業員の雇

用削減をめざす提案がより少ない｡

第 2､300-999人企業､製造業､サービス業､いずれにおいても､労使協議機関のあ

る場合最 も影響の大きい提案は多岐にわたっているのに対 し､労使協議機関のない場合

は少数の提案に集中している｡ こうしたことは､労使協議機関のない場合､企業合理化

の提案が限られていることを間接的に示すものであるといえる｡

表1-24 労使協議機関の有無別企業合理化の提案内容

労傍協議磯厨

ある をい

残業規制 ** 43.6 29.9

配置転換 *** 44.6 25.4

新規採用抑制 * 66.4 55.2

~臨時 .パー トタイム労働者の再契約停止 .解雇 *.* 26.1 14.9

転籍..出向 * 40.9 27.8

希望退職募集 ** 31.8 44.8

*:10%水準で有意､**:5%水準で有意､***:1%水準で有意
荏)無回答を除く

116



第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

表 1-25 労使協議機関の有無別最も影響の大きい提案

労使協議機関 300-999,̂如* 製造業** サービス業*

ある をい ある をい ある をい

残業規制 4.7 3.6 - 5.3

配置転換 .4.7 4.0 2.6 5.3

希望退職募集 ･30.6 25.0 19.6 34.2 -5.3 33.3

解雇 - 0.9

一時休業 3.5 2.7

分社化 2.4. 16.7 4.p5 5.3 16.7

事業所または店師の続 .廃合 10.6_ 16.1 5.3 16.7
生産調整 2.4 2.2 -

一時金のカット ら.4 5.8 5.3 10.5

賃上げの抑制 4.7 3.6 7.9二 15.8 -33.3-

賃下げ .3..5 -8.3 2.2 7.9 21.1

新 しい人事制度 の導入 ll.-8 - 12.9 ･5.3 31.6

そゐ他 5.9 16.7 6.~3 7.9 5.3

***:カイ2乗-35.489､有意水準-.001

**:カイ2乗-27.985､有意水準-.022

* :カイ2乗-14.766､有意水準-.098

注)無回答を除く

さらに､労使協議機関の有無によって､企業合理化の提案 をめぐる労使協議の過程や

結果はどのように違っているか､見てみよう｡

最 も影響の大 きい提案について労使間で事前折衝が行われたかについて､労使協議機

関のある場合 とない場合 とに有意な差が見 られる｡ 労使協議機関のある場合 (95.4%)

は､ない場合 (88.1%)と比べ､事前折衝が行われた割合が多 くなっている｡ すなわち､

経営側の正式提案前に労使が事前に意見を交わすことが労使協議機関のあるところでは
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より多いということである｡ 一方､規模や業種を統制すると､規模別には5000人以上の

企業で､業種別には製造業で､労使協議機関の有無によって事前折衝が行われた割合に

有意な違いが見 られる｡ 5000人以上の企業では､労使協議機関のある場合に事前折衝が

行われた割合は93.8%となっているのに対し､労使協議機関のない場合はその割合が25.0

%となっている｡ 労使協議機関の有無による違いが画然としている｡ また､製造業にお

いても､労使協議機関のある場合に事前折衝を行われた割合が､ない場合と比べ､多 く

なっている｡ したがって､5000人以上の企業や製造業の場合､労使協議機関のあるとこ

ろでは企業合理化の提案について労使が事前折衝を行うことが多いといえる｡

しかし､組合の独自案の提示や経営側の当初の提案の結果については､労使協議機関

の有無による違いは見られない｡

最後に､提案をめぐる労使協議の結果の評価について､労使協議機関の有無によって

違いが見られるか､見てみよう｡ ｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣､｢企業

の将来ビジョンを引き出すことができた｣､｢経営-の発言をより強めるきっかけができ

た｣について､労使協議機関の有無別にそれぞれ有意な違いがみられる (表 1-26)｡3

つの項目のいずれについても､労使協議機関のある場合は ｢そう思う｣ と ｢どちらかと

いえばそう思う｣の割合が多いが､それに対 し､労使協議機関のない場合は ｢どちらと

もいえない｣あるいは ｢そうは思わない｣の割合が多 くなっている｡ 労使協議機関が制

度化されているところでは､今回の企業合理化の提案を巡る労使協議の結果について､

組合員の労働条件や雇用の確保､そして企業の将来ビジョンの提示､さらに経営への発

言の強化の点において肯定的に評価する組合が多いといえる｡
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表 ト 26 労使協議機関の有無別提案をめぐる労使協議の結果についての評価(%)

そう思 う どちらか どちらと どちらか そうは思

といえばそう思 う もいえをい といえばそうは思わ7:{い わをい

組合員の雇用や労働条件を守る _***1)労使協議機関 ある 32.4 31.7 19.3 8.5- 8.0
ない 20.9 26.9 25.4 6.0 20.9

企業の将来ビジョンを引き出す ***2)労使協議機関 ある 16.6 35.7 28.4 ll.3 .8.0
ない 7.6 24.2 33.3 15.2 19.7

経営への発言をより強める *労使協議機関 ある ll.1 25.7 46.6 7.8 ･8.8

***1):ガイ2乗-13.973､有意水準-.007

***2):カイ2乗-14.289､有意水準-.006

* :カイ2乗- 9.174､有意水準-.057

注)無回答を除く

一方､規模や業種を統制 してみると､｢組合員の雇用や労働条件を守ることができた｣

については300-999人企業 と運輸 ･通信業において労使協議機関の有無による有意な差

が見られる｡ また ｢企業の将来ビジョンを引き出すことができた｣については299人以下

企業や5000人以上の企業､そして製造業において､｢経営への発言を強化することができ

た｣については300-999人企業と運輸 ･通信業において､それぞれ有意な差が見られる｡

いずれの場合にも､労使協議機関のあるところでは肯定的評価の割合が多いのに対 し､

労使協議機関のないところではどちらともいえないの留保的評価､あるいは否定的評価

が多 くなっている｡ 規模や業種別特性は何か､まとめると､300-999人企業の場合､組

合員の雇用や労働条件の確保､そして経営-の発言の強化について､労使協議機関のあ

るところでより肯定的評価をしている｡ また299人以下企業や5000人以上の企業の場合は､

企業の将来ビジョンの提示について､労使協議機関のあるところで肯定的評価が高 くなっ
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ている｡ さらに､運輸 ･通信業の場合は､組合員の雇用や労働条件の確保､経営への発

言の強化について､労使協議機関のあるところでより肯定的評価をしている｡ 製造業の

場合は､企業の将来ビジョンの提示について肯定的評価が高い結果である｡

以上の諸結果から､労使協議機関を通 じて労組の経営参加が行われている場合は､①

企業合理化の提案内容が従業員の雇用を保障する方向での提案がより多 く､かつ従業員

の雇用削減をめざす提案がより少ない､②提案について事前折衝を行うことがより多い､

③提案をめぐる労使協議の成果として組合員の労働条件や雇用の確保､企業の将来ビジョ

ンの提示､経営への発言の強化の点においてより肯定的に評価 している､といえる｡

(2)労組の経営参加と経営状況

ここでは､労組の経営参加 と経営状況 との関連を二つの点から検討する｡ 一つは､労

組の経営参加が行われているかどうかによって､企業の経営状況に違いがみられるか､

である｡ もう一つは､労組の経営参加の程度は経営状況と関連があるか､である｡ 企業

の経営状況を現わす指標 としては､ここ5年間の売上高及び総資本経常利益率の増減､

そして1994-98年間における経営収支の赤字年度数を用いる｡

イ)第 1の点について｡ 経営状況の3つの指標について､それぞれ労使協議機関の有無

別にクロスさせてみると､ここ5年間の総資本経常利益率 と経営収支の赤字年度数に

ついて有意な差が見られる (表 1-27)｡ 労使協議機関のある場合は､ない場合と比べ､

ここ5年間の総資本経常利益率が非常に増加､あるいはやや増加 した割合が多 く､か

つ非常に減少 した割合が少なくなっている｡また､労使協議機関のある場合は､ここ

5年間に経営収支の赤字年度がなかった割合や 1年間の割合が多いのに対 し､労使協

議機関のない場合は2年間の割合や3年間の割合が多 くなっている｡ こうした結果か

ら､労使協議機関が制度化されている企業の場合､労使協議機関が制度化されていな

い企業に比べ､ここ5年間の経営状況が良好な企業が多いといえる｡

さらに企業規模や業種を統制 してみると､ここ5年間の売上高の変化については､

300-999人企業や1000-4999人企業において､そしてここ5年間の総資本経常利益率

の変化や経営収支の赤字年度数については製造業において､それぞれ有意な違いが見

られる (表 1-28)｡ まず､売上高の変化についてみると､300-999人企業では労使協
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議機関のある場合､ない場合と比べ､ここ5年間売上高が ｢非常に増加 した｣あるい

は ｢やや増加した｣の割合が多 く､かつ ｢非常に減少 した｣の割合が多 くなっている｡

しかし､1000-4999人企業では､労使協議機関のある場合､ない場合と比べ､｢非常に

増加 した｣と ｢やや増加 した｣の割合が多 く､かつ ｢非常に減少 した｣の割合が少な

くなっている｡ 300-999人企業と1000-4999人企業との間に若干違いがあるものの､

労使協議機関のある場合､ここ5年間の売上高が増加 した割合が多いといえる｡

次､総資本経常利益率の変化や経営収支の赤字年度数について､製造業では労使協

議機関のある場合は､ない場合と比べ､総資本経常利益率が ｢非常に増加 した｣の割

合と ｢やや増加 した｣の割合が多 く､かつ ｢非常に減少 した｣の割合が少なくなって

いる｡ また労使協議機関のある場合は経営収支の赤字年度がなかった割合や 1年間の

割合が多いのに対 し､ない場合は2年間の割合や3年間の割合が多 くなっている｡

以上の結果から､1000-4999人企業や製造業において､労使協議機関のある場合に

経営状況が良好な企業がより多いといえる｡ 特に､経営収支の赤字年度数について､

製造業において労使協議機関のある場合とない場合との差は明らかである｡ だからと

いって､労使協議機関のある場合の経営状況が全体的に良いとはいえない｡労使協議

機関の有無を問わず､ここ5年間の売上高や総資本経常利益率が減少 した割合が増加

した割合より2倍以上多 くなっているからである｡ したがって､労使協議機関のある

場合経営状況が良いことは､経営状況の悪化 した企業がより少ないことを意味する｡
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表 1-27 労使協議機関の有無別経営状況
(%)

労 使 ここ5年FL野の潜資本産常fIJ益率.求 ここ5年厨の経営収支の赤字卒度数 **非 常 やや ほ と やや 非 常 をか 1年 2年 3年 4年 5年

協 議磯 厨 に 増初 増加 ん ど変 わら 7>レ) 減少 に 減少 つた FBF 周■ 厨 周 FETg

* :カイ2乗- 9.306､有意 水準-.054

**:カイ2乗-ll.905､有意 水準-.036

注)無回答 を除 く

表 1-28 企業規模及び業種別労使協議機関の有無と経営状況

売上高 非常に増加 やや増加 . 変わらない やや輝少 非常に減少

300-999人***1)労使協議機関 ある 1.4~ 1.4 9.3 22.1 45.7
ない 0.0 16.0 20.0 52.0 12.0

1000-4999人 **労使協議機関 ある ･3′.2 21~.0 ll.5 29｣9 34.4

ない 0.0 0.0 21.7 17.4 60.9

総資本経常利益率 非常に増加 やや増加 変わらをい やや減少 非常に減少

･製 造 棄 *労使協議機関 ある 4.8 19.3 ll.6 28.3 36.0
ない 1.7 10.3 13.8 20.7 53.4

経営収支の赤字年度 をかつた 1年FBF 2年厨 3年厨 4年FL17 5年間

製造業 一***2)労使協議機関 ある 51.1 26.1 8.5 6.2 4.9 3.3

***1):カイ2乗-15.9 21､有意 水準-.003
** :カイ2乗-12.060､有意 水準-.017

* :カイ2乗- 8.351､有意 水準-.080
巨
無

2

*
)

榊
注

カ

日
掛回

莱

2

l｢qp
除を

16.9 38､有意 水準-.005
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なぜ､労使協議機関のある場合､経営状況の悪化 した企業がより少ないであろうか｡

労使協議機関のある場合､たとえば製造業のように経営収支が赤字になっていない企

業においても積極的に企業合理化を進めていることから､企業合理化の提案があった

割合が多いことと関連があるであろうか｡ しかし､企業合理化の提案があった場合､

なかった場合と比べここ5年間で経営収支の赤字年度があった割合は多 くなっている｡

さらに､企業合理化の提案の有無を統制 して､労使協議機関の有無を経営収支の赤字

年度数とクロスさせてみると､企業合理化の提案があった場合は労使協議機関の有無

による違いが見られないが､企業合理化の提案がなかった場合に労使協議機関のある

企業で経営収支の赤字年度がなかった割合が多 くなっているのである (表 1-29)｡ し

たがって､企業合理化の提案が多いこととは関連がないといえるであろう｡

表 1-29 企業合理化の提案がなかった場合､労使協議機関の有無別経営収支の赤字年度数**

(%)

7>かつカ 1年FBF 2年FBF 3年厨 4年廟

労使協議機関 ある 82｣0 12.6 2.7 1.8 0.9

**:カイ2乗-10.310､有意水準-.036
注)無回答を除く

ロ)第2の点について｡ 労使協議機関の運用状況は経営状況の3つの指標 と相関関係が

あるか､見てみよう｡ 付議事項の取 り扱いや実際の労組の発言力の程度は三つの指標

のいずれとも相関関係が見られないが､付議事項の数や経営側から提供される情報の

数は経営収支の赤字年度数と相関関係が見られる (付議事項の数 :Spearmanのロー-

0.110**､情報の数 :Spearmanのロー-0.116**)｡ すなわち､経営収支の赤字年度数が

多いことと､付議事項の数が多いこと､そして提供される情報の数が多いこととは関

係があるのである (**:相関係数は5%水準で有意)｡さらに､経営収支の赤字年度数

による付議事項の数や情報の数の平均を比較 してみると､概ね経営収支の赤字年度が

多い場合付議事項の数と情報の数が多い結果である｡ これは､経営状況が悪化 した企
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業の場合､労使協議機関で組合から付議事項の拡大や情報提供をより求められたから

であろう｡ 要するに､企業の経営状況の悪化に村する対応として労組の経営参加が深

くなったといえるであろう｡ これを支持するファインデイングは､平成不況の影響と

して ｢組合の経営対策活動を強化 した｣や ｢経営 と組合とのコミュニケーションが深

まった｣を挙げた場合､付議事項の数あるいは情報の数に有意な差が見られることで

ある (表 1-30)｡ 提供される情報の数が多い場合､｢組合の経営対策活動を強化した｣

の割合が多 くなっている｡ また､11の経営事項がすべて付議事項になっている場合､｢経

営と組合とのコミュニケーションが深まった｣の割合が最も多くなっている｡ したがっ

て､平成不況によって経営状況か悪化 した企業の場合､組合が経営対策活動を強化 し

た､あるいは経営 と組合とのコミュニケーションが深まったことによって､付議事項

の拡大､情報共有の拡大が起こったといえるであろう｡

表 1-30 付議事項の数や情報の数別平成不況の影響

組合の経営対策活動を強化 した** 提供される情報の数

0-6 7-9 10-12 13

19.4 38:9 _39.4. 40.8

経営と風合とのjミユニケ-シ⇒ンが深まづた* 付議事項の数

0-6 7-8 9-10 ll

**:カイ2乗-10.290､有意 水準-.016

* :カイ2乗- 6.746､有意 水準-.080

注)無回答を除く

(3)労組の経営参加と平成不況の影響

労組の経営参加によって､平成不況が組合や労使関係に及ぼした影響にいかなる違い

が見 られるか､見てみよう｡ 表 1-31は労使協議機関の有無別に平成不況の影響につい

てそれぞれ見たものである｡ 労使協議機関のある場合､平成不況の影響として､｢組合の

経営対策活動を強化 した｣､｢組合員の経営参加に対する期待が強まった｣､｢経営と組合
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との信頼関係が強まった｣､｢経営 と組合 とのコミュニケーションが深まった｣､｢経営が

組合に提供する経営情報が詳 しくなった｣､を挙げる割合が多い｡また労使協議機関のあ

る場合は､平成不況の影響として､｢組合員の経営に対する不信が強まった｣､｢組合の経

営に対する不信が強まった｣､｢経営と組合とのコミュニケーションが少なくなった｣､｢経

営が組合に提供する経営情報が表面的､形式的なものになった｣､を挙げる割合が少ない｡

すなわち､労使協議機関のある場合は､ない場合と比べ､平成不況の与えた影響 として

組合や労使関係にとってプラス方向の影響を挙げる割合が多いが､マイナス方向の影響

を挙げる割合は少なくなっているのである｡

表 1-31 労使協議機関の有無別平成不況の与えた影響
(%)

労傍協議磯厨

組合の経営対策活動を強化 した***

組合員の経営参加に対する期待が強まった***

組合員の経営に村する不信が強まった***

経営と組合との信頼関係が強まった**

組合の経営に対する不信が強まった***

経営と組合とのコミュニケーションが深まった**

経営と組合とのコミュニケーションが少なくなった**

経営が組合に提供する経営情報が詳 しくなった*

経営が組合に提供する経営情報が表面的､形式的なものになった***

2

1

5

3

2

1

3

1

4

9

6

3

3

7

1

4

0

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0

3

4

8

4

8

1

2

3

*:10%水準で有意､**:5%水準で有意､***:1%水準で有意
注)無回答を除 く

特に､労使協議機関のあるところでは､｢組合員の経営に対する不信が強まった｣を挙

げている割合も4割に達 しているものの､｢経営が組合に提供する経営情報が詳 しくなっ

た｣､｢経営 と組合とのコミュニケーションが深まった｣､｢組合の経営対策活動を強化 し

た｣を上げている割合が多 く､4割前後 となっている｡ しかし､労使協議機関のないと

ころでは､｢組合員の経営に村する不信が強まった｣を上げっている割合が目立って多 く､

5割以上となっている｡ つまり､労使協議機関のあるところでは､平成不況によって組
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合員の経営に対する不信が強まったという影響 も少なくないが､労使協議機関のないと

ころと比べその割合は多 くなく､それと同等に経営が組合に提供する経営情報が詳 しく

なった､あるいは経営と組合とのコミュニケーションが深まった､などのプラス方向の

影響が多いということである｡ それに対 し､労使協議機関のないところでは､平成不況

の影響 として組合員の経営に村する不信が強まった､組合の経営に対する不信が強まっ

た､などのマイナス方向の影響が多いということである｡

企業規模や業種を統制 してみると､｢組合の経営対策活動を強化 した｣については､

1000-4999人企業において､そして製造業や金融 ･保険 ･不動産業において労使協議機

関の有無別に有意な差が見られる｡ また､｢組合員の経営参加に対する期待が強まった｣

については299人企業や製造業において､｢組合員の経営に村する不信が強まった｣は製

造業において､｢経営と組合との信頼関係が強まった｣は299人以下企業において､｢組合

の経営に対する不信が強まった｣は300-999人企業や1000-4999人企業､建設業､製造

業､金融 ･保険 ･不動産業において､｢経営 と組合とのコミュニケーションが深まった｣

は299人以下企業や300-999人企業､製造業､運輸 ･通信業において､｢経営と組合との

コミュニケーションが少なくなった｣は300-999人企業､製造業､運輸 ･通信業におい

て､｢経営が組合に提供する経営情報が詳 しくなった｣は299人以下企業や1000-4999人

企業において､｢経営が組合に提供する経営情報が表面的 ･形式的なものになった｣は建

設業､製造業､金融 ･保険 ･不動産業､運輸 ･通信業において､それぞれ労使協議機関

の有無別に有意な差が見られる｡ これらの規模や業種の場合､労使協議機関のあるとこ

ろではプラス方向の影響の割合が多 く､マイナス方向の影響が少なくなっている｡

こうした結果は､上で検討 した､労使協議機関のあるところで経営状況が悪化 した割

合が少ないことと関連があるかもしれない｡そこで､経営状況を統制 して､労使協議機

関の有無別に平成不況の影響の違いを見た｡結果は､総括 していえば､同じ経営状況の

グループの場合､労使協議機関のあるところでは､ないところと比べ､プラス方向の影響

の割合が多いが､マイナス方向の影響の割合は少なくなっていることである｡

したがって､労使協議機関が制度化され労組の経営参加が行われていることによって､

平成不況が組合や労使関係に与えた影響はマイナスの影響のほうよりはプラスの影響の

ほうが多いといえる｡ つまり､労組の経営参加が行われている企業では労使関係が成熟
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化 しているので､それを土台に平成不況下においても労使関係がより成熟化する方向に

展開されたといえる｡

以上の分析に基づ き､労組の経営参加の持つ意味をまとめてみると､以下のようにい

えるであろう｡

1) 労組の経営参加が行われている企業では企業合理化がより進められていた｡成熟化

した労使関係を基盤 とし､たとえば製造業の場合､経営収支が赤字になっていない企

業においても企業合理化が進められていたのである｡ しか し､企業合理化の提案内容

については､従業員の雇用を確保する内容の提案がより多 く､かつ従業員の雇用削減

をめざす内容の提案がより少ない｡すなわち､労組の経営参加によって企業合理化が

進められた側面があるが､企業側の提案は組合員の雇用を保障する方向での提案が多

いということである｡

2) 労組の経営参加が行われている場合､ここ5年間に経営状況が悪化 した企業がより

少ない｡一方､経営状況が悪化 した企業の場合､労使協議機関の付議事項や提供され

る情報が多い｡これは､労使協議機関のある場合､平成不況下においても組合の経営

対策活動の強化や､労使のコミュニケーションの深化がより進められたことによるも

のであろう｡

3) 労組の経営参加が行われている場合は､平成不況が組合や労使関係に与えた影響に

おいて､マイナスの方向の影響よりはプラスの方向の影響が多 くなっている｡ これは､

成熟化 した労使関係を土台に労組の経営参加が行われている企業の労使関係が平成不

況下により成熟化した方向に展開されたことを意味するであろう｡

8.企業別組合の4類型と経営参加構造

ここでは､稲上 ･井出 (1995)の企業別組合の4類型化を借用 して､これら4つの類型

にそって1990年代後期における企業別組合の経営参加行動や労使協議活動､企業の合理

化提案に対する相応､平成不況の及ぼした労使蘭係への影響にいかなる違いがみられる

かについて､検討する｡ 稲上 ･井出 (1995)は､｢UI調査｣の6つの項目のうち､イ)

｢経営戟略に対する実効力ある発言｣とハ)｢経営機密情報の組合 トップ-の公開｣を用
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い､それぞれについて行う､行わないを組み合わせて4つの類型を構成した｡すなわち､

イ)は戟略発言一沈黙､ハ)は機密公開一非公開というように尺度化 し､それらを組み

合わせて4類型を区別した｡

本調査での4類型の量的分布を見ると (表 1-32)､戟略発言 ･機密公開型は255組合

(39.9%)､戟略発言 ･機密非公開型は62組合 (9.7%)､戦略沈黙 ･機密公開型は145組

令 (22.7%)､戦略沈黙 ･機密非公開型は153組合 (23.9%)となっている｡ 戟略発言 ･

機密公開型が4割 と最 も多い分布であるが､戟略沈黙 ･機密非公開型や戦略沈黙 ･機密

公開型も2割強の分布となっている｡ 稲上 ･井出 (1995)における4類型の分布 と比べ､

本調査では戟略発言 ･機密非公開型の分布は減っているのに村 し､戦略沈黙 ･機密公開

型の分布が増えている｡

表 1-32 本調査と稲上 ･井出における4類型の分布

(%)

本 務 査 fltHf'上 .井出

戟略発言 .機密公開型 39.9 41.5
戟略発言 .機密非公開型 9.7 13.8
戟略沈黙 .機密公開型 2.2.7 15.6

注)本調査では､無回答を除いている

4類型の分布を組合規模別に見ると､組合規模間で有意な差が見られる (表 1-33)｡

すなわち､5000人以上の組合では戟略発言 ･機密公開型の組合が5割以上を占めている

(51.9%)01000-4999人組合と300-999人組合でも戟略発言 ･機密公開型の組合の割合

が高い｡しかしこれとは対照的に､299人以下の組合の場合には戟略発言 ･機密公開型の

組合と戟略沈黙 ･機密非公開型の組合の割合がほぼ同率である｡ 総 じて､組合の規模が

大きいほど戟略発言 ･機密公開型が多 くなっているが､反対に組合の規模が小 さいほど

戦略沈黙 ･機密非公開型が多 くなっている｡ 業種別には4類型間の分布に有意な差は見

られない｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

表 1-33 組合規模別 4類型組合の分布 *

299人以下 300-999,A 1000-4999̂ 5000,̂夢1

戦略発言 ._機轟公開型 _36.0 38.3 44.4 51.9

戟略発言 .機密非公開型 9.6 10.9 6.1 ll.1

戦略沈黙 .機準公開型 20.0 22.3 27.3 20.4

*:カイ2乗-15.057､有意水準-.089
注)無回答を除く

(1)4類型と経営参加 ･対策活動

まず､4類型別に平素の経営参加 ･対策活動における差異について検討 してみよう｡

表 1-34は､4類型別に､ 1)労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合､ 2)管

理職の意向の実質的な代弁､3)組合員を対象とした経営提言調査､4)組合 (組合員)

による自社株取得を行っているかについて､それぞれ見たものである｡ 4類型別に上の

活動ごとに有意な差が見 られる｡ 戟略発言 ･機密公開型の組合はすべての活動において

｢行っている｣の割合が最 も高い｡これとは対照的に､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合

はすべての活動において ｢行っている｣の割合が最 も低い｡両者の中間に戟略発言 ･機

密非公開型 と戦略沈黙 ･機密公開型が入るが､この二つを比較すると､戦略発言 ･機密

非公開型では組合員を対象 とした経営提言調査や管理職の意向の実質的な代弁が多いの

に対 し､戟略沈黙 ･機密公開型では労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合が多

くなっているのが､注目に値する｡
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表 1-34 4類型別経営参加 ･対策活動の割合
(%)

厳解発言 . 厳解発言 .. 威解沈黙 . -威解沈黙 .

磯藤公園塑 =-=- 贋密分周塑 =.=-

労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合 ***1) 64.0 30.6 47.6 17.1■

管理職の意向の実質的を代弁 ***2) 69.0 42.6 35.7 15.■9

組合員を対象とした経営提言調査 ***3) 47.2 35.5 22.1 ll.8

***1):カイ2乗-90.328､有意水準-.001 ***3):カイ2乗-62.514､有意水準-.001

***2):カイ2乗-74.529､有意水準-.001 ** :カイ2乗-10.953､有意水準-.05

注)無回答を除く

また､経営参加 ･対策として､組合独自の経営ビジョンを出すなどの経営提言活動を

行っているかについてみると､4類型において明らかに違いが見られる｡ 経営提言活動

を ｢大いに行っている｣の割合は､戦略発言 ･機密公開型で最 も多 く (27.8%)､次いで

戦略発言 ･機密非公開型で多 くなっている (17.7%)｡｢以前 も､現在 も行っていない｣

の割合は､戦略沈黙 ･機密非公開型で最も多 く (63.8%)､次いで戟略沈黙 ･機密公開型

で多 くなっている (42.8%)｡大いにとほどほどを合わせて経営提言活動を行っている割

合の多い順は､戟略発言 ･機密公開型 (89.7%)､戟略発言 ･機密非公開型 (80.6%)､

戟略沈黙 ･機密公開型 (49.6%)､戟略沈黙 ･機密非公開型 (30.9%)となっている｡ 戟

略発言を行っている組合のほうが経営提言活動をより行っていることがわかる｡

以上の結果から､4類型間で経営参加 ･対策活動は明らかに違っているといえる｡ 戟

略発言 ･機密公開型の組合はいずれの経営参加 ･対策活動にも積極的であるが､戟略沈

黙 ･機密非公開型の組合はいずれの活動においても消極的である｡ 両者の中間に戟略発

言 ･機密非公開型の組合や戟略沈黙 ･機密公開型の組合が入るが､注目すべき点は､戟

略発言 ･機密公開型の組合では経営への発言のための活動が多いのに対 し､戟略沈黙 ･
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

機密公開型の組合では労使の信頼を育む活動が多いことである｡ このように､戟略発言

･機密公開型の組合はいずれの経営参加 ･対策活動にも積極的であることから､本調査

においても稲上 ･井出 (1995)の経営参加の ｢蜘妹の巣構造｣が確認できるといえるで

あろう｡

(2)4類型と労使協議活動

4類型間に経営方針及び経営施策等の事項を協議するための労使協議活動においてな

にか違いが見られるか､考察する(表 1-35参照)｡

イ)労使協議機関の設置について､4類型間に有意な差が見 られる｡ 労使協議機関のあ

る割合は戟略発言 ･機密公開型では92.2%､戟略発言 ･機密非公開型では87.1%､戟

略沈黙 ･機密公開型では84.0%､戟略沈黙 ･機密非公開型では65.4%となっている｡

戦略沈黙 ･機密非公開型の組合の場合は､労使協議機関が設置されていない割合も3

割強を占めている｡

ロ)労使協議機関に出席する経営陣のうち社長の出席状況についても､4類型間に有意

な違いが見 られる｡ 社長が ｢常に出席する｣の割合は戟略発言 ･機密公開型の組合

(51.8%)において最も高 く､次いで戟略沈黙 ･機密公開型の組合 (47.7%)､戦略発

言 ･機密非公開型の組合 (41.5%)､戟略沈黙 ･機密非公開型の組合 (33.3%)の順と

なっている｡ 社長が ｢出席 しない｣の割合は戦略沈黙 ･機密非公開型の組合において

最も高 くなっている｡

ハ)労使協議機関の付議事項の数の平均を4類型間で比較してみると､戟略発言 ･機密

公開型の組合の場合､付議事項の数がやや多いものの､4類型間に有意な差は見られ

ない｡

ニ)付議事項の取 り扱いの程度や実際の労組の発言力の程度について､両方とも4類型

間で有意な差異が見られる｡ 11の付議事項の取 り扱いの程度を合算 した総合点は､戟

略発言 ･機密公開型において最 も高 く､次いで戟略発言 ･機密非公開型､戦略沈黙 ･

機密公開型､戟略沈黙 ･機密非公開型の順となっている｡ また11の付議事項に村する

実際の労組の発言力の程度を合算 した総合点についても､上 と同様の結果である｡ 付

議事項の取 り扱いの程度や実際の労組の発言力の程度ゐいずれについても､戦略発言
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･機密公開型の組合が最も高い水準である｡ 戟略発言 ･機密非公開型の組合､さらに

戟略沈黙 ･機密公開型の組合がこれに次 ぐ｡戟略沈黙 ･機密非公開型の組合が最も低

い水準である｡

ホ)経営側から提供される経営情報の数の平均については､4類型間に有意な差が見ら

れる｡ 提供される情報の数が最も多い組合は戦略発言 ･機密公開型 (10.4%)で､次

いで戟略沈黙 ･機密公開型 (9.7%)､戟略発言 ･機密非公開型 (8.4%)､戟略沈黙 ･

機密非公開型 (8.3%)の順となっている｡ 組合の トップに経営機密情報が公開される

組合のほうに提供される情報の数が多い結果である｡

へ)労使協議の成果の評価について､4類型間で有意な差が見られる｡ 1)経営内容を

知ることができ､組合の経営対策を強化することができた､2)組合員の労働組合-

の関心が高まった､3)組合員の意見を経営に反映することができた､4)労使の意

思疎通がよくなった､5)事業計画を事前に知ることができ､組合員の生活設計が円

滑になった､6)組合員の雇用や労働条件の低下を防ぐことができた､の6項目につ

いて戟略発言 ･機密公開型はいずれにおいても平均点が最 も低い (各項目の平均点が

低いほど肯定的評価をしていることになる)｡つまり､戟略発言 ･機密公開型の組合は

労使協議の成果について他の組合類型より肯定的に評価 しているのである｡ それに対

し､戦略沈黙 ･機密非公開型はすべての項目において平均点が最も高い｡6項目の総

合点においても､戟略発言 ･機密公開型の総合点が最も低 く (13.1%)､次いで戟略発

言 ･機密非公開型 (14.6%)､戟略沈黙 ･機密公開型 (15.0%)､戟略沈黙 ･機密非公

開型 (17.0%)の順で高 くなっている｡ 要するに､戟略発言 ･機密公開型の組合が労

使協議の成果について最も肯定的に評価 しているのに対 し､戦略沈黙 ･機密非公開型

の組合が最も否定的に評価している｡

なぜ､労使協議の成果の評価について4類型間でこうした違いが出ているか｡4類

型の組合の所属企業の経営状況の違いによるものであるか､見てみよう｡ しかし､4

類型間でここ5年間の売上高や総資本経常利益率の変化､そして経営収支の赤字年度

などの企業の経営状況における有意な差は見られない｡労使協議の成果の評価につい

ての違いは4類型の組合の所属企業の経営状況の違いによるものではないといえる｡

一方､労使協議の成果の総合点は付議事項の取 り扱いの総合点､実際の労組の発言力
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の総合点､情報の数とそれぞれ有意な相関関係があることは､すでに上で見てきた｡

戟略発言 ･機密公開型は付議事項の取 り扱いの総合点､実際の労組の発言力の総合点､

提供される情報の数､いずれにおいてもその水準が最 も高い｡戟略発言 ･機密非公開

型､さらに戟略沈黙 ･機密公開型がこれに次 ぐ (提供される情報の数については戦略

沈黙 ･機密公開型が2番目に多い)｡ しかしこれとは対照的に､戟略沈黙 ･機密非公開

型はいずれにおいてもその水準が最 も低い｡ したがって､労使協議の成果の評価につ

いて､4類型間で違いが見られるのは､付議事項の取 り扱いの程度や実際の労組の発

言力の程度､そして提供される情報の数における違いによるものであると考えられる｡

以上の結果から､戦略発言 ･機密公開型の組合は労使協議機関の設置､社長の出席､

付議事項の取 り扱いや実際の労組の発言力の程度､提供される情報の数､いずれにお

いてもその水準が最 も高いことがわかる｡ また､労使協議の成果についても最 も肯定

的に評価 している｡ これに対 し､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合は上の労使協議機関

の設置や運用のいずれにおいてもその水準が最 も低 く､労使協議の成果についても最

も低い評価をしている｡ 両組合の中間に戟略発言 ･機密非公開型の組合 と戦略沈黙 ･

機密公開型の組合が入るが､この二つの組合類型は労使協議機関の設置や運用､そし

てその成果についてそれぞれの特徴を示 しているのが注目に値する｡ すなわち､戦略

発言 ･機密非公開型の組合は､労使協議機関の設置､付議事項の取 り扱いや実際の労

組の発言力の程度においてはその水準が戟略沈黙 ･機密公開型の組合に比べ高い､ま

た労使協議の成果の項目のうち ｢組合の経営対策を強化することができた｣､｢組合員

の労働組合への関心が高まった｣､｢組合員の意見を経営に反映することができた｣に

ついて戟略沈黙 ･機密公開型の組合より肯定的に評価 している｡ しかし､戟略沈黙 ･

機密公開型の組合は､社長の出席､提供される情報の数についてはその水準が戟略発

言 ･機密非公開型の組合より高い､また労使協議の成果の項目のうち ｢労使の意思疎

通がよくなった｣､｢組合員の生活設計が円滑になった｣について戦略発言 ･機密公開

型の組合に比べ肯定的に評価 している｡
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表 1-35 4類型と労使協議活動

厳密発言 . 厳解発言' .裁解沈黙 . 厳解沈黙 .

機密公園塑 威容非分周智 戯密会願塑 機密非分厨塑

労使協議機関のある割合 *** 92.2% 87.■1% 84.0% 65.4%

社長の出席(常に出席する割合)* 51.8% 41.5% 47.7% 33.3%

付議事項数の平均値 9.7 9.21 9.1 9.0

11甲付議事項の取 り扱いの総合点の●平均値 *** 21.1 18.1 16..6. 16.4

11の付議事項に対する実際の労組の発言力の総合点の平均値 *** 34.4 28.1 27.1 24.4

提供される情報数の平均値*** 10.4 8.4 9.7 8.3

労使協議の成果(平均値)1)経営内容を知ることができ､組合の経営対策を強化することができた *** 1.52 1.85 1.86 2.37

2)組合員の労働組合への関心が高まった *** 2.54 2.63 2.79 3.19

3)-組合員の意見を経営に反映することができた *** 2.05 2.35 2.72 2.74

4)労使の意思疎通が良くなった*** 1.81 2.ll 2.03 2.47

5)事業計画を事前にー知ることができ､組合員の生活設計が円滑になった *** 2.75 3.99 3.06 3.39

6)組合員の雇用や労働条件の低下を防ぐことができた *** 2.年5 2.54 2.58 2.87

*:10%水準で有意､**:5%水準で有意､***:1%水準で有意
注)無回答を除く
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(3)4類型と企業合理化の提案への対応

4類型の組合間に企業の経営再建策等の提案に村する対応に違いが見られるか､見て

みよう｡

イ)ここ5年間で経営側から経営再建ないし人員合理化などに関する提案があったかに

ついて､ 4類型間に差が見られる｡ 提案があった割合が最 も多いのは戟略発言 ･機密

公開型 (82.3%)で､反対に戟略沈黙 ･機密非公開型ではその割合が最 も低い (63.1

%)｡戟略発言 ･機密非公開型､戦略沈黙 ･機密公開型においては同割合である｡ 戟略

発言 ･機密公開型の組合の場合､他の組合類型と比べ企業合理化の提案が多い結果で

ある｡ これと同様の結果は299人以下の組合規模においても見られる｡ すなわち､299

人以下の規模の場合､企業合理化の提案があった割合は戦略発言 ･機密公開型 (80.0

%)で最 も多 く､次いで戦略尭言 ･機密非公開型と戟略沈黙 ･機密公開型 (共に66.7

%)､戦略沈黙 ･機密非公開型 (47.6%)の順 となっている｡

なぜ､戦略発言 ･機密公開型の組合において企業合理化の提案が最 も多いか｡これ

は4類型の組合の所属企業の経営状況と関連があるのか｡しかし､上で述べたように､

4類型間でここ5年間の企業の経営状況における有意な差は見られない｡一つ手掛か

りになる分析データは､ここ5年間で経営収支が赤字になったことのない場合､他の

組合類型 と比べ･､戦略発言 ･機密公開型で企業合理化の提案のあった割合 (73.6%)

が最 も多い結果である (戦略沈黙 ･機密公開型 :61.0%､戦略発言 ･機密非公開型 :

60.0%､戦略沈黙 ･機密非公開型 :52.8%)｡経営収支の赤字年度が 2年間以上あった

場合は､他の組合類型でも戟略発言 ･機密公開型の組合に劣 らず企業合理化の提案が

あった割合が100%となっている｡ こうした結果から､戦略発言 ･機密公開型の組合の

場合は経営収支が赤字になっていない企業においても積極的に企業合理化が進められ

ているといえる｡ 戟略発言 ･機密公開型の組合の場合､｢経営の組合に村する ｢信頼｣

と組合の経営に対する ｢発言｣ という互酬的で共生的な労使関係｣(稲上 ･井出1995)

が存在するといえることから､経営側の企業合理化がより積極的に進められた考えら

れる｡

ロ)提案の内容を4類型間で見たのが､表 1-36である｡ 4類型間で､｢新規採用抑制｣､

｢転籍 ･出向｣の提案内容について､有意な差が見られる｡ 新規採用抑制の割合は､
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表 1-36 4類型別企業合理化の提案内容

威解発言 . 厳密発言 . 裁解沈黙 . 威解沈黙 .

新規採用抑制 **- 10.3 67.4 52.8p 61.7

**:カイ2乗- 9.84 1 ､ 有意 水準-.0 20

* :カイ2乗- 7.06 5 ､ 有意 水準-.070

注)無回答 を除 く

戟略発言 ･機密公開型で最 も多 く､ついで戦略発言 ･機密非公開型､戟略沈黙 ･機密

非公開型､戟略沈黙 ･機密公開型の順となっている｡ 転籍 ･出向の割合は､戟略発言

･機密公開型と戟略発言 ･機密非公開型でほぼ同割合で最 も多 く､ついで戟略沈黙 ･

機密非公開型､戟略沈黙 ･機密公開型の順 となっている｡ 戟略発言 ･機密公開型の組

合や戦略発言 ･機密非公開型の組合において､新規採用抑制や転籍 ･出向などの従業

員の雇用を保障する内容の提案が多いことがわかる｡

ハ)組合にとって最 も影響の大 きい提案内容については､4類型間で有意な差は見られ

ないが､その提案について労使間で事前折衝あるいは話 し合いが行われたかについて

みると､4類型間で有意な差や言見られる｡ 事前折衝が行われた割合が最も高い類型は､

戦略発言 ･機密公開型 (98.5%)で､次いで戟略沈黙 ･機密公開型 (94.3%)､戦略発

言 ･機密非公開型 (89.4%)､戟略沈黙 ･機密非公開型 (88.0%)の順となっている｡

組合規模を統制 してみると､1000-4999人の組合規模の場合､4類型間で有意な差が

見られるが､上の全体の結果とやや異なる｡ すなわち､事前折衝が行われた割合が 1

番目と2番目の組合類型は上の全体の結果と同様であるが､ 3番目と4番目の組合類

型の順が戦略沈黙 ･機密非公開型の組合､戟略発言 ･機密非公開型の組合となってい

るのである｡ いずれにせよ､組合の トップに機密情報が公開される組合類型において､

事前折衝がより行われているといえる｡

ニ)経営側の提案について産業別組織などの上部団体と相談 したかについて､4類型の

組合間には違いが見られる｡ 上部団体 と ｢労使協議を行う前､あるいは労使協議の過

程で相談 した｣の割合は､戦略発言 ･機密公開型 (36.4%)より戟略発言 ･機密非公
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開型 (38.3%)でやや多い｡｢労使協議を行った後で報告 した｣の割合は戟略沈黙 ･機

密非公開型 (43.2%)で多い｡これらに対 し､｢相談 も報告 も､いずれもしなかった｣

の割合は戟略沈黙 ･機密公開型 (37.2%)で多 くなっている｡ 戦略沈黙 ･機密非公開

型の組合より戟略沈黙 ･機密公開型の組合が企業合理化の提案について上部団体 との

コミュニケーションが最 も希薄な組合類型であるのは､やや意外 といえる｡ しかし､

4類型間で上部団体 との相談の程度における違いは提案内容にもよるであろう｡ そこ

で､提案内容を統制 して､4類型間で上部団体との相談の程度をクロスさせてみると､

新規採用抑制と転籍 ･出向の提案について有意な差が見られる (表 1-37)｡ 新規採用

抑制については､相談 した割合は戟略発言 ･機密非公開型の組合で最も高い (100%)

のに対 し､｢相談も報告 も､いずれもしなかった｣の割合は戟略発言 ･機密公開型の組

合と戦略沈黙 ･機密非公開型の組合で高い｡一方､転籍 ･出向については､全体の結

果とやや似ている結果が見られる｡ すなわち､相談 した割合は戟略発言 ･機密非公開

型で最 も高いが､｢相談 も報告 も､いずれもしなかった｣の割合は戦略沈黙 ･機密公開

型の組合で最 も高 くなっているのである｡ 提案内容によって上部団体 とのコミュニケー

ションの程度が違っているものの､いずれにしても､企業合理化の提案に関 して上部

団体 と最 もコミュニケーションを取っている組合類型は､戟略発言 ･機密非公開型の

組合であるとし',えるであろう｡
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表 1-37 提案内容別 4類型と上部団体との相談

戯解発言 . 威解発言 . 厳解沈黙 . 戴解沈黙 ｣

磯密公園塑 贋密葬公園塑 擁密公園塑 =.=.

報告 した相談も報告 も､いずれもしなかつた 47..1 33.3 22.2 40.0
ll.8 77.8 30.0

N 17 3 9 1.0

転籍 .出向**2)相談 した - 100 - -

報告 した相談も報告も､いずれもしなかつた 33.3 66.7 40.0
66.7 33.3 60.0

**1):カイ2乗- 14 .548､ 有意 水準- .024

**2):カイ2乗- 16 .000､ 有意 水準- .014

注 ) 無回答を除 く

ホ)経営側の提案をめぐる労使協議の結果の評価について､4類型間でいかなる違いが

見られるか､みてみよう (表 1-38)｡5つの項目のいずれにについても､4類型間で

有意な差が見 られるが､項目によってその違いが異なっているのが注目すべ き点であ

ろう｡ 1)｢組合員の労働条件や雇用を守ることができた｣について､割合は戟略発言

･機密非公開型 (76.6%)で最も多 く､次いで戟略発言 ･機密公開型 (62.8%)､戟略

沈黙 ･機密公開型 (58.1%)､戟略沈黙 ･機密非公開型 (56.3%)の順となっている｡

2)｢企業の将来ビジョンを引き出すことができた｣について､肯定的評価の割合がもっ

とも多い組合類型は戟略発言 ･機密公開型 (56.8%)で､次いで戟略沈黙 ･機密公開

型 (48.2%)､戟略発言 ･機密非公開型 (44.7%)､戟略沈黙 ･機密非公開型 (35.8%)

の順 となっている｡ 3)｢経営の危機に関する意識を組合員に浸透することができた｣

について､肯定的評価の割合は戟略発言 ･機密公開型 (81.7%)で最 も多 く､次いで

戟略発言 ･機密非公開型 (76.6%)､戟略沈黙 ･機密公開型 (75.5%)､戟略沈黙 ･機
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密非公開型 (71.9%)の順 となっている｡ 4)｢経営責任を問うことができた｣ につい

て､肯定的評価の割合は戟略発言 ･機密公開型 (36.7%)､戦略発言 ･機密非公開型

(23.4%)､戦略沈黙 ･機密公開型 (19.8%)､戦略沈黙 ･機密非公開型 (19.1%)の

順 となっているが､目につ くのは､否定的評価の割合が戟略沈黙 ･機密公開型 (48.1

%)で最 も多いことである｡ 5)｢経営-の発言をより強めるきっかけができた｣につ

いて､肯定的評価の割合は戦略発言 ･機密公開型 (49.6%)と戦略発言 ･機密非公開

型 (49.0%)でほぼ同率で多 く (前者は ｢そう思 う｣の割合が多いのに対 し､後者は

｢どちらかといえばそう思う｣の割合が多いという違いがあるが)､次いで戦略沈黙 ･

機密公開型 (19.8%)､戟略沈黙 ･機密非公開型 (ll.7%)の順となっている｡

表 1-38 4類型と経営側の提案をめぐる労使協議の結果についての評価

(平均値)

武略発言 . 厳密発言 . 裁解沈黙 . ･厳解沈黙 .

- ---=- ･ =.=- 磯密ぐ公園塑 ･ =-=.

組合員の労働条件や雇用を守るこ.とができた *** 2.26 1.91 2.44 2_.69

企業の将来ビジョンを引き出すことができた *** 2.43 2.74 2.64 3.20

経営の危機に関する意識を組合眉 に浸透させることができた *** ･1.89 1.98 2.07 2.25

経営責任を問うことができた *** 2.88 3.26 3.47 3.45p

***:1%水準で有意
注)無回答を除 く

こうした結果から､経営側の提案をめぐる労使協議の結果の評価について 4類型の

特徴 をまとめてみると､戟略発言 ･機密公開型の組合はすべての結果について他の組

合類型に比べ肯定的評価の割合が高いとはいえず､組合員の労働条件や雇用 を守るこ
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とについては戟略発言 ･機密非公開型の組合に次 ぐ割合である｡ 戟略発言 ･機密非公

開型の組合は組合員の労働条件や雇用を守ることや経営-の発言をより強めるきっか

けができたについては肯定的評価が最 も高い｡他の結果については､戟略発言 ･機密

公開型の組合に次いで肯定的評価が高い｡戟略沈黙 ･機密公開型の組合は企業の将来

ビジョンを引き出すことができたについては戟略発言 ･機密非公開型の組合より肯定

的評価が高いが､ しかし経営責任を問うことができたについては否定的評価が最も多

いことは注目に値する｡ 他の結果については､3番目に肯定的評価が高い｡戟略沈黙

･機密非公開型の組合は経営の責任を問うことができたについては戟略沈黙 ･機密公

開型の組合より否定的評価が低いが､他の結果については肯定的評価が最も低い｡

(4)4類型と平成不況の労使関係への影響

平成不況が組合や労使関係に与えた影響について､4類型間で違いが見られるか｡表

1-39は4類型別に影響の内容をそれぞれ見たものである｡ ｢組合の経営対策活動を強化

した｣､｢組合員の経営参加に村する期待が強まった｣､｢経営 と組合との信頼関係が強まっ

た｣の影響については､いずれも割合の高い組合類型は戟略発言 ･機密公開型､戟略発

言 ･機密非公開型､戟略沈黙 ･機密公開型､戦略沈黙 ･機密非公開型の順となっている｡

また､｢経営 と組合とのコミュニケーションが深まった｣､｢経営が組合に提供する経営情

報が詳 しくなった｣の影響については､高い割合の組合類型は戟略発言 ･機密公開型､

戦略沈黙 ･機密公開型､戟略発言 ･機密非公開型､戟略沈黙 ･機密非公開型の順 となっ

ている｡ さらに､｢組合の経営に対する不信が強まった｣､｢経営 と組合 とのコミュニケー

ションが少なくなった｣､｢経営が組合に提供する経営情報が表面的､形式的なものになっ

た｣の影響については､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合において最 も高い割合となって

いる｡ 要するに､平成不況の影響のうち､プラス方向の影響については戟略発言 ･機密

公開型の組合の割合が最 も高 く､戟略沈黙 ･機密非公開型の組合の割合が最 も低いこと

になっているが､それに対 しマイナス方向の影響については戦略沈黙 ･機密非公開型の

組合の割合が最 も高 くなっているのである｡ さらに､注目すべ き点は､プラス方向の影

響について上の両者の中間に戦略発言 ･機密非公開型の組合､戦略沈黙 ･機密公開型の

組合が入るが､影響の内容によってその割合の高い組合類型の順が変わることである｡
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すなわち､組合の経営対策活動の強化や組合員の経営参加に対する期待の強まりについ

ては､戟略発言 ･機密非公開型の組合が 2番 目に高い割合 となっているのに対 し､経営

と組合 とのコミュニ ケーションの深化や経営情報が詳細 になったについては戟略沈黙 ･

機密公開型の組合が 2番 目に高い割合 となっているのである｡ いわば､戟略発言 ･機密

公開型の組合は経営に村する ｢発言｣ を強化する影響のほうがより多いが､戦略沈黙 ･

機密公開型の組合では経営に対する ｢信頼｣ を強める影響の方がより多いことである｡

表 1-39 4類型別平成不況の組合や労使関係に与えた影響の割合

武略発言 . 威解発言■. 戟解沈黙 . 裁解沈黙 .

磯密公園塑 磯密葬公園塑 磯密公粛軍 ･一 =.=.

組合の経営対策活動を強化した*** 47.1 40.3 34.5■ ll.8

組合員の経営参加に対する期待が強まった*** 37.3 25.8 22.1 12.4

経営と組合との信頼関係が強まった*** 23.I 16.i 15.2 5.9

組合の経営に対する不信が強まった** 18.8 16.1 18.6 29.4

経営と組合とのコミユテケ-シヨシが深まった*** 51.0 32.3 39..3 _20.9

経営 と組合と_のコ.ミユニチ-シヨンが少なくなった* 4.3 1.6 6.2 9.8

*:10%水準で有意､**:5%水準で有意､***:1%水準で有意
注)無回答を除く
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(5)4類型と労組の経営参加に関する考え方

4類型間で労組の経営参加に関する考え方に何か違いが見られるか､見てみよう｡

まず､労組の経営参加 ･対策を強化するために最 も必要なものについて､4類型間で

有意な違いが見られる (表 1-40)｡ 戦略発言 ･機密公開型の組合と戦略沈黙 ･機密公開

型の組合の場合､｢組合の経営分析能力の強化｣や ｢経営側 との日常的な情報交換の強化｣

の割合がそれぞれ 5割弱､ 3割強 と､合わせて8割前後を占めているが､それに対 し戟

略発言 ･機密非公開型の組合や戟略沈黙 ･機密非公開型の組合では上の二つの項目をあ

わせた割合がそれぞれ6割強､7割強を占め､他の項目の占める割合が多 くなっている｡

すなわち､戦略発言 ･機密非公開型の組合では ｢労使協議機関の付議事項の取 り扱いの

強化｣の割合が､戟略沈黙 ･機密非公開型の組合では ｢経営の情報開示の拡大｣の割合

が相対的に多 くなっている｡

表 1-40 4類型と労組の経営参加 ･対策の強化のために最も必要なもの**

厳解発言 . 厳密発言 . 蔵宿沈黙 . 厳解沈黙 .

磯密公園塑 ～ ---=- 磯密公園塑 A -=.=-

組合の経営分析能力の強化 48.2 38.7 46.2 39.3

労使協議機関の付議事項の拡大 1.6 8.1 2.8 6｣0

労使協議機関の付議事項の取 り扱いの強化 4.8 14.5 7.6 4.0

株主としての労組の発言力の強化 ･1.2 1.6 0.7 0.7

経営側との日常的な情報交換の強化 34.7 _24..2 32.4 32.0

**:カイ2乗-31.551､有意水準-.025
注)無回答を除く
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こうした結果から､い くつかの興味深い点を指摘することができる｡ 第 1､労組の経

営参加 ･村策を強化するためにもっと必要なものについて､戟略発言 ･機密公開型の組

合と戟略沈黙 ･機密公開型の組合が似たような考え方を示 していることである｡ 戟略沈

黙 ･機密公開型の組合が組合自らの経営分析能力の強化が必要であると考えることは､

今後 この組合類型が経営に対する発言を行 う可能性 を示唆するものであろう｡ 第 2､戦

略発言 ･機密非公開型の組合において､戦略発言 ･機密公開型の組合 と比べ､労使協議

機関の付議事項の拡大や付議事項の取 り扱いの強化の割合が より多いことである｡ これ

は､上で見たように､戟略発言 ･機密非公開型の組合が､付議事項の数や付議事項の取

り扱いの水準が戟略発言 ･機密公開型の組合に次 ぐ2番 目に高い水準であることと関連

があるであろう｡ 戟略発言 ･機密非公開型の組合では､制度化 された労使協議機関での

組合の発言力を強めることが必要であると認識する組合が多いといえる｡ 第 3､戟略沈

黙 ･機密非公開型の組合において､戦略発言 ･機密非公開型の組合 と比べ､経営側 との

日常的な情報交換の強化や経営の情報開示の拡大の割合が多いことである｡ 戟略沈黙 ･

機密非公開型の組合の場合､経営側の実務担当者 と情報交換 を行っている割合が最 も低

く､かつ労使協議機関で経営側から提供 される情報の数 も最 も少ないことは､すでに見

てきた｡こうしたことから､戟略沈黙 ･機密非公開型の組合は経営参加 ･対策の強化の

ために必要なものとして労組の情報力の強化に寄与するものをより挙げているといえる｡

労組の経営参加 ･対策を強化するために最 も必要なものについて4類型間の違いは､

組合規模別や労使協議機関の有無別には見られない｡

次､労組の経営参加の問題点について､4類型間で違いが見 られるであろうか｡｢イン

サイダー取引の問題 を引 き起 こしかねない｣については4類型間で有意な違いは見 られ

ないが､他の4つの問題点については有意な違いが見られる (表 1-41)｡すなわち､｢経

営 と組合 との区別がつかな くなる｣､｢組合が経営責任を背負い込むことになる｣､｢団体

交渉で強いことを言えなくなる｣､｢組合員から組合活動が見えにくくなる｣の問題点の

いずれについても､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合で肯定する割合が最 も多 く､次いで

戦略沈黙 ･機密公開型の組合で多 くなっている｡ これとは対照的に､ 4つの問題点のい

ずれについても否定する割合が最 も多い組合類型は戟略発言 ･機密非公開型の組合で､

次いで戦略発言 ･機密公開型の組合 となっている｡ 戟略発言 ･機密公開型の組合 より戟
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略発言 ･機密非公開型の組合で否定する割合がより多いことは注目に値するであろう｡

戟略発言 ･機密公開型の組合は､経営に対する発言や経営情報の提供からみて､他の組

合類型と比べ経営参加がより進んでいる｡ これに対 し､戟略発言 ･機密非公開型の組合

は経営情報の提供において戟略発言 ･機密公開型の組合と比べ進んでいない｡ したがっ

て､戟略発言 ･機密非公開型の組合で経営参加に伴 う問題点についてそれらが発生する

とは思わない割合が最 も多いことは､戦略発言 ･機密非公開型の組合が経営に対 して発

言を行いながらも経営との間に一定の距離を置いているからであろう｡

経営参加の4つの問題点について､労使協議機関を通 じて経営参加を行っている場合

にも､4類型別に違いが見られるか､見てみると､労使協議機関のある場合に4類型間

に有意な違いが見られる｡ 上の結果と同様､4つの問題点について否定する割合は戟略

発言 ･機密非公開型の組合で最 も多 く､次いで戟略発言 ･機密公開型の組合となってい

る｡ しかし､肯定する割合が最 も多い組合類型は､｢組合が経営責任を背負い込むことに

なる｣については戟略沈黙 ･機密非公開型の組合となっているが､他の3つの問題点に

ついては戟略沈黙 ･機密公開型の組合 となっている｡ 労使協議機関を通 じて経営参加を

進めている場合′､戟略沈黙 ･機密公開型の組合が経営参加の問題点をより認識 している

といえる｡ つまり､労使協議機関の付議事項の取 り扱いの程度や実際の労組の発言力の

程度においては進んでいないのに､経営側 との情報共有はより進んでいることから､経

営参加の問題点をより認識していることであろうと考えられる｡
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態 と成果

表1-41 4類型別経営参加の問題点についての考え方

そ う思 う+どちらかといえばそう思 う(i+2) どちらともいえをい3 どちらかといえばそ うは思わをい十そ うは思わ7>い(4+5) 平考償

経営 と組合 との区別がつかなくなる ***1)戦略発言 .機密公開型 4.4+17.3 12.4. 19.3+46.6 3.86
戟略発言 ~.機密非公開型 8.1+4.8 16.1 17.7■53.2~ 4.03
戦略沈黙 .機密公開型 6.9+21.5 23.6 24.3+23.6 3.36
戦略沈黙 ..機密非公開型 8.6+22.5 24.5 20.5+23.8 3.28

組合が経営責任 を背負い込むことになる ***2)戟略発言 .機密公開型 8.4+20.9 19.3 13.7十37.8 3.51

戟略発亨 .機密非公開型 9.7+16.1 14.5 16.1+43.5 3.68
戦略沈黙 .機密公開型 13.2+31.9~ 19.4 14.6+20.8 2.98
戟略沈黙 .機密非公開型 10.6+37.1 19.9 ll.9+20.5 2.95

･団体交渉で強いことを言えなくなる *干*3)戟略発言 .機密公開型 0.4+9.6 14.9■ 19.7+55.4 4.20
戦略発言 .機密非公開型 4.8+6.,5 ll.3 27.4+50.0 4.ll
戦略沈黙 .機密公開型 3.5+16.7 23.6 29.9+26.4 3.59

戦略発言 .機密非公開型 6.5+8.1 ll-.3. 32.3+41.9 3.95
戟略沈黙 .機密公開型 4.2+20.1 22.2 22.9+30.6 3.56
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29.025､有意 水準-.004
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9.結び

ここでは､今まで考察 してきた内容に基づき､平成不況下の労組の経営参加の実態 と

成果について簡単にまとめてみよう｡

1)回答組合のうち､8割以上の組合が経営方針及び経営施策等の事項についての労使

協議を通 じて経営参加を行っている｡ そのうち､経営方針など企業の戟略的意思決定

に関わる11の経営事項がすべて付議事項 とされている組合は6割強である｡ 全体的に

は企業の戦略的事項に関わる多 くの事項が労使協議の対象となっているが､資金や投

資に関する事項は付議事項とされている割合が低い｡これらの経営事項についての組

合の実際の発言力は経営事項によって異なっている｡ 組合は､会社組織の改編､事業

計画に関して意見を述べたり回答 したりする､そして事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設や人

員計画に関して意見を述べ会社案を修正することがあるなど積極的に発言しているが､

経営方針や､予算､資金､投資などの財務事項に関して､また生産計画､営業計画､

新技術導入に関してはあまり発言 していない｡これらの事項について組合が発言 しな

いのは､労使で意見の食い違いが少ないことによるともいえる｡ 5割以上の組合に経

営側から10以上の経営情報が提供されてお り､投資額や負債額を含めより詳細な経営

情報を労使が共有 しているが､受注額に関する情報はいまだ広 く提供されていないの

が現状である｡ 組合は経営側から提供される経営情報のうち､売上高や経常利益に関

する情報は組合員に知らせ､組合員との情報共有を図っているが､受注額や投資額､

負債額については組合員に知らせないことが多い｡労使協議を通ずる経営参加によっ

て､組合は経営対策の強化や労使の意思疎通の進展､組合員の意見の経営への反映と

いった点については成果を上げていると評価 しているが､組合員の労働組合-の関心､

組合員の円滑な生活設計といった点については成果の評価を留保 している｡

2)経営参加 ･対策 として､6割強の組合が経営提言活動を行ってお り､特に規模の大

きい組合や労使協議機関のある場合は7割前後の組合が経営提言活動を行っている｡

また､経営参加 ･対策として､経営機密情報の組合 トップへの公開は6割強の組合が､

経営戟略に対する実効力ある発言は5割の組合が､労使 トップの定例化 したインフォー
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

マルな会合は4割強の組合が､管理職の意向の実質的な代弁や組合 (組令貞)による

自社株取得はいずれも4割弱の組合が､組合員を対象とした経営提言調査は3割の組

合が､それぞれ行っている｡ 1990年代初期 と比べ､組合 トップによる経営機密情報の

共有は進んでいるが､労使 トップ間のインフォーマルなコミュニケーション､そして

組合の経営戟略に対する実効力ある発言や経営提言調査活動は進んでいないといえる｡

日本の企業別組合の ｢深い経営参加｣は､平成不況下においてさらなる進展を見せて

いるとはいえない｡

3)ここ5年間で企業合理化の提案が出された組合は7割強にのぼっている｡ 提案の中に

は､新規採用抑制､転籍 ･出向､残業規制､配置転換などの日本企業の主たる雇用調

整方法が多いが､事業所または店舗の統 ･廃合､新しい人事制度の導入の提案も多い｡

組合にとって最も影響の大きい提案として､希望退職募集､新 しい人事制度の導入を

あげる組合が多い｡最も影響の大きい提案について､ほとんどの組合は経営側 と事前

折衝を行っており､労使慣行 として事前協議が確立されているといえる｡ 経営側の提

案に対 して8割弱の組合が独自の組合案を提示 し積極的に対応 しており､組合案が経

営側に受け入れられた場合が 7割弱と多い｡さらに提案をめぐる労使協議の結果､経

営側の当初の提案が一部あるいは大幅に修正されたことが多 く､ 7割強にのぼってい

る｡ 経営側の提案があった際､7割強の組合は相談あるいは報告の形で上部団体 とコ

ミュニケ一.ションをとっていた｡ 多 くの組合が企業別組合の枠の中で孤立 した活動を

行っていないことがわかる｡ 経営側の提案をめぐる労使協議の結果について､多 くの

組合は組合員への経営危機意識の浸透､組合員の労働条件や雇用の確保については肯

定的に評価するが､経営責任の追求､経営への発言強化のきっかけについては否定的

あるいは留保的評価をしている｡

4)労組の経営参加 ･対策を強化するために最も必要なものとして､組合の経営分析能

力の強化や経営側 との日常的な情報交換の強化をあげている組合が多い｡また経営参

-加に伴う諸問題点については､肯定する組合よりは否定する組合が多い｡特にこ経営

参加に伴い組合が団体交渉で強いことを言えなくなる､また組合員から組合活動が見

えにくくなるといった問題点については否定する組合が多い｡
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5)労組の経営参加が行われている企業では企業合理化がより進められていた｡成熟化

した労使関係を基盤とし､製造業の場合､経営収支が赤字になっていない企業におい

ても企業合理化が進められていた｡ しかし､企業合理化の提案内容については､従業

員の雇用を保障する内容の提案がより多 く､かつ従業員の雇用削減をめざす内容の提

案がより少ない｡そして､提案をめぐる労使協議の成果として組合員の労働条件や雇

用の確保､企業の将来ビジョンの提示､経営-の発言の強化の点においてより肯定的

に評価 している｡ また労組の経営参加が行われている場合は､ここ5年間に経営状況

が悪化 した企業がより少ない｡一方､経営状況が悪化 した企業の場合､労使協議機関

の付議事項や提供される情報が多い｡これは､労使協議機関のある場合､平成不況下

においても組合の経営対策活動の強化や､労使のコミュニケーションの深化がより進

められたことによるといえる｡ さらに､労組の経営参加が行われている場合は､平成

不況が組合や労使関係に与えた影響において､マイナスの方向の影響よりはプラスの

方向の影響が多い｡成熟化 した労使関係を土台に労組の経営参加が行われている企業

の労使関係が平成不況下により成熟化 した方向に展開されたといえる｡

6)4類型の組合間に､経営参加 ･対策活動､労使協議活動などにおいて､違いが見ら

れる｡ 戟略発言 ･機密公開型の組合は経営参加 ･対策活動､労使協議活動､いずれに

おいても積極的かつ高い水準であるが､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合はいずれにお

いても消極的かつ低い水準である｡ したがって､本調査においても経営参加の ｢蜘味

の巣構造｣が確認できる｡

両者の中間に入る戦略発言 ･機密非公開型の組合や戟略沈黙 ･機密公開型の組合の

場合､経営参加 ･対策活動や労使協議活動においてそれぞれの個性が見られる｡ すな

わち､戦略発言 ･機密非公開型の組合は経営-の発言のための活動が多 く､かつ労使

協議機関での発言力の水準が高い｡それとは対照的に､戦略沈黙 ･機密公開型の組合

は労使の信頼を育む活動が多 く､かつ提供される情報が多い｡

平成不況の影響のうち､プラス方向の影響は戟略発言 ･機密公開型の組合でその割

合が最も高 く､戟略沈黙 ･機密非公開型の組合でその割合が最も低い｡反対に､マイ

ナス方向の影響は戟略沈黙 ･機密非公開型の組合でその割合が最 も高い｡一方､戟略

発言 ･機密非公開型の組合は､組合の経営対策活動の強化や組合員の経営参加に対す
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第 1章 平成不況下の労組の経営参加の実態と成果

る期待が強まった影響においては2番 目に多いが､戦略沈黙 ･機密非公開型の組合は

経営 と組合 とのコミュニケーションの深化や経営情報が詳細になった影響において 2

番目に多い｡

労組の経営参加 ･対策を強化するためにもっと必要なものとして､戟略発言 ･機密

公開型の組合 と戦略沈黙･･機密公開型の組合では経営分析能力の強化や経営側 との日

常的な情報交換が多い｡それに対 し戟略発言 ･機密非公開型の組合では､労使協議機

関の付議事項の拡大や付議事項の取 り扱いの強化が相対的に多い｡また戟略沈黙 ･機

密非公開型の組合では､経営側 との日常的な情報交換の強化や経営の情報開示の拡大

が相対的に多い｡

以上の結果を踏まえて､労組の経営参加の成果や課題について触れておこう｡ まず､

労組の経営参加は､経営村策の強化､労使の意思疎通の進展､組合員の意見の経営-の

反映といった点で一定の成果をあげたといえる｡ そして､経営参加が行われている場合､

企業合理化の提案内容が残業規制や配置 ･転換､新規採用抑制などの従業員の雇用を保

障する内容の提案がより多 く､かつ希望退職募集などの従業員の雇用削減 をめざす内容

の提案がより少ないことも､経営参加の成果 として捉えることがで きるであろう｡ 要す

るに､労組の経営参加､それに基づいた成熟化 した労使関係が企業合理化の提案 に対 し

従業員の雇用保障への方向に一定の働 きをしたといえるであろう｡ しか し､経営参加 に

よっても組合員の労働組合への関心は高まっていない｡経営参加行動の効力がまだ十分

に浸透 していないことに主たる理由があるといった楽観的な見方はUI運動が展開され

て10年以上経過 している1990年代末の時点ではもはや通用で きないであろう｡ 稲上 ･井

出 (1995)は ｢組合離れといい組合-の希薄な関心 といい､それは組合の経営参加行動

によって回復できる程度のものではな く､ もっと深い構造的な原因 (しか も組合運動の

力量を超えた原因)に基づいている可能性がある｣ と述べている｡

課題のほうに話が移ることになるが､組合は組合員の組合離れの原因が もっと深い構

造的な原因にあるのか､あるいは経営参加が組合員の組合離れを進める一つの要因になっ

ているのか､検討する必要があるであろう｡ 経営参加に伴い､経営 と組合 との区別がつ

かな くなる､組合員から組合活動が見えにくくなるといった問題点について肯定する組

合 も2割前後 となっていることから､経営参加の現状についてもう 1度点検する必要が
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あるといえるであろう｡組合員の組合離れと関連 して､もう一つ､労組の経営参加の課

題は､経営から提供される情報を組合員と共有することをより高めることであるといえ

る｡ 経営から提供される経営情報のうち､受注額や投資額､負債額に関する情報の組合

員との共有度は高 くない｡こうしたことは､組合員からすれば､組合が経営に取 り込ま

れているとしか見えなくなる事態を起こしかねないからである｡ さらに､今後経営参加

を進めるにあたって､労組は資金や投資に関する事項をより労使協議の対象とし､これ

らの事項について発言力を高める必要があるといえる｡ ここ5年間に経営収支の赤字年

度のなかった企業では資金事項に対 し組合が意見を述べたり回答することが最 も多いな

ど､組合の発言力は赤字年度のあった企業と比べ高い水準にある｡ 資金や投資などの事

項に村する組合の発言力を高めることを通 じて､労組は経営-のモニタリングの役割を

より担うべ きであろう｡
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第 2章 労使協議制充実強化に向けた法的側面の考察

1.はじめに

この ｢90年代の労働者参加に関する調査｣では､間18､問19､問20の 3つの設問に

おいて､労使協議制の法制化に関する労働組合役員による考えを聞いている｡

日本の労使協議制は､いわゆる日本的労使関係が発展 してい く中で､労使 自治 とい

う枠組みの中で形成されてきた｡ 周知のように､日本の労組法においては､法的に労

使協議 を直接的に規制 している規定は存在 しないが､これは､労使 自治をベースとし

た日本的労使関係が発展 してい く中で､企業あるいは事業場における各種労使協定が

規定されていることで補完 されているものととらえられる｡

しか しながら､近年のグローバル化に代表 される様々な経済環境の変化は､日本の

社会システムに変革を迫 り､日本的雇用慣行にも例外なく影響を及ぼしている｡ 当然､

日本的労使関係に制度的に組み込まれてきたとされる労使協議制についても､役割 ･

機能の前提条件が変化 していると推測できる｡ この観点から､90年代の労働者参加の

検証 と並行 して､労使協議制の設置 ･運営を労使 自治に委ねている現状から､法的な

側面での労使協議制の促進 ･支援の必要性を考察 してい くことも必要と考えられる｡

そこで､本調査では､この問題を考えるにあたっての基礎的情報 として､個々の企

業別組合が､労使協議制充実のための施策について､法的側面から何 を望んでいるか

を調べることとした｡

具体的には､間18では､労使協議制の普及あるいは実効性 を高めるための法制度の

必要性について考えを聞いている｡ 間19では､労使協議にかかわる法制度の必要性を

あまり感 じない場合､その理由を聞いている｡ 最後に問20では､問18で必要性を感 じ

ていると答えた場合､必要 と思われる理由を聞いたものである｡ 以下､設問毎に結果

を述べてい く｡
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第 2章 労使協議制充実強化に向けた法的側面の考察

2.労使協議制に関する法制度の必要性

まず､間18では､労使協議制に関する法制度の必要性について､労働組合の役員が

どのような考えを持 っているのかを調査するために､｢労使協議を普及 させる､ある

いは実効性を高めるために､なんらかの法制度が必要であるという考え方がある｣ と

した上で､回答者の意見を聞いた｡ 具体的には､必要性を感 じる (回答 1及び2)､

必要性を感 じない (回答 3及び4)､あってもな くてもよい (回答 5) という3つの

くくりでの回答を求めた｡

表 2- 1によれば､仝回答数639中､必要であるとするものが132(20.7%)､どち

らかといえば必要であるとするものが216(33.8%)､どちらかといえば必要ないが166

(26.0%)､一切必要ないが 9 (1.4%)､そ してあってもな くてもよいが105(16.4

%)となった｡ 前述 した くくりで考えれば､必要性を感 じるという回答は､54.5%と

過半数を超えているという結果となった｡ 一方､必要性を感 じないと考える比率は､

少なく27.4%となった｡

これを企業規模別に見ると､必要性を感 じるという回答は､1,000人以上の企業では､

48.9%と過半数を割るのに対 し､300人以上1,000人未満では60.4%､300人未満では

61.8%と､過半数を超え､しかも規模に比例 して増えている｡ これは同じように､必要性

を感 じないと考える比率においても､1,000人以上の企業では､30.7%､300人以上1,000

人未満では24.9%､300人未満では20.6%と､企業の規模 との関連性をうかがわせる｡

表 2- 1 労使協議制に関する法制度の必要性

全体 1,000人以上 3bo人以上1,000人未満 300人未満

法制度昼必要である 20.7 16.9 23.9 26.5

どちらかといえば法制度は必要である 33.8 32.0 36.5 35.3

どちらかといえば法制度は必要ない 26.0 28.9 23｣9 19.6

法制度は一切必要ない 1.4 1.8 1.■0 1.0

あつてもなくでも.よい 16.4 19.4 12.2 16.7
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3.労使協議に関わる法制度が必要ない理由

次 ぎに､問19では､問18で法制度の必要性 をあまり認めていない回答者､すなわち､

どちらか といえば必要ない (回答 3)､一切必要ない (回答 4)､あって もな くても

よい (回答 5) と回答 した場合に､その理由を聞いた｡

具体的には､｢労使協議にかかわる法制度の必要性をあまり感 じない理由｣として､

｢そもそも労使協議は労使で自主的に行 うもので､法律が介入すべ きものではない (回

答 1)｣､｢法制度が介入 した場合に､労使協議の良さが失われて しまう (回答 2)｣､

｢法制度が介入 したところで､労使協議が実効的になされるとは思えない (回答 3)｣､

｢法制度が存在 しても､その内容および利用の仕方がよくわからないことが多い (回

答 4)｣､｢法制度の助けがな くとも､すでに実効的な労使協議を行 うことができる (回

答 5)｣の実質的には 5つの選択肢か ら､一つを選択することとした｡ これらの選択

肢は､労使協議 に関する法制度がいらない理由として､よくあげられる点である｡

ここでは､前間の間18で､回答 3 ･4 ･5に回答 した仝280のうち､回答 1の ｢そ

もそも労使協議は労使で自主的に行 うもので､法律が介入すべ きものではない｣が128

(45.7%)､回答 2の ｢法制度が介入 した場合に､労使協議の良さが失われて しまうl｣

は13(4.6%)､回答 3の ｢法制度が介入 したところで､労使協議が実効的になされ

るとは思えない｣が52(18.6%)､回答 4の ｢法制度が存在 しても､その内容および

利用の仕方が よくわか らないことが多い｣ は 6 (2.1%)､回答 5の ｢法制度の助け

がな くとも､すでに実効的な労使協議 を行 うことができる｣は78(27.9%)となった

(表 2-2)｡このように､回答 1および回答 5への回答が合計で73.6%と集中する

結果 となり､日本的労使関係の枠組みでの労使 自治をベースとする労使協議制への肯

定的な側面からの意見が大半を占めた｡ なお､法制度の実効性から見た意見は回答 3

で､18.6%と少なかった｡

一方､これを企業規模別に見ると､｢そ もそも労使協議は労使で自主的行 うもので､

法律が介入すべ きものではない (回答 1)｣は､1,000人以上の企業では､46.0%､300

人以上1,000人未満では47.9%､300人未満では42.1%と大 きな違いが見 られなかった

ものの､｢法制度の助けがなくとも､すでに実効的な労使協議 を行 うことがで きる (回
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第 2章 労使協議制充実強化に向けた法的側面の考察

表 2-2 労使協議に関わる法制度が必要ない理由

全体 1,000人以上 300人以上1,000人未満 300人未満

労使協議は労使が自主的に行うもので､法律が介入すべきものではない 45.7 46.0 47.9 42.1

法制度が介入したところで､労使協議が実効的になされるとは思えない 18.6 19.0 16.4 23p.7

法制度が存在しても､その内容および利用の仕方がよくわからないことが多い 2.1 0.0 4.1 7.9

法制度の助けがなくとも､すでに実効的な労使協議を行うことができる 27.9 31.3 23.3 15.8

その他 0.7 0.0 2.7 0.0

*本設問では､回答6として ｢その他｣を設け､事由を記入させた｡

答 5)｣では､1,000人以上の企業では､31.3%を占めるのに対 し､300人以上1,000人

未満では23.3%､300人未満では15.8%と企業の規模に応 じて大 きく異なってお り､

労働組合から見た現状の労使協議の評価が影響 している可能性がうかがえるのでない

か｡

4.労使協議に関わる法制度として必要なもの

最後は､間20で､問18で法制度の必要性を感 じているとした回答者､すなわち､法

制度は必要である (回答 1)､どちらかといえば法制度は必要である (回答 2) と回

答 した方に対 して､どのような法制度が必要であるか､その具体的な内容を複数回答

で調査 したものである｡

具体的には､労働者が労使協議の開催を要求する権利があることを明記 した規定 (回

答1)､労使協議 を進める際の手続 きに関する規定 (回答 2)､労使協議 を行える対象

事項に関する規定 (回答 3)､労使協議における使用者の情報公開に関する規定 (回

答 4)､労使協議 を行 う際に必要となる便宜供与 (出席組合員の賃金保障等)に関す
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る規定 (回答 5)の主に5つの選択肢から､考えられるものを複数回答するように求

めた｡ これ らの選択肢は､諸外国の法制を見る中で､主なものをあげたものである｡

なお､前間の間19と同様､その他 を回答 6として設定 している｡

この結果は､表 2-3によると､問18で､回答 1あるいは2に回答 した仝348のう

ち､回答 1の ｢労働者が労使協議の開催を要求する権利があることを明記 した規定｣

は210(60.3%)､回答 2の ｢労使協議を進める際の手続 きに関する規定｣は60(17.2

%)､回答 3の ｢労使協議 を行える対象事項に関する規定｣は151(43.4%)､回答 4

の ｢労使協議 における使用者の情報公開に関する規定｣は222(63.8%)､回答 5の

｢労使協議 を行 う際に必要となる便宜供与 (出席組合員の賃金保障等)に関する規定｣

は76(21.8%)となった｡ ここでは､回答 1 (開催要求権)および回答 4 (情報公開)

が 6割を超え､続いて､回答 3 (対象事項)が 4割を超えたことが特筆できる｡ また､

ここでも企業規模別の傾向を見てみたが､企業規模 に起因した顕著な傾向の違いは､

ここでは見 られなかった｡

表 2-3 労使協議に関わる法制度として必要なもの

(複数回答､%)

全体 1,000人以上 3OO人以上1,000人未満 300人未満

労働者が労使協議の開催を要求する権利があることを明記した規定 60.3 61.0 63二9 54.0

労使協議を進める際の手続きに関する規定 ~17.2 16..4 17.'6. 20.6

労使協議を行える対象事項に関する規定 43.4 44.7 42.9 42.9

労使協議における使用者の情報公開に関する規定 63.8 64.8 63.9 60.3

労使協議を行う際に必要となる便宜供与に関する規定 21.8 25.2 22.7 14.3

その他 o｣.3 0.~6 0.0 0.0

*本設問では､回答6として ｢その他｣を設け､事由を記入させた｡
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5.むすび

最後に､今回の連合総研調査結果からうかがわれる､労働組合 リーダーたちの労使

協議制法制化に村する意見の特徴について､簡単にまとめておこう｡

第 1に､労使協議制の法制化の必要を感 じるか否かは､全体 としてほほほ括抗 して

いるが､1,000人以上の大企業では､｢必要を感 じる｣とする比率が過半数を割る (48.9

%)のに対 し､1,000人未満の中小企業では､｢必要を感 じる｣ とする回答が60%を

超えてお り､ しかも､規模の小 さい企業ほどその比率が高まる傾向にある｡ 中小企業

においては､労使協議制に村する法的サポー ト-のニーズが高い｡

第 2に､労使協議制の法制化の必要性をあまり感 じない理由としては､｢労使協議

は労使 自治で自主的に行 うもので､法律が介入すべ きではない｣｢法制度の助けがな

くとも､すでに実効的な労使協議を行 うことができる｣の二つの回答がほとんどを占

め､これは労使 自治をベースとする日本の労使協議制は､労働組合リーダーの意識の

上にも反映されているとみることができる｡

第3に､労使協議に関わる法制度 として必要なものとしては､｢労働者が労使協議

の開催 を要求する権利があることを明記 した規定｣｢労使協議における使用者の情報

公開に関する規定｣の二つの項目の指摘率が圧倒的に高い｡労働組合リーダーたちが

求めている労使協議法制化の内実は､労使協議制が労使 自治の下に発展するための基

礎的条件の整備に重 きが置かれているものとみることがで きよう｡

労使協議制の普及率が格段 に高い労働組合有の企業においても､労使協議制法制化

へのニーズは無視 しえない比重で存在 していること､また､法制化の必要性を感 じる

にせよ否定するにせ よ､その基本的考え方は労使 自治に置かれていることは､今後の

労使協議制の充実強化を考える上で､重要な示唆を与えるものといえよう｡ 労使 自治

の健全な発展は､その基盤 としての社会的環境の整備を要請するのであ り､法的環境

もまたその重要な柱のひとつといえるのである｡
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第 3章 労働組合の雇用調整に対する効果

1.はじめに

バブル経済崩壊以後の平成不況の深刻化 とグローバリゼーションの名による国際競争

の激化のなかで､日本の雇用システムは変化を余儀なくされてきた｡ 長期雇用制度や年

功賃金制度については､その実態 と変化の方向性についての分析は精力的に行われてい

るが､日本的な雇用慣行のもうひとつの柱 と考えられてきた労使関係や労働組合の機能

についての研究は質量ともに十分であるとは言い難い｡

欧米においては､労働組合や労使関係の経済変数に与える効果についての理論的､実

証的な分析が賃金､生産性､利益率を中心 として盛んにおこなわれてきたし､このテー

マは労働経済学や労使関係論のなかでも重要な位置を占めるものであった｡日本におい

ては労使関係や労働組合の効果について数量的に分析することは極めて少なかったと

いって良い｡労働省の ｢賃金構造基本統計調査報告｣の調査表に労働組合の有無に関す

る項目がないことに表れているデータの制約､そして､第一次石油ショック以降の春闘

賃上げ率の低迷にみられるように労働組合の効果が日に見える形で表れてこなかったこ

と､などがその原因として考えられる｡ しかしながら､現在､進展 しつつある人事 ･処

遇制度､雇用制度の変貌に対 していかなる労使関係を構築すべ きか､という問題を考え

るうえで､日本の労使関係､労働組合機能についての数量的な分析を行 う必要は極めて

高いと言える｡

本稿では､労働組合の雇用に対する効果に分析の焦点を絞る｡ ｢日本の労働組合は賃上

げには抑制的であるが､雇用の保障には熱心である｣ とは良 く言われることである｡ し

かし､このような言説がいわば自明の前提になってしまっていたこともあって､雇用に

対する組合の効果を分析すると言う試みはほとんど行われてこなかったと言って良い｡

はたして､労働組合は雇用を保障するという役割をはたしてきたのだろうか｡

本稿では､まず､第2節で組合の経済的な効果をめぐる研究をサーベイする｡ そして

その後に､組合の解雇 ･希望退職に村する効果を実証的に分析すると同時に経営参加の

問題点についても分析 し､労働組合の効果について検討する｡
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2.労働組合の経済効果に関するサーベイ

労働組合､労使関係の数量分析は日本では数が少ないが､その中でどのような研究が

行われてきたのかについてサーベイしてみよう｡

まず､組合の効果といえば､一番注目されるのが賃金に対する効果である｡ 欧米での

研究によれば､10%程度労働組合員のほうが賃金が高いとされているが､日本において

はどうであろうか｡たとえば､中村 ･佐藤 ･神谷 (1988)の研究では､男性の年齢別賃

金については､組合と非組合とで較差がないが､女性では組合のほうが高くなっている｡

TsuruandRebitzer(1995)の分析では､アンケー ト調査からえられた個票データに

よって組合の賃金に対する効果が分析されているが､組合の賃金上昇に対する効果は確

認できないとしている｡ 橘木 ･野田 (1993)の分析では､アンケー ト調査による企業別

のデータによって組合の賃金効果を分析 しているが､女性の場合には組合の賃金上昇効

果が認められるが､男性の場合には否定的である｡

野田 (1997b)の分析では､個票データと企業のパネルデータを持ちいた分析がなされ

てお り､男性の場合には賃金格差がないが､勤続年数の賃金に与える影響は組合企業の

ほうが大きいこと､､男女の賃金格差は組合企業で小さく､女性の場合には組合企業のほ

うが賃金が高 くなっていることが明らかにされている｡

このように､全体 としてみれば､組合の賃金に村する一効果は小さいと考えられるが､

長期勤続した場合には､組合のほうが有利な賃金構造になっていると考えられる｡

賃金以外の労働条件についてはどうであろうか｡中村 ･佐藤 ･神谷 (1988)の研究で

は､一時金､退職金の水準は組合企業のほうが高い､_また所定内労働時間､年間休日日

数､有休付与日数､有休取得率などは組合のほうが良くなっているが､所定外労働時間

については組合､非組合とで較差がないとされている｡

橘木 ･野田 (1993)の研究では､労働組合の存在は､所定内労働時間を減少させ､退

職金も引き上げ､離職率を低下させる効果があるが､一方で所定外労働時間の削減､有

休取得率の向上には効果を持たないことが確認されている｡

生産性に対する影響はどうであろうか｡組合の生産性に対する効果を最初に分析 した

のはMuramatsu(1984)である｡ この研究は産業別の集計データを用いて組合と生産性の
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関係を検討 した｡ その結果､1978年については組合の存在は生産性を有意に高めている

が､1973年については統計的に有意でないことが明らかにされている｡ この結果は景気

の変動が組合と生産性の関係に影響を与えることを示唆 している点で重要であるが､デー

タが産業別の集計データであるために組合効果の正確性 という点で問題がある｡

Brunello(1992)は未上場企業の企業別データを使って､組合の企業業績に対する効

果を検討 した｡ その結果､組合の存在は生産性を有意に低めること､また､企業規模が

大きくなるほどその効果は大きくなるとされている｡ その理由としては､企業規模が大

きいほど組合の力は強 く､経営の裁量に制限を加えることによって､生産性にマイナス

の影響を与えること､また､大企業の場合には中小企業はどコス ト削減の圧力がかかっ

ていないこと､逆に､中小企業では､大企業ほど組合の力が強 くなく､下請け企業が多

いためにコス ト削減の圧力が強 くなり､組合のマイナスの効果は大企業ほどではなくな

ると考えられている｡

Benson(1994)はアンケー ト調査を使って､組合の生産性効果を検討 した｡その結果､

組合の存在は生産性を高めていないことが明らかにされている｡ その理由としては､組

合の組織されている企業と組織されていない企業との間で離職率に差がないということ､

つまり､日本の労働市場ではFreemanandMedoff 流の発言メカニズムが機能 していな

いことが､組合の生産性効果が存在 しないことの理由として挙げられている｡

野田 (1997a)の分析では､パネルデータを用いて､労働組合の内生性問題をクリアー

する形で､組合の生産性に対する効果を検討 している｡ この研究では､組合は男性の平

均年齢の生産性に対する効果を引き上げること､そして､女性比率の生産性に村するマ

イナスの効果を引き下げることを通 して生産性にプラスの効果をもたらしていること､

そして､企業の男性従業員の平均年齢が一定以上でなければ､組合は生産性に対 してマ

イナスの影響を与えることが明らかにされている｡

また､野田 (1998a)では､上場企業のパネルデータによって､組合の生産性効果を分

析 し､男性平均勤続年数の生産性に対する効果を引き上げることを通 して､生産性にプ

ラスの影響を与えていることを明らかにしている｡

このように､賃金､利潤､生産性などに村する組合効果の研究はあるが､日本の労働

市場での組合効果を考える場合に忘れてはならないのが､雇用に村する効果であろう｡
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第 3章 労働組合の雇用調整に対する効果

組合の雇用に対する効果については､どのような研究がなされてきたのであろうか｡

中村 ･佐藤 ･神谷 (1988)の研究では労働組合の存在は､労働市場の内部化をより進

めているが､この背景には､解雇を避けようとする組合の行動があるとされている｡

出島 (1997)の研究では､産業別の集計データを用いた分析によって､組合組織率の

雇用調整速度に与える影響が分析されている｡ 部分調整モデルを用いた分析では､組合

組織率が高 くなれば雇用の調整速度が速 くなることが見出されてお り､組合は雇用調整

を促進することが結論づけられている｡

野田 (1998b)の分析では､部分調整モデルを企業別のパネルデータ用いて推定 し､組

合企業と非組合企業の間の調整速度の格差が分析されている｡ その結果､従業員300人以

上の企業では､組合企業のほうが有意に調整速度が遅 くなっているが､300人未満の中小

企業では､組合と非組合との間に調整速度の格差は存在 しなかった｡

日本の雇用調整のあり方については､小池 (1983a)､村松 (1986)らが見出したよう

に､ 1期の大きな赤字､または､2期連続の赤字で解雇､希望退職をともなった大規模な

雇用調整が行われることはよく知られている｡ このことは､赤字期 と通常期 とで労使間

の紛争コス トが違うことを反映 している｡ 労働組合の存在 している企業とない企業とで

はこのような紛争コス トが違うことは容易に予想できる｡ 野田 (2000)の研究では､通

常期 と赤字期の調整速度が組合企業と非組合企業とでどのように違うのかについて分析

が行われている｡ この分析の結果､従業員300人以上の企業では通常の場合には組合企業

のほうが調整速度が遅いこと､赤字期には組合企業で調整速度が速 くなるが非組合企業

では変化がないこ車､従業員300人未満の企業では､組合､非組合とも赤字期に調整速度

が変化 しないことが明らかにされている｡

このように､労働組合の存在は､雇用調整の速度を後らせるなど､雇用保障に対 して

一定の効果をもたらしていると考えることができよう｡

以上のような分析の結果から､賃金については､水準を引 き上げてはいないものの､

長期勤続者に有利な賃金構造をつ くっていること､生産性については年齢や勤続の生産

性に村する効果を引き上げていること､雇用調整を遅らせていることなどの効果を総合

して考えると､労働組合の存在は企業特殊的な熟練の形成を支える重要な制度的要因で

あったと考えられる｡
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小池 (1983b)の示す ｢ホワイ トカラー組合モデル｣では､日本の企業は従業員が企莱

内に人的な資産を蓄積 してステークホルダーとなってお り､企業の盛衰がみずからの身

分保障に深 く関わりがあるために､従業員は経営に対 して積極的に発言すると考えられ

ている｡ 次に､組合の発言､経営参加の雇用調整に与える影響について分析する｡

3.労働組合の雇用調整に対する効果の実証分析

(1)解雇 ･希望退職に対する効果

以上のように労働組合の効果についての研究をサーベイしてみると､賃金などにはさ

ほど影響を与えないが､雇用保障についての組合効果は確認できるようである｡ それで

は､労働組合の日ごろの活動や労使協議会での発言は実際のところ､雇用調整に対 して

どのような影響を与えているのだろうか｡アンケー ト調査を使って､組合の経営参加､

対策活動が解雇 ･希望退職の実施やその労使関係の影響に対 してどのような効果を与え

ているのかを分析 してみよう｡

この分析での被説明変数は解雇､希望退職をおこなったかどうかである｡ アンケー ト

では､｢ここ5年間で経営側から経営再建ないし人員合理化などに関する提案がありまし

たか｣ という問いに対 して､その具体的な内容について複数で聞いている｡ この問いを

使用 して解雇 ･希望退職募集を行った企業､組合を1､行わなかった組合を0とした変

数を作成する｡

そして､説明変数は労使協議での組合の発言力に関する変数と日常の経営参加 ･対策

に関する変数､産業ダミーなどである｡ 組合の発言力に関する変数については､次のよ

うに考えた｡ アンケー トでは､｢実際の労使協議機関における発言力はどの程度ですか｣

というという問いがある｡ ｢経営方針｣､｢生産計画｣から ｢会社組織の改編｣､｢事業所の

縮小 ･閉鎖 ･新設｣､｢新技術導入｣まで11項目について尋ねているが､ここでは､雇用

調整に関連の深いと考えられる6項目を説明変数として使用する｡ 発言力についての回

答は､｢組合は事後的に経営側から説明されるだけ｣､｢組合は経営側から事前に説明され

るだけ｣､｢組合が意見を述べたり回答することがある｣､｢組合が意見をのべ会社案を修

正することがある｣､｢組合と協議 して実行する｣の 5段階できいてお り､この回答に発
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言力のあるほうから5点から1点のスコアをつけた｡

次に､組合の経営参加 ･経営対策についての変数は次のように考えた｡アンケー トで

は､｢貴組合では､経営参加 ･対策として以下のようなことをやっていますか｣ という設

問があ り､｢貴社の経営戟略に対する実行力ある発言｣､｢労使 トップの定例化 したイン

フォーマルな会合｣､｢経営機密情報の組合 トップへの公開｣について､｢行っている｣ と

｢行っていない｣で聞いている｡ ｢行っている｣に1を､｢行っていない｣に0を入れた.Y

この3つの変数を経営参加に関する変数とする｡

要約統計量は表 3- 1である｡ 解雇 ･希望退職をおこなっている企業は全体の29%で

ある｡ 労働組合の発言力に関する変数についてみてみると､｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣

に関する発言が一番スコアが高 く､｢人員計画｣に関するスコアが 2番目になっている｡

直接､組合員の雇用に関わる項目についての発言力が高 くなっているようである｡

表 3- 1 要約統計量

平 均 標準偏差

解雇 .希望退職 0.29 0.48

会社組織の改編 3.06- 1.14

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 3.93 1.21

人員計画 3.48 1.22

事業計画 2.ll 1.3_5

営業計画 2.55 1.12

新技術導入 2.51 1.13

経営戟略に村する実行力ある発言 0.64 0.48

労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合 0.51 <P.50

労働組合の経営参加に関する変数については､｢経営戦略に村する実行力ある発言｣を

行っている組合が65%､｢労使 トップの定例化 したインフォーマルな会合｣を行っている
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組合が51%､｢経営機密情報の組合 トップ-の公開｣を行っている組合が74%といずれも

過半数を超えている｡

稲上 (1995)の分析では､企業内の労使関係を ｢機密公開 ･戟略発言型｣､｢機密公開

･戟略沈黙型｣､｢機密未公開 ･戦略発言型｣､｢機密未公開 ･戟略沈黙型｣の4つのタイ

プに分けて分析を行っている｡ また東京都立労働研究所 (1996)も労使関係を ｢無発言

型｣､｢弱発言型｣､｢中発言型｣､｢積極発言型｣の4タイプに分けて雇用調整に与える労

使関係の効果について分析を行っている｡ この類型化のもとなった ｢経営戟略に村する

実行力ある発言力｣や ｢経営機密情報の組合 トップ-の公開｣などの変数はそれぞれ雇

用調整に対 して逆の効果を持つことが想定される｡ たとえば､｢経営戦略に対する実行力

ある発言｣を行っている企業では､経営の効率化を求めるために雇用調整に積極的にな

るが､｢経営機密情報の組合 トップへの公開｣を行っている組合では､労使の信頼関係が

醸成されてお り､雇用調整が行いにくい｡また､逆の考えも可能であろう｡ ｢経営戟略に

村する実行力ある発言｣が組合の経営に村する発言力を表 していれば､雇用調整に対す

る規制する効果を持つことが考えられるし､｢経営機密情報の組合 トップへの公開｣を行っ

ている企業では､組合側が企業の内情を知 りすぎているために､雇用調整に対 して協力

的になることもあるであろう｡ このように､それぞれの発言力､経営参加を表す変数が

逆の効果をもたらせば､労使関係を類型化 して雇用調整に対する効果を分析 しても､効

果を見出すことができない可能性がある｡ したがって､ここでの分析では､それぞれの

発言力､経営参加変数の効果を個別に分析することにする｡

先にものべたように､日本の雇用調整においては､ 1期の大きな赤字または､2期連

続の赤字で解雇､希望退職も含めた大規模な雇用調整が行われることが知られているが､

労使協議での発言力や経営参加を表す変数の解雇 ･希望退職に対する影響が赤字期にど

のように変化するのかを分析するために赤字ダミー､そして､発言力 と経営参加変数と

赤字ダミーの交差項をいれて､発言力や経営参加が通常期と赤字期 との雇用調整の違い

にどのような影響を与えているのかについてみてみる｡ アンケートでは1994年から1998

年までの各年度について経常利益が赤字になったか否かをたずねている｡ 赤字が一度で

も発生 している場合に1､一度も発生していない場合に0とする変数を作成した｡

企業規模を1,000人以上 (大企業)と未満 (中小企業)で分割してプロビットモデルに
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よって推定をおこなった｡表 3-2をみてみよう｡

表 3-2 解雇の決定要因

中小企業 大企業

赤字ダミー 0.740 .1.354 0.895 1.290
(0.259)I (1.136) (0.26 2 ) (1.433)
[0.224] .lO.381] [0.216 ] [0.301]

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 -cLO61 0.206 -0.265 -0.604_
(0.131)- (0.286) (0.134)- (0.257)
[0.018] [0.058] [0.064] [0.141]

人員計画 0.209 0.046 0.223 o｣630

[0.063] ､[0.013] lO.053] [0.147]

,戦略的発言 pO.229 1.425 0.429 1.854
(0.261) ∫..(0..599) (0.290 ) . (0.820)
[0.069] [0.4Pl] [0.103 ] [0.4.32]

インフォーマルな会合 -0.127 0.2■91 -0.507_ -0.957
(0.246). (0.488) (0.2.77) (0.500)

･機密情報の公開 -0.123. -0.167 0.017 0.669
(0.264) .(0.583) (0.311) (0.630)
[0.037]: [0.047] [0.004] [0.156]

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 -0.417 0.688

*.赤字ダミー (0.328).[0.117] (0.315)[0.160]

人員計画 0.253 -0.612

*赤字ダミー (0.339)[0.071] (0.371)[0.142]

経営戦略 -1.824 -2.521

*赤字ダミー (0.683)[0.513] (0.914)[0.588]-

インフォ⊥マル 0.3.51 0.868

*赤字ダミ十 (0∴580)[0.098] (0.603 )[0.202 ]

機密情報の公開 -0.012 -0.755

*赤字ダミー (0.672)[0..003] (0.773)[0.176]

擬似的R2- 0.163 0.2.24 0..187 0.235

対数尤度 -86.12 -79.87 -68.69 -64.61

()は標準誤差｡[ ]はマージナル効果｡
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(1)式では､赤字ダミーは有意である｡ 赤字は解雇 ･希望退職の確率を引き上げる｡ ｢事

業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣がマイナスで統計的に有意になっている｡ また､｢労使 トップ

のインフォーマルな会合｣ もマイナスで有意である｡

(2)では組合の発言力に関する変数と経営参加に関する変数と赤字ダミーとの交差項を

入れてみた｡｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣がマイナスで統計的に有意になっているが､

｢人員計画｣では逆にプラスで有意である｡ ｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣と赤字ダミー

の交差項はプラスで有意である｡ ｢経営戟略-の発言｣プラスで有意だが､この変数と赤

字ダミーの交差項はマイナスで有意である｡ ｢労使 トップのインフォーマルな会合｣はマ

イナスで有意である｡

このようにみてみると､同じ労働組合の発言力 と経営参加の程度を表す変数でも項目

によって､解雇 ･希望退職に与える影響が違う｡ ｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣がマイナ

スで､この変数と赤字ダミーの交差項がプラスというのは､ 1期の大きな赤字または､

2期連続の赤字で雇用調整 という経験則を指示するような結果である｡ この項目につい

ての発言は､通常の場合には､解雇 ･希望退職を減少させているが､企業が危機的な状

況に陥った場合には､それを促進するように働いている｡ また､｢経営戟略への実行力あ

る発言｣は通常の場合には経営の合理化を促進するような働 きをしているが､赤字にな

り大規模な雇用調整が行われる場合には､それに歯止めをかけていると考えられる｡

｢労使 トップのインフォーマルな会合｣はマイナスだが､このことは､労使協議会な

どのフォーマルな場での組合の発言だけでなく､インフォーマルな場での労使のコミニュ

ケ-シヨンが解雇 ･希望退職を抑制 しているということになる｡

次に中小企業の推定結果についてみてみよう｡ (1)式では､赤字ダミーのほかには有意

な変数はない｡

(2)式では､赤字ダミーとの交差項をいれてみると､｢経営戟略に村する実行力ある発

言｣はプラスで有意だが､この変数と赤字ダミーとの交差項はマイナスで有意である｡

この点は大企業と同じである｡

このように､中小企業に関する推定結果を見れば､大企業 と比べて､組合の発言､経

営参加に関する変数については有意な変数が少なく､組合の発言や経営参加が解雇 ･希

望退職を抑制することは少なくなっている｡ また､赤字か否かで変数の効果が逆転する
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ようなことはない｡

以上のように､労働組合の労使協議制における発言力や日常の経営参加活動は､特に､

従業員1,000人以上の大企業で､解雇 ･希望退職が発生する確率を引き下げることに成功

していることが確認できた｡そして､組合の発言や経営参加の解雇 ･希望退職に与える

効果は赤字か否かで異なっている｡

(2)雇用調整をめぐる労使の交渉に対する影響

次に､雇用調整をめぐる労使の交渉に村する影響について分析 してみよう｡ アンケー

トでは､｢ここ5年間で経営側から経営再建ないし人員合理化などに関する提案があった

かどうか｣について聞いている｡ そして､｢もっとも影響の大きかった経営再建案に対 し

て､組合-の正式提案前に事前折衝や話 し合いがあった｣かどうか､そして､｢経営側の

提案に対 して独自の組合提案をした｣かどうか､そして､｢労使協議の結果､経営側の当

初の提案はどうなったか｣という質問を行っている｡

ここでは､組合の効果をもっとも表 していると考えられる｡ 労使協議の結果経営側の

提案がどのようになったのかについて分析 してみよう｡ 労使協議の結果､｢経営側の提案

が大幅に修正された｣ と ｢一部修正された｣に1､｢当初どお りに実施された｣に0をい

れた分析を行った｡｢修正された｣と ｢一部修正させた｣企業は全体の75%である｡

プロビットモデルでの推定結果をみてみよう｡ 表 3-3である｡ 大企業については､(1)

では ｢人員計画｣はプラスで有意である｡ 他の変数は有意なものはない｡

(2)では､赤字ダミーとそれぞれの交差項を入れてみた｡ 労使協議の結果､｢経営側の

提案が大幅に修正された｣かどうかについては､｢人員計画｣に関する発言がプラスで有

意であるが､この変数と赤字ダミーの交差項はマイナスで有意である｡ また､経営参加

変数では､｢労使 トップとのインフォーマルな会合｣がプラスで有意であるが､この変数

と赤字ダミーの交差項 もマイナスで有意ある｡

｢人員計画｣に関する発言は､通常の場合には経営側の提案を修正する確率を上げる

が､逆に､赤時期には修正されず経営側の提案どお りに実施 される確率を引き上げてい

る｡ また､｢労使 トップとのインフォーマルな会合｣についても同様の効果が出ている｡

組合の効果を見る上で､一番重要と考えられる経営側の提案が修正されるかどうかに対
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表 3-3･経営側の提案の修正

中小企業 大企業

~(1) (2) (1) (2)

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 d.211 0∴406 0.011 -0.100

錯 去〕 摘 ま〕 描 S∃ 圭 ……±

人員計画 -0.229 -0.818 0.■312 0.819

圭 三吉± E_描 〕 圭 …三三 E3:3.%5〕

戟略的発言 0.047 1.342 0.375 0.567

E8:ar2〕 甘 568号〕 紺 芸〕 描 昌〕

イ ㌢フォーマル_な会合 -0.083 -0.453 0.176 0.772

描 甘 描 47〕 E8:8g§〕 E8:42iE〕

機密情報の公開 0.548 0.520 0.404 -0.185

描 塁∃- 錯 引. 旧 識 E8:4.45号〕
事業所の縮小 .閉鎖 .新設 -0.092 0.047

*赤字ダミー 描 引 描 針

p金髪 捧 ミー 0.949E0...r 998.∃ -0.720E0...329.号〕

経営戟略 -1.502 -0.136

*赤字ダミー Ea:37i呂〕 紺 48〕

インフォーマル 0.531 -1.138

*赤字ダミー iI:11311± Eo.:633g〕
機密情報の公開 -0.170 0.940

ヂ赤字ダミー 圭 喜圭± ほ:書拍

擬似的R2 0.087~ 0∴258 0.084 0.152.

()は標準誤差｡[ ]はマージナル効果｡

する効果について､赤字か否かによって与える効果が異なって くるのは注目すべ き結果

である｡ つまり､組合は通常の場合には経営側の提案を修正させるが､赤字期には､経

営側の提案をそのまま認めるという確率を引き上げている｡ この結果は､通常期 と赤字
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期とで組合の行動が異なることを示唆 している｡

また､先ほどの解雇 ･希望退職に対する効果と同様に､労使協議制 というフォーマル

な形の発言だけでなく同時に ｢労使 トップとのインフォーマルな会合｣が経営側の対案

を修正することができるかどうかに影響を与えている｡

次に､中小企業についてみてみると､(1)では ｢機密情報の公開｣が有意である｡ (2)

では､｢人員計画｣がマイナスで有意である｡ 中小企業の場合には､通常期 と赤字期 とで､

変数の効果が逆転するということは確認できていない｡

このように､労使協議制での組合の発言や日常の経営参加は雇用調整に対する会社側

の提案に対 して一定の規制力を持っているといえよう｡ そして､大企業の場合には､通

常の場合には､経営側の提案の修正をせまるが､赤字が発生するなどの企業が危機的な

時期には経営側の提案をみとめるというような現実的な対応をしていると言える｡

(3)経営参加の問題点について

これまでの分析のように､労働組合の労使協議での発言や経営参加は解雇 ･希望退職

が行われる確率を低下させ､経営側の合理化提案を修正させるなど､組合員の雇用の確

保に効果を発揮 しているが､これは労使の信頼関係が強 くなるほど雇用保障がなされて

いるとも評価できる｡ しかしながら､行 き過ぎた労使の一体化は､組合の経営に村する

チェック機能を低下させる可能性がある｡ 組合の経営参加には問題点はないのだろうか｡

次に問題点について検討 してみよう｡

アンケー トでは､｢貴労組では経営方針および経営施策等についての経営参加を進める

のに伴 う問題点として､次のことについてどのようにお考えですか｣ という設問を5項

目にわたって聞いている｡ ここでは､｢経営と■組合との区別がつかなくなる｣という項目

について分析 してみよう｡ ｢そう思う｣､｢どちらかと言えばそう思う｣､｢どちらとも言え

ない｣､｢どちらかと言えばそう思わない｣､｢そうはおもわない｣の5段階できいており､

｢そう思う｣､｢どちらかと言えばそう思う｣に1を､｢どちらとも言えない｣､｢どちらか

と言えばそう思わない｣､｢そうはおもわない｣に0をつけてプロビット分析を行った｡｢そ
う思う｣､｢どちらかと言えばそう思う｣ と回答 した企業は全体の24%である｡ 表 3-4

で､推定はプロビットモデルによる推定である｡
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表 3- 4 経 営 参 加 の 問題 点

中小企業 ･大企業

事業所の縮小 .閉鎖 .新設 0.270圭 子 ≡± 0.303鋸 呂昌∃

人員計画 -0.226鋸 喜2〕 -0.126銅 43.43〕

戟略的発言 0.000描 S∃ -0.354E8:88芸〕

イ ンフォーマルな会合 0.390∴葦 闇 〕

機密情報の公開 -0.282摘 引 L 0.294旧 字昌〕

擬似的R2 0.072 0.095

()は標準誤差｡[ ]はマージナル効果｡

大企業についての推定結果をみると､｢労使 トップのインフォーマルな会合｣はプラス

で有意である｡ また､｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣もプラスで有意である｡ この結果は､

｢労使 トップのインフォーマルな会合｣ を行っている企業､組合では労使が一体化 しす

ぎ､癒着などの問題が発生する可能性が高 くなるということを示唆 している｡ また､｢事

業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣がプラスになっていると言うことは､このような項 目につい

ての発言力が高 く､経営が譲歩 して雇用を守っている企業は､その替 りに経営に村する

組合のチェックが弱 くなると言うことであろう｡

中小企業についても､｢事業所の縮小 ･閉鎖 ･新設｣はプラスで有意であるが､｢人員

計画｣はマイナスで有意 となっている｡ 大企業 と違って ｢労使 トップのインフォーマル

な会合｣は有意ではない｡

170



第 3章 労働組合の雇用調整 に対する効果

4.結果の解釈

以上､解雇 ･希望退職に村する労働組合の発言､経営参加の効果､経営側の経営再建

案に対する取 り扱い､解雇 ･希望退職の労使関係への影響について経営参加がどのよう

な影響を与えているかについて､アンケー ト調査をもとに計量分析を試みた｡分析の結

果､労働組合の発言や経営参加変数は､特に大企業において､雇用調整に対する規制の

効果を持っていたといえるが､一方では､赤字期になると､発言､経営参加変数が解雇

･希望退職の確率を上昇させていたり､会社側の提案をそのままとおす確率を上昇させ

ていた｡ 全体的に評価すれば､日本の企業別労働組合は､労使協議制における発言や日

常の経営参加 ･対策によって､従業員の雇用を守ることに成功 しているといえるが､赤

字期 という企業存続の危機感がつよまる場合には､解雇 ･希望退職をみとめ､会社側の

対案を素直に受け入れるなどの現実的な対応をしている｡ このような赤字か否かで､組

合の雇用調整に村する態度が変化するというのは､小池 (1983a)､村松 (1986)などの

示 した 1期の大きな赤字または､2期連続の赤字で解雇 ･希望退職を含めた大規模な雇

用調整がおこなわれるという経験則､また､駿河 (1997)､小牧 (1998)､野田 (2000)

などの示したこの経験則にもとづ く赤字調整モデルによる結果と整合的である｡

小池 (1983b)の示す ｢ホワイトカラー組合モデル｣では､日本の企業は従業員が企莱

内に人的な資産を蓄積 してステークホルダーとなってお り､企業の盛衰がみずからの身

分保障に深 く関わりがあるために､企業の経営参加が活発に行われることになっている

が､この章での分析結果は､これらの考え方を指示 しているようである｡

このように､労働組合の発言や経営参加が従業員の雇用保障にプラスの効果を持って

いるから言って手放 しで評価するわけにはいかない｡組合の労使協議制での発言や経営

参加が労使の信頼関係を強化するのは良いが､行 き過ぎた労使の一体化は経営に村する

組合のチェック機能を弱める効果があると考えられる｡ ｢労使 トップのインフォーマルな

会合｣は解雇 ･希望退職の可能性を引き下げ､また､会社側の提案を修正する確率を通

常期に引き上げ､赤字期に引き下げるというような効果があったが､一方で､｢経営 と組

合の区別｣をあいまいにする効果 も持っている｡ このようなインフォーマルな関係が行

き過ぎれば､労使の癒着が生まれると言うことであろう｡
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赤字か否かで､組合の行動が変わることは､企業の存続に関わるような場合には､組

合側 も物分か りが良 くなっていることを表 している｡ 日本の企業は従業員が企業内に人

的な資産を蓄積 してステークホルダーとなってあ り､企業の盛衰がみずからの身分保障

に深 く関わ りがあるために､このような現実的な行動をとるものと考えられるが､この

ような行動は､組合員の雇用保障を実現 し､従業員の企業経営に村するコミットメント

を強化するというプラスの効果をもつが､そのことが ｢経営 と組合との区別｣をあいま

いにし､労使の行 き過ぎた一体化､癒着を生み出す可能性があると言える｡

5.まとめに代えて

この章では､労働組合の発言や経営参加が解雇 ･希望退職などにどのような効果を与

えているのかをアンケー ト調査をもとに分析 してきた｡また､同時に経営参加の問題点

についても触れてきた｡ 組合の発言や経営参加は組合員の雇用を保障する効果を持って

いた｡組合効果の数量分析のサーベイのところでも述べたが､日本の企業別組合は長期

雇用や企業特殊的な熟練の形成を支える重要な制度的要因であった｡組合員の雇用保障

をすることは組合､組合員の企業へのコミットメントを強化 し､長期にわたる技能形成

を支えるために必要不可欠だったと言えるが､その一方で､経営 と組合の区別をあいま

いにし､行 き過ぎた一体化をもたらす可能性 もある｡ 日本的な雇用システムの変貌が不

可欠であれば､それを支える制度的な要因であった企業別組合のあり方も再検討なされ

るべきであろう｡
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第 4章 産業別組織 の機能
一連合結成時との比較を中心に-

1.はじめに

本章では､.連合に加盟する42の産業別組織の組織構造 と機能を､1989年 3月に全日本

民間労働組合連合会が行った ｢産業別組織の機能の現状調査｣結果 と比較 しつつ､明ら

かにしていく｡

全 日本民間労働組合連合会が結成された1987年11月のおよそ 1年半後､また官民統一

し日本労働組合総連合会が結成される1989年11月の半年前に､連合は48の加盟産業別組

織の組織と機能に関するおおがか りな調査を実施 しだ 1｡ その成果は全 日本民間労働組合

連合会 (1989)としてまとめられたが､そこで明らかにされた事実は次のようなことで

あった｡

第一に､産業別組織は､組織範囲､労働市場占有率および組織人員によって､五つの

類型に分類することができる｡ 組織範囲に関しては､産業別中分類の産業を組織範囲と

する中産別主義と産業大分類の産業を組織範囲とする大産別主義､および特に組織範囲

を定めない一般主義の三つに分けることができる｡ 五つの類型のうち三つは中産別主義

をとるが､それらをさらに分類すると､組織範囲とする労働市場の占有率が高 く､また

組織人員も10万人を越えるタイプ (Aタイプを名付けた)､労働市場の占有率は高いが組

織人員が10万人を下回るタイプ (Bタイプ)､労働市場の占有率の低いタイプ (Cタイプ)

がある｡ 大産別主義をとるタイプ (大産別タイプ)は組織人員10万人を越え､組合員数

でみると大企業組合と中小企業組合の比重が同程度であり､また産業中分類､小分類を

範囲として､高い労働市場占有率を持っている｡ 最後は､一般主義をとるタイプ (一般

タイプ)で､組織人員は10万人前後で､圧倒的に中小企業組合の比重が高い｡

第二に､五つのタイプによって執行部体制､組織構造が異なっている｡Aタイプは在

籍専従を中心に専従役職員が多 く､執行部体制 も整ってお り､さらに多 くの中小組合を

抱えているため地方組織にも専従がおかれ､闘争指導などを行っている｡ BタイプはA

タイプに比べ､専従役職員 もあまり多 くなく､半数は本部 と単組中心の組織運営 を行っ
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ているとみられる｡ Cタイプはさらに本部執行部の専従役職員は少なく､一定の役割を

担えるほどの地方組織､業種別組織をもつ組織は少ない｡大産別タイプはAタイプと同

じく本部執行部に専従役職員が多 く､とりわけ企業籍をもたないプロの比重が高 く､地

方組織 もかなり充実するとともに､業種別組織 もある程度整備されている｡ 一般 タイプ

はなによりも充実 した地方組織が目立っている｡

第三に､より重要なことに､産業別統一闘争､労働条件の最低規制､組織拡大､合理

化対策と産業政策､犠牲者救済制度 と組織共済制度のいずれにおいても､機能が充実 し

ている産業別組織が多いのは､大産別タイプとAタイプであり､ついで一般タイプであっ

た｡これら三つの類型に比べると､Bタイプ､Cタイプの産業別組織はかなり見劣 りが

する｡

第四に､ したがって､産業別組織の機能を充実させるための前提条件は､労働市場に

おけるシェアを高めること､そしてより多 くの組織人員を抱えることである｡ もちろん､

各タイプにおいても機能にバラツキがあり､こうした前提条件以外にも､組織の歴史､

競合組織の有無､リーダーシップの違いもまた同様に重要であると考えられる｡

ところで､連合は1992年11月第10回中央委員会において組織方針 ｢明日にむけて｣を

定めたが､その中で､産業別組織の役割 とその強化の方向についても触れている (日本

労働組合総連合会 1993:9-15､26-27)｡その主張は､必ずしも明確に整理されてい

るとはいいがたいが､本研究からみると､次の諸点が重要である｡

第一に､未組織労働者の組織化､産業別組織未加盟単組の結集､産業別組織の大同結

集 ･統合などにより､組織規模の拡大をはかることがまず指摘されている｡

第二に､労働条件の向上をはかるために､産業別組織が自らの責任において統一闘争

･行動を組織することがあげられている｡

第三に､さらに､産業別組織 として､労働条件の最低規制を設定 し､その引き上げに

取 り組むとともに､産業政策に関しては､政策を確立 し､行政機関､経営者団体などと

の話 し合いを行うことなどもまた強調されている｡

第四に､組織拡大や統一闘争､産業政策活動などを強化するため､中央本部体制の強

化､地方組織および業種別組織の設置と充実が､特に人 (企業籍をもたないプロの役職

員を含め)の面から指摘されている｡
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こうした方針は､もちろん､明示されているわけではないが､先の調査結果からいえ

ば､Aタイプそして大産別タイプの産業別組織を目標 とするものだと考えることができ

る｡

本章の課題は､およそ10年ほど前に明らかにされた以上の諸事実､および連合自らが

機関決定 した組織方針と比較 しつつ､次の二つの視角から､産業別組織の現状を解明す

ることである｡

第一に､個々の産業別組織が､およそ10年前と比べて､いかに自らを変革 していった

のか､組織方針 ｢明日に向けて｣をいかに自らが採 り入れようとしていったのかである｡

第二に､発見された三つの指標､すなわち､組織範囲､労働市場の占有率､組織規模

がいまでもまだ､産業別組織の機能の充実度を説明しうるのかどうかである｡ 前者の視

角がいわば､個々の組織の時系列的分析であるとすれば､後者のそれは横断的分析であ

るといってよい｡

本章では､まず､この10年間に生 じた組織の変化一組織統合､組織規模の変化-を明

らかにし､ついで､各産業別組織の組織構造を明らかにし､本部体制と財政を検討する｡

その後､産業別統一闘争 と最低規制､組織拡大活動､雇用 ･合理化対策､産業政策､政

治活動､国際活動をみていく｡ 最後に､兄いだされた諸点を要約する｡

分析の対象 とする組織は42組織であり､その一覧は表4-1に組織人貞とともに掲げ

てある｡なお､42組織中7組織 (*印の組織)は1989年調査では対象となっていないた

め､時系列的分析からは除外される｡
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表4- 1 調査対象産業別組織

組織名 組織人員 組織名 組織人員

自動車総連 773,551 全国二般 47,994--

電機連合 664,833 全 自 交 労 連* 46,000

ゼンセン同盟 602,418 損保労連* 44,924

JAM 465,960 レシやヤー..サーヒ寸ス連合 40,000

生保労連 350,660 海員組合 40,000

情報労連 27-3,433 全銀連合 36,422

電力総連 251,429 チ土-ン労協 ･33,986

CSG連合 201,339 全国ガス 3-0;154

私鉄総連 160,368 航空連合 28,354

鉄鋼労連 156,136 セラミックス連合 26,539′

商業労連 122,310 印刷労連* 24,245

造船重機労連 118,451 非鉄連合 23,000

化学 リーグ21 100,414-食品労協* 18,85°9

交通労連 80,673 -NHK■労連*. 12,069

JR連合* 81,700 建設連合 ll,022-

JR総連* 65,933 野化学 8,400

化学総連 65,429 全国セメント 5,649

日建協 61,500 繊推生活労連 3,000

ゴム連合 5㌧640 全造船機械 2̀,088

港)*印の産業別組織については､時系列的分析を行わない｡
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2.組織統合と組織規模

ここでは､組織上どのような変化がこの間に生 じたのかを明らかにする｡ まず､連合

の組織方針 ｢明日にむけて｣でも掲げられていた産業別組織の統合､結集にふれ､次に､

組織人員の変化を個々に明らかにする｡

(1)組織統合

日本労働組合総連合会が結成された1989年11月以降､組織統合あるいは産別未加盟組

合を中心に新結成された組織は､調査対象42組織中､実に､11組織､20%強にのぼる｡

これに日本労働組合総連合会結成直前に結成された印刷労連を加えると12組織､全組織

の30%弱となる*2｡

年代順にみると､1989年 8月に印刷労連が凸版印刷労組､コクヨ労組､共同印刷労級

など大手印刷労組中心に新たに結成され*3､ついで12月には味の素労組､日清製粉労組､

サントリー労組など大手食品労組により食品労協が結成されだ 4 (連合への正式加盟は95

年10月)｡翌90年 1月には建設同盟と建職組 (建設省職員組合)が統合 して建設連合とな

り*5､､91年11月には食品労連､仝食品同盟､仝たばこが統合 して食品連合が発足 しだ 6｡

ゴム労連とブリジス トン労組が合併 してゴム連合を結成 したのは92年10月である'7｡同時

期に､ホテル労連､観光労連､列車食堂事業関係の日本食堂労働組合などが レジャー ･

サービス連合を結成している*S｡

以上､80年代末から90年代はじめにかけて､印刷労連､食品労協､建設連合､食品連

今､ゴム連合､レジャー ･サービス連合の6組織が新たに発足 した｡

90年代後半にはいると大型の組織統合も進むようになる｡ まず1996年 8月に非鉄金属

労連､資源労連､三井金属労連が合併 して非鉄連合が生まれ*9､9月には長期間分裂 して

いた電力総連と全電力が統一した (名称は電力総連)*10｡ 同じく10月には全化同盟 と一般

同盟が統合 してCSG連合 (日本化学 ･サービス ･一般労連)が発足 しだ 日｡ 1998年10月

には合化労連､全国化学が統合 して､化学リーグ21(日本化学産業労働組合連盟)を結

成し*12､翌99年 9月には仝金連合と金属機械によってJAM (JapaneseAssociationof

MetalMachineryandManufacturingWorkers)が誕生 しだ 13｡ さらに10月には航空同盟
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と全日空グループ労働組合協議会が統合 し､航空連合が新たに結成されだ 14｡

こうして90年代後半にも､非鉄連合､電力総連､CSG連合､化学リーグ21､JAM､

航空連合という6組織が組織統合によって生まれたのである｡

さらに､2001年には､商業労連､チェーン労協､百貨店 7労組の統合が予定され (冒

本サービス流通労働組合連合)*15､レジャー ･サービス連合を軸として､連合傘下の他産

別 (CSG連合､商業労連)加盟のホテル労組および独立のホテル労組を加えた新たな

レジャー ･サービス関係の産業別組織の結成も予定されている*川｡それ以外にも鉄鋼労連､

造船重機労連､非鉄連合が統合の協議をはじめ､ゼンセン同盟 とCSG連合 も組織統合

に向けて動 き出し､さらに私鉄総連､運輸労連､交通労連､全自交労連の4産別統合 も

検討されはじめている*17｡

こうしてみると､連合の掲げた組織方針 ｢明日に向けて｣に定められた ｢産業別組織

未加盟単組の結集､産業別組織の大同結集 ･統合｣が着実に進んでいることがわかる｡

次にこの10年間における各組織の規模の変化をみてみよう｡

(2)組織規模

表 4-2は､表 4-1にある組織人員数をつかって､規模別に組織数を集計 したもの

である｡ これによると､前回に比べ､10-20万人規模の組織がやや減っていること､前

回と同様に半数を越える28組織が組織規模10万人を下回っていること､また同じく前回

と同様に50万人を越える組織はわずかに3組織 しかないことがわかる｡

表4-2 組織人員規模

19g9年 2000年

計 48 42
50万人以上 3 3
20-50万人未満 5 5
10-20万人未満 10 6
5-10万人未満 5 6
1-5万人未満 16 17
1万人未満 8 5
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次に個々の産業別組織の変化をみてみよう｡ 表 4-3は､前回調査時と比較 したとき

の組織人員数の変化率をみたものである｡ なお､組織統合 した場合は､前回調査時点に

おける各産業別組織の組合員数を合算 したものと比較している｡

表 4-3 組織人員の変化

組織人貞増加 自動車総連 (6.6) ゼンセン同盟(15.7) *電力総連 (10.2) 商業労連 (13.1) 10組織

5%以上増 損保労連(31.7) 全国ガス (14.4) *航空連合 (13.6) セラミックス連合 (29.6)

*印刷労連 (16.6) *食品労協 (38.7)

組織人員停滞 電機連合 (-3.4) *JAM (2.4) *CSG連合 (-3.1) 私鉄総連 (-1.8) 7.組織±5% 造船重機労連 (-0.1) *非鉄連合 (-2.8) 日建協 (2.6)

組織人員減少 生保労連 (-9.3) 情報労連 (-8.7) 鉄鋼労連 (-16.9) *食品連合 (-ll.9) 23組織

5%以上減 *化学リザ 21(-28.1) 交通労連 (-22.8) 化学総連 (-19.3) *ゴム連合 (-1.3.3_)
紙パ連合 (-7.3) 全国一般 (-40.1) 全自交労連(-18.0) *レジ十.サゼ ス連合(-20.1)

海員組合 (-64.3), チll-ン労協(-9.5) 全銀連合 (-17._4) 石油労連 (-29.9)

NHK労連 (-13.0) *建設連合 (-21.9) 新化学 (-9.2) 全国セメント (-48.3)
繊維生活労連(-51.2) 全造船機械 (-39.8) 全炭鉱 (-73.1)

その他 - JR連合 JR総連 2組織

注)変化率の算出は原則として､前回および今回の調査票に記入された組織人員数によった｡ただし､

1989年時点の組織人員数がわからない組織については､以下の方法で組織人員数を算出し､それと今

回の組織人員数を比較することで変化率を算出した｡*印は組織統合 した組織である｡

1)労働大臣官房政策調査部 『平成元年 労働組合基礎調査報告』の単一組合ベースの組合員数をもっ

て､1989年時点での組織人員数としたものは､損保労連､全自交労連､NHK労連である｡

2)食品連合に組織統合する以前の仝たばこ､同じく化学 リーグ21に統合する以前の全国化学､全日塗

については､同上 『平成元年 労働組合基礎調査報告』の単一組合ベースの組合員数を算出し､それ

ぞれ前回調査の食品労連+全食品同盟の組織人員数､および合化労連の組織人員数に合算 した｡

3)レジャー ･サービス連合､印刷労連､食品労協の1989年時点での組織人員数は､労働省編 『資料 労

働運動史 平成元年』の附録 2 全国主要労働組合名簿にある組合員数 (当該組合の発表する数値)

とした｡

4)建設連合に組織統合する以前の建職組については同上 『資料 労働運動史 平成元年』の附録 2にあ

る組合員数3,100人を､前回調査の建設同盟の組織人員数に加えた｡

5)航空連合に関しては､前回調査の航空同盟の組合員数に､日本労働研究機構 (1996)にある航空労働

界組織図 (p.7)のANA労組 (9,119人)､AN｡A整備労組 (461人)-いずれも1994年現在の数値で

あるが-を加えて算出した｡

6)ゴム連合､非鉄連合については､前回調査のゴム労連および非鉄金属労連の組合員数に､次の方法で

推定 した1989年時点のブリジス トン労組および三井金属労連の組合員数をそれぞれ加えた｡まず 『会

185



社四季報 1989年 2集 春季号』(東洋経済新報社)･から従業員数 (管理職､パー トなども含む)を

取 り (ブリジス トンが15,889人､三井金属が3,290人)､それに労働大臣官房政策調査部 『昭和63年

労働組合実態調査報告』を用いて企業規模別の企業内組織率を5000人以上で75.11%､1000-4999人

で75.28%と推計 し､それぞれ従業員数に乗 じて､組合員数を計算 した｡企業内組織率は50-69%な

どのようにカテゴリー変数として与えられているため､各カテゴリーの中位値にカテゴリー別の組合

比率を乗 じ､それを合計 したものを推計企業内組織率とした｡なお､｢JIL労働記事データ｣で検

索すると､組織統合時におけるブリジス トン労組の組合員は約15,000人 (原資料は週刊労働ニュース

(1992年11月2日)､三井金属労連は約3,500人 (原資科は週刊労働ニュース (1996年 9月2日))で

あ り､1989年の推計値の方が低 くなっている｡ したがって､ゴム連合､非鉄連合の変化率はややプラ

スの方向に偏っている可能性がある｡

この表によると､1989年当時より5%以上組織人員を減らした組織が23組織 と過半を

占める｡ 生保労連､情報労連､鉄鋼労連など大規模な組織 も大きく組合員を減 らしてい

る｡ また､海員組合のように11万2,000人から4万人へ (64.3%減)と大幅に組合員数が

減った組織 もい くつか存在する｡ 他方､前回より5%以上組織人員を増や した組織 も10

組織存在する｡ なかでも自動車総連､ゼンセン同盟など50万人以上の組合員を抱え､も

ともと規模の大 きかった組織が､さらに一定程度､組織人員を増やしていることは注目

してよい｡20万人以上の電力総連 も5%以上組織人員を増やしている｡ 最後に､あまり

組織人員数に変化のない組織 も7組織存在 している｡

次に組織統合を行った産業別組織の組織人員の変化をみてみると､電力総連､航空連

合､印刷労連､食品労協など1989年当時より組合員数が 5%以上のびている組織 も4つ

あるが､ JAM､CSG連合､非鉄連合のように停滞 している組織が 3つ､逆に5%以

上減っている組織が食品連合､化学リーグ21､ゴム連合､レジャー ･サービス連合､建

設連合の5つある｡

これら組織統合をした産業別組織の中で､組合員の伸びている組織は電力総連 (251,429

人)を除けば､2万人前後の組織である｡ これに対 して､JAM､CSG連合のような40

万人規模､20万人規模の組織で組織人員が停滞 し､あるいは化学リーグ21のような10万

人規模の組織で組合員数が大きく減っていることに注目すべ きであろう｡ こうしてみる

と､組織統合は特に小規模な産業別組織の組織拡大を促す契機 となることもあったが､

多 くの場合､組織人員が停滞ぎみ､あるいは大 きく減少 した産業別組織が､交渉力､闘

186



第 4章 産業別組織の機能

争力など組合としての力の低下を防ぎ､それを推持､向上させるために選んだ途である

ように思える｡ その意味では､組織方針 ｢明日に向けて｣にこめられていると思われる､

組織統合により力を充実するという積極的な方針による組織統合とはやや異なっている

ようにみえる｡

(3)まとめ

およそ10年間で､12の新たな産業別組織が結成され､また､今後 もさらなる結集､統

合が予定されてお り､連合組織方針 ｢明日に向けて｣で定められた ｢産業別組織未加盟

単組の結集､産業別組織の大同結集 ･統合｣が着実に進んでいる｡ だが､大同結集 ･統

合と､組合員数の変化との結びつきはそう単純ではない｡

連合加盟の産業別組織は50万人を越える組織がわずか 3つであ り､他方､10万人を下

回る組織が過半を占めるという特徴は､この約10年間に大きく変わっているというわけ

ではないが､他方､10-20万人という中規模の組織が減っている｡ これを個々の組織ご

とにみてみると､組合員数を5%以上減少させた産業別組織が23組織 と過半を占め､こ

の中には比較的大規模の組織 も含まれる｡ 他方､50万人をこえる2つの産業別組織がこ

れらの組織とは異なり､5%以上組合員を増やしていることは注目してよい｡

組織統合と規模の変化に着目すると､比較的小規模な組織ではそれを契機に規模を拡

大 しているところもみられるが､多 くは､もともと組合員数が伸び悩み､あるいは減少

した組織が統合によって､その力を維持､向上させようとしているように考えられる｡

3.組織構造

本節では､まず構成を概観 したのち､組織方針と諸類型､地方組織､業種別組織を明

らかにする｡

(1)構成

ここでは加盟単位､臨時 ･パー トタイム労働者の加盟状況､準加盟 ･オブザーバー加

盟の状況をみる｡
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① 加盟単位

表 4-4は産業別組織の加盟単位をみたものである｡ 前回と同様､企業別組合を加

盟単位 とする組織が39でもっとも多いが､グループ労連を加盟単位 とする組織が19と

約半数に及んでいる｡ 新たにグループ労連を加盟単位 とした組織は､情報労連､CS
G連合､造船重機労連､食品連合､航空連合､全造船機械の6組織である｡ これに対

して､企業連を加盟単位 とする組織は前回に比べて大 きく減った｡これは組織する企

業の事業多角化に伴い､企業連 とグループ労連 との区別があいまいになってきている

ことを反映 していると思われる｡

表 4-4 加盟単位 (複数回答)

1989年 2000年
計 48. 42
個人 7 10
事業所別組合 16 ll
企業別組合 42 39
企業連 16 8
グループ労連 ll 19
地域別組合 4 4
事業所組合 .企業別組合の地域別連合体 13 5̀

② 臨時 ･パー トタイム労働者の加盟状況

表 4-5によると､組合員に臨時 ･パー トタイム労働者がいる産業別組織は16組

織であ り､前回調査 に比べてやや多い｡16組織は表 4-6に掲げている｡ 各産業別

組織に関 して､前回調査 と比較すると､交通労連､ゴム連合､全炭鉱の 3組織が ｢加

盟なし｣から ｢加盟あ り｣ に変わ り､繊維生活労連が逆に ｢加盟あ り｣から ｢加盟

なし｣に変わっている｡

表 4-5 臨時 ･パー トタイム労働者の加盟状況

1989年 2000年

臨時 .パー ト労働者が加盟 している 13 16
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さらに､表 4-6によって､臨時 ･パー ト労働者の比率 とその変化をみてみよう｡

これによると､商業労連が絶対的にも相対的にも臨時 ･パー トタイム労働者の組合

員数を大 きく増や していること､ゼンセン同盟 もまた3万人近 くの水準 を維持 して

いることがわかる｡ これら2組織に次いで､情報労連､全国一般 もまた絶対的､相

対的に臨時 ･パー トタイム労働者の組合員を増や している｡ だが､目立つのはこれ

ら4組織だけであって､残 りの12組織はさほどの成果をあげていないか､あるいは

不明であ り､この10年間にこの分野での組織化にめざましい成果を残 したとはいい

がたい｡

表 4-6 臨時 ･パー トタイム労働者の組合員数と比率

･組 織 名 1989年 '2000*
組合員数 比率 組合員数 比率

電機連合 6-,000 0.87% 3,688 0.55%

情報労連 2,590 0.87% 7,764 2.84%

商業労連 15,005 13.88% 29,710 24.29%

JR連合 - - 870 1.06%

全国⊥般 5,000 6.240jo 8,329 17.35%

レジャー .サーゼス連合 1) 1̀,837 3-.69% 1,000 2.46%

海員組合 1,100 0.98%. 95 0.24%

NHK労連 - 323 2.68%

全炭鉱 な し 45 5.42%

JAM 不明 不明

CSG連合 不明 不明

化学 リーグ21連合 不明 不明

交通労連 な し 不明

JR経連 - 不町

ゴム連合 なし 不明

1)レジャー ･サービス連合の1989年時点の臨時 ･パー ト組合員数はホテル労連の数値であ り､

比率はホテル労連+観光労連+食堂車関係労組の組合員数50,007名で除 したものである｡
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次 に､臨時 ･パー トタイム労働者の権利義務 をみてみよう｡ 表 4-7によれば､

組合費水準が通常の組合員 と同額あるいは同率が 4組織 と､前回に比べ増えている

が､この 4組織は電機連合､交通労連､全国一般､全炭鉱であ り､電機連合 と全国

一般は前回と同 じであ り､交通労連､全炭鉱は今回はじめて ｢加盟あ り｣ とした組

織である｡ 交付金の支給はゼ ンセン同盟 と情報労連であ り､ゼ ンセン同盟は前回と

同様､情報労連は低額 ･低率から交付金支給- と変わった｡ また前回､交付金を支

給 していた商業労連は低額 ･低率に切 り替えている｡

権利 については､制限があるとした組織は全体で 5組織 と前回から増えている｡

その内訳 は､CSG連合､ JR連合､全国一般､ レジャー ･サービス連合､海員組

合である｡ このうち前回と同様､権利義務 に制限を課 しているのは､レジャー ･サー

ビス連合 (前回はホテル労連)､海員組合であ り､前回は同等の権利であったのが､

制限を課す ようになったのは全国一般であ り､CSG逮合 (前回は一般同盟)は前

回不明､ JR連合は前回はなしである｡

表 4-7 臨時 ･パー トタイム労働者の権利義務

1989年 2000年

計 13 16.

<会費水準> 2 4通常の組合員 と同額あるいは同率

同額 .同率だが臨時 .パー ト組合員数に応 じ交付金を支給 2 2.

通常の組合員 より低額あるいは低率 7 6
その他 1 1

不明 19 37
<権利 >

通常の組合員 と同等の権利

権利 に制限がある 2 5

その他 1 0.
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③ 準加盟 ･オブザーバー加盟の状況

表 4-8によれば､準加盟､オブザーバー加盟を認めている組織は29組織 と過半

数を占める｡ この数字 自体は前回の25組織 より増えている｡ 29組織のうち､前回調

査対象 とはならずに今回 ｢認めている｣ と回答 した組織は 5組織であ り､ したがっ

て､準加盟 ･オブ加盟 を認めた産業別組織が全体で増えたとは単純 にはいえない｡

24組織のうち､前回同様､｢認めている｣ とした組織は､電機連合､生保労連､

情報労連､CSG逮合 (一般同盟､全化同盟 ともに認めていた)､私鉄総連､鉄鋼

労連､造船重機労連､商業労連など大手組合を中心 に16組織､前回 ｢認めていない

が､将来認めることを考えている｣ と回答 した組織で､今回 ｢認めている｣ とした

組織は､全国一般､全国ガスの 2組織である｡

残 りの 6組織は新たに統合 した組織で､前回は準加盟 ･オブ加盟 を認めない､あ

るいは不明な組織があったのだが､統合後はそれを認めるようになった組織である｡

JAMは前回､仝金連合が可､全国金属が否であったのが､統合後は準加盟 ･オブ

加盟 を認めるようにな り､ レジャー ･サービス連合は前回､ホテル労連は可であっ

たが､観光労連は不明だったのだが､統合後は準加盟 ･オブ加盟を認めている｡ 化

学 リーグ21は前回､合化労連が否､全国化学､全 日塗が不明であったのが､今回で

は認めるようになっている｡ 航空連合は前回､航空同盟が可であったが､全 日空グ

ループ労協が不明であったが､今回は可になっている｡ 非鉄連合は前回､非鉄金属

労連が将来認める､資源労連が認めているであったが､統合後は準加盟 ･オブ加盟

を認めるようになった｡ 建設連合は前回､建設同盟が将来認める､建職組が不明だっ

たのが､今回は認めるようになっている｡ 統合 した組織は､総 じて､準加盟 ･オブ

加盟を認める方向に変わった｡

表 4-8 準加盟 ･オブザ-バー加盟の状況

計 48 42

準加盟 .オブを認めている 25 29

平均組織数 5.5 ~6.7

平均人員数 4,573 6.,763

将来認めることを考えている 10 . 5
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準加盟 ･オブ加盟を将来認めることを考えている組織は5組織 と､前回の10組織

に比べて少ない｡このうち印刷労連､NHK労連の2組織は前回調査村象になって

いない｡残 りの電力総連は前回準加盟 ･オブ加盟を認めないから､将来､認めると

いう方向へかわ り､食品連合 も前回､食品労連が否､仝食品同盟が将来だったのが､

統合 して将来認める方向へ と統一 された｡ 残 りのセラミックス連合だけは､今回も

前回と同様､将来認めることを考えていると回答 した｡

これらに対 して準加盟 ･オブ加盟 を認めていない組織は8つであ り､前回の13よ

り少ない｡この 8組織のうち6組織は前回も準加盟 ･オブ加盟を認めていない｡ 自

動車総連､ゼンセン同盟､石油労連､新化学､全国セメント､全炭鉱である｡ 残 り

の 2組織のうちゴム連合は前回は準加盟 ･オブザーバー加盟を認めていたが､今回

は認めないに変わ り､繊維生活労連は前回は､将来認めることを考えるだったのが､

今回は認めないに変わった｡

現在､準加盟 ･オブザーバー加盟 を認めている29組織の平均的な準加盟 ･オブ加

盟組合数 (実際に､準加盟 ･オブ加盟のない 5組織 を母数に含めている)は､6.7

組織､平均組合員数は6,763人とな り､前回の5.5組織､4,573人よりやや増えてい

る｡ ちなみに､前回の調査対象にな く､かつ､直後に述べるように準加盟 ･オブ加

盟の組合数､組合員数 とも多いJR連合､∫R総連を除いて平均値を計算すると､

5.4組合､6,291人 とな り､前回の平均 より人数でみて増えている｡

特に多いのは､電機連合 (13組合､91,106人)､商業労連 (19組合､54,751人)､

∫R連合 (44組合､12,000人)､ ∫R総連 (3組合､14,245人)､全銀連合 (10組

合､10,123人)の5組織である｡ 電機連合､商業労連､全銀連合は前回で も15,147

人､38,908人､14,409人と多 く､前回と比 して､電機連合､商業労連が準加盟 ･オ

ブ加盟の組合数､組合員数を大 きく増や していることがわかる｡ 残 りの24組織は､

準加盟 ･オブ加盟 を認めていても実際には加盟組合のいない5組織をは じめ､多 く

て2,000人で､1,000人未満が大多数である｡ 前回調査で多かった鉄鋼労連 (前回

68組合､42,000人)は今回は16組合､2,150人 と激減 している｡ これが正式加盟に

変更の結果なのかどうかはこの調査の限 りではわからない｡

次に準加盟 ･オブ加盟組織の権利義務 を表 4-9でみると､準加盟組合の会費水
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準は低 くかつ一律で､議決権､選挙権､被選挙権は認めないというのが平均的な像

であることがわかる｡ その傾向は前回と比べてさほど大 きく変わっているわけでは

ない｡ただ､会費水準で ｢低 くかつ一律｣が10組織から16組織- と増えている｡

表 4-9 準加盟 ･オブ加盟組織の権利義務

1ー989年 2000年

計 25 29

<会費永準>同等の会衰水準 2 0
低 くかつ一律 10 16

低い.が一律でない 7 7
その他/不明 6 6

まったく認めていない ･.22 23
制限を課 している 1 3
不明 1 2

まったく認めていない 22 23
制限を課 している 1 1
不明 1 2

<被選挙権>同等の権利 1 2
まったく認めていない 22 23
制限を課 している 1 2

注)会費 ｢その他｣に関 しては､1989年時では ｢会費をとっていない｣が 1組織､不明 ･検討中が

5組織である｡ なお､全 日本民間労働組合連合会 (1989)の表 4-8 (p.16)の準加盟 ･オブ加

盟組合の会費水準に関する数値は誤っている｡
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④ まとめ

企業別組合を加盟単位 とする産業別組織が39と最 も多 く､産業別組織が企業別組

合の産業別連合体であるという性格は変わっていない｡ただ加盟単位 を企業連 とす

る組織が減 り､グループ労連を加盟単位 とする組織が19となっている｡

臨時 ･パー トタイム労働者が加盟 している産業別組織は16であ り､新たに加盟あ

り- と変わった組織が 3つ､逆に加盟なしになった組織が 1つである｡ 臨時 ･パー

トタイム労働者の組織化が目立つのは商業労連､ゼ ンセン同盟であ り､ついで情報

労連､全国一般 も伸びている｡ だが､他の12組織はこの10年間にめざましい成果を

あげたとはいいがたい｡

準加盟 ･オブ加盟を認める組織は29組織 と過半数 を占め､その割合は､前回とそ

れほど大 きく変わってはいるわけではないが､個々の組織 をみれば､否-可､将来

-可､可-否 と変化 している組織 も若干存在する｡ ただ､組織統合 した組織は､比

較的準加盟 ･オブ加盟 を認める方向への変化が多 くみられる｡ また､準加盟 ･オブ

加盟の組合数､組合員数は前回と比べ多 くなってお り､特 に電機連合､ついで商業

労連の増加が著 しい｡ これに対 して､鉄鋼労連が大 きく減 らしている｡

(2)組織方針 と諸類型

ここでは産業別組織の組織方針､組織範囲を明 らかにし､それに基づいて類型化 を

試み､類型ごとの規模別構成の特徴 を明らかにす る｡

(D 組織方針

表 4-10 組織方針

1989年 2000年

計 48, 42
中産別主義 41 30
大産別主義 4 3
複合産別主義 1 _5
一般組合主義 2 4
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表 4-10で産業別組織の組織方針をみてみると､42組織のなかで､中産別主義を

とる組織が30と最 も多 く､日本の産業別組織の多 くが中産別主義をとっているとい

う点は現時点においても大 きな変化はない｡

複合産別主義が前回の 1組織から5組織- と増えている｡ 前回､複合産別主義を

自称 していた組織はゼンセン同盟だけであったが､今回は､CSG連合､私鉄総連､

鉄鋼労連､交通労連が加わった｡一般同盟 と全化同盟が統合 したCSG連合が複合

産別主義を唱えるのはわかるが､私鉄総連 と鉄鋼労連の 2組織は中産別主義からの

脱皮をはかるために複合産別主義を採用 したと考えた方がよい｡実態 としては､依

然 として､中産別主義の組織だとみられる｡交通労連は前回､大産別主義 と回答 し

ていたが､今回は複合産別主義 と回答 している｡ もっとも実際に組織範囲としてい

る産業には前回と大 きな違いがあるわけではなく､大産別主義 といった方がよいと

思われるが､運輸産業全体を組織範囲とする組織からの脱皮をはかろうとしている

ことの表れかもしれない｡

大産別主義は前回の4組織から1組織減って､3組織 となっている｡ ここに含 ま

れるのは､ JAM､建設連合､繊維生活労連である｡ 前回､大産別主義 と答えた仝

金連合 と全国金属は合併 してJAMとな り､全化同盟 もまた一般同盟 と合併 してC

SG連合になって複合産別主義を採 り､交通労連 もまた前述のように複合産別主義

に変わった｡ 建設連合は建設業 と公務部門 (建設省)の労働組合から構成 される産

業別組織であ り､どちらかといえば中産別主義あるいは複合産別主義 といってよい

のかもしれない｡繊椎生活労連は前回は繊推労連 として中産別主義をとっていたが､

今回は大産別主義 と回答 している｡ 実際､繊椎生活労連は繊推関係ばか りでな く､

石油製品 ･石炭製品製造業､プラスチック製造業､さらにスーパーなども組織範囲

としているが､実態 としては中産別主義あるいは一般組合主義に近いのではないか｡

一般組合主義は前回の 2組織から4組織に増えた｡ うちわけは､JR総連､全国

一般､新化学､全炭鉱である｡ 前回､一般組合主義をとっていた一般同盟は全化同

盟 と合併 してCSG連合になったのは前述 したとお りである｡ JR総連は鉄道業の

ほか､港湾関係､旅行業､通信業 も組織範囲としているが､主力はJRの労働組合

であることから､ここではあえて中産別主義に分類 した｡ 新化学､全炭鉱 もまた組
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織範囲か らみると､一般組合主義 というより中産別主義に近いと思われる｡ この 3

組織が一般組合主義 と回答 したのはいずれも､今後の方針 として一般労働組合をめ

ざそうとしていることの現れだとみえる｡

こうしてみると､日本の産業別組合はいまだ､中産別主義 をとる組合が 7割程度

と多 くを占めるが､この10年間にい くつかの変化の芽がではじめている｡ それは一

つには､産業中分類､大分類 をこえて､い くつかの産業を組織基盤 としようとする

複合産別主義をめざす組合が､ゼンセン同盟を筆頭に5組織 もでてきたことである｡

それは､CSG連合のように組織統合によってもたらされた場合 もあるし､私鉄総

連､鉄鋼労連のように現状では中産別主義､あるいは交通労連のように大産別主義

の組合に分類 した方がよい場合 もあるが､にもかかわらず､これらの産業別組織は

自ら組織基盤を拡大 していこうとしていることだけは確かである｡ 同 じようなこと

が､規模の小 さい組織ではあるが､大産別方針を掲げている繊推生活労連､一般組

合主義を掲げているJR総連､新化学､全炭鉱にもあてはまる｡

② 組織範囲

表 4-11 組織 している産業数

1.989年 2000年
計 48 42

20以上 5 5
10-19 .10 2
5- 9 9 12

産業別組織がいったいどの程度の産業､業種をカバーしているのかを表 4-11で

みると､過半数の23組織は 1-4にとどまってお り､ついで 5-9が12組織 となっ

ている｡ 10以上の産業､業種 をカバーしている組織は少数派である｡ 前回と比べた

場合､10-19が著 しく減っている｡

次に､自らの組織範囲の中で､最近急速に組合員数が伸びている産業があるかど

うかを表 4- 12でみると､そうした産業が有ると回答 したのは前回同様､わずか4

組織である｡
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表 4-12 組合員数が急増 している産業の有無

1989年 2000年

計 48 42
ある ~4 4-
ない 43 36

前回は電機連合 (急増 している産業は情報サービス)､ゼンセン同盟 (食品製造､

各種小売 り､その他小売､飲食店､その他サービス)､情報通信労連 (情報サービ

ス､その他サービス)､合化労連 (医薬品製造業､その他の化学工業)であった｡

電機連合 (情報)､ゼ ンセ ン同盟 (医療)､情報労連 (情報､その他サービス)は

今回もまた､急速に組合員数の伸びている産業あ りと答えている｡ 合化労連は組織

統合で化学 リーグ21となったが､今回は組合員数が急増 している産業はなしと回答

している｡ その代わ りに食品労協 (食品卸売)が有 りと回答 した｡

③ 市場占有率

労働市場における支配力 をみる指標 として､当該産業､業種の製品市場で支配力

を有する一つあるいは複数の企業を組織 しているかどうかをたずねた｡ 表 4-13が

その結果であるが､これによると次のことがわかる｡

表 4-13 市場支配力をもつ大手企業の組織状況

1989年 2000年

計 48 42
ある 29 26
ない 19 16

荏)NHK労連は ｢市場支配力を有する大手企業を支配 している｣

と回答 しているが､主としてNHKであ り､他の民放は組織 して

いないので ｢なし｣に変えた｡
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特定の製品市場で支配力 を有する一つ､または複数の大手企業 を組織 していると

回答 した組織は26であ り､前回と大 きく変わらない｡産業別組織 としなが らも､依

然 として､その 1/3弱は当該産業の労働市場 に影響力 を有 しているとはいえない｡

前回､市場支配力のある大手企業 を組織 していると回答 し､今回はそうした状況

にない と回答 した産業別組織はない｡逆 に､前回は ｢無 し｣､今回は ｢有 り｣ は 3

組織ある｡ レジャー ･サービス連合は､前回はホテル労連で無 しという回答だった

が､今回は旅行業で大手企業 を組織 しているという回答である｡ これは組織統合 に

より以前の観光労連が加わったからである｡ 航空連合は､前回の航空同盟では ｢無

し｣だったが､組織統合により全 日空グループの組合 と統合 したために ｢有 り｣ と

なった｡ 全国セメン トは､そうした組織統合はなかったが､前回は ｢無 し｣､今回

は ｢有 り｣ と回答 している｡

④ 諸類型

以上の組織方針､組織範囲､組合員数､大手企業の組織率の高低で42組織 を前回

と同様 に類型化 してみよう｡

ただ し､組織方針については､産業別組織が方針 として表明 しているものではな

く､実態 にあわせた ものとしたい｡すなわち､複合産別主義 を唱える私鉄総連､鉄

鋼労連､大産別主義 を唱える建設連合､繊推生活労連､一般組合主義を唱えるJR総

連､新化学､全炭鉱 といった 7組織は､ここでは中産別主義 タイプに含むこととする｡

なお､ゼ ンセン同盟､交通労連､CSG連合などの複合産別は大産別主義の発展

形態だととらえ､前回同様､大産別 タイプに含めることとする｡

次 に､中産別主義にたつ組織30組織お よび実態的にそれに近い 7組織 を含む37組

織 をまず､市場占有率で分類する｡ 特定の産業､業種で製品市場で支配力 を有する

一つあるいは複数の大手企業 をほとんど組織 している組織は､37組織のうち23組織

であ り､残 りの14組織 はそうした大手企業のほとんどを組織 していない｡

さらに､23組織 を組合員数10万人で分けると､10万人以上の組合員を抱 えている

組織が10組織､10万人未満の組織が13組織 となった｡

以上をまとめると､表 4-14のようになる｡ 中産別Aタイプが自動車総連､電機

連合など10組織､中産別Bタイプが化学総連など13組織､中産別 Cタイプが商業労

連など14組織､大産別 タイプがゼンセン同盟､ JAM､CSG連合､交通労連の 4
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表 4-14 産業別組織の諸類型

タイプ 租威名 組織方針 市場支配力 支配分野 実人員

A 自動車総連 中産別 有 自動車製造､'自動車部品製造､自動車小売 773,551
A 電機連合 中産別 有 電気機械器具製造業 664,833

A 生保労連 中産別 有 生命保険 350,660

A 情報労連 中産別. 有 第1種通信業､通信建設業 _273,433

･A 電力総連 中産別 有 電気業､電気工事業 251,429
A 私鉄総連 複 合 有 鉄道業 160,368

A `鉄鋼労連 複 合 有 鉄鋼業 156,136

A 造船重機労連 亘産別 有 造船､海洋構造物､航空機 .118,451

A 化学リザ 21連合 中産別 有 写真感光剤､塗料製造業 100,414
B 化学総連 中産別 有 化学､板ガラス 65,429

B ゴム連合 中産別 有 自動車タイヤ､ゴムはきもの､ゴムベルト 51,640

B 紙パ連合 中産別 有 紙パルプ製造業 49,408

-B 損保労連 中産別 有 損害保険業 44,924

B レジャー.サービス連合 中産別 有 旅行業 40,000
B 海員組合 中産別 有 外航､水産､沿海フェリー 40,000

B 全国ガス 中産別 .有 都市ガス業 30,154

B 航空連合 中産別 育 国内旅客航空輸送 28,354

B セラミックス連合 申産別 有 和洋食器､碍子､タイル､衛生陶器､耐火煉瓦製造業 26,539

B 印刷労連 中産別 ･有 印刷､同関連産業 24,245

B 非鉄連合 中産別 有 非鉄金属製造 23,000

B 石油労連 中産別 有. 石油精製､元売り 21,410

B 全国セメント 中産別 有 セメント製造業 5,649

大産別 JAM 大産別 _有 軸受け､農業機械､ピスト㌢リング､ロープ製線､電池､バルブ 465,960
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組織､一般 タイプが全国一般の 1組織 となる｡

前 回調査 と比較す ればい くつかの組織が タイプを変 えている｡ 前 回Aタイプで

あった海員組合が組織人員の激減 によりBタイプ- と移 り､合化労連が組織統合 に

よる化学 リーグ21にな り組織人員 を増や したため にBタイプ よ りAタイプへ と変

わった (ただ し､全 国化学､全 日塗 を合計す ると全体では組織人員は前述の ように

減 っている)｡また食品労連は前回､Bタイプ､仝食品同盟 はCタイプであったが､

組織統合 により食品連合 はAタイプとなった｡ 以上､ 1つのAタイプ組織が消 え､

2つのAタイプ組織が誕生 した｡

前回､ Cタイプであったホテル労連 は組織統合 して レジャー ･サービス連合 とし

てBタイプに､同 じくCタイプだった航空同盟 も航空連合 としてBタイプに変わっ

た｡ 前回､Bタイプの非鉄金属労連 とCタイプの資源労連が統合 してBタイプの非

鉄連合が うまれた｡ 全国セメ ン トは前回Cタイプであったが､今回は組織人員 を大

幅 に減 らしたにもかかわ らずBタイプとなった｡ 海員組合 については前述の とお り

である｡ こうして新 たにCタイプか らBタイプ- と変わった組織が 4つ､Aタイプ

か らBタイプへ と変わった組織が 1つである｡

⑤ 規模別構成

次 に諸類型 ごとに､規模別構成の特徴 をみてい こう｡ 表 4-15は､産業別組織 を

構成す る単位組合の組合員数の組合員規模別構成比お よび単位組合の組合員規模別

構成比 をみた ものである｡ 要す るに､産業別組織が大組合 中心 なのか､中小組合中

心 なのか をみ ようとい うのである｡ 類型 ごとにみていこう｡

Aタイプは組合員規模5,000人以上の組合 に所属す る組合員が 6割以上 を占める

組織が多い｡私鉄総連 は1,000-4,999人規模の組合 に所属す る組合員が比較的多 く､

化学 リーグ21は中規模､小規模の組合に所属す る組合員が多い｡組合数でみてみる

と､生保労連 は大規模組合だけで構成 されているが､それ以外の多 くの組織 は組合

員規模300人未満の組合の割合がかな り高い｡ただ､電機連合だけは中規模組合の

比重 も高い｡前 回調査 と比べ ると､5,000人以上の比率が､組合員比率でみて も組

合比率でみて も､生保労連 を例外 として､下がってお り､ この10年間の人員合理化

の影響 をみて とることがで きる｡
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表 4-15 規模別構成

タイプ 組織名 実人員 組合員構成比 加盟組織数 組㈱ ヒ5000- 1000-4999 300-99 -300_ 5000｢1(煤)-4999.300-999 -300

A 自動車総連 773,551 69.7% 22.5% 6.7% 1.1% 1415 1.4% 6.1% 20.4% 72.1%A 電機連合 664,833 ~211 7.1% 32.2% 36.0% 24.6%
A 生保労連 350,660 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27 100.0% 0.0 % 0.0% 0.0%
A 情報労連 273,433 82.1% 5.1% 6.5% 6｣3% 351 0.6% 2.0% 9.4% ･88.0%
A 電力総連 251,429 61.4% 20..5% ll.0% 7.1% 232 5.6% ll.6% 23.7% 59.1%
A 私鉄総連 160,368 24.0% 34.6% 14.1% 10.7% 232 2.2%- ll.2% 17.7% 69.0%

･A 鉄鋼労連 156,136 56:5% 14.7% 8.8% 20.0% 143 5.6% 10.5% 18.2% 65.7%

AAA 避妊蓮溜労連食品連合化学リグ21連合 118,451101,726100,414 72.3% 7.2% 8.3% 3.9% 74 6.8% 4.1% 23.0% 66.■2%8.9% 39.4% p25.1% 26.7% 344 0.3% 5.8% 14.2%- 79.7%

B 化学総連 65,429 40.8%, 55.2% 2.8% 0.4% 24 20.8% 54..2% 12.5% 12.5%
B ゴム連合. 51,640 34.7% 40.2% 14.7% 10.4% 84 2.4% ll.9% 32.1% 53.6%
B 紙パ連合 49,408 37.6% -27.8% 17.0% 17.6% 138 1.4% 5.1% 12.3% 81.2%

BBB 損保労連レジ十.1卜ビス連合海員組合 44,92440,60540,000 100.0%100二0兎 0.0% 0.0% 0.0% 151 100.0%100.0% 0.0 % 0.0 % 0.0%

B 全国ガス 30,154 36.1% 30.6% 18.1% 14.9% 85 1.2% 5.9% ll.8% 81.2%
B 航空連合 28,354 75.7% 9.5% 8.1% 6.7% 30 6.7% 6.7% 16.7% 70.0 % .

B やミックス連合 26,539 29.4% 34.3% 15.4% 17.0% 67 1_.5% 4.5% 10.4% 83.6%
B 巨閉り労連 24,245 50.2% 32.8% 7.8% 9.6% 44 2.3% 9.1% 9.1% 79.5%
-B ヲ梯漣合 23,000 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 1∝).0% 0.0% 0.0% 0.0%
B 石油労連 21,410 0.0% 64.4% 28.9% 6.7% 26 0.0% 23.1% 38.5% 38.5%
B 全国セメント -5,649 0.0 % 52二2%.. 9二50/o 38.2% 25 ･0L.0% 8.0% 4.0% 88.0%

C 商業労連 . 122,310 29.0% 51.2% ll.4% 8.4% 128 3.1% 25.0% 19.5% 52.3%

CCC JR連合JR総連全 自交労連 81,70065,93346,000 74.4% 12.5% 8.6% 4.5% 5431594_ 5▲6% ll.1% 29.4% 63.0%0.0% 30.4% 15.4% 54｣1% 0.0% 0.8% 2.7% 96.5%

C 食品労協 18,859 35.0% 49.1% 15.9% 0.0 % 8 12.5% 37.5% 50.0% 0.0%

_C NHK労連 12,休9 74.6% 17.4% 0.0%. 12.1% ll 9.1% -9.1% 0.0% 81.8%
C 建設連合 ll,022 0.0%~ 59.2%p 30.8% 10.0% 22 0.0% 18.2% 31.8% 50.0%
C 新化学 8,400 0.0% 83.3% 4.3% ll.9% 24 0.0% 16.7% 4.2% 79.2%

C 金封舗覧械 2,088 0.0%. 0-.0 % 21.6% 78.4% 43 0.0% 0.0% 2.3% 97.7%
C 全炭鉱 830 0.0% 0.0% 78.3% 27.7% 3 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%
C 日建協 61,500 10.2% 68.3% 15.4% 2.9% 45. 2.2% 42.2% 37.8% 17.8%

大産別 ゼンセン同盟 602,418 ◆32..2% 33.4% 21.3% 12.7% 1266 1.1% 7.7% 18.0% 73.1%
大産別 JAM 465,960 20.5% 34.3% 23｣4% 21.5% 1951 0.7% 6.8% 16.7% 75.8%
大童別 CSG連合 201,339 10;7% 21.7% 22.0% 30.3% 1117 0.3% 2.3% 7.3% .90.1%

以上､Aタイプは組合員数でみると大組合中心であ り､組合数でみると生保労連

を除けば中小組合中心 となる｡ 前回と比べるとやや大規模組合の比率が落ちている

が､大 きな変化がみられるわけではない｡

Bタイプについてまず組合員の規模別構成比をみよう｡ 海員組合は単一組織であ
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るから､規模別構成の分析か らはずすこととする｡ 損保労連､非鉄連合､航空連合

は5,000人以上の組合に属する組合員が圧倒的多数を占めるが､化学総連､ゴム連

合､紙パ連合､全国ガス､セラミックス連合､印刷労連は1,000-4,999人規模の組

合に属する組合員 も多 く､Aタイプに比べると､やや中規模にシフ トしているとい

える｡ これらに対 して､石油労連､全国セメントは1,000-4,999人規模 を中心に､

それ以下の規模に属する組合員 も3､4割存在 している｡ つぎに規模別の組合比率

をみると､損保労連､非鉄連合はすべて5,000人以上の組合からな り､組合数でみ

ても大組合中心である｡ 化学総連は組合数でみると比較的､大規模および中規模の

組合が多い｡これらの組織以外は組合員数では大規模組合中心だった航空連合を含

め､小規模組合中心､あるいは中規模組合中心である｡

以上､Bタイプは規模別構成で一貫 した特徴があるわけではな く､組合員数､組

合数 ともに大規模組合中心の損保労連､非鉄連合､組合員数でみると大規模あるい

は中規模組合中心だが､組合数では小規模組合中心の航空連合､ゴム連合､紙パ連

合､全国ガス､セラミックス連合､印刷労連に分けることができる｡ 化学総連､石

油労連､全国セメントはそれぞれに特徴 を有する｡ こうしたバラツキが前回で も指

摘 されている｡

Cタイプで10万人をこえる組織は商業労連だけである｡ CタイプもBタイプと同

様､規模別構成に共通する特徴 を兄いだすことはできない｡これ も前回と同様であ

る｡

大産別 タイプは交通労連の8万人を除 き､20万人､40万人､60万人の大規模組織

からなる｡ また加盟組合数でみても､交通労連の715組合を下限に∫AMの1,951組

合 と､中産別 タイプに比べると圧倒的に多い｡規模別の組合員数の比率をみると各

階層 に散 らばっている｡ 組合数でみると､圧倒的に300人未満の組合が多い｡大産

別 タイプは組合員数でみても､組合数でみても大規模な産業別組織であ り､圧倒的

多数の組合からなっているが､組合員数でみると各規模に分散 している｡ この特徴

も前回と同様である｡

一般 タイプは､前回と同様 に､1,503と数多 くの組合から構成 され､また組合員

数でみて も組合数でみても小規模組合中心の産業別組織である｡
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⑥ まとめ

42組織中30組織が中産別主義 を採用 してお り､依然 として中産別主義が 日本の主

流である｡ しか しなが ら､特筆すべ きは､い くつか変化の芽が出は じめてい ること

である｡ 一つには､複合産別主義 をとる組織がゼ ンセ ン同盟 を筆頭 に 5組織 と増 え

たことである｡ CSG連合の ように組織統合 によって組織方針 を変えた組合 だけで

な く､私鉄総連､鉄鋼労連､交通労連 な ど従来の中産別主義あるいは大産別主義か

ら複合産別主義へ と組織方針 を変 えた組合がでて きている｡ これは自らが組織基盤

を拡大 しようとい う意志の現れである｡ 二つ には､規模の小 さい組織ではあるが､

中産別主義か ら大産別主義へ (繊維生活労連)､あるいは一般組合主義- (∫R総

連､新化学､全炭鉱) と変 えた組合が現 れは じめた ことである｡

他方､最近､急速 に組合員が増加 している産業がある と回答 した組織 は42組織 中

わずか 4組織 にす ぎない｡電機連合､ゼ ンセ ン同盟､情報労連､そ して食品労協 だ

けである｡ 組織方針 を変えた上述の産業別組織 はここに含 まれない｡ これ らの組織

は､そ うした伸 びが期待で きないか らこそ､他分野への進出をはかろうとしている

といった方が正 しいであろう｡

労働市場 占有率の代理指標 として､組織範囲 とす る産業､業種の製品市場 で支配

力 を有する大手企業 を組織 しているか どうか をたずねた｡ 42組織 中26組織が､かか

る意味での高い労働市場 占有率 を持 っていると回答 した｡ 残 りの16組織 は産業別組

織 といいなが ら､当該産業の労働市場 に影響力 を持 っていない｡26組織の うち 3組

織 は前回は労働市場 に影響力 を持 っていなかったが､今 回は持つ ようになっている｡

レジャー ･サービス連合､航空連合､全国セメン トである｡ 前二者は組織統合 した

組織である｡

組織方針 (産業別組織が 自ら掲 げているものではな く､実態 に近い と考 え られる

組織方針 を使 った)､労働市場 占有率 の高低､組織人員数 (10万人 を基準) によっ

て､前回 と同様芋 類型化 を行 った ところ､中産別Aタイプが 自動車総連､電機連合

など10組織､Bタイプが化学総連 など13組織､Cタイプが商業労連など14組織､大

産別 タイプがゼ ンセ ン同盟､ JAMなど4組織､一般 タイプが全国一般の 1組織 と

なった｡ 1989年調査 と比較す ると､化学 リーグ21､食品労連の 2組織がBタイプあ
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るいはCタイプか らAタイプへ と変わ り､ レジャーサービス連合､航空連合､非鉄

金属､全国セメ ン トの 4組織がCタイプか らBタイプへ と変わった｡ これら類型 を

変 えた組織の多 くは組織統合 を進めている｡ 逆 に､海員組合は組織人員 を大幅 に減

らしたため､Aタイプか らBタイプへ と変わった｡

各類型の規模別の特徴 をみると､Aタイプでは組合員数でみれば大規模組合 中心､

組合数でみれば小規模組合中心 とい う組織が多 く､Bタイプ､Cタイプでは前 回 と

同様共通の特徴 はみ られなかった｡ 大産別 タイプは組合員数でみて も､組合数でみ

て も､大組合､中小組合の比率のバ ランスが とれ､一般 タイプは圧倒的に小規模組

合中心であった｡

(3)地方組織

ここでは以上の類型 を前提 に､地方組織 について明 らかにす る｡

① 地方組織の有無

表 4-16は地方組織の有無 をみた ものである｡ これによる と､地方組織 を持 つ組

織 は37であ り､タイプにかかわらず地方組織 をもつ産業別組織が多いことがわかる｡

表 4-16 地方組織の有無

1989年 2000年

計 有 無 計 有. 無

A 10 9 ･1 10 ー9 14
B 14 ll 3 13 13
C 17 15 2 14 10
大産別 5 5 4 4

地方組織 を もってい ない産業別組織 は､Aタイプでは生保労連､ Cタイプで は

チェーン労協､食品労協､繊維生活労連､全炭鉱の 4組織である｡Cタイプは地方

組織 をもっていない組織が多い｡
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表 4-17 地方組織の種類

計 府県 と ブロック 府県のみ ブロック その他

ブロック のみ とその他 のみ

計 37 13 106 12 1ト -1

A 9 6 3
B 13 1 4
･C 10 3 4 3

次 に地方組織のうちわけをみてみよう (表 4-17)｡ これによると､前回同様､

都道府県単位の地方組織 とブロック単位の地方組織 をあわせ持 っている産業別組織

が13組織で最 も多い｡Aタイプは6組織 と多 く､具体的には､情報労連､電力総連､

私鉄総連､鉄鋼労連､食品連合､化学 リーグ21であ り､Bタイプは非鉄連合だけ､

CタイプはJR連合､ ∫R総連､仝 自交総連の 3つ､大産別 タイプではCSG連合

と交通労連の 2つ､一般 タイプでは全国一般の 1つ となっている｡

ついで多いのが都道府県単位の地方組織のみをもっている産業別組織で12組織存

在する｡ Aタイプでは自動車総連､電機連合､造船重機労連の 3つ､Bタイプでは

化学総連､ゴム連合､航空連合､印刷労連の4つ､CタイプではNHK労連､建設

連合､新化学の3つである｡ 大産別 タイプではゼンセン同盟､JAMの 2つである｡

ブロック単位の地方組織だけを持 っている産業別組織は10存在する｡ Aタイプ､

大産別タイプ､一般 タイプにはそうした組織はなく､BタイプとCタイプのみに存

在する｡ Bタイプでは紙パ連合､ レジャー ･サービス連合､全国ガス､セラミック

ス連合､石油労連､全国セメントの 6組織であ り､Cタイプでは商業労連､全銀連

合､全造船機械､ 日建協の 4つである｡

最後にその他の組織 をみると､Bタイプで 2組織存在 している｡ 海員組合が港ご

との地方組織23と､ブロック単位の地方組織 6つをもち､損保労連が17のその他の

地方組織 をもっている｡
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② 変化

次 に､前回調査 と比較で きる35組織 について､地方組織の有無および数の変化 を

表 4-18でみてみ よう｡

この表 によると､ま●った く変化がみ られないのはAタイプでは自動車総連､生保

労連 と電力総連の 3組織だけ､Bタイプでは紙パ連合､全国ガス､セラミックス連

合､石油労連､全国セメン トの 5組織である｡ 航空連合は航空同盟時代 にその他の

地方組織 6つ､現在 は都道府県単位の組織 6つ と変化があ りそうであるが､実際に

はいずれ も大 きな空港所在地 にあると考 えられ､これ も変化なしとみ られる｡ した

がって､Bタイプではあわせて6組織 となる｡ Cタイプでははっきりと変化な しと

思われるのが 日建協 と全炭鉱だけである｡ 大産別 タイプでは交通労連だけである｡

このように､35組織 中12組織は明 らかに地方組織の変化はみ られない｡ もっとも､

12組織の うち､生保労連 と全炭鉱は地方組織がない とい う意味で､変化がみられな

い ということである｡

地方組織 に多少の変化がみ られたのは､Aタイプでは電機連合､情報労連､私鉄

総連､鉄鋼労連､造船重機連合､食品連合､化学 リーグ21の 7組織であ り､いずれ

も都道府県単位の地方組織数が増加 している｡ 他方､情報労連､食品連合､化学 リー

グ21ではブロック単位の組織 は減 っている｡ Aタイプでは都道府県単位の地方組織

の充実がはかられたのか もしれない｡Bタイプではレジャー ･サービス連合の 1組

織である｡ Cタイプでは多少の変化がみ られた組織はない｡大産別ではゼンセン同

盟が都道府県単位の組織 を43か ら47に増や し､一般 タイプでは全国一般が都道府県

単位の組織 を44か ら41- と減 らしている｡ こうして35組織中10組織は地方組織 に若

干の変化がみ られた｡

地方組織 に大 きな変化がみ られたのは､Aタイプではゼロ､Bタイプで化学総連､

ゴム連合､海員組合､非鉄連合の 4組織､Cタイプのチェーン労協､建設連合､繊

椎生活労連の 3組織､大産別 タイプの JAM､CSG連合の 2組織の計 9組織であ

る｡ 化学総連は都道府県単位の組織が32か ら 1へ と激減 し､ゴム連合はブロック単

位の組織 7つがな くなって代 わ りに都道府県単位の地方組織がつ くられた (数は不

明)｡海員組合は港 ごとの地方組織数が47か ら23へ と激減 した｡ 建設連合は建設同
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盟時代の 9つのブロック単位の地方組織がなくなった｡ チェーン労協､繊維生活労

連は都道府県単位､ブロック単位 ともに地方組織がな くなった｡ 以上の 6組織はい

ずれも､地方組織のリス トラを余儀な くされたのか もしれない｡これに対 して非鉄

連合は組織統合以前 にはなかった都道府県単位の組織 を33組織有するようになっ

た｡ ブロック単位の組織は非鉄金属労連の4組織､資源労連の 9組織が改組 されて､

合計 9組織 となった｡ 大型の組織統合であるJAM､CSG連合 ともに､都道府県

単位の組織 を整理 して､それぞれ31､28- と減 らし､ブロック単位の組織 も整理 し

ている｡ とくにJAMではブロック単位の組織 をな くしている｡ 以上､35組織中 9

組織が地方組織を大 きく変えた｡

これらの12､10､ 9組織以外の 4組織については､地方組織の現在数が不明なこ

ともあってよくわからない｡商業労連､全銀連合､新化学､全造船機械がこれにあ

たる｡ 全造船機械は前回13のその他の地方組織があると回答 し､今回はブロック単

位の地方組織があると回答 しているが (数は不明)､この変化がなにを意味 してい

るのかよくわからない｡
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表 4-18 地方組織の変化

タイプ 親戚名 都道府県単位の地方組織 ブロック単位の地方組織 その他の組織
1989年 2000年 1989年 如00年 1989年 2000年

A 自動車総連 47 47 ll 10AAA 電機連合生保労連情報労連 ･2746 3650

A 電力総連 47 47 12 12
A 私鉄総連 0 1 9 9

A 鉄鋼労連 26 28 76+2 71A 食品連合 27+ll 47

A 化学リヤや21連合 28 34 8 6

BLBB 化学総連ゴム連合~紙パ連合 32 1有､不明633 79 9 476 23

B レジや.車ヒナス連合 5 7

B 海員組合 6 6

BBB 全国ガス航空連合セラミックス連合 58 58

B 非鉄連合 4+9 9
B 石油労連 13 13
B ･全国セメント 5 5

CCCC 商業労連チェーン労協全銀連合建設連合 202 有､不明 ll269210 有､不明有､不明有､不明10 13CCCCC 新化学繊維生活労連仝造船機械全炭 鉱日建協 110 有､不明

大産別 ゼンセン同盟 43 47 0+6 7
大産別 JAM 3+35 31
大産別 CSG連合 1+32 28 6+8
大産別 交通労連 35 35 9 9

注)たとえばJAMの1989年の都道府県単位の地方組織で33+35とあるのは､組織統合前の全金連

合が33組織､全国金属が35組織 もっていたという意味である｡ 以下の表も同じである｡
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③ 都道府県単位の地方組織

次 に､都道府県単位 の地方組織の活動内容､専従体制､財政 をみてみ よう｡ 都道

府県単位の地方組織 に期待 されている役割は何 なのであろうか｡

表 4-19 都道府県単位の地方組織の活動内容

タイプ 計 情事糾文集伝達 統一行動の組織化 闘争指導 組織拡大活動 世話活動

A 25 23 21 14 19 18･9 9 9 6 8 8
･B 5 4 2 1. 2 2
C 6 5 5 2 4 3

大産別 4 4 4 4 4 4

表 4-19によれば､ タイプによって都道府県単位 の地方組織 の役割 が大 きく異

なっている｡ 大産別 タイプ､一般 タイプは都道府県単位 の地方組織が情報収集伝達､

統一行動の組織化､闘争指導､組織拡大活動､世話活動のすべてをお こなっている｡

これにつ ぐのがAタイプであ り､情報収集伝達､統一行動の組織化 は 9組織すべ て

が行い､ 8組織が組織拡大活動､世話活動 を､ 6組織が闘争指導 を行 ってい る｡ こ

れ らに対 してBタイプ､Cタイプの産業別組織では､都道府県単位 の地方組織 に期

待す る役割はやや狭い｡特 にBタイプでそ うである｡ 組織拡大活動 を担 っているの

はBタイプの 5組織の うち 2組織､Cタイプの 6組織の うち4組織､闘争指導 を行 っ

ているのはそれぞれ 1組織､ 2組織である｡ 前回 と比べ ると､以下でみるように､

Aタイプの産業別組織で､都道府県単位組織の活動の充実ぶ りが 目立つ｡

このうち､闘争指導 に着 目してみ よう｡ Aタイプの組織の中で､傘下の単組 に闘

争指導 を行 っているのは､電機連合､電力総連､私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労

連､食品連合である｡ これ ら以外 の情報労連 はブロック単位の地方組織が闘争指導

を行 ってお り (電力総連､私鉄総連､食品連合 も同様)､闘争指導 を行 う地方組織

がないわけではない｡Aタイプの残 りの 2組織である､ 自動車総連､化学 リーグ21
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は地方組織 を有 しているが闘争指導 を行 っているわけではない｡

Bタイプの組織の中で､闘争指導 を行 う都道府県単位の地方組織 をもつのは印刷

労連だけである｡ もっとも､後述するように､ブロック単位の組織が闘争指導を行 っ

ている組織が 6組織存在 してお り､闘争指導 を行 う地方組織がない というわけでは

ない｡

Cタイプで闘争指導 を行 う都道府県単位の地方組織 をもつのは全 自交労連 と新化

学の 2組織だけと少ない｡

次に､前回調査 にも回答 し､都道府県単位の地方組織 を有する産業別組織20につ

き､闘争指導 と組織拡大活動 に限って変化 をみてみよう｡ 表 4-20によれば､上述

したようにAタイプを中心に､より広範囲な活動 を都道府県単位の地方組織に期待

するようになった組織が増えている｡ 都道府県単位の組織 に新たに闘争指導を期待

するようになったのは､Aタイプの電力総連､私鉄総連､鉄鋼労連､食品連合､C

タイプの新化学の計 5組織である｡新たに組織拡大活動 に従事することになってい

るのは､Aタイプで電力総連､鉄鋼労連､Bタイプで非鉄連合､Cタイプで建設連

合 と新化学の計 5組織である｡
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表 4-20 都道府県単位組織の活動内容の変化

1989年 2000年 .1989年 2000年

A 自動車総連 ○.○ ○.〇･〇〇 ○ ○

A 電機連合 ○ ○

1A■AAA 情報労連電力総連私鉄総連 p鉄鋼労連 ○○ 〇〇一〇A 造船重機労連 ○ ○
A 食品連合 なし+な し ○ ○+○ ○■_

_A 化学リークや.21連合 ○ ○

BB 化学総連ゴム連合 組織な し 組織 な し ○B 航空連合 空港単位でな し 空港単位で○
B 非鉄連合 組織な し 組織 な し ○

CC 建設連合新化学 ○ ○○

大厚 別 JAM ○+○ ○ ○+○ ○
大産別_CSG連合 ○+なし ○ ○+なし ○
大産別 交通労連 ○ ○ ○ ○

注) ｢○+O｣､｢○+なし｣､｢なし+なし｣は､いずれも組織統合をした産業別組織に限って用い
られる表示であ り､次のこと
｢○+O｣-組織統合以

以下同 じ)がいずれも表頭
た｡

｢○+なし｣-組織
頭に示された行動をし

｢なし+なし｣-級
をしていなかった､あ

統
て
織
る

以下の表においても､

前
に

て
時
行

し
年
た

味
89
れ

意

19
さ

を
の
示

8
し
1
ニ7.
0

19
る
の
に
る

の
あ
前
頭
あ

前

,以
表
で

以
た
合
は
横

合

い
統

い
同

9
1
9

示

いる｡

点において､ 2組織 (3組織以上の場合は有力 2組織､
動をしていた､あるいは表頭に示 された組織を有 してい

点
頭
時
た

時
表
年
れ

年
は
89
さ

こおいて､ 2組織のうち､いずれか 1組織だけが表
に示 された組織を有 していた｡

点において､ 2組織がいずれも表頭に示 された行動
組織を有 していなかった｡

このように､より広範な活動 を期待 されるようになっている都道府県単位の地方

組織の機関構成 をみてみよう｡

211



表 4-21 都道府県単位組織の機関構成

タイプ 計 決議執行機関あり 決議機関のみ 執行機関のあ いずれもなし 示由

計 25 15 0 3 5 21
A 9 6 2 1
B 5 1 1 ･2
C 6 4 ト 1

表 4-21によると､25組織中15組織は決議機関､執行機関の両方 をもつ ｡ 執行機

関のみはAタイプで自動車総連 と化学 リーグ21､Bタイプで航空連合であ り､両機

関 ともに設置 されていないのは､Aタイプで私鉄総連､Bタイプでゴム連合 と非鉄

連合､CタイプでNHK労連､大産別 タイプでゼンセン同盟である｡

表 4-22 都道府県単位の地方組織の財政

計 25 2 7 10 22 4

ABC 956 2 32 232 2.2

表 4-22で財政 をみると､本部交付金だけとする組織が10組織であ り最 も多い｡

これらの組織では都道府県単位組織の活動 に対する本部の影響力が強い と考 えられ

る｡ Aタイプでは自動車総連 (活動の都度) と食品連合､Bタイプでは航空連合､

印刷労連､非鉄連合､CタイプではNHK労連 と建設連合､大産別 タイプではゼ ン

セン同盟､ JAM､CSG連合 となっている｡ これら10組織のうち､自動車総連､

航空連合､非鉄連合､NHK労連､建設連合の 5組織は都道府県単位の地方組織が
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闘争指導を行 っていなかった｡ 他方､Aタイ プの食品連合､Bタイプの印刷労連､

大産別 タイプのゼンセン同盟､ JAM､CSG連合は都道府県単位組織が闘争指導

を行 っていた｡ これらの 5組織は本部の強い影響力のもとに､都道府県単位の地方

組織に闘争指導の機能を期待 しているとみられる｡

独 自会計だけとする組織は次いで 7組織 と多い｡これらは都道府県単位組織の活

動の独 自性が相対的に強いと思われる｡Aタイプでは情報労連､私鉄総連 と化学 リー

グ21､CタイプではJR連合 と全自交労連､大産別 タイプでは交通労連､そ して全

国一般である｡ これら7組織のうち､都道府県単位の地方組織が闘争指導を行 って

いたのは､私鉄総連､全自交労連､交通労連､全国一般の 4組織である｡

独 自会計 と本部交付金の両方をあげたのが､Aタイプの電機連合 と造船重機労連

の2組織である｡ これらの都道府県単位の地方組織は闘争指導を行 っている｡

表 4-23 都道府県単位の地方組織の体制

計 専従者なし 専従者あ り

計 25 ll 14
A _9 3. 6
B. 5 4 1
C 6■ 4 2

大産別 4 4

次に表 4-23で財政の次に人をみてみよう｡ これによると､25組織中､専従者を

おいている産業別組織は14組織であ り､Aタイプ､大産別 タイプ､一般 タイプに多

い｡ それぞれAタイプでは電機連合､情報労連､私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労

連､食品連合の 6組織が専従者を配置 している｡ Bタイプでは印刷労連だけである｡

Cタイプでは全自交労連 と新化学､大産別 タイプ､一般 タイプはすべて専従者を配

置 している｡ もっとも､表 4-24でみるように､専従者の数には大 きな違いがある｡
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表 4-24 都道府県単位の地方組織数､闘争指導の有無､専従者数

タイプ 租盛名 地方租織数 闘争指導の有無 専従者数

A 電機連合 36 ○○. 76
A 情報労連 50 5
･A 電力総連 47 0
A 私鉄総連 1 ○ 1
A 鉄鋼労連 28 ○ 13
A 造船重機労連 19 ○ 10

A 食品連合 47 ○ 4
B 印刷労連 7 ○ 3
C 全 自 交 労 連 不明 ○ 37
C 新化学 不明 ○ 1

大産別 ゼンセン同盟 47 ○ 105

大産別 JAM 31 ○ 149
大産別 CSG連合 28 ○ 48
大産別 交通労連 35 ○ 35

これによると､Aタイプでは電機連合が人という面で､もっとも充実 した都道府

県組織をもち､ついで､鉄鋼労連､造船重機労連 となる｡ Aタイプで専従者がいな

い､あるいは少ない情報労連､電力総連､私鉄総連は後述するようにブロック単位

の地方組織に30人前後の専従者がお り､組織運営上､都道府県単位 よりもブロック

単位の地方組織の方が重要な位置を占めていると考えられる｡Bタイプの印刷総連､

Cタイプの新化学はそれぞれ3人､ 1人であ り､闘争指導をしているとはいえ限界

があると考えられる｡ ただ同 じくCタイプとはいえ､全自交労連は37名の専従者を

かかえ､会費 も独 自に徴収 してお り､独 自性の強い､充実 した都道府県単位の地方

組織をもっている｡ 大産別タイプの4組織および全国一般は都道府県単位 に数多 く

の専従者を配置 している｡ とりわけ､ゼンセン同盟､ ∫AM､全国一般は100名を

こえている｡

以上､都道府県単位の地方組織をみてきた｡ 地方組織数､期待 されている役割､

そ して専従者の配置 という面からみると､同じく都道府県単位の組織を持っている
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とはいえ､その重要性 はタイプによって､そ して組織 によって大 きく異 なっている

ことがわかる｡ 都道府県単位 の地方組織が組織運営上 きわめて重要な地位 を占めて

いるのは､大産別 タイプの 4組織 と全国一般､そ してAタイプの電機連合､鉄鋼労

連､造船重機労連であ り､ またCタイプの全 自交労連であった｡

④ ブ ロック単位の地方組織

前述 した ように､ブロック単位の地方組織 をもつ産業別組織 は24組織である｡

表 4-25によってブロック単位の地方組織の活動 内容 をみてみ よう｡

表 4-25 ブ ロック単位の地方組織の活動内容

計 情報収集伝達 統一行動の革織化 闘争指導 組織拡大活動 世話活動

計 .24 ･22 19 14 18 16
A 6 6- 6p 4 5 5

1B ■8 7 6 6 7 6
C- 7 6 5 .2 4 3

表 4-25によれば､ブロック単位 の地方組織 の活動内容 は､Aタイプ､Bタイプ､

大産別 タイプの間では､ さほど大 きな違いがない｡都道府県単位の場合､Bタイプ

の活動領域が他 の 2タイプと比べて狭かったの とは異 なっている｡ これ らの 3タイ

プに くらべ､Cタイプでは闘争指導 を行 う組織が 2つ と少 な く､一般 タイプではブ

ロック単位の地方組織 には情報収集伝達 しか期待 されていない｡

ここで も闘争指導 に着 目してみ よう｡ Aタイプで闘争指導 を行 うのは情報労連､

電力総連､私鉄総連､食品連合の 4組織である｡ Aタイプの残 りの 2組織である鉄

鋼労連､化学 リーグ21はそれぞれ 7つ､6つのブロック単位 の組織 を持 ってい るが､

闘争指導 を行 っているわけではない｡Bタイプでは紙パ連合､ レジャー ･サ ービス

連合､海員組合､全国ガス､セラミックス連合､全国セメン トの 6組織である｡ C

タイプの 2組織 は､商業労連 と仝 自交総連である｡ 大産別 タイプはCSG連合 と交
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通労連の 2組織である｡

次 に､闘争指導､組織拡大活動 に関 して､21組織 について前回調査 と比較 してみ

よう｡ 表 4-26によれば､全体 としてみればブロック単位の地方組織の活動内容 に

大 きな変化がみ られない｡都道府県単位の地方組織の活動内容が､特 にAタイプの

組織で広がったとみ られたこととは異なっている｡ 1989年 と活動内容が異なってい

るのは､Aタイプの鉄鋼労連､Bタイプの非鉄連合､全国セメン ト､Cタイプの日

建協の 4組織である｡ 鉄鋼労連では闘争指導､組織拡大 ともにブロック単位の活動

内容からはずれ､非鉄連合､ 日建協では組織拡大がな くなっている｡ これら3組織

に対 して､全国セメン トでは闘争指導が新たに加わった｡

表 4-26 ブ ロック単位組織の活動内容の変化

タイプ 組織名 闘争指導 組織拡大
1989年 2000年 1989年 2000年

A 情報労連 ○ ○ ○ .○
A 電力総連 ○ ○ ○ ○

A 私鉄総連 ○ ○○ ○ ○○
A 鉄鋼労連 ○ ○
A 食品連合 ○+な し ○+なし

A 化学リークや21連合 ○ ○
B 紙パ連合 ○ ○ ○ ○
B レシやヤー.サーヒやス連合 ○ ○ ○ ○
B 海員組合 ○ ○ ○ ○

B セラミックス連合 ○ ○○ ○ ○○

B 非鉄連合 ○+なし

B 石油労連 ○
B 全国セメン ト ○ ○

C 商業労連 ○組織な し ○ ○ ○
C 全銀連合 ○ ○
C 全造船機械 組織な し ○
C 日建協 ○

大産別 CSG連合1 ○+な し ｡ 一〇+○ ○
大産別 交通労連 ○ ○ ○ ○
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次にブロック単位の地方組織の機関構成を表 4-27でみてみよう｡

表 4-27によると､決議､執行の両機関をもつのが24組織中17組織である｡ 執行

機関のみというのはBタイプの海員組合､両機関ともに設置 されていないのはAタ

イプの鉄鋼労連､化学 リーグ21､Bタイプの非鉄金属､Cタイプの全銀連合､大産

別 タイプのCSG連合､全国一般である｡

表 4-28でブロック単位の地方組織の財政をみると､本部交付金のみ とする組織

が10組織 ともっとも多い｡~この点は都道府県単位の地方組織 と同様である｡ Aタイ

プでは食品連合 と化学 リーグ21の2組織､Bタイプでは紙パ連合､ レジャー ･サー

ビス連合､海員組合､非鉄連合､石油労連の 5組織､Cタイプでは全造船機械､日

建協の 2組織である｡

独 自会計のみ とする組織が 5組織である｡ Aタイプでは電力総連､私鉄総連､B

タイプでは全国ガス､Cタイプでは全 自交労連そ して大産別の交通労連である｡ こ

れらのブロック単位の地方組織は闘争指導を行っていた｡ 独 自会計 と本部交付金の

両方 とする組織は4組織で､Aタイプの情報労連､Bタイプのセラミックス連合 と

全国セメント､CタイプのJR連合である｡

表 4-27 ブロック単位の地方組織の機関構成

計 24 17 0 11 6 0
A 6 4 2
B 8 6 1
C ･7- 6 ･1
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表 4-28 ブ ロック単位の地方組織の財政

計 独自会計と交付金 独自会計のみ 本部交付金のみ その他 不明

計 24 4 5 10 11 4
A 6 1 2 2 121

B 8 2 1 5

人の面 をみてみ よう｡ 表 4-29によると､ブロック単位の地方組織 をもつ産業別

組織の うち､専従者 を抱 えている組織はわずかに 9組織である｡ 都道府県単位の地

方組織 に比べて､専従者 を抱 える産業別組織の比率は少ない｡Aタイプで専従者 を

持つ組織が多 く､情報労連､電力総連､私鉄総連､食品連合の 4組織である｡ Bタ

イプでは海員組合 とセラミックス連合の 2組織､Cタイプでは商業労連 と全 自交労

連の 2組織､大産別では交通労連である｡ Bタイプではブロック単位の地方組織が

闘争指導､組織拡大 を行 っている産業別組織が多 くを占めたが､それを支える体制

は弱い｡

表 4-29 ブ ロック単位の地方組織の体制

計 専従者 な し 専従者あ り

計 24 15 9
A 6 2 4
B 8 ー6 2
C 7 5 2

大産別 2 1 1

最後 に､地方組織数､闘争指導の有無､専従者の数 をあわせてみてみ よう｡ 表 4

-30によると､Aタイプの情報労連､電力総連､私鉄総連は30名前後の専従者 を抱
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え､闘争指導を行っている充実 したブロック単位の地方組織をもっていることがわ

かる｡ これにくらべると､鉄鋼労連､食品連合､化学リーグ21はブロック単位の地

方組織の力は弱いように思える｡ もっとも､このうち鉄鋼労連は都道府県単位の地

方組織が充実 している｡

表 4-30 ブロック単位の地方組織数､闘争指導の有無､専従者数

夕~イブ 組織冬 地方組織数 闘争指導の有無 -専従者数

A 電力総連 12 ○ 26

A 私鉄総革 9 ○Op○ 34

Ap 鉄鋼労連 7 0

A 食品連合 1 1
A 化学リークや21連合 6 0
B 紙パ連合 9 0
B ･レシ◆ヤー.サーヒ寸ス連合 7 ○ 0
B 海員組合 6 ■○ 179*
B 全国ガス 5 ○ 0

B セラミックス連合 8 ○○. 3

B 非鉄連合 9 0
B ･石油労連 13 0
B 全国セメント 5 0

-C 商業労連 不明 ○○~○ 9

C JR連合 9 0
C JR総連 8 -0
C 全 自 交 労 連 7 1
C 全銀連合 不萌 0
C 全造船機械 不日月 0
C 針建協 10 0

大産別 CSG連合 7 0

注)海員組合の179名は以下で述べる港ごとの地方組織の専従者 との合計である｡

Bタイプでは海員組合､セラミックス連合を除けば､専従者が配置されておらず､
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紙パ連合などの 4組織では所属の単組に対 して､ どのような闘争指導 を行っている

のだろうか｡セラミックス連合にしても､ 8つのブロック組織に対 して専従者が 3

名であ り､必ず しも体制 として充実 しているわけではない｡Cタイプは商業労連の

9名､全 自交労連の 1名以外の 5組織では専従者は配置 されてお らず､また闘争指

導 も行 っていない｡全 自交労連は都道府県単位の多数の専従者を抱えてお り､そち

らが組織運営上 より重要な位置を占めているといってよい｡大産別 タイプはいずれ

も闘争指導 を行 っているとしているが､交通労連 には 9人の専従者がおかれている

が､CSG連合はゼロである｡ CSG連合ではブロック単位の地方組織 より､専従

者 を47名 もかかえる̀都道府県単位の地方組織の方がより重要な機能を果たしている

と考えられる｡

なお､Bタイプの海員組合は港ごとの地方組織23を有 してお り､この組織が情報

収集､統一行動組織化､闘争指導､組織拡大､世話活動のすべてを担 っている｡ 表

にある179名はブロック単位の地方組織 と､この23の港 ごとの地方組織 をあわせた

専従者数である｡

以上､ブロック単位の地方組織 をみてきた｡ 組織数､活動内容､専従者の配置な

どか らみると､同 じくブロック単位の埠方組織 とはいえ､その重要性はタイプによっ

て､そ して組織 によって異なっている｡ ブロック単位の地方組織が組織運営上､重

要な機能を果た しているのはAタイプの情報労連､電力総連､私鉄総連､Bタイプ

の海員組合 (海員組合では港 ごとの地方組織 とともに)､Cタイプの南軍労連の 5

組織だといってよい｡これらに次いでやや重要な役割を担 っていると考えられるの

はAタイプの食品連合､Bタイプのセラミックス連合､Cタイプの仝月交労連､大

産別 タイプの交通労連である｡ この他の産業別組織では､ブロック単位の地方組織

が もともと闘争指導 を行 っていないなどあまり重要な役割 を担っていないか､そう

した役割 を期待 されているにもかかわらず専従者がいなかった りする｡

⑤ まとめ

42組織中､なんらかの地方組織 を持 っている産業別組織は37であ り､Cタイプに

地方組織 をもっていない組織がやや多い ものの､総 じてタイプにかかわらずに地方
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組織 をもつ産業別組織が多い｡地方組織 として都道府県単位の組織 と関東ブロック

などブロック単位の二階建ての階層をもつ産業別組織が13と最 も多 く､Aタイプに

めだつ｡ 都道府県単位の地方組織だけという組織は12とついで多 く､一般 タイプを

除 く4タイプに平均的にみられる｡ ブロック単位の地方組織のみを有するのは10組

織で､Bタイプで 6組織､Cタイプで 4組織ある｡ Aタイプ､大産別､一般 タイプ

にはそうした組織は存在 しない｡なお､海員組合が港ごとの地方組織 とブロック単

位の地方組織､損保労連がその他の地方組織 をもっている｡

前回の調査にも回答 した35組織について､その変化をおってみると､まった く変

化のみられない産業別組織が12､多少変化がみられたのが10組織､大 きな変化がみ

られたのが 9組織､よくわか らないのが 4となる｡ 変化がみられた産業別組織に着

目すると､多少変化がみられた組織はAタイプに多 く､ 7組織で都道府県単位の地

方組織が増えている｡ 大産別 タイプのゼ ンセン同盟でも都道府県単位の地方組織は

増えているが､他方一般 タイプの全国一般ではわずかに減 らしている0

大 きな変化がみられたのはBタイプ､Cタイプ､大産別 タイプに多 く､それぞれ

4､ 3､ 2である｡ これらの多 くは地方組織数を大 きく減 らしてお り､地方組織の

リス トラが行われたことを推測 させた｡ また大産別 タイプの JAM､CSG連合の

ように組織統合によって地方組織を整理 したとみられるもの もあった｡

都道府県単位､ブロック単位の地方組織が組織運営上､いかなる位置を占めてい

るかはタイプによって､あるいは組織 によって大 きく異なっている｡都道府県単位

であれ､ブロック単位であれ､あるいはその他の地方組織であれ､闘争指導 をはじ

めとする重要な役割が期待 され､ しか も数 も多 く､専従者 も多 く抱えている地方組

織を有する産業別組織は､Aタイプでは電機連合､情報労連､電力総連､私鉄総連､

鉄鋼労連､造船重機労連の 6組織､Bタイプの海員組合､Cタイプの商業労連 と全

自交労連､大産別 タイプのゼ ンセン同盟､ JAM､CSG連合､交通労連の 4組織

すべて､一般 タイプの全国一般の合計14組織であるといってよい｡これらに次いで

地方組織が重要な役割を果た していると思われるのが､Aタイプの食品連合､Bタ

イプの印刷労連 とセラミックス連合､Cタイプの新化学の 4組織である｡ これら以

外の19組織では地方組織はあったとしても､情報収集､伝達が中心的活動であった
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り､ また闘争指導 を行 うこととされていて も､それを支 えるだけの人的体制が整 っ

ていない ｡

なお､ この10年間ほどで特 に､都道府県単位の地方組織の活動内容 を闘争指導､

組織拡大 などにまで拡大 した組織 は､Aタイプに多 く見 られる｡ Aタイプには都道

府県単位 の地方組織数 を増や し､なおかつ活動内容 を充実 させ ようとしている組織

が多い ことがわかる｡

(4)業種別組織

ここでは業種別組織 について明 らかにす る｡

① 業種別組織の有無

表 4-31は業種別組織､業種別対策委員会の有無､お よびそれ らへの所属夏件 を

みた ものである｡

表 4-31 業種別組織 と業種別対策委員会

計 業 種 別 組 織 が 業 種 別 組 織 が 業種別組織 はな 業 種 別 組 織 ､

あ り∴.仝 単 組 あ えが ､所 属 いが､書記局 に 対 策 委 員 会 と

が所属 は_任意 業華 別対策委員会がある■ もにな し

計 42 17 6 5 144
A 10 5 22 3
B 13 7 2
C 14 2 10

これによれば､業種別組織､業種別対策委員会 ともにないのは､Bタイプの 4組

織 とCタイプの10組織であ り､Cタイプに目立つ ｡ いいかえれば､Aタイプ､大産

別 タイプ､一般 タイプでは業種別組織か､業種別対策委員会のいずれかが必ずある｡

業種別組織があ り仝単組が所属す ることになっている産業別組織 は合計で17であ
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り､Aタイプでは自動車総連､電機連合､電力総連､食品連合､化学 リーグ21の 5

組織､Bタイプでは化学総連､ レジャー ･サービス連合､海員組合､航空連合､セ

ラミックス連合､非鉄連合､全国セメン トの7組織､Cタイプでは全 自交労連 と繊

碓生活労連の 2組織､大産別ではゼ ンセン同盟､CSG連合､交通労連の 3組織で

ある｡ 業種別組織はあって も､それへの参加が単組の自主性 に任 されているのは全

体で 6組織あ り､Aタイプでは生保労連 と情報労連､Bタイプではな く､Cタイプ

では商業労連､ JR連合の 2組織､大産別では JAM､一般 タイプでは全国一般で

一ある｡ なお､生保労連の業種別組織は､内勤 と営業 とい う職種別に分かれた組織 に

なっている｡ 書記局 に業種別対策委員会があるのは合計で 5組織､Aタイプの私鉄

総連､鉄鋼労連､造船重機労連､Bタイプの損保労連 と全国ガスである｡

② 変化

前回調査 と比較で きる35組織で業種別組織､対策委員会が10年間でいかに変化 し

たかをみてみよう｡

表 4-32によれば､この10年間でまった く変化がなかった産業別組織は15である｡

そのうち､Cタイプで業種別組織あるいは村策委員会がなかった し､現在 もない と

いう組織が 7組織 と約半数を占める｡ このほか､Aタイプで自動車総連､電機連合

が ｢業種別組織で全単組加盟｣､造船重機労連が業種別対策委員会､Bタイプで海

員組合､セラミックス連合､全国セメン トが ｢業種別組織で仝単組加盟｣､石油労

連が ｢な し｣､全国一般が ｢業種別組織で任意｣ となっている｡
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表 4-32 業種別組織の変化

タイプ 組織名 1989年 2000年
組織の有無 敬 組織の有無 敬

A 自動車総連 業種別組織､仝単組 5 業種別組織､全単組 5

A 電機連合 業種別組織､全単組 ~ 7 業種別組織､全単組 7.

A 生保労連 業種別組織､仝単組 .23 業種別組織､任意 2

A 情報労連 なし 棄種別組織､任意 4

A 電力総連 なし 業種別組織､仝単組 13

A 私鉄総連 業種別組織､仝単組 業種別対策委員会 . 312A 鉄鋼労連 業種別組織､任意 69+5-業種別対策委員会
.A 造船重機労連 業種別対策委員会 業種別対策委員会
A 食品連合 業種別組織､仝単組 業種別組織､全単組

A 化学リヤや21連合 業種別組織､仝単組 10 業種別組織､全単組 ll

B 化学総連 業種別対策委員会 32 業種別組織､仝単組 72

B ゴム連合 業種別組織､仝単組 なし

B 紙パ連合 業種別対策委員会 . なし

B レシ寸ヤー.サーヒナス連合 業種別組織､任意 業種別組織､仝単組

B 海員組合 業種別組織､全単組 3･4 琴種別組織､全単組 3

B 全国ガスー なし 業種別対策委員会 --2
B 航 空 連合 なし 業種別組織､仝単組 3

B セラミ_ツケス連合 業種別組織､仝単組 業種別組織､仝単組 4

B 非鉄連合 業種別組織､全単組 3+4-2 業種別組織､仝単組 検討中2-
B 石油労連 なし なし

B 全国ヤメント 業種別組織､-.全単組. 菜種別組織､仝単組

C 商業労連 業種別組織､仝単組 64 業種別組織､任意 36

C チェーン労協 なし なし

C 全銀連合 なし なし

C 建設連合 なし なし

C 新化学 なし なし

C. 繊維生活労連 業種別組織､全単組 業種別組織､仝単組

C 全造船機械 なし なし

C 全 炭 鉱 なし なし

C 日建協 なし なし

大産別 ゼンセン同盟 業種別組織､仝単組 6 業種別組織､全単組 7

大産別 JAM 業種別組織､任意+業種別対策委員会 8 業種別組織､任意 ー7~
大産別 CSG連合 業種別組織､全単組+任意 9+ll 業種別組織､仝単組 7

大産別 交通労連 .業種別組織､全単組 3 業種別組織､全単組 4
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業種別組織の数､参加要件などで変化のみられたのは11組織である｡ 大産別 タイ

プのすべて､および組織統合 した産業別組織のい くつかがここに含 まれる｡ 大産別

タイプではゼ ンセン同盟が業種別組織数を6から7へ と増や し､交通労連 も同 じく

3から4へ と増や している｡ JAM､CS.G連合は統合前には異なっていたが､練

合を契機に､､前者では仝金連合にあわせて､後者では全化同盟にあわせて､それぞ

れ業種別組織+任意､業種別組織+仝単組加盟 と変えている｡ また組織数 も整理競

合 して減 らした｡ この他､Aタイプでは生保労連が仝単組加盟から任意- と参加要

件をかえ､食品連合､化学 リーグ21では統合を契機に業種別組織数を整理 している｡

Bタイプで もレジャー ･サービス連合が任意 (ホテル労連)から仝単組に､非鉄連

合が統合以前が 3 (非鉄金属労連)､ 4 (資源労連)あった業種別組織 を再編 して

いるところである｡ Cタイプでは商業労連が全単組から任意に､さらに組織数を6

から3へ減 らし､繊推生活労連は逆 に4から6- と増や している｡

大 きな変化がみ られたのはAタイプおよびBタイプの 9組織である｡ ただ し､変

化の方向はさまざまである｡ Aタイプの情報労連､電力総連では ｢組織なし｣から

業種別組織 を4および13創設 し､前者が任意､後者が仝単組を参加要件 としていろ｡

他方､私鉄総連､鉄鋼労連では業種別組織 をやめ､業種別対策委員会にかえている｡

Bタイプでは全国ガス､航空連合が ｢組織なし｣から前者が業種別対策委員会､後

者が仝単組加盟の業種別組織 を創設 し､また化学総連が業種別対策委員会か ら7つ

の仝単組加盟の業種別組織をつ くった｡ 他方､ゴム連合､紙パ連合では仝単組加盟

の業種別組織､業種別対策委員会をやめている｡
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③ 業種別組織の活動内容と体制

表 4-33 業種組織の活動内容

計 情事剛文集伝達 統一行動の組織化 闘争指導 組織拡大活動 世話活動

計 23 20 12 10 ll 10

B 7 6 5 3 3 2
C 4 2 0 0 1 1

大産別 4 4 _4 3 4 .4

表 4-33によると､業種別組織の活動内容 としてほとんどの組織が情報収集伝達

をあげるが､その他 の活動 に関 しては半数近 くの組織があげるにす ぎない｡ この点

は､都道府県単位お よびブロック単位の地方組織 との大 きな違いである｡ タイプに

よって も異な り､大産別 タイプは業種別組織 に多 くの活動 を期待するのに対 して､

Cタイプはあまり期待せず､Aタイプ､Bタイプはその中間である｡

闘争指導 に着 目してみると､Aタイプで業種別組織が闘争指導 を行 っているのは､

生保労連､情報労連､電力総連､食品連合の 4組織であ り､Bタイプではレジャー

･サービス連合､海員組合､全国セメン トの 3組織､大産別 タイプではゼ ンセ ン同

盟､CSG連合､交通労連の 3組織である｡

次 に､前回調査 にも回答 し､業種別組織 を有 している､あるいは有 していた産業

別組織24に関 して､業種別組織が闘争指導､組織拡大 を行 っていたか どうか､現在

も行 っているか どうか をみてみ よう｡
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表 4-34 業種別組織の活動内容の変化

タイプ ･組織名 闘争指導 組織拡大
1989年 2009年 1989年 2000年

AAA 自動車総連電機連合生保労連 ○ ○ 組織なし ○業種別組織なしー

A 情報労連 組織なし ○
A 電力総連 組織なし ○ 組織なし

A 私鉄総連 ○ 業種別組織なし ○
A 鉄鋼労連 ○ 業種別組織な し ○ 業種別組織なし

BB 化学総連ゴム連合 ○~○ 組織なし ○ 組織なし

B 海員組合 ○○ ○ ○

B ･航空連合 組織なし 組織なし ○

BBB セラミックス連合非鉄連合全国セメント ○○ ○○

大産別 ゼンセン同盟 ~○ ○○ ○ ○
･大産別 JAM ○+なし ○+なし ○
大産別 CSG連合 ○+○ ○+○ ○~

注)｢業種別組織なし｣は業種対策委員会があることを意味 し､｢組織なし｣は業種別組織 も業種別

対策委員会 もなしを意味する｡ JAMにおける ｢○+なし｣は､統合以前に全金連合では行って

いたが､全国金属では行っていなかったことを意味する｡

表 4-34によれば､業種別組織の活動内容について､一定の変化の方向を発見す

ることはできない｡業種別組織を創設 し､闘争指導を行 うようになった組織 もあれ
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ば､逆 にそ うした活動 を していた業種別組織 をな くして､業種別対策委員会に変え

た組織 もある｡

業種別組織の機関構成 を表 4-35でみると､｢いずれ もな し｣が11､不明が 5と

なる｡ 決議機関､執行機関の両方あるいはいずれか一つの機関 を業種別組織が持 っ

ている産業別組織は 7つ にす ぎない｡活動内容 と同 じく､機 関構成 とい う面で も､

地方組織 とは大 きく異 なっていることがわかる｡

表 4-35 業種別組織の機関構成

計 決議執行機関あり 決議機関のみ 執行機関.のみ いずれもなし 不明

計 23 4 11 2 ll 5
A 7 1 11 3 2

決議機 関､執行機関の両方 を有す る産業別組織 は､Aタイプで食品連合､Bタイ

プで レジャー ･サー ビス連合､大産別 タイプでゼ ンセ ン同盟 とCSG連合の 4組織

である｡ いずれ も業種別組織が闘争指導､組織拡大 を行 っている組織である｡ 決議

機関のみ を有するのはBタイプの海員組合であ り､執行機関のみはAタイプの自動

車総連､ Cタイプの商業労連である｡

次 に財政 を表 4-36でみると､その他が 8､不明が 7であ り､都道府県単位､ブ

ロック単位の地方組織 と比較す ると､財政基盤の しっか りした業種別組織 をもつ組

織 は少ない｡独 自会計 のみが大産別のゼ ンセン同盟だけであ り､本部交付金のみは

Aタイプの電機連合､情報労連､食品連合の 3組織､Bタイプの レジャー ･サービ

ス連合､ Cタイプの商業労連､大産別 タイプのCSG連合 と交通労連の合わせて 7

組織 だけである｡ これ らの 8組織のほとんどは業種別組織が闘争指導､組織拡大な

どを行 っている産業別組織である｡
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表 4-36 業種別組織の財政 ､

訂 独自会計と交付金 独自会計のみ 本部交付金のみ その他 不由

計 23 0 11 7 8 7

･A 7 3 1 3
B 7 1 3 3

表4-37 業種別組織の体制

計 専従者なし 専従者あ~り

計 23 18 5

A 7 6 14

B 7 7

表 4137で､人の面 をみてみよう｡ これによると､専従者を抱える業種別組織 を

有する産業別組織は 5つ とごくわずかであ り､機関構成､財政につづいて､地方組

織 との大 きな違いがあることがわかる｡ Aタイプの生保労連 と大産別 タイプの 4つ

の組織である｡

最後に､業種別組織数､闘争指導の有無､専従者数を総合 してみてみよう｡
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表 4-38 業種別組織の数､闘争指導の有無､専従者数

タイプ 組織各 組織数 参加要件 闘争指導の有無 専従者数

A 自動車総連 5■ 全単組 ○ 0
A 電機連合 7 仝単組_. 0
A 生保労連 2 任 意 9
A 情報労連 4 任 意 ○ 0

A 電力総連 13 仝単組 ○ 0

A 食品連合 12 仝単組 ○ 0

B 化学総連 7 仝単組 ○ 0B レシ寸ヤー.サーヒ寸ス連合 2 仝単組 0

-B 海員組合 3 全単組 ○○ 0

B 航空連合 3 仝単組 0

B セラミックス連合 4_2 仝単組 0
B 非鉄連合 仝単組 0

B 全国セメン ト 仝単組 0

C 商業労連 3 ~任 意 0

C JR連合 2 任 意 0
C 全 自 交 労 連 1 全単組 0

C 繊維生活労連 6 仝単組 0

大産別 ゼ ンセ ン同盟 7 仝単組 ○○ 39
大産別 JAM 7 任 意 8
大産別 ･C,SG連合 7 仝単組 7
大産別 交通労連 4 全単組 ○ 4.

表 4-38によると､専従者 をかかえ､闘争指導 を行 っている充実 した業種別組織

をもつ産業別組織 はAタイプの生保労連､大産別 タイプのゼ ンセン同盟､ CSG連

合､交通労連の 4組織 となる｡ ∫AMもまた闘争指導は行わない ものの専従者 を擁

す る業種別組織 をもつ ｡ 他方､闘争指導 を行 う業種別組織 をもつ としたAタイプの

情報労連､電力総連､食品連合､Bタイプの レジャー ･サービス連合､海員組合､

全国セメン トの 6組織 は､産業別組織 に対応 した専従者配置 を行 っていない｡
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④ まとめ

42組織中､業種別組織 をもつ組織 は23組織であ り､地方組織 に比べ るとその割合

は低かった｡ Cタイプで業種別組織 を持たない組織が10と多 く､Bタイプもそれに

次いでいた｡ Cタイプ､Bタイプには､中産別主義の しか も組織人貝 もさほど多 く

ない産業別組織が大部分であることを考 えれば､これは当然のことなのか もしれな

い ｡

10年間の変化 をみると､ とにか く変化のあった組織は20組織 になるが､組織統合

にともなう変化 も含め､一定の方向がみえて くるわけではない｡

中産別主義が多 くを占めることか ら推測で きるように､業種別組織の位置づけは

地方組織 に比べてさほど重要ではない ように思えた｡ それは活動内容､機関構成､

財政､専従者でみて もわかる｡ 専従者 を抱 え､比較的重要な役割 を実質的に担 って

いると考 えられたのは､Aタイプの生保労連､大産別 タイプのゼ ンセ ン同盟､CS
G連合､交通労連であ り､大産別 タイプの JAMがそれにつ ぐ｡

(5)まとめ

以上､構成単位､組織方針､諸類型､地方組織､業種別組織 を詳 しくみて きた｡ こ

こではそれ らを前提 に類型ごとの組織構造の特徴 をまとめてみ よう｡

日本の産業別労働組合の加盟単位の基本が企業別労働組合であるとい う特徴 に大 き

な変化はない｡ また､産業別組織の多 くがいわゆる中産別主義 を組織方針 としている

ことにも大 きな変化はない｡ただ､い くつかの組織が組織範囲を拡大 していこうとい

う積極的姿勢 をとりは じめたことは注 目すべ きであろう｡ ゼ ンセ ン同盟以外 に､CS
G連合､私鉄総連､鉄鋼労連､交通労連 といった産業別組織が複合産別主義 を唱える

ようにな り､ ∫R総連､新化学､全炭鉱は､全国一般 とならんで一般組合主義 を唱え

るようになった｡ このほか､建設連合､繊維生活労連が､ JAMとおな じく大産別主

義 をとっている｡ これらのほとんどは組織人員の減少に悩んでいるL組織であるが､組

織方針 を変えることによって現状か らの脱皮 をはかろうとする積極的姿勢は評価 され

てよい｡

調査対象 となった42の産業別組織の うち､特定の製品市場で支配力 を有する大手の
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企業を組織 していると回答 したものは26であ り､10年前 と大 きく変わらない｡産業別

組織 といいながら､依然 として1/3弱は当該産業の労働市場に大 きな影響力を有 して

いない｡ただ､この10年間に影響力を強めた組織が 3つある｡ レジャー ･サービス連

合､航空連合､全国セメントで､このうち前二者は組織統合を行った組織である｡

組織方針 (産業別組織が自称 しているものでな く､実態にあわせた)､労働市場-

の影響力､組織人員数 (10万人を基準 とした)の三つで42組織を分類 したところ､以

下のようになった｡

① 中産別主義､10万人以上､労働市場への影響力あ りの中産別Aタイプに分類 され

るのが､自動車総連､電機連合､生保労連､情報労連､電力総連､私鉄総連､鉄鋼

労連､造船重機労連､食品連合､化学リーグ21の10組織である｡

② 中産別主義､10万人未満､労働市場への影響力あ りの中産別Bタイプに分類 され

るのが､化学総連､ゴム連合､紙パ連合､損保労連､ レジャー ･サービス連合､海

員組合､全国ガス､航空連合､セラミックス連合､印刷労連､非鉄連合､石油労連､

全国セメントの13組織である｡

③ 中産別主義､労働市場への影響力なしの中産別Cタイプに分類 されるのが､･商業

労連､∫R連合､JR総連､全自交労連､チェーン労協､全銀連合､食品労協､NHK

労連､建設連合､新化学､繊維生活労連､全造船機械､全炭鉱､日建協の14組織で

ある｡ これらのなかで商業労連だけが122,310人の組合員を擁 し､10万人規模 をこ

えている｡

④ 大産別主義をとる (複合産別主義 もここに含めた)大産別 タイプはゼンセン同盟､

JAM､CSG連合､交通労連の4組織である｡ ゼンセン同盟の60万人､ JAMの

46万人､CSG連合の20万人と､大産別 タイプは大規模な組織が多い｡

⑤ 一般組合主義をとるのは全国一般である｡

10年間にタイプの変わった組織が 8つある｡ 化学 リーグ21が中産別Bタイプ (令

化労連)から中産別Aタイプへ､食品労連がCタイプ (食品労連､仝食品同盟)か

らAタイプへ､ レジャーサービス連合､航空連合､非鉄金属､全国セメントの4組

織がCタイプからBタイプへ と変わった｡ これら類型を変えた組織の多 くは組織統

合を進めている｡ 逆に､海員組合は組織人員を大幅に減 らしたため､Aタイプから
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Bタイプへ と変わった｡

次に産業別組織の類型ごとに規模別構成､組織構造の特徴 をみていこう｡

規模別構成では､Aタイプは組合員数でみれば大規模組合中心､組合数でみれば小

規模組合中心 という組織が多 く､Bタイプ､Cタイプでは前回と同様共通の特徴はみ

られない｡大産別 タイプは組合員数でみても､組合数でみても､大組合､中小組合の

比率のバランスがとれ､一般 タイプは圧倒的に小規模組合中心であった｡ またB､C

タイプの産業別組織は､加盟する単組数が､他の類型 と比べると相対的に少な く､大

産別 タイプ､一般 タイプは非常に多 くの単組を抱えている｡ こうした規模別構成の違

いは組織構造に反映 されている｡

表 4-39は組織構造の特徴 をみたものである｡ この表で○とは地方組織あるいは業

種別組織があ り､闘争指導 を行い､かつ専従者が配置 されていることを意味する｡ △

とは専従者が配置 されていて も､闘争指導を行 っていないか (情報労連)､闘争指導

を行 っているが､組織数その ものが少ないか､あるいは専従者が 1人 しか配置 されて

いない組織 (私鉄総連､食品連合､全 自交労連､新化学)を意味する｡ なお､海員組

合の都道府県単位の地方組織は港ごとの組織である｡

Aタイプは､自動車総連､化学 リーグ21をのぞ く8つの産業別組織が､本部､単組

以外 に重要な機能を果たす補完的組織 を有 している｡ 電機連合､情報労連､電力総連､

私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労連､食品連合は､都道府県あるいはブロック単位 に

充実 した地方組織をもち､闘争指導 も行っている｡ 生保労連は充実 した業種別組織 (職

種別組織)をもつ｡ 10年前 と比較 して､こうした各組織ごとの特徴に大 きな変化はな

い｡ Aタイプでは都道府県単位の地方組織の役割が､この10年間で大 きく拡大 してき

たようにみえたが､大 きく広がった活動 を支える体制が不十分であるように思 える｡

Bタイプでは､13組織中､充実 した地方組織をもつ ものは､海員組合､セラミック

ス連合､印刷労連の 3組織だけである｡ 海員組合､セラミックス連合はこの10年間に

組織構造が変化 したというわけではない｡
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表 4-39 組織構造の特徴

タイ プ 組織名 地方組織 業種別組織
都 道 府 県 単 位 ブ ロ ック単 位

AAAA 自動車総連電機連 合生保労連情報労連 ○.△△ ○ ○
A 電力総連 ○

A 私鉄総連 ○△

A 鉄鋼労連 ○
A■ 造船重機労連 ○

AA 食品連合化学 リー グ21連合 〇一

BBBBBBBBB良BBB 化学総連ゴム連合紙パ連合損保 労連レシやヤー.サーヒナス連合海員組合全国 ガス航 空 連合セラミックス連合印刷労連非鉄連合石 油労連全国セ メ ン ト ○○ ○○

CCCCCCCCCCCCCC 商業労連JR連合基 昌嬰婆蓮チェー ン労協全銀 連合食 品 労協NHK労連建設連合新化学繊雑生活 労連全造船機 械全炭鉱日 建協 ○△ ○△

大 産 別 ゼ ンセ ン同盟 ○ ○ ○

大 産 別 JAM ○ ○
大 産 別 CSG連合 ○ ○
大 産 別 交 通 労 連 ○ ○

注)〇､△については本文の説明を参照のこと｡

Cタイプで充実 した地方組織 をもつのは､14組織中､商業労連､全 自交労連､新化

学の3組織だけである｡
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A､B､Cタイプ ともに､専従者 を抱 え､闘争指導 を行 う充実 した業種別組織 を有

す る組織 は､生保労連 を除けばない｡これは中産別主義 をとっていることを考 えれば､

当然のことだろう｡

大産別 タイプはいずれ も充実 した地方組織､業種別組織 をもつ ｡ 大産別 タイプは多

くの中小組合 を抱 えていること､他方で､多岐 にわたる業種で大手組合 も抱 えている

ことか ら､ この 2つの組織 を充実す る必要があるのだ と思 われる｡ 一般 タイプでは数

多 くの中小組合 を支 える都道府県単位 の地方組織の充実 こそが求め られてい る ことを

示 している｡

4.本部体制と財政

ここでは各産業別組織 の本部体制 と財政 を明 らかにす る｡

(1)本部三役 と本部中央執行委員

表 4-40 本部三役

組織数､平均 人数百分率 代表する組織 所属本部 地声 業種 単組 -その他 非専従.在籍専従 プロ

計ABC..大産別一般 42 271 145. 18 14 81 13 138° 99 34

6.5 loo‰ 54% 7% 5% 30% 5%. 51% 37% 13%

10 68 38 4 1 20 5 _29 37 2
6.8 loo‰ 56% 6% 1% 29% 7% 43% 54% 3%
13 72 35 5 0 28 4 37 30 5

5.5 loo‰ 49% 7%0% 0% 39% 6% 51% 42% 7%
14 87 49 2 33 3 50 27 10

5.6 loo‰ 56% 2% 38%0%0%■ 34% 57% 31% 11%

4 38 22 4 ll 1 18 5 15

9._5 loo‰ 58% 11% 29%0% 3%0% 47% 13%0% 39%.
1 6 1 5 4 2
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表 4-40はタイプ別に本部三役の人数､代表組織､属性をみたものである｡ 本部三

役は 1組織平均で6.5人であ り､タイプ別 にはB､Cタイプがやや少なく､一般 タイ

プ､Aタイプと多 くな り､大産別が9.5人 と最 も多い｡大産別 タイプは業種 を代表す

る数種類の大手組合が一方で存在 し､他方で数多 くの中小組合が存在するため､業種

別､規模別のさまざまな利害 を調整 してい く必要があることか ら本部三役数 も多 く

なっているのだと考えられる｡

次に代表する組織 をみると､全体でみると､本部代表が最 も多 く145人の54%であ

り､ついで単組代表が81人の30%となっている｡ タイプ別には､中産別Aタイプ､B

タイプ､Cタイプ､大産別 ともに､本部三役は本部を代表 して選出されたものが最 も

多 く､約半数あるいはそれ以上 となっている｡ 他方､一般 タイプでは83%が地方組織

を代表 している｡ 本部代表に続 くのが中産別 タイプ3類型では単組代表である｡ 大産

別 タイプでは本部代表につづいて業種別組織代表が29%､地方組織代表が11%となる｡

最後に所属をみよう｡ なお､ここで非専従 とは産業別組織本部に常駐 していないこ

とを意味 し､組合専従役員であるが加盟単組や地方組織､業種別組織に常駐 している

者は非専従 とした｡ 同様 に在籍専従 とは､企業籍をもちながらも産業別組織の本部に

派遣 され､常駐 している役員をさす｡この表から本部三役の51%が非専従､37%が在

籍専従､12%が企業籍を持たないいわゆるプロの専従役員であることがわかる｡ 本部

に常駐 しているか否かで分けると､一般 タイプを除けば､ 4タイプとも三役の半数近

くは本部に常駐 している｡ さらに詳 しくみると､中産別 タイプ3類型 と大産別 タイプ､

一般 タイプでは大 きく異なっている｡ 本部に常駐 しているとはいえ､中産別の 3タイ

プでは在籍専従が31%-54%であるのに対 して､大産別タイプではそれが13%にす ぎ

ず､むしろプロの本部三役の比率が390/.と高 く､一般 タイプでも330/.がプtjの専従三

役である｡

次に表 4-41で本部中央執行委員をみよう｡ 本部中央執行委員は今回の調査では 1

組織平均で17.0人､タイプ別には一般 タイプ､Cタイプ､Bタイプが12-13人と少な

く､これに対 してAタイプ､大産別タイプはそれぞれ20.9人､42.5人と多い｡この違

いは一つには､組織人員数を反映 したものであろう｡

代表する組織 をみると､全体では本部代表が最 も多 く336人の45%､次いで単組代
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表が193人の26%となる｡ タイプ別 にはAタイプで本部代表 の比率 が70%と圧倒 的 に

高い｡ Bタイプ､Cタイプがそれに続 き51%､39%であ り､大産別 タイプは本部代表

の中央執行委員 はわずかに30人､18%にす ぎない｡ Bタイプでは単組代表が､ Cタイ

プと大産別 タイプでは地方組織代表お よび単組代表が多い ｡ 一般 タイプは地方組織代

表が100%を占める｡ 各 タイプ ともに､本部三役の場合 と異 なってい る点 に注意すべ

きであろう｡

表 4-41 本部 中央執行委員

組級数､平均 人数百分 率 代表する組織 所属本部 地方 業種 単組 その他 非専従 在籍専従 プロ

計AB_.t大産別二 股 42 742 336 153 30 193 30 524 168 50

17.7 loo‰_ 45% ･21% 4% 26% 4% 71% 22% 7%
10 209 147 24 5 15 18 91 102 16

20.9 loo‰ 70% 11% 2%0%0% 7% 9% 44% 49% 8%

13 171 88 13 60 10 133 32 6

13.2 loo‰ 51% 8% 35% 6%0% 78% 19% 4%
14 180 71 53 56 154 19 7
12.9 loo‰ 39% 29% 31% 86.% 11% 401;
4 170_ 30 51 25 62 2 134 15 21

所属 をみ る と､全体では非専従が71% と最 も多 く､ついで在籍専従22%､プロ 7%

となる｡ タイプ別 には大 きく異 なる｡ Aタイプでは在籍専従が49%と最 も多 く､次い

で非専従が44%､プロが 8%であるの に対 し､ B､C､大産別 タイプでは非専従 の中

央執行委員が最 も多 く､それぞれ78%､86%､79%である｡ 大産別 タイプは在籍専従

も9%と少 ないが､プロが12%を占めている｡ 一般 タイプは中央執行委員の全員が本

部 に常駐 してい ない とい う意味で非専従である｡

最後 に､表 4-42で本部三役 と中央執行委員 を合わせてみてみ よう｡ 本部の三役 と
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中執の合計 は､､1組織平均で24.1人であ り､B､Cタイプ､一般 タイプが17-19人 と

比較的少ない｡三役､中執 ともにこの 3タイプは少なかったためである｡ 逆に､三役､

中執 ともに多かったAタイプ､大産別 タイプでは合計 もそれぞれ27.7人､52.0人と多

い ｡

代表する組織についてみると､全体では本部代表役員が47%と最 も多 く､ついで単

組代表の27%となる｡ 中産別 3タイプでは本部を代表する役員の比重が最 も多 く､45

%から67%である｡ 大産別 タイプ では､中執で単組､地方組織の比重が高かったこと

をうけて､全体では単組､地方組織の代表が30%､26%と高 く､ついで本部が25%､

業種別組織が17%である｡ 各構成単位から均等に本部役員が選出されている｡ 一般 タ

イプでは地方組織代表が94%と圧倒的多数を占める｡

表 4-42 本部三役と中央執行委員

組織数､平均 ~人数百分率 代表する組織 所属本部 地方 業種 単組 その他 非専従 在籍専従 プロ

計ABC大産別一般 42 1,013 481 171 44- 274 43 662 266 85

24.1 loo‰ 47% p17% 4% 27% 4% 65% 26% 8%

10 277 185 28 6 35 23 120 139 18
27.7 loo‰ 67% 10% 2% 13% 8% 43% 50% 6%
13 243 123 18 0 88 14 170 62 ll

18.7 loo‰ 51% 7% 0% 36% 6% 70% 26% 5%.

14 267 120 53 2 89 3 204 45 18~
19.1 loo‰ 45% 20% 1% 33% 1% 76% 17% 7%
4 208 52 55 36 62 3 152 -20 36

52.0 loo‰ 25% 26% 17% 30% 1% 73% 10% 17%

次 に所属 をみてみよう｡ 全体では非専従の本部役員の比率が最 も多 く65%であ り､

本部中央執行委員会のメンバーの過半が非専従である｡ タイプ別には大 きな違いがみ

られる｡ これは三役以外の中執メンバーの所属の違いを反映 している0 Aタイプでは
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在籍専従が50%と非専従の43%をやや上回るのに対 して､Bタイプでは非専従が70%､

在籍専従が260/O､Cタイプでは76%､17%と非専従が多い｡大産別タイプでは73%が

非専従で､在籍専従が10%､プロが17%にす ぎない｡大産別では本部中央執行委員会

のメンバーの3/4が常駐 していない｡もっとも､大産別 タイプでは中執委の総数が52.0

人と圧倒的に多 く､人数でいえば､1組織平均14人となり､Aタイプの 1組織平均15.7

人に近 くなる｡ 一般 タイプでは中執委の11%が本部に常駐するプロの役員である｡

以上､本部三役 と中執についてタイプ別にみてきた｡ 各タイプの特徴をまとめると

次のようになる｡

① Aタイプは本部三役6.8人､本部中執20.9人で計27.7人の役員から中央執行委員

会が構成されている｡ 組織人員数10万人以上の組織であることもあ り､本部役員数

-は大産別に次いで多い｡三役､中執 ともに本部を代表 して選出されていることが最

も多 く (それぞれ56%､70%)､Aタイプでは本部役員は加盟単組の個々の利害を

代表するというよりも､むしろ組織全体の利害を代表するように選出されている｡

所属をみると､三役､中執 ともに過半が在籍専従であ り､非専従役員が 4割強 となっ

ている｡

② Bタイプは本部三役5.5人､本部中執13.2人で計18.7人の役員から中執委が構成

されている｡ 本部役員数は以下で述べるCタイプ､一般 タイプとほぼ同 じである｡

三役､中執 ともに本部代表が49%､51%と最 も多 く､単組代表が39%､35%とそれ

に続 く｡ 所属をみると､三役の42%が在籍専従であるが､中執では在籍専従は19%

となり､プロの専従役員 と合計 して専従役員が中央執行委員会の3割､非専従役員

が 7割を占める｡

③ Cタイプは本部三役5.6人､本部中執12.9人で計19.1人の役員から中執委が構成

されている｡ 三役､中執 ともに本部代表が56%､39%と最 も多 く､それに単組代表

(三役の38%､中執の31%)がつづ く｡ 所属をみると､三役の31%､中執の11%が

在籍専従であ り､プロの専従役員を合わせて専従役員が全体の24%となり､非専従

役員が3/4を占める｡

④ 大産別 タイプは本部三役9.5人､本部中執42.5人で計52.0人の役員から中執委が

構成 されている｡ 組織人員の大 きな組織が多いこと､さらに組合内部の多様な業種､
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多様な規模の組合の利害調整をはかる必要があることを反映 したものであろう｡ 三

役では本部代表 (58%)が最 も多 く､ついで業種代表 (29%)であるが､中執では

本部代表､業種代表 もともに少な く (18%､15%)､地方組織代表 (30%)､単組

代表 (36%)が多い｡さまざまな利害のバランスをとろうとするためだと思われる｡

所属をみると､三役の47%､中執の79%が非専従であ り､合計で も73%が非専従で

あって､その割合はBタイプよりも多い｡もっとも､本部役員数が非常に多いため､

専従役員の割合は低 くとも､絶対数でいえば 1組織平均で14人とな り､Aタイプと

並んで多い｡さらに専従役員の中でプロの比重が高 く､三役の39%､中執の12%が

プロである｡

⑤ 一般 タイプは本部三役 6人､本部中執12人で計18人の役員から中執委が構成 され

ている｡ 三役､中執 ともに地方組織代表がほとんどを占める｡ 本部に常駐 している

プロの専従役員は全体で11%である｡

こうした特徴が各産業別組織 にみられるかどうかを10年間の変化 とあわせて､表

4-43､表 4-44でみてみよう｡
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表4⊥43 各産業別組織の本部役員数と代表する組織 (1989年と2000年)

夕~イブ 級 .織 名 1白89年人 .敬 本部 地方 業種 亘組 その他 2000年^L,a 哀部 地方 業種 単組 その他

A 自動車総連 28 61% 0% 0% 39% 0% 29_ 21% 0% 0% 0% 79%

A 電機連合 22 loo‰ 0% 0% 0% 0% 31 loo‰ 0% b% 0% 0%.

A, 生保労連 . 53 17% 0% 0% .83% b% 48_ loo‰ 0% 0% 0% 0%

A_ 情報労連 14 36% 0%; 0% 64% 0% 19 53% 0% ･0% 47% 0%

A 電力総連 29 90%.10% 0% 0% 0%. 26 8% 92% 0% ~Oro: ･0%.

A 私鉄総連 17 0% loo‰ 0% 0% 0% 15 loo‰ 0% 0% 0% 0%

A 鉄鋼労連 32 0% 0% 0% loo‰ 0% 22 82oi: 0% 0% 18% 0%

A 造船重機労連 14 loo‰ 0% 0%- Oo/o 0% 14 loo‰ 0% 0% 0% 0%
A 食品連合 57 14% 0% 0% 86% 0% 50 80% 8% 12% 0% 0%

A 化学リークや21連合 10 loo‰ Oo/o 0% .0% 0% 23 4% 0% 0% :96% 0_%
B 化学総連 19 11% 0% 0% 89% 0% 23 17% 0% 0% 83% 0%

B ゴム連合 27 26% 0% ilo/o 63%. 0%◆ 10 0% -oo;6 0% 40%~ 60%

B 紙パ連合 2915 28%53% P%47% 0%0%. 72%･0% 0%0% 22 27% 0% 0% 73% 0%

ち 損保労連 7 86% 0% ~0% J140/oー 0%

B レシやヤー.ー卜ヒやス連合 38 ･79% 0% _0% 21% .0%-

B 海員組合 10 0% 0% 0% 0% loo‰ 8 0% 0% bo/. 0% 10~0%

B 全国ガス 18 17% 28% 0% 56% 0% 24 69% 31% 0% 0% 0%

B 航空連合 15 13% 9% 0%- 87&/o 0% 22 .59% 0% 0% ･41% 0%

冒 ･印刷労連 44 31% .0% 0% 69% 0%

B- 石油労連. 16 0%.. P% 0% loo‰ 0% 10 90% 0% 0% lo駕 0%
B 全国セメシト 8 loo‰ 0% 0% 0% 0% 6 loo‰ 0% 0% 0% 0%

C JR連合 14 5d% ･0% 0%~-50% 0%

C 全自交労連 5P 18% 82% 0_% 0% 0%.

C 全銀連合 2826 0%14% 0%ll20/? .0%0% loo‰77% 0%0% 26 0% 0% 0% .loo‰ 0%

C 食品労協 10 50% 0% 0% 50% 0%

C. 建設連合 _ 28 64% 7% 0% _29% 0%

C 繊維生活労連 ll ･27% 一64% ●ll P% 0% 14 86% 0% 14% ■0% 0%

C 全造船機械 5 loo‰ 0% 0% 0% 0% 7 loo‰ 0% ob/o 0% o~%

C 全炭鉱 -5 20% 0%. 0%~ 80% 0% 12 8%､ 0% 0% 92% 0%

C 日建協 17 0% 0% 0% loo‰ 0% 13 0% 0% _0% loo‰ 0%

大産別 ゼンセン同盟L 8.0 -21% 0%; 79% 0% 0% 94.･16% .0■% 22% 62% 0%

大産別 JAM 7.2 17% 63% 4% 14% .30/o 56_ 14% 64% ●ll _7% 5%
大産別 CSG連合 ー ウ8 13% 32% 23% 32% 0% 14 1006/o -od/o 0% 0% 0%
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Aタイプでは本部役員20人以上が10組織中 7であ り､やは り本部役員数の多い組

織が多い｡代表する組織 をみると､本部代表役員が多 くを占める組織が電機連合､

生保労連 をはじめ 7組織 と多い｡これら以外の 3組織､つまり､自動車総連はその

他 (グループ労連)代表が79%､電力総連は地方組織代表が92%､化学 リーグ21は

単組代表が96%である｡ 所属をみると､在籍専従が過半数を占める組織は､10組織

中､電機連合をはじめ 5組織 となり､これに情報労連 (在籍専従42%､プロ5%)

を加えると6組織 となる｡ 本部に役員が常駐 している組織が他の中産別 タイプと比

べて多い｡本部役員数の10年間の変化をみると､鉄鋼労連のように32人から22人へ

と役員数 を減 らした組織から､逆に電機連合のように22人から31人- とそれを増や

した組織 まで､組織 によって様々である (減少が 5組織､増加が 4組織)｡代表す

る組織についても組織によって様々で､一定の傾向がみられるわけではない｡所属

をみると､情報労連､化学 リーグ21が非専従 を増や し､食品連合が逆にそれを減 ら

している｡

Bタイプでは本部役員数は44人の印刷労連か ら6人の全国セメン トまで組織 に

よって大 きく異なる｡ Bタイプの13組織中､役員数20人以上の組織が化学総連 をは

じめ 6組織､20人未満が 7組織である｡ 代表する組織 をみると､本部代表役員が過

半数を占める組織は損保労連をはじめ 7組織である｡ 単組代表が過半を占めるのが

化学総連､紙パ連合､印刷労連 と非鉄連合の 4組織､その他が過半数を占めるのは

ゴム連合 と海員組合の 2組織 となる｡ 所属 をみると､在籍専従およびプロの合計が

過半を占める組織は13組織中､海員組合 と全国ガスの 2組織だけである｡ 本部役員

数の10年間の変化 をみると､役員数を増や した組織が化学総連など5組織､逆に減

らした組織がゴム連合など6組織 と､ここで も組織によってさまざまである｡ 代表
*18

する組織の変化 をみても一定の傾向はみられない ｡ 所属ではレジャー ･サービス

連合､航空連合の 2組織が在籍専従の割合を増や しているのが目立つ｡

Cタイプでは本部役員数は50人の全 自交労連か ら7人の新化学 まで違いが大 き

い｡ ただCタイプ14組織中､本部役員数20人以上は33人の商業労連をはじめ 5組織

しかなく､残 りの 9組織は20人未満であ り､ しか も10人以下は4組織 となる｡ Cタ

イプはAタイプ､Bタイプに比べて､本部役員数の少ない組織が多いといってよい｡
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代表する組織をみると､本部代表が過半を占めるのはJR総連をはじめ､14組織中

6組織､単組代表が過半を占めるのは全銀連合をはじめ4組織､本部 と単組が半々

なのはJR連合と食品労協の 2組織 となっている｡ 所属をみると､在籍専従および

プロの合計が過半を占めるのはJR連合､∫R総連､食品労協､全造船機械など､

14組織中4組織にす ぎない｡10年間の変化をみると､Aタイプ､Bタイプほど大 き

く本部役員数を大 きく変えた組織は少ない｡ただ､全炭鉱が 5人から12人へ増や し､

逆に日建協が17人から13人へ と減らしている｡ 代表する組織をみると､ 9組織中､

商業労連､チェーン労協､建設連合､繊椎生活労連のように本部代表の割合を増や

した組織が4組織であ り､その他では大 きな変化はみられない｡
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表 4-44 各産業別組織の本部三役と中央執行委員の人数と所属 (1989年と2000年)

タイプ 組 織 名 1999年 2000年
非専従 在籍専従 プロ 非専従 在籍専従 プロ

A 自動車総連 28 86% 14% 0% 29 79% 21% 0%
A 電機連合 22 0% 91% 9% 31 0% 77% 23%
A 生保労連 53 8一9% 11% 0% 48 85% 15% 0%
A 情報労連 14 7% 64% 29% 19 53% 42% 5%
A 電力総連 29 ･0% 90% 10%- 26 0% 92% 8%
A 私鉄総連 17 0% loo‰ Op% 15 0% loo‰ 0%
A~ 鉄鋼労連 32 0% loo‰ 0% 22 -0% -860/0. 14%
A 造船重機労連 14 0% loo‰ 0% 14 0% loo‰ 0%
A 食品連合 28+29 86% 5% 9% 50 62% 30% 8%
A 化学リークや21連合 _10 0% 70% 30% 23 65% 30% 5%
B 化学総連 19 8J40/. 16% 0% 23 87% 13%. 0%
B ゴム連合 27 74% 19% 7% 10 70% 30% 0%

B 紙パ連合 2915 72%-93% 24%7% 3%0% 22 73% 27% 0%
B 損保労連 7 71% 29% 0%
B レシ寸ヤー.サーヒやス連合 38. 68% 32% 0%
B 海員組合 10 0% 0% loo‰ 8 0% 0% loo‰
B 全国ガス 15 33% 67% 0% 16 33% 67% 0%-
B 航空連合 15 87% 13% 0% 22 77% 23% 0%

B セラミックス連合- 143+20 86%70% 7%30% 2%0% 17 82% 0% 18%
B 印刷労連 26 77% 23% 0%
B 非鉄連合 12 67% 33% 0%
B 石油労連 16 81% 19% 0% 10 70% 30% 0%
B 全国セメント 8 88% 13% 0% 6 83% 17% 0%

C 商業労連 3412 35%92% 56%8% 9%0% 33 70% 27% 3%

C JR連合 14 21% 57% 21%

CC 基昌嬰婆連 1950 37%92% 37%2% 26%6%
C チェーン労協 10 90% 10% 0%

C 全銀連合 28126 loo‰85% 0%15% ､0%0% 26 loo‰ 0% 0%

C 食品労協 10 50% 50% 0%
C NHK労連 24 92% 4% 4%
C 建設連合 28 89% 11% 0%
C 新化学 7 86% 0% 14% 7 86% 14% 0%
C 繊雑生活労連 ll 73% 0% 27% 14 93% 0% 7%
C 全造船機械 5 0% 40% 60% 7 29% 29% 43%
C 全 炭 鉱 5 40% 40% 20% 12 75% 17% 8%
C 日建協 17 77% 24% 0% 13 62% 38% 0%

大産別 ゼンセン同盟 80 6.6% 10% 24% 94 75% 10% 1150/o
大産別 JAM 43+29 .850/o 3% 13% 56 82% 7% 11%
大産別 CSG連合 48+30 85% 6% 9% 14 21% 0% 79%
大産別 交通労連 36 81% 8% 1.1% 44 73% 16% 11%

大産別 タイプで も本部役員数は94人のゼンセン同盟か ら14人のCSG連合まで違

いが大 きい｡ もっとも､ 4組織中3組織が本部役員数40人以上であ り､全体 として
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本部役員数の多いタイプだといってよい｡代表する組織 をみると､組織によってバ

ラエティがあ り､単組代表の多いゼンセン同盟､地方組織代表の多い JAM､本部

代表が100%を占めるCSG連合､地方組織､本部がそれぞれ多い交通労連 となる｡

所属をみると､ゼンセン同盟､ JAM､交通労連の3組織は非専従が過半数を占め

ている｡ 他方､CSG連合だけはプロが 8割を占める｡ 専従役員数の比率は組織に

よってさまざまだが､絶対数をとると､ゼンセン同盟が23人､ JAMが10人､CS

G連合が11人､交通労連が12人 と多いことがわかる｡

10年間の変化をみると､組織統合をしたJAM､CSG連合は本部役員数を大 き

く減 らしている一方､ゼンセン同盟 と交通労連はそれを増や している｡ 代表する組

織ではJAM､交通労連では大 きな変化はみられないが､ゼンセン同盟では業種別

組織代表の比重が減って単組代表が増え､CSG連合では各組織に均等に配分 され

ていたのが本部代表のみになった｡ 所属ではCSG連合が非専従役員を大幅に減 ら

して､プロの比重を大 きく高めている｡

(2)書記局

表 4-45は､産業別組織本部書記局の専門部局数､専門部局長の資格､所属､部局

員数を表 したものである｡ 本部書記局に置かれた専門部局数 (専門委員会は除 く)は

タイプによって大 きく異なる｡ 平均でみて最 も多いのは大産別 タイプで8.3部局､つ

いでAタイプの5.6部局､Bタイプの5.1部局､Cタイプの2.5部局､一般 タイプのゼ

ロとなる｡

専門部局長数 (兼任は除 く)をみても､最 も多いのは大産別 タイプで8.3人であ り､

次いでAタイプの5.4人､Bタイプの4.3人､そ してCタイプの2.4人と一般 タイプの

0人となる｡ 専門部局長が中執メンバーであるかどうかをみると､Aタイプ､Bタイ

プ､Cタイプではそのほとんどが中執メンバーであ り､大産別では6割近 くが中執メ

ンバーである｡ 所属をみると､専門部局長が最 も多い大産別 タイプではその 8割がプ

ロで､ 2割が在籍専従であ り､すべて本部に常駐 している｡ Aタイプの専門部局長 も

全員常駐 しているが､そのほとんどが在籍専従 となっている｡ これらに対 してBタイ

プ､Cタイプでは本部に常駐 していない非専従の部局長 も1/3程度存在 している｡
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表 4-45 本部書記局

タイプ 部居数(平均) 部局長数(平均) 資 格 所 属 部局貞数

(合計人数､平均) (合計人数､平均).

中執- 非中執 非専従 在籍専従 プロ

A. 50 49 37 12 0 46 3 177
9組織 5.6 5.4 4.1 1.3 0.0 ･5.1 0.3 19.7
B 66 56 51 5 21 26 9 110
13組織 5.1 4.3 3.9 0.4 1.6 2.0 0.7 8.5

C 35 34 28 6 ll 12 ll 51
14組級 2.5 2｣4 2.0 0.4 0.8 P.9 0∴8 3.6
大産別 25 25 15 10 0 5 20 118
3組織 8.3 8.3 5.0 3.3 0.0 1.7 6.7 39.3
一般 0 0 0 0 0 0 0 ?･●

荏)兼任があるため部局数 と部局長数 とは必ず しも一致 しない

さらに､専門部局長 を除 く部局員数 をみると､ここで も大産別 タイプが最 も多 く､

39.3人を数える｡ 次いで､Aタイプの19.7人､Bタイプの8.5人､Cタイプの3.6人 と

なる｡

これ らを各産業別組織別にみてみよう (表 4-46)｡

中産別Aタイプでは書記局体制の不明な生保労連 を除 くと次のような特徴がある｡

自動車総連 を除けば専門部局長のほとんどが中執メンバーである組織であ り､また専

従か どうかをみると､ 9組織のいずれにおいても全員が在籍専従か､あるいは在籍専

従 とプロか らなる｡ また部局員数 も電機連合の56人を筆頭 に10人以上を抱 える組織が

9組織中 8組織である｡ その結果､専従専門部局長 と部局員数を合計 して20人以上 を

抱える組織 は 9組織中 8組織 と多い｡Aタイプでは在籍専従あるいはプロの本部に常

駐する専門部局長 (本部役員 を兼ねることが多い)を抱 え､さらに数多 くの部局員 を

擁す る組織が多い｡

Bタイプでは､化学総連､印刷労連の 2組織 を除いて専門部局をもち､その長は航

空連合を除いて中執 メンバーがほとんどである｡ 所属 をみると､Aタイプとは異な り､

非専従の専門部局長 をもつ組織 も､ゴム連合､損保労連､ レジャー ･サービス連合､
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セラミックス連合､石油労連､全国セメントの 6組織存在 し､専従あるいはプロの専

門部局長を有する組織は13組織中9組織 となる｡ 専門部局員数は海員組合の94人を除

くと10人を越える組織はな く､多 くて航空連合の 6人であ り､そうした部局貝のいな

い組織が化学総連をはじめ 5組織存在する｡ 専従専門部局長 と部局員を合計 して20人

をこえる組織は､Bタイプの場合､13組織中､海員組合のわずか 1組織だけである｡

Cタイプでは専門部局 をもたない組織がチェー ン労協 をは じめ14組織 中 6組織あ

る｡ 残 りの 8組織ではJR連合､全自交労連.を除けば専門部局長は中執メンバーであ

る｡ 所属をみると､専門部局をもつ 8組織のうち､非専従の専門部局長をかかえる組

織が全自交労連他､NHK労連､建設連合の 3組織存在する｡ しか もNHK労連､建

設連合は全員が非専従である｡ 専従あるいはプロの専門部局長を有する組織は14組織

中6組織にす ぎない｡専門部局員については､18人の商業労連､13人の JR総連など

10人を越える組織が 2組織あるが､他方､全 くいない組織 もチェーン労協 をは じめ 6

組織存在する｡ 専従専門部局長 と部局員の合計が20人をこえる組織は､Cタイプ14組

織中わずかに商業労連 1組織だけである｡

大産別タイプではゼンセン同盟､交通労連では専門部局長のほとんど､あるいは全

員が中執メンバーであるのに対 して､JAMは逆にほとんどが中執メンバーではない｡

所属をみると､いずれも本部に常駐 しているが､ゼ ンセン同盟､ JAMではプロの専

門部局長が圧倒的多数であるのに対 して､交通労連では在籍専従の専門部局長 も過半

を占める｡ 専門部局員数はゼ ンセン同盟の67人､ JAMの49人､CSG連合の18人と

多い｡交通労連は2人と大産別 タイプではかな り少ない｡専従専門部局長 と部局員を

合計 して20人をこえるのは､不明のCSG連合を除けば､ 3組織中､ゼ ンセン同盟､

JAMの2組織である｡
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表 4-46 各産業別組織の本部書記局

組織名 部局数 部局長数 中執 非中執 -非専従 在籍専従 プロ 部局員

A 自動車総連 ll 10 5 10 ?● 10 ?2 1.3

A 電機連合 6 6 1 6 56

A 生保労連 0 ? ?● ?●1 ?● ?

A 情報労連 4 4 4 4 16
A 電力総連 6 6 6 6 14
A. 私鉄総連 6 6 6 6 23

A 鉄鋼労連 3 3 3 3 21
A 造船重機労連 4 4 4 4 16
A 食品連合 6 6 6 4_ 6
A 化学リークや21連合 4 4 _3 3 1 12

B~ 化学総連 0 0 0 0040ト 0 0 0702 0

B ゴム連合 6 6 6 24 4 0
B 紙パ連合 8 3 ･3 3 0
B p損保労連 5 5 5- 1 3
B レシやヤ-.サーヒナス連合 4 4 4 1 3 1

B 海員組合 7~ 7 7 05 0 94B 全国ガス 9 7 75 7 0
B 航空連合 4 4 40 6
B セラミックス連合 5 5 1.

B 印刷労連 0 0 0 04 1
B 非鉄連合 4 4 4 4 3
B 石油労連 4 4 4 0
B 全国セメント 10 7- 6 5 1

C 商業労連 5 5 5 42 1 5 4 18

C JR連合 8 7 3 '3■ 5.I

C JR総連 3 3 3 1.0 2 13
C 全自交労連 3 3 1 2 1
C チェーン労協 0. 0 0 0 0 0 0
C 全銀連合 0 0､ 0 0 0 0 ■0 2

C 食品労協 0 0 0 00 0 00 00 0

C NHK労連 5 5 5- 5 5
.C ･建設連合 5 5 5 5 2

C 新化学 0 0 0 0 0

C 繊維生活労連 0 0 0 00ー 00 0 0 0
C 全造船機械 4 4 4 1 ･3 0
C 全炭鉱 0 0 0 0 0 0

C 日建協 2 2 2 0 0?●0 2 0 5

大産別 ゼンセン同盟 10 10 9 1 2?● 8 67
大産別 JAM 10 10 1 9 10 49

大産別 CSG連合 3 ?● ? ?●0 ?● 18
大産別 交通労連 5 5 5 3 2 2

一 般 全国一般 0 0 0 0 0 ?-
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(3)本部専従者

以上で､本部三役､中執､専門部局数 と部局長および部局貝についてタイプ別､組

織別にみてきた｡ ここでは､これらを､産業別組織本部に常駐 し､本部業務に専従 し

ている者の人数､割合 という視点からまとめてみよう｡ 本部業務 を担 うのにふ さわ し

い人的資源が本部に集中されているか どうかをみたいのである｡

表4-47によると次のことがわかる｡ 第一に､タイプによって三役 を含む中執メン

バーの専従者数､非中執の専従専門部局長数､部局員数が大 きく異なっている｡ 大産

別 タイプ､Aタイプがいずれ もその数が多いのに対 して､Bタイプ､Cタイプはかな

り少ない｡中執メンバー専従者はAタイプの平均16.7人､大産別の15.0人から､Bタ

イプ5.1人､Cタイプ4.5人 とかな り違っている｡ 非中執の専従専門部局長数 も､大産

別では平均10人であるのに対 して､Aタイプ1.7人､Bタイプ0.9人､Cタイプ0.6人

である｡ 専門部局員数 もまた､大産別 タイプが平均39.3人､Aタイプ19.7人であるの

に対 して､Bタイプは8.5人､Cタイプは3.6人である｡ その結果､本部に常駐 してい

る本部役員､専門部局長､部局員の合計 をみても､大産別が平均64.3人､Aタイプが

38.0人､Bタイプが14.5人､Cタイプが8.7人 と大 きな違いがある｡

表 4-47 本部専従者数

三役専従者数 中執専従者 小計 非中執専従専門部局長- 部居貞 小計 総 計

(プロ) (プロ) (プロ) (プロ) (プロ) (プロ)

A 32 (2) 118 (16) 150 (18) 15 (3) 177 192 (180) 342 (198)
9組織 3.6 (0.2) 13.1 (1.8) 16.7 (2.0) 1.7 (0.3) 19.7 21.3 (20.0) 38.0 (22｣0)

C 37 (ll) 26 (7) 63 _(18) 8 (8) 51 59 (57) 122 (75)
14組織 2.7 (0.8) 1.9 (0.5) 4.5 (1.3) 0.6 (0.6) 3.6 4.2 (4.1) 8.7 (5.4)

3組織 5.7 (4.0) 9.3 (4.3) 15.0 (8.3) 10.0 (6.7) 39.3 49.3 (46.0) 64.3 (54.3)
｢般 2 ･(2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) ?● ? ?- ラ ?
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第二に､産業別組織に直接雇用 され､企業籍をもたないいわゆるプロの専従者数が､

大産別 タイプとそれ以外で大 きく異なる｡ 三役 を含む中執メンバーの専従者でプロの

役員は､大産別では平均8.3人 と専従役員の5割 をこえる｡ これに対 してAタイプでは

平均 2人で専従役員の1/8､Bタイプではわずかに0.8人で1/7強､Cタイプは1.3人で

1/4強である｡ また非中執の専門部局長をみると､プロの専従者が大産別では6.7人で

あるのに対 して､Aタイプでは0.3人､Bタイプでは0.6人､Cタイプでは0.6人 とな

る｡ これに本部直接雇用の書記 を加えると (表では最 も右の欄)､その差はさらにひ

らく｡

次に産業別組織ごとの状況 をみてみよう｡ 表 4-48によると次のことがわかる｡

Aタイプでは三役 を含む本部中執メンバーの専従者数が10人をこえている組織は､

10組織中 6組織 と多い｡最 も少ない自動車総連は､他方で非中執の専門部局長 を10人

抱 えている｡ さらに､部局員数をみると不明の生保労連､ 6人の食品連合 を除 き8組

織が10人をこえている｡ その結果､本部に常駐 している中執メンバー､専門部局長､

部局員数は不明の生保労連を除いて 9組織すべてが20人をこえている｡ さらにそれが､

30人をこえる組織 も電機連合､電力総連､私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労連など5

組織 となる｡

Bタイプは､Aタイプとは大 きく異な り､三役を含む中執メンバーの専従者が10人

をこえている組織は､13組織中わずかに2組織である｡ さらに非中執の専従専門部局

長数をみると海員組合が 7人､航空連合が 4人､全国セメントが 1人で､残 りの10組

織はゼロである｡ 部局員数をみると､海員組合の94人を例外 として､航空連合が 6人､

損保労連､非鉄連合が 3人､レジャー ･サービス連合､セラミックス連合､印刷労連､

全国セメン トの 4組織が 1人 と少な く､残 りの 5組織はゼロである｡ その結果､本部

に常駐 している中執メンバー､専門部局長､部局員数は海員組合の109人を除けば､10

人未満の組織が13組織中 9組織 と多 く､Aタイプと比較 してかな り小規模の組織が多

い｡ 残 りの 3組織にしてもレジャー ･サービス連合が13人､全国ガスが10人､航空連

合が15人であ り､Aタイプのように20人をこえる組織はない｡

Cタイ プでは三役 を含む中執メンバーの専従者が10人をこえる組織は､商業労連､

JR連合､ ∫R総連の14組織中3組織 と少ない｡なかには専従役員がゼロ､ない し1
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人という組織 も､チェーン労協､全銀連合､新化学､繊椎生活労連の4組織存在 して

いる｡ 非中執の専従専門部局長を抱えているのは､∫R連合､∫R総連､全自交労連

の3組織であ り､残 りの11組織はゼロである｡ 部局員数をみると､商業労連､ ∫R総

表 4-48 本部専従者敷 くカッコ内はプロの専従者数および本部雇用の書記数)

タイプ 組 織 名 三役専従者数 中執専従者 小計 非中執専従専門部局長 吾陽 貞 小計 総計

A 自動車総連 6 (いり ) 0 (7)(2)(3)(4) 6 (0) 10 (2) 13 23 (113) 29 (13)

A 生保労連 7 0 7 (0) ? ?I ? ? ? ?
A 電力総連 4 22 26 (2) 0 14 14 (14)■40 (16)
･A 私鉄総連 4 ll 15 (0) 0 23 23 (23) 38_(23)
A 鉄鋼労連 4 18 22 (3) 0 21 21 .(21) 43 (24)
■A 過給重機労連. 3 ll 14 (0) 0. 16 16 (16) 30 (16)◆
A ..食品連合 2 17 19 (4) 2 6 8 (8) 27 (12)
A 化学リグ 21連合 4 4 8 (D ■2 n) 12 14 (13)122- (14)

B ゴム連合 2 1 3 (0) .0 0 0 (0) 3 (0)

B 紙パ連合 3 3 6 (0) 0 0 0 (0) 6 (0)

B 揖保労連 2 0 2 (0) 0 3 3 (3) 5 1(3)

B レシ〇十.サゼ ス連合 3 .9 12 (0) 0 1 1 u) 13 (1)

B 全国ガス 3 7 10 (0) pO 0 0 (0) 10 (0)

-B 航空連合 5 0 5 (0). -4 6 10 (6) 15 (6)

B やミックス連合 3 0 3 (3) 0 1 1 山 4 (4)

B E関り労連 3 3 6 (0) 0 1 1 (1) 7 (い

B 非鉄連合 4 0 4 (0) 0_ 3 3 (3). 7 (3)

B 全国セ~メント 1 ･0 1 (0) 1 1 -2 (2) 3 (2)

C 商業労連 4 (1) 6 (3) 10 小 0 (4) 18 18 (18) 28 (19)

C JR連合 8 (3) 3 ll (3) 4 5 9 (9) 20 (12)

C JR総連 3 (2) 9 12 (5) 2 (2) 13 15_ (15) 27 (20)

C 全自 交 労 連 1 り)(1)(2) 3 (2)(0)=) 4 (3) 2 (2)(8) 1 3 (3) 7 (6)

C チ ェーン労協 1 0 1 (0) 0 0 0 (0) 1. (0)
C 全 銀連合 0 0 0 (0) 0 2 2 (0) 2 (0)
C 食 品労協 3 2 5 (0) 0 0 0 (0) 5 (0)

C 建設 連合 3 0 3 (0) 0 2 2 (2) 5 (2)
C 新化学 1 0 .1 (0) 0 0 0 (0) 1 (0)
C 繊維生活労連 0 1 1 申 0 0 0 (0) 1 n)

C 金 朝雄覧械 3 2 u)(9)(8) 5 (3) 0 0 ,0 (0) 5 (3)

C 全炭鉱 ･3 (1)(5) 0 3 n) ~0 ･0 0 (0 ) 3 (1)

C 日建協. 5 0 5 (0) 0 5 5 (5 ) 10 (5)

大産別 ゼンセン同盟 6 ･17 23 (14 ) 9 67 76 (7 5 ) 99 (8 9 )

大産別 JAM 8 (6) 2 10 (6 ) 19 (19).(2) 49 68 (59 ) 78 (6 5 )

.大産別 _CSG連合 2 (2) 8 10 (10 ) ? 18 ? (18 ) -? (28 ) -_

大産別 交通労連 3 (1) 9 (4) 12 (5 ) 2 2 4 (4 ) 16 (9 )
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連の 2組織が10人をこえているだけであ り､5人以下の組織が JR連合､全 自交労連､

全銀連合､NHK労連､建設連合､日建協の 6組織､ゼロが 6組織 となっている｡ 本

部に常駐 している専従役員､専門部局長､部局員の合計 をみると､Bタイプとは異な

り､20人をこえる組織が商業労連､∫R連合､ JR総連 と3組織あるが､その他の10

組織は10人未満であ り､わずかに日建協が10人となる｡

大産別 タイプは4組織いずれも本部に常駐する専従役員数が10人をこえてお り､ま

た企業籍をもたない専従役員 も多い｡非中執の専従専門部局長 も多 く抱え､部局員 も

交通労連 を除けばゼ ンセン同盟の67人､ JAMの49人､CSG連合の18人と多い｡そ

の結果､本部に常駐する専従役員､専従専門部局長､部局員の合計は3組織が20人 (C

SG連合は合計はわからないが､プロの役員 と本部雇用の書記を加えると28人 となる)

をこえている｡

ところで､産業別組織本部に常駐 し､本部業務に専従する者 (役員､部局長､書記

などを含め)の人数がどの程度が望ましいのかについて､明確な基準があるわけでは

ない｡いま､本部業務専従者の人数が算出できる39組織の組織人員数および専従者数

を合計 し､組合員 1万人あた りの専従者数の平均 をとると､1.796人となる (845人÷

4,704,868×10,000)｡

1.796人 とは､集計対象 となった産業別組織39組織が 1つの組織だと仮定 して､全

組織人員数 と本部専従者数の割合を示 したものである｡ 現在の本部専従者を所与 とし

て､各組織に均等に割 り振 ったとすれば 1組織あた り1万人につ き本部専従者が1.796

人になるということである｡

この平均値の±10%を基準 として､これより本部専従者が多いか､少ないかをみて

みよう｡ ここで1.796人±10%より本部専従者数が多い とは､平均からみて､専従者

数に比 して現在の組織人員が少ないか､あるいは組織人員数に比 して本部専従者数が

多いことを意味 し､逆 に1.796人±10%より本部専従者数が少ない とは､平均か ら見

て､専従者数に比 して組織人員が多いか､あるいは組織人員数に比 して本部専従者数

が少ないことを意味する｡
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表 4-49 組合員1万人あた り本部専従者数

タイプ 1.616人より少ない 平均 ( 1 .796) ± 10%1.616-1.976人 1.976人より多い

A 自動車総連 0.375 私鉄総連 2.370
電機連合 1.324 鉄鋼労連. 2.754
情報労連 0.914 造船重機労連 2.533

電力総連 1.591 食品連合_化学リークや_21連合 2.654.2..191
･B 化学総連 0.459 pレシやヤー.1トヒ寸ス連合 3.202

ゴム連合 0.581 海員組合 27.250
紙パ連合 1.214 全国ガス 3..316
損保労連 1.113 航空連合 5.290
セラミックス連合 1.507 印刷労連 2.887

C 全 自 交 労 連 1.522 日建協P 1.626 商業労連 2.289
チェーン労協 0.294 JR連合 2.448
全銀連合 0.549 JR総連 4.■095

新化学 1.190 食品労協NHK労連建設連合繊維生活労連全造船機械全炭鉱 . 2.6515.8004.536.3.33323..94636.145

表 4-49は非常 に興味深い結果 を示す｡第一に､現在の本部専従者数 を前提 とす る

と､ここで対象 となった39組織の うち36組織 は､平均 より多 くの専従者数 を抱 えてい

るか､あるいは逆 に平均以下の専従者数 しかいない｡Aタイプでは平均以下が 4組織､

平均以上が 5組織､Bタイプではそれぞれ 6組織､ 7組織､Cタイプではそれぞれ 4

組織､ 9組織 となる｡ 第二に､平均以上の専従者 を抱 えている組織 をタイプ別 にみて

みると､Aタイプでは2.191-2.754人 と3人未満 となっているのに対 して､Bタイプ

では 3人をこえる組織が海員組合の27.25人 を筆頭 に 6組織､ Cタイプでは全炭鉱の

253



36.145人を筆頭に 6組織存在 している｡ このことは､B､Cタイプではもともと本部

専従者数が少ない組織が多い とはいえ､平均以上の専従者 を抱えている組織が多いこ

とを示 している｡ 組織人員数か ら平均的に導 き出される以上の専従者を有 している組

織が多いといえようか｡第三に､平均値 ±10%に収 まっているのはCタイプの日建協､

大産別のゼ ンセン同盟 とJAMの 3組織だけである｡ 特 に大産別 タイプでは交通労連

も1.983人であ り､限 りな く平均値 ±10%に近い｡大産別 タイプは過小で も過剰で も

ない本部専従者 を抱 えているといってよいのか もしれない｡

(4)財政

最後に､産業別組織の財政 をみよう｡ 表 4-50は会費納入人員 と実人員 との比率 を

みたものである｡ 42組織 中､会費納入人員が実人員の90%以上になる組織が22組織 と

最 も多い｡80%以上90%未満がそれについで14組織 とな り､平均では会費納入人員比

率は89.6%と比較的高い ｡

表4-50 会費納入比率

9.0%以上 80%以上900/?未満 70%以上 .80%未満 70%未満 不明 平均

計 22 14 31 21 11 89.6%
A 5 .4 12 89.4%
B 9 4 94.1%
C 8 3 88.7%

タイプ別 には中産別 タイプの比率が高 く､Aタイプでは90%以上が10組織中 5組織､

Bタイプでは90%以上が13組織中 9組織､Cタイプではそれが14組織中8組織である｡

平均納入比率 をみて も､それぞれ90%近 くあるいはそれ以上 となっている｡ これらに

対 して大産別 タイプはやや納入比率が低 く90%以上の組織 はな く､80%以上90%未満

が 2組織で､平均 は77.7%と最 も低い｡一般 タイプも高 くはない｡

次 に会費の徴収方法 をみよう｡ 表 4-51によると､42組織中35組織は加盟単組が産
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業別組織本部に直接納入する方法をとっている｡ 加盟単組が地方組織に会費を納め､

その上でその一部を本部に納入する方法をとっているのは6組織､グループ労連経由

が 6組織､個人が直接納入が 1組織などとなっている｡ タイプ別には､Aタイプでは

地方組織経由が私鉄総連､電力総連､グループ労連経由が自動車総連であ り､あとの

7組織は単組の直接納入である｡ ただ､造船重機労連は単組直納だけでな くグループ

労連経由もある｡ Bタイプでは13組織中11組織が加盟単組が直接本部に納入する方演

をとっているが､ゴム連合がその他､海員組合が個人の直接納入となっている｡ 非鉄

連合だけは､単組直納 とグループ労連経由の二つの方法をとっている｡ Cタイプでは

14組織中13組織が単組が本部に納入する方法をとり､全自交労連だけが地方組織経由

の納入となっている｡ 商業労連､JR連合､新化学は単組直納以外 にもグループ労連

経由の方法をとっている｡ 大産別 タイプでは4組織がいずれ も単組が本部に直接納入

する方法をとりなが らも､CSG連合 と交通労連はそれ以外に地方組織経由もとって

いる｡ 一般は地方組織経由だけである｡

表 4-51 会費徴収方法

計 個人が 単組が 地方組織 ~業種組織 グループ その他

直接納入 直接納入 経由 経由 労連経由

計 42 11 ･35 6 0 6 11

ABC大産別般 ■1.0-131441 7ll134 -212~1 213

次に会費水準 をみよう｡ ここでは､産業別組織ごとに現状および10年前の水準をみ

てい くこととする｡ 表 4-52によると､現状 としては月額400円から600円程度を会費

として徴収 している組織が多 く､特にタイプによる違いを兄いだすことはできない｡

ただ､Cタイプの小規模の組織は会費が1,000円以上の高い組織 もある｡ 注目すべ き

は､1989年からの会費水準の変化である｡ この間､賃金水準が大 きく伸びたわけでは
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ないが､産業別組織の会費水準は大 きく伸びていることがわかる｡

タイプ別にみると､Aタイプでは不明の生保労連を除 く9組織中 8組織が会費を大

きく増や している｡ 金額にして100円から200円も増や している｡ 食品連合にしても食

品労連の510円 よりも低いが､全食品同盟の260円よりは200円以上 も高い会費を徴収

している｡

Bタイプでは比較ので きる11組織中8組織が会費を増や している｡ 残 りの3組織の

うち､ゴム連合は逆に会費水準 を下げてお り､海員組合は徴収基準 に変化はな く､非

鉄連合は非鉄金属労連の610-570円よりは上がったが､資源労連の900円よりは下がっ

ている｡

Cタイプで も比較のできる9組織中､明らかに会費が上がっているのが 6組織であ

る｡ 商業労連は計算式が変わっているため､上がったのか下がったのかはよくわから

ない｡全炭鉱は大 きく会費を下げ､日建協は基準は同 じである｡

大産別タイプ4組織はいずれも会費 を上げている｡ ゼンセン同盟は上げ幅は少ない

が､ ∫AMは仝金連合の480円､全国金属の300円から650円へ と増や し､CSG連合

は全化同盟の610-570円､一般同盟の260円から800円へ と大 きく増や しているO 交遵

労連 も同じである｡

全国一般 も会費を上げているが､上げ幅はゼンセン同盟同様わずかである｡

以上のように､Aタイプ､大産別 タイプを中心に､B､Cのタイプで も､産業別組

織の会費水準はこの10年間に少なからず上昇 している｡ 会費水準の上昇は加盟単組の

同意なしには行いえないから､この事実は､財政面で､産業別組織本部を充実させ よ

うとの組織 をあげての意志の現れだとみてよい｡
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表 4-52 会費水準 (1989年と2000年)

タイプ .組織名 ･1989年. 2000年
A 自動車総連 100円 300円

AAA 電機連合■生保労連情報労連 430-305円 603-445円247円 447円
A 電力総連 60円 187円
A 一私鉄総連 ~ 432円 520円
A 鉄鋼労連 402円 .681円
A~ 造船重機労連 379円 500円
A 食 品連合 510円と260円 490円
A 化学リークや21連合 580円 ー 650円
B 化学総連 150円. 300円
B■ ゴム連合 455円 120円

B 紙パ連合 530円710再 580円
B~ ~損保労連. po.p18%+looロ
B レシ寸ヤー.サーヒナス連合 950
B 海員組合 基本給の2%+1000円 . 基本給の2%+1000円
.B 全国ガス 410円 520円
■B. 航空連合 400円 450円+ (100円程度)

B 印刷労連 700円
B 非鉄連合 680円
B 石油労連 350円 670
B 全国セメント 560円 600円 (.夏1000､冬450)-

CC 商業労連JこR連合 平均高卒初任給×P.25%170再 平均高卒初任給×定率×14カ月 (定率は5000人以下0.35%､ ⊥7500人0.29%～10000人0.23%､.10000人-0.18%)500円
C- 基昌饗宴遠 529円C 335円
C チェ ー ン 労協 350円

C ･全銀連合 150円550円 210円

C 食品労協 400円
C NHK労連 116円
.C 建設連合 810円
C 新化学 423円 470円
C 繊維生活 労連 700円 1100円
C 全造船機 械 1060円 1250円 -
C 全炭鉱 950円 500円
二C ･日建協 0.10% 0..10-%

大産別 ゼンセン同盟 1~ 590円 630円
大産別 JAM 480円と300円 650円
大産別 CSG連合 610-570円と260円 800円
大産別 交通労連 395円 470円

(5)まとめ

以上､本部三役､中執､専門部局長､部局員の人数､代表する組織､所属､そ して

最後に財政をみてきた｡ これらを人と金の面から見た本部の充実度 という視点から要
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約 してみよう｡

人という面では､まず､本部三役およびそれ以外の中執メンバーが本部に常駐 し､

本部業務に専従 しているかどうか､そして本部書記局スタッフを多 く抱えているかど

うかを判断基準 としてみよう｡

第一に､本部役員の専従比率 という点で最 も充実 しているのは中産別Aタイプであ

る｡ 平均でみて､本部役員数は27.7人､専従役員は15.7人､役員全体の56%である｡

そのほとんどが在籍専従であることがこのタイプの特徴で もある｡Aタイプ10組織中､

本部役員数が20人以上であるのは7組織､そ して本部役員の半分近 くあるいは過半が

専従者によって占められているのは電機連合など6組織 となる｡ 他方､自動車総連､

生保労連､食品連合､化学 リーグ21の4組織では非専従役員が過半を占める｡

Aタイプに比べるとBタイプ､Cタイプは本部役員数でも､それに占める専従役員

の比率で見てもかなり低 くなる｡ 平均でみると､Bタイプは本部役員数18.7､専従役

員は5.6人､役員全体の31%であ り､Cタイプではそれぞれ19.1人､4.5人､24%であ

る｡ 専従役員の多 くはここで も在籍専従である｡ Bタイプ13組織中､専従役員が過半

を占めるのは海員組合 と全国ガスの2組織にす ぎない｡Cタイプ14組織中では､そう

した組織はJR連合､JR総連､食品労協､全造船機械の 4組織である｡

大産別 タイプもまた本部専従役員の比率は高 くなく､平均では26%にす ぎない｡だ

が､本部役員数そのものが52.0人と他のタイプと比べて多いため､人数でみれば専従

役員は13.8人と多い｡人数からみれば､Aタイプと並んで本部体制が充実 していると

みてよいであろう｡ ここでは企業籍を持たないプロの専従役員が多いのが特徴である｡

大産別 タイプ4組織のうちCSG連合だけがプロの専従役員比率79%と多いが､他の

3組織は 1割強である｡ だが､人数という点からすると､ゼンセン同盟が23人､ JA

Mが10人､CSG連合が10人､交通労連が12人であ り､本部に常駐する専従役員数で

いえば､Aタイプと並んで充実 しているといってよい｡

一般 タイプは専従役員の割合は低 く､わずかに11%､ 2人にすぎない｡

第二に､本部書記局スタッフとして､専従の専門部局長 (中執および非中執のいず

れ も含む)および部局員に着 目してみよう｡ ここでも大産別 タイプ､Aタイプの充実

ぶ りが目立つ｡Aタイプでは専従専門部局長が平均で5.4人､部局員が平均で19.7人､
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大産別ではそれぞれ8.3人､39.3人となる｡これらに対 して､Bタイプは2.7人､8.5

人､Cタイプは1.7人､3.6人である｡ 一般 タイプは専従の専門部局長はゼロで､部局

員数は不明である｡

専従専門部局長 と部局員の合計が20人をこえる組織は､Aタイプでは数値不明の生

保労連を除 く9組織中､自動車総連をはじめ 7組織 となり､大産別では不明のCSG

連合を除 く3組織中､ゼンセン同盟､ JAMの2組織 となる｡ 他方､Bタイプでは13

組織中､海員組合の 1組織､Cタイプでは14組織中､商業労連の 1組織だけである｡

第三に､本部専従役員､書記局スタッフをあわせて本部専従者数 という点に着 目し

ても､大産別 タイプ､Aタイプの充実ぶ りが目立つことに変わりがない｡Aタイプで

は平均で38.0人の専従者を擁 し､大産別では平均で64.3人の専従者を擁 しているのに

対 して､Bタイプでは平均で14.5人､Cタイプでは8.7人 となる｡ Aタイプでは 9組

織すべてが20人をこえ､30人をこえる組織 も電機連合など5組織存在する｡ 大産別 タ

イプではゼンセン同盟の99人を筆頭に､ 4組織中3組織が20人をこえる｡ これらに対

してBタイプでは20人をこえる組織は13組織中､海員組合だけ､Cタイプでは14組織

中､商業労連､JR連合､∫R総連の 3組織だけとなる｡

以上､専従者の存在 という視点から､本部の充実度をみてきた｡ だが､専従者が多

数いればそれでよいというわけではないだろう｡ そこで､仮に､産業別組織の専従者

全員を各組織に均等に割 り振 ると想定 し､それを基準に組織人員に対する専従者比率

をみてみた｡ その結果､中産別 3タイプでは日建協 というわずか 1組織をのぞ き､平

均 ±10%の基準からみて､専従者比率が高いものが21､それが低いものが14となった｡

これに対 して大産別 タイプのゼンセン同盟 とJAMは基準内にはい り､交通労連 もわ

ずかに基準を上回るにす ぎなかった｡

次に､財政面をみよう｡ 会費納入比率が中産別 タイプでは90%近いのに対 して､大

産別 タイプ､一般 タイプは80%前後でやや低い｡財政面については､タイプによる差

が明瞭なのはこの会費納入人員 と実人員の違いの程度だけである｡ 財政について特に

注目すべ きは､タイプによらず､会費水準をこの10年の間に大幅に上げた組織が多い

ことである｡ Aタイプ､大産別 タイプを中心に､Bタイプ､Cタイプの組織で もす く

なからず会費を上げている｡会費水準の上昇は加盟単組の賛成なしにはできないから､
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この事実は､産業別組織本部の財政面での充実を組織全体 としてはかろうとの合意が

できたことを示 していよう｡

5.交渉 ･協議と闘争指導

ここでは産業別組織の労働条件向上にかかわる機能をみてい くこととする｡ 具体的

には､どの ような経営者団体 といかなる交渉協議 を行 っているのか､傘下の各加盟組

合に対 して どのような統一闘争を組織､指導 しているのか､最後に､労働条件の最低

規制をめ ぐって独 自にいかなる交渉を行 っているのか､あるいは加盟単組へ どのよう

な指導を行 っているのかを明 らかにする｡

(1)交渉 ･協議

表 4-53 産業別組織の交渉 ･協議 ･折衝

タイプ 計 行 っている組織の数 行っている機関産別本部 業種別部会 地方組織

計 42 22 19 7 8
A 10 8 8 1 13
B 13 3 3 0 1
C 14 6 5 1 0

大産別 4 4 2 4 3
般 -1 1 1 1 1.

表 4-53は､産業別組織の本部､業種別部会あるいは地方組織が直接の当事者 となっ

て､賃金他の労働条件 に関 して､経営者団体J特定の企業集団､個別企業 と交渉､協

議､折衝あるいは話 し合いを行 っているかどうかをたずねた ものである｡ これによる

と､42組織中22組織が経営者団体､企業集団などと何 らかの話 し合いを行 っている｡

タイプ別には大産別 4組織すべて､一般 タイプ1組織が経営者団体 などと話 し合いを

行い､Aタイプも10組織中 8組織 と多い｡これに対 して､Bタイプは少な く13組織中
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3組織､Cタイプはやや多 く14組織中 6組織 となっている｡

22組織のなかで､産業別組織本部が直接の当事者 となるのは19組織であ り､業種別

部会が 7組織､地方組織が 8組織 となる｡ タイプ別には大産別､一般が複数のパ ター

ンをもっている組織が多いこと､Aタイプの一部 も複数のパ ターンをもっていること

などを指摘できる｡

次に､10年前 との比較をしなが ら､産業別組織ごとにみていこう｡ 表 4-54による

と次のことがわかる｡

Aタイプについていえば､この10年の間に特 に大 きな変化がみられるわけではない｡

現在､経営者団体､特定の企業集団などと本部や部会､地方組織が労働条件 をめ ぐっ

てなんらかの話 し合いをしている組織は､10年前にも行 っていた｡ 逆 に､電力総連や

食品連合では､以前 も (食品連合の場合では食品労連 も仝食品同盟 も)そうした話 し

合いを行 っていない｡ただ､電機連合が以前は地方組織がそうした話 し合いを行 って

いたと回答 しているのに対 して､今回はそう回答 していない｡逆 に､今回新たに加わっ

たものとして､鉄鋼労連の業種別部会､造船重機労連の地方組織がある｡

Bタイプではゴム連合 (以前はゴム労連)､航空連合 (以前は航空同盟)が､10年

前 とは異なって､産業別組織本部あるいは業種別部会が直接の話 し合いの当事者では

ないと答えてお り､また海員組合 も業種別部会の話 し合いがな くなっている｡ 非鉄連

合についていえば､非鉄金属労連が前回は産業別組織本部がそうした話 し合いを行い､

資源労連は行 っていなかったのだが､今回は非鉄連合 として話 し合いを行 っていると

答えている｡ 前回に比べると､総 じて､産業別組織が労働条件にかかわる話 し合いを

経営者団体､特定の企業集団などと行 うことが減っている｡

Cタイプには話 し合いを行 う産業別組織が 6組織 と多いが､そのすべては 1万人前

後あるいは数千人規模の一組織である｡ 建設連合､新化学､全造船機械 ともに前回は話

し合いをしていない と回答 したが､今回は話 し合いを行 っていると回答 している｡ C

タイプでは小規模組織 を中心 に､産業別組織が労働条件 をめ ぐる話 し合いにたずさわ

ることがやや多い｡

大産別､一般についてはすべての組織が話 し合いを行 ってお り､大 きな変化はみ ら

れない｡ただ､ゼンセン同盟では本部 と地方組織がおち､CSG連合では本部がおち
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ている｡

表 4-54 各産業別組織の交渉 ･協議 ･話 し合いの有無 (1989年と2000年)

タイプ 甲織名 1989年 2000年

有無 本部 業種別部会 埠方組織 有無 本部 業種別 .部 会 地方組織

A 自動車総連 ○ ･C) 〇〇〇 ○ ○ ○ ○○

A 電機連合 ○ ○ ○ ○
A 生保労連 ○ ○ ○ ○

Ap 鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ○

AAA 造船重機労連食品連合化学リークや21連合 ○×+×○ ○○ ○×○ ○○ ○

BBBBBBBBBBBBB 化学総連ゴム連合紙パ連合損保労連レシやヤー.サーヒ◆ス連合海員組合全国ガス航空連合セ ラミックス連合印 刷 労連非 鉄 連合石油 労連全国セメント ×○.××○×○.×○+××× 〇°○○ ○.○ ○ ×××01○××××･○×× P○○ ○

CCCCCCCCC 商業労連JR連合基昌笑婆連チェーン労協全銀連合食串労協NHK労連建設連合 ×××× 〇･〇 ○ ○ ××××××○.○ ○○ ○
CCC 新化学繊維生活労連全造船機械 ×○× 〇〇〇 ○○

CC 全炭鉱日建協 ○× ○× ○

大 産 別 ゼンセン同盟 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

大 産 別 JAM ○+○ ○ ○ ○ ○ ○
大 産 別 CSG連合 ○+○ ○ ○ ･○ ○ ○ ○
大 産 別 交通労連 ○ ○ ○ ○ ,○ ○ ○
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次に産業別組織本部および業種別部会に限って､話 し合いの相手方､話 し合いの形

態､対象事項についてみていこう｡ ただし､Cタイプの繊推生活労連､大産別 タイプ

のCSG連合は回答不明のため､集計から除いている｡

表 4-55 交渉 ･協議 ･話 し合いの当事者 (産業別組織の本部と業種別部会)

タイjo 計 中央の 地方の 特定の 特定の

経営者団体 経営者団体 企業の集団 個別企業

計 20 12 2■ 4 9
A 8 6 0 ･2 4
B 3 2 0. 1 0
･C 5 1 0 1 3

大産別 3 2 1 0 1

表 4-55によれば､Aタイプの8組織のうち6組織は中央の経営者団体 と､ 2組織

は特定の企業集団 (大手企業 5社などのグループ)､ 4組織は個別企業 と産業別組織

が話 し合いを行っている｡ このうち個別企業 とは､産業別組織本部あるいは部会の役

員が､当該単組の役員 とともに話 し合いを行 った り､あるいは集団で集まりなが らも､

話 し合いは本部 ･部会役員 と当該単組役員 と当該企業の代表 とで行 うようなことを意

味 している｡ 具体的には中央の経営者団体 との話 し合いは自動車総連､電機連合､生

保労連､私鉄総連､鉄鋼労連､化学 リーグ21で行われ､特定の企業集団との話 し合い

は私鉄総連 と鉄鋼労連､個別企業 との話 し合いは電機連合､情報労連､鉄鋼労連､造

船重機労連で行われている｡ Aタイプでは中央の経営者団体や特定の企業集団 と話 し

合いを行 う組織が他 と比べて多いことが特徴である｡

Bタイプでは3組織のうち､海員組合 と非鉄連合が中央の経営者団体 と話 し合いを

行い､損保労連が特定の企業集団と話 し合いを行っている｡ Cタイプでは中央の経営

者団体 と話 し合いを行っているのは全造船機械だけであ り､特定の企業集団が全炭鉱､

残 りのNHK労連､建設連合､新化学は個別企業 と話 し合いを行っている｡

大産別 タイプではゼンセン同盟が中央の経営者団体 との話 し合いを行い､ ∫AMが
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個別企業､交通労連が中央お よび地方の経営者団体 と話 し合いを行 っている｡ 一般 タ

イプでは中央お よび地方の経営者団体､個別企業 と話 し合いをしている｡

話 し合いの形態 を産業別組織 ごとにみてみよう｡ 表 4-56でまず右の欄､つまり現

在の状況 をみてみよう｡ 対象 となる20組織のうち使用者側 と団体交渉を行 っているの

は､情報労連､私鉄総連､海員組合､ゼンセン同盟お よびNHK労連の 5組織である｡

このうち､NHK労連は実態は企業グループ労連 に近い と考えられるから､いわゆる

産業別組織で団体交渉を行 っているのはわずかに4組織 にす ぎない｡労使協議 を行 っ

ているのはAタイプの生保労連､情報労連､私鉄総連､Bタイプの海員組合､Cタイ

プの新化学､大産別の交通労連､それに全国一般の合計 7組織である｡ 労使折衝がA

タイプの電機連合､鉄鋼労連､造船重機労連､Bタイプの海員組合､非鉄連合､大産

別の JAMと交通労連それに全国一般の 8組織である｡ その他 (労使懇談､話 し合い

など)だけをみると､Aタイプの自動車総連､化学 リーグ21､Bタイプの損保労連､

Cタイプの建設連合､全造船機械､全炭鉱の 6組織 となる｡

表 4-56 話 し合いの形態 (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年
団体 労使 労使 そり他 団体 労使 労使 その他
交渉 協議 折衝 交渉 協議 折衝

AA･AA 私鉄 総連鉄 鋼 労連造 船 重機労連化 学 リークや21連合 ○. ○ ○

BB 損 保 労連海 員 組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
B 非 鉄 連合 ○ ○ ○ ○ ○

CCCCC NHK労連建設 連合新化 学全造 船機械全炭 鉱 ○ ○ ○ 〇〇〇

大 産 別大 産 別大 産 別 ゼンセン同盟基造岩連 ○ ○○ ○ ○ ○ ○○
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1989年 と比較すると大 きな変化が生 じているわけではないが､い くつかの点 を指摘

できる｡ 1989年時点で､使用者側 と団体交渉､労使協議､労使折衝 を行っていると回

答 したBタイプの非鉄金属労連 (資源労連はそうした交渉は行っていない)は､2000

年の非鉄連合ではわずかに労使折衝 とその他 を行 うにとどまる｡ 同 じくCタイプの全

炭鉱 も団体交渉からその他へ と変わった｡ 大産別のゼンセン同盟は1989年時点では団

体交渉と労使協議を行 うと回答 したが､2000年では団体交渉のみとなっている (もっ

とも､これが交渉力の強化を意味するのか､その弱体化を意味するのかはこのデータ

の限 りではわからない)｡

これらに対 して､Aタイプの情報労連､私鉄総連は団体交渉に加え､労使協議 も行

うようになり､大産別の交通労連 も労使協議に加えて労使折衝を行 うようになった｡

さらに話 し合いの事項をみてみよう｡ 表 4-57の右側の2000年時点での交渉､協議､

話 し合いの事項をまずみてみよう｡ 話 し合いをする事項は組織によってさまざまであ

り､タイプごとの特徴を兄いだすことも難 しい｡ただ､話 し合いの形態 と事項が直接

的な関係にないことだけは留意 してお くべ きであろう｡ たとえば自動車総連は､使用

者側 との話 し合いの形態はその他 (労使懇談会や話 し合い)であるが､対象事項は賃

金､産別最賃から労働時間まで多岐にわたっている｡ 同じくそれが労使折衝であった

電機連合では､賃金､産別最賃､一時金､労働時間､その他 を対象事項にしている｡
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表 4-57 話 し合いの事項 (1989年と2000年)

タイプ 組赤紙 1989年 2(Xカ年
賃金 産業別 一時 退職 定年 労働 その 賃金 産業別 一時 退職 定年 労働 その

最低賃金 金 金 刺 時間 他 最低賃金 金 金 刺 時間 他

A 自動車総連 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ 〇〇〇〇 ○ ○ ○ ○.0 ○○ ○ 〇〇〇〇
■AAAA 電髄重合生保労連情事防テ連私 鉄総連 ○○ 〇〇〇〇 ○○ ○○ ○○ 〇〇〇〇〇 ○○ ○○
A 鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○

AA 造舶蓮:機労連化学リグ21連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B 非鉄連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ .○ ○ ○ ○̀ ○

大産別大産別大産別 ゼンセン同盟JpAM交通労連 ○○ 〇〇〇 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○

1989年 と比較すると､組織ごとにい くつかの変化がみられることがわかる｡ 20組織

中､話 し合いする事項が減少 した組織は生保労連 (その他)､私鉄総連 (一時金､退

職金､定年制､労働時間､その他)､鉄鋼労連 (退職金)､全炭鉱 (産別最賃､退職

金､定年制､労働時間)､ゼンセン同盟 (産別最賃)､JAM (その他)､全国一般 (質

金､産別最賃)の 7組織である｡ 逆 に事項が増えた組織は､電機連合 (その他)､造

船重機労連 (産別最賃､定年制､労働時間､その他)､非鉄金属 (退職金､定年制､

労働時間)の3組織である｡ 事項数は変わらないが､対象が変わったのが交通労連で

産別最賃か らその他への変化 した｡

以上､産業別組織の使用者側 との交渉 ･協議について明らかにしてきた｡ これを簡

単にまとめると次のようになる｡

第一に､42組織中､経営者団体､特定の企業集団あるいは個別企業 と労働条件につ

いてなんらかの話 し合いを行 っている産業別組織は22組織 と半数近 くであ り､特にA
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タイプ､大産別 タイプに多い｡ これらに比べればBタイプ､Cタイプは相対的に少な

い｡1989年時点 と比較 して全体 としては大 きな変化 はみ られないが､ただ､Cタイプ

の小規模組織でそうした話 し合いを個別企業などと行 うようになった組織がやや増 え

ている｡

第二に､当事者 をみると､中央の経営者団体 と話 し合 う組織が多いのはAタイプ (8

組織中 6組織)､Bタイプ (3組織中 2組織)､大産別 タイプ (3組織 中 2組織)､

般 タイプであ り､ Cタイプは特定企業集団 (1組織)､個別企業 (4組織)が比較的

多い｡なおAタイプでは特定の企業集団 (2組織)､個別企業 (4組織) も多い｡

第三に､話 し合いの形態 をみると､団体交渉を行 っている組織は20組織中 5組織で

あ り､グループ労連的なNHK労連 を除 くと､わずかにAタイプの情報労連､私鉄総

連､Bタイプの海員組合､大産別のゼ ンセン同盟の 4組織 にす ぎない｡労使協議はA

タイプで 3組織､Bタイプ､Cタイプ､大産別､一般でそれぞれ 1組織で計 7組織で

ある｡ 1989年時点 と比較すると､ さほど大 きな変化はみられない｡

第四に､話 し合いの事項は組織によってさまざまであ り､ タイプごとの違いはみ ら

れない｡ただ､事項の多 さと話 し合いの形態が直接結びつかず､労使折衝やその他 (労

使懇談会)などであって も数多 くの事項 についての話 し合いを行 っている組織が存在

することは注 目しておいてよい｡1989年時点 と比較すると､事項数が減 った組織が20

組織中 7組織､増 えた組織が 3組織 となっている｡

(2)産業別統一闘争

① 闘争形態と要求

表4-58は､産業別組織 として､いわゆる ｢産業別統一闘争｣ について､規約な

どで､その性格や組織的な位置づけなどを明確 に規定 しているか どうか､規定 して

いない場合は実際にどのように取 り組んでいるのかを示 した ものである｡
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表 4-58 産業別統一闘争

計 規定有 り 規定無 し

慣行 として組織 いまのところ組織 していない その他､不明

計 42 ll 12 16 3
A 10 4 3 2 1
B 13_ 4 5 3 1
C 14 1 2 10 1

大産別 4 2 1 1

これによると､42組織中､組合規約などで ｢産業別統一闘争｣について明確 に規

定 している組織はわずかに11組織である｡ 規定のない31組織の中で､｢慣行 として､

産別本部が特定の指導上の権限や拘束力 をもつ産業別統一闘争を組織 している｣ と

した組織は12とな り､残 りの19組織は ｢産別本部が強い権限や拘束力などをもつよ

うな闘争形態は､いまのところ組織 していない｣､｢その他あるいは不明｣である｡

タイプ別にはCタイプで規定 もな く､産業別統一闘争を慣行 として組織 している

こともない組織が多 く､その他､不明をあわせて､14組織中11組織 となる｡

これを表 4-59で産業別組織ごとに､1989年時点 と比較 しながらみていこう｡ そ

の際､｢産業別統一闘争の規定あ り｣および ｢産業別統一闘争を慣行 として組織｣

という方向への変化があったのかどうかを中心にみていこう｡

Aタイプでは1989年時点 と変化がないのは10組織中8組織である｡ このうち､自

動車総連､食品連合 (以前は食品労連､全食品同盟 ともに)が以前 と同様､産業別

統一闘争 を ｢いまのところ組織せず｣である｡ これらに対 して､電力総連は ｢いま

のところ組織せず｣から ｢慣行 として組織｣- と､産業別組織本部の指導力を強め

る方向へ と変わった｡ 他方､化学 リーグ21(以前は合化労連)は ｢規定あ り｣から､

｢規定なし､その他｣- と変わった｡ Aタイプでは10組織中､産業別本部の指導力

を強める方向-の変化がなかった組織が 2組織､後退 したのが 1組織､強化の方向

が 1組織 ということになる｡
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Bタイプで1989年時点と変化がないのは11組織中6組織である｡ このうち､化学
*l!)

総連 ､航空連合 (以前は航空同盟)が1989年 と同様 ｢いまのところ組織せず｣で

ある｡ これらに対 して4組織では変化がみられた｡ ゴム連合 (以前はゴム労連)は

｢慣行 として組織｣から ｢いまのところ組織せず｣へ と指導力を弱める方向- と変

化 したのに対 して､紙パ連合は ｢いまのところ組織せず｣から ｢規定あ り｣-､非

鉄連合は以前の非鉄金属労連が ｢慣行 として組織｣､資源労連が ｢いまのところ組

織せず｣であったのだが､｢慣行 として組織｣へ と変わ り､石油労連が ｢いまのと

ころ組織せず｣から ｢慣行 として組織｣- と変わった｡ レジャー ･サービス連合は

変化の方向が ｢不明｣である｡ 以上､Bタイプの11組織中､産業別本部の指導力を

強める方向-の変化がなかった組織が 2組織､後退 したのが 1組織､逆に強化の方

向の変化があったのが 3組織 となる｡

Cタイプでは1989年時点と変化がないのは9組織中5組織である｡ このうち､商

業労連､チェーン労協､全銀連合､新化学の4組織は ｢いまのところ組織せず｣で

ある｡ 他方､建設連合 (以前は建設同盟)､全造船機械は ｢慣行 として組織｣から

｢いまのところ組織せず｣へ と変わった｡ 日建協は ｢いまのところ組織せず｣から

｢その他｣へ と変わったが､その内実は停滞かあるいは後退であろう｡ 以上､Cタ

イプでは9組織中､産業別本部の指導力を強化する方向-の変化がなかった組織が

4組織､後退が 2組織､どちらかに属すると思われるのが 1組織である｡ Aタイプ､

Bタイプに比べて､その数は多い｡

大産別 タイプでは ｢規定あ り｣で一貫 しているのはゼンセン同盟であ り､他の 3

組織には変化がみられる｡ ∫AMは1989年時点では仝金連合が ｢慣行 として組織｣､

全国金属が ｢規定あ り｣であったが､統合 して ｢規定あ り｣ と強化の方向に変化 し

た｡ CSG連合は全化同盟が ｢規定あ り｣､一般同盟が ｢いまのところ組織せず｣

であったのが､統合 して ｢慣行 として組織｣になった｡ CSG連合の変化をどう評

価すべ きかは難 しいが､｢規定有 り｣と ｢慣行 として組織｣をほぼ同等に考えれば､

産別本部強化の方向-の変化だととらえることができよう｡ 交通労連は ｢慣行 とし

て組織｣から ｢いまのところ組織せず｣- と後退 した｡ 大産別タイプ4組織中､本

部の指導力を後退させたのは 1組織である｡
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一般 タイプは以前 と同様 ｢慣行 として組織｣である｡

次に要求項目を産業別組織ごとに､1989年 と比較 しながらみていこう｡ なお､産

業別本部が強い指導力､拘束力をもっていない場合でも､今春のいわゆる春闘で産

業別組織 として掲げた要求項目をあげてもらっている｡ 表 4-60でまず気づ くこと

は､要求項 目が産業別組織によってマテマテであ り､タイプごとの違いも明瞭では

ないことである｡ さらに､産業別本部の指導力､拘束力の強さと要求項目の多寡 と

の間に一定の関係 もみられないことである｡ それほど拘束力が強 くないから､さま

ざまな要求項 目を掲げられる場合 もあるし､逆に拘束力が強 く､なおかつさまざま

な項 目について要求を出している場合 もある｡

表 4-59 各産業別組織の産業別統一闘争の位置づけ (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年

A 自動車総連 いまのところ組織せず いまのところ組織せず

A 電機連合 産業別統一闘争の規定有 り 産業別統一闘争の規定有 り

A 生保労連 慣行 として統一闘争を組織 慣行 として統⊥闘争を組織

A 情報労連 慣行 として統一闘争を組織 - 慣行 として統一闘争を組織

A 電力総連 いまのところ組織せず 慣行 としそ統一闘争を組織

A 私鉄線連 産業別統二闘争の規定有 り 産業別統一闘争の規定有 り

A 造船重機労連 産業別統一闘争の規定有 り 産業別統一闘争の規定有 り

A 食品連合 いまのところ組織せず いまのところ組織せず

A 化学リーク1'21連合 産業別統一闘争の規定有 り その他

B 化学総連 いまのところ組織せず いまのところ組織せず

B 紙パ連合 いまのところ組織せず慣行 として統一闘争を組織 産業別統一闘争の規定有 り

B 損保労連 産業別統一闘争の規定有 り

B レシやヤー.サーヒやス連合 不明

B 海員組合 産業別統一闘争の規定有 り 産業別統一闘争の規定有 り

B 全国ガス 慣行 として統一闘争を組織 慣行 として統一闘争を組織

B 航空連合 いまのところ組織せず ..いまのところ組織せず

B セラミックス連合 慣行 として統一闘争を組織慣行 として統一闘争を組痕+組織せず 慣行 として統一闘争を組織 .

B 印刷労連 慣行 として廟-闘争を組織

B 石油労連 いまのところ組織せず 慣行 として統一闘争を組織
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C JR連合 いまのところ組織せず

C JR総連 いまq)ところ組織せず

C 全自交労連 慣行 とし_て統一闘争を組織

C チエー.ン労協 いまのところ組織せず

C 全銀連合 V､まのところ組織せず慣行 として疲-闘争を組織 いまのと.ころ組織せず

C 食品労協 いまのところ組織せず

C NHK労連 いまのところ組織せず

C 建̀設連合 いまのところ組織せず

C 新化学 いまのところ組織せず いまのところ組織せず

C 繊維生活労連 慣行 として統一闘争を組織 産業別統一闘争の規定有 り

C 全造船機械 慣行 として統一闘争を組織 いまの.ところ組織せず

_C 全 炭 鉱 慣行 として統一闘争を組織 慣行 として統一闘争を組織

C 日建協 いまのところ組織せず その他

大産別 ゼンセン同盟 産業別統一闘争の規定有 り 産業別統∵闘争の規定有 り

大産別 JAM 慣行 として統一闘争を組織+規定有 り 産業別統一闘争の規定有 り

大産別 CSG連合 規定有 り+いまのところ組織せず - 慣行 として統一闘争を組織

大産別 ･交通労連 慣行 として統一闘争を組織 いまわところ組織せず

次に､1989年時点 との比較をタイプ別にみてみよう｡

Aタイプでは要求項目に変化がないのは10組織中2組織､自動車総連 と生保労連

である｡ 1989年時点より要求項 目が減った組織は､電力総連 (労働時間)､私鉄総

逮 (労働時間､その他)､鉄鋼労連 (労働時間､その他)､造船重機労連 (退職金､

定年制､労働時間､その他)､食品連合 (退職金､定年制､労働時間)の 5組織で

ある｡ なお､食品連合については､食品労連が月例賃金から労働時間までの 6項 目､

仝食品同盟が月例賃金の 1項 目を要求項目としていた｡ これに対 して11989年時点

より要求項目が増えた組織は､電機連合 (その他)､情報労連 (一時金)､化学 リー

グ21(産別最賃､退職金､定年制､労働時間､その他)の3組織である｡

Bタイプで要求項目に変化がないのは11組織中､ゴム連合､海員組合､全国ガス

の3組織である｡後 2者はいずれもすべての項目を要求項 目として掲げている｡1989

年時点 より要求項 目が減っている組織は､化学総連 (な し)､レジャー ･サービス

連合 (以前はホテル労連で､その他がな くなっている)､航空連合 (労働時間)､

セラミックス連合 (産別最賃､退職金､労働時間､ただし他方でその他が加わって
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いる)､石油労連 (産別最賃､退職金)､全国セメント (労働時間)の 6組織であ

る｡ 要求項目が増えた組織は紙パ連合 (退職金)の 1組織である｡ 非鉄連合は､1989

年時点では､非鉄金属労連が月例賃金､産別最賃､一時金､定年制､労働時間､そ

の他 を要求項目に掲げ､資源労連は月例賃金と一時金を要求項目に掲げていたが､

非鉄連合ではそのうち､退職金が加わり､定年制とその他がなくなった｡

Cタイプでは要求項目に変化がなかった組織はない｡要求項 目が1989年時点と比

べて減った組織は9組織中､商業労連 (定年制)､チェーン労協 (なし)､全造船

機械 (退職金､労働時間)､全炭鉱 (産別最賃)の4組織である｡ 要求項目が増え

た組織は建設連合 (定年制)､繊維生活労連 (その他)の2組織である｡ これら以

外の3組織では､全銀連合が定年制､労働時間がなくなり､代わ りに一時金を要求

項 目にかかげ､新化学が労働時間の代わ りにその他をあげ､日建協が労働時間の代

わ りに産別最賃を要求項目にあげるように変わった｡

大産別では1989年時点と要求項目に変化のない組織は4組織中CSG連合 と交通

労連の 2組織である｡ CSG連合は組織統合以前の全化同盟､一般同盟 ともに全項

目あげていた｡ 要求項目が減った組織は､ゼンセン同盟 (定年制､労働時間､その

他)､ ∫AM (退職金､定年制､労働時間､その他)である｡ ∫AMの場合､1989

年時点のその他は全国金属である｡

一般 タイプでは変化がない｡
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表 4-60 各産業別組織の要求項目 (1989年と2000年)

タイプ 組 織 名 1989毎 2000年
月■例 産別 一時金 遇俄金 超締り労勘 亘の他 月例 産別 一一時 ■退職 定年 労働 その

賃金 最賢 時間 賃金 最賢 金 金 刺 将司 他

A 電機連合 ○ ○ 〇〇〇〇 ○ ○ 〇〇〇A 鉄鋼労連 ○. ○ ○ ･○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○

B･BBB イー浮華連ゴム連合紙′領合損陳労連 〇〇〇 ○○_○ ･○○ 〇〇〇 Op○○10 ○○ ○ ○○ ○○
B レジやサゼス連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B E間暢連 ○ ○ ○ 〇〇〇〇一〇.○

B 芽柳連合 ○+○ ○ ○+○ ○ ○ .〇･〇 ○ ○ ○

B 石亨蛸 連 0 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇〇〇pO○■○○

C 商菓労連 ○ ･○ ○ ○ ･○ ○ ○ 〇〇〇〇〇C JR連合 ○ ○○
C JR総連 .○ 〇〇〇〇CCC･C 全日褒 漣チェーン労姦仝鉱重合.食品労協 ○○ 0.. ○ ○○ ○○ 〇〇〇〇_○

CCCC NHK労連連投連合∋附ヒ学繊艇目高労連 〇〇〇 d ○○ ○ 〇〇〇 ○
太鼓rJJAM 〇十〇一○+○ ○+○ ○+○ __○ ○.○

大功lJCSG連合 .. 〇十〇 ○+○ ○+○ ○+○ 〇十〇 ○+○ ○+○○ ○ ○ ○
大朝 U効 拐連 - ･○ ○ ○ ○ ○ ○ ○~■.･○ ○ ○ ○ C).
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次に､産業別統一闘争において産業別組織 として最終的に決定 した月例賃金の引

き上げ要求が､加盟単組の具体的な要求決定に対 してどの程度の拘束力を持 ってい

るかどうかをみよう｡ 拘束力の程度を示す表現 として､統一要求>統一要求基準 >

統一要求目標>要求基準>要求目標を用意 した｡ 表 4-61によると次のことがわか

る｡

表 4-61 加盟単組の賃上げ要求への影響力

計 統一要求 統一要求基準 統一要求目標 要求基準 要求日碍 その他､不明

計 42 7 17 11 ll 0 63

A 10 3 5 2
B 13 3 2 15

42組織中､統一要求基準が17組織 と最 も多 く､ついで要求基準が11組織､統一要

求が 7組織 となっている｡ タイプ別にはAタイプで拘束力の強い統一要求､統一要

求基準 と回答 した組織が10組織中8組織 と多い｡Bタイプ､Cタイプで､統一要求､

統一要求基準 と回答 した組織はそれぞれ 5組織､ 8組織 と比較的少ない｡ただCタ

イプでは産業別統一闘争の規定あ りが 1組織､産業別本部の指導力や拘束力 をもつ

統一闘争 を慣行 として組織 しているが 2組織にす ぎなかったから､Cタイプの 8組

織はやや誇張 された数字であろう｡ 大産別では統一要求はなく､統一要求基準が 2

組織 となる｡ 一般は統一要求基準である｡

これを表 4-62で産業別組織ごとに1989年 と比較 しながらみてみよう｡

Aタイプでは10組織中､統一要求あるいは統一要求基準で変化のないのは､電機

連合など7組織である｡ 自動車総連 も変化はないが要求基準のままであ り､産業別

本部の拘束力強化の方向には変わっていをい｡これら8組織に対 して､電力総連は

要求基準から統一要求基準へ と本部拘束力 を強める方向へ と変わった｡他方､食品

連合は､以前は食品労連が統一要求基準､仝食品同盟が要求基準であったが､組織
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統合後は要求基準 となった｡ Aタイプでは､本部の指導力､拘束力を強化する方向

へ と変化 していない､あるいは弱める方向に変わった組織は2組織､逆にそれを強

化する方向- と変わった組織は 1組織である｡

Bタイプでは11組織中､統一要求あるいは統一要求基準のままで変化がないのは

海員組合 と全国セメントの2組織だけである｡ 石油労連は要求基準から統一要求へ

と産別本部の拘束力 を強める方向に変化 した｡非鉄連合は､非鉄金属労連が統一要

求､資源労連が要求基準であったが､組織統合後､統一要求になった｡ 産別本部の

拘束力を弱める方向に変化 したのは化学総連､ゴム連合､紙パ連合､セラミックス

連合の4組織である｡ レジャー ･サービス連合 も含めてもよいか もしれない｡また

要求基準のままが全国ガス､航空連合の 2組織である｡ Bタイプでは総 じて､拘束

力 を強めない､あるいは弱める方向に変わった組織が 7組織 と多い｡逆に､強める

方向へ と変わった組織は2組織である｡

表 4-62 各産業別組織の加盟単組の賃上げ要求への影響力 (1989年と2000年)

タイプ 組痕各 1989年 2000年

A 自動車総連 要求基準 要求基準

A 電機連合 統一要求基準 _ -統一要求基準

A 生保労連 統一要求基準 舵-要求基準

A 情報労連 統一要求 統一要求

A 電力総連 要求基準 統一要求基準

A 私鉄総連 統一要求 統一要求

A 鉄鋼労連 統一要求基準 統一要求基準

A■ 造船重機労連 統一要求 統一要求

A 食品連合 統⊥要求基準.+要求基準. 要事基準
A 化学リ∵クや21連合 統一要求基準 統一要求基準

B 化学総連 要求基準 その他

.B ゴム連合 統一要求基準 ■要求基準

B 紙パ連合 統一要求要求基準 統一要求基準

-B 損保労連 その他

B レシやヤー.サーヒlTス連合 不明

B. 海員組合 統一要求 統一要求
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B 航 空 連 合 要求基準 要求基準

B セラミックス連合 統一要求基準 .統一要求+要求基準 要求基準

B 印刷労連 要求基準
B 非鉄連合 統一要求

B 石油労連 要求基準 統一要求

B 全国セメン ト 統一要求基準 統一要求基準

C 商業労連 統一要求基準統一要求基準 統一要求基準

C JR連合 統一要求基準

C JR総連 統一要求基準

C 全 自 交 労 連 統一要求基準

C チエー.ン労協 不明-

C 全銀連合 要求目標要求基準 その他

C 食品労協 不明

C NHK労連 要求基準

C 建設連合 要求基準

C 新化学 統一要求基準 統一要求基準

C 繊維生活労連 統̀一要求 ~統一要求基準

C 全造船機械 統一要求 統一要求

C 全炭鉱 統一要求 要求基準

C 日建協 要求基準 統一要求基準

大産別 ゼンセン同盟 統一要求基準 統一要求基準

大産別 JAM 統一要求基準+統一要求基準 統⊥要求基準

大産別 CSG連合 統一要求十要求基海 続⊥要求目標.

大産別 交通労連 統一要求基準 要求基準.

Cタイプでは9組織中､統一要求あるいは統一要求基準で変化のないのは商業労

連､新化学､全造船機械の 3組織である｡ 日建協は要求基準から統一要求基準へ と

本部の拘束力を強める方向- と変わった｡ 産別本部の拘束力を弱める方向に変わっ

たのは､全銀連合､繊維生活労連､全炭鉱の3組織､それにチェーン労協 も含めて

もよいかもしれない｡建設連合は要求基準のままである｡ Cタイプでは本部の拘束

力 を弱め-る方向に変わった､あるいは強めない組織が 5組織であ り､Bタイプより

は少ないが､Aタイプよりは多い｡逆に強める方向- と変わった組織は 1組織であ

る｡ もっとも､次に明らかにするように､統一要求､統一要求基準 という表現がC
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タイプの場合､誤解をまね くおそれがあることを忘れてはならないだろう｡

大産別では4組織中､統一要求基準のままで変わらないのはゼンセン同盟 とJA

Mである｡ CSG連合は､全化同盟が統一要求基準､一般同盟が要求基準であった

のが､組織統合後､統一要求目標 となった｡ 交通労連は統一要求基準から要求基準

へ と産別本部の拘束力を弱める方向- と変わった｡

一般は統一要求基準で変化がない｡

ここで､賃金をはじめとする労働条件闘争における産業別組織の指導力､拘束力

を､産業別統一闘争の規定の有無 と産別要求の拘束力を示す表現の二つを使 って表

してみよう｡ 表 4-63は､｢産業別統一闘争の規定あ り｣か ｢規定はないが､慣行

として拘束力をもつ産業別統一闘争を組織 している｣のいずれかを選び､さらに､

表現 として ｢統一要求｣か ｢統一要求基準｣のいずれかを選んだ組織を列挙 したも

のである｡ ここから次のことがわかる｡

表 4-63 産業別本部の指導力､拘束力

A 電機連合､生保労連､情報労連､電力総連､私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労連 計 7組織

･B 紙パ連合､海員組合､非鉄連合､石油労連､全国セメント 計 5組織

C 全自交労連､繊雑生活労連､ 計 2親戚

大産別 ゼンセシ同盟､1JAM 計 2組織

二つの指標をつかって､産業別本部の統一闘争での指導力､拘束力をはかると､

42組織中17組織がうかびあがった｡ タイプ別にはAタイプで10組織中7組織 と最 も

多 く､一般､大産別がこれにつ ぐ｡Bタイプは13組織中 5組織､Cタイプは14組織

中2組織 とAタイプに比べるとかなり少ない｡

以上､産業別統一闘争における闘争形態 と要求についてみてきた｡ これを簡単に

まとめると次のようになる｡

第一に､産業別続-闘争について組合規約などで明確 に規定 している組織､慣行
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として産別本部が強い指導力や拘束力 をもつ闘争 を組織 しているとした組織は､合

計で42組織 中23組織である｡ 残 りの19組織はそ うした闘争形態はとっていない｡ 本

部が強い指導力 をもっている組織 はAタイプに多 く10組織中 7組織であ り､逆 にC

タイプで本部が強い指導力 を発揮す ることがない組織が多 く14組織 中11組織 とな

る｡

第二 に､本部の指導力､拘束力の程度 を賃上げ ｢要求｣の表現でみた ところ､｢統

一要求｣お よび ｢統一要求基準｣と回答 した組織は42組織中24組織 となった｡ 残 り

の18組織 は統一要求 目標､要求基準 ､要求 目標､その他である｡ ｢統一要求｣､｢統

一要求基準｣ と回答 した組織は､ ここで もAタイプに多 く10組織中 8組織であ り､

逆 にBタイプではそれ以外の回答 を した組織が13組織中 8組織 と多い｡

第三に､上の二つ を組み合わせて､本部の指導力､拘束力 をみた ところ､産業別

統一闘争 において本部が強い指導力 を発揮 しているとみなせ る組織 は､42組織 中17

組織 となった｡ Aタイプで10組織 中 7組織 と最 も多 く､大産別がこれにつ ぐ｡Bタ

イプは13組織中 5組織､Cタイプは14組織中 2組織 とAタイプに比べ るとかな り少

ない｡

第四に､1989年時点か らの変化 をみると､闘争形態で､本部の指導力､拘束力 を

強める方向への変化がみ られなかった､あるいは後退 した組織は､35組織中14組織

である｡特 にCタイプでは 9組織 中 7組織 と多い｡逆 にそれを強化す る方向に変わっ

た組織 は35組織中 6組織 と少ない｡

第五 に､変化 を賃上げ ｢要求｣の表現でみると､本部指導力の強化の方向がみ ら

れなかった､あるいは後退 した組織 は､35組織中15組織 となる｡ ここでは特 にBタ

イプにめだち､11組織中 7組織 となる｡ 逆 にそれを強化する方向に変わった組織 は

35組織中 5組織 と少ない｡

② 統一説明会 とス トライキ権

ここでは､使用者側へ要求､闘争方針などを産業別組織が行 っているか どうか､

そ して産業別統一闘争 におけるス トライキに関 して明 らかにする｡

産業別組織本部､業種別部会､あるいは地方組織が､経営者側 も参加する労使懇

談会などの場で､統一闘争 に先立 って､要求あるいは方針 を説明す る会 を開催 して
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いるかどうかをみてみよう｡

表 4-64によると､42組織中､経営者側 も参加する統一説明会を開催 し､要求や

闘争方針を伝えている組織は17組織である｡ タイプ別には大産別 (ゼ ンセン同盟､

∫AM､CSG逮合)､一般 タイプが行 うことが多い｡中産別 タイプではAタイプ

に統一説明会を開催する組織が 5組織 とやや多 く (電機連合､情報労連､私鉄総連､

鉄鋼労連､化学 リーグ21)､Cタイプでは 3組織 とやや少ない (商業労連､チェー

ン労協､繊維生活労連)｡

表 4-64 統一説明会の開催

計 開催 している 開催 したことはない

計 .42 17 25
A 10 5 5
B 13 ■5 8.
C 14 -3 ll

大産別 4 3 1

次 に産業別統一闘争におけるス トライキ権の確立方法､ス トライキをした場合の

賃金カット分の本部 による補償の有無 をみてみよう｡ いずれ も産業別組織本部の加

盟組級のス トライキに及ぼす影響力に関係するものである｡
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表 4-65

タイプ 組織名 スト権確立方法

A 自動車総連 産業別組織の大会で確立したスト権につい七､さらに加盟組織で批准投票

A 電機連合 産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にスト権を確立した後､産別本部にスト権を委譲

A 生保労連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

A 情報労連 -スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

A 電力総連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

A 私鉄総連 産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にスト権を確立

A 鉄鋼労連 産業別組織の大会で確立したスト権について､さらに加盟組織で批准投票

A 造船重機労連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

A 食品連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

A 化学リザ 21連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B 化学総連 不明

B ゴム連合 スト楓胡口盟組織の自主的な判断と責任で確立
B 紙パ連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B 損保労連 スト権は加軍組織の自主的な判断と責任で確立

B レシ〇十一.サービス連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B 海員組合 産別本部の責任で統一的に仝組合員の直接無記名投票で確立

B 全国ガス ス:ト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B 航空連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B セラミックス連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

B 印刷労連 スト権は加盟観織の自主的な判断と責任で確立

B 非鉄連合 産業別組織の大会で出席代議員の直接無記名投票で確立

B 石油労連 産業別組織の大会で出席代議員の直接無記名投票で確立

B 全国セメント 産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にスト権を確立した後､産別本部にスト権を委譲

C 商業労連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C JR連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C JR総連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C 全自交労連 産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にスト権を確立

C チェーン労協 不明

C 全銀連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C 食品労協 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C NHK労連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C 建設連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C 新化学 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立 て

C 繊維生活労連 スト権は加盟組織の自主的を判断と責任で確立
C 全造船機械 産別本部の指令にもと-jいて加盟組織が個々にスト権を確立した後､産別本部にスト権を委譲

C 全炭鉱 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

C 日建協 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

大産別 ゼンセン同盟 産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にスト権を確立した後､産別本部にスト権を委譲

大産別 JAM スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

大産別 CSG連合 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立

大産別 交通労連 スト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立
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表4-65は各産業別組織のス ト権確立方法 をみた ものであるが､これによると42

組織中28組織が ｢ス ト権は加盟組織の自主的判断 と責任で確立｣すると回答 してお

り､逆に､ス ト権確立に関 して産業別組織本部の影響力が とにか くある組織は12組

織である｡ ｢加盟組織の自主的判断 と責任で確立｣は､一般 タイプを除けば､ どの

タイプで も多数を占める｡ ただ､Aタイプでは本部がなんらかの影響力 を及ぼしう

る組織が10組織中4組織 と他の 3タイプと比べて多い｡

次 に実際に加盟組織がス トライキを行 った場合､産業別組織 として賃金カット分

を補償するかどうかをみてみよう｡

賃金カット分を補償するとした産業別組織は､42組織中 8組織である｡ 具体的に

は､Aタイプでは電機連合､私鉄総連､鉄鋼労連の 3組織､Bタイプでは損保労連､

海員組合､全国セメン トの 3組織､Cタイプでは新化学の 1組織､大産別 タイプで

はゼンセン同盟の 1組織である｡ このうち､Aタイプの 3組織､Bタイプの海員組

合､全国セメント､大産別のゼンセン同盟は､ス トライキ権の確立に対 して産業別

組織本部がなんらかの影響力 を有 していた｡ そのことか らいえば､賃金カッ ト分 を

補償するのは当然のことか もしれない｡他方､同 じく､ス トライキ権の確立 に産別

本部が影響 を及ぼ していたAタイプの自動車総連､Bタイプの非鉄連合､石油労連､

Cタイプの全 自交労連､全造船機械､そ して全国一般は賃金 カット分の補償 を産業

別組織 として行 ってい草い｡またス トライキ権の確立に産別本部がなんらかの影響

を及ぼ しているとはみられない損保労連､新化学は､賃金カット分 を補償すること

になっている｡

(3)労働条件の最低規制

① 最低規制協定

まず､産業別組織本部､業種別部会あるいは地方組織が直接の当事者 となって､

中央 もしくは地方の経営者団体､企業グループあるいは個別企業 との間に､賃金をは

じめ とする労働条件の最低規制に関す る協定 を結んでいるか どうか をみてみ よう｡

そうした最低規制協定を結んでいる組織は42組織中､わずかに7組織である｡ 具

体的にはAタイプでは情報労連､私鉄総連､鉄鋼労連､Bタイプでは海員組合､Cタイ
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プでは繊雑生活労連､全炭鉱､そ して全国一般である｡いずれも最低賃金に関する協

定を締結 してお り､全国一般はこれに加えて労働時間についての協定 も結んでいる｡

協定の適用範囲は組織 によって異なってお り､情報労連､私鉄総連では特定の個

別企業 を対象 とし､鉄鋼労連では産業内､特定業種および特定地域の関係企業に一

律 に適用 される｡ 海員組合の場合は産業内の関係企業に一律 に適用 される｡ 繊椎生

活労連の場合は特定地域の特定企業グループが対象 となる｡ 全炭鉱､全国一般では

特定業種の関係企業に一律 に適用 される｡

表 4-66は1989年時点 と比較 したものである｡ これによると､1989年時点では最

低規制協定 を締結 していなかった鉄鋼労連 と繊維生活労連などのように､この間､

使用者側 と産別最低規制協定 を締結 した組織 もあるが､他方で､食品連合､ゼ ンセ

ン同盟､ ∫AM､CSG連合などのように､以前は最低規制 を締結 していたのに､

2000年時点では締結 していない組織 も4組織存在する｡ 4組織のうち3組織は組織

統合 をしたものであ り､また同 じく3組織は大産別 タイプに属する｡

表 4-66 最低規制協定の比較

1989年 2000年
情報労連 最低賃金 最低賃金

私鉄総連 最低賃金 最低賃金

食品連合食品労連 最低賃金 協定な し

仝食品同盟 協定なし

海員組合 最低賃金､労働時間､その他 最低賃金

全炭鉱 最低賃金 最低賃金

繊推生活労連 協定なし 最低賃金

ゼ ンセン同盟 最低賃金､労働時間 協定な し

JAM仝 金 連 合 協定あ り (内容不明) 協定な~し

全国金属 最低賃金､労働時間､その他

CSG連合全化同盟 協定なし 協定な し

⊥般同盟 最低賃金､労働時間
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② 加盟組織を通ずる規制

このように産業別組織 自体が労働条件の最低規制に取 り組んでいる組織は少ない

が､加盟組織 をつうじてそうした取 り組みを行 っている組織 は多い｡

表 4-67 加盟組織を通 じた最低規制への取 り組み

計 取り組んいる 取り組み方法 規制内容 .

妥結承認の条件の一つ 妥結基準の中にいれる 統一要求の中に入れる 要求基準､要求目標に入れろ その他 最低賃金 労働時間 その他

計 41 23 2 2 12 ll 0 22 12 7

A 10 9 1 1 4 6 0 8 4 3

B 12 4 0 0 2 2 0 ′4 2 0

大産別 4 3 1 0 2 1~ 0 4 1 1

表 4-67によれば､加盟組織 を通 じた最低規制に取 り組んでいるのは､海貞級合

を除いた41組織中23組織である｡ タイプ別には､Aタイプが多 く10組織中 9組織 と

かなり多い｡一般 タイプ､大産別 タイプも多 く､後者では4組織中 3組織が取 り組

んでいる｡ これらに比べると､Bタイプでは12組織中 4組織､Cタイプでは14組織

中6組織 とやや少ない｡

具体的な取 り組み方法 をみると､｢統一要求の中にいれて積極的に取 り組んでい

る｣が12組織 と最 も多 く､｢要求基準､要求目標の中に入れている｣が11組織 とつづ ぐ ｡

タイプによらずこの 2つの方法を採る組織が多い｡ もっとも妥結承認の条件の一つ

としている組織 もAタイプの鉄鋼労連､大産別のゼンセ ン同盟の 2組織あ り､妥結

基準の中にいれている組織 もAタイプの電機連合､CタイプのJR連合の 2つある｡

規制内容 をみると､最低賃金が22組織､労働時間が12組織､その他が 7組織 となっ

ている｡ 合計すると41となるから､ 1つの組織で 2つの項 目について最低規制 に取

り組んでいる場合が多いことがわかる｡

次に表 4-68で産業別組織 ごとに最低規制-の取 り組みを､1989年時点 との変化

という視点からみてみ よう｡
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Aタイプでは､加盟組織 を通 じる最低規制への取 り組みに消極的なままである組

織 は電力総連 1組織 だけである｡ 逆 に､最低規制への取 り組みを行 うようになった

組織 は造船重機労連の 1組織存在す る｡ また電機連合､私鉄総連では対象 をそれぞ

れ増や している｡

Bタイプで､最低規制への取 り組みに消極的なままであるのは､化学総連､紙パ

連合､航空連合､石油労連の 4組織 ､また最低規制 に取 り組 まな くなったのが ゴム

連合の 1組織である｡ レジャー ･サー ビス連合は不明であるが､おそ らくはホテル

労連当時では取 り組んでいたが､統合後 は消極的になったのではないか と思われる｡

非鉄連合 は､1989年時点では非鉄金属労連が加盟組織 を通 じる最低規制 に取 り組ん

でいたが､資源労連 はそうではなかったのが､統合 して行 うようになった｡ 以上､

Bタイプの海員組合 を除 く10組織の うち､消極的なまま､あるいは取 り組み をやめ

た組織 は 6組織 になる｡

Cタイプでは最低規制へ の取 り組み を依然 として行 っていないのがチ ェー ン労

協 ､全銀連合､建設連合､日建協の 4組織であ り､取 り組みをやめた組織 は新化学､

全炭鉱の 2組織である｡ 最低規制の取 り組みにあ らたに積極的 となった組織 はない

が､商業労連､繊維生活労連 は対象 を増や している｡ 逆 に対象を減 らしたのは全造

船機械である｡ 以上､Cタイプでは加盟組織 を通 じる最低規制 に消極的なまま､あ

るいは取 り組みをやめた組織 は 9組織 中 6組織 と多い｡

大産別 タイプでは交通労連が加盟組織 を通 じる最低規制-の取 り組み をやめてい

る｡ 他の 3組織 は､組織統合 をした JAM､CSG連合 を含め､最低規制への取 り

組み を継続 して行 っている｡ ただ､ゼ ンセ ン同盟､ JAMでは対象が減 3'ている｡

一般 タイプは変化がない ｡

③ まとめ

以上､産業別組織が労働条件の最低規制 にどの ように取 り組んでいるか をみて き

た｡ これ を簡単 にまとめると次の ようになる｡

第一 に､使用者側 と直接､労働条件の最低規制 に関す る協定 を締結 している産業

別組織 は数少な く､42組織 中わずか に 7組織である｡ タイプ別に特徴がみ られるわ

けではない｡1989年時点 と比較する と4組織が協定な しに変わってお り､全体 とし
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表 4-68 各産業別組織の加盟組織を通 じる最低規制 (1989年と2000年)

タイ.プ 組織名 1989年 2000年
有無 最低賃金 労働時間 その.他 有無 最低賃金 労働時間 その他

A 自動車総連 ○ ○ ○.○ ○○′ ○ ○ ○ ○○
A 電機連合 ○ ○ ○ ○ 〇〇〇

A 生保労連 ○ ○○ ○ ○○AAA- 情報労連電力総連1私鉄総連 ○×C) ○ ■○大○ ○

A 造船重機労連 × ･○ ○

A 化学リヤや21連合 o ○ ○ ○

CCC.CCCCC~cCC 商業労連JR連合JR総連全自交労連チキーン労協全銀連合食品労協NHK労連建設連合,新化学繊維生活労連 ○×××○○ ○ ○○_ ○ ○○.0.○××××××○ 〇〇〇〇 〇〇〇 ○○C 全逓船機械 ○ ○ ○ ○

CC 全炭鉱日建協 ○× ○ ○ ××

大産別 JAM ○+○ 〇十〇 ○+d ○ pO

大産別-CSG連合 ○+○ ○+○ ○ ○○~ ○ ○○
大産別 交通労連 ○ ○ ○ ×
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て直接規制はやや後退 しているようにみえる｡ この4組織は食品連合､ゼンセン同

盟､ JAM､CSG連合であ り､組織統合をした組織､あるいは大産別 タイプに属

する組織である｡

第二に､他方､加盟組織 を通 じて､最低規制を闘争時の要求の中にいれることに

よって最低規制に取 り組んでいこうとする産業別組織は､個人加盟の海員組合を除

く41組織中23組織 と過半に達する｡ ここではAタイプの組織が10組織中9組織 と多

く､一般､大産別 タイプも多い｡他方､B､Cタイプはこれらに比べると少ない｡

第三に､1989年時点 と比較 した場合､加盟組織 を通 じる最低規制に消極的なまま､

あるいは取 り組みをやめた組織は､34組織中14組織である｡ 特 にBタイプでは10組

織中 6組織､Cタイプでは 9組織中 6組織 と多い｡逆に積極的に取 り組むようになっ

た組織は2組織 と少ない｡

(4)まとめ

以上で､産業別組織が賃金 をはじめとする労働諸条件の向上に関 してどのような機

能を果たしているかを､使用者側 との交渉 ･協議､産業別統一闘争､最低規制につい

て明らかにしてきた｡ ここでは､それらを通 してみられる特徴 を､タイプ別および1989

年時点からの変化 という視点からまとめてみよう｡

第一に､使用者側 との交渉 ･協議､話 し合い､産業別統一闘争における指導力､労

働条件の最低規制のいずれにおいても､産業別組織 として一定の機能を果たしている

とみられるのは､42組織中の半数近 くにす ぎない｡残 りの半数はまさに企業別組合の

緩やかなグループといった方が正 しいのか もしれない｡ もっとも､一定の機能を果た

しているとはいって も､使用者側 と直接､団体交渉をした り､産業別統一闘争でかな

り強い指導力､拘束力 をもった り､みずから労働条件の最低規制 をおこなった りとい

うような産業別組織はきわめて限 られていることを忘れてはならない｡

第二に､労働諸条件の向上で一定の機能を果た していると考えられる組織は､タイ

プ別には､Aタイプ､大産別 タイプに多い｡Bタイプ､Cタイプにも存在 しないわけ

ではないが､その数は少ない｡たとえば､使用者側 と直接､労働条件向上をめ ぐって

交渉､協議あるいは何 らかの話 し合いをしている組織は､Aタイプで10組織中8組織､
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大産別では4組織すべてであるのに対 して､Bタイプでは13組織中 3組織､Cタイプ

では14組織中6組織 となる｡ また､産業別統一闘争の闘争形態 と要求の ｢表現｣の二

つの指標をあわせると､産業別組織本部が指導力を発揮 しているとみられる組織は､

Aタイプで10組織中 7組織､大産別で 4組織中2組織であるのに対 して､Bタイプで

は13組織中5組織､Cタイプでは14組織中2組織 となる｡ さらに､加盟組織を通 じる

労働条件の最低規制-の取 り組みでみても､それを行っているのはAタイプで10組織

中9組織､大産別で 4組織中3組織であるのに対 して､Bタイプでは12組織中4組織､

Cタイプでは14組織中 6組織 となる｡

第三に､一定の機能をいまだ果た していない産業別組織が､それを高めることに積

極的であったかどうかをみると､少な くとも1989年時点と比較する限 り､懐疑的にな

らざるをえない｡たとえば産業別統一闘争の闘争形態において､産別本部の指導力 を

強化する方向への変化がみられなかった組織､あるいは後退 した組織は､35組織中14

組織 も存在 し､特にCタイプで 9組織中 6組織 と多い｡それを強化する方向に変化 し

た組織は6組織である｡ さらに､賃上げ要求の表現でこの変化 をみると､強化方向へ

の変化がみられなかった組織､あるいは後退 した組織は35組織中15組織存在 し､ここ

ではBタイプで11組織中 7組織 と多い｡強化する方向へ と変わった組織は 5組織であ

る｡ また､加盟組織 を通 じる最低規制に消極的なまま､あるいは取 り組みをやめた組

織は､34組織中14組織である｡ 特 にBタイプでは10組織中 6組織､Cタイプでは 9組

織中6組織 と多い｡逆に積極的に取 り組むようになった組織は2組織 と少ない｡

6.組織拡大活動

ここでは産業別組織による組織拡大活動の方針､体制､成果をみてい くこととする｡

(1)組織化方針

表 4-69は組織化方針をみたものである｡ これによると､Cタイプの 3組織 (チェー

ン労協､新化学､ 日建協)を除 く39組織は､なんらかの組織化方針をもっていること

がわかる｡
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表 4-69 組織化方針

計 未組織労働者 系列企業 臨時六一 ト 派遣労働者 その他 組織化方針なし

計 42 34 32 16 6 ･9 33

A 10 10 9 3 1 0

B 13 10 ll 3 2 4
C 14 9 8 5 1 2

大産別 4 4 4 4 1 2

組織化対象として特に考慮 されているのは､組織範囲分野の未組織労働者､未組織

の系列企業であることが多い｡加えて､臨時 ･パー トの組織化 も大産別を中心に16組

織が方針 としてかかげ､派遣労働者 も6組織があげている｡ その他 も9組織あるが､

この多 くは産別未加盟の組合を加盟させることだと思われる｡

表 4-70で各産業別組織の組織化方針を､1989年時点 と比較 しながらみてみよう｡

まず2000年時点の組織化方針をみると､多 くの組織が 2つあるいはそれ以上の組織

化対象をあげていることがわかる｡

チェーン労協､新化学は1989年時点では組織化方針を掲げていたが､2000年時点で

はそれがな くなっている｡ 日建協はいずれの時点でも組織化方針を掲げていない｡こ

の 3組織に対 して､化学総連は2000年の時点では組織化方針をかかげるようになった｡

組織化対象が両時点で変わっている組織が多 くを占める｡ 組織化対象数が増えた組

織は､電機連合 (派遣労働者)､私鉄総連 (臨時 ･パー ト)､ レジャー ･サービス連

令 (系列､派遣労働者)､海員組合 (その他)､航空連合 (臨時 ･パー ト)､セラミッ

クス連合 (その他)､全造船機械 (系列､臨時 ･パー ト)の 7組織ある｡ 逆に組織化

対象が減った組織は､鉄鋼労連 (臨時 ･パー ト)､造船重機労連 (その他)､食品連

令 (臨時 ･パー ト)､紙パ連合 (臨時 ･パー ト)､非鉄連合 (臨時 ･パー ト､派遣労

働者)､繊維生活労連 (系列､派遣労働者)､JAM (派遣労働者)､全国一般 (系列)

の 8組織ある｡ この他､商業労連やゼンセン同盟のように派遣労働者がおちて､その

他が加わったというような変化がみられた組織が 6組織ある'｡
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表 4-70 各産業別組織の組織化方針 (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年

未組織 系列 臨時 .パ ート 派遣労働者 その他 未組織 系列 臨時 .パート 派遣労働者 その他

A 自動車総連 ○ ○ 〇〇〇〇+○ ○ ○ ○ 〇〇〇 ○

A.AA 電機連合生保労連情報労連 〇〇〇 ○○ 〇･〇､〇 ○○

A 電力総連 ○ ' ■○~ ○ LO
A 私鉄総連. ･○ ○_ ○ ○
A 鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○
A 造船重機労連 ○ 〇二. ○ ○
A 食品連合 ○+○ 〇十〇 ○ ○

B 損保労連 C) ○ ○
B レシやヤー.r1-ビス連合 ○ ○ ○ ○

B 全国ガス ○ ○ ○ ○

B セラミックス連合 ○ ○_ 〇〇〇 ○

B 印刷労連 ~○ ○

C 商業労連 ○ ○ ○. ○ ○ ○ ○ 〇〇〇 .〇〇〇.

C JR連合 - ○ ○ 〇〇〇■○○

C JR総連 _○ -Q

別一般 CSG連合 ○+○ ○+○ ○+○○ ○○ ○ ○ ･.○
交通労連 ○ ○ ○ ○ ○
全国一般 ○ ○ ○ ○ ○
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(2)組織拡大体制と財政措置

次 に組織拡大を担当 している組織､専任オルグの有無および特別な財政措置をみて

みよう｡

表 4-71 組織拡大担当組織

計 本部担当部局 地方組織 業種別組織 加盟単組 組合員個人 その他 担当組織なし

計 42 34 26 ll 26 11 2 3

A 10 9 9 2 8 1

B 13 12 8 2 7 1

C 14. 8 4 2 7

大産別 4 4 4 4 3

表 4-71によれば､産業別組織の多 くは､本部担当部局､地方組織､加盟単組､業

種別組織 をあげて組織拡大に取 り組んでいることがわかる｡ 組織拡大担当組織 を回答

していないのはCタイプのチェーン労協､新化学､全炭鉱の 3組織であ り､これらを

除 く39組織ではいずれかの組織で組織拡大に取 り組まれている｡

大産別 タイプの4組織はいずれも､本部担当部局､地方組織､業種別組織の各組織

で組織拡大に取 り組んでいる｡ Aタイプもほぼ同様である｡ Bタイプでは地方組織が

ない ところや業種別組織がないところもあるため､やや指摘率は下がる｡ Aタイプで

本部担当部局 と回答 していない組織は電力総連､Bタイプではゴム連合である｡ Cタ

イプの場合､14組織中6組織 には､本部に組織拡大担当部局がないと推察される｡ こ

のうち､チェーン労協などを除 く3組織はJR連合､∫R総連､繊維生活労連である｡

次 に組織拡大の専任オルグの有無 をみてみよう｡ 表 4-72によれば､42組織中､組

織拡大専任 オルグを配置 している組織は 9組織､合計の人数は36人である｡ 組織拡大

専任 オルグを配置 しているのはいずれのタイプにおいても少ないが､比率か らすれば

大産別 タイプで配置 している組織が多 く､また人数 も多い｡Cタイプでは 1組織だけ

であるが､ 6人 もの専任オルグが配置 されている｡
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表 4-72 組織拡大専任オルグ

計 あ り 人数

計 42 9 36
A 10~ 3 7
B 13 3 7
C 14 1 6

大産別 4 2 16

組織拡大専任オルグについて1989年時点 と比較 してみよう｡ 表 4-73は､現在､専

任オルグのいる 9組織 と､1989年時点では配置 されていたが現在は配置 されていない

1組織 を加えた ものである｡ これによると､現在､組織拡大専任オルグが配置 されて

いる9組織のうち､この10年の間に新たに配置 した組織は電機連合､海員組合､全国

ガス､ JAMの 4組織になる｡ 逆に1989年時点で配置 されていたがな くなったのは非

鉄連合であ り､依然は資源労連 に組織拡大専任オルグがいたが､現在は配置 されてい

ない｡1989年時点で配置 されていた 5組織のうち4組織 (情報労連､化学 リーグ21､

商業労連､ゼンセン同盟)は､専任オルグ数を増や している｡

表 4-73 各産業別組織の組織拡大専任オルグ敷 く1989年と2000年)

組織名 1989年 2000年
電機連合 0 1
情報労連 2 3
化学リークや21連合 2 3
レシ寸万一.サーヒやス連合 1- 1

海員組合 0 5
全国ガス 0 1

資源労連 1
商業労連 5 6
ゼ ンセン同盟 6 12
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このように､組織拡大専任 オルグの配置および人数 という点から見ると､わずかに

9組織 とはいえ､この10年の間に組織拡大活動により積極的に取 り組 もうとする組織

が増えたことがわかる｡

次 に組織拡大のための特別な財政措置の有無 をみてみよう｡ 表 4-74によれば､42

組織中､組織拡大のための特別な財政措置があるのは12組織である｡ 特に大産別では

4組織中 3組織が もっている｡ 他方､Cタイプではわずかに 1組織だけである｡

表 4-74 財政措置の有無

計 あ り

計 42. 12
A 10 3
B 13 4.
C 14 1

大産別 . 4 3

これを1989年 と比較 してみよう｡ 表 4- 75は､現在､組織拡大のための特別な財政

措置を持 っている12組織 に､1989年時点で持 っていたが現在はな くなった6組織 を加

えたものである｡ これによると､1989年時点で組織拡大のための特別な財政措置をもっ

ていたのは14組織であるが､このうち､情報労連､食品連合､セラミックス連合､非

鉄連合､繊維生活労連､全造船機械の 6組織は特別な財政措置をやや ている｡ 残 りの

電機連合をはじめとする8組織は特別財政措置を継続 してお り､さらに､私鉄総連､

全国セメン ト､建設連合の 3組織は新たに財政措置を設けた｡ また1989年時点では調

査対象になっていない印刷労連がこの11組織に加わる｡
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表4-75 各産業別組織の特別財政措置 (1989年と2000年)

組織名 1989年 2000*

電機連合 組織強化対策資金 組織琴化対策嚢金

情報労連 組織拡大費 なし

私鉄総連 卑し 地連への交付金

造船重機労連 組痕拡大対策費 組廟拡大対策費

食品連合_食品労連 未組織対策費 なし
仝食品同盟■ 組織拡大助成金

レシ寸ヤー.サーヒやス連合ホテル労連 組織紘大特別会計 あり

全国ガス 未加盟対策費 未加盟対策費

セラミックス連合 組織対策費 なし

′印刷労連 不明 ･組織拡大実績交付金

非鉄連合非鉄金属労連 -なし. な.し
資源労連 重点行動資金

全国セメント なし -特別交付金 .

■建設連合建設同盟 なしー ･組織拡大予算

全造船機械 組織対策費 なし

JAM仝 金 連 合 -なし 連帯基金-

全国金属 組織対策費

CSG連合全化同盟 なし ･組織拡大基金
･一般同盟 ･連帯活動基金

交通労連 組織特別交付金~ 組織対策費

全国二般 組織強化拡大基金 組織準化拡大基金

このように､組織拡大のための特別な財政措置に関しては､それをとりやめた組織
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が､新たに設けた組織 を上回っている｡ もっとも､組織拡大専任オルグを配置すると

い うのは､人件費 を考えれば､ある意味では組織拡大のための特別な財政措置 ともい

える｡ そこで､組織拡大専任オルグの配置 と財政措置 を合わせて､各産業別組織の組

織拡大活動への取 り組みの程度お よびその変化 を探 ってみよう｡

表 4-76 各産業別組織の組織拡大のための人的 ･財政的措置 (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年

組織拡大専任 オルグ 財政措置 組織拡大専任オルグ 財政措置

A 電機連合 22 ○ 1 ○~○AA 情報労連私鉄総連 ○○ 33

A 造船重機労連 ○

AA 食品連合化学リークや21連合 ○+○

B レシやヤー.サーヒやス連合 11 ○○ 1 〇〇〇01

B 海員組合 5
B 全国ガス 1

BBBB セラミックス連合印刷労連非鉄連合全国セメン ト ○な し+○

CCC 商業労連建設連合繊維生活労連 5 ○ 6 ○
C 全造船機械 ○

大産別 ゼ ンセン同盟 6 な し+○ 12 ○大産別 JAM 4
大産別 CSG連合 な し+○ ○
大産別 交通労連 ○_ ○

表 4-76から次のことがわかる｡ まず､2000年時点で人的措置､財政的措置のいず

れか一つ､あるいは両方 を組織拡大活動のためにとっている組織は､42組織中17組織

である｡ これをタイプ別にみると､大産別 タイプが 4組織すべてであ り､一般 タイプ
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もそうである｡ついでAタイプが10組織中5組織 と多 く､Bタイプも13組織中 5組織

となる｡ 他方､Cタイプは14組織中わずかに2組織である｡

次に1989年時点からの変化を､印刷労連を除いてみてみよう｡ ここでは組織拡大専

任オルグや財政措置を新たに設けた場合､あるいは組織拡大専任オルグ数を増や した

場合､組織拡大により積極的 となったと判断 しよう｡ 変わらない場合は積極度不変､

組織拡大専任オルグをな くした､あるいは財政措置をとりやめた場合を消極的 となっ

たと､それぞれ判断 しよう｡ この基準 によれば､組織拡大により積極的となった組織

は電機連合など10組織 となる｡ 組織拡大への積極度が変わらないのは､組織拡大専任

オルグを2人から3人に増や したが財政措置をとりやめた情報労連を加えると6組織

になる｡ より消極的になったのは5組織 となる｡ 消極的となったのはAタイプでは食

品連合､Bタイプではセラミックス連合 と非鉄連合､Cタイプでは繊維生活労連 と全

造船機械である｡

組織拡大積極派が､不変派､消極派をいずれも上回っていることからすれば､この

10年の間に､組織拡大に積極的に取 り組 もうとする産業別組織が増えてきたといって

よいだろう｡

(3)成果

42組織中17組織は組織拡大のための充実 した体制をもち､この10年の間に組織拡大

に積極的に取 り組 もうとする産業別組織が増えてきた｡ では､実際にどのような組織

化の成果をあげているのだろうか｡

表 4-77 1999年度 1年間の組織化の成果

計 成 果があがった組織数 _~組織化人員 平均組織化人員数

計 42 23 59,668 1,420.7

A 10 7 ･18,179- 1,817.9pL
B 13 6 5,311 408.5
C 14 5 ･3,248 232°.0

大産別 4 4 32,380 8,095.0
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表 4-77によれば､1999年度に組織化の成果をあげた産業別組織は42組織中23組織

で､合計で 6万人近 くの労働者を新たに組織化 した｡ タイプ別には大産別 (4組織す

べて)､一般 (1組織)､そ してAタイプ (10組織中 7組織)が組織化の成果をあげ

ることが多い｡これに対 してBタイプやCタイプは､それぞれ13組織中6組織､14組

織中 5組織 とやや少ない｡ 1組織あた りの平均組織化人員を計算すると､42組織平均

で1,420.7人 とかな り少ない｡平均が最 も多いのは大産別の8,095人で､以下Aタイプ､

一般､Bタイプ､Cタイプと続 く｡ 1988年度の成果は､47組織中30組織で組織化の成

果をあげ､合計で91,244人､47組織平均で1,941.4人であったことを考えると (全 日

本民間労働組合連合会 1989:121)､10年ほど前 よりも成果はあがっていない｡

こうした組織化の成果は､上でみた組織拡大体制の充実度 と関連するのであろうか｡

また1988年時点 と比べた場合､どのような特徴があるのだろうか｡これを表 4-78で

みてみよう｡ この表から次のことがわかる｡

第一に､上述のことから予想 されることであるが､ 1万人をこえる組織化の成果を

あげたのは42組織中､わずかにゼ ンセン同盟のみであ り､5,000人を越えたのは自動

車総連 と電機連合だけである｡ ちなみに1988年度では 1万人以上がゼンセン同盟､仝

金連合､電機連合の 3組織であった｡

第二に､充実 した組織拡大体制をもつ17組織の中で､ とにか く組織化の成果をあげ

たのは14組織であ り､化学 リーグ21､全国セメン ト､建設連合の 3組織のみが成果を

あげえなかった｡ 他方､充実 した組織拡大体制をもたない25組織のなかで､成果をあ

げたのは 9組織である｡ したがって､充実 した体制 と成果 とは一定の関係にあるとみ

てよいだろう｡

35組織 について1988年度の成果 と比較すると次のような驚 くべ きことがわかる｡ す

なわち第三に､いずれの年度にも組織化の成果がゼロなのは､生保労連､化学総連､

ゴム連合､セラ ミックス連合､石油労連､全国セメント､チェーン労協､建設連合､

全造船機械､日建協の10組織である｡

第四に､組織化の成果が1988年度に比べて増えたのは､35組織中､自動車総連､造

船重機労連､レジャー ･サービス連合､非鉄連合､ゼンセン同盟､CSG連合､交通

労連の 7組織にす ぎない｡大産別 タイプの健闘が目立つ｡
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表 4-78 各産業別組織の組織化の成果 (1999年度と1988年度)

タイプ 組 織 名 組織拡大体制 1999年 度 1988年 度

A 自動 車 総 連 〇〇〇〇〇 6,174 345

'A 電機連 合 ■ 7,754 14,243
A 生保 労 連 0 0
A 情報 労 連 486 568
A 電九総 連 43 1,651
A 私鉄総連 10 25
A 鉄鋼労連 843 1,300
A 造船重機労連 2,869 888
A 食品連合 0 330
A . 化学リーク1'2.l遵合 0 1,000

B 化学総連 ○ 0 0

B ゴム連合 0 0

B 紙 パ連合 150 445251
B 損 保労連 0
B レシ.ヤー.サ-ヒ寸ス連合 2,500.
B 海員組合 ○ 2,231 4,346

B 航空連合 0 80

B セ ラ ミックス連合 0 0120
･B 印 刷 労連 110
B 非 鉄 連合 300
B 石油 労連 0 0
B 全.国セメ ン ト 0 0

:C 商業労連 10○ 591 2,7990

C -JR連合 1,500

CC 基 昌饗宴連 0500
C チェー ン労協 0

C 全銀 連合 0 6060

C~ 食 品 労協 634
･C. N.HK労連 23~
C 建設連合 0
C 新化学 0 140
C 繊雑生 活労連 0 170
C 全造船 機械 0 0
C 全炭鉱 0 150
C 日建協 0 0

大産別 ゼ ンセ ン同盟 ○ 22,107 18,652
大産別 JAM ○ 3,773 29,819
大産別 CSG連合 ○ 4,000 2,400
大産別 . 交 通 労 連 ○ 2,500 1,500

第五 に､逆に､1988年度に比べて減ったのは､電機連合､情報労連､電力総連､私

鉄総連､鉄鋼労連､食品連合､化学 リーグ21､紙パ連合､海員組合､航空連合､.商業

労連､全銀連合､新化学､繊椎生活労連､全炭鉱､JAM､全国一般の17組織 と多い｡

これに両年度 とも20人の全国ガスを加えると35組織中18組織は､組織化の成果が10年
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ほど前に比べて改善 されたとはいえない｡中で も､電機連合､ JAMの落ち込みが激

しい｡

(4)まとめ

以上で､42の産業別組織の組織拡大活動の方針､体制､成果 をみてきた｡ 簡単にま

とめよう｡

第一に42組織中Cタイプの 3組織 を除 く39組織はなんらかの組織化方針をもち､未

組織労働者や系列の未組織企業 を主な組織化対象 としている｡ 臨時 ･パー ト労働者を

組織化対象 としている組織 も16存在 している｡

第二に､組織拡大専任オルグを配置 している組織が 9組織､特別の財政措置を設け

ている組織が12組織あ り､そのいずれか一つ､あるいは両方をもっている組織は17に

もなる｡ 42組織中17組織は､組織拡大活動のために人的あるいは財政的措置をとって

いるのである｡ タイプ別には大産別､一般のすべてであ り､Aタイプも10組織中 5組

織 とやや多い｡これに対 してBタイプでは13組織中 5組織､Cタイプは14組織中わず

かに2組織 と少ない｡

第三に､組織活動 を支える体制は､1989年時点 と比べると､充実 してきた組織が多

い｡ 35組織中､組織拡大体制 をより充実 させた組織は電機連合 をはじめ10組織､以前

と同 じ程度の充実度である組織が造船重機労連など6組織､組織拡大体制 を弱体化 さ

せた組織は食品連合など5組織 となる｡ 全体 としてみれば､組織拡大体制 を充実 させ､

より積極的に組織拡大 を進めていこうとする組織が増 えたことは注 目しておいてよ

い ｡

第四に､にもかかわらず､1999年度 1年間に組織化の成果があがった組織は42組織

中23組織､合計約 6万人であ り､ 1組織平均1,400人程度であ り､1988年度 と比べ る

と (それぞれ47組織中30組織､約 9万人､1,900人程度)組織拡大活動の成果はあがっ

たとはいえない｡ 1万人をこえる組織拡大を行 った組織はゼ ンセン同盟だけである｡

とにか く組織化の成果をあげた組織は､タイプ別には大産別､一般､Aタイプで多 く､

Cタイプには成果のあが らない組織が多い｡

第五に､ とはいえ､組織拡大体制の充実 と成果 とは一定の関係があるとみられる｡
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充実 した体制をもつ17組織のうち14組織は成果をあげてお り､そうした体制のない25

組織のうち成果をあげえたのは9組織だからである｡

第六に､35の産業別組織について､1988年度の成果 と個々に比べてみると､組織拡

大活動の停滞ぶ りがよくわかる｡ より多 くの労働者 を組織化 している組織は35組織中､

自動車総連､ゼンセン同盟など7組織にす ぎない｡中でも大産別 タイプの健闘が目立

つ｡ これに対 して､より多 くの成果をあげられなかった組織が電機連合をはじめ18組

織､いずれも組織化の成果がゼロであるのが生保労連など10組織にもなる｡

半数に近い組織が､組織拡大活動を支える体制 を人的､財政的に充実 させていこう

としている｡ この努力は評価 されてよい｡ しか も､体制の充実がそれな りの効果をも

たらしているとみられる｡ にもかかわらず､全体 として､組織拡大活動の成果がめざ

ましく改善 されたとはいいがたい｡むしろ､多 くの組織では､組織拡大活動は1988年

度 と比較 して､より貧弱な成果 しかあげえていない｡このギャップがなんによるのか

は今後､検討 してい く必要がある｡

7.雇用 ･合理化対策

ここでは､加盟組織の組合員の雇用や労働条件に重大な影響を及ぼす合理化問題 に

対 して､産業別組織 としてどのような対策を行 っているのかを明らかにする｡ 具体的

には､合理化対策指針､合理化対策資金､離職者の就職斡旋をみることとする｡

(1)合理化対策

表4-79は､産業別組織 として合理化対策指針を持 っているかどうかをみた もので

ある｡ これによると42組織中､なんらかの合理化対策指針を策定 しているのは25組織

であ り､策定を検討中が 5組織､検討 していない組織 も12存在する｡ タイプ別には､

大産別の4組織､一般の 1組織 とAタイプの10組織中9組織 とこの 3タイプに多いが､

Cタイプでは14組織中 7組織 とやや少な く､Bタイプでは13組織中4組織 とさらに少

なくなる｡
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表 4-79 合理化対策指針

計 合理化対策指針
あ り な し

検討中 検討 していなし?

叶 42 25 55 12
A 10 9 1
B 13 4 4

これを表 4-80で産業別組織 ごとに1989年時点 との比較でみてみよう｡ まず比較可

能な35組織中､1989年時点では指針 を策定 していなかったか､あるいは不明だった組

織で､2000年時点では策定 しているのは､生保労連､ レジャー ･サービス連合､全炭

鉱の 3組織である｡ 逆 に､1989年時点では策定 していたが､2000年時点では策定 して

いないのはゴム連合､紙パ連合､セラミックス連合､非鉄連合の 4組級であ･り､すべ

てBタイプで､統合 した組織が3/4を占める｡

1989年時点 も策定せず､2000年時点で も策定 していない産業別組織は､Aタイプで

は10組織 中､電力総連の 1組織､Bタイプでは化学総連､全国ガス､航空連合の11組

織中 3組織､Cタイプではチェーン労協､全銀連合､建設連合､新化学､ 日建協の 9

組織中 5組織 となる｡ 合計で35組織中 9組織 となる｡

以上をまとめて､合理化対策指針の策定 に10年前 と同様 に積極的でない､あるいは

消極的になった産業別組織は35組織中13組織あ り､タイプ別にはBタイプに多 く11組

織中 7組織 とな り､ Cタイプで も9組織中 5組織 と多い｡
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表 4-80 各産業別組織の合理化対策指針の有無 (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年

A 自動車総連 ○ ○

A 電機連合 〇〇〇 ○

A 生保労連 ○

A 情報労連 ○○
A 電 力総連
A 私 鉄 総連
A 鉄 鋼 労連 ○ ○
A 造 船 重機労連 ○ ○
A 食 品 連合 ○+な し ○
A 化 学 リークや21連合 ○ ○

B 化 学 総連 ○ ○

B ゴ ム連合

B 紙 パ 連合 〇〇〇〇+な し

B 損保 労連
B レシやヤー.サーヒやス連合

B 海員 組.令 ○○

B 全 国 ガス
B 航 空 連合
B セラ.ミックス連合
B 印刷労連
B 非鉄連合
B 石油労連 ○
B 全 国セ メ ン ト ○ ○■

C 商業労連. ○○ ○C JR連合 ･○.〇〇〇

CC 基 昌饗宴連
C チ ェー ン労協
C 全 銀 連 合
C 食 品 労協
･C ･NHK労連
C 建 設 連合
C 新 化 学
C 繊 維 .生 活労連
C 全 造 船 機械 ･○ ○.
C 全.炭 鉱 ○
C 日 建協

大 産別 ゼ ン.セ ン同盟 ○ ○
大 産別 JAM pO+0 ○
大 産別 C S G連合 〇十な し ○
大 産別 交通労連 ○ ○

合理化対策指針を策定 している25組織についてさらにみていこう｡
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表 4-81 対象とする合理化問題

計 倒産 企業 .事業所閉鎖 希望退職 一時帰休一時休業 出向■ 配置転換 .転勤 . 単身赴任 その.他

計 25 19 21 21 16 21 21 31 5

A 9 8 7 8 6 7 7 2
B 4 3 5 5 3 4 4 2
C 7 4 5 4 3 6 6 1

大産別 4 3 3 3 3 3 3 1
一 般 1 1 1 1 1 .1 1 1

表 4-81によると､倒産､閉鎖､希望退職など組合員の雇用そのものが脅かされる

問題や､出向､配転など企業内あるいは企業間の異動をめ ぐる問題 を､合理化問題 と

して対応 しようとする産業別組織が多い｡これに次 ぐのは一時的な雇用調整である一

時帰休 ･休業である｡

次 にそうした合理化が会社から提案があった場合､加盟組織から産業別組織への報

告義務があるかどうかを表 4-82でみると､報告義務あ りとした組織は25組織中15組

織である｡

表 4-82 産業別組織への報告義務

計 あ り なし 不明

計 25 15 9 1

A 9 4 4 .1

B 4 3 1
C 7 4 3

大産別 4 3 1

具体的には､Aタイプでは自動車総連､電機連合､私鉄総連､鉄鋼労連の4組織､

Bタイプではレジャー ･サービス連合､海員組合､全国セメントの 3組織､Cタイプ

では商業労連､繊推生活労連､全造船機械､全炭鉱の 4組織､大産別ではゼンセン同

盟､ JAM､交通労連の 3組織､そして全国一般である｡
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さらに､合理化問題-の対応 をどの組織で行 うかを表 4-83でみると､担当部局が

最 も多 く25組織中16組織であ り､ついで問題が発生 した時に設けられる対策委員会が

15組織 となる｡ 恒常的な対策委員会を持 っている組織 も､電機連合､海員組合､全国

一般の 3組織存在する｡

表 4-83 合理化問題への対応組織

計 恒常的な対策委員会 発生ごとの対策委員会 担当部局 その他

計 25. 3 15 16 31
A 9 1 6 8

-B 4 11 3 2

C 7 2 3 2

･大産別般 41 31 3

合理化問題に産業別組織 として対処 してい くための､あるいは加盟組織を支援 して

い くための財政的基盤があるかどうかを最後にみてみよう｡ 表 4-84は合理化村策資

金を持 っているかどうかを示 したものであるが､これによると42組織中､合理化対策

資金を持っているのはわずかに10組織 と1/4である｡ タイプ別にはAタイプに多 く､

電機連合､鉄鋼労連､造船重機労連､食品連合､化学 リーグ21の 5組織である｡ Bタ

イプでは13組織中､わずかに海員組合1組織､Cタイプでは14組織中､繊維生活労連

と全造船機械の 2組織､大産別ではJAMの 1組織､そ して全国一般 となっている｡

表 4-84 合理化対策資金の有無

計 42 10 29 3
A 10 5 4 -1
B 13. 1 10. 2
C 14 2 12
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(2)離職者対策

合理化問題に伴い雇用調整が行われ､離職者が出る場合 もある｡ こうした事態に産

業別組織はどのように対応 しているのであろうか｡表 4-85によると､離職者の斡旋

をしているのは42組織中14組織､ 1/ 3である｡ 産業別組織 として斡旋を行っている

場合が 9組織､加盟組織が行 っているのが10組織 となる｡ タイプ別にはAタイプが10

組織中 7組織､大産別が 4組織中 3組織､そ して一般が多い｡ これらに対 してBタイ

プでは13組織中 1組織､Cタイプでは14組織中2組織である｡

表 4-85 離職者の斡旋

計 行 っている 行っていない 不明
小計 産別 として 単組 として

計 42 14 (9) (10 ) 26. 21
A lot 7 (4) (5) 3
B 13 1 ( 1) (o ) ll
C 14 2 ( 1 十 (2) ll .1

大産別 4 3 (2) (2) 1

注)大産別 タイプのうちゼンセ ン同盟は離職者の斡旋を行ってはいるが､｢産別 として｣｢単組 と

して｣の設問については不明である｡

次に表 4-86で､各産業別組織の状況を1989年時点 と比較 しなが らみていこう｡ 比

較可能な35組織中､離職者の就職斡旋 を以前はしていなかったが､2000年時点では行

うようになったのは､自動車総連 と電力総連 というAタイプの 2組織だけである｡

逆に､1989年時点では離職者の就職斡旋を行っていたが､2000年時点では行ってい

ない組織は､35組織中9組織 も存在する｡Aタイプでは情報労連 と食品連合 (以前は

食品労連は行っていなかったが､全食品同盟は行っていた)の10組織中2組織､Bタ

イプではゴム連合､セラミックス連合､非鉄連合 (以前は非鉄金属労連は行 っていな

かったが､資源労連は行っていた)の11組織中3組織､Cタイプではチェーン労協､

全造船機械､全炭鉱の 9組織中3組織､大産別では交通労連である｡
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他方､1989年時点でも離職者の就職斡旋を行っておらず､2000年で も行 っていない

のは､Aタイプでは10組織中生保労連の 1組織､Bタイプでは11組織中､化学総連､

紙パ連合､ レジャー ･サービス連合､全国ガス､航空連合､石油労連､全国セメント

の 7組織､Cタイプでは9組織中､全銀連合､建設連合､新化学､日建協の4組織で

ある｡ 合計で35組織中14組織 となる｡

離職者の就職斡旋を10年前 と同様に行っていない､あるいは行わないようになった

産業別組織は35組織中23組織 と7割近 くを占め､タイプ別にはBタイプに多 く11組織

中10組織 となり､Cタイプで も9組織中7組織 と多い｡

最後に､産業別組織 として無料職業紹介事業あるいは労働者供給事業を行っている

かどうかをみてみよう｡ 表は省 くが､42組織中､レジャー ･サービス連合､海員組合､

ゼンセン同盟､全国一般の4組織だけである｡ 1989年時点 と比較すると3組織が行わ

なくなり､新たにレジャー ･サービス連合､全国一般が行 うようになった｡ 1989年時

点で無料職業紹介か労働者供給事業を行っていたのは､情報通信労連､全金連合､

般同盟であるが､2000年時点では情報労連､∫AM､CSG連合はそれらの事業 を行っ

ていない｡

(3)まとめ

以上で加盟組織の組合員に重大な影響を及ぼす合理化問題に､産業別組織 としてど

のように対処 しようとしているのかをみてきた｡ 簡単にまとめよう｡

第一に､合理化問題に対 して､産業別組織 としての対応 を記 した合理化対策指針を

もつ組織は､42組織中25組織である｡ 大産別 タイプと-一般は全ての組織､Aタイプは

9組織が持つが､これに対 してこCタイプでは 7組織 とやや少なく､Bタイプはわず

かに4組織 と､かな り少ない｡

第二に､これら25の組織は､倒産､事業閉鎖､希望退職など組合員の雇用そのもの

が脅かされる問題､企業内 ･企業間異動をめぐる問題をとりあげて､一定の方針を策

定 している｡ 問題が発生 した場合には､多 くが臨時の対策委員会を設けて対処するか､I

あるいは担当部局で対処する｡ だが､電機連合､海員組合､全国一般のように恒常的

な対策委員会が設けられている組織 もある｡
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表 4-86 各産業別組織の離職者斡旋 (1989年と2000年)

タイプ. 組 織 名 1989年 2000年

A 自動車総連 ○.○○ ○
A 電機連合 ○○

A 生保労連
A 情報労連
A 電力-総連
A 私鉄総連 p ○
A 鉄鋼労連 ○ ○

A 造船重機労連 ○ ○○
A 食品連合 な-し+○
A 化学リーク1'21連 合 ○

B 化学総連 〇〇〇な し+○ ○

B ゴム連合
B 紙パ連合
B 損保 労連
B レシやヤー.サーヒやス連合
B 海員組合
B 全 国 ガス
B 航 空 連合
B セラミックス連合
B 印刷労連 .
B 非鉄連合
B 石油労連
B 全 国セ メ ン ト

C 商業 労連 0○○ ○○

C JR連合
C JR総連
C 全 自交労連
C チ ェーン労協
C 全銀 連合
C 食 品 労協
C NHK労連
C 建設連合~
C 新化学
C 繊維生活 労連
C 全造船機 械 ○
C 全炭 鉱 ○
C 日建協

大 産 別 JAM ○+○ ○
大 産 別 C SG連 合 ○+○ ○
大 産 別 交通労連 ○

第三に､合理化 に伴 って離職者が発生することがあるが､離職者に対 して就職斡旋

を行 っている産業別組織は､42組織中14組織 と少ない｡ タイプ別にはAタイプ､大産

別､一般にそうした組織が多 く､Bタイプではわずかに 1組織､Cタイプで も2組織

となる｡ 無料の職業紹介事業や労働者供給事業は42組織中4組織だけである｡
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第四に､以上の合理化への相応を1989年時点 と比較すると､後退 している､あるい

は前進 していない組織が多いことに気づ く｡ つまり､合理化対策指針を依然 として策

定 していない組織､それをとりやめた組織は､合わせて､35組織中13組織存在 し､タ

イプ別にはBタイプ (11組織中 7組織)､Cタイプ (9組織中 5組織)に多い｡他方､

2000年時点で新たに策定 しているのは3組織にす ぎない｡また離職者の就職斡旋をみ

ると､10年前 と同様に行っていない､あるいは行わないようになった組織は､35組織

中23組織 と多 く､タイプ別には､ここでも'Bタイプ (11組織中10組織)､Cタイプ (9

組織中 7組織)に多い｡他方､2000年時点で行 うようになった組織はAタイプの 2組

織だけである｡

8.産業政策活動

ここでは､各産業別組織が産業政策に関 して､いかなる活動 を行っているのかを明

らかにする｡

(1)産業政策の策定

まず産業別組織 として､独 自になんらかの産業政策を策定 しているかどうかを表 4

-87でみてみよう｡ これによると､産業政策を策定 している組織は42組織中33組織 と

多い｡

表 4-87 産業政策策定の有無

計 策定 している 策定 していない 不明

計 42 33 7.1 2
.A 10 9 1
B 13 ll _1
C 14 8 6

大産別 4 4
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タイプ別 にはCタイプで策定 していない組織が14組織中 6組織 と多いが､他の 4タ

イプではほぼすべ1/3ての組織が自らの産業政策を持 っている｡

次 に産業別組織 ごとに策定の有無 を､1989年時点 と比較 しなが らみていこう｡ 表 4

-88によると次のことがわかる｡

表 4-88 各産業別組織の産業政策 (1989年と2000年)

タイプ 組 織 名 1989年 2000年

A 自動車総連 ○ ○

A 電機連 合 ○ ○○
A 生保労連 ○

A 情 報労連 ○○
A 電 力総連 ○
A 私 鉄 総 連 ○
A 鉄 鋼 労連 ○ ○
A 造 船 重機労連 ○ ○
A 食 品 連合 〇十〇 ○
A 化 学 リークや21連合 ○. ○.

B 化 学 総連 〇〇〇 ○○

B ゴ ム 連合_
B 紙 パ 連合
B 損 保労連
B レシやヤー.サ-ヒナス連合 ○
B 海員組 合 ○
B 全 国 ガス ○ ○

B 航 空連合 ○○+○ ○

B セラミックス連合 ○
B 印 刷労連 ○
B 非 鉄連合 ○

B 全 国セ メ ン-ト ○ ○

C 商 業 労連 ○a○ ○
C JR連合 〇〇〇〇〇

CC 基 昌笑婆連.
C チ ェー ン労協
C 全銀 連合
C 食 品 労協
C NHK.労.逮
C 建設連合
C 新化学
C 繊雑生活 労連
C ･全造船 機 械 ○
C 全 炭鉱 ○ ○
C 日 建協 ○ ○

大 産 別 ゼ ンセ ン同盟_ ○ ○
大 産 別 JAM ･○+○ ○
大 産 別 C SG連合 ○+な し ○
木 産 別 交通労連 ○ ○
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まず35組織中､1989年､2000年のいずれの時点で も産業政策を持 っているのは25組

織である｡ 1989年時点では産業政策 を持 っていなかったが､2000年時点で持つ ように

なっているのは､ 3組織である｡ Aタイプの電力総連､Bタイプの レジャー ･サービ

ス連合 とセラミックス連合である｡ こ_れをこ対 して1989年時点では産業政策を持 ってい

たが､2000年時点では持 っていない組織 は35組織中､Aタイプの生保労連､Bタイプ

の紙パ連合､Cタイプの繊推生活労連の 3組織である｡ いずれの時点で も産業政策 を

持 っていないのは､Bタイプのゴム連合､Cタイプのチェーン労協､全銀連合､新化

学の 4組織 となる｡

以上 をまとめて10年前 と同様 に産業政策 を策定 していな}､､あるいは策定 しな く

なった産業別組織は､35組織中 7組織 となる｡ そうした組織 はCタイプに 9組織 中 4

組織 と多い｡

(2)労使協議制

次 に産業政策に関 して､産業別あるいは業種別の労使協議制があるかどうかをみて

みよう｡

表 4-89 産業政策に関する労使協議制

計 あ り. な し 不明

計 42 13 26 3
A 10 ･5 4 1
B 13 4 8 1
C 14 1 12 1

大産別 4 2 2

表 4-89によると､産業政策 をめ ぐって､使用者側 と産業別､業種別の労使協議制

を持 っている産業別組織は42組織中13組織である｡ タイプ別にはAタイプ (10組織 中

5組織)､大産別 (4組織 中 2組織)､一般 タイプでそ うした組織が多いが､他方､

Bタイプ (13組織中4組織)はやや少な く､Cタイプでは14組織中わずかに 1組織 と

なる｡
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次に表 4-90によって､各産業別組織の労使協議制の有無 を､1989年時点 と比較 し
*2()

なが らみていこう ｡

表 4-90 各産業別組織の労使協議制 (1989年と2000年)

タイプ 組 織 名 1989年 2000毎

A 自動車総連 ○ ■○○

A 電機連合 ○○

A 生保労連
A 情報労連
A 電力総連
A 私鉄総 連 ○
A 鉄鋼 労連 ○
A 造 船 重機労連 ○ ○
A 食 品連■合
A 化学 リークや21連合

B 化 学 総連 ○○ ○
B ゴム連合
B 紙 パ連合

B 員 労連 ○ ○○
B レシ○ヤー.サーヒやス連合
B 海 員組合
B ･全 国 ガス ○ ○
B 航 空連合
B セラミックス連合
B 印刷労連
B 非鉄連合
B 石油労連
B 全国セ メ ン ト

C 商 業 労連 ○ ○

C JR連合
C JR総連
C 全 自交労連
C チェー ン労協
C 全銀 連合
C 食 品 労協
C NHK労連
C 建 設 連合
C 新 化 学
C 繊 維 生活労連
C 全 造 船機械
C 全 炭 鉱
C 日建 協

大 産 別 ゼ ンセ ン同盟 '○ ○○

大 産 別 ･JAM ○+な し

大 産 別 交 通 労 連

310



第 4章 産業別組織の機能

これによると､1989年､2000年のいずれにおいても､産業政策に関する労使協議制

があるのは､35組織中8組織である｡ Aタイプの電機連合､鉄鋼労連､造船重機労連､

Bタイプの紙パ連合､海員組合､全国ガス､大産別のゼンセン同盟そ して全国一般で

ある｡ 1989年にはそうした労使協議制はなかったが､2000年には設けているのは､35

組織中4組織である｡ Aタイプの電力総連､私鉄総連､Cタイプの全炭鉱､大産別の

交通労連である｡

他方､1989年時点では労使協議制はあったが､2000年時点ではない組織は､35組織

中5組織 もある｡Aタイプの自動車総連､Bタイプの化学総連､Cタイプの商業労連､

大産別タイプの JAMとCSG連合である｡ 全国金属は労使協議制を持っておらず､

仝金連合は持っていたのに､組織統合後の JAMでは持っていない｡またCSG連合

は全化同盟 も一般同盟 も持っていたのに､組織統合後は持 っていない｡1989年時点で

も､2000年時点でも産業政策に関する労使協議制を持っていないのは､35組織中18組

織である｡ Aタイプでは生保労連､情報労連､食品連合､化学リーグ21の4組織､B

タイプではゴム連合､ レジャー ･サービス連合､航空連合､セラミックス連合､非鉄

連合､石油労連､全国セメントの 7組織､Cタイプではチェーン労協､全銀連合､建

設連合､新化学､繊椎生活労連､全造船機械､ 日建協の7組織である｡

以上から､10年前 と同じく産業政策に関する労使協議制を持っていない組織､ある

いは10年前は持っていたのに現在ではなくなった組織は､35組織中23組織 と7割ほど

を占める｡ 特にBタイプ､Cタイプに多 く､前者では11組織中8組織､後者では9組

織中8組織 となる｡

(3)産業政策実現のための諸活動

最後に､自らの産業政策を実現するために､あるいは産業政策に自らの意見､利害

を反映させるためにどのような活動をとっているのかをみよう｡ なお､ここでは産業

政策を組織 として機関決定 していない場合 もとりあげている｡
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表 4-91 産業政策実現のための諸活動

計 審議会に参加 関係省庁に申 政党との 経営者団体古手 経営者団体 その他

し､意見を反映 し入れ､折衝 折衝 申し入れ､協議 との共同行動

計 42 20 29 28 25 14 8
A 10 4 7 8 5 5 1
B 13 5 8 5 8 3 4
C 14 6 9 10 7 2 3

大産別 4 4 4 4 4 3 0
一 .般 1 1 1 1 1 1 0

表 4-91によると､産業政策にかかわる活動 としてもっとも利用 されているのは､

関係省庁への申し入れ､折衝であ り､42組織中29組織がこれを選んだ｡ついで政党 と

の折衝が28組織 (うち25組織が野党であ り､電機連合､商業労連､∫R総連の 3組織

が与野党 と答えている)､経営者団体への申し入れ､協議が25組織 となっている｡

いま､産業政策にかかわる活動 をチャネルの多 さで測定 してみるとしよう｡ つまり､

より多様な活動 を行 っている組織ほど､自らの産業政策の実現､あるいは産業政策へ

の自らの意見､利害の反映に積極的であると仮定するのである｡ その結果､表 4-92

が得 られる｡ これによると､42組織全体で､平均 して 1組織あた り3つのタイプの活

動 を行 ってお り､また 3つ以上のタイプの活動 を使 って産業政策を実現 しようとして

いる組織は42組織 中25組織 になる｡ これをタイプ別にみると､活動の多様性か らみて

も､多様な活動 を行 っている組織の数からみて も､大産別 と一般が目立っている｡ つ

いで､Aタイプであ り､平均が3.0で､3つ以上の タイプの活動 を行 っている組織が10

組織中 7組織 となる｡ 具体的には､自動車総連､電機連合､電力総連､私鉄総連､鉄

鋼労連､造船重機労連､食品連合である｡

表 4-92 産業政策にかかわる活動の多様性

頻 度 活動が 3つ以上の組織
計 平均

計 124 3.0 25
A 30 3.0 7

C 37 2.6 7

杢産匙 19 4.8 4

312



第 4章 産業別組織の機能

これらに対 して､Bタイ プ､Cタイプはやや消極的である｡ 平均がそれぞれ2.5､2.6

であ り､ 3つ以上の活動 を行 っている組織が前者では13組織中 6組織､後者では14組

織中 7組織である｡ Bタイプでは化学総連､海員組合､全国ガス､航空連合､非鉄連

合､石油労連であ り､Cタイプでは商業労連､ ∫R総連､全 自交労連､建設連合､全

造船機械､全炭鉱､ 日建協である｡

次に35組織 について､1989年時点 と比較 しながらその積極性の変化 を表 4-93でみ

てみよう｡ ここで も､どの程度多様な活動 を行 っているのかを指標 にみてい くことと

する｡ なお､1989年時点の食品連合､非鉄金属連合､JAM､CSG連合に関 しては､

2組織の平均値 をとった｡

35組織 について､1989年時点での政策活動 タイプの合計 をとると117.5､ 1組織あ

た りで3.4になる｡ 全体 としてみると､産業政策実現のためのチャネルは 1組織あた

り3.4から3.0に減っている｡さらに活動 タイプ数 3つを基準にすると､1989年時点でも2000

年時点で も自らの産業政策にかかわる活動 を3つ以上行っている組織は､35組織中20

組織 と多い｡ タイプ別には大産別､一般ですべて､Aタイプで10組織中 5組織､Bタ

イプで11組織中 6組織､Cタイプで 9組織中 4組織 となる｡ 中産別 3タイプでは違い

はみられない｡

1989年時点では3未満で2000年では 3以上 となった組織は35組織中 3組織あ り､A

タイプの電力総連､食品連合､Cタイプの 日建協 となる｡

他方､1989年時点では3以上2000年では 3未満 となった組織は35組織中 5組織あ り､

Aタイプでは生保労連 と情報労連､Bタイプではゴム連合 と紙パ連合､Cタイプでは

繊維労連である｡ またいずれの時点で も3未満である組織は35組織中 7組織であ り､

Aタイプの化学 リーグ21､Bタイプの レジャー ･サービス連合､セラミックス連合､

全国セメン ト､Cタイプのチェーン労協､全銀連合､新化学である｡ これらを合わせ

て､産業政策にかかわる活動に関 して､10年前 と同様消極的である､あるいは消極的

となった組織は35組織中12組織 と1/3程度であ り､ タイプ別にはAタイプで10組織中

3組織､Bタイプで11組織中 5組織､Cタイプで 9組織中4組織 となる｡ 中産別 タイ

プ間での違いはあまりみられない｡
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表 4-93 各産業別組織の産業政策活動の多様性 (1989年と2000年)

タイプ 組織名 1989年 2000年

A 自動車総連 5 4
A 電機連合 5 5
A 生保労連 5 0
A 情報労連 3 2
A 電力総連 0 4
A 私鉄総連 4 4
A 鉄鋼労連 4 4
A 造船重機労連 4 3
A 食 品連合 2と2 3
A 化学 リーク+21連合- 2 1

B 化学総連 3 3
冒 ゴム連合 3 1
B 紙パ連合 4 1
B 員 労.逮 2.
B レシやヤー.サーヒ11ス連合 0 2
･B 海員組合 5 6
B 全 国 ガス 4 4
B 航空遵_令 3 3

B 印.刷労連 1
B 非鉄連合 4
B 石油労連 4 4
B. 全 国セ メン ト 2 1

C ~商 業 労連 5 6
C JR連合 2

CC 基 昌要婆連 0 34C -チ エー.ン労 協 0
C 全銀 連合 2 2

C 品 労 窺 3 2
C NHK労連 1
C 建設連合 3
C 新化学 1 0
C -繊維生活 労連 3 1
C 全造船 機 械 5 5
C 全炭鉱 .4 5

大 産 別 ゼ ンセ ン同盟 5 5
大 産 別 JAM 5と4 4
大 産 別 CSG連 合 5と4 5
大 産 別 交通労連 5 5ー~
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(4)まとめ

以上で､産業政策にかかわる諸活動 をみてきた｡ 簡単にまとめよう｡

第一に､産業別組織 として独 自に産業政策を策定 している組織は42組織中33組織 と

多い｡ タイプ別には大産別､一般ですべて､Aタイプで10組織中9組織､Bタイプで

13組織中11組織 と､これらの4タイプではほとんどすべての組織が策定 しているが､

ただCタイプでは産業政策を策定 している組織が14組織中 8組織 とやや少ない｡

第二に､しか し､産業政策をめ ぐって使用者側 と産業別､業種別の労使協議制 を持 っ

ている組織は､42組織中わずか13組織 と少なくなる｡ ここで もCタイプでは14組織中

わずか 1組織 と､他の類型に比べてかなり少ない｡

第三に､自らの産業政策を実現するために､あるいは自らの意見や利害を産業政策

に反映 させるための活動 をみてみると､最 も多 く利用 されているのは ｢関係省庁-の

申し入れ､折衝｣であ り42組織中29組織､ついで ｢政党 との折衝｣が28組織､｢経営

者団体への申し入れ､協議｣が25組織 となる｡ 産業政策にかかわる活動を､･どの程度､

多様 なチャネルを使 っているかで測定 してみると､ 1組織あた り平均 3つの活動 を

行っていること､ 3つ以上のタイプの活動 を行 っている組織は42組織中25組織である

ことがわかる｡ これをタイプ別にみると､多様なチャネルを使い､積極的に産業政策

にかかわる活動 を行 っているのは大産別､一般であ り､ついでAタイプとなる｡ Bタ

イプ､Cタイプはこれらに比べると､やや消極的である｡

第四に､35組織 について､1989年時点からの変化 をみてみると次のことを指摘で き

る｡ まず10年前 と同 じく､独 自の産業政策を策定 していない､あるいは策定 しな くなっ

た産業別組織は35組織中 7組織であ り､特にCタイプに多い｡つぎに､10年前 と同 じ

く､労使協議制をもっていない､あるいは持たな くなった組織は35組織中23組織 と多

い｡特にBタイプ､Cタイプに多い｡さらに､産業政策にかかわる活動に関 して､10

年前 と同様に消極的である､あるいは消極的となった組織は35組織中12組織である｡

大産別 と一般はいずれも積極的であるのに対 して､消極派については､中産別の 3タ

イプ間に大 きな違いはみ られない｡
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9.政治活動

ここでは産業別組織 としての政治活動 を明らかにする｡ 具体的には政治活動のため

の恒常的な委員会の有無､組織内議員数､および政治活動 をみてい く｡

(1)恒常的委員会

表 4-94によれば､政治活動のための恒常的委員会を設置 している産業別組織は42

組織中17組織である｡ タイプ別には大産別では4組織 ともに設置 している｡ 中産別 タ

イプではAタイプで10組織中6組織 とやや多いのに対 して､Bタイプでは13組織中3

組織､Cタイプでは14組織中4組織 とやや少ない｡

次に､表 4-95で､産業別組織ごとの恒常的委員会の設置の有無を､1989年時点 と

比較 しなが らみていこう｡ これによると次のことがわかる｡

表 4-94 政治活動のための恒常的委員会の有無

計- あ り なし 不明

計 42 17 23 21
A 10 6 4
B 13 3 9

C 14 4 91 1

大産別般 41 41

35組織中 9組織 となる｡ これに組織統合前は仝金連合が恒常的委員会を持ち､全国金

属は持 っていなかったが､統合後には恒常的政治委員会をもっている∫AMを加える

と10組織 となる｡ 他方､10年前にはなかったが､恒常的政治委員会を持つようになっ

た組織は､自動車総連､電機連合､電力総連のAタイプ3組織 と､Cタイプの全炭鉱

のあわせて 4組織である｡ 食品連合は統合前は食品労連は恒常的政治委員会はな く､
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仝食品同盟にはあったのだが､統合後は設置 していない｡全体 として大産別 タイプは

依然 として政治活動 に積極的であ り､加えてAタイプの産業別組織が政治活動 にやや

積極的になってきたといえるのか もしれない｡

表 4-95 各産業別組織の政治活動のための恒常的委員会 (1989年と2000年)

タイプ- 組織名 1989年 2000年

A .自動車総連 ○ ○.

A 生保労連
A 情報労連
A 電力総連
A 私鉄総連 ○
A 鉄鋼 労連 ○ ○
A 造船重機労連 ○ ○
A 食品連合 な し.十〇
A 化学 リークや21連合

B 化学総連 ~○ 0.

B ゴム 連合
B ･紙パ 連合
B 揖保労連.
B レシ寸ヤー.サーヒやス連合
B 海員組合

B 全国 ガス _○ ○○■

B 航 空連合
B セ ラ ミックス連 合

B 印 刷労連
B 非 鉄 連合
B 石油 労連
B. 全 国セ メ ン ト

C JR連合 ○

C チ ェ ー ン 労協 .
C 全銀 連合
C -食 品 労協一

C NHpK労連
C 建設連合
C 新化学
C 繊維生活労連
C 全造船■機械
C 全炭鉱
C 日建協

大 産別 ゼ ンセ ン同盟 ○ ○
大 産別 JA.M ○+な し ○
大 産別 CSG連合 ○+○ ○
大 産別 交通労連 ○ ○
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(2)組織内議員

次 に組織内議員 を有するかどうかを表 4-96でみよう｡ これによると､42組織中､

なんらかの議会の組織内議員 を有する組織は27組織である｡

表 4-96 組織内議員の有無

■計 議員有 り 衆議院 参議院 県議会 ▲市町村議会

計 42 27 12 13 17 24
A 10 9. 5 7 8 8
B 13 7 0 1 2 7
C 14 6 3 2 2 4

大産別 4 4 3 3 4 4

タイプ別 には大産別､一般の 5組織すべてが組織内議員を持ち､ついでAタイプで

10組織中 9組織 と組織内議員をもつことが多い｡Bタイプ､Cタイプでは組織内議員

を有する組織は､これらに比べればやや少な くな り､それぞれ13組織中 7組織､14組

織中 6組織 となる｡

さらに詳 しくみると､市町村議会に組織内議員を持つ組織が24組織 と最 も多い｡大

産別､Aタイプ､そ してBタイプともに､市町村議会議員を持つ組織が多いが､特 に

Bタイプでは市町村議会議員に集中している｡ 次いで県議会､参議院､衆議院となる｡

いずれの レベルで も組織内議員を抱えることが多いのは､大産別 とAタイプである｡

次 に議員数をみてみよう｡ 表 4-97は､組織内議員を有する産業別組織について､

各議会の組織内議員数を示 したものである｡ これによると､27組織あわせて､市町村

議会議員1,564人､県議会議員155人､参議院議員23人､衆議院議員21人の合計1,763

人を抱 えている｡ 平均議員数 をタイプ別にみると､Aタイプが128.8人 と最 も多 く､

ついで大産別 タイプの90.8人 となる｡ Aタイプ､大産別 タイプはいずれの議会におい

ても一定以上の議員 を抱 えている｡ これらに対 して､一般､Bタイプ､Cタイプの議

員数はいずれの レベルにおいてもかな り少ない｡なお､CタイプがBタイプより平均
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でみて議員数が多いのは､∫R連合が､衆議院議員 3人､参議院議員 2人､県議会議

員14人､市町村議会議員122人を擁 しているからであ り､これを除 くと､それぞれ 2

人 (平均0.4人)､ 1人 (0.2人)､ 1人 (0.2人)､17人 (3.4人) とな り､議員数総計

で21人､平均値は4.2人となる｡

表 4-97 組織内議員数

計 議員合計 平均 衆議院 平均 参議院 平均 県議会 平均 市町村議会 平均

計 ､27 1,ウ63 (65.3) 21 _(0.8) 23 (0.9) 155 (5.7) 1,564 (57.9)

A 9 1,159 (128.8) 10- (1.1) 14 (1.6) 94 ('10.4) 1,041 (115.7)

･B 7 54 (7.7) 0 (0.0) 1 (0.1). 2. (0.3) 51 (7.3)
C 6 162 (27.0) 5 (0.白) 3 (0.5) 15ー (2.5) 139 (p23.2)

大産別 4′~ 363 (90.8) 5 (1.3) ･5 (1.3) 41 (10.3) 312 (78.pO)

次に組織内議員数を1989年時点 と比較 してみよう｡ なお､造船重機労連は2000年時

点の県議会､市町村議会議員数についての記入がなく､それがゼロを意味するのか､

不明かはわからないのでここには含めない｡同じく､電力総連については1989年時点

での回答がなく､その意味するところがわからないので､これも含めない｡比較可能

な33組織の組織内議員数を比較すると､表 4-98が得 られる｡

表 4-98 組織内議員数の変化

議員数合計 衆議院 参議院. 県議会 市町不嘩 会
1989 2000 変化率 19892000 変化率 19892㈱ ′変化率 1989 2(X氾 変化率 1989 2000 変化率

計 1,763 1,368 -22.4% 25 15 AO.0% ll 16 45.5% 163 121-25.8% 1,564 1,216 -22.30/o

A 1,113 913 -18.0% 18 9二-50.pO% 8 10 25.0% 99 75 -24.2%, 988 819 -17.1%

B 148 54 -63.5% 2 0 -1(刀.Wo25.d% 1 1 0.0%15).(邦 15 2 -86.7% _130 51-60.8%

C 23 13 I43.5% 0 0 0 0 2 0-1(刀.Wo 21 13 -38.1%

大産別 432 363 -16.0% 4 5 2 5 41 41 0.0% 385 ー312 -19.0%

一 般 47 25 -46.8% 1 1 0.0% 0 0 6 3 -50.0% 40 21-47.5%

定 数 68,246 65,464 -4.1% 512ー500-2.3% 252 252 0.0%.2,910 2,940 1.0% 64,57261,772 A.3%

注)議員定数は次の資料によった｡ 衆議院議員､参議院議員の1989年時点および2000年時点での定

数は､地方財務協会 『地方自治便覧1999』より､県議会議員､市町村会議員の1989年時点での定

数は地方財務協会 『地方自治便覧1989』より(1988年12月31日現在の定数)､2000年時点での定数
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は 『地方 自治便覧1999』より (1998年12月31日現在の定数)｡なお､衆議院議員については本調

査が行われたのは2000年3月であるため､定数は現在の480人ではな く､改正以前の500人となっ

ている｡

この表か ら､組織内議員数は1,763人から1,368人へ と大 きく減ったこと､すべての

タイプで議員数は減少 していることがまずわかる｡ さらに県議会議員､市町村議会議

員数の落ち込みが大 きいこと､衆議院議員 も25人から15人- と減っていることもわか

る｡ 唯一参議院議員だけは11人から16人- と増えている｡ もっとも､この減少がこの

10年間の議員定数削減の結果か もしれない｡そこで､一番下の欄で各 レベルの議員数

(定数)をみておこう｡ 衆議院議員は2.3%減少 し､参議院議員は252人で変わらず､

県議会議員 は1.0%増加､市町村議会議員は4.3%減少 し､合計で4.1%減少 した｡ し

たがって､組織内議員の減少の程度は､定数削減の程度を大 きく上回っていることが

わかる｡

さらに､表 4-99で産業別組織 ごとにみていこう｡ 組織内議員の合計 を比較すると､

1989年時点 より議員総数が減った産業別組織は､33組織中19組織 と過半 を占める｡ A

タイプでは 8組織中 5組織､Bタイプでは11組織中8組織､Cタイプでは 9組織中3

組織､大産別では4組織中2組織､一般 1組織 も減 らしている｡ またいずれの時点に

おいて も組織内議員がいないのは8組織である｡ Aタイプでは8組織中 1組織､Bタ

イプでは11組織中 1組織､Cタイプでは 9組織中 6組織である｡ Bタイプでは11組織

中 9組織が､組織内議員が減 ったか､あるいは両時点 ともいない｡Cタイプでは 9組

織全てが組織内議員が減 ったか､あるいは両時点 ともいない｡

これ らに対 して､組織内議員が増えた産業別組織は電機連合､化学 リーグ21､石油

労連､ JAMの4組織にす ぎない｡ しか もこのうち､化学 リーグ21では衆議院議員が

4人か ら0人- と大 きく減 り､石油労連はわずかに 1人から2人- と増えただけであ

る｡ 全国ガスは6人で組織内議員数に変化がない｡交通労連 も23人で変化はないが､

衆議院議員が 0人から1人になっている｡

造船重機労連 と電力総連を除いて､組織内議員数の変化 をみてみると､組織内議員

をこの10年間で大幅に減 らした産業別組織が多 くを占めることがわかる｡
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表 4-99 各産業別組織の組織内議員

組織名 1989年計 衆議院 参議院 県議会 市町村議会 2000年計 衆議院 琴義院.県議会 市町村議

~A 自動車総連 159 8 2 16 133 142 2 2. 15 123

AAA 電機連合生保労連情報労連. 1820352 2 2 18 160 2120226 2 2 12 196

31 2･2 3212 315190 3.2 3 23 197

A 電力総連 0 244 3 -19 222
A 私鉄総連 205 158 1 7 150

A 鉄鋼労連 146 0 0 .14. 132 106 2 133 8910
A 造船重機労連 117 2 Il lO 1~04 2 ~1 1

B 化学総連 40 1 0 6 33 0 0 1 011 ±0.2

B ゴム連合 16 0 0 3 13 0
B 紙パ連合 35 0 1 1 33 21

BBB 損保労連レシ十十.ヰトビス連合海員組合 . 08 0 0 1 7 002

B 全国ガス 6 0 0 2 4 6 5215

B 航空連合 1 0 0 0 1 0

B 壇ミックス連合 4 0 0 1 324 2
B 印刷労連 - - 0
B ･非鉄連合 26 ･1 0 1 15
B 石油労連 1 0 0 0 1 2 1
B 全国セメント ll 0 0 0 ll 6 6

CC 商業労連JR連合 0 0ー141 31 21 14.1 12248

C JR総連 - - 0

CCCC 全自交労連チェーン労協全銀連合食品労協 00 5001

CCCC NHK労連建設連合新化学繊維生活労連 004 0 0 0_ 4 2000 1
C 全道舟誹覧械 10 0 0 1 ･9 8

産 JAM 142 1 0 18 123 147 211 2 12 131別 ~｢股CSG連合 .40 0 0 -2 38 37 1 4 32
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(3)政治活動

産業別組織が､連合の政策制度要求や 自らの政治的諸要求 を実現するために､ どの

ような活動 を行 っているのか をみ よう｡

表 4-100 政治活動

計 支持政党を通じる活動 与野党へひろく働きかけ 審議会活動 .関係省庁直接交渉 大衆行動 その他

計 42 29 10 18 25 21 .7

B 13 5 1 -3 5 4 4
C 14 10 4 5 7 6 1

大産別 4 4 2 3 4 3 0

表 4-100による と､政治諸活動の中で最 も多 く指摘 されているのは支持政党 を通

じる活動で､42組織 中29組織が これをあげている｡ 次いで､関係省庁 との直接交渉が

25組織で､ また大衆行動が21組織で行 われている｡ タイプ別 にもこの 3つが多 く指摘

されている｡

次 に､産業政策活動 と同 じように､政治活動で多様 なチ ャネルを使 っているか どう

かではかってみ よう｡ つ ま り､ より多様 な政治活動 を行 っている組織 ほど､ 自らの政

治的要求の実現 などに積極的であるとするのである｡

表 4-101 政治活動の多様性

頻 度 .活動が 3つ以上の組織
計 平均

計 110 2.6 19
A 35 3.5 6
B` 22 1.7 3
C 33 ~~2.4 p6

大産別 16 4.0 3
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表 4-101によると､42組織全体で､ 1組織平均2.6のタイプの政治活動 を行 ってお

り､ 3つ以上のタイプの政治活動 を行 っている産業別組織は19組織存在する｡ タイプ

別には大産別､一般､そ してAタイプに政治活動 に積極的な組織が多い｡Cタイプは､

これらに対 して積極的な産業別組織がやや少な く､Bタイプではさらに減る｡

次 に､同 じ指標 を使 って､35組織について1989年時点からの変化 をみてみ よう｡ 表

4-102によると次のことがわかる｡

まず､35組織 について1989年時点の政治活動の多様性 をみると､ 1組織平均で2.6

とな り､2000年時点 と違いがない (組織統合 した場合は2組織の平均値 をとった)｡

いずれの時点で も3つ以上のタイプの政治活動 を行 っている組織は35組織中16組織で

ある｡
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表 4-102 各産業別組織の政治活動の多様性 (1989年と2000年)

A 自 動 車 総 連 5 5
A 電 機 連 合 6 6
A 生 保 労 連 4 4
A 情 報 労 連 4 1
A 電 力 総 連 0 4
A 私 鉄 総 連 3 4
A 鉄 鋼 労 連 5 3
A 造 船 重 機 労 連 ･5 2
A 食 品 連 合 3と.2° 2
A 化 学 リーク｡21連 合 4 4

B 化 学 総 連 1 1
B ゴ ム 連 合 2 1
B 紙 パ 連 合 3 1
B 員 呆労 連 1
B レシやヤー.サーヒナス連 合 1 0
B 海 員 組 合 5 6
B 全 国 ガ ス 1 3
B 航 空 連 合 2 2
B セラミックス連 合 2 0
B 印 刷 労 連 0
B 非 鉄 連 合 4と 2 2
B 石 油 労 連 4 4
B 全 国 セ メ ン寸 2 1

C 商 業 労 連 4 6
C JR連 合 4
C JR総 連 2
C 全 自 交 労 連 3
C チ ェ ー ン労 協 _0 0
C 全 銀 連 合 0 0
C 食 品 労 協 1
C NH K労 連 2
C 建 設 連 合 3 3
C 新 化 学 1 1
C 繊 維 生 活 労 連 2 1
C 全 造 船 機 械 3 4
C 全 炭 鉱 4 5
C 日建 協 2 1

大 産 別 ゼ ン セ ン 同 盟 4 5
大 産 別 JAM 6と 4 4
大 産 別 C S G連 合 4と 3 5
大 産 別 交 通 労 連 4 2

タイプ別には大産別 (4組織中 3組織)､Aタイプ (10組織中 6組織)､一般 に多

く､Cタイプ (9組織中4組織)ではやや少なく､Bタイプでは (11組織中2組織)

ではさらに少な くなる｡

1989年時点では3つ未満で2000年には3つ以上 となった産業別組織はAタイプの電

力総連､Bタイプの全国ガスの 2組織である｡
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他方､1989年時点では3つ以上で2000年には3つ未満 となった産業別組織はAタイ

プの情報労連､造船重機労連､Bタイプの紙パ連合､非鉄連合､大産別の交通労連の

5組織である｡ いずれの時点で も3つ未満は､Aタイプでは食品連合､Bタイプでは

化学総連､ゴム連合､ レジャー ･サービス連合､航空連合､セラミックス連合､全国

セメント､Cタイプのチェーン労協､全銀連合､新化学､繊維生活労連､日建協の12

組織である｡

自らの政治的諸要求を実現する上で､10年前 と同 じく消極的である､あるいは消極

的になった産業別組織は35組織中17組織 と約半数であ り､ タイプ別にはBタイプ (ll

組織中8組織)､Cタイプ (9組織中 5組織)にやや多い｡

(4)まとめ

以上で産業別組織の政治活動 をみてきた｡ 組織内議員 と政治活動 に絞って簡単 にま

とめよう｡

第一に､組織内議員 を持つ産業別組織は42組織中27組織であ り､ タイプ別には大産

別､一般はすべての組織が持 ち､Aタイプも10組織中 9組織が持 ち､これら3タイプ

に多い｡これらに比べればBタイプ､Cタイプでは組織内議員を持つ組織はやや少な

くなる｡

第二に､組織内議員数をみると､27組織全体で衆議院議員21人､参議院議員23人､

県議会議員155人､市町村議会議員1,564人の合計1,763人 となる｡ 平均の議員数 をみ

るとAタイプ､大産別 タイプが非常 に多 く､これに比べれば一般 タイプ､Bタイプは

かな り少ない｡Cタイプは組織内議員 を多 く抱えるJR連合を除 くと､最 も少な くな

る｡

第三に､政治活動 をみると､支持政党 を通 じる活動､関係省庁 との直接交渉､大衆

行動などが多 く行われている｡ 政治活動の多様性に着 目して､その積極性 をはかると､

大産別､一般 タイプそ してAタイプに積極的な組織が多 く､他方､Cタイプそ して特

にBタイプにそうした組織が少ない｡

第四に､33組織 について1989年時点か らの変化 をみてみると､組織内議員数は総計

で1,763人から1,368人 と大 きく減ってお り､ しか も議員総数の減少はすべてのタイプ
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で生 じている｡ 議員総数が減 った産業別組織は33組織中19組織､いずれの時点におい

ても議員がゼロであるのは8組織で､合計すると27組織､ 8割近 くとなる｡ また政治

活動の積極性 を､多様性ではかってみると､10年前 と同様に消極的である､あるいは

消極的 となった組織は35組織中17組織 と約半数であ り､そうした組織はBタイプ､C

タイプにやや多い｡

10.国際活動

最後に､産業別組織の国際活動 をみ よう｡

(1)国際産業別組織への加盟

表 4-103は､国際産業別組織 (ITS)に加盟 しているかどうか､加盟 していた

場合､役員 を出 しているかどうかをみたものである｡

表 4-103 国際産業別組織への加盟状況と役員

計 あ り 役員選出

計 42 32 ll
A 10 10 5
B 13 9 1
C 14 8 2

大産別. 4 4 -3

これによると､ ITS-加盟 している産業別組織は42組織中32組織であ り､Aタイ

プ､大産別､一般ではすべての組織が加盟 している｡ Bタイプでは13組織中 9組織 と

やや少な くな り､Cタイプも14組織中 8組織 と少なくなる｡ この32組織中､ ITSに

役員 を出 している組織は11組織で､大産別では4組織中3組織､Aタイプでは10組織

中 5組織 と多い｡Bタイプでは 9組織中 1組織､Cタイプでは8組織中 2組織 と少な

い ｡
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次に35組織 について､表 4-104で1989年時点 との比較 をしてみよう｡ なお､ この

表で○は ITS加盟 を､◎は ITSに加盟 し､さらに役員を出 していることを意味 し

ている｡ この表から次のことがわかる｡

1989年時点で ITSに加盟 し､2000年時点でも加盟 している産業別組織は､組織統

合以前にどちらかの組織が加盟 していた非鉄連合､ JAM､CSG連合を含めると､

35組織中21組織 と多い｡ タイプ別には大産別ではすべて､Aタイプで も10組織中 8組

織 と多い｡Bタイプは11組織中 6組織 とやや少なく､Cタイプも9組織中3組織 と少

ない｡1989年時点で ITSには加盟 していなかったが､2000年時点で加盟するように

なった産業別組織は､35組織中6組織である｡ Aタイプの生保労連 と電力総連､Bタ

イプの紙パ連合 とレジャー ･サービス連合､Cタイプのチェーン労協､全国一般であ

る｡

他方､いずれの時点で もITSに加盟 していないのは､35組織中 7組織であ り､B

タイプのセラミックス連合､全国セメント､Cタイプの全銀連合､繊維生活労連､全

造船機械､全炭鉱､ 日建協である｡ また化学総連は1989年時点では ITSに加盟 して

いたが､2000年では加盟 していない｡

総 じて､35組織中27組織が継続 して ITSに加盟､あるいはあらたに加盟 してお り､

国際活動 という点では積極的な産業別組織が目立つ｡役員 という面からみると､27組

織中1989年時点で役員 を出 していた組織は9組織であったが､2000年時点では11組織

とやや増えている｡

(2)国際交流

次に国際交流をみてみよう｡ 表 4-105は国際交流協定があ り､定期的に交流 を行 っ

ている場合を示 している｡
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表 4-104 各産業別組織の国際産業別組織加盟状況 (1989年と2000年)

タ イ プ 組 織 名 1989年 2000.午

A 自動 車 総 連. ○ ◎

A 電 機 連 合 ○◎○ ◎
･A 生 保 労 連 ○
A 情 報 労 連 ○
A 電 力 総 連 ◎
A 私 鉄 総 連 ○
A 鉄 鋼 労 連 ◎ ○
A 造 船 重 機 労 連 ○ ○
A 食 品 連 合 〇十◎ ◎
A 化 学 リークや21連 合 ◎ ◎
B 化 学 総 連 ○ ○

B ゴ ム 連 合 ○◎
B 紙 パ 連 合 ○
B 損 保 労 連 ○
B レシやヤー.サーヒ1'ス連 合 ◎
B 海 員 組 合 ○
B ･全 国 ガ ス ○ ○

B 航 空 連 合 ○ ○.○

B セ ラ ミ ッ ク ス連 合

B 印 刷 労 連
B 非 鉄 連 合 ○+なし
B 石 油 労 連 ○ ○

C 商 業 労 連 ◎ ◎
C JR連 合 ○.
C JR総 連 ○
C 全 自交 労 連 ○

C チ ェ ー ン労 協 ○○◎
･C 全 銀 連 合
-C 食 品 労 協
C NHK労 連
C 建 設 連 合 ◎
C 新 化 学 ○ ○
C 繊 維 生 活 労 連
C 全 造 船 機 械
C 全 炭 鉱
C 日建 協

大 産.別 ゼ ンセ ン同 盟 ◎ ◎
大 産 別 JAM ○+な.し ○
大 産 別 C S G連 合 ◎+なし -◎
大 産 別 交 通 労 連 ○ ◎

注)〇､◎については本文の説明を参照のこと｡
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表 4-105 定期的国際交流

計 42 22 45
A 10 ･ 10 22

B 13 3 3
C 14 5 ll

大産別 4 3 8

これによると､海外の労働組合 と協定を結んで､定期的に国際交流を行っている産

業別組織は42組織中22組織 と過半をしめる｡ 相手国数は合計で45カ国である｡ タイプ

別にはAタイプで10組織すべてで平均2.2カ国､ついで大産別が 4組織中3組織で平

均2.7カ国と多い｡Bタイプは13組織中3組織､Cタイプは14組織中 5組織 とこれら

に比べると少ない｡

次に､35組織について､1989年時点 と比較 しながらみてみよう｡ 表 4-106による

と次のことがわかる｡

1989年時点 も定期的国際交流を行ってお り､2000年時点で も行 っている産業別組織

は､組織統合以前にはいずれか一方の組織 しか国際交流を行っていなかった食品連合､

CSG連合を含めると､35組織中13組織 となる｡ もっとも､中には私鉄総連のように

定期交流相手国を5カ国から1カ国に減 らした組織 も存在する｡ 1989年時点では定期

的交際交流をしておらずに､2000年時点では行っている組織は､Aタイプの 5組織 と

全国一般 となる｡

他方､1989年時点では定期的国際交流を行っていたが､2000年時点では行 っていな

い組織は､Bタイプのゴム連合､海員組合､Cタイプの全炭鉱､大産別の JAMの4

組織である｡ いずれの時点で も定期的国際交流を行っていないの峠､35組織中12組織

あ り､Bタイプで11組織中6組織､Cタイプで 9組織中6組織 となる｡

定期的国際交流については､Aタイプの産業別組織がかなり積極的に進めるように

なる一方で､Bタイプ (11組織中8組織)､Cタイプ (9組織中 7組織)では､依然

として消極的､あるいは消極的になった組織が多いという違いがみられる｡
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表 4-106 各産業別組織の定期的国際交流相手国数 (1989年と2000年)

タ イ プ 組 織 名 1989年 2000年 ■

A 電 機 1連 合~ 351 -3

A 生 保 労 連 1
A 情 報 労 連 2
A 電 力 総 連 2
A 私 鉄 総 連 1
A 鉄 鋼 労 連 4
A 造 船 重 機 労 連 3
A 食 品 連 合 1と0 1
A 化 学 リークや21連 合 1

B 化 学 総 連 2 11

B ゴ ム 連 合
B 紙 パ 連 合 1

B 損 保 労 連 4
B レシやヤー.サーヒ寸ス連 合
B 海 員 組 合
B 全 国 ガ ス
B 航 空 連 合
B セラミックス連 合
B 印 刷 労 連
B 非 鉄 連 合 ･1と2
B 石 油 労 連 1 1
B 全 国 セ メ ン ト

C 商 業 労 連 3 3
C JR連 合 3
C JR総 連 2

C 全自 交 労 連 12

C. チ ェ ー ン労 協
C 全 銀 連 合
C 食 品 労 協 .
C NHK労 連

C 建 設 連 合 22

C 新 化 学
C 繊 維 生 活 労 連
C 全 道~船 機 械
C 全 炭 鉱

C 日建 協

大 産 別 JAM 3と3
大 産 別 C S G連 合 2と0
大 産 別 交 通 労 連 1 1

(3)国際連帯資金

最後に､産業別組織 として国際連帯資金 を持 っているかどうかをみてみよう｡ 表 4

-107によると､42組織中､国際連帯資金 を持 っている産業別組織は16であ り､ タイ

プ別にはAタイプで10組織中 6組織､大産別で 4組織中 2組織 と比較的多い｡これに

対 して､Bタイプでは13組織中5組織､Cタイプでは14組織中 3組織 と少ない｡
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表 4-107 国際連帯資金

計 あ り

計 42 16
A 10 6
B 13 5
C 14 3

次に35組織について､1989年時点 と比較 しながらみていこう｡ 表 4-108によると

次のことがわかる｡

1989年時点 と2000年時点のいずれにおいても国際連帯資金を有 している産業別組織

は､食品連合を含めると､35組織中10組織 となる｡ Aタイプでは10組織中5組織､大

産別では4組織中2組織 とやや多いが､Bタイプでは11組織中2組織､Cタ イプでは

9組織中 1組織 と少ない｡1989年時点では国際連帯資金を有 していなかったが､2000

年時点では持っている組織は情報労連､化学総連､新化学の3組織である｡

他方､1989年時点では持っていたが､2000年時点では持 っていないのは､Bタイプ

のゴム連合､レジャー ･サービス連合､セラミックス連合､Cタイプの全炭鉱､大産

別のCSG連合 と交通労連の 6組織 となる｡ いずれの時点でも国際連帯資金を持 って

いないのは､Aタイプの生保労連､電力総連､私鉄棒連､化学 リーグ21の4組織､B

タイプ の紙パ連合､海員組合､航空連合､石油労連､全国セメントの 5組織､Cタイ

プのチェーン労協､全銀連合､建設連合､繊推生活労連､全造船機械､日建協の 6組

織､そして全国一般である｡

国際連帯資金を持つことに村 して､10年前 と同じく消極的､あるいはこの間消極的

になった組織は､合わせて35組織中22組織 と多い｡中でもBタイプでは11組織中8組

織､Cタイプでは9組織中7組織 と多い｡
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表 4-108 各産業別組織の国際連帯資金

タ イ プ 組 織.名 1989年 2000年

A 自 動 車 総 連 ○■ ○

A 電 機.連 合 ○○ 〇〇〇

A 生 保 労 連
A 情 報 労 連
A 電 力 総 連
A 私 鉄 総 連
A 鉄 鋼 労 連
A 造 船 重 機 労 連 ○ ○
･A 食 品 連 合 な し+○ ○
A 化 学 リ-ク｡21連 合

B 化 学 総 連 ○ ○.〇〇〇

B ゴ ム 連 合
B 紙 パ 連 合
B 損 保 労 連

B レシやヤー.サ-ヒやス連 合 〇°○○

B 海 員 組 合
B 全 国.ガ ス
B 航 空 連 合
B セラミックス連 合
B 印 ー労 連
B 非 鉄 連 合 ○ +○ ○
B 石.抽 労 連
B 全 国 セ メ ン ト

C 商 業 労 連 ○ 〇〇〇

C JR連 合
C JR総 連
C 全 自交 労 連
C チ ェ ー ン労 協
C 全 銀 連 合
C 食 品 労 協

C NHK労 連 ○

C 建 設 連 合
C 新 化 学
C 繊 維 生 活 労 連
C 全 造 船 機 械
C 全 炭 鉱

C 日建 協

大 産 別 ゼ ン セ ン同 盟 ○ ○
大 産 別 JAM ○.+○ ○
大 産 別 C S G連 合 ○ +○
大 産 別 交 通 労 連 ○

(4)まとめ

以上､産業別組織の国際活動をみて きた｡ 簡単 にまとめよう｡

第一に､ ITSへ加盟 している産業別組織は42組織中32組織であ り､Bタイプ､C

タイプではやや少な くなるものの､それ以外の 3タイプでは全組織が加盟 している｡

32組織中役員を出 しているのは11組織 となるが､大産別､Aタイプでそうした組織は
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多 く､Bタイプ､Cタイプでは 1あるいは2組織にす ぎない｡

第二に､42組織中22組織が､海外の労働組合 と協定を結んで定期的な国際交流 を行 っ

てお り､Aタイプの全て､大産別では3組織であ り､これらのタイプでは定期的国際

交流を行っている組織が多い｡他方､Bタイプ､Cタイプではやや少な くなる｡

第三に､国際連帯資金を有 している産業如組織は､42組織中16組織であ り､Aタイ

プ､大産別に多 く､Bタイプ､Cタイプに少ない｡

第四に､1989年時点からの変化 をみてみると､ITS加盟ではタイプにかかわらず､

積極的な産業別組織が目立つ｡ 他方､定期的国際交流ではAタイプの産業別組織がか

なり積極的となっているが､他方､Bタイプ､Cタイプでは依然 として消極的である｡

国際連帯資金については､これらとは異なり､10年前 と同様 に消極的､あるいは消極

的となった組織が35組織中22組織 と多 く､中で もBタイプ､Cタイプに多い｡

ll.変革と停滞一結びに代えて

以上､産業別組織の組織 と機能に関する調査結果をやや詳細に分析 してきた｡ それ

ぞれの項目については各節で簡単な要約をしているので､ここでは ｢はじめに｣で述

べた二つの視角から､調査結果をまとめることとする｡

まず､主たる分析軸 としてきた類型化の方法 とそれに基づいた分類 を､再びここで

簡単に述べることとしよう｡ 組織方針 (産業別組織が自称 しているものでな く､実態

にあわせた)､労働市場への影響力､組織人員数 (10万人を基準 とした)の三つで42

組織 を分類 し､次のような類型をつ くった｡

① 中産別主義､10万人以上､労働市場への影響力あ りのグループで､中産別Aタイ

プと名付けた｡ ここに分類 されるのが､自動車総連､電機連合､生保労連､情報労

.連､電力総連､私鉄総連､鉄鋼労連､造船重機労連､食品連合､化学 リーグ21の10

組織である｡

② 中産別主義､10万人未満､労働市場への影響力あ りのグループで､中産別Bタイ

プと名付けた｡ ここに分類 されるのが､化学総連､ゴム連合､紙パ連合､損保労連､

レジャー ･サービス連合､海員組合､全国ガス､航空連合､セラミックス連合､印
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刷労連､非鉄連合､石油労連､全国セメントの13組織である｡

③ 中産別主義､労働市場への影響力なしの中産別Cタイプに分類 されるのが､商業

労連､∫R連合､∫R総連､全自交労連､チェーン労協､全銀連合､食品労協､NHK

労連､建設連合､新化学､繊維生活労連､全造船機械､全炭鉱､日建協の14組織で

ある｡ これらのなかで商業労連だけが122,310人の組合員を擁 し､10万人規模 をこ

えている｡

④ 大産別主義をとる (複合産別主義 もここに含めた)大産別タイプはゼンセン同盟､

JAM､CSG連合､交通労連の4組織である｡ ゼンセン同盟の60万人､JAMの

46万人､CSG連合の20万人と､大産別タイプは大規模な組織が多い｡

⑤ 一般組合主義をとるのは全国一般である｡

以上のタイプを前提に､調査結果を二つの視角からまとめてみよう｡

産業別組織がこの10年間､厳 しい環境におかれていたことは､組織人員の変化から

容易に推察 される｡ 対象 となった42の産業別組織のうち､1989年から2000年の間に5

%以上組合員数が増えたのは､自動車総連､ゼンセン同盟などわずかに10組織､±5

%の範囲内で停滞 していたのが電機連合など7組織､不明の2組織を除 く残 りの23組

織は 5%以上組合員数を減 らしている｡ しかも23組織の減少の仕方は普通ではない｡

たとえば海員組合は64.3%減､繊維生活労連51.2%減､全国セメント48.3%滅､全国

一般40.1%減などとなる｡

こうした厳 しい環境に置かれていたとはいえ､あるいは､置かれていたからこそ､

産業別組織のい くつかは､組織をあげて自らを変革 しようと努力 した｡ この努力は十

分に評価 されてよい｡努力の痕跡を示す証拠はす ぐにあげることができる｡

第一に､連合結成前後から現在までに組織統合を進めた産業別組織は42組織中12組

織にもなる｡用意された分析軸であるタイプ別にみても､Aタイプで3組織､Bタイ

プで 5組織､Cタイプで 2組織､大産別タイプで 2組織 とタイプをこえて組織統合が

行われていることがわかる｡

第二に､組織方針を変えた産業別組織が 9組織 もある｡ 複合産別主義に変わった組

織がCSG連合､私鉄総連､鉄鋼労連､交通労連の4組織､大産別主義に変わった組

織が建設連合､繊椎生活労連の2組織､一般組合主義に変わった組織が新化学､仝炭
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鉱の 2組織､そして新たに一般組合主義を掲げたJR総連などである｡組織実態 と組

織方針の禿離があるのは当然のことだと思われるが､重要なことは､各々の組織が自

らの組織基盤を変えてい くことを決定 したということである｡

第三に､会費水準 をこの10年間に少なからず上昇 させている｡ 10年間の変化 を追 う

ことのできる35組織中､会費水準をあげた組織は27組織である｡ 産業別組織本部の財

政基盤をしっか りとしたものにしようとの組織をあげての合意が形成されたことを示

す ものだといってよい｡

第四に､い くつかの産業別組織において､組織拡大体制を人および財政面で充実さ

せ.ようとする動 きがみられる｡ 組織拡大のための人的､財政的な基盤を確立するよう

に変わった組織は35組織中10組織､10年前 と同じく一定の基盤をもつ組織が 6組織､

逆に後退 したのが 5組織である｡

こうした変革努力は､ しか しながら､少な くとも今のところ､目に見える十分な成

果をもたらしていない｡

第一に､産業別統一闘争における産別本部の指導力を強化 させる方向-の変化がみ

られた組織 も35組織中 5､ 6組織あるが､他方で､強化-の変化が見 られなかった組

織､あるいは逆に後退 した組織が14あるいは15組織存在する｡ 停滞あるいは後退する

組織はBタイプ､Cタイプに多い｡

第二に､労働条件の最低規制を産業別組織 として行っている組織は42組織中わずか

に7組織である｡ 10年間の変化をみると､産別最低規制協定を結ぶようになった組織

も2組織存在するが､他方でそれを取 りやめた組織は4組織 も存在する｡ 第三に､加

盟組織 を通 じる最低規制に取 り組むようになった産業別組織は､非該当の海員組合を

除 く34組織中2組織存在するが､他方で10年前 と同様､そうした取 り組みを行わない

組織､あるいは行わなくなった組織は14組織 と多い｡ここでも消極派はBタイプ､C

タイプに多い｡

第四に､組織拡大の成果が10年前 よりも少ない｡1999年度 1年間に組織化の成果が

あがった組織は42組織中23組織､合計約 6万人､ 1組織平均約1,400人であ り､1988

年度にはそれぞれ48組織中30組織､約 9万人､約1,900人であったから､明らかに1999

年度の成果の方が低い｡ しかも1万人以上の組織化をした産業別組織が10年前 にはゼ
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ンセン同盟､電機連合､仝金連合の 3組織あったのに､今回はゼ ンセン同盟だけであ

る｡ さらに､10年前 より多 くの労働者 を組織化 している組織 は35組織中 7組織である

のに対 して､組織化 した労働者数が少なかった組織は18組織､いずれの時点で もゼロ

が10組織 となる｡

第五に､合理化対策指針を新たに策定 した産業別組織が35組織中 3組織あるが､他

方で､産業別組織 として合理化対策指針を策定 していない組織､あるいはそれをとり

やめた組織は35組織中13組織存在する｡ 消極派はBタイプ､Cタイプに多い｡第六に､

合理化などにともない発生する離職者の就職斡旋を産業別組織 として行 うようになっ

た組織 も35組織中2組織存在するが､10年前 と同様 に､就職斡旋 をしない､あるいは

それを行わないようになった組織が23組織 も存在する｡ そうした組織はここで もBタ

イプ､Cタイプに多い｡

第七に､産業政策にかかわる産業別､業種別の労使協議 を持つ ように変わった組織

は35組織中4組織存在するが､他方で､依然 として労使協議 を持 っていない､あるい

はそれをやめた組織が23組織存在する｡ ここで もBタイプ､Cタイプに多い｡

第八 に､組織内議員数が大 きく減少 した｡ 比較が可能な33組織 についてみると､組

織内議員数の合計は1989年の1,763人から1,368人へ と大 きく減少 した｡ この10年間に

組織内議員 を減 らした産業別組織は33組織中19組織､いずれの時点においても組織内

議員がいない組織は8組織であ り､組織内議員をわずかに増や したのが 4組織､変わ

らないのが 2組織 となっている｡ タイプにかかわらず､組織内議員を減 らした産業別

組織が多い｡

こうして､い くつかの機能をみてみると､十分な成果をあげているとは言い難い と

いう事実が浮かび上がって くる｡ しか も､多 くの場合､Bタイプ､Cタイプに消極派

が多い と指摘 してきたことか らわかるように､42組織 をタイプ別に分類 し横断的分析

を行 った場合､機能に関 しては10年前 と同様の結果が得 られることとなった｡ 以下､

視点 を変えて､組織構造､本部体制などを中心に論 じよう｡

規模別構成 をみると､Aタイプは､組合員数でみれば大規模組合中心､組合数でみ

れば小規模組合中心 という組織が多 く､他方､大産別タイプは組合員でみても､組合

でみても大組合､中小組合のバ ランスが とれ､一般 タイプはいずれで も圧倒的に小規
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模組合中心である｡ これらに対 して､Bタイプ､Cタイプは加盟する単組数が相対的

に少ない ものの､規模別構成では10年前 と同様一定の傾向はみられない｡こうした規

模別構成の違いは組織構造に反映されている｡

Aタイプは充実 した本部以外に､補完的組織 をもつ組織が多 く､都道府県単位ある

いはブロック単位 に専従者を抱え､闘争指導なども行 う地方組織 を持つか､あるいは

同じく充実 した業種別組織 を持つ｡､大産別 タイプは充実 した本部以外に､専従者をも

つ地方組織および業種別組織 を持ってお り､この三つの組織および加盟単組によって

組織が運営 されている｡ 一般 タイプは何 よりも充実 した都道府県単位の地方組織が組

織の要となる｡ これらに対 して､Bタイプ､Cタイプでは専従者を抱えるブロックあ

るいは都道府県単位の地方組織を持つ ものは少な く､わずかに前者で13組織中3組織､

後者で14組織中3組織だけである｡

本部体制をみても､Aタイプ､大産別 タイプの充実ぶ りが目立つ ｡ 本部専従役員数

および専従比率で も､Aタイプが最 も多い｡専従役員のほとんどが企業籍をもつ在籍

専従であるというのがこのタイプの特徴である｡ 大産別 タイプは本部役員数が非常に

多い組織が多 く､本部専従役員比率そのものは低いが､企業籍をもたないプロの専従

者を中心に10人以上の本部役員を常駐 させている｡ これらに対 して､Bタイプ､Cタ

イプそ して一般 タイプは本部専従役員はかな り少ない｡

本部専従役員および書記局スタッフをあわせて本部専従者数に着 目しても､Aタイ

プ､大産別 タイプが多い｡Aタイプでは平均38.0人､大産別 タイプは64.3人であるの

に対 して､Bタイプは平均14.5人､Cタ イプは8.7人 となる｡ 20人を基準 にみて も､

Aタイプでは不明の生保労連 を除 く9組織すべて､大産別 タイプでは4組織中3組織

であるのに対 し､Bタイプでは13組織中 1組織､Cタイプでは14組織中3組織だけで

ある｡

組織構造､本部体制にみられる以上の違いは､産業別組織の機能の違いと大 きく関

係する｡ 上述 した部分 と重なる箇所があるが､ごく簡単にまとめよう｡

第一に､労働条件向上機能において､タイプにより大 きな差がある｡ 労働条件闘争

において使用者側 と直接､交渉､協議､あるいは何 らかの話 し合いを行 っている産業

別組織はAタイプで10組織中8組織､大産別 タイプでは4組織すべてであるのに村 し

337



て､Bタイプでは13組織中3組織 と少な く､Cタイプでは14組織中 6組織 とやや少な

い｡産業別統一闘争 における本部の指導力を､闘争形態 と要求の表現 という二つの指

標でみると､本部が指導力 を発揮 しているとみられる組織はAタイプで10組織中 7組

織､大産別で 4組織中2組織であるのに対 して､Bタイプでは13組織中 6組織 とやや

少な く､Cタイプでは14組織中2組織 と少ない｡加盟組織 を通 じる労働条件の最低規

制への取 り組みをみても同様のことを指摘できる｡

第二に､合理化問題への取 り組みについてもタイプにより差がある｡ 産業別組織 と

しての合理化-の対応を記_した合理化対策指針を持つ組織は､大産別 タイプと一般の

全て､Aタイプでは10組織中9組織であるが､Cタイプでは14組織中 7組織 とやや少

な く､Bタイプは13組織中4組織 と少ない｡さらに合理化などに伴 う離職者に対 して､

就職斡旋 を行 う産業別組織は､Aタイプで10組織中 7組織､大産別 タイプでは4組織

中3組織､そ して一般 タイプ 1組織であるが､Bタイプでは13組織中 1組織､LCタイ

プでは14組織中 2組織にす ぎない｡

第三に､独 自の産業政策の実現､あるいは自らの意見を産業政策に反映 させるため

の活動の多様性 もタイプにより差がある｡ もっとも､産業政策策定の有無､産業政策

にかかわる労使協議制の有無 については､Cタイプを除けば､タイプによる違いはそ

うみ られない｡産業政策活動の多様性 をみると､さまざまなチャネルを使 っているの

は大産別 タイプ､一般 タイプ､次いでAタイプの組織 ということになる｡ これらに比

べるとBタイプ､Cタイプの組織はやや消極的である｡

第四に､組織内議員数が大 きく異なる｡ 組織内議員数が10年間にタイプにかかわら

ずに大 きく減少 したことは前述 した｡ だが､現状 をみても､組織内議員 を有する組織

はAタイプで10組織中 9組織､大産別 タイプが 4組織すべて､一般 タイプが 1組織で

あるのに対 して､Bタイプが13組織中 7組織､Cタイプが14組織中 6組織 とやや少な

い｡ さらに､議員数でみても､平均でAタイプが128.8人､大産別 タイプが90.8人､

一般が25.0人であるのに対 して､Bタイプは7.7人､Cタイプは組織内議員の非常 に

多い JR逮合 (141人)を除けば4.2人 とかな り少ない｡

第五に､国際交流 という点でもタイプ別の差がある｡ 海外の労働組合 と定期的な国

際交流 を行 っている産業別組織はAタイプで10組織すべて､大産別では4組織中 3組
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織､一般 タイプ 1組織であるのに対 して､Bタイプでは13組織中3組織､Cタイプで

は14組織中 5組織 と少ない｡

以上の分析結果をどのように解釈すべ きであろうか｡まず､産業別組織 自らが変革

の努力を行 っているのに､十分な目に見える成果をあげえていないことをどう理解 し

たらよいのであろうか｡

一つの解釈は環境の厳 しさゆえに､十分な成果をあげられなかったというものであ

る｡ この系 として､自己変革の努力 をしなければ結果はさらにひどい ものになったは

ずであると論 じることもできる｡ もう一つの解釈は､自己変革が実を結ぶまでには一

定程度の時間が必要であるというものである｡ このような解釈にしたがえば､環境が

変われば､あるいは時間がたてば､必ずや十分な成果をあげられるようになる｡ した

がって､今の努力を継続することが重要となる｡

もう一つの解釈は､組織の自己変革は､組織内の合意を得ることで進めることがで

きるが (もっとも､それもまた労働組合のように民主的組織では難 しいことは承知 し

ているが)､産業別組織 としての機能 を高めるためには､使用者であれ､関係省庁で

あれ､政党であれ､あるいは未組織労働者であれ､外部の当事者を説得する必要があ

るが､その面での努力､活動がいまだ不十分であるため､成果はあがらない というも

のである｡ いわば､産業別組織の組織の変革ではな く､機能にかかわる変革が求めら

れているというのである｡ この解釈にしたがえば､成果は自動的にはあが らない｡環

境が変わっても､時間がたっても同 じである｡ いやむしろ､相手 となる使用者などが

変化 してい くと考えると､成果はます ますあがらなくなるおそれもある｡

次に､タイプごとにみられる機能の大 きな違いをどのように考えたらよいのであろ

うか｡

この違いは10年前の調査でも指摘 されたことである｡ Bタイプ､Cタイプの産業別

組織の中には､組織方針を変えた り､組織統合を行 った り､会費水準 を上げた り､さ

まざまな努力 をしている組織が存在 していることは承知 している｡ にもかかわらず､

やは り類型ごとの違いは厳 として存在 している｡ もしこの違いが､前回も指摘 したよ

うに､また今回も述べたように､組織人員 と労働市場での占有率に大 きく依存するも

のだとしたら､そうした組織的な改革では不十分だといってよい｡さらなる変革が求
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められているように思える｡

中産別Aタイプに しても､大産別 タイプにしても､機能の不十分な組織 も存在する

し､全体 として組織拡大､最低規制､政治活動などでの停滞､後退 もみられる｡ これ

らにどう対処 してい くかが､Aタイプ､大産別 タイプの産業別組織 に与えられた大 き

な課題である｡ また､Aタイプで注意すべ きは､それが組合員数でみると大規模組合

中心の組織であるということである｡ 産業構造の転換 にともなって増加 してい くであ

ろう中小企業の労働者の利害 をいかに反映 していけるか もまた大 きな課題 として残っ

ているように思 える｡

(注)

*1 この調査は連合組織行動局 (中心メンバーは細川三代次､宮本忠雄､大江正一の三氏)を事務局と

して行われたが､報告書のとりまとめを行ったのは､石田福蔵 (元 私鉄総連)､吉沢哲 (元 ゼ

ンセン同盟)の両氏および私である｡ 調査結果は､本文にもあるように､全日本民間労働組合連合

会 (1989)としてまとめられ､この調査をベースに書かれたものとして中村 (1990)､Nakamura(1991)

がある｡ さらに､その 1年後には､ほぼ同じメンバーで､日本労働組合総連合会加盟の官公労12組

織についても同様の調査を行い､日本労働組合総連合会 (1991)としてまとめた｡これについては

中村 (1991､1992a､1992b､1992C)も参照されたい｡

*2 なお､JR関係の労働組合であるJR連合は1992年に新たに結成されているが､組織統合あるいは産別

未加盟組合の結集とはみなせないため､ここには含めていない｡

*3 日本労働研究機構 ｢JIL労働記事データベース｣(http//db.jil.go.jp/jnkOl)で検索｡原資料

は週刊労働ニュース (1989年 8月28日)｡

*4 同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1989年12月18日)｡

*5 同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1990年 1月15日)｡

*6 同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1991年11月18日)｡

*7 同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1992年11月2日)｡

*8 ホテル労連､観光労連､食堂単四労組協議会 (食労協)はすでに1988年12月にレジャー ･サービス

労連 という共闘組織を結成 していたが､当初は､ホテル労連､観光労連は連合に独自に加盟してい

た｡92年10月のレジャー ･サービス連合への移行を機に､書記局体制､執行部体制の強化を図ると
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ともに､連合加盟も一本化することとなったので､組織統合の事例に含めた｡以上を含め､前掲 ｢J

IL労働記事データベース｣で検索 した資料によっている｡ なお､原資料は週刊労働ニュース

(1992年10月19日)｡

*9 同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資科は週刊労働ニュース (1996年 9月2日)｡

*10同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1996年 9月9日)｡

なお､統一以前の電力総連は約25万人､全電力は約900人であった｡

*11同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1996年10月7日)｡

*12同上 ｢JIL労働記事データベニス｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1998年 7月2日)｡

なお､2000年7月にはさらに全 日塗 (全 日本塗料労働組合協議会) も化学 リーグ21に参加 した (同

上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (2000年 7月24日))｡

*13同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (1999年9月13日)｡

*14同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資科は週刊労働ニュース (1999年10月11日)｡

*15同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (2000年 7月10日)｡

*16同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資科は週刊労働ニュース (2000年 7月31日)｡

*17同上 ｢JIL労働記事データベース｣で検索｡原資料は週刊労働ニュース (2000年 7月17日)｡

*181989年の海員組合は､全 日本民 間労働組合連合会 (1989)では本部代表100%となってい

るが､海員組合は単一組織であ り､そ うした区分がおか しい と考 えられ､ この表では ｢そ

の他｣ に変えている｡

*19化学総連は調査票 に ｢設立時 に､中央集権的画一的指導 を排 除 し､単組の主体性 の尊重 を

前提 としている｣ と記入 してお り､正確 には ｢いまの ところ産業別統一闘争 を組織せず｣

ではな く､｢もともと組織す る意志がない｣である｡

*201989年時点の生保労連 と航空同盟 (航空連合の前身)は産業政策 をめ ぐる労使協議制あ り

と回答 しているが､生保労連の場合は ｢雇用制度 に関す る労使協議会｣であ り､航空同盟

は ｢日航 グループ労使懇談会｣であるので､ここではいずれ も ｢な し｣ とした｡
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第 5章 産別組織のケーススタディ

1.電機連合

ここでは､1990年代 に電機連合の組織や諸活動 にいかなる変化が見 られるか､また

諸機能における変化､いわば機能の拡大あるいは縮小が見 られるか､について考察す

る｡ 電機連合の関係者 とのインタビューや電機連合の定期大会資料 などに基づ き､考

察 して行 く1)｡

1.組織

(1)組織構成

電機連合は三つの加盟形態で構成 されている｡ すなわち､直加盟組合 (単位 ･単一

労働組合､関連労組連合会)､準加盟組合 (関連労組連合会､業種別労組協議会 ･連

絡会)､地方協議会直加盟組合 (単位 ･単一労働組合､地域合同労組､パー ト労働組

合)である｡ 地方組織 として､37地方協議会 (地協) 2'･3懇談会 (秋田､和歌山､

沖縄)･14地区協議会が設置 されてお り､専従役員 として各地協 に最低で も事務局長

1名､あるいは書記長 1名が配置 されている｡ その うち､東京､大阪の 2地協 には事

務次長が 1名､神奈川地協 には事務次長 1名や書記 1名が増員配置 されている｡ 中小

労組の対策のため､そ して地方の組織拡大のため､地協の役割は年 々強化 して きてい

る｡ 電機連合は1997年か ら北海道 ･東北ブロックにユニオン ･ア ドバ イザ を配置 し､

地協 と連携 して組織拡大､加盟組合へのサービス体剛 を充実 させている｡ ユニオン ･

ア ドバイザは2000年秋か ら愛知ブロックにも配置 される予定にある｡

(2)機構

① 本部機構

日常業務 を遂行す るための本部機構 は､1998年度の定期大会で これ までの 7グ

ル ー プ ･15担当制 ･2センターか ら4局 ･10専門部 ･2セ ンターに改編 された｡ 情
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報発信機能の強化 と新 しい情報宣伝体制の整備､組合員の減少による財政の縮小へ

の対応などの必要性からであった｡ さらなる本部機構の改編が2000年度の定期大会

で議決され､書記次長制の導入による4部門 ･10専門部 ･2センター体制に再び改

編 される｡ これまで局長が統括 してきた4局は､書記次長が統括する4部門､すな

わち､総合総務企画部門 (総務財政部)､総合組織部門 (組織部､中小対策部､広

報メディア部)､総合労働政策部門 (賃金政策部､労協福祉政策部)､電機総研 (産

業政策部､国際部､総合政策研究部)に組織再編 される (組織図参照)｡ またこれ

までの政治局は副委員長管轄の総合政治部門 (政治部)に､そ して福祉共済センター

は委員長管轄部門となる｡ 今回の本部機構の再編は､① これまでの組織 ･政治局か

ら組織部門を独立 させ､そのもとに中小対策部を置 き､組織強化の次元から中小労

組の対策に取 り組む姿勢が見 られること､②電機総研 を書記次長の統括部門とし､

もとに総合政策研究部 (これまでの電機総研の調査研究担当)と産業政策部を置 き､

政策 ･制度課題の取組みの組織的統合を図っていること､などの特徴があるといえ

る｡

② 議決機構

決議機関として､大会､中央委員会､代表者会議を設けている｡ 大会は電機連合

の最高議決機関で､役員 と大会代議員及び評議員で構成する｡ 中央委員会は大会に

次 ぐ決議機関で､役員 と中央委員及び評議員で構成する｡ 代表者会議は中央委員会

に次 ぐ決議機関で､役員 と直加盟組合代表者および評議員で構成する｡ いずれの決

議機関においても準加盟組合代表や地協代表に当たる評議員は表決権を持たない｡

電機連合では､定期大会や中央委員会の開催前に､政策委員会や中堅 ･中小労組代

表者会議 を開き､事前の意見調整を図っている｡ 特に､28の政策委員組合 (17の中

開組合+11の拡大中闘組合)からなる政策委員会で大会や中央委員会の議案書が作

成 されてお り､その過程で大手組合 と中堅組合 との意見が交わされる｡ 政策委員会

は 1年に3回開催 される｡
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2.専従者

(1)役員

① 本部役員

電機連合本部の役員 として､委員長 1､副委員長 2､書記長 1､局長 4､中執10､

特別中執 4､派遣役員特別中執 1､会計監査 3､専門部長 8､特別嘱託 3が配置 さ

れている (2000年 7月現在)｡1998年度の定期大会で､厳 しい財政状況 に対応 し､

中執の 2名が削減 されたム

② 上部団体や関係団体への派遣役員

達合本部- 2名､金属労協へ 2名の役員が派遣 されている (2000年 7月現在)｡

(2)役員の任期 と選出方法

役員は役員推薦委員会 (政策委員組合28名､地協代表 3名､政策委員組合以外の組

合か ら代表 2名､計33名で構成)で推薦 し､定期大会で代議員の直接無記名投票で選

出される｡ 任期は2年であ り､再任 も可能である｡ 派遣特別中執や専門部長は中央執

行委員長が任命 し､大会または中央委員会の承認 を得 ることになっている｡

(3)役員の処遇

本部役員の給与は本部役員給与規定 により支給 される｡ 給与額の改定については､

中闘組合の前年度の基準内賃金変化率 に準ずることを基本 とし､役員給与審議委員会

の答申を経てその都度決定 される｡

(4)職員

職員の数は30名であ り (2000年 7月現在)､職員の給与 ･一時金 ･退職金及び福利

厚生は､本部書記給与規定によって定められている｡

(5)専従者に関する特色

プロパーの専従役員 8名を除いて､傘下組合か ら派遣 されている｡ 中小組合からの
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派遣は2名で､その他は中開組合 と拡大中闘組合からの派遣である｡ 日立､東芝､三

菱､富士通､松下電器からは2名以上派遣 されている｡

(6)リーダーの養成

海外派遣研修生制度を設置 し､傘下組合の役員の中で 1期ごとに3-4人を海外に

派遣 している｡ 1998年夏から始まった第 6期の研修は2000年 6月に終了 した｡

3.財政

(1)収入

2000年 7月現在､直加盟組合の会費納入人員 (実在人 員の90%)は554,605人で99

年度比16,985人減､準加盟組合の会費納入人員は99年度比998人減の90,108人 となっ

ている｡ 組合員数の減少に伴い会費収入は､97年度0.8%増､98年度1.0%増､99年度

0.16%増に止 まったのが､2000年度に1.8%減 と､初めて対前年度を下回ることになっ

た｡ 会費は加盟形態ごとに定められてお り､直加盟組合会費は 7段階に分けられた定

額の逓減制 による｡ 直加盟組合における会費納入人員一人当た りの平均会費は532.1

円 となっている (2000年度)｡2000年度の収入総額は､会費収入に ｢地方連合共闘会

費｣(月額1人75円) と ｢ゆうあい共済掛け金｣(月額 1人30円)などの収入と前年度

繰越金が加わ り､57億7,818万円である｡

(2)支出

2000年度の支出では､人件費は5億763万円､共闘費 (分担金､加盟費)は8億714

万円､助成金 (地協助成金､還元金等)は6億544万円 となっている｡ 一般会計の中

で､人件費は19.0%､共闘費は28.7%､助成金は21.5%をそれぞれ占めている｡

(3)財政面における特徴

財政面における特徴 は､1)会費が直加盟組合 と､準加盟組合､地協加盟組合 との

間に格差があること､ 2)会費改訂が規約66条に基づ き､毎年前年度の直加盟組合平
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均基準内賃金変化率 を算定根拠 として､つまり純ベア反映方式で行われていること､

などである｡

4.活動

(1)組織活動

① 組織人員の現状

2000年 7月現在､電機連合の組織人員を加盟形態別に見ると､直加盟組合は225

組合 ･648,346名､準加盟組合13組織 ･117,834名､地協直加盟組合76組合 ･9,556

名で､合計775,736名 となっている｡

電機連合は1990年初頭に中期運動方針の柱 として今世紀中の100万産別組織の実

現を宣言 し､組織拡大に取 り組んで きた｡ しか し､産業構造の転換による人員削減､

グローバル化に伴 っての生産拠点の海外 シフ ト､平成不況下の事業構造改革の嵐 (分

社化､系列化､他企業 との合併､子会社化)による雇用消失､採用抑制などによっ

て組合員数は減少 し､94年度をピークに､95年から99年の 5年間で 7万 7千人が減

少 している｡

② 組織拡大への取組み

多様な就業形態で働 く労働者の組織化に取ーり組んできているが､大 きな進展はな

いものの､注目すべ き組織化 としてパー トタイム労働者だけの組合 (60名､長野地

協加盟)､派遣業組合 (メイテ ック労組)の組織化 を挙げられる｡ また個人加盟組

合 として､経営権譲渡 ･企業閉鎖などによって電機連合傘下の企業籍を失 った元組

合員 らを地協の個人加盟 としてパイロット的に発足 した山形地協のユーアイ ･ネッ

トユニオンがある (組合費は共済会費を含めて月額300円である)0

2000年の大会では､労働組合 としての組織化や加盟促進へめ努力不足 を認め､組

織拡大の取組み強化 を打ち出 している｡特に注目すべ き内容は､①今後 2年間で 2

万人の組織拡大の短期 目標 を設定 していること､②加盟組織にパー トタイム労働者

の組織化への取 り組みと､パー ト労働者 と定期的に懇談する機会を作 るなどの組織

化の環境作 りを呼びかけていること､③ ｢電機産業における派遣労働者権利保護 ガ
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イ ドライン｣の策定を行い､派遣労働者の組織化に積極的に取 り組 もうとしている

こと､④新たな加盟形態や組織化手法 として､インターネットを活用 した個人加盟

方式について具体的に検討すること､⑤ ｢65歳への雇用延長｣に伴い､60歳以上の

組合員を特別組合員と位置付けていること (会費140円 :準加盟組合会費相当分110

円+ゆうあい共済掛け金30円)､などである｡

(2)総合生活改善闘争 (春闘)

賃上げ要求方式について､電機連合は1995年より中開組合を中心に個別賃金要求に

移行 し､翌96年 より要求 ･回答 とも個別賃金決定方式に移行 した｡ この方式は､過渡

的な取組み として､ 1歳下からの定期昇給分込みの引上げ額を基本 としていた｡ この

方式を1998年よりは35歳標準労働者賃金を中心 としたベアと絶対額を重視 した方式に

転換 した｡ 99年の春闘で個別賃金要求を行った組合は130組合､平均要求方式を取 っ

た組合は76組合であった｡ 回答は個別方式が123組合､平均賃上げ方式が82組合 となっ

ている｡ 電機連合独特の統一行動基準であるハ ドメは､35歳の引上げ額について98年

春闘では1,500円､99年春闘では500円であった｡ 98年､99年 とも17中闘組合の回答は

上のハ ドメをクリアした同額回答であった｡

一時金要求は1999年春闘よりこれまでの冬夏型の年間協定から ｢夏冬型年間協定方

式｣に移行 している｡ 99年春闘では業績による成果反映分を含めて年間 5ケ月を中心

に要求 したが､回答は大半の中開組合が 4ケ月台での集約 となった｡ また99年春闘で

は一時金の業績 リンク方式を採用する組合が増えたことで､一時金の業績連動方式の

増加 と新 しい統一闘争のあ り方､及び正確な結果の公表が今後の課題 として浮 き彫 り

になった｡ しか し､こうした状況下で も､一時金の安定性を追求するため､電機連合

は産別 ミニマム水準 として4ケ月を確保することを基本方針としている｡

65歳への定年延長について､他産別に先駆けて電機連合は98年春闘より取 り組んで

きた｡ その成果 として1999年末10以上の中開組合が経営側 と雇用延長協約 3)を締結す

ることになった｡ この取 り組みは､過去 ｢60歳以降の就業機会の確保｣ として92年春

闘から96年春闘まで取 り組んできた経過に基づいたもので､2001年から始まる基礎年

金部分の開始年齢の繰 り延べに対応 し､定年年齢を年金の支給開始年齢 と直結 させる
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よう65歳まで段階的に延長することを図ったものである｡ 今後 とも､電機連合は傘下

仝組合が60歳以降の雇用延長の制度化をはかるよう取 り組みを推進することにしてい

る｡

(3)産業政策活動

電機連合は連合の政策 ･制度要求活動に参画 している一方で､電機産業政策を含む

独 自課題について各関係省庁 ･政党 と協議 を行 っているが､特に民主党 とは定期協議､

また郵政 ･通産省 とも定期協議の場を設けている｡

産業政策への取組み組織 として産業政策委員会が設置されてお り､この委員会は産

業政策の取組み全体の方向性 についての合意形成や､取組み状況のチェックなどを

行っている｡ 産業政策委員会のもとに課題別政策部会が設置され､毎年の重点政策課

題が具体的に検討 されている｡ また業種別部会においても各業種毎の産業政策の取 り

組みが行われてお り､業種別労使懇談会の開催を通 じて経営側 との共同歩調 を図って

いる｡ 定例化 されている労使会議､及び労使懇談会は､家電 6社電機本部懇談会､部

品産業労使会議 ･懇談会､音響労使懇談会､情報労使懇談会などである｡ さらに電機

連合の独 自的活動 として､技術者フォーラムがある｡ 技術者フォーラムはこれまで20

回開催 され､技術者に関わる評価制度や処遇制度､労働時間の管理 とあ り方など､技

術者の働 き方に関わる各種の政策作 りに意見反映を図ってきている｡

環境問題への取組みは1998年以来毎年重点課題 とされてお り､家電 リサイクル法､

省エネ法など電機産業の直面する課題-の対応､｢環境管理 システム｣に関する国際

規格 IS0-14001認証取得への取組み (2000年10月正式取得)､1998年 6月か らス

ター トした ｢地球 を救 うCOCOちゃん運動｣(自動車総連､鉄鋼労連､電力総連､

CGS総連､全国ガス､電機連合の 6単産による合同の取組み)への取組み､などを

進めてきている｡

電機連合は､産業政策活動は単産のみの機能ではないというスタンスを取 ってお り､

特に環境問題への取組みは傘下組合が個別企業 との交渉の中で要求することによって

より実現性が高まるということから､各企連､単組における取組み との連動 を図って

いる｡
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(4)経営 ･雇用対策

電機連合は､これまで雇用 ･合理化問題について､1994年にそれまでの ｢合理化対

策指針｣を改定 した ｢経営 ･雇用対策指針｣ を産別指針 として確立 し､その対応に当

たってきた｡ しか し､近年雇用環境が一段 と厳 しさを増 してお り､電機産業の各企業

の組織改編や事業構造転換 に伴い新たな雇用問題が発生 していることへの対応が必要

となったため､1999年度大会以降1994年の指針について再見直 しの検討を進め､2000

年度大会で再見直 しを行った｡ 1994年の指針では､労使協議制の充実 と経営対策活動

の強化､事前協議制の確立 と徹底 を図るとの基本的な考え方に立って､解雇について

｢認めない｣､希望退職 について ｢原則 として認めない｣､転籍について ｢本人及び

労組の同意のない ものは認めない｣としているなど雇用を守る姿勢が強 く打ち出され

ているのが特徴であるといえる｡ しか し､2000年の見直 し ･補強の基本的考え方は雇

用確保の視点を維持 しながらも ｢雇用の創出｣により重点が置かれてお り､具体的内

容 としては①経営対策活動の一層の強化 として､電機総研の開発 した ｢経営診断ツー

ル｣の活用 により経営診断を行い､経営構造改革に関する会社施策の妥当性 と問題点

について判断できる力量の向上に努めて行 く､②他企業 との資本提携､事業売却､分

社化､別会社化､持ち株会社などの企業組織再編に関わる提案については雇用創出の

可能性に繋がるものであるかどうか判断 し､事前協議 を通 じる対応､労働組合の結成

の努力などをはかる､③雇用契約の解除に関わる会社提案のうち､早期退職優遇制度

や転籍について個人の職業生活におけるセカンドステージへのチャレンジを支援する

制度であれば､労使協議の上認めていくこと､などを盛 り込んでいる｡

特 に､中堅 ･中小労組の経営 ･雇用対策の強化のため､｢経営診断ツール｣による

経営分析の強化につ とめてお り､地協単位で勉強会を開き､経営指標について検討 し､

それを個別企業の労使協議に生か してい くようにしている｡ また本部役員体制で､中

小組合への出張研修 をも強化 している｡

傘下組合の合理化案件には産業政策部 ･中小政策部 (組織改編により2000年度定期

大会以降中小対策部)が窓口となって対応 してきてお り､傘下組合の合理化内容 (揺

案内容 と最終結論)をデータベース化 している｡

電機連合の雇用対策 として注目すべ きなのは､｢業界横断的な能力開発 ･教育 シス
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テム｣の構築に向けた取 り組みである｡ 現在､産業構造の転換 に伴い新規成長分野へ

のスムースな労働者の移動や職種転換がで きるシステムの構築が強 く求められている

が､個別企業の教育訓練 システムによっては電機産業全体の雇用確保や職種の ミス

マ ッチの問題が解決できない｡ したがって､企業の枠を超 えた人材の育成が必要であ

る､といった認識から､電機連合は1999年 より6社 (松下､ 日立､富士通＼東芝､N

EC､三菱)労務担当部長 との非公式懇談 を進めながら､電機産業共通の人材育成セ

ンターの設立に向けて労使研究委員会の設置や 6社企業の教育訓練セ ンターの社外

オープン化及び中小企業 による利用などについて企業側に協力 を働 きかけている｡

(5)政治活動

電機連合は､1995年 より参加型の政治活動 を目指 して､｢電機政策制度改革 フォー

ラム (以下､電機改革 フォーラム)｣の活動 を行 ってきている｡電機改革 フォーラム

は､地域か ら政治を変えて行 くとい う目的から､36地協に発足 されてお り､電機連合

の組織内地方議員団 4)を活用 した活動が展開されている｡ 主な活動内容は､① フォー

ラム議員 と地域フォーラム協力議員 と個人会員 との情報交換 を通 じた地域ネッ トワー

ク作 りをめざし､地域懇談会を開催する活動､②電機連合や電機改革フォーラムが提

起す る政策や主張 をより多 くの市民 に理解 されるための各種市民団体等 との交流活

動､③組合員の ｢地域生活セーフティーネット｣構築の活動､などである｡ 市民団体

との交流活動は対象団体が漠然 としていたため進んでいなかったが､1999年 より ｢水

と緑 と食を守る｣活動 を行 っている市民団体に絞って交流活動 を行 っている 5)｡ さら

に､電機連合は2000年 4月1日より各地域 フォーラムに介護 ･介助相談窓口を設置 し､

｢地域の福祉サービス情報の提供｣｢福祉サービス利用についての紹介や斡旋｣｢介
護保険利用 についての専門的な情報の提供｣などを基本 に介護 ･介助 に関す る相談

サービス活動 をスター トさせている｡

電機改革 フォーラムの組織 ･個人 ･議員会員の加入状況 は､それぞれ5,786口､

27,711人､219人 となっている (2000年 5月30日現在)｡電機改革フォーラムはフォー

ラムレターを年 4回発行 している｡
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(6)社会貢献活動

電機連合は社会貢献活動や国際貢献活動を推進する財政基盤の柱 として､1992年結

成40周年記念大会で ｢地球 ･愛の基金｣を創設 した｡ ｢地球 ･愛の基金｣ として毎年

組合員のカンパにより10億円の財政基盤を作 り､以下の社会貢献活動 を支援 している｡

各地協が取 り組んでいる心身障害児 ･者対策活動に対 し､電機連合は ｢地球 ･愛の

基金｣を通 じて支援 している｡ 特に､神奈川地協の場合､この活動 に先駆的に取 り組

んでき､23年の歴史をもってお り､自前の老人福祉センターや身障者の社会復帰セン

ターを運営 している｡

国際貢献活動 として､電機連合は1993年 よりNGO団体のOISCAが行 っている

植林活動である東南アジアの ｢子供の森計画｣を支援 している (i)｡｢子供の森計画｣

は､東南アジアの国の小学校の子供たちと一緒に苗木を植 える活動で､ 5年間同 じ地

域､学校の植林活動 を支援 し､その後はその地域で自立に向けた活動 をするという継

続 ･自立型活動である｡ 電機連合は1993年から1997年までの 5年間インドネシア､タ

イの19校の植林活動の支援 を終え､1998年 よりタイに加えてフィリピンの小学校の苗

木やマングローブ植林活動 を支援 している｡ この植林活動 に電機連合は傘下組合から

植林ボランティアを募 り毎年派遣 してお り､ 6年間組合員 とその子供 を含め毎回100

人程度が参加 してきている 7)｡毎回派遣にかかる費用の一部は ｢地球 ･愛の基金｣ を

通 じて支援 している｡この活動 を通 じて､電機連合は①組合員にボランティア活動 を

するきっかけを提供で きる､②組合員のボランティア活動への意識付けができる ボ)､

③現地の子供はもちろん組合員の子供が植林や環境の大切 さを学ぶことができる､④

植林ボランティアとして参加 した組合員の子供やその親子関係が変わる､などの効果

があったとし､｢地球 ･愛の基金｣ を使 った社会貢献活動 として成功 したと評価 して

いる｡

(7)共済 ･福祉活動

これまで電機連合は福祉活動 として共済事業 (｢ねんきん共済｣､｢けんこう共済｣､

｢けんこう共済アシス ト｣､など)を中心に推進 してきたが､1998年 より産別 として

の総合的セーフティーネッ ト構築に向けた活動に取 り組んで きている｡ その一環 とし
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て､1999年 1月に組合員の心の相談センターとして ｢ハー トフルセンター｣を開設 し､

運営 している｡ 電機連合が組合員のメンタルヘルス (MentalHealth)の村策活動 を

始めた背景には､① 日本型経営が変わってい く中で組合員は能力､スキルの一層のアッ

プを求められているが､これに対応できず悩んでいる組合員 と家族のメンタル ･ケア

が必要であるということ､②大手電機企業ではカウンセラーを置いて従業員の精神面

のケアをやっているが､ しか し組合員の利用度は低い､ したがって組合員が利用 しや

す くする必要があったこと､などがある｡ ｢ハー トフルセ ンター｣では､ 4名のカウ

ンセラー (うち精神科医者 1名)が午後 4時～8時まで組合員とその家族の電話相談

を受けている｡ また､700の医療機関の協力体制 を確保 している｡ 1年間に1,600件の

相談があったが､相談者の中には20代 と30代が多かった'D｡

セーフティネットづ くりの もう一つの活動は､上述 した ｢電機改革フォーラム｣の

介護 ･介助ボランティア相談窓口活動である｡ また､今後電機連合は地域に密着 した

｢くらしの法律相談｣体制を構築するため､地域弁護士のネットワークを立ち上げる

つもりである｡

5.結び

以上､1990年代における電機連合の組織や諸活動についてみてきたが､電機連合の

い くつかの単産機能において90年代に機能拡大あるいは縮小 という変化が見 られると

いえる｡ こうした機能変化について述べる前に､これと多かれ少なかれ関連す ると思

われる電機連合の新 しい理念 ･基本目標について触れておかねばならない｡電機連合

は1992年の結成40周年記念大会でこれまでの ｢電機労連｣ を ｢電機連合｣ と名称 を変

更するとともに､従来の綱領を廃止 し､新 しい理念や基本 目標を策定 した｡ 単産 レベ

ルでいわばUI運動 に取 り組んだのである｡ 電機連合の基本理念は ｢美 しい地球 ･辛

せな暮 らし｣で､基本 目標は､①働 く喜びを育み､創造 と活力ある運動に努める､②

一人ひとりを愛 し､一人ひとりの幸せを追求する､③ 自由 ･平等 ･公正で心豊かな社

会を実現する､④世界の人々と手を結び､平和 と繁栄に貢献する､となっている｡ 新

しい基本理念 ･基本 目標 には､電機産業のグローバル産業の側面を意識 した､世界 に
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向けた活動 (地球環境問題)への取組みを重視する姿勢がにじみ出ているといえる｡

こうした新 しい理念や基本目標の下で､90年代 に電機連合の単産機能において注目

すべ き変化は以下の点であろう｡

(1)社会 (地域社会や国際社会)貢献機能の拡大が見 られている｡ 90年代 に電機連合

の活動は企業内部 (内向き)から地域社会へ､また世界へ向けた活動 に広が りを見

せたといえる｡ 電機改革フォーラムの活動や ｢地球 ･愛の基金｣活動､｢子供の森

計画｣への支援活動などはまさに新 しい理念の延長上にある活動である｡

(2)産別横断的労働条件の確立機能は拡大 と縮小が同時的にみられている｡ 賃上げに

ついて個別賃金決定方式への移行は､電機連合が1960年以来基本方針 としてきた産

別横断賃率の確立に向けて大 きく前進 した取 り組みといえる｡ また､統一行動基準

であるハ ドメの設定 も､企業別交渉に対する産別の調整によって産別横断的労働条

件の確立機能を担っているといえる｡ しか しながら､一時金については､産別 ミニ

マム水準 として4ケ月を確保する方針を傘下組合に提示 しているものの､ 4ケ月未

満妥結組合が少なからず､また業績連動方式を採択する組合が増加 している｡ こう

したことから､一時金については産別横断的労働条件の確立機能が低下 していると

いっても無理がないであろう｡

(3)セーフティーネット機能の拡大が見 られている｡ 従来の共済活動に､組合員のメ

ンタル ･ヘルスや介護 ･介助 に関す る相談活動が加わ り､産別 としてのセーフ

ティーネット機能が拡大 しているといえる｡

(4)業界横断的な人材育成機能を単産の機能 として遂行 しようとしている｡ 将来電機

各企業､労働組合を結ぶネットワークを構築 し､電機産業共通の人材育成センター

を設立するという構想からは､ ドイツのような労使の社会的パー トナーシップに基

づいた社会的な人的資源形成を連想 させる節 も垣間見 られる｡
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組 織 図

出所 :電機連合2000年 ｢第48回定期大会議案書｣
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(注)

1) この場 を借 りて､ インタビューに応 じて くださった電機連合の方々にお礼の言葉 を申 しあ

げたい｡

2)地協 は都道府県 を単位 として設置 されてお り､地協組織 は組織人員が4,000人程度 になる

と作 られる｡

3)企業側が従業員の一律 的な定年延長は無理であると主張 したため､労組側の定年延長要求

は雇用延長協約の締結 になった｡ ほとんどの労組が60歳以降の雇用 を段階的に延長するこ

とで協約 を締結 したのである｡ しか し例外的に､富士電機の場合 は､労使が従業員の定年

を段階的に65歳 まで延長す ることで合意 した｡

4)電機連合の地方議員団は210名である｡
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5)1999年度 は東京 ･神奈川 ･新潟 フォーラムが農業法人 ｢ユ ウキ｣(新潟県) と連携 して､

有機米､低農薬有機米の斡旋活動 を行 った｡

6) ｢地球 ･愛の基金｣による支援活動 を見つけ出すにあたって､電機連合は電機産業が グ ロー

バル産業であるので､海外 を含めた活動が良い と､OISCAの｢子供の森計画｣を支援 す

ることを決めた とい う｡ ｢子供の森計画｣ は環境 との調和 な ど地球規模 の問題 に関す る取

り組み として注 目される活動であると捉 えている｡

7)現地の受け入れ体制 もあるか ら大勢の人が参加で きない とい う｡

8)植林 ボランテ ィアとして参加 したことをきっかけに､電機連合の組合員の中にボランテ ィ

ア活動 に身を捧 げた組合員が数人出ている とい う｡

9)相談者の内訳 を見 ると､組合員が 4分の 1､家族が 4分の 3の割合で,年齢別 には30代 が

30%弱､20代が20%弱､40代が20%弱､50代が10%弱である｡
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2.ゼンセン同盟

1.組織の構造

(1)本部と部会

ゼンセン同盟は繊維､衣料､化学､食品､流通､サービス産業などを中心に組織 される産

業別組合である｡1999年 9月時点で組合数は1,259組合､組合員数は599,885名､連合加盟

組織中で 4番 目の規模 となっている｡ゼ ンセン同盟は1946年に紡績 ･織布関係の労働組

合を中心 に約 6万7千人の｢全国繊推産業労働組合同盟｣として結成 された｡組合員は

1973年には約60万3千人まで拡大 し､1974年に産業の拡大にともない名称 を｢ゼンセン

同盟｣に変更 している｡その後､産業構造変化やオイルショックなどを背景に組合員は

1979年の約44万6千人まで減少 したが､ふたたび増加に転 じ93年には61万5千人まで回

復､1999年では約59万9千人となっている｡(図5-1参照)

現在 注̀>､本部には総務､財政､組織､教育広報､女性､政策､政治､国際の 8局

と福祉共済サービスセンター､中央教育センターが設置 されている｡ 産別アンケー ト

時点での各局の構成人員は総務局 9名､財政局 3名､組織局12名､教育広報局 6名､

女性局 1名､政策局 7名､国際局 3名､福祉共済サービスセンター 7名､中央教育セ

ンター19名の合計67名 となっている｡ 政治局は他局の人間が兼務 している｡ また政策

局の中は政策企画､繊維製造､流通 ･サービスの 3つの担当に分かれている｡ (図 5

-2､表 5-1参照)

ゼ ンセン同盟の組織形態の特徴は､ゼンセン ｢本部｣ とは別に各産業 ごとに 7つの

｢部会｣が組織 され､それぞれが独立 した機能を持 っている点である｡ 加盟単位であ

る単組や労連は必ずいずれかの部会に所属 し､ゼ ンセン本部への670円の会費のほか

に部会費 を別途納入 している｡部会費は125-200円の間で部会ごとに設定 されている｡

各部会はそれぞれが部会ごとに独 自の規約を持ち､専従者を置いて活動 してお り､財

政 も本部か ら独立 している｡ さらに､それぞれの部会では独 自に各年度の報告書や議

案書 を作成 し､中央委員会や執行委員会などの機関も有 している｡ (表 5-2参照)

本部がゼ ンセン同盟全体の方針の決定､政策立案､国際活動､広報などの業務 を担

うのに対 して､部会は本部の基本方針を各産業､部会ごとに具体化 し実行する闘争単
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位 として位置付けられてお り､独立性の高い活動 を行 っている｡

図 5- 1 ｢組合員数の推移｣
46年7月
47年 5月
48年 5月
49年5月
50年6月
51年6月
52年8月
53年9月
54年7月
55年6月
56年6月
57年6月
58年7月
59年7月
60年 6月

61年7月
62年8月
63年7月
64年2月
65年3月
66年2月
67年2月
68年2月
69年2月
70年2月
71年 2月
72年 2月
73年3月
74年 2月
74年9月
75年6月
76年8月
77年9月
78年9月
79年9月
80年9月
81年9月
82年 9月
83年 9月
84年9月
85年9月
86年9月
87年9月
88年9月
89年 9月
90年9月
91年9月
92年9月
93年9月
94年9月
95年9月
96年9月
97年9月
98年9月
99年9月

0名 100,000名 200.000名 300,000名 400,000名 500,000名 600,000名 7001000名

第55回定期大会報告書 2 組織の拡大と現勢より加工
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図5-2 ｢ゼンセン同盟の組織構成｣

ゼ ンセ ン同盟ホームページより加工
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表 5- 1 ｢本部の役割｣

本部 (局)･センター

◆ 総 務 局 ◆
諸機関の開催､機関提出報告 ･議案書の作成､三役室､人事､庶務､設備管

理等の業務 を担当 します ｡

◆ 財 政 局 ◆

予算の作成 ･執行 ･管理､現金の出納､会費納入の正常化等の業務 を担当 し

ます｡

◆ 組 織 局 ◆
組織の拡大､充実 ･強化､国民運動等の業務 を担当 します｡

◆ 教育広報局 ◆
中央教育センター ｢友愛の丘｣と連携 し､教育の基本的方向を策定する業務､

広報 ･出版等に関する業務等 を担当 します｡

◆ 女 性 局 ◆
男女平等の実現､女性の参加 ･参画､女性政策等の業務 を担当 します ｡

◆ 政 策 局 ◆
政策企画､繊維 ･製造､流通 ･サービス担当をおき､労働条件の調査分析､

労働政策や産業政策の企画立案を担当 します｡

(政策企画担当)

ゼンセ ン同盟全体に関わる基本的な労働政策､産業政策の立案､連合の政

策 ･制度要求へのゼ ンセン同盟の考え方の反映､ゼンセン同盟独 自の社会

政策の立案､OAに関する業務､合理化等への対応 と政策局全体 を統轄 し

ます｡

(繊維 ･製造担当)

繊維 ･.製造部門に関わる労働政策､産業 ･業種政策の立案､実現､合理化

への対応等の業務を担当 します｡

(流通 ･サービス担当)

流通 ･サービス部門に関わる労働政策 ･産業 ･業種政策め立案､実現､合

理化への対応等 ･の業務 を担当 します｡

◆ 政 治 局 ◆

政治活動 を中心 とした業務等を担当 します｡

◆ 国 際 局 ◆

加盟国際組織 との連携､国際活動-の参加等の業務 を担当 します ｡

◆ 福祉共済サービスセンター ◆

共済事業に関わる業務 (ゼ ンセン見舞金共済)の業務､生活応援団機能の充

実に関わる業務､社会貢献活動等の業務等 を担当 します｡

◆ 中央教育センター ◆
中央教育センターは教育の企画 ･立案 ･実践 と施設の管理 ･サービス ･運営

を担います ｡

ゼンセン同盟ホームページより加工
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表 5-2 ｢部会の構成｣

ゼ ンセ ン同盟ホームページより加工
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(2)地方組織

地方組織 として全都道府県に都道府県支部が設置されている｡ 1994年に最後の 3県

に専従者が配置 されたことにより､全都道府県に専従者がいる体制 となった｡ 各県支

部の規模は産業の集積度合によってことなり､東京､大阪､愛知には7-8名が配置

される一方で支部長のみの支部が約半数程度ある｡ 各県支部には合計で105名の専従

者がいるが､人事権は本部が持ってお り､本部の指示により本部 と支部､あるい は支

部間の人事異動が行われている｡

また､ゼンセン同盟 と加盟組合 との間には､本部一都道府県支部一加盟組合という

関係 と､本部一部会一加盟組合 という二つの関係性がある｡ 基本的なラインはあ くま

で本部一県支部一加盟組合 とされているが､加盟組合はその規模や闘争力などの差に

より､ おもに部会が指導する組合 と､都道府県支部が中心 に指導する組合 とにLjjiけら

れている｡ ゼンセン同盟ではおもに部会が指導する組合をタテ組合､都道府県支部が

中心に指導する組合をヨコ組合 と呼んでお り､これらを組み合わせながら加盟旺 合へ

の指導が行われている｡ 地方産業部会はヨコ組合､化繊部会などはタテ組合が中心 と

なってお り､その他の部会は両者で構成されている｡

(3)組織改革

ゼンセン同盟は1980年代の組織人員拡大と複合産別化の進展をうけ､1990年大 会で

フー ド･サービス部会を新設するとともに､組織改革について検討を開始 したPJ その

後､組織強化委員会が設置されて検討がすすめられ､1992年には大会の開催方酷 や中

央執行委員数の見直 し､本部機能の改革､部会間での共通課題に相応するためg>部会

の再編 とグループ化､都道府県体制の強化など幅広い組織改革の方向性が示 され た｡

またこのとき同時にZI (ゼンセンアイデンティティー)委員会の報告 として ゼン

セン同盟のイメージアップに向け大胆な提案がなされている｡ ZIの取組みは1伊90年

に提起され､複合組織 としてのゼンセン同盟が組合員の多様なニーズにどう対応 すべ

きか､暗い､硬い､わか りにくいといったイメージをどう払拭するかという観一郎巨ら､

意識調査､論文募集､討論集会などを実施 して行われた｡ 報告書ではゼンセン河 盟に

対する組合員のニーズや意識を整理 した上で､社会貢献､イメ ージアップ､決蕎 ･執
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行機関や組織機構､財政などをふ くめたリス トラクチャリング､人材の確保育成など

に関する改革の必要性が提起 されている｡

その後､機構改革､部会再編､都道府県支部体制強化の各プロジェク トが設置 され

1993年､1994年の報告を-て､1994年 (50回大会)に組織改革がおこなわれた｡ ここ

では決議機関や執行機関､都道府県支部に関する変更はなされなかったが､本部書記

局が ｢総務 ･財政 ･共済｣､｢組織 ･広報 ･女性｣､｢政策｣の 3グループと企画 ･情

報室､国際局､中央教育センターの 1室 1局1センターに再編成 されている｡ また､

政策策定に関 しては ｢繊維 ･製造部門｣と ｢流通 ･サービス部門｣の 2部門での運営

が導入され､部会は現在の7部会に整理再編 された｡

ゼンセン同盟ではその後 も本部機構のあ り方が検討 され､1998年 (54回大会)には

さらに改革が行われている｡ 例 えば1994年の時点では慎重審議､二審制的審議の観点

か ら中央執行委員会 と常任中央執行委員会の双方の体制 を充実 させ る方針であった

が､1998年では議論の重複などが指摘 され､中央執行委員会中心の運営が志向されて

いる｡ またこのとき三役会議､部会書記長会議､支部長会議などの機能が組織運営上

の機関として確認 されている｡ 書記局体制は責任の明確化などの観点から1994年の体

制から企画 ･情報室が廃止､福祉共済サービスセンターが新設され､現在の 8局 2セ

ンター体制 に再整理 されている｡ 政策局はそれまでのグループ運営が有効に機能 して

いるとされ､政策企画担当､繊維 ･製造担当､流通 ･サービス担当を内包する局 とし

て運営 されている｡

2.組織拡大

(1)組織化の状況

連合の資料によれば､96年から99年までの組織拡大計画期間中におけるゼンセン同

盟による組織化人数は約54,748人 (180組合) となっている｡ これはこの期間におけ

る連合の仝構成組織の組織化人数の約34%を占め､最 も多い数である｡ また､ゼンセ

ン同盟の1999年の大会資料では 1年間の組織化実績は65組合19,621人で内訳は ｢未組

織労働者｣が65組合で18,335人､｢臨時雇用 ･パー トタイム労働者､派遣社員｣が 3
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組令l,286人 となっている｡

パー トタイムの組織化に関 しては､現在すでに約9,300人のパー トタイム労働者の

組合員がいる｡ パー トの組織化は基本的には単位組合が同 じ企業のパー トタイム労働

者を組織化するケースが多いが､福助などのように､はじめにパー トだけの組合を結

成 した後に統合するケース もある｡ パー トタイム労働者の会費は規約上の権利義務が

正規社員 と同等なので正規社員 と同額であるが､パー ト労働者分の半額を交付金 とい

う形で単位組合に還元 している｡

中間管理職の組織化は､労働協約上の組合員の範囲を拡張する運動を80年代から進

めてお り､その結果､東洋紡などをはじめ現在課長や部長が組合員である組合 も多 く

存在 している｡ また管理職だけの組合を独 自に結成するケース もあ り､その中には現

在はすでに一本化 されているところもあるし､現在 も管理職組合 として活動 している

ところもある｡

1999年度で最大の組織化は医療事務部門における約7,600人規模の組織化であ り､

これにより業界の トップ3企業が全てゼンセン同盟傘下 となっている｡ しか し一方で

厳 しい経済環境 を背景に組合員の減少 も多 く､合理化によって8,240人､企業閉鎖な

どによる解散､脱退により1,688人が減少 してお り､これに自然減などを加えると全

体での組合員は減少 している｡

(2)あらたな組織化 (介護労働者の組織化や個人加盟組合)

2000年 2月には介護労働者の業種横断的な職業別労働組合 として ｢日本介護 クラフ

トユニオン (NCCU)｣を結成 し､15社約7,000人が参加 している｡ NCUUと各

企業はそれぞれにユニオンショップ協定を結ぶので､個人加盟ではあるが今後当該企

業の従業員が増加すると組合員 も増加 してい くことになる｡ 現在急成長 している分野

であ り3月末時点ではすでに37社14,500人 となっている｡ 今後 2､ 3年で10万人程度

の組合員数になる可能性があ り､将来的には20万人体制がめざされている｡ 組合費は

基準内賃金の1.5%で､ 1ケ月で 3万円に満たない場合は一律300円となる｡ 活動 とし

ては労働条件の整備のほかに､苦情処理活動や共済 ･生活支援活動などを予定 してい

る｡ 会長はゼンセン同盟の副書記長､副会長はニチイ学館労組の委員長が就任 してい
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る｡

また､個人加盟の組合 として､ゼンセン同盟ユニオンメイ トが1999年の55回大会で

確認 され､順次各県支部に結成 されている｡ 規約上はこれまで も個人参加は認められ

ていたが､ リス トラによる退職者や駅 ビルなどの商業集積地における組織化に相応す

るために､あらたに 1人で も加入できる労働組合 として設立 された｡ ユニオンメイ ト

は､部会には所属せず､ゼンセン同盟直轄 として各県支部が直接指導 を行 っている｡

組合費は各支部､ユニオンメイ トごとに1,500円から2,000円程度で設定 されてお り､

そこか ら670円がゼ ンセン同盟に会費 として支払われる｡ 2000年 4月時点では各支部

の半数程度 に設置 され､組合員は100人に満たないが､56回大会までには仝県支部に

設置する方針である｡ また､ 1人で も加入で きる形態 として設立 されているが､基本

的には加入者が将来企業や地域でまとまり､独立 した単組 として活動できる体制 を目

指 している｡

(3)組織化体制

ゼンセン同盟の組織化は本部の組織担当が各県支部 と連携 して行 っているほか､系

列企業の組織化などは部会が関与 して行 うケース もある｡

本部の組織担当は全国オルグと呼ばれる組織化の専門スタッフ12名で構成 されてい

る｡ 全国オルグは必ず しもオルグ専門家 として固定 された人材ではな く､各県支部専

従者 とも人事異動が行われている｡ またこの他､専従者OBを非専任オ ルグとして配

置 している｡

ゼンセン同盟全体の組織化 に対する意識は高 く､定期大会では毎回､組織拡大に関

する十数ページの別冊資料が配布 され､各部会や各県支部ごとの組織化状況が詳細 に

報告 されている｡ また大会会場で も各県支部ごとの組織化状況がグラフ化 され毎回掲

示 される｡ 書記局内で も組織化のスキルは合理化対応 とともにゼンセン同盟のスタッ

フとして必要不可欠な能力 と考えられている｡ 組織化の実績 に対 して個人に村する直

接の手当や褒賞､数値の目標管理などが特別に存在するわけではないが､評価やその

後のキャリアには関係.して くるということである｡
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3.合理化対策

(1)合理化への対応

合理化の発生件数は93年164件､94年314件､95年度197件､96年度143件､97年度114

件､98年度200件､99年度358件 と長引 く不況 を背景に大 きく増加 している｡ 合理化の

内容 をタイプ別に見 ると99年度では一時帰休が最 も多 く205件 となっている｡ (表 5

-3参照)

表 5-3 ｢タイプ別､合理化発生状況の推移｣

93年度 94年度 95年牢 96年度 97毎度 98年度 99年度

甲 産 9 .7 5 .4 13 12 8

店舗 事 業 所 閉鎖 5 6 21 5 9 10 10

1希 望 退 職 12 39 3台 30 24 34 44

一 時 帰 休 107 .206 _81_ 30 22 93 205

-そ の 他 7 1-6 9 p6 ~12 17 ′3_5

合 計 164 314 197 143 p114 200 358

(荏) 1.95年度までの発生件数は8-7月｡ 97年度以降は7-6月の発生件数｡

2.96年度は95年8月～96年6月の11カ月間｡

第55回定期大会報告書 1一般報告より

合理化対応は組織化 と並んでゼンセン同盟の最大の活動の柱であ り､本部や部会の

執行委員会などの各機関会議 においては毎回､合理化が発生 した組織の名称や業種､
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内容､対象人数､またその経過や結果などが部会別､業種別に詳細に報告 され組織内

で合理化に関する情報が共有化されている｡

ゼンセン同盟は繊維産業をめ ぐる厳 しい企業環境の中､でこれまでに数多 くの合理

化に対応 してきた経緯があ り､そのノウハウは ｢合理化対策の手引｣としてまとめら

れている｡ そこでは ｢事前協議制の確立､大衆討議の強化｣｢労働条件の低下防止､

労働強化反対｣｢完全雇用 と修学権の確保｣という合理化 3原則を基本に､配置転換､

一時帰休､希望退職､会社整理､倒産など合理化の種類ごとにその内容や関連法規､

対応法などが詳細かつ実践的に整理されている｡

構成組織において合理化提案がなされると､直ちに本部に報告がなされ､本部､部

会､支部､単組のメンバーで構成 される合理化対策委員会が設置される｡

一時帰休や雇用調整金の申請など県支部中心で対応できるものや､倒産や事業所閉

鎖など部会の関与が大 きいものなど案件によって違いはあるが､基本的には合理化対

策委員会で対応 し当該組合の承認を得ながら対応する｡ また､必要があれば企業 との

交渉に委員会メンバーが出席することもある｡ 地方産業部会を例にとると､99年で120

の案件が発生 したが､産業対策の担当者がほとんど1人で対応 しているということで

ある｡

合理化案件は最終的に全て機関会議で報告 されるが､進行中の情報は厳重に管理 さ

れている｡ 特にゼンセン同盟の場合､小売業の企業 とその取引先である繊維産業の企

業など､倒産時の利害が対立する当事者の双方を組織化 しているので､情報管理はよ

り慎重になされている｡ しか し他方で､合理化が社会的に表面化 した後は､小売業で

言えば再建時の売掛金回収の猶予や､取引先業者に対する商品供給の継続依頼などを

当該単組の委員長を通 じて行 うなど､ゼンセン同盟の複合産別 としてのメリットを生

か した対応を行 うことができる｡

(2)無料職業紹介事業

ゼンセン同盟では長年にわたる合理化対応のなかで､再就職支援活動の実績が蓄積

されてお り､1980年には退職者の再就職活動をするため､職業安定法に基づ く ｢ゼン

セン同盟無料職業紹介所｣が設置された｡ そ して1999年の職業安定法の改正により､

368



第 5章 産別組織のケーススタディ

許可手続 きの緩和や公共職業安定所からの雇用情報の提供などが出来るようになった

ことをうけ､それまでの事業 を拡充 している｡ これまでは特定の場所に対 しての認可

であ り､東京､大阪､愛知のみの設置であったが､中央での包括的な認可により各県

支部での設置が可能 とな り､全国での展開を行 うことにした｡

各県支部にはコンピューター端末を設置 し､インターネット経由で公共職業安定所

と加盟組合企業の情報を活用 した情報提供を行っている｡ 中央機能はゼンセン同盟本

部の共済サービスセンター内に設置 され､各支部からの離職者の求職 リス トおよび､

公共職業安定所 と各企業からの求人情報がそこに集約されている｡ 利用対象は失業者

本人というよりも､合理化によって失業 した組合員の再就職先 を探す組合役員などを

想定 している｡ ゼンセン同盟ではこれまでも合理化による失業者が発生すると各県支

部に依頼 して他の企業-の再就職を打診 してもらうケースがあ り､このシステムもそ

のような従来の活動 を補完するために再整備 されたものである｡

4.複合する産業への対応

ゼンセン同盟では各部会に代表 されるそれぞれの産業に対 して､労使間の対応や政

策策定が行われている｡ 本部 レベルでの業界団体 との交渉 としては繊椎関連の13の経

営者団体が所属する ｢日本繊推産業会議｣ との意見交換や､化繊業界 との ｢合繊労使

首脳会議｣が年 1-2回行われている｡ また98年からは社会経済生産性本部が事務局

となり､流通 ･サービス産業の 9つの業界団体 とゼンセン同盟で設置 された ｢流通 ･

サービス産業懇話会｣が年に 1-2回開催 されてお り､労働政策､ワークルールや春

闘方針､産業政策などが取 り上げられている｡

部会 レベルでは､99年度の場合､フー ド･サービス部会で労使合同の会議 ･交流が

160人程度の規模の ものを含めて 4回行われ､外部講師講演や政策説明などが行われ

た｡ 衣料産業部会では30人規模の中央労使会議が 2回行われ､活動方針説明や情報交

換がおこなわれている｡ また地方産業部会では地域において､賃金闘争時に業種ごと

の集団交渉が行われてお り､集団的労使関係が確立 しているケース も多いが､産業政

策などが取 り上げられることはない｡ 日本綿スフ織物工業会などのように､地方産業
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部会所属の組合に対応する使用者側の業界団体は多数存在 しているが､いずれもゼン

セン本部が対応の窓口となってお り､部会 として直接の対応は行われていない｡

ゼンセン同盟の産業政策は本部の政策担当が中心 とな り作成 されている｡ 本部には

繊維製造業 と流通サービスの 2つの政策委員会が設置 されてお り､そこに参加する各

部会の代表により部会の意見が反映されている｡複合産別であるゼンセン同盟の場合､

産業間での企業利害が対立する場合があるため､産業政策は本部の政策担当が部会の

担当者の意見を反映 し､調整 しながら作成する必要がある｡ 例えば小売産業にとって

は繊推製品の高コス トが問題 となる一方で､繊維業界にとっては小売業の安売 りが問

題 となるケースなどである｡ このような場合､各部会で独 自に産業政策を作成 してい

てはゼ ンセン同盟 としての整合性が とれないため､産業政策策定に際 しては本部の調

整が不可欠 となっている｡

繊維産業 を中心に結成 されたゼンセン同盟は､産業の大 きな変化に対応 してきた結

果､複合産別 という特徴的な形態をとるにいたった｡ ゼンセン同盟にとって､組織の

あ りかたは常に議論 されつづけてきた課題のように見える｡ 今 日､情報技術の進歩や

世界的な競争激化を背景に日本の産業構造がさらに大 きく変化 し､産業別労働組合の

統合再編の動･きも加速 している｡ 従来の枠組みを超えたあらたな産別組織のあ りかた

が模索 されている中で､ゼンセン同盟の組織運営からの示唆は大 きいといえよう｡
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3.JAM

1.組織の概要

∫AM(JapaneseAssociationofMetal,Machinery,andManufacturingWorkers)

は､金属機械産業の産業別組織である｡ ゼンキン連合 (約30万人) と金属機械 (約20

万人)の合同により､1999年 9月 9日に結成された｡ 1999年10月末 日現在の組織現勢

は､2,357組合､467,297人 (JAM調査)で､自治労､自動車総連､電機連合､ゼン

セン同盟に次 ぐ､第 5位の組合員規模 を有する｡

ゼンキン連合､金属機械両労組は､中小企業分野における活発な組織化活動によっ

て知 られる組織であったが､∫AM結成大会前後から今 日にいたる過程は､企業倒産､

事業所閉鎖､あるいは希望退職などによる組合員減少に新規組織化が追いつかない状

況が生 じていた｡ 90年代の10年間における､ゼンキン連合､金属機械の組織人貝は､

労働省 ｢労働組合基礎調査｣ によれば､1994年の両者合わせて538,695人をピークと

して､以降は減少に転 じ､合同直前の1999年 6月時点では50万人を切 り､492,807人

となった (表 5-4)｡それ以降も組織人員の減少傾向は続いているものとみられる｡

JAMの単組および組合員構成の特徴は､中小企業分野を広範に組織 していること

である｡ 連合総研 ｢産業別組織の機能に関する調査｣の組合員数規模別組合数､組合

員数構成比のデータをJAMと連合計で比較すると (表 5-5)､組合員1,000人以

上の組合は､連合計では組合数で7.9%､組合員数では75.6%の比重をしめているの

に対 し､JAMの場合は､組合数構成比は7.5%で､連合計 とそれほど変わらないが､

組合員数構成では55.0%と､組合員1,000人以上規模-の集中度は低 くなっている｡

とはいえ､ JAMの場合 も､組合員の半数以上は､1,000人規模以上の組織に属 して

いることは留意 されるべ きであろう｡

単産会費は組合員 1人あた り月額650円､それに連帯基金が同 じく1人あた り月額

で50円 となっている｡ 連帯基金の目的は､ JAMの中期計画の実施および連帯活動の

強化 にあ り､その使途は､｢中央 における中期的活動である､組織強化 ･拡大､政治

活動､政策 ･制度実現の活動､組合員教育 とし､連帯活動は､闘争支援､雇用確保闘
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争支援､争議支援､災害救援､犠牲者救済､国際交流 とす る｣(会計規定第26条) と

されている｡ なお､ JAM結成によって財政面では中央本部への一元化が促進 され､

例 えば､専従者の人件費 は中央本部 (60名)､地方組織 (140名) とも､中央本部負

担 となっている｡

表5-4 ゼンキン連合､金属機械の組織人員の推移

ゼ ンキン連合 金属機械 (1)+(2)(1) (2)

90 320528 189507 510035

91ー 328156 202147 530303

92 336323 200199L 536522

93 337450 200199 537649

94 329266 209429 538695

95 322492 210241 532733

96 310818 205082 515900

97 310641 201833 512474

98 305353 198661 504014

99 297777 195030 492807

(注)各年 6月1日現在の数値｡

(出所)労働省 ｢労働組合基礎調査｣各年版より作成｡

表 5-5 組合員規模別組合数､組合員数構成比

組合員数規模 JAM 連合計
組合数 組合員数 組令数 組合員数

5■000人以上10000人未満 0.7% 20.6% 1.8% 51.0%

1000人以上5000人未満 6.8%. 34.4% 6.1% 24.6%

300人以上1000人未満 16.7% 23.5% 12.1% 12.9~%

300人未満 75.8% 21.6% 80.1% ll.5%

合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(注)｢産業別組織の機能に関する調査｣により作成｡

連合計の数値は､この設問に回答のあった39構成組織の計である｡
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(1)組織合同

同一産業内の競合する産別組織の整理統合は､1987年の民間連合結成によりナショ

ナルセンターが統合されたことに伴い､多 くの産別組織の重点課題のひとつとなった｡

なかで も､ゼンキン連合 と金属機械の合同は､その規模 と影響力の点で､最大のもの

であった｡ 両組織の合同に向けての本格的取 り組みは､民間連合の結成に 1年先立つ

1986年12月 5日の ｢機械金属産業労組共闘会議｣(機械金属共闘)発足に始まる｡ そ

れ以降10数年の着実な話 し合いと共闘の実績の積み重ねが､組織合同実現の基盤を形

成 した (表 5-5)｡

ゼ ンキン連合 と金属機械の前身である仝金同盟､全国金属は､ もともとは1946年に

結成 された ｢全国金属産業労働組合同盟｣(仝金同盟) という同一組織だった｡ その

後､1950年の総評結成前後からの路線対立から､1951年の全金同盟第 5回大会で組織

分裂が生 じ､総評 ･全国金属が結成され､以降は仝金同盟 と全国金属が､それぞれ同

盟 と総評内での金属機械産業分野での主力産別 として活動 を展開 してきた｡両組織は､

末端の業種別共闘 レベルでの単組間の交流や､中央段階で も公式 ･非公式の交流は

あったものの､本格的な組織合同-の動 きが始まったのは､1986年の機械金属共闘を

画期 とする｡ ただし､これにも前史があって､両産別の主要組合が上部団体の違いを

超えて情報交換や限定共闘を行 う試みが､機労懇､機産協などの組織によって連綿 と

続けられてきた経緯があ り､それが発展 して1982年には機労会議が設立される｡ 機労

会議は仝金同盟､全国金属の主要組合が作る自主的団体ではあったが､総会の時には

両産別の書記長があいさつに来るという状況がはじめて生まれたという｡

1986年の機械金属共闘は､仝金同盟､全国金属､新産別仝機金､機労会議の三単産

一組織 を構成員 とし､春闘を中心 とする共闘を目的とした｡ 主な課題は､賃上げの情

報交換ならびに最低賃金の取 り組みであったという｡ その後､1988年 2月､仝金同盟

は ｢分散 ･分立状態にある組織状態を一歩で も前進させ よう｣ という方針のもとに､

中立 ･無所属の金属機械産業の組合に呼びかけて､仝金同盟､小松製作所労組､仝矢

崎労組､村田機械労組､自動車部品中立労組連絡協議会の-産別 ･三単組 ･-協議会

で構成 される仝 日本金属産業労働組合連合 (仝金連合)を結成 した (その後1991年に

ゼ ンキン連合に名称変更)｡一万､1989年11月には､全国金属､新産別仝機金､新産
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別京滋地連が合同 して､全国金属機械労働組合 (金属機械)が結成 された｡ こうして､

金属機械産業の労働組合は､ゼ ンキン連合 と金属機械の二つの産別組織 に集約 される

とともに､両組織間の統合に向けての努力 もまた一層の進展 をみせることとなる｡1992

年には ｢機械金属組織の統一を話 し合 う会議｣(略称 ｢統一を話 し合 う会｣)が設置

され､さらに1994年10月には ｢機械金属統一協議会準備会｣が発足 し､いよいよ組織

統合は具体化に向けて動 き出すことになる｡ 統一協議会準備会発足から1999年 9月 9

日の JAM結成に至るまでには､さらに5年を経過することになるけれども､この間

の動 きとして注目すべ きは､ゼ ンキン連合が提起 していた ｢モノ作 り基本法｣制定に

関する取 り組み､あるいは､金属機械が主張 していた､中小分野における ｢公正取引｣

確立の課題などをは じめとする､具体的共闘体制の深化 ･拡大が､組織統一に向けて

の話 し合いと並行 して進んでいることであろう｡

産別組織の整理統合は､連合結成以来の重点課題 として､現在 もさまざまな努力が

積み重ねられている分野である｡ JAM結成にいたる金属機械産業の組織統合の経緯

から学ぶ教訓 としては､組織統合の成功のためには､ひとつには組織間の合意形成に

向けての､長い時間をかけた当事者たちの粘 り強い努力の着実な積み重ねが重要であ

ることと､ふたつには､具体的な共闘課題での共同の取 り組みを通 じての､同一産業

内に身を置 く労働組合 としての共通利害の自覚が､統合に向けての運動の基盤的条件

をなす ということであろう｡ 後者に関連 して､ もともと金属機械産業の中では､後述

する業種別共闘を通 じて､上部団体の違いを超えた共闘体制の伝統があったことも､

有利な条件のひとつであったといえるかもしれない｡

(2)組織機構

組織機構の概要

∫AMの加盟単位の基本は､企業別組合である｡ ただ し､企業グループ労連のよう

な企業別労働組合の連合体 も加盟単位 として扱われることがあ り､また個人加入 も認

められている｡ すなわち､ JAM規約では､次のように規定 している｡

第11条 本組合-の加盟は､単位労働組合 としての加盟 とする｡ 但 し､企業労組連
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合会 も単位労働組合扱いとすることがで きる｡

2 中央執行委員会で認めた者について個人としての加入ができる｡ 個人加入

の取 り扱いについては別に定める｡

規約第11条に規定 されている単位労働組合は､2000年2月現在､約2,400である｡

現在のところ個人加盟は少数にとどまっているので､ JAMの組織は､基本的に､こ

れらの単位労働組合 とその地域組織 (支部､分会など)が､全国レベル､地方 レベル

の組織機構 に編成されてい くことによってできあがっている(図 5-3)｡

∫AM加盟組合の組織的編成は､(1)業種政策会議 と業種別部会 ･専門部会､(2)地

方 JAM､(3)大手労組会議､という3つのルー トからなされている｡

(3)業種政策会議と業種別部会 ･専門部会

まず､業種政策会議 と業種別部会 ･専門部会か ら､簡単にみていこう｡

業種別部会は､図 514にみるように､産業中分類 を基本に､い くつかの関連する

業種 をくくって､住設 ･建材部会､鋳鍛造部会､素材 ･金属製品部会､自動車部品部

会､交通関連部会､機械部会､電機情報 ･精密部会の 7つが設けられている｡ 部会の

中には､さらに細分化 された専門部会をもつ ところもある｡ 業種別部会は独 自の財源

(∫AM一般会計 とは別に分担金を徴収することができる)をもつ活動単位であって､

｢業種別の活動 を遂行することを目的に､中央執行委員会の議 を経て｣設置 される (規

約第53条)｡その活動 としては､(1)構成組合の連携強化に関する事項､(2)労働条件

･企業実態の情報交換による構成組合の各種活動への協力､援助に関する事項､(3)莱

種政策の確立 と推進に関する事項､(4)本組合 (JAM)の専門局業務に対する協力

に関する事項が､規約第54条に定められてお り､運営規定では､さらに(5)組織拡大

に関する事項､(6)労使会議に関する事項が付加 されている｡ 2000年2月現在､業種

別部会に参加 している組合は､442組合 (293,982人)である｡

業種政策会議は､業種別部会運営規定により､｢産業 ･業種政策活動に特化 した｣

役割 を担 うものとして設置 されている (同規定第 2条)｡その財政はJAM一般会計

から充当される｡ 業種別部会が独 自の財政を持つ活動単位 としての組織であるのに対
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し､業種政策会議は､現在の ところ産業 ･業種政策活動推進のための ∫AM内の機関

的な色彩が濃い｡業種別部会は､部会長､副部会長､事務局長､幹事の役員をお き､

その指導の もとに活動 を展開するのに対 し､業種政策会議のメンバーは業種別部会あ

るいは専門部会か ら選出された委員であ り､その中から互選で選ばれた座長が運営 に

あたることとなっている｡ 現在､(1)サプライヤー政策会議､(2)住設 ･建材アル ミ､

金属製品政策会議､(3)輸送用機械政策会議､(4)機械政策会議､(5)電機情報 ･精密

政策会議の 5つが設置 されている｡ このうち(2)から(5)までは､ひとつまたはふたっ

の部会 と対応関係 にあるが､ (1)サプライヤー政策会議は､部会横断的に部品供給業

界全体に関わる政策課題 を追求することとなっている｡

図 5-3 J A M の 組 織 機 構

大 会

中 央 委 員 会

中央執行委員会

本 部 書 記 局

専門委員会

社会政策委員会

産業政策委員会

安全衛生活動委員会

労働政策委員会

男女共同参画委員会

教育活動委員会

政治委員会

総務委員会

組織財政委員会

業種別部会

(7)
専門部会

(12)

地方 JAM
(40)

大手労組会議

(87組合､

235878人)

単位労働組合 (単組)

(2357組合､467297人)
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図5-4 業種政策会議と業種別部会 ･専門部会

<業種政策会議>

(2)住設 .建材アル ミ､金属

378

<業種別部会> <専門部会>

(2)鋳鍛造 部会

素材 ･金属製品部会

(64単組/12652人)

lヽ
ヽ
l

I

(4)自動車 部品部会

(5 ) 交通関 連 部会

(22単組/11310人)

(6)機械部会

(108単組/78494人

･ロープ ･製線専門部会

･鋼構造専門部会

･金属総合専門部会

･内燃機専門部会

･工作機械専門部会

･軸受専門部会

･農 ･建機専門部会

･機械総合専門部会

*業種別部会加盟組合計 442組合/293982人
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(4)地方 JAM

JAMの地方組織 としての地方 JAMは､｢大会､執行委員会などの機関をもち､

法人格をもっことができる｣組織で､原則 とし一て都道府県ごとに設置することとなっ

ているが､｢ただ し､中央執行委員会の議決により､ 2以上の都道府県にまたがって

設置することで きる｣(規約第49条)｡また､地方 JAMは､｢行政､経済､交通圏を

考慮｣したブロックに編成 されることとなってお り､現在､表 5-6のような 7ブロッ

ク､40地方 JAMが設置 されている｡

地方 JA'Mは､全国をほぼ くまな くカバーし､また､組合員数の地域別分布 をみる

と､東名阪の三大都市圏のウェイ トは高いものの､地域的な偏 りは比較的少ない｡地

方 JAMは､中小零細企業分野の労働組合の日常的な組合活動の拠点であ り､また組

織拡大の担い手 としても∴重要な役割を果たしている｡

(5)大手労組会議

業種別部会､地方 JAMに次いで､ JAMの中の 3らめの活動組織 として､大手労

組会議がある｡ 大手労組会議は､業種別部会､地方 JAMにおいて重要な役割 を担 う

大手組合を構成員 として設置 され､｢中央執行委員会の統括の もとに運営する｣ こと

となっている (規約第55条)｡具体的には､組合員数1,000名以上 を目安 とした単組

によって構成することとなっているが､表 5-7にみるように500人以上､1,000人未

満の中堅クラスの組合 も構成員 となってお り､全体で87組合､組合員数235,878人 と

なっている｡ JAM全体の組合員数に占める比率は50.5%と半数以上を占めている｡

なお､業種別部会､地方 JAM､大手労組会議は､｢三位一体活動｣と呼ばれ､大手

組合の場合は､そのいずれにも参画 してお り､中核的担い手 として期待 されている｡

大手労組会議の活動 としては､(1)構成組合の連携強化に関する事項､(2)労働条件､

経営問題等の情報交換､調査､研究に関する事項､(3)本組合 (JAM)の専門局業

務に村する協力に関する事項があげられている (規約第56条)｡
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表 5-6 地方 JAM一覧

1999/10

北 日 本 北 海 道 14 2.928 27,454 (5.9%)

青森岩手 20 3127

宮 城 38 3086

秋 田 42 5747
山 形 29 4545

福 島 57 8021

北 南 東 求. 城 . 4■1 8656 54,931(ll.8%)
栃 木 46 9747

群 馬 42 13571

埼 玉 115 22957

南 関 東 千 葉 47 10329i 106,855(22.9%)
東 京 163 56057

神 奈 川 134 36485
山 梨 13 3984

東 海 長 . 野. 82 p21196 99,880(21.4%)

岐 阜 44 10051

静 岡 94 30906

愛 知 145 31136
一 重 36 6591

北 陸 ,新 潟 .127 15239 43,464(9.3%)富 山 59 18457
石川福井. 84 9768

近 畿 滋 . 賀 48 7675 98,304(21.0%)
京 都 61 11606

大 阪 405 62501

兵 庫 120■ 16522

西 日 本 山 陰 44 5973 35㌔,165(7.5%)

岡 山 22 4061

広 島 ~ 42 6750

四 国 49 8435

九州山口 91 9946

本部扱い 3 1244 1,244(0.3%)

(注)本部扱いとは､本部直轄の書記局組合他 2組合｡
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表 5-7 JAM大手労組会議組合員規模別の構成

組合員数規模 組合数 組合員数

10,000人以上 3 39,636

5000人以上10,000人未満 ll 70,655

3000人以上 5,000人未満 6 23,334

1000人以上 3,000人未満 53 90,046

500人以上 1,000人未満 14 12,207~

(注) JAM大手労組会議構成組合一覧 (2000年2月)より作成

(6)本部書記局

∫AM書記局は､本部書記局 と地方 JAM書記局で構成 され､専従者定員配置基準

は､総定員200名､うち中央本部に60人､地方 JAMに140名配置 としている｡

中央本部書記局は､ 3部門 (8局､ 1センター)､ 1事業部で構成 されている (義

5-8)｡

兼務 を除 くと､部門長以下の正規職員が60名､その他パー ト･派遣 ･応援 ･嘱託が

5名が配置 されている｡

配置人員は､政策部門が もっとも多 く20名プラス応援 1名 となってお り､産業政策､

労働政策をは じめとする政策活動重視の考え方がうかがわれる｡ また､組織部門も組

織局に全国オルグ4名 (統括局長 も含む)他 7名 を配置 し､組織強化 ･拡大-の相応

をはかっていることにも､組織化重視の JAMの特徴が現われている｡

企画部門の中の情報管理センターは､従来の単産組織では情報宣伝部が担 っていた

機関紙 ･誌発行などの広報活動 と情報処理 ･OA業務 を包括 したセクションであ り､

これは単産内の部局編成の新 しい流れといえよう｡
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表 5-8 JAM本部書記局体制 (2000年度)

部 門 房 配置人員 業務内容

企画部門(部門長 1)17名+パー ト.派遣 2名 総務 .企画局 局長 1､局次長 1､ (1)書記局全体統括 .管理､(2)機関会議､

局員6､パー ト1 文書管理､(3)庶務全般∴(4)渉外 (外部組織､_マスコミ等)､(5)専従者の人事管理､_(6)財政 .会計業務全般､(7)三役秘書

情報管理センタ† 局長 1､局次長 1､ (■1)情報処理､(2)機関紙 .誌発行､広報全
部長 1､局員3､派遣 1 股､(3)OAシステム間藤 .メンテナンス

国際局 局長 1 (兼務)､局員2 (1)国際関係業務全般､(2)多国籍労組会議

組織部門 組織局 統括局長 1､全国オ (1)組織強化 .拡大､(2)全国オルグ､(3)ルグ (局長)3､部 ブロック対応､(4)雇用問題､争議対策､(5)

(部門長 1)11名 長 1､局員 2 法規対策､中小労働運動対策

教育 .行動局 局長 1､局員2 (1)教育活動全般､(2)青年活動､(3)女性活動､(̀4)国民運動､各種集会対応 .動員

政策部門(部門長 1)20名十応援 1名 労働政策局 統括局長 1､局長 1､(1)賃金 .労働条件全般､(2)労働協約､安

局次長 1､部長 1､局員3､応援 1､パート1 全衛生､(3)各種調査､(4)大手労組会頭

産業 .業種 局長 1､局次長 1､ ･(1)産業政策全般､(2)業種政策会議対応､

政策局 部長2､局員3 (3)業種別部会対応

社会政策局 局長 1､局次長 1､ (1)社会政策全般 (年金､医療､税制､環

部長 1､局員 1 境､男女共同参画)､(2)雇用政策 (労基法､雇用保険､職安法等)

政治渉外局 局長 1 (兼務)､局 (1)政治活動全般､(2)政党 ▲政治団体対応､
員 1 (3)組織内議員対応

共済事業部12名+パー ト.嘱託 2名<配置人員> 部門長 統括事業本部 専務理事 1､事務局長 1､事務局次長 1､届員 l JAM団体火災共済第一事業部第二事業部3､統括局長2､専務理事 1(兼務)､ 旧ゼンキン連合共済事務局長 1､局員6｣嘱託 1､ノ -ヾ ト1事務局長 1(兼務)､ 旧金属機械共済､全労済共済局員 1局長11､局次長 5､部長 6､局員31､専務理事 2､事務局長 2､
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2.金属機械産業における業種別共闘

日本の企業別組合は､産業中分類ベースの単産組織の他 に､産業小分類あるいは細

分類ベースの業界を単位 とした共闘組織である業種別共闘を発達 させてきた｡ 特に､

金属機械産業においては､非常に数多 くの業種別共闘が存在 してきた｡ それらの業種

別共闘は､ JAM結成にともない､ ∫AM内の業種別部会 ･専門部会への移行が進展

し､またJAMとしてもそうした移行 を意図的に追求 している｡ けれども､現状で も､

金属機械産業内には､まだまだ多 くの業種別共闘が存在 してお り､それらはJAM組

織の外延が単産の枠 を超えた広が りをもっていることを示す点でも興味深い｡

表 5-9は､ JAM組織局資料により､金属機械産業の業種別共闘のうち組合員数

が把握 されている33の共闘組織 を､ Ⅰ.JAM加盟が多数派､Ⅱ.他産別加盟が多数

派､Ⅲ.産別未加盟が多数派の 3つに区分 して､組合数､組合員数を集計 した もので

ある｡

33業種別共闘全体で､433組合､､365,028人が組織 されている｡ そのうち､ JAM加

盟組合は､組合数で53.6% (232組合)､組合員数で38.6% (140,947人)の比重を占

めている｡区分 Ⅰの ｢JAM加盟が多数派｣の業種別共闘では､ JAMの比重は組合

数で68.2%､組合員数で81.9%と圧倒的多数を占めてお り､19の共闘のうち10はすで

にJAMの業種別部会 ･専門部会への移行を決めてお り､他の組織についてもJAM

への機能移行が進むものと思われる｡ 区分Ⅲの丁産別未加盟が多数派｣の共闘組織で

も､8共闘のうち3組織はすでにJAM内-の移行 を決めているか､前向 き検討中で

あ り､この区分のなかからもJAM-の移行はさらに進む可能性がある｡ 一方､区分

Ⅱの ｢他産別加盟が多数派｣の共闘組織の場合は､ ∫AM-の機能移行は相当に困難

と思われる｡ けれども､いずれにせ よ､ JAM結成により､旧ゼンキン連合 と旧金属

機械加盟の業種別共闘加盟組合が同一組織内の組合 となったことから､ ∫AM加盟組

合の影響力の強い共闘組織は､産別未加盟組織 も含めてーJAM-の移行の可能性がで

てきたことは､組織拡大の面で も､その意義は大 きい｡これは､｢JAM効果｣と呼

ばれている｡
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表 5-9 金属機械産業の業種別共闘

区分 業種別共闘数 JAM加盟 他産別加盟 産別未加盟 合 計組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数 組令数 組合員数

Ⅰ.JAM加盟が多数派 19 148 92897 20 6819 49 13722 217 113438(68.2) (81.9) (9.2) (6.0) (22.6) (12.1)(100.0 ) (100.0)

Ⅲ.他産別加盟が多数派 6 43 ､23902 30 92810 21 13740 94 130452(45.7) (18.3) (31一.9) (71.1) (22.3) (10.5)(100.0) (100.0)

Ⅲ.産別未加盟が多数派 8 41 24148 ■14 18134 67 78856 122 121138(33.6) (19.9) (ll.5) (15.0) (54.9) (65.1)(100.0) (100.0-)

合計 33 232 140947 64 117763 137 106318 433 365028

(出所)JAM組織局資料により作成｡

3.組 織 拡 大

組織拡大は､ JAMが組織体制の面でも､運動の面で も､ もっとも力 を注いでいる

分野のひとつである｡ ∫AM結成にともなって全国オルグが中央に配置 され (現在 4

名)､地方オルグとの連携の もとに､組織拡大に取 り組んでいる｡

組織化の取 り組みには､大 きく分けて4つの領域がある｡

ひとつは､産別未加盟組織の産別への加入促進である｡ 金属機械産業は､とりわけ

産別未加盟組織が多い｡業種別共闘に加盟 しているものについては､その共闘活動の

中で働 きかけを行い､共闘組織の部会移行 も含めて､ JAM加盟を呼びかけてい く方

針である｡ 一方､従来はナショナルセンターの地方組織に加盟 していたものが､連合

結成後まった くの中立組合 となっているものも多 く存在す~るが､これらの中には組合

費の水準が低いことから､単産会費の捻出ができないところもかな りあ り､すでに組

合があるか らといって単産加盟が必ず しもスムーズに進むわけではない｡

2つ目には､大手企業の系列関連企業の組織化がある｡ JAMの加盟単位は､企業

別の単組を基本 とするが､企業グループ労連 もまた加盟単位 として認めてお り､大手
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労組が関連企業の組織化 を進めることもJAMの組織拡大の有力なルー トのひとつで

ある｡

3つ目には､まった くの未組織事業所 ･企業における組合結成である｡ 現在､ 7つ

の地方ブロックを分担 して担当 している4人の全国オルグを中心に､組織拡大月間な

どのキャンペーンの展開などを通 じて､地方オルグとの連携の中で未組織の組織化運

動 を展開している｡今後は､重点地域 ･業種の絞込みなどを検討 しなが ら､より本格

的な組織化の展開をはかってい くこととしている｡

4つ目は､非正規従業員の組織化である｡ パー トタイマー､派遣労働者などの非正

規従業員の組織化 には､企業内での組織化､地方 JAM直轄組合-の個人加盟､共済

ユニオンへの加入など多元的な取 り組みを進める方針である｡ どのような組織化の形

態がよいかは､非正規従業員の雇用実態により異なると考えられることから､その調

査研究 も今後の課題 となっている｡ また､産別組織 としての労働者供給事業あるいは

職業紹介事業 も､非正規従業員組織化の有効な手段 と考えられることか ら､この面で

の取 り組みも進めることとしている｡

1999年10月の第 2回中央執行委員会で決定 された ｢2000･2001年度組織拡大計画｣

は､50万組織回復 を中期的な目標 とし､中央 ･地方の取 り組みについて以下の ような

方針を定めている｡

(1)地方 JAMは､｢構成組合員の 5%以上を拡大目標 とし､新たに5組合の新規加

盟実現に努力する｡

(2) 7地方ブロックでは全国オルグと連携 した重点地域 ･集中オルグを展開する｡

(3)加盟組合 レベルでは､関連系列企業の組織化や組合員範囲見直 しによる企業内組

織率の向上への取 り組みを強化する｡

(4)中央本部では､産別未加盟大手労組-の働 きかけ､業種別共闘対策､大手労組の

関連系列企業組織化､連合 との連携 を進める｡

4.産 業 政 策

JAMおよびその前身の旧ゼンキン連合､金属機械は､中堅 ･中小企業の組合を多
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く抱え､企業倒産あるいは合理化による雇用調整を日常的に経験 してきた｡ とりわけ､

1997年には じまる未曾有の不況の中での雇用 ･合理化案件の発生状況は著 しく､景気

回復局面に入った1999年 7月-10月の 4ケ月間だけでも､倒産 ･企業閉鎖､事業所閉

鎖､出向 ･転籍 ･配転､希望退職募集､などの雇用 ･合理化案件が207件 も発生 し､

その対象人員は5,422人にも及んだ (∫AM雇用状況調査結果による)｡ こうした雇

用 ･合理化の進展が､1999年の JAM結成前後からの組織人員減少の大 きな背景をな

している｡ 雇用 ･合理化への対処方針 としては ｢JAM雇用対策指針｣(1999年 9月

9日結成大会決定)があ り､｢日常時の取 り組み｣と ｢緊急時の取 り組み｣について､

単組 ･地方 JAM ･中央本部の対処方針が具体的に定められている｡ その基本は､単

組段階における事前協議の徹底 と､雇用 ･合理化提案があったときには､地方 JAM

･中央本部への報告 をもとに､ JAMの組織全体の問題 として対処することとなって

いる｡

けれども､雇用の確保 と安定をはかる取 り組みは､個別の単組 レベルでは対処 しき

れない､日本の産業構造に関わる諸問題に､ しばしばつ きあたる｡ そこで､業種別部

会 ･専門部会 レベルでは､対応する業界団体 との話 し合いの場 としての労使会議設置

を課題 としてとりあげている｡2000年 2月時点で､鋳鍛造部会､自動車部品部会では､

すでに労使会議が設置 され､また素材 ･金属製品部会の鋼構造専門部会､機械部会の

工作機械専門部会 と機械総合専門部会では､設立に向けての準備が進行中という｡

産業 レベルでの労使間の話 し合いや､さらには､政策 ･制度要求による政府-の働

きかけなどの取 り組みの前提 となるものは､産別 としての産業政策の確立である｡ こ

の目的のために業種政策会議が新たに設置 されたことは､すでに述べたとお りである｡

産業政策の分野での近年の注目すべ き動 きとしては､製造業の復権､高度熟練技能

の維持に向けた国の基本理念､果たすべ き役割を示す ｢ものづ くり基盤技術振興基本

演 (ものづ くり基本法)｣(1999年 3月12日､衆議院本会議で可決､成立)法制化実

現に向けての取 り組みがある｡ これは､旧ゼンキン連合が､1996年 9月の大会で提唱

し､その後金属機械 との共闘体制 も組みながら､法制化実現をめざしてーきたものであ

る｡ 旧ゼンキン連合出身の今泉昭参議院議員 (民主党)を中心 とする議員立法法案 と

して､全会派一致で国会に上程 された｡ 議員立法 としては､95年の科学技術基本法以
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来の ものであ り､労働組合が推進 し､実現 した法案 としては､は じめての もの といえ

る｡ 同法の成立で､ 日本の製造業､ とりわけ中小企業の技能 ･技術の振興 と継承､ も

のづ くり労働者など人材の育成等 について､政府が一体 となって総合的な施策 を打 ち

出す こととなった｡

その後､｢ものづ くり基本法｣の具体化 と実効性確保が､次の課題 として浮上 して

いる｡ これに関連 して､ JAMが現在行 っている取 り組みのひとつに⊥｢日本技術 ･

技能院｣の法制化がある｡ これは､｢ものづ くり労働者｣の社会的 ･経済的評価 を高

めるために､技術 ･技能の社会的評価基準 を確立 しようとするものである｡ この法案

は､旧ゼ ンキン連合のモノづ くりプロジェク トと組織内国会議員 ･鍵田衆議院議員の

事務所並びに衆議院法制局の連携 によって立案 され､2000年 1月の JAM第 1回産業

政策委員会で､その法制化実現推進が決定 された｡ 現在､組織内議員団を通 じての議

員立法による法制化がめざされている｡

こうした一連の ｢ものづ くり基盤強化｣のための取 り組みを通 じて､ JAMの政策

立案能力は一段 と高 まるとともに､公式 ･非公式の国会 とのパイプも太 くなった｡ ま

た､産業政策､社会政策 をめ ぐる議論の場 には､議員秘書の参加 をも得 るようにな り､

このこともまた課題の実現 を射程 に入れた産業政策の議論 を深める上で有益であった

という｡

以上のように､ ∫AMの産業政策活動は､個別の業種別部会 レベル､･中央本部の対

政府要求の レベルの両面で､質的転換の模索が続いている｡
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4.全国一般

1.全国一般

(1)組織概要

① 加盟単位は地本

現在､組織人員 は 5万人 を若干下回る｡ 38都道府県に地本があ り､加盟単位 は地

本 となっている｡ 組合費 は連合会費 を含めて280円であ り､産別の会費 としては低

い｡ 本部専従 は 5名である｡

② 個人加盟型 と中小労連型

全国一般 は1955年 に個人加盟 を原則 とする合同労組 として出発 した｡ しか し､全

国一般結成以前の中小労連型の組織や各地の事情 を引 きず り､地本は個人加盟型地

本 と中小組合の連合型地本あるいはその混合型が混在 している｡ 個人加盟型は文字

どお り個人加盟の組織で､組合費 も高 く､専従者 も複数お り､地本が三権 をもち指

導性が強い｡中小労連型は､実態は中小の企業別組合の連合体で､組合費 も低 く専

従者 も少な く､地本の指導 には限界がある｡ 前者型の地本は 3分の 1程度で､純粋

に個人加盟方式だけの地本はもっと少ない とい う｡

③ 地本連合体 としての産別

産別 としての機能は､政策制度要求での連合への窓口､業種別部会組織 による業

界対策､各地本-の組織化 ･合理化 ･争議対策支援､先進的な地本の取 り組みの情

報提供､共済が主たるものである｡ 地本の連合体 としての性格が強い ｡

したが って､全国一般の組織 を見 るためには各地本 に降 りな くてはならない｡以

下､個人加盟型の代表格である東京一般 についてその組織 と機能 を見てい く｡
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2.東京一般

(1)個人加盟の組織

① 組織人員

現時点での組織人員は84分会で5,200人｡ うち､正組合員が3,000人､準組合員が

2,000人である｡ 準組合員の内訳 は､組合員の配偶者､共済 ･年金加入目的の者､

労働相談の結果準組合員に留 まっている者､サイバーユニオンの準組合員である｡

組合員はバブル景気の頃までは増えていたが現在は減少傾向にある｡

② 組合費

組合費は月例賃金の 2%と一時金の 1%である｡ それに加 え､共済掛金1,000円､

年金掛金1,000円が全員必須 となっている｡ 組合費 としては高い水準であろう｡ 準

組合員は共済掛金を含めて1,500円である｡

③ 組織形態

加盟は個人単位である｡ 交渉権､妥結権､争議権は組織 として東京一般執行部に

集中することになる｡

組合員は必ず どこかの分会に所属する9､や分会は交渉単位毎 に作 るので､企業単位

毎 となる場合が多い｡組合費の納入単位 は分会であ り､分会で集める｡ 30%を本部

より交付金 として返 している｡ その30%が分会運営の財政 となる｡

分会は地域ごとに東部､西部､中部の 3ブロックに別れる｡ ブロック活動が 日常

活動の中心 となる｡ 専従の副委員長､書記長が 3つのブロックの長 とな り､ブロッ

クの役員が本部執行委員会､専門部の委員になる形である｡

④ 専従者

専従者は16人である｡ うち､12人が執行委員 となっている｡ 委員長､書記長､副

委員長の うち 2名 も専従である｡ 5,000人の組合員で16人の専従 をおいているのだ

か ら充実 した体制 といえる｡ (企業別組合の場合は業種 により異 なるが多い ところ

で組合員300人に 1人､少ない ところで1,000人に 1人程度の割合であろう｡)
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(2)主要な活動

① 権利闘争中心の組織化

東京一般の組織化は労働相談があって始 まるケースがほとんどだという｡ 相談の

窓口は幅広 く作 ってお り､相談件数は多い｡

最近は､解雇等､権利問題 をきっかけとするケースが多 く､その場合､不当労働

行為や､第二組合の結成､処分が伴 うことも多い｡これらに対応 しつつ組織 を立ち

上げ､分会を推持 しな くてはならない｡

ユニオンショップは否定 しないが､基本は個々人 と組合 との関係であ り､ユニオ

ンショップを目的 とす ることはない とい う｡ ユニオンショップ協定 を結んでいると

ころは全体の10%にとどまっている｡

② 組織防衛 としての共済

共済は歴史的には､冠婚葬祭のために賃金の前借 りが多 く､そこか ら組織 を切 り

崩 されるケースがあ り､それへの対抗手段 として考案 されたとい う｡ その意味で全

員加入 としてスター トした経緯があ りそれが現在 も引 き継がれている｡

その後､中小企業労働者は転職が多 く勤続が短 く､低賃金ゆえに公的年金の支給

額が少ない という問題があ り､85年 に組合年金を作 った｡

東京一般の組織対象 とす る労働者の状況に合わせて考え出され充実化 されてきた

ものである｡

③ 重要視 される各種相談活動

パー ト110番､ リクルー ト110番､インターネットによるお助けネットと幅広 く窓

口をつ くり､かな りの労力 を割いている｡

相談活動か ら組合づ くりにつなげられればもちろんよいが､そうでな くて も､準

組合員 として個人加盟するということや相談者から現実の労働市場 に学ぶことがで

きるという利点がある｡ そこか ら日本の労働組合運動が取 り上げなければならない

問題が何 なのかを提起で きるという｡

④ 産別､連合をとおした産業政策､政策制度実現の活動

産業政策活動 については､全国一般の業種別部会に参加 して活動 している｡ 政策

制度の面で も全国一般 を通 して連合-働 きかけをしている｡
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組合 としての政策を紙で きちんとつ くるとい うよりは幅広い相談活動 を活用 し､

その時々の組合員の関心事 をタイムリーにとりあげ､連合 を活用するとい うス タン

スである｡ したがって､そのためのス タッフの負担 も軽減 される｡

近年では年休の初年度付与 日数の増加や派遣法の改正などに力 をいれて取 り組ん

で きた｡

(3)労働者供給事業

① 目的

55歳以降の高齢者 をターゲ ットにし､定年後の働 き方のバ リエーション開発す る

という目的で､1991年 に設立 された｡

② 組織

職安法45条に基づ く､労働省の認可事業であ り､事業部 を作 り､会計 も独 自に し

な くてはならない｡仕事の紹介 料 をとるのは禁止 されてお り､各自の賃金 は､企業

より本人に直接支払われる｡ 組合費だけがチェックオフで きる｡

③ 運用

登録 したい とい う希望があ り､適職があった ときに実際に加入するとい う形で運

営 している｡ 現在71名の登録があるとい う｡ 派遣先は東京一般の分会か､友誼組合

のある職場 に限ることに している｡ 労働協約 によって労働条件 をきめるので､それ

を保護するシステムがない と､尻抜け派遣業 になって しまうという｡ 短期契約は結

んでいない｡年齢制限は していないが65歳 ぐらいまでを考えている｡ 受け入れ先の

問題であ り､ ビルメンでは70歳 くらいの人 もいる｡ 賃金額はケースバイケースで､

その個人の年金受給状況等 を勘案 して決定 している｡

④ 労使関係

当初 は受入先 に分会がある場合､団体交渉 に出るのか出ないのか とい う問題が

あった｡ 現在それは整理 し､毎年東京一般 と派遣先が契約を結んで､それ を守 り､

問題があれば苦情処理 をす るという形 に割 り切 った｡

⑤ 評価

退職 した人で希望する人 にはだいたい仕事が紹介で きてお り､基本的には うま く
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いっているとい う｡ 紹介料､派遣料がないので､供給先､供給元 ともにメリッ トが

ある｡ また､問題があれば労働組合 として解決で きる｡

しか し､技能がいかせる仕事 を見つけるのが難 しい とい う｡ 現状 は ドライバーが

主である｡

連合内で も議論があるが､受け入れる先が規制闘争 をしない と尻抜けになる｡ 現

在､派遣労働者だけの分会があるが､派遣先 に労働組合があるのに､矛盾のあるケー

ス もあるとい う｡

(4)サイバーユニオン負けた くない

① 新 しい労働市場の現実への対応

1995年 にこれまでの東京一般の活動の歴史 を整理 した結果､今の労働市場 に適応

してい くためにはこれまで以上 に 1対 1の組合員 との関係が必要であるとい う判断

にいた り､1981年か らは じめた電話 による労働相談 ｢パー ト110番｣の経験 をいか

し､今 日的な機器 としてインターネ ッ トの活用 に思いいたったという｡

まず､お助けネッ トとい う相談中心のHPを作 り､次の段階でインターネッ トユ

ニオン ｢サ イバーユニオン負 けた くない｣ を立ち上げた｡ お助けネッ トの掲示板 は

一般の参加者同士が相談 しあ う｡ そ こで解決で きない人がサイバーユニオンに加入

する｡ ただ し､労使交渉が必要な場合は東京一般の正組合員 になる必要がある｡

② 現状の活動内容

目的は､労働相談 と意見交流 をとお した労働者教育である｡ 加入者は準組合員扱

Y､｡ 組合費 は月額1,500円で､共済掛金 も含 まれている｡ 専従の担当者 を 1名 は り

つけている｡

活動内容 は相談 と共済の 2本柱である｡ 現段階の人数は200人 くらいである｡ 毎

月加入申込みがあるが､定着率は良 くない とい う｡ もちろん相談 を契機 に実際に組

合がで きたケース もあ り､最近増えて きているとい う｡

③ 今後の活動～社会的な発言

派遣法改正時に随時国会議事録 をアップ し､意見交換か ら出た意見 を連合 に反映

させていった｡ その後 も派遣労働者だけの掲示板 を設置 し､派遣法が施行 されて現
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実はどうなったのか､それをまとめて､連合の省庁交渉で指摘するなどの活動 をし

ている｡

今後は加入者の増加 と､あわせて労働者供給事業 との結合 を考えている｡ しか し､

定着率の問題 と､コンピューター産業の業界構造が複雑で難 しい問題があるという｡

(5)コメント

① これか らの個人加盟方式

全国一般は､50年代高度成長期の始 ま りとともに農村か ら大量 に労働者が流入 し

始め､これの組織化のために総評が作 った ものである｡ そ して､組合 を作 っては潰

れという繰 り返 しの中から､個人加盟 とい う形 に整理 されてきたとい う経緯がある｡

個人加盟の利点は､執行権 と財政の集中である｡ その企業 には 1人の組合員 しか

いな くとも､他 に10人の組合員がいれば11人の団結 として企業 に対抗で きる｡ 東京

一般の専従者体制 はまさにその利点 を生か しているといえる｡

最近い くつかの産別で個人加盟方式の組合 とつ くることが提起 されているが､現

時点では､労働者の多様化への対応 として ｢考 えられた もの｣ とい うニュアンスが

強い｡

② 革新のある運動

共済､年金､相談活動､労働者供給事業､サイバーユニオンと組合員の生活実態､

労働市場の実態 をみなが ら新 しい活動 を提起 して きている｡ 小 さいけれ どプロの活

動家が集中 している組織形態だか らこその機動力ではないか と思われる｡

③ 権利闘争重視の運動

個人加盟方式 とい うこともあ り､権利闘争重視の活動 となっているが､権利闘争

には人 も金 もかかる｡ 加えて現状復帰で きた として も組織人貝が どれだけ増 えるか

わか らない｡その意味で絶 えず組織人貝の限界 に突 き当たることになる｡

権利闘争は､現実 に自分の企業 に起 こった場合､企業別組合では対応 しず らい場

合 も多い｡現在､政府で個人紛争の新たな調停機関を作 ろうとい う動 きがあるが､

こうした問題 について労働組合が どう対応 をす るのか､存在意義 を問われる問題で

ある｡
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④ 大量の未組織労働者 とともにある運動

もともと未組織労働者が圧倒的な中小企業で働 く労働者 をターゲ ッ トとしている

ため､充実 した相談活動 に代表 されるようその運動の視野 を自分の組合員だけに限

定 されない ようにす る志向が強い｡権利闘争 を大切 にす るの も同様である｡

こうした取 り組みは､労力 はかかるがなかなか組織人員 を伸 ばす にはつなが らな

い ｡ しか し､東京一般3,000名の規模で していることを全国一般 5万人でで きれば､

あるいはそれ以上でで きれば､全 く違 う成果が出るもの と期待で きる｡ 個人加盟方

式の利点である執行権 と財政の集中をもっと活用で きる｡ また､労働組合活動のか

なめである専従者の育成､交替 もよりスムーズ にで きる｡

中小労働運動の前進のためには､ある時点で資源 を大量 に投入 し､一定規模 まで

ともか く拡大す ることが必要なのではないだろうか｡それにはもちろん､産別統合

とい う手段 もある｡

全国一般 は総評時代 には総評が人的資金的にバ ックア ップ して きたが､連合結成

にあたって-産別 として整理 された経緯がある｡ 圧倒的に低い中小労働者の組織率

を鑑みるときナシ ョナルセ ンターの役割の再考が必要であろう｡
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第 6章 連 合 の 政 策 参 加
一労基法 ･派遣法改正を中心に-

1.はじめに

本章の目的は､1990年代における連合の政策参加の足跡をあとづけ､その成果を探

ることである｡ いま､日本労働組合総連合会の統一大会 (1989年)に提出された､連

合の綱領 と目標を定めた文書である ｢連合の進路｣をみると､運動の課題の一つとし

て ｢･･総合生活改善の観点から､政策 ･制度闘争の前進など､労働運動の 『力 と政

策』の一層の充実 ･強化が求められている｣とし､そのため ｢･･･中央 ･地方を通

じ調和のとれた経済社会の発展など広 く国民生活に関連の深い諸課題に関する政策立

案 と合意形成､そOj実現 と立法化に向けての活動を強化 し､労働組合の社会的責任 を
*1

果たしてい く｣ ことがうたわれている｡ 同様の主張は､民間連合時代の同様の文 書

である ｢進路 と役割｣､それ以前の統一推進会パ ンフレット ｢民間先行による労働戟
*2

線統一の基本構想｣にもみることができる ｡ 政策 ･制度の改善を図ってい くことは､
*3

まさに､｢労働戟線統一､連合結成の大 きな動機であ り目的であった｣ ｡ この目的

に対 して､連合はいかに取 り組み､いかなる成果をあげたのかを解明すること､これ

が本章のねらいである｡

このねらいを果たすために､本章では､次の三つの法改正に焦点をしぼり､連合の

取 り組みを明らかにするとともに､その成果を探ることとしたい｡

対象とするのは､週法定労働時間を40時間とする労働基準法の改正､新たな裁量労

働制 (企画業務型裁量労働制)にかかわる労働基準法の改正､そ して対象業務のネガ

ティブリス ト方式への変更を行った労働者派遣法の改正の三つである｡ こ･のうち労働

時間の短縮にかかわる法改正では､特に猶予措置の扱いに着 目する｡これらをとりあ

げるのは以下の理由からである｡

第一に､これらがいずれも労働政策だからである｡もちろん､連合のいう政策制度

要求対象が労働政策だけに限られているわけではない｡経済政策､産業政策､税制､

環境政策など多岐にわたっている｡ だが､労働政策はそれらの政策制度の中で も､労
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働者の仕事 と暮 らしに直接関わ り､連合にとっても最 も優先度の高い ものだと考えら

れる｡ いま､自らの仕事 と報酬にかかわることに労働者が単独であるいは組織を通 じ

て発言する機会を持つことを ｢産業民主主義｣ と呼ぶとすると､労働政策の形成過程

への参加はかかる ｢産業民主主義｣を実践する重要な方法の一つであ り､労働政策は

この意味で も最 も優先度が高 くなると考えられる｡

第二に､ この三つの法改正が､いずれも激 しい労使村立を伴 ったからである｡ 週法

定労働時間40時間制の実施に村 しては､中小企業を主要構成メンバーとする使用者団

体が猶予措置の延長を求めて強 く抵抗 し､新たな裁量労働制の導入､派遣適用業務の

ネガティブリス ト化に対 しては労働組合が激 しく反対 した｡ 連合にとっては､まさに

その ｢力 と政策｣の真価が問われる場面であった｡

第三に､三つの法改正のうち､新たな裁量労働制､派遣適用業務のネガティブリス

ト化については､新たな当事者､ しか も極めて発言力の強い当事者が法改正をリー ド

し､連合に対 し､使用者団体だけでな くそれらの新たな当事者にいかに対抗するか と

いう試練 を与えたからである｡ 新たな当事者 とは､1994年に総理府に設置された行政
*4

改革委員会 のもとに設けられた規制緩和小委員会である｡

規制緩和小委員会は1995年 4月9日に行政改革委員会に設けられ､｢規制緩和推進

計画｣(1995年 3月31日に閣議決定)の実施を監視 し､さらに計画に盛 り込まれなかっ

た事項についても聖域な く規制緩和の対象として検討することを目的 とした (行政改

革委員会OB会 1998:8-9)｡規制緩和小委員会での検討 を受けて､行政改革委

員会は､1995年12月14日と96年12月16日に第一次､第二次の ｢規制緩和の推進に関す

る意見｣ を総理大臣に提出 している｡ 規制緩和の対象 とされた事項は､土地 ･住宅に

関する規制から情報通信､運輸､医療 ･福祉の規制 と広範にわたるが､雇用 ･労働 に

かかわる規制 もまたそのターゲットにされた｡ 本章 との関連でいえば､第一次意見で

は労働者派遣事業が､第二次意見では裁量労働制がそれぞれ規制緩和の対象 となった
*5

のである ｡ 政府は､行政改革委員会から提出されたこれらの ｢規制緩和の推進 に関

する意見｣ を最大限に尊重すること､新たな規制緩和方策を積極的に盛 り込む旨の閣

議決定を1995年および96年の12月25日に行 った｡ 閣議決定後､小委員会が提言 した規

制緩和の内容が ｢審議会-諮問されたが､審議会での議論､結論 にかかわらず､閣議
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*(;
決定の内容がそのまま通ることになった｣ のである｡ 強力な発言力をもった当事者

の登場である｡ 連合は使用者側だけでなく､第三の強力な当事者に対抗 しつつ､実質

的な発言力をいかに行使 してい くかという高 く､厚い壁にぶつかることとなった｡

これら三つの法改正に連合がいかに取 り組み､いかなる成果を.あげたかを探るわけ

であるが､ここでは､成果を次の視点から測ることとしたい｡

第一に､連合の政策目標が どれほど法改正に反映されたかである｡ ここでは､法律

の主文だけではなく､施行規則､指針にまでお りて､法律の運用面への影響 もまた対

象とする｡ この基準は､成果測定の基本だといってよいが､それだけではなく以下の

点にも着目する｡

第二に､政策形成への参加 を進めるための体制が､連合内でいかに整備 されたかで

ある｡ たとえば､審議会での労働側代表者が､連合が決定 した基本方針のもとに､同

一歩調をとっているのか否かなどにも関心を寄せることとする｡

第三に､連合が目標を達成するために､どのような戟略､戟術 をたて､それが最終

的にいかなる効果を持ったかである｡ たとえば､規制緩和小委員会で提起 され､閣議
*7

決定 された事項は､｢文言 としては尊重 される｣ から､連合がそれに抵抗 しようと

すれば､運用面で規制をかけるなどの戦略をたてる必要がある｡ それがどのような結

果を生んだのかを明らかにしたいのである｡

第四に､国会あるいは様々な示威行動において､連合がどのような政治的資源を動

員 し､いかに活用 し､それがどのような効果を持ったのかである｡ 連合がその持てる

政治的資源をいかにうまく動員 しえたのかどうかにも着目したいのである｡

なお､連合の政策それ自体 を評価することは､ここでは行わない｡この研究の課題

は､連合の政策がどのような認識のもとに立案されたのかを探ることではなく､連合

が固有の政策を国家の政策､法律にいかに反映 しようとしたのか､･結果 としてどの程
*8

度､それに成功 したのかを明らかにすることである ｡

以上で述べたような課題 を解 くために､日本労働組合総連合会 (連合)､規制緩和

小委員会の元メンバー､日本経営者団体連盟 (日経連)労務法制部､日本商工会議所

産業政策部､民主党衆議院議員政策担当秘書にインタビュー (各 1回､ 1時間～ 1時

間30分)を行 うとともに､関連する文書資料を収集 した｡ さらに､週刊労働ニュース
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をは じめ とする新聞の関連記事､衆議院の本会議および労働委員会､参議院の本会議

および労働 ･社会政策委員会の議事録 を収集 した｡

調査 は中村､三浦お よび連合総研の研究員の緊密な協力の もとに進められた｡ 執筆

に際 して も中村､三浦は意見交換 を行 ったが､最終的には中村が 1節､ 2節､ 3節､

5節 を､三浦が 4節 をそれぞれの責任 において担当 した｡

以下では､ 2節では週法定労働時間40時間制実施 に伴 う猶予措置､ 3節では新たな

裁量労働制 にかかわる労働基準法の改正､ 4節では派遣業務のネガティブリス ト化 を

めざした労働者派遣事業法の改正 をそれぞれ とりあげ､ 5節でその要約 と連合の成果

についてまとめることとする｡

2.週法定労働時間40時間制

週法定労働時間を40時間とする労働基準法の改正が行われたのは1987年である (施
*9

行は1988年 4月1日) ｡ ただ し､労働基準法が刑罰法規であるという性格 を考慮 し､

実際の労働時間短縮の動向を踏まえて､徐 々に週法定労働時間を引 き下げてい くとい

う方針が とられた｡ 菅野 (1994)によれば ｢昭和62年法改正は､労基法上の週法定労

働時間を将来の法定労働時間として高い レベルに定めつつ､当面の法定労働時間は下

位法規 において現実的な レベルに設定するという異例の立法措置を講 じた｡すなわち､

改正労基法 は､附則において､当分の間､『｢40時間｣ とあるのは､｢40時間を超 え48

時間未満の範囲内において命令で定める時間｣とす る』と規定 し｣｢･･政令 ･･に

おいて､当面の週法定労働時間が46時間にさだめ られた｣のである (p.213)｡

週法定労働時間は次 にみるように段階的に短縮 され､最終的に1997年4月1日に週40

時間制が完全実施 されることとなる｡ まず1990年 に政令 (労働基準法第32条第 1項の

労働時間等 に係 る経過措置に関する政令)が改正 され､週法定労働時間は1991年 4月

1日か ら46時間か ら44時間へ と短縮 され､ さらに1993年 には労働基準法の附則 (131

条)が改正 されて､週法定労働時間は1994年 4月1日か ら40時間となった｡48時間か

ら46時間､44時間､40時間への法定労働時間の短縮がこうして進んだわけだが､他方

で､特定の業種お よび規模の事業所に対 しては猶予措置が とられ､1988年 4月1日で
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は48時間､91年では46時間､94年では44時間および46時間が週法定労働時間 とされた｡

猶予措置は､1997年 4月1日か ら廃止 され､上述 したように週法定労働時間40時間制
*l()

が完全実施 されるようになった ｡

週法定労働時間の44時間か ら40時間への移行時期､猶予措置の廃止時期 な どをめ

ぐって､審議会の場で､およびそれ以外の場面で も､労使 は激 しいや りとりを行 った｡

本節では､この移行時期､廃止時期 をめ ぐり連合が どのように取 り組み､いかなる成

果をあげたのかを探 っていこう｡

(1)早期移行と猶予措置

ここでは､1990年の労働基準法の改正､1992年の労働基準法研究会報告 を経て､1992

年12月18日に中央労働基準審議会が労働大臣-①週40時間労働制-の移行時期 を1994

年 4月1日とする､②猶予措置を1997年 3月31日まで とする､③猶予措置は週46時間

から週44時間あるいは42時間- とする旨の建議 を行 うまでのプロセスを追 う｡ この段

階では､ どちらか といえば､週40時間への早期移行､猶予措置の早期撤廃 を求める連

合側 に追い風が吹いていた｡

① 44時間制への移行と猶予措置

週法定労働時間を46時間か ら44時間- と引 き下げるよう政令が改正 されたのは､

上述 した ように1990年である (施行 は91年 4月1日)｡ この時､①100人以下の製

造業､②鉱業､③300人以下の建設業､④運輸交通業､⑤30人以下の貨物取扱業､

⑥10人以上100人以下の商業､⑦10人以上30人以下の映画演劇業､⑧10人以上30人

以下の保健衛生業､⑨10人以上300人以下の接客娯楽業､⑲清掃 ･と畜業､⑪300人

以下のその他の事業の事業所 に対 して適用 されていた猶予措置 もまた変更 された｡

これらの事業所 に対 しては､週法定労働時間44時間制の適用 を2年間猶予 し､その

間は46時間とすることになったのである｡

ここでは猶予措置対象事業所の週法定労働時間 も48時間か ら46時間へ引 き下げら

れたこと､その期限は 2年間 と定められたこと (つま り1993年 3月31日まで)に注

意 しておこう｡ この猶予措置 に関 しては､中央労働基準審議会で労働者側代表がそ

の撤廃 を強 く主張 し､猶予期間 3年間を求める使用者側代表 と対立 し､結局､ 2年
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*ll

間 とす ることで落ち着いた とい う経緯があった ｡ 猶予措置 をめ ぐる労使の対立は

この後 も続 くことになる｡ なお､この時点では週法定労働時間40時間制への移行時

期 は明確 にされていない ｡

② 労働基準法研究会報告

労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会が､その研究会報告 を労働大臣

に提出 したのは､猶予措置廃止の期限であった1993年 3月末のお よそ半年前､1992
*12

年 9月28日のことであった｡研究会報告 は法定労働時間に関 して､①1993年 3月31

日で現行の猶予措置が失効 し､特例措置対象事業場を除 き､週44時間制が全面的に適

用 されること､②新経済計画 ｢生活大国 5ケ年計画｣においても早期に週40時間労働
*l:i

制に移行するとされていること､③ ｢労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法｣

により環境整備が図られること､④欧米主要国では完全週休 2日制が定着 しているこ

とか ら､猶予措置や特例措置 を前提 として1994年 4月か ら週40時間労働制に移行す

ることが望 ましい と述べた｡ここで注意すべ きは､研究会報告にしたがえば､1993年

4月か ら94年 3月31日までは週法定労働時間は44時間のままで､猶予措置 もな くな

り､特例措置対象事業場 を除けば､44時間が全面適用 されることになることである｡

研究会報告では､94年 4月以降の猶予措置については労働時間の短縮が遅れてい

る規模 ･業種 について､一定の期限を設けて40時間労働制 を猶予することが適当 と

述べているだけで､具体的な対象事業場､猶予期間､猶予期間中の法定労働時間が

明記 されているわけではない｡

この研究会報告へ連合､ 日経連は表 6- 1にあるような反応 をした｡ それぞれの

主張がはっきりと対立 していることが読み取れよう｡

表 6-1 労働基準法研究会報告 (1992年 9月28日)への反応

連 合 日 経 連

40時間制への移行時期 1993年 4月 早期移行 には慎華 を期すべ き

猶予措置 廃止 に向けて取 り組む 労働時 間の実態､経営の実態等に十分 に配慮 して箪けるべ き
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資料出所 :連合については ｢労働基準法研究会報告に対する連合の見解 事務局長山田精吾｣(逮

合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.1』(1992年10月28日)所収､pp.12-13)｡
日経連については ｢主張｣(日経連 タイムス 1992年10月8日)｡

③ 審議経過

研究会報告 を受けて開催 された中央労働基準審議会労働時間部会 における議論

は､当初 より労使が激 しく村立 した｡ 表 6-2は､1992年10月9日の労働時間部会

で､労使か ら表明 された移行時期お よび猶予措置をめ ぐる意見 を掲げた ものである｡

表 6-2 第88回労働時間部会での意見 (1992年10月 9日)

労働者側代表

①移行時期 1993年 4月｡ 理由 :前回の労基法改正国会審議の際､総理大臣が ｢93

年移行 を認識 している｣ 旨の答弁 をしている注｡経過措置 を定めた政令 (労働

基準法第32条第 1項の労働時間等 に係 る経過措置 に関す る政令)第131条で も

政令改正は ｢週40時間労働制 に可及的速やかに移行す るため｣とされている｡

②猶予措置 廃止が原則｡猶予措置 を残す場合 も範囲を見直す｡理由 :最低の法

的規制が規模 ･業種 によって格差 を設けるのは法の下の平等の観点か らおか し

い ｡

使用者側代表

①移行時期 急激な進め方ではな く､軟着陸にすべ き｡ 40時間-の移行は ｢2000

年に向けて｣ を想定 していた｡ 理由 :1987年の改正で40時間に定めた時 に､48

-46- 44- 42- 40というふ うに段階的にすすめるとの認識であった｡ 労働時間

が短 くなるほどハー ドルが高 くなっている｡当面は環境整備 をすることが重要｡

②猶予措置 実態に即 して 理由 :労働時間の実態調査では規模 ･業種 によって

格差がある｡ 強制力 をもつ最低規制は遅れているところに配慮すべ きである｡

時短の議論 は実態議論であるべ きだ｡政府の計画等だけでの議論は危険だ｡

資料出所 :｢第88回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(連合中央時短

闘争本部 『労基法改正レポー トNo.2』(1992年10月28日)所収､pp.2-4)より作成｡

注 :連合の主張にある総理大臣の答弁 とは､｢1987年の改正労働基準法の109臨時国会審議 (参議

院)で､野党議員の 『遅 くとも1990年代前半の半ばである1993年までに週40時間制に移行す

べ きではないか』との質問に対 し､中曽根首相が 『1993年 というのは努力目標のひとつの大

事な地点であると心得て､実現するよう一生懸命努力する』と答弁｣ したことを指す (連合

法規対策局 『労働基準法 (労働時間関係)改正要求骨子』(1991年 1月10日)(連合中央時短

闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.1』(1992年10月28日)所収､pp.20-24)｡
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労働者側代表は､国会答弁､政令の趣 旨､法規制の意味から､論理的に週40時間

制への早期移行､猶予措置の廃止 を主張するのに対 して､使用者側代表は労働時間

短縮の遅れ とい う実態 を基礎 に､移行時期の先送 り､猶予措置の存続 を訴 えるとい

う構図になっている｡ 10月22日に開催 された第89回労働時間部会では､使用者側代

表は移行時期 について､｢40時間-の移行 は実態 を重視 してステ ップ ･バ イ ･ステ ッ

プで行 うべ きである｡ 最近のマスコミは40時間-の移行が当然のごとくの論調であ

るが大変遺憾である｡ 次のステ ップは42時間を措いているが､明確 な見解は今後提
*14

示 したい｣ とさらに踏み込んだ意思表示 をすることになる｡

審議 は､ こうした深刻な労使対立 をはらんだまま続 く｡ 研究会報告､労働側代表

の攻勢 に対 して､使用者側 は巻 き返 しを開始す ることになる｡ 表 6-3は1992年11

月18日の労働時間部会での意見 を掲げた ものである｡

表 6-3 第89回労働時間部会での意見 (1992年11月18日)

使用者側代表

①移行時期 労働条件 は労使で決めるのが原則であ り､労基法は､最低基準 を罰

則 をもって守 らせ るものであるか ら経営実態､経済情勢 とかい離 しない よう､

法定労働時間については慎重 にするよう繰 り返 し言ってきた｡ 経営者は､平成

5年4月の44時間にむけて努力 しているところである｡ 次のステップは､42時

間制の 『踊 り場 をつ くり､ステ ップ､バイ､ステ ップで移行すべ きである｡
マ マ

②猶予措置 猶予措置 については､75%クリ-アというルールを適用 して最終 目

標へ と労 ･使 ･行政が努力す るのが大切である｡

労働者側代表

①移行時期 間題は､40時間制への移行 をどのようにスムーズにするかである｡

原則 を42時間にする考えは全 くない｡

②猶予措置 猶予措置撤廃 という主張は変わ らない｡使用者側委員がい う75%が

適正 な判断基準か という問題がある｡

資料出所 :｢第92回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(連合中央

時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.6』(1992年11月30日)所収､pp.2-4)よ

り作成｡
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第 6章 連合の政策参加

使用者側代表は､現行の週法定労働時間44時間が全面適用 となる1993年 4月 1日

に向けて努力 しているところであ り､94年 4月からいきなり40時間とするのではな

く､まずは42時間とすること､他方､猶予措置に関 しては当該業種 ･規模の75%の

事業場が週法定労働時間を達成するまでは猶予を延長することを主張 しているが､

労働者側代表から一蹴 されている｡

だが､使用者側は引 き下がらない｡11月25日の第93回労働時間部会では､①週法

定労働時間を1994年 4月から3年間42時間とする､②週40時間への移行はその時点

で実態調査 を行い判断する､③猶予措置については､75%基準で実態に即 してきめ

細か く設ける等の具体的提案を行 うのである｡ これに対 して労働側代表は①42時間

への移行であれば､政令 (労働基準法第32条第1項の労働時間等 に係る経過措置に

関する政令)の改正 ということになるが､中基審で審議 しているのは法改正に関 し

てであって､おか しい､②87年の法改正時にあまりに広範囲に猶予措置を認めたた

め時短は遅々として進まなかった､③猶予措置は廃止が基本で､あえてゆずるとし
+ll-)

ても75%基準ではなく過半数基準でなければ時短につながらないと反論 した ｡ 労

使間の溝は深いままである｡

こうした深い溝を埋めるべ く､三者構成のもうひとつの当事者である公益委員が

11月30日に開催 された第94回部会で表 6-4にあるような ｢取 りまとめに向けての

検討用メモ｣ を提案する｡

ここで､｢政令改正は行わず｣とは､上述の労働側代表の反論からわかるように､

週法定労働時間の42時間への移行は行わずに40時間へ移行するということであ り､

また移行時期 としては ｢労働側の93年 4月は困難だが研究会報告の94年 4月は充分
*16

できるという判断｣ を公益委員は審議のなかで示すのである｡ 週40時間制への移

行に関 しては､明らかに労働側代表の意見にそった方向でのとりまとめが行われよ

うとしている｡ 他方､猶予措置については､猶予期間を経済計画の期間中すなわち

1997年 3月31日までとして､その範囲については ｢労基法 8条の産業区分 よりきめ

細かな分類 を意識 した実態調査 を行ない､猶予の範囲を決める必要がある｡ 線引 き
*17

の基準 についてはこれからのツメの議論 と考えている｣ と回答 した｡ 猶予期間に
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ついては使用者側代表の意見を受けいれ､範囲についてもその見直 しを慎重に行 う

こととしてお り､ここでは使用者側代表の意見に近いように思える｡ もっとも､労

働側 としても原則廃止を全面的に主張 しているとはいえ､表 6-2､表 6-3から

は猶予措置 を当面残すことは理解 しているように読み取れ､その際には猶予範囲の

見直 しを行 うことを主張 していることからすれば､それほど大 きな隔たりがあるよ

うには思えない｡労使間の対立が予想 される､75%か過半数かの ｢線引き｣につい

ては､公益委員 もこの時点では明確な判断を示 してはいない｡

表 6-4 取 りまとめに向けての検討用メモ (1992年11月30日提出)

週40時間制へ

の移行時期

週40時間労働制への移行スケジュールを決めることが今回の検討の

最大の課題であり､週40時間労働制-の早期移行を求める経済計画

の趣旨を踏まえつつ､平成 5年4月に向けての政令改正は行わず､

一定の準備期間を置いて週40時間労働制へ移行することとしてはど

うか｡

仝規模 ･全業種において週44時間労働制が適用となった以後の実態

を踏まえる必要があり､また､業種区分についてのさまざまな意見

に対応 した実態把握が必要であることから､再度実態調査を行いそ

の結果を踏まえ猶予措置を設けることとしてはどうか｡

猶予措置の内容については､猶予期間は経済計画の趣旨を踏まえ､

その計画期間中とし､また､猶予の水準は､当面､週44時間とし､

実態の進展によっては､更に週42時間とすることも考えられる｡

資料出所 :｢取 りまとめに向けての検討用メモ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正レポー トNo7』

(1992年12月7日)所収､pp.19-22)より作成｡
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第 6章 連合の政策参加

表 6-5 建議素案用メモ (1992年12月14日提出)

法定労働時間

の原則

労働基準法第32条第1項に明記 されている週40時間労働制に早期

に移行することが必要である｡ したがって､平成6年4月より実施

することとする｡

週40時間労働

制への移行 を

円滑に進める

ための措置

(1)週40時間労働制-の移行が困難な事業についてもできるだけ

早期に週40時間労働制に移行できるよう､政府は､時短促進法

を効果的に活用 し､積極的に支援措置を講 じてい くとともに､

その効率的な実施のための体制整備に努めるべ きである｡

(2)週40時間労働制への移行 を円滑に進めるため､一定期間､中

小企業等に猶予措置を講ずることとする｡

猶予期間については､平成8年度末までの間とする｡

猶予対象事業についての法定労働時間の水準については､当面､

週44時間とし､実態の進展 によっては､猶予期間中に週42時間

とすることも検討する｡

猶予事業の範囲については､中小企業等の労働時間に関する

実情や今 までの経緯を踏まえ､週40時間労働制への移行プロセ

スが円滑に進むよう配慮するとともに､具体的範囲については

来年 4月以降の実態を踏まえ､定めることとする｡ その際､審

議の過程で労使 より提起 された業種区分についてのさまざまな

意見に対応 した実態把握に留意する｡

資料出所 :｢建議素案用メモ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo9』(1992年12月24

日)所収､pp.9-10)より作成｡

12月にはいると､公益委員と労働側代表による公労会議､公益委員 と使用者側代

表による公使会議が数度開催 され､意見のす りあわせが行われ､12月14日に開催 さ

れた第95回労働時間部会で建議用素案メモが配布された｡ 表 6-5である｡

表 6-5からわかるように､公益委員側が提出した案は､基準法研究会報告､取

りまとめに向けての検討用メモ､審議会での見解を引き継 ぎ､①1994年 4月から週

法定労働時間を40時間にする､②中小企業に対 して猶予措置を設ける､③猶予期間

は1997年 3月31日までとする､④猶予対象事業の法定労働時間は当面週44時間とし､

42時間も検討する､⑤具体的な猶予範囲は実態を踏まえて定めることとするであっ
*18

た｡ このメモをめ ぐって次のようなや りとりがあった ｡
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第一に､労働者側代表が40時間制への移行時期 を94年4月とする理由をたずね､

公益側が周知期間､猶予措置の範囲 ･内容を確定する時間を考えると､最 も早い時

期 として94年4月だと判断 したと答えた｡

第二に､政府の経済計画では1997年3月31日までに､大部分を週40時間にすべ き

とあるのに､なぜ ｢今までの経緯を踏まえ｣なければならないのかと労働者側代表

が質問 し､公益側は労働時間の実態をみると猶予措置が必要であるからだと答えた｡

第三に､使用者側代表が､公使会議で､もし40時間-す ぐ移行するならば､猶予

措置の範囲と期間に工夫をすべ きで､具体的には46時間猶予 を一部の分野で認めて

欲 しい旨の提案を行 ったことに関して質問 したのに対 し､公益側は､46時間猶予措

置は93年 3月末で失効することとなってお り､再度延長することはしないと答えた｡

一度､決めたことを (46時間猶予措置を93年3月末でやめるということ)ひっくり

返すことは､時短に努力 してきた人とそうでない人の間に不公平をもたらすからで

あ り､また法への信頼 も薄れるからであるとしたのである｡

2日後の12月16日に第96回労働時間部会が開催 されたが､本会議の前に､公労会

議､公使会議が断続的に開かれた｡ 週法定労働時間40時間制-の移行時期を94年4

月 1日とすることについては､この過程で労使間に概ね合意が形成 されていったよ

うに思われる｡ 公使会議での議論内容については不明であるが､断続的に開催 され

た公労会議での議論から､このプロセスをみることがで きる｡ 表 6-6から､労働

者側がまず93年4月という条件をとりさげ､公益代表のいう94年4月に徐々に歩み

寄ってい く様子がわかる｡
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表 6-6 週法定労働時間40時間制への移行時期をめぐる議論 (1992年12月16日)

労働者側代表 公益代表

1.1時-12時45分 40時間制への移行時期 につ 40時間制への移行時期 につい

いては､93年 4月にはこだ ては､猶予 .特例.な~ど法施行

午) 4月で は遅く､~法制定 を考慮 に入れて､最 も早い時

p後速やかに移行す ることに 期が平成 6年 (9_4年)4月と

するべ きだ○ 判断 した○ 使用者側の42時間等の意見 もあつたが､ここに寄せて きた経緯 も考えて欲 しい ○

14時5分†14時30分 40時間への移行の時期 は明記す べ.きとの意見だ○~時期 については､...最 も早い時期が平成 6年 (94年)4月で しかをいことを再度確認~した○労働側の決断を求めたい○

資料出所 :｢中央労働基準審議会労働時間部会公労会議および第96回中央労働基準審議会労働時

間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー

トNo9』(1992年12月24日)所収､pp.5-8)より作成｡

他方､猶予措置については労使間の合意は最後 まで形成 されないままだった｡ 対

立は､主 として､猶予対象事業場の選定方法 と猶予期間中の法定労働時間をめ ぐる
*19

ものであった ｡ 労働者側代表は猶予措置は原則廃止 との方針 を貫 きなが らも､中

小企業の時間短縮の遅れという実態にひきず られた り､これまでの75%基準 という

ルールが無条件 に適用 されることによって､猶予措置対象が拡大あるいは継続 され

ることに強い反対 を示 していた｡ 具体的には､建議 に猶予対象事業場 を ｢中小企業

等の労働時間に関する実情や今 までの経緯 を踏まえて｣定めるという文章 を削除す
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ることを求めたのである｡ これに対 して､使用者側はこの文章を残 し､75%基準 を

残すこと､さらに猶予期間中の労働時間を一部46時間に据え置 くよう求めた｡

*2()

こうした村立を残 したまま12月18日に第97回労働時間部会が開催 された ｡ 公益

委員がまず猶予措置対象の選定に際 して､｢今までの経緯を踏まえて｣では猶予範囲

を予め定めることに通 じるのでこの文言を削除 してはどうかと質 し､使用者側は ｢猶

予措置の線引 きで75%を考慮に入れるとの｣見解を公益側が示 しているとして､こ

れをいったんは受容する｡ だが､その直後､他の使用者側代表から次のような意見

が出される｡

｢『今までの経緯を踏まえて』が削除されることについては強い反発がある｡ これ

を削除するならば､これまでの 『48時間-46時間-44時間』ときた経緯にこだわら

ず､『現行の46時間猶予措置を一定期間残す』改正 もある｡ 週40時間制の94年4月移

行 も含めて新 しい角度から検討すべ きだ｡｣

建議素案用メモ-の全面的な反対意見である｡ それゆえ､｢『46時間猶予 を残す改

正 もある』『40時間制移行時期 も含めての再検討』の意見はこれまでの審議を全 く無

視 したもので｣あるとの労働側代表の対応 も当然のことであった｡

一部の使用者側代表委員の反乱 を収拾するため､部会は一旦休憩にはい り､使用

者側委員会議が開かれた｡ 結局､使用者側内部での調整が行われ､当初の意見にお

ちつ くことになった｡ 部会終了後引 き続 き開催 された第338回中央労働基準審議会に

おいて､①1994年4月1日から週40時間制-移行すること､②中小企業等には猶予措

置を定めること､③猶予期間は1997年 3月31日までとす ること､④猶予期間中の週

法定労働時間は当面44時間とし､実態の進展によっては42時間とすることも検討す

ること､⑤猶予対象事業の範囲については､中小企業等の労働時間に関する実情 を

踏まえて､実態を踏まえて定めることとすることなどを内容 とする報告が了承 され
*21

た ｡ 表 6-5にある建議素案用メモから ｢今までの経緯 を踏まえて｣が削除され

ただけであ り､ほぼ原案 どお りに了承されたといってよい｡

使用者側代表の一部が固執 した46時間猶予措置を一部延長すること､｢今までの経

緯を踏まえて｣という文言を残すことは､この時点では取 り入れられることがなかっ

た｡ その意味ではどちらかといえば､労働側に有利な決着だと考えてよい｡事実､
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当 日の声明の中で､連合は ｢今回の建議 において､週40時間制への移行時期 を94年

4月としたこと､また､現行基準法において､現実対応 とはいえ法の適用において

格差 を是認 している猶予措置 (対象167万事業所､2164万人､雇用労働者の49.6%)
*22

の撤廃 を確認 し､その終了時期 を96年度末 と明示 したことは評価で きる｣ と述べ

ている｡

④ 連合の取 り組み

最後 に､以上のような労働者側 に相村的に有利 な建議 (週法定労働時間と猶予措

置に限るが)を導 くために､連合が どのような取 り組みを行 ったのかをみてみよう｡

基本方針､体制､行動､戟略の順にみることとする｡

労働時間関係の労働基準法の改正にあたって､連合は､1990年の法改正論議が終

了 した段階で､1991年 1月10日の第15回中央執行委員会 において①週法定労働時間

40時間制への移行 を1993年 4月 1日とする､②猶予措置 を廃止することを内容 とす
*23

る要求骨子 をまとめている ｡ 前者 については､表 6-2の注にあるように､中曽

根首相が参議院において1993年が週40時間制移行の ｢努力 目標のひとつの大事な地

点であると心得て｣と答弁 していること､後者 については労働基準法は労働条件の

最低基準 を規定 しているので例外規定はで きる限 りな くすべ きであるとの考 えにも

とづいた ものであった｡ さらに､こうした要求骨子 を ｢120国会での質疑､政府への

要求､経営者団体等への申し入れ､社会党 ･公明党 ･民社党 ･社民連 ･連合参議院

との協議等 における 『連合』の基本要求項 目とする｣としていることか らわかるよ

うに､連合の統一要求 として位置づけていた｡ この基本方針は､これまでみた とこ

ろからわかるように､最終局面まで､労働側代表によって強 く主張 されていた｡

連合の要求骨子が最後 まで労働者側代表委員 によって固持 されていた とい うこと

は､彼 らが､事実上､連合の意見の代表者であったことを示す｡中央労働基準審議

会の労働者側代表の出身母体 と役職 を表 6-7でみると､連合に加盟する産業別組

織出身か､連合事務局出身のいずれかであることがわかる｡ 彼 らは連合の中央執行

委員会で確認 された要求骨子 を基本に審議会に臨んだと考えられる｡
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表 6-7 中央労働基準審議会労働者側代表委員 (第26期 1992年11月 1日現在)

井田隆重 日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長 労働時間部会委員

佐藤幸一 日本労働組合総連合会時短センター局長 労働時間部会委員

田村憲一 日本食品関連産.業労働組合連合会中央執行委員長 労働時間部会委員

徳田孝蔵 ゼ ンセン同盟常任中央執行委員 労働時間部会委員

前川忠夫 全国金属機械労働組合中央執行委員長代理

松井保彦 全国一般労働組合中央執行委員長 労働時間部会委員

資料出所 :｢中央労働基準審議会委員名簿｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo5』

(1992年11月17日)所収､p.8)より作成｡

労働者側代表委員が連合の策定 した統一方針のもとに審議会に臨んだだけでなく､

審議会の外 において も連合は大衆動員を行い審議会に圧力をかけた｡ もちろん､そ

うした示威行動がどれほどの効果を持つのかを定量的に測定することはできないが､

公益委員､労働省 になんらかの影響 をもったことは確かであろう? 労使の対立が鮮

明になって きた11月27日には､総評会館 において ｢労働基準法改正要求実現中央集

会｣を開催 して (約180名参加)連合の今後の対応について意思統一を図るとともに､

同日､93年4月1日からの40時間制への移行､猶予措置の原則廃止､存続の場合に
*2,1

は範囲の縮小 などを内容 とする要請を労働大臣に行 った ｡ ついで｣公益委員か ら

｢取 りまとめに向けての検討用メモ｣(11月30日)が提出された後の12月14日には労
*25

働省前､新橋､渋谷､新宿駅頭で労基法改正に関する街宣活動 を行 った ｡ 12月14

日には ｢建議素案用メモ｣が公益委員側から出されるが､それを受ける形で翌15日

には東京都勤労福祉会館 において ｢労基法改正要求実現緊急集会｣ を開き､中基審

の 7人の労働者側代表委員が課題 を報告するとともに､連合事務局長が ｢いま社会
*26

が注 目している｡ 連合は全労働者のために頑張る｣ との決意を表明 した ｡ 示威活

動は中央 レベルだけではなかった｡ 連合本部は地方連合に対 して①地方労働基準局

への要請行動 を緊急に展開する､②労働大臣お よび中基審会長に対 して労基法改正
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を求める要請を打電する旨の依頼を12月 1日に行っている｡

審議会の大詰めでは基本方針 を主張するだけでは有利 な成果 を得 ることは難 し

い｡ 連合は審議の最終局面で現実的な対応方針を定め､それをもって審議に臨むこ

ととした｡ 12月16日の第96回労働時間部会の後の17日に招集 した第17回中央執行委

員会において､連合は次のような対応方針を確認 した｡ ｢公益委員見解 (建議素案

用メモ)は､原則法定労働時間を40時間制- と移行する時期 として1994年 4月を示

している｡ 猶予措置の廃止時期.とあわせ､全体 として40時間制に移行するプロセス

を明 らかにした ものである｡ 連合 としてこれを前向 きに受け止める｡｣｢猶予措置

については､法のもとの平等に反する措置であ り､連合は､基本的に廃止 を求める｡

当面 (96年度末まで)猶予措置は存続 され､.その範囲は来週の実態調査 にもとづ き､

来秋検討 されることとなるが､その対象範囲について極力縮小できるよう､建議の
*27

素案用メモの修正を含め､強 く主張 してい く｣ ｡ 後者 については､上述 したよう

に､猶予措置対象の選定に際 しての ｢今 までの経緯を踏 まえて｣という文言の削除

として一応の成果をおさめたといってよい｡

以上を要するに､1992年12月18日の労働大臣への建議 に至るまでのプロセスにお

いては､連合は審議会対応体制を確立 し､統一方針を踏 まえつつ､他方で様 々な示

威活動によって圧力をかけながら､最終的には現実的な戦略をとり､相対的に有利

な成果をおさめた｡ だが､事態は急変することになる｡

(2)46時間猶予措置の延長

1992年12月18日の建議にしたがえば､1993年 4月 '1日か ら1年間は週法定労働時間

44時間制が全面適用 され (猶予措置なし)､翌94年 4月 1日から-40時間制へ と移行 し､

猶予措置対象事業場 に村 しては44時間あるいは42時間制が適用 されることとなってい

た｡ だが､この建議 に中小企業を主要メンバーとする使用者団体が強 く抗議 し､自民

党を動か し､結局､猶予措置46時間の1年間延長をかちとることとなる｡ ここではこ

の過程 を明らかにすることにしよう｡ 連合にとっては､それまでに吹いていた追い風

が突然逆風 に変わった瞬間であった｡
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① 使用者団体の抗議

12月18日の建議 に対 しては､前述 したように､審議会の場で も一部の使用者側代

表委員か ら強い不満が表明 されていた｡ 審議会の外 において も使用者団体は猶予措

置の延長 を強 く要望 していた｡ 以下､順 を追 ってみていこう｡

12月10日には､東京商工会議所 (石川六郎会頭 :当時)が ｢週40時間制への移行

について､中小企業の実態 を無視 した見直 しは容認で きない と強調｡今年度末に期
*2H

限切れを迎 える週46時間の猶予措置の延長 を｣求めた ｡ さらに､ 日本商工会議所

は12月18日に表 6-8にあるような意見 を労働大臣宛に提出 した｡

表 6-8 ｢労働時間法制の整備 について (建議)｣に対する意見 日本商工会議所

1.時短はあ くまで も個 々の企業の労使 の自主的な努力 によって進め られるべ き

もので､行政はこうした企業の自助努力 を促進するための環境整備 に徹するべ

きである｡

しか しなが ら､労働基準法 に基づ く週労働時間の基準改定は､その強行法規

の性格上最低 ラインを定めるものであるので､企業の所定内労働時間の短縮の

進展 ･定着状況 を十分 に踏 まえた検討が必要であ り､いたず らに多 くの違法状

態が生ずる様 な基準改定は行われるべ きでない｡また､現下の厳 しい経済情勢

やわが国経済社会 を支 える中小企業 に与える深刻な影響が真剣 に考慮 されるべ

きである｡

審議会 における審議 は､以上 についての認識が不十分な状況の下で行われ､

合意がないままに建議がなされた もの と考える｡

2.企業､特 に中小企業の労働時間の実態か らみて､平成 6年 4月か らの週法定

労働時間の40時間制への移行 には大 きな問題があ り､また､現行の週法定労働

時間の猶予措置 (46時間) について､猶予期間を設定 した時 と現在では企業 を

取 り巻 く経営環境が大 きく変化 してお り､平成 5年 4月以降 も現行水準での猶

予措置の延長が必要である｡

資料出所 :日本商工会議所 ｢『労働時間法制の整備 について (建議)』に対する意見｣(労働大臣

村上正邦宛､1992年12月18日)より作成｡

これまでに明 らかにして きたところか らすれば､審議会の ｢合意がないままに建

議がなされた｣とは考えられないが､一部の使用者側代表委員の意見が公益委員､

労働者側代表委員そ して他の使用者側代表委員によって押 さえつけられて きたこと
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は確かであろう｡ 労基法が強行法規であ り､このままでは多数の中小企業が違法状

態に置かれるとの危機感がにじみでた意見書だといってよい｡たとえ､これまでの

審議経過を無視することになったとしても､46時間猶予措置の延長をなんとか勝ち

取 りたいとの意志を読みとることができよう｡

抗議はさらに続 く｡ 93年 1月20日には､日本商工会議所､全国商工会連合会､全

国中小企業団体中央会､全国商店街振興組合連合会の四団体連名の要望書が労働大
*2ミ)

臣 ･労働省ほか､自民党議員などに提出された ｡ 表 6-9はその一部を掲げたも

のである｡

表 6-9 労働時間法制の見直 しに関する要望

1.わが国経済のかつてない厳 しい不況の下で､中小企業はこの事態を乗 り切る

ため､日夜必死の努力をしているが､こうした状況下において､労働基準法の

法定労働時間の短縮､法定割増賃金率の引 き上げ等が検討 されていることに対

して､全国の中小企業は､死活問題になりかねないとして大 きな危機感 を抱い

ている｡ また､それが､政府の折角の景気対策に大 きなマイナス要因となるこ

とも強 く憂慮 される｡

時短の実態は当然 コス トアップを伴 うが､中小企業はそのコス トアップを吸

収することが容易ではなく､ましてや､価格転嫁は､目下の深刻な経済状況の

下では極めて困難であ･る｡ また､そもそも､労働基準法は懲役刑 を伴 う強行規

定であ り､その性格上､労働条件の最低基準を定めるものである ｡

このため､労働基準法の改定については､中小企業の現実の所定内労働時間

等の実態が十分に尊重 されなければならず､また､中小企業の経営に与える深

刻な影響について真剣な配慮が必要とされる｡

しかるに､今回検討 されている改定は､大企業の現状からみて､実質的には

中小企業だけに影響をもたらすようなものとなっている｡ わが国経済社会を支

える中小企業に対 してこそ､今回検討 されている諸措置について､その現状に

即 した適切な特別扱いを講 じられたい｡

もとより､我々は､今後 とも､企業が時短推進に自らの努力により積極的に

取 り組むよう鋭意努めてい く所存である｡

2.具体的には､次の措置を講 じられたい｡

(1) 週法定労働時間については､中小企業については､当分の間､原則44時間

制を継続すること｡ また､政令で定めている猶予措置については､平成 5年

4月以降も現行水準 (46時間)で延長 し､その原則時間 (44時間)-の移行

については､今後実態の進展を踏まえて検討することとすること｡

以下､略
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資料出所 :日本商工会議所､全国商工会連合会､全国中小企業団体中央会､全国商店街振興組合

連合会 ｢労働時間法制の見直 しに関する要望｣(1993年 1月20日)より作成｡

中小企業の労働時間の実態を踏まえて､無理な時間短縮を法律 によって強制する

ことのないよう訴え､具体的には中小企業に限って､週法定労働時間を44時間､猶

予措置を46時間として据 え置 くこと､言い換えれば90年改正を当分の間そのまま延

長することを求めたものである｡

使用者団体はこうした意見書､要望書を公表 しただけではない｡44時間制および

猶予措置46時間制の据 え置 きを､自民党 に対 して直接､働 きかけてもいた｡

こうして中小企業 を主要メンバーとする使用者団体は90年改正の延長 を強 く迫っ

ていった｡

② 審議経過

延長要請は審議会の場で も粘 り強 く行われた｡

1992年12月18日の建議 を受けて､①1994年 4月から週法定労働時間40時間制へ移

行すること､②猶予措置対象事業所については97年 3月31日までの間40時間-44時

間の範囲内で定める時間とすることなどを内容 とする法律案要綱が､1993年 1月21

日に中央基準審議会に諮問されることになるが､その審議の場 においても､使用者

側代表委員は依然 として猶予措置の延長 を求めた｡

1月22日に開催 された第99回中央労働基準審議会労働時間部会において､法案要

綱 を議論する場であるにもかかわらず､使用者側代表委員は原則44時間､猶予措置

46時間の延長 を申 し出ている｡ 表 6-10がその一部 をまとめたものである｡

延長を求める使用者側代表委員はまさに四面楚歌 といった状況にあることがわか

る｡ 94年 4月 1日か らの週法定労働時間40時間制への移行､猶予措置の46時間か ら

44時間への移行､猶予措置の97年 3月31日での終了に関 しては､公労使間に既 に合

意がで きてお り､92年12月18日の建議 に盛 られている.ことであ り､いまさら議論す

ることでは-ない とい うのが労働者側代表委員､部会長 (公益代表委員で もある)そ

して事務局の見解であった｡
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表 6-10 第99回労働時間部会での意見 (1993年 1月22日)

使用者側代表委員

景気が一段 と冷え込んでいるので､法定労働時間の原則を44時間､猶予措置を

46時間そのまま延長すべ きとの経営者の強い声である｡ この間題について検討の

場を設けることをお願いする｡

景気動向調査によると先行 き不透明という結果が出ている｡ 地方の経営者から

は大変だという声がいっぱいきている｡ それを反映 して猶予措置を平成 9年 (97

午)3月31日で終わ りとすることに反対が強い｡当分の間､原則週44時間と猶予

措置46時間を残 してほしし.､､｡ ･･･実態無視の法改正には反対 という意見 もある｡

これは議論ではなく､お願いである｡

労働者側代表委員

建議をまとめる時､部会長が ｢46時間猶予の検討の機会を設ける｣ことの部会

報告 をしたとき､労働側は論外であるといった｡ 法案要綱の議論の際､これは遠

慮 して頂 きたい｡

部会長

建議では三論併記ではな く､まとまった｡ その際､｢46時間猶予の検討の機会

を設ける｣ ことを報告 し､それについては努力する｡ しか し､平成 6午 (94年)

以降 も46時間にするということは建議からはづれてお り､議論がもとに戻ってし

まう｡ ｢お願い｣ ということでもあ り､今 日の議論ではこの問題は横 に置かせて

ほしい｡

事務局

猶予措置の平成 9年 (97年)3月31日の終了時期は建議にそったものである｡

資料出所 :｢第99回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央

時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo12』(1993年 2月3日)所収､pp.2-6)よ

り作成｡

なお､表 6-10にある ｢46時間猶予の検討の機会を設ける｣について､若干､触

れてお く必要があろう｡ これは12月18日の労働大臣への建議に先立ち､-中央労働基

準審議会において労働時間部会長が部会報告 を行 った際に､｢なお､この報告の中

には書かれてお りませんが､使用者側委員から現行の猶予措置の対象事業場のうち､

平成 5年 (93年)4月から週44時間労働制に移行することが困難な事業場について､

猶予措置の延長に関し､改めて議論する場を設けてはしいとの強い意見がございま

415



した｡ 部会長 として､平成 5年 (93年)3月末までの適当な時期に､検討の機会を
*3()

設けることとしたいと､併せてご報告申し上げます｣ と述べたことを指 している｡

上述 したように､12月18日の労働時間部会では一部の使用者側代表委員が猶予措置

延長を求めて反乱 をおこし､他の使用者側代表委員 との調整によってようや く合意

を得たという経緯があった｡ 部会長報告はこの点を踏まえてのものだと思われる｡

もっとも､検討の機会を設けるとは何を意味するのかは､この口頭報告の限 りで

はよくわか らない｡労働者側代表委員が ｢『検討の場』についてどういうものか｣

との当然の質問を行 った時 も､会長は ｢部会長からそういう報告があったことをき
*31

いたことにして､了解はいらないが理解はしてはしい との答え｣ ただけで､その

内実は明 らかにされなかった｡ 一部の使用者側代表委員が､この ｢検討の場で｣46

時間の猶予措置の延長が議論 され､実現 されるかもしれないと期待 したとしても不

思議ではない｡

四面楚歌のなかにあって も使用者側代表委員はひるまない｡つづ く第100回労働

時間部会 (1月29日)においても､再度､中小企業に対 しては原則44時間､猶予措

置46時間を主張するのである｡ 表 6-11は各代表委員の意見の一部をまとめたもの

である｡

結局､労使の意見の村立を残 したまま､法定労働時間に関 しては､諮問にあった

とお り1994年4月 1日か ら週法定労働時間40時間制へ と移行する､ただし一定の規

模以下または一定の業種の事業所については1997年 3月31日までは40時間から44時

間の間で命令で定める時間とするとの部会報告案が了承 され､引 き続 き開催 された

本審議会においても了承 されることになった｡ もっとも､労使意見は別紙 として添

付 され､特 に､使用者側代表委員意見では依然 として①中小企業については法定労

働時間は原則44時間とすること､②猶予措置46時間制 も当分の間延長すべ きことが

主張 されている｡ また､審議の中で､労働省が ｢猶予措置46時間制延長の問題は別

に対応 したい｣ と述べ､部会長 も ｢事務局の対応を待 って､審議会 としてどうする

か対応を考えたい｣ と回答するなど､使用者側代表委員の ｢猶予措置延長をめ ぐる

検討の場の設置｣が具体性 を帯びて くることになった｡
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表 6-11 第100回労働時間部会での意見 (1993年 1月29日)

使用者側代表委員

40時間制-の移行 について､原則的措置は理解するが､経済の実態から禿離 し

ないよう十分配慮する必要がある｡ 中小企業について､当分の間､44時間制 を継

続すべ きだ｡猶予措置は平成 9年 3月で終了することになっているが､この扱い

についても40時間制-の移行が円滑 に行われるよう特段の配慮がなされるべ きで

ある｡ 本年 3月31日で切れる猶予措置46時間制の延長を別途検討 してほしい｡

労働者側代表委員

40時間制への移行スケジュールについては了 とする｡ 猶予措置週46時間の延長

の検討問題 と法案要綱 と絡 ませることには反対である｡ このようなことが前提 な

ら審議への対応を検討 しなければならない｡

部会長

使用者の中小企業の原則時間を当面の間､44時間とすべ きとの意見だが､建議

では､中小企業に配慮 して､平成 9年 (97年) 3月31日まで猶予措置 を残す こと

にしている｡

猶予措置46時間の延長問題だが､労働省 としてなんらかの対応があればやると

いうことであ り､部会 としては93年 3月で終了 させるとの結論 を91年段階で出 し

ているので､部会 としてどうのこうのとはいえない｡事務局の対応 を待 って､審

議会 としてどうするか対応 を考 えたい｡

事務局

中小企業について､当分の間､原則44時間制を継続 し､本年 3月31日で切れる

猶予措置46時間制 を､延長すべ きであるとの使用者側の意見は建議の枠外である｡

猶予措置46時間制延長の問題は別に対応 したい｡

資料出所 :｢第100回中央労働基準審議会労働時間部会及び第340回本審議会報告 連合時短セ ン

ターまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo13』(1993年2月8日)

所収､pp.2-5)より作成｡

火種 を残 したままの決着であった｡ ひとまず了承 された部会報告 について も､労

働者側代表委員からは ｢猶予措置週46時間の延長問題だが､過去の経緯 を無視 し､

信義則にもとる｡ 時計の針を逆に回すことがごとき審議 には到底応 じることはでき

ない｣ と批判が出ている｡ 部会長は ｢91年に当審議会が､46時間猶予はこの 3月で

終わ りとすると決めたものを､同 じ審議会が自ら修正で きない｡一生懸命努力 した
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労使 に不公平感 を生む｣ と労働者側代表に賛意 を示 しつつ も､｢ただ一旦決めたか ら

修正で きないか といえば､議論することをも否定することはで きない｣ とし､労働

側か らさらに ｢93年4月-94年 3月の間の猶予延長検討 を認めるのか｣ と問われると

｢労働省か ら諮問 されたら審議 しなければならない と私個人 としては考える｣ と回
*32

答 している ｡

以上の ように､使用者側代表委員は､原則44時間､猶予措置46時間の延長に最後

まで固執 し､労働省か ら ｢猶予措置延長 をめ ぐる検討の場の設置｣ とい う一定の譲

歩 をかちとり､使用者側意見 として答申に添付することに成功 した｡

③ 政令改正の諮問

使用者側の猶予措置46時間制延長 に関する各方面-の働 きかけはすでに始 まって

いた｡先 にみた自民党労働部会-の直接の訴 えがそれをはっきりと示す ものである｡

2月にはいると､そうした動 きが徐 々に形にな りは じめて くる｡

週刊労働ニ●ユース (1993年 2月22日) によれば､｢とくに中小企業 を傘下 に収め

る日本商工会議所 (石川六郎会頭 :当時)は､週46時間の猶予措置 を当分の間延長

す ることを強 く要請､同審議会の建議があった昨年来以降､自∵民党の商工､労働の

両部会への働 きかけを強めていた｡ /労働省側 も､法案要綱の答 申があった 1月29

日の審議会で 『何 らかの検討 を行 う』と説明｡法案提出のためには妥協が必要 と最

終的に判断 し､近 く1年延長の方針が示 される見通 しだ｡/改正法案の国会提出 と､
*33

いわばバーターの形で猶予措置の期間延長が行われ ようと｣ している ｡

また､ 2月27日に出された中基審労働者側代表委員の ｢法定労働時間 『猶予措置

46時間延長 に反対』の声明｣ によれば､｢労働基準法改正案は 2月19日に閣議決定

され､当 日国会に提出された ｡ この審議 は参議院の予算委員会等 もあ り､早 くて 3

月下旬の予定のようであるが､当面する重大な問題 は､労働省が国会への法案提出

にあたって93年 3月で切れる猶予措置46時間の期間延長 を自民党 に約束 し､政令改

正 を諮問するため 3月 8日に中央労働基準審議会を開催 しようとしていることであ
*34

る｣ ｡
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以上の二つの情報か ら次のような動 きがあった と想定 しうる｡ まず 日本商工会

議所 をは じめ とす る使用者団体が､前節でみたように自民党労働部会､そ して商

工部会に猶予措置46時間制の延長を強 く働 きかけた｡ その意向を受けた自民党が､

94年 4月 1日か らの週法定労働時間40時間制､猶予措置44時間制 を内容 とす る労

働基準法改正 を望 む労働省 と取引 を行い､法改正の国会審議 を進める代 わ りに猶

予措置46時間の延長 を求めた｡

以上の想定が正 しいか どうかは別 として､ とにか く､1993年 3月8日の第341画

中央労働基準審議会 に ｢労働基準法第32条第 1項の労働時間等 に係 わる経過措置

に関する政令の一部 を改正する政令案要綱｣が諮問 された｡ それは1994年 3月31

日まで猶予措置46時間を延長することを内容 としてお り､その対象 として①100人

以下の製造業､②100人以下の鉱業､③100人以下の建設業､④100人以下の運輸交

通業､⑤30人以下の貨物取扱業､⑥10人以上100人以下の商業､⑦10人以上30人以

下の映画演劇業､⑧10人以上30人以下の保健衛生業､⑨10人以上100人以下の接客

娯楽業､⑲100人以下の清掃 ･と畜業､⑪100人以下のその他 の事業の事業所 をあ

げた｡

1993年度における法定労働時間をそれ以前 と比較すると表 6-12のようになる｡
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表 6-12 法定労働時間の比較 (1990年改正と1993年改正)

業 種 規 嘩 壬33去:芸:311～ 壬…3宝:43:3Tl 変 隼
製造業 101人以上 44 44

100人以下 46 46 据 え置 き

鉱業 101人以上 46 44 廃止

100人以下 46 46 据 え置 き

建設業 301人以上 44 44
101人-300人以下 46 44 廃止

100人以下 46 46 .据 え置 き

運輸交通業 101人以上 46 44 廃止

100人以下 46 46 据 え置 き

貨物取扱業 31人以上 44 44
30人以下 46 46 据 え置 き

林業 仝規模 .44 44
商業 101人以上 44 44

金融広告業 仝規模 44 44
映画演劇業 31人以上 44 44

10人-30人以下 46 46 据 え置 き

通信業 仝規模 44 44
教育研究業 仝規模 44. 44
保健衛生業 31人以上 44 44

10人-30人以下 46 46 据 え置 き

接客娯楽業 301人以上 44 44
101人-300人以下 46 44 廃止

10人-100人以下 46 46 据 え置 き

清掃 .と畜業 01人以上 46 44 廃止

100人以下 46 46 据 え置 き

官公署 仝規模 44 -44
その他の事業 01人以上 44 44

101人-300人以下 46 44 廃止

注 :10人未満の商業､映画演劇業､保健衛生業､接客娯楽業は特例措置の対象となっているため､

この表から外 した｡

この表 によると､第一に､猶予措置の延長が全面的に適用 されたわけではな く､

猶予措置が廃止 され法定労働時間44時間制が適用 されるようになった業種､規模 も
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あったこと､第二に､猶予措置延長は特定の業種の100人以下ない しは30人以下の事

業所に対 して行われたことがわかる｡ 猶予措置が廃止 された事業所 も存在 したとは

いえ､それは1990年法改正で定められた ｢猶予措置46時間は1993年 3月31日をもっ

て廃止｣を覆す ものであったから､特に労働側から強い抗議が表明された｡

第341回中央労働基準審議会において､労働側代表委員は､政令案要綱が諮問 さ

れること自体に異議があるとして表 6-13にあるように激 しく抗議 した｡

表 6-13 第341回中央労働基準審議会における労働者側代表意見 (1993年 3月 8日)

①91年 4月に施行 された 『原則労働時間を44時間とし､猶予措置46時間について

は93年 3月までの 2年間とする』との現行政令を後退 させ､猶予期間を延長 し

ようとするものであ り､時短 に逆行する許 し難い改悪である｡

②本 日諮問された政令改悪は､労働基準法等改正法案に関する自民党内手続 きの

過程で､一部の使用者の働 きかけを受けた議員の意見をいれ､労働省が決断 し

たものである｡ 事前 に中基審に諮ることな く､政令改悪 を決断 し､『結論先 に

あ りき』の理不尽な審議 には､労働者代表委員は応 じられない｡

③反対理由は

･過去に例 をみない措置であること

政省令 を含む労基法の改正は､公労使で構成する中基審の審議 を経て国会や

閣議で決める仕組みになっている｡46時間猶予の期間は､90年10月4日の第321

回中央労働基準審議会において､労使それぞれに意見はあったものの､全会一

致で答申を行ったものである｡ この決定を覆せば､信義 と法に対する信頼 を失

うことになる｡ さらに本問題は､昨年12月の公使会談が発端 となっている｡ 3

者構成の審議会であるにかかわらず､公使会談における経緯がこの様な形で実

施 されようとしていることはまことに不条理である｡

･労使の時短努力に水 をさし､労働行政への信頼が損なわれる｡

猶予措置46時間適用をうける企業の労使は､93年 3月で廃止 されることを前

提 に44時間制の達成 と､40時間に向かって一生懸命努力 してきた｡ また､地方

労働基準局の第一線の監督官 も､猶予措置46時間は93年 4月から44時間に移行

することを前提 に､事業主に村する指導を行 ってきた｡

一旦決めたことを破れば労使および労働基準行政に村する信頼が著 しく損な

われ､今後に一大汚点を残す ことになる｡ また､この様なことを一度決めたら､

『40時間適用に関する猶予措置の97年 3月廃止』についても､国民からの信用

と信頼 を失 うこととなる｡
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資料出所 :｢第341回中央労働基準審議会報告 連合時短センターまとめ｣(連合中央時短闘争本

部 『労基法改正 レポー トNo14』 (1993年3月17日)所収､pp.1-5) より｡

労働者側代表委員の言うように､この政令改正は､内容的には現行政令の後退で

あ り､手続的には三者構成機関たる中基審の存在意義を危 うくするものであ り､さ

らに結果 として ｢信義 と法に対する信頼｣を失わせ､労働行政-の信頼 もまた失わ

せる危険を持つものであった｡

会長､公益代表委員､労働省事務局がこうした抗議に懸命に答え､労働側代表委

員の説得 を試みるが､結局､労働側代表委員 7名全員は中途退席 し､表 6-13と同

じ内容の ｢抗議声明｣を発表する｡

その後 も会長､公益委員､労働省が労働側代表委員に審議会に出席 し､審議に参

加するよう説得を試みる｡ まず 3月10日には､労働事務次官､組合課長が連合事務

局長を訪問 し､翌11日は中基審会長の呼びかけによる公益代表委員 と労働側代表委

員の懇談が行われ､大詰めの 3月16日にも公益委員を代表 して労働時間部会長が労
*35

働側代表委員を訪問 し､出席を要請 している ｡ 以上の説得にもかかわらず､猶予

措置延長の諮問に対する労働側の反対は根強 く､結局､労働側代表委員欠席のまま

3月17日に第342回中央労働基準審議会が開催され､猶予措置延長を内容 とする政

令案要綱の答申が了承 された｡

以上のように､現行政令を ｢後退させる｣政令改正が､中小企業を主要メンバー

とする使用者団体の政治力により､労働側代表委員の欠席 という異常事態が続 く中

で了承 されることになった｡ これが異例であるということは､たとえば､答申文､

添付 された公益委員見解および審議会での会長の意見からわかる｡ (表 6-14)
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表 6-14 猶予措置延長をめぐる見解 (1993年 3月17日)

答申 ･..(労働省 は)､本諮問要綱の審議 に当た り｢審議会の機能

を危う くする事態 に立ち至つキことに深 く留意 し､今後の審議会

の適切 な運営に努めるべ きである○

公益委員見解 ･..労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法

-の一部 を改正する法律案について､労働省が関係方面 との懸命な

調整 を行い､平成 4年12月18日付けの当審議会の建議 に即 した内

容で国会への提出を行 ったことは評価するものの､その過程 にお

いて､今般諮問され.た猶予措置の延長についての労働省の対応が

当審議会 との十分な連牌 を欠いていたことは遺憾であ り､労働省

の反省 と今後の適切な対応 を求めたいO.

会長意見 答 申の形 は異例だ○特 に､最後の4行だ○ ま.た､公益見解の頭

書 きの最後で労働省の相応 を叱っている○

労働側委員の欠席は､三者構成である審議会の機能を危 うくす

るものであ り､遺憾セある○

･また､労働側欠席の原因をつ くったのは使用者側である○ 業界

団体のうごきによって審議会の外で話が進められ､急に審議会に

出てきたO.もう少 し早 くから提起 していただけたら労働側 も検討

の余地があったのではないか○審議会の外で決まったことに労働

資料出所 :答申については ｢労働基準法第32条第 1項の労働時間等に係わる経過措置に関する政

令の一部を改正する政令案要綱｣(答申)､公益委員見解は ｢(別紙)公益委員見解｣､

会長意見は ｢第342回中央労働基準審議会報告 連合時短セ ンターまとめ｣ より｡

いずれも連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.15』(1993年4月2日)所

収で､それぞれp.22､pp.23-24､pp.25-26｡

明示的に言われているわけではないが､使用者側が審議会の外で自民党 に強 く働

きかけて政令改正 を政治的に迫ったこと､労働省が自民党の圧力を受けて､審議会

と十分な連絡 をとらずに政令改正 を準備 したこと､それによって労働者側代表委員

欠席 という事態を招いたことを批判 しているといってよい｡

結果 としては､労働側はこの突然の猶予措置延長圧力 をはねかえす ことはで きな

かった｡ だが､その間､何 もしなかったわけで もない し､また何の影響力 を持ち得
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なかったわけで もない｡連合の取 り組みを次 にみてみよう｡

④ 連合の取 り組み

連合の資料 によると､労働省が46時間猶予措置延長 を決断 したのは 2月16日だ と
*こ;(～

されている ｡ それ以降の連合の取 り組みを抗議行動､対応方針などに注 目してみ

ていこう｡

表 6-15は2月中に､連合が46時間猶予措置延長反対のために行 った行動 を示 し

た ものである｡ 労働省 をはじめ､通産省､中小企業庁などの省庁､そ して 日経連 を

は じめ とす る使用者団体 に対 して幅広 く､強い反対の意志 を表明 していることがわ

かる｡

表 6-15 連合の猶予措置延長反対をめぐる取 り組み (1993年 2月末まで)

月 日 敬.り組み内容

2月16日 事務局メンバーによる ｢猶予措置週46時間の期間延長反対｣(会長名)

を労働大臣に緊急に申し入れ○

17日 産労懇 において猶予措置延長反対の態度 を明確 に主張○

17日 労働省前で抗議の街頭宣伝活動.○

18日 日経連 との定期会談 において､猶予措置延長に最大の不信感 をもつ と

連合方針を主張○

18日. 労働省前で抗議の街頭宣伝活動○

19日 中小連絡兵闘協議会 (連合加盟の14組織か らなる)が､労働大臣､通

産大臣へ週46時間猶予措置の期間延長に反対する申し入れ○

22日 中小企業庁 との会談で連合の態度 を主張○

26日 東京商工会議所 との定期会談 をこおいて､猶予措置46時間の延長 には絶

対反対 と主張○

資料出所 :｢『猶予措置の延長に反対』の取 り組みのまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改

正 レポー トNo.15』(1993年 4月2日)所収､pp.2-4)､連合 『wEEKLY れんごう』
No.139(1993年2月19日)､No.140(1993年2月26日)､No.141(1993年3月5日)よ

り作成｡
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第 6章 連合の政策参加

こうした抗議の申し入れや街宣活動を行いつつ､連合は審議会の場での対応方針

を以下でみるように組織として決定 している｡

猶予措置延長を内容 とする政令案要綱が諮問される6日前の 3月2日に､連合は

中基審労働側委員打ち合わせ会を開催 し､①今後の中基審への対応は､機関確認に

もとづ く組織対応を行う､②審議会には､強固な態度で臨む､具体的には中基審退

席か欠席かいずれかの対応を行 う､③ 3月8日12時30分から､労働省前で ｢抗議行

動｣を展開する､④ 8日の審議会を受けて､必要があれば ｢緊急臨時中央執行委員
*37

会｣ を開催 し､以降の対応を協議する､という考え方をまとめている ｡ ここで重

要なことは､第一の点であって､今後の対応は連合の機関確認にもとづ き､組織 と

して対応するという点である｡ 前節 と同様に､労働側代表委員は､事実上､連合の

統一方針を踏まえて行動するよう期待 されていた｡

この考え方は､翌 3月3日の連合中小企業労働対策本部､4日の第 1回拡大中央

闘争委員会でも確認され､連合の統一方針 としてオーソライズされた｡

政令要綱案が諮問される3月8日の朝 8時から､連合 6人委員会､戟術小委員会､

中小企業労働対策本部長の合同会議､つづいて中基審労働側委員会が開かれ､この

日に開催予定の第341回中央労働基準審議会に臨む方針 として､①中基審に諮問さ

れる猶予措置延長については受けられない､②労働側委員 7名は諮問に反対 し､退
*:iホ

席することを決めた ｡ ここでも連合は退席方針を組織 として決定 し､前述 したよ

うに､この決定通 りに労働側代表委員は審議会の場で意見を述べ､行動 した｡

さらに､ 3月12日に開催が予定されていた中央基準審議会委員懇談会への対応を

め ぐって､前 日の11日夜に開かれた連合 6人委員会､戟術小委員会､中小企業労働

対策本部長による合同会議は､ 3月8日の審議会から情勢の進展がないことなどを

理由に審議会欠席を中基審労働側委員に検討 してもらうことを決め､この決定をうけ
*39

た中基審労働側委員会議でも同様の認識が確認されて欠席する方針が決定された ｡

労働側代表委員は12日の懇談会にはこの決定 どお り欠席 した｡

6人委員会などによる合同会議は15日にも開催 され､17日にせまった第342回中

央労働基準審議会への対応が検討された｡ この場で､審議会対応は連合会長､事務

局長に一任することが決定され､これを受けて会長､事務局長は16日に予定されて
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いる公益委員 と労働側代表委員 との折衝の内容､引 き続 き行われる労働側代表委員

会議 を踏 まえて最終的判断をすることとした｡ ここでは会長､事務局長が対応の最

終判断を行 うとしたことに注意すべ きである｡

16日に開かれた公益委員 と労働側代表委員 との折衝は､連合にとっては ｢情勢の

変化はない｣ と評価せ ざるをえないものであった｡ そのため､引 き続 き行われた労

働側代表委員 との協議 において､連合事務局長は次のような判断を示 した｡ すなわ

ち ｢17日の審議会-の対応については､･･･会長 ･事務局長に一任 してもらった｡

一任の内容は 『出席の判断は､諮問を撤回するか､それに準ずるものがでれば再検

討する』だが､今､このような情勢にはない もの と受けとめる｣｢この問題は中小

労働者の時短問題であ り､これを使 って条件闘争 をすべ きでな く､中小企業労働者

のためにも､連合のためにもすっきりした対応をした方がよい｡労働側委員には大

変迷惑を与えるが､機関対応 させてほしい｡明日 (17日)は欠席 したほうがよい と
*4()

の判断で､会長 も同 じだ｣ ｡ こうして中基審労働側代表委員は連合の方針 どお り､

17日の中基審に欠席 した｡

以上でみるように､猶予措置の延長を諮る中基審-の対応は連合が組織決定 した

方針のもとに進められ､中基審労働側代表委員は途中退席､欠席を続けた｡

他方､連合は中央だけでなく､地方連合を通 じて､地方労働基準審議会での猶予

措置をめ ぐる審議､労働基準局への反対申し入れ､あるいは地方労働基準審議会公

益委員の賛同を求めるなどの働 きかけを行った｡ 表 6-16は､そうした地方連合の

取 り組みを示 したものである｡ 重複を除 くと､34の地方連合が中央の求めに応 じて､

なんらかの行動 を起 こしていることがわかる｡ つまり連合は､地方連合組織を通 じ

て､46時間猶予措置延長反対の全国的キャンペーンを行 ったのである｡
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第 6章 連合の政策参加

表 6-16 地方連合会の取 り組み (1993年 3月30日まで)

資料出所 :｢猶予措置1年延長反対の地方連合会の取 り組み｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改

正レポー トNG15』(1993年4月2日)所収､pp.5-12)よ り作成｡

そればか りではない｡政令案要綱が了承 された第342回申基審が開催 された 3月17

日の午前 8寺 より､社会党､公明党､民社党､社民連､改革連 の衆議 院お よび参議

院の労働委員会メンバ ー と懇談 した｡ この 5野党 は連合の要請 を受 け､連名 で同 日

午後 2時か ら労働大臣に対 して猶予措置延長諮問撤 回を申 し入れた｡ その一部 を示

す と以下の とお りである｡ ｢･･今 回の 『週46時間制の適用延長』諮問については､

一部の使用者団体の要請 を受 けた 自民党 と労働省 の間で､労働基準法改正法案 を認

める代 わ りに現行猶予措置延長 を認める との 『取引』が行 われた と伝 えられること
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も見逃せない｡/このような 『取引』が強行 されれば､猶予措置がことし3月で廃

止 されることを前提 として労働時間短縮にまじめに努力 してきた対象中小企業の労

使 にとっては､『正直者がバカを見る』ようなことで､認めがたいことであろうし､

また､労働行政への信頼が損 なわれ､政府の方針に基づ き行政指導に当たってきた

第一線の監督官 もとまどい､職業遂行意欲 をそがれることは必至で､将来に重大な

禍根 を残す ことになろう｡ /われわれはこのような立場から､今回の暫定措置政令

改正案要綱の諮問について､貴職に対 し強 く抗議するとともに､再考するよう強 く
*41

求めるものである｡ ･ ･ ･｣

この申し入れは､表 6-13に掲げた労働者側代表委員の意見 とほぼ同 じ内容であ

る｡ こうして､連合は野党 を通 じて､労働省 に圧力 をかけた｡

以上を要するに､連合は､労働省が猶予措置延長を決断するとす ぐに､大衆動貞

して抗議行動を組織するとともに､省庁､使用者団体に対 して猶予措置延長反対の

意志表示 を行い､政令案要綱が諮問されると審議会対応についてはその方針を組織

として決定 し､それに従って行動すること (中途退席 と欠席)を中基審労働側代表

委員に求め､他方で､地方連合を通 じて猶予措置延長反対の全国キャンペーンを行

うとともに､野党を通 じて労働省に延長反村の圧力をかけた｡

こうした連合の一連の行動は､ しか し､実を結ぶことはなかった｡ だが､それが

何 も効果 をもたらさなかったとはいえない｡表 6-14にあげた答申文､公益委員見

解お よび中基審会長意見が､労働省､使用者側の対応を厳 しく批判 している背景に

は､以上で見た連合の強硬な姿勢があったと考えられる｡ さらに､連合の一貫 した

対応､それを背景に生まれたと思われる公益委員､会長の批判が､4年後の97年 3

月末の猶予措置完全廃止をめ ぐる使用者側の対応に一定の枠 をはめることとなった

と思われるのである｡

(3)猶予措置の全面廃止

1994年 4月 1日から週法定労働時間は40時間となった｡ 他方で､猶予措置は1997年

3月31日まで継続 された｡ 94年以降の猶予措置の継続についても労使の激 しい攻防が

あったが､ここでは猶予措置の経緯を簡単に示すだけで､詳 しくは立ち入らない｡97
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年 4月1日からの週法定労働時間40時間制の完全適用 (特例措置は除 く)をめ ぐり､

前節 と同様の猶予措置延長問題が再浮上 してきた｡ だが､今回は猶予措置延長 を求め

る使用者側の意見は受け容れ られず､結局､93年法改正 どお りに97年 4月1日より40

時間完全適用 となった｡ 本節では､40時間完全適用をめ ぐる労使の攻防 と連合の取 り

組みを明 らかにしよう｡

まず94年以降の猶予措置継続 について簡単にみた後で､95､96年度の議論 を詳 しく

論 じることとする｡

① 猶予措置の継続

1993年 4月1日か ら94年 3月31日までは､前掲表 6-12にある特定業種の100人

以下あるいは30人以下の事業所で猶予措置46時間が延長 された｡ 週法定労働時間が

40時間となった94年 4月1日以降は､95年 3月31日までは表 6-17にあるように猶

予措置46時間と44時間の二つが存在 し､95年 4月1日か ら97年 3月31日までは猶予

措置は44時間となった｡

表 6-17 法定労働時間の比較 (1993.4.1.-1997.3.31)

･業 種 琴 模 1993.4.-1994.3 1994.4-1995~.3 1995.4-1997.3
製造業 .301人以上 44 40 40

10-1-~300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44

10- 30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44

1- 9人 猶予措置 46 猶予措置 (特例 に準 じ) -46.猶予措置 44
鉱業 301人以上 -.44 猶予措置 44 猶予措置 44

101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44

31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予滞 置 44

10- 30人 猶予措置 46 1-猶予措置 44 猶予措置 44.

1- 9人 猶予措置 46 猶予措置 (特例 に準 じ) 46 .猶予措置 44
建設業 301人以上■ ･44 p40 40

101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 -44
31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
.10- 30人 猶予措置 -46 猶予措置 44 猶予措置 44

ト 9人 -猶予措置 46 猶予措置 (特例 に準 じ) 46 猶予措置 444



業 種 規 準 1993.4.-1994.3 1994.4-1995.3 1995.4-1-997.3
運輸 301人以上 ･44 猶予措置 44 猶予措置 44
交通業 101-300人 44 猶予捨置 44 猶予措置 44

31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
10- 30人 猶予措置 46 ･猶予措置 44 猶予措置 44
1- 9人 猶予措置 46 猶予措置 (特例 に準 じ) 46 猶予措置 44

貨物 301人以上 44 猶予措置 44 猶予措置 44
取扱業 101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44

31-100人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
10- 30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44

林業 301人以上 44 猶予措置 44. 猶予措置 44
101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
31-100人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
10- 30人 ~ 44 猶予措置 44 猶予措置 44
1- 9人 44 猶予措置 44 猶予措置 44

商業 301人以上 44- 40 4.0
101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
10- 30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 -44

1- 9人 特例措置 特例措置 特例措置
金融 301人以上 ･44 40 40

広告 業映画 101-300人 -44 40 40

31-100人 44 40 40
10- 30人 44 40 40
1- 9人 44 40 40

301人以上 44 40 40

演劇業嘩信琴教育 101-300人 44 40 40

31-100人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
10-30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
1-9人 特例措置 特例措置 特例措置
301人以上 44 40~ 40
101-300人 44 40 40

10-30人 44 40 40
1-9人 44 40 40■
30.1人以上 44 40. 40

研究業 101-300人 44 猶予措置 44- 猶予措置 44
31-100人 4.4 猶予措置 .44 ･猶予措置 44.
10- 30人 44 猶予措置 44 猶予 措置 44
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業 種 規 模 1993.4.-1994.3 1994.4-1995.3 1995.4二1997.3
保健 3.01人以上 44 .40 40
衛生業 101-300人 44■ 猶予措置 44 猶予措置 一44

31-100人 ･44 猶予措置 -44 猶予措置 .44

1- 9人 .特例措置 特例措直 特例措置

接客 301人以上 44 40 40.
娯楽業 101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44

31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置.44
10--30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 .44
1- 9人 特例措置 特例措置 特例措置

清掃 . 3-01人以上 44 猶予措置 44 猶予措置 44

と畜棄 101-300人 44 猶予措置 44 猶予措置 44
31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
10- 30人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44
1- 9人 猶予措置 .46 猶予措置 (特例 に準 じ) 46 猶予措置 44

官公署 301人以上 44 40 40
101-300人 44 40 40-
31-100人 44- 40 40
10- 30人 44 40. 46
1- 9人 - 44 40 40

その他 301人以上 44 -40 40
の事業 101-300人 44 40 40

31-100人 猶予措置 46 猶予措置 44 猶予措置 44

1994年 4月か らの特例措置 に準 じる猶予措置46時間 (特定業種の 9人以下の事業

所 に適用)の延長 について も､前節でみたような労使の激 しいや りとりがあった し､

また95年度か らの猶予措置44時間の適用事業所見直 しについて も労使 の攻防があっ

た｡ だが､それについてはここでは触れない ｡

表 6-17で注意すべ きは､週法定労働時間40時間制の全面適用 を迎 える1997年 4

月 1日の直前 において も､猶予措置44時間制 を適用 されている事業所が圧倒 的に多

い ことである｡ もっとも､制度 と実態 は別である｡ 法定労働時間44時間制が適用 さ

れている事業所であって も､実際 には､40時間制 を導入 しているところが多いか も

しれない｡ この点 を次 にみてみ よう｡
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② 労働時間の実態

表 6-18は､1992年 と1996年現在で､翌年度から予定されていた法定労働時間 (44

時間と40時間)を上回っていた事業所の割合を示 したものである｡

上述 したように､1993年度からは法定労働時間を猶予措置なしの44時間とするよう

に中央労働基準審議会では審議 されてきたが､使用者側の政治的圧力によって､特

定業種の100人あるいは30人以下の事業所についてはそれまでの猶予措置46時間が

引 き続 き適用 されることになった｡ そうした使用者側の強硬な姿勢の背景には､表

6-18の上段でわかるように､週所定労働時間が44時間を超える企業が小企業を中

心に多かったという事実があった｡

他方､1996年現在の数字 (下段)をみると､実は､1992年時点より､翌年度から

予定 されている法定労働時間40時間を上回る事業所が中小企業を中心に多いことが

わかる｡ 300人以下に注目すると､金融広告業､通信業をのぞ くすべての業種で､予

定 されている法定労働時間を過所定内労働時間が上回っている事業所比率は､1992

年 より1996年の方がかなり多い｡この数値からすれば､1997年度からの猶予措置の

廃止､40時間制の全面適用は以前 よりも激 しい使用者側の抵抗があるだろうと想定

したとしても不思議ではない｡

表 6-18 法定労働時間の実態 (1992年度と1996年度)

業 種 基 準 301人.以上 101--300人 31-100人 .10-30人 1-9人

製造業 1992年 44時間超 0.7 5.1 35.9 53.0 (1-30人)

鉱業 1992年 44時間超 46.2 23.3 51p.4 73.8 (1T30人)

1996年 40時間超 50.0 40.0 78｣8 88.6 87.9
建設業 1992年 44時間超 0.0 28.4 43.2 61L.1 (1-30人)

1996年 40時間超 7.5 46.0 69.4 84.2 80.8
･運輸交通業 1992年 44時間超 23.2 32.2 46.2 48.5 (トー30人)

1996年 40時間超 53.9 65.8 76.1. 76.7 71.4

貨物取扱業 1992年 44時間超 P｣0 12.3. 23.9 34.7 (1-30人)
1996年 40時間超. 31.6 40.7 54.5 51.9 53.5

林業 1992年 44時間超 N.A. N.A. N.A. N.A,- N.A.
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業 種 基 準 30払 博 bT̂ 日 吉.～日 10義人 l 卜 9人
･商業 1992年 44時間超 0.0 2.9 16.3 18.7 特例措置

1996年 40時間超 9.9 28.7 50..3 63.6 特例措置

1996年 40時間超 0.0 0.0 1.2 4.3 26.0
映画演劇業 1992年 44時間超 0.0 0.0 23.0 35.1 特例措置

1996年 40時間超 0.0 5.6 51.6 49｣3 特例措直

通信業 1992年 44時間超 0.0 0.0 0.8 6,4 (1-30人)
1996年 40時間超 0.0 0.0 2.0 8.0 10.8

教育研究業 1992年 44時間超 0.0 0.0 3.2 4.5 (1-30人)

1996年 40時間超 0.0 32.0 .44.9 50.8 45.3
保健衛生業 1992年 44時間超 1.1 .2.l l..8 13.3 特例 措置

接客娯楽業 1992年 44時間超 3.2 38._7 60.0 57.6 特例措置

1996年 40時間超 15.6 70.15 69.4 63.8 特例措置

清掃 .と畜業 1992年 44時間超 45.7~ 32.6 43.8 43.8 (1-30人)

1996年 40時間超 41.7 53.1 58.3 65.7 55.2
その他の事業 1992年 44時 間超 5.1 11.2 16.3 18.2 (1-30人)

資料出所 :1992年については連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo3』(1992年11月 4

冒)pp.15-17より作成｡原資料は労働省 ｢労働時間総合実態調査結果｣(速報)で

ある｡ 調査時点は1992年 5月お よび6月である｡ 1996年については日本労働組合総

連合会 『労基法改正 レポー トNo49』(1996年11月20日) p.10より作成｡原資科は労

働省 ｢労働時間総合実態調査結果｣である｡調査時点は1996年 4月および 5月である｡

事実､使用者団体は､猶予措置期限切れの 1年半ほど前の1995年11月28日に､労

働大臣宛に表 6-19に示す ような猶予措置の延長､特例措置の範囲拡大などを内容

とする要望書 を日本商工会議所､全国商工会連合会､全国中小企業団体中央会､全

国商店街振興組合連合会の 4団体連名で提出 している｡ 同様の要望は自民党 など政

党 に対 して も行われたム
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表 6-19 中小企業の労働時間法制に係る要望

･･略 ･･

しかるに労働基準法第131条 によ,ると､平成 9年3月末 において､猶予措置が

期限切れ とな り､ 4月以降､これ らすべてに一挙に週40時間制が適用 されること

になるが これは､40時間の達成率が依然 として低率にとどまっている企業の労働

時間の実態 を無視 したものであ り､また､現在の経済情勢の下で､中小企業が時

短のコス トアップを吸収することは､極めて困難である｡

･･略 ･･

現在､中央労働基準審議会においては､労働基準法に係わる諸問題の審議が進

め られている中で､労働時間法制 についても審議 されることとなっているが､仮

にも現在認め られている猶予措置が法律 どお り期限切れとな り､加えて､特例措

置46時間について､その水準が縮小 されることとなれば､殆 どの中小企業では法

律違反状態が不可避 とな り､死活問題 となるばか りでな く､さらには､わが国産

業の空洞化 を促進 し､雇用不安 を一層増大 させることとなる｡ 特 に､労働時間法

制は罰則 を伴 う強行法規であることを強 く留意する必要がある｡

ついては､労働時間法制 については､中小企業の労働時間や経営の実態に十分

配慮するとともに､雇用 に及ぼす影響や経済情勢等 を勘案のうえ､下記の措置を

講 じられるよう強 く要望す る｡

･･略 ･･

記

1.猶予措置の延長のための法改正

平成 9年3月31日で期限切れ とされている猶予措置 (労働省令 により現行水

準 は多 くの業種 において44時間) について､平成 9年4月以降 も延長で きるよ

う､労働基準法第131条 を改正せ られたい ｡

2.現行特例措置の水準椎持

商業､接客娯楽業等 については､業種の特性 に鑑み､労働基準法第40条によ

り特例措置が認められているが､労働省令で定められている現行水塗 (従業員

10人未満の事業所について46時間)を推持せ られたい｡

3.特例措置の範囲拡大のための法改正

現在､特例措置の適用非対象業種 とされている製造業､建設業等 についても､

従業員10人未満の事業所 に対 し､特例措置の適用が可能 となるよう､特例措置

･の対象業種 を定めている労働基準法第40条を改正せ られたい｡

資料出所 :日本商工会議所､全国商工会連合会､全国中小企業団体中央会､全国商店街振興組合

連合会 ｢中小企業の労働時間法制に係る要望｣(1995年11月28日)より作成｡
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使用者側は､審議会の場でも (1995年12月8日の第121回中央労働基準審議会労働

時間部会)､中小企業では週40時間が実現困難である､軟着陸のため猶予措置の延

長 を理解 して欲 しい と主張 している｡

こうして､1997年 4月 1日か らの法定労働時間40時間制の全面適用 をめ ぐり､再

び､労使の激 しい村立が起 きることが予想 された｡

③ 使用者側の抵抗

1995年12月19日に開催 された第123回労働時間部会では､｢今後の労働時間法制

の在 り方｣ に関する公労使の意見概要 (労働省事務局 まとめ)が提示 され､全体の

検討項 目を論議す ることとなったが､｢意見交換は､終始使側の 『週40時間制』の
*42

猶予の延長の要望 となった｣ ｡ これに対 して､労働者側代表委員 は ｢週40時間制

を前提 にして努力 した企業がばかをみることのないように｡ また､猶予 を延長する

ことによって現在のいろいろな問題が解決で きるとは思わない｣､｢猶予 (廃止 -

引用者)はもう決 まっていることだ し､時短促進法の活用､内容の充実などもっと

前向 きに考 えてほ しい｣ と反論 し､また公益代表委員 も ｢この場での論議 をす っき

りするために再度い うが､93年の改正で積み残 された ものについて検討す ることに
*43

なってお り､猶予 については論議する場ではない｣と使用者側の姿勢 を批判 した ｡

1992年度 に､1993年か らの44時間制の全面適用 をめ ぐって行われた公労使 の議論が

そのまま蒸 し返 されたかのようであった｡

使用者 と労働者 ･公益が対立するという図式は､その後の労働時間部会での審議

で も変わらずに続 くことになる｡ 使用者側は年が明けた1996年 2月14日に､再び四

団体連名で表 6-20にあるような猶予措置延長､特例措置の範囲拡大 を求める意見

表明を行 った｡ な りふ りかまわず､ とにか く44時間の延長 と特例措置の拡大 を求め

ていこうとする様子が鮮明にあ らわれている｡
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表 6-20 中小企業における労働時間法制問題について

1.平成 9年 4月からの週40時間制全面適用は大量の法律違反者をつ くり出す !

○労働省の昨年の調査 によっても､週40時間を達成 している事業場の割合は､

極めて低い｡ ･･略 ･･

2.法律 による時短の強制は､賃上げの強制 と同 じ !

･･略 ･･

3.特例対象以外 にも中小零細企業には､将来的にも週40時間の達成が困難な業

種が多数存在する｡ これらは特例措置に含めるべ き !

･･略 ･･

4.時短奨励金等助成措置の拡充は､時短推進の有効手段 とはならない !

･･略 ･･

5.労働時間法制は､今後 とも､中小企業の実態を勘案 して判断されるべ き !

平成 9年 4月からの40時間制全面移行 (猶予措置の全廃)は､現実を無視 !

○平成 9年 4月からの40時間制全面移行は､平成 4年末､ 5年初の時期 (平成

5年法改正)に､中小企業の強い反対を無視 して決定を強行 したもの｡

040時間制に向かってのスター ト (昭和63年法改正)から平成 2年まではバブ

ル経済の中で賃上げコス トの吸収 も比較的可能｡ しか し､平成 4年以降 4年

連続のゼロ成長､この両年の急激な円高の状況下､賃上げコス トの吸収困難

至極の中で､40時間制への移行スケジュールに固執することは､中小企業の

実態を無視する頑迷｡

○法定労働時間は､今後 とも､実態調査 に基づ き､可能な業種 ･規模から順次

移行すべ し｡

･･略 ･･

資料出所 :日本商工会議所､全国商工会連合会､全国中小企業団体中央会､全国商店街振興組合

連合会 ｢中小企業における労働時間法制問題について｣(1996年2月14日)より作

成｡

使用者側 と労働者側 ･公益側の対立が続 く中､1996年 2月22日に開催 された第126

回労働時間部会で､これまでの議論の ｢中間的とりまとめ (莱)｣が提案 された｡ こ

の ｢中間的とりまとめ｣は中央労働基準審議会会長に提出されるものであ り､1995

年10月4日か ら行 ってきた裁量労働制の在 り方､年次有給休暇制度の在 り方､特例

措置の在 り方､-せい休憩及び割増賃金の算定基礎からの住宅手当の除外 にかかわ

る議論のうち､特に特例措置の範囲についての中間報告である｡ ここにおいても､
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/

特例措置の範囲拡大､猶予措置の延長 をめ ぐり使用者側 と労働者側の村立が解消 さ

れていない｡

審議会の場で､労使が激 しく対立 しているさなか､行政当局である労働省が1996

年 2月20日に1996年度労働基準行政運営方針 を発表 した｡ そこでは ｢特 に､平成 9

年 4月か らの全面的な週40時間労働制への円滑な移行 を実現することが労働基準行

政の最重要課題であることにかんがみ､週40時間労働制-の円滑な移行の実現のた
*44

めの各種施策 を集中的､総合的に推進する｣ とうたわれた ｡ 新聞記事 によれば､

労働省労働基準局監督課は｢週40時間制の実現は労働基準法の改正で決 まったこと｡

各地の基準監督署では 『来年 4月か ら間違いな く週40時間制になる』と事業主に呼

びかけている｡ 『監督署の言 うことは信 じられない』とい うことになってはいけな
*45

い｡ 完全移行Iに向けて最大限の力 を尽 くす と｣の決意を表明 した 0

こうして､猶予措置の延長 を強 く求める使用者側は､1992年当時 と同様､ ここで

も孤立 して しまうことになった｡ だが､使用者側はひるまない｡

1996年の夏､法改正の審議が開始 される前 に､使用者団体は行動 を起 こした｡ 96

年 8月15日に､ 日本商工会議所は各地の商工会議所 に対 し ｢中小企業問題 に関する

地方集会の開催方のお願い｣とする文書 を出 し､その中で①1,000人以上 を目標 と

する集会を開催 し､②週40時間制猶予の再々延長を "決議" し､③ その決議 を関係
*4(;

方面 に要望することを訴えた ｡ さらに､通産省 に強 く働 きかけ､同省 はそれを受

けて 8月16日に､1997年 4月に予定 されている法定労働時間40時間制への全面移行
*47

を先送 りするよう求めてい く方針 を明 らかにした ｡ 93年法改正の際の土壇場での

猶予措置延長 と､状況がだんだん似て くることとなった｡

④ 審議経過

中央労働基準審議会労働時間部会は､1996年 2月22日の ｢中間的 とりまとめ｣を

行 った後､ 8ケ月間 も開催 されなかった｡ 第127回労働時間部会が招集 されたのは

1996年10月28日である｡ 労働時間部会審議の冒頭 に労働基準局長が ｢･･･労働時

間法制の在 り方の検討項 目の確認 と 『週40時間制』の施行 を円滑 にする方策 につい

て意見 をいただきたい｡今後の時間部会の審議内容 については､『週40時間制』の
*48

対応がつ き次第､労働時間法制の在 り方について審議 をお願い したい と｣ 述べた｡
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だが､表 6-21にあるように､ここでも猶予措置の延長､特例措置の範囲拡大をめ

ぐる議論 に終始することになる｡ なお､この場で､表 6-18でみた1996年度の労働

時間総合実態調査結果が示 された｡

表 6-21 第127回労働時間部会での意見 (1996年10月28日)

使用者側代表委員

○円滑な移行は､この実態調査の数字を見る限 りむづか しい｡

○週40時間制を実施 したら､倒産 してしまう企業 も出て くる｡ 罰則付 きの基準

法は現状 を無視 している｡ 雇用形態 もパー ト化するしかない｡

○予測 しなかった不況､大競争時代､今は時短に取 り組む時 と違 う｡ 特例対象

範囲の拡大をお願いする｡

○実行ある措置 として､罰則を廃止､ 1年単位の変形制の柔軟化､裁量労働制

の実効ある拡大､中小企業支援措置の拡充｡

○中小の集会で も猶予延長の声が多い｡集会で今まで猶予対象の ｢建設｣を特

例措置にとい う決議を行った｡

労働者側代表委員

O｢週40時間制｣は法ですでに決まっている｡ 経営団体は会員に対 し前向きな

指導をしてきたのか｡中小企業の厳 しさは分かるが､経営団体は産業構造の

変化にどのような対応 し､日本の産業を守ろうとしているのか｡

O｢週40時間制｣は決定 したことであ り､長い間審議 をしてきたことを否定す

ることになる｡ しか し公益委員が法に抵触 しない円滑な措置案を示す という

ことであれば､完全実施 という観点で論議 をすることはやぶさかではない｡

○法に抵触するような移行措置は反対である｡

公益代表委員 ･事務局

○来年 4月の ｢週40時間労働制｣の円滑な移行がで きるための方策について具

体的な措置をどうするかの審議 をしていただきたい｡その後､残 された時間

法制の検討項 目に順位 をつけ検討に入っていただ く｡

○使側の争論は過去の議論の繰 り返 しだ｡猶予の延長以外 に､具体的な提案は

ないのか｡中小が構造的な不況にさらされていることは分かるが､人材確保

のためにも一定の労働環境づ くりが必要だ｡

○労使の意見がかみ合わないが､便側 より､具体的な移行措置について何点か

指摘があ り論点がで きた｡ 他 に早急に解決 しな くてはならない審議事項 もあ

る状況で､週40時間制の円滑な移行について部会 として集約に努力 したい｡

同時に時短促進法 による助成金策､予算､通常国会-の対応 もあわせて部会

でまとめることに努力 し本審に報告 したい｡労働時間法制について､これが

とりまとめられて以降､検討項目に順位 をつけて本部会で審議を継続 してい

きたい｡
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資料出所 :｢第127回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(日本労

働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo.49』(1996年11月20日)所収､pp.2-3)

より｡

ここでも､使用者側代表委員が労働時間の実態をもとに時間短縮の困難 さを訴え､

猶予措置の延長を求めるのに対 して､労働者側代表委員､公益委員が93年法改正に

よって97年度からの40時間制の全面適用は決着がついていると一蹴するという構図

が続いている｡ 他方､使用者側代表委員から､40時間制の全面適用にむけて､罰則

の廃止､ 1年単位の変形労働時間制の柔軟化､裁量労働制の拡大､中小企業支援措

置の拡充などの移行措置が提案 され､週40時間制の全面移行-一歩踏み出 した と

いってよい｡これに対 して労働側代表委員は ｢罰則廃止｣などという ｢法に抵触す

るような移行措置は反対である｣ と批判 した｡ 労働側代表委員の一人は､週40時間

制未達成企業を ｢もし目こぼしする (法違反に村する措置を和 らげる)なら許せな
*4(I)

い｡ 法の下の平等に反する｣ と述べた ｡ 全面村立の審議は､次回の部会で公益委

員が ｢円滑な移行に関するたたき台をだす｣として終了 した｡

約 1ケ月後の11月25日に開催 された第128回労働時間部会では､表 6-22にある

ような円滑な移行のための公益委員案が提案された｡ ここでのポイントは①週40時

間制への全面移行を前提 として (したがって､猶予措置の延長 という方策はとらな

い)､② 2年間の指導期間を設けて､罰則のみに頼ることな く精力的に指導援助 し

て週40時間制を定着 させる､③その際に､時短促進法の期限を延長 し､あるいは変

形労働時間制を弾力的に運用するなどの工夫を行 うことである｡ 前回の部会で使用

者側代表委員から提案 された移行措置案が一つのベース となっているように思え

る｡ 大 きな相違点は､週40時間定着に向けての支援措置が､罰則廃止ではな く､ 2

年間の精力的な指導援助に変わっていることである｡
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表6-22 平成 9年 4月からの週40時間労働制への移行が円滑に行われるための

措置について (公益委員案)(1996年11月25日)

前文､省略

1 週40時間労働制への円滑な移行 ･定着について

零細企業 を含む膨大な数に及ぶ中小企業に対 して週40時間労働制への円滑な

移行 を図 り､これを定着 させてい くためには､まず､残 された3か月余の期間

に労使 はじめ全ての関係者が総力 を挙げて週40時間労働制の実施に取 り組むべ

きことは言 うまで もないが､なお少なからぬ事業場においてその実施が困難 と

なることは避けられないと見込まれ､これらの事業場に村 しては法の精神 を尊

重 しつつ も罰則にのみ頼る施策には限界があると考えられることから､定着に

必要な指導や援助 を積極的に行 うことが効果的である｡

このため､懇切丁寧な指導や援助に徹することとする2年間の指導期間を設

け､精力的な指導援助等を行 うことが望ましい｡この場合に､下記 2の労働時

間の短縮の促進に関する臨時措置法 (以下 ｢時短促進法｣ とい う｡)の改正に

より規定する同法の附則においてその趣旨を明らかにするとともに､これを受

けて労働時間短縮計画においてその指導や援助の在 り方を定めることが必要で

ある｡

2 負担軽減のための措置について

経営基盤が脆弱な中小企業においては､週40時間への労働時間短縮の実施に

伴 って賃金 コス トの上昇等の負担増が問題 となる｡ こうしたことから週40時間

労働制の定着 を図るため､事業主に対 し､相談指導や省力化投資､労働時間制

度の改善等への助成を行 うこととする｡

この場合に､こうした措置を効果的に実施する観点から､平成 9年 8月31日

までとされている時短促進法の廃止期限を延長することが必要である｡ この延

長は年間総労働時間1800時間の達成 ･定着を図るとしている ｢構造改革のため

の経済社会計画に対応するものであ り､その延長期限については同計画の計画

期間の終期 とされている平成12年度末 とすることが適当である｡

3 変形労働時間制等の弾力的運用 について

週40時間労働制への円滑な移行 ･定着を図るためには､業務等の特性に応 じ

変形労働時間制及び裁量労働制が活用 されることが望ましい分野がある｡

このため､現行の労働基準法の枠内で､現段階で労使の合意が可能なものに

限って､弾力的運用が行えるよう措置することとし､法律改正を要する事項につ

いては前文の労働時間法制についての検討の一環 として検討するものとする｡

4 労働時間の特例措置について ･･略 ･･

資料出所 :日本労働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo51』(1996年12月20日)所収､pp.3-
5)より｡
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第 6章 連合の政策参加

議論は ｢2年間の指導期間｣をどう解釈するかをめ ぐってなされた｡ 労働者側代

表委員はこの措置が労働基準法を歪めることに通 じると批判 し､使用者側代表委員

は刑事罰の適用猶予に賛意を示 した｡

12月 6日に開催 された第129回労働時間部会では､この公益委員案 をめ ぐってさ
*l-)(I

らに議論が行われた ｡ 議論に入る前に､労働側代表委員から出された ｢猶予の延
*.I)1

長であると混同されるのではないか｣との指摘 を受けて ､報告のタイ トルを ｢平

成 9年 4月からの週40時間労働制-の移行が円滑に行われるための措置について｣

から ｢平成 9年.4月からの週40時間労働制の実施に係る特別措置について｣へ と､

また第一の措置のタイ トルを ｢週40時間労働制-の円滑な移行､定着について｣か

ら ｢週40時間労働制の定着について｣へ と修正 したことなどが部会長 より報告 され

た｡ 議論はもっぱら公益村労働側で行われた｡

表 6-23はその概要を示 したものであるが､ここから労働者側代表委員の間で意

見の相違があることがまずわかる｡ 労働側代表委員意見の①､②のように審議会で

の議論 とは無関係に､外部圧力に屈 して ｢指導期間｣を突如導入 したとの不信､｢指

導期間｣が法律の厳格な運用を暖味にするという疑念を表明する者 もいれば､他方

で､③､④のように指導期間を2年間とした根拠､週40時間制の周知徹底の方法な

どを問う声 もあがっている｡ 明らかに前者は公益委員案に断固反対 しているのに対

し､後者は公益委員案をひとまず認めた上で､関連する疑問を述べている｡ 公益側

は前者の強硬な反対意見に対 して､93年法改正の時 とは異なり､使用者側の政治的

圧力の結果､審議会以外の場で ｢指導期間｣ というアイデアが出てきたのではない

と説明 し､さらに､中小企業における労働時間の実態を踏まえながら週40時間制を

全面適用するためには外に選択肢がないこと､是正勧告 も司法処分 も行わない とい

うわけではないことを強調 し､その上で後者の疑問に答えた｡
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表 6-23 第129回労働時間部会での意見 (1996年12月 6日)

労働者側代表委員 公益委員､労働省事務局

① 部会長 は40時間問題 は､この部会 ① 週40時間労働制は平成4年の 『建

で論議す ることではない と言い切 つ 議』で引 き続 き検討する事項の一つ

ていた ○ にもかかわ らず､ この時間 であるこ とを確認 してお り､外部庄

部会の論議の狙上 にのせ たことは､政治や他省庁 に便側が働 きかけ､組織的に行われた と判断 している.○前回93年改正時 (猶予1年延長) と同 じく審議会の場以外で行われたO.･.この公益 の発議 については賛成しかねる○ 力などによるものではない○

② 修文 されて も労働基準法の厳格 な ② 基準法 は施行 される○ 守 らない と

運用が解明 された と理解で きない○ ころには是正勧告 をし司法処分 も.行

審議会の形骸化で賛同で きない○③ 指導期 間を 2年間 と設定する理由 う○ 別 (促進法)の援助 も加 え､払えるように指導 も行 う○ 未達成の企業 を即 ､罰するのではな く､法 を守るように.してい く,ためにも不安 を取り払 うo猶予適用事業所の44%が違法状態 となることが懸念 される○ 中小企業の厳 しい状況がわかる し､法の猶予 をす るわけでないので､この ｢報告｣でやるしかない○③ 2年間の指導期間については､便

と根拠は○④ 週40時間を周知徹底 させるため具 側 よりもつと長 くとい う要望があつたが､過去の例で2年間.とした○④ 40時間 の施行 にあたつては､年明

資料出所 :｢第129回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(日本労

働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo52』(1996年12月27日)所収､pp.2-3)
より｡
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第 6章 連合の政策参加

前出表 6-18でわかるように､1996年 4月､ 5月現在で週40時間制 を超えている

事業所が､中小規模 を中心に､かな りの割合で存在 しているにもかかわらず､93年

法改正で定められた通 りに1997年 4月 1日から週40時間制を全面適用 しようとすれ

ば､ しかもそれに伴 う社会的混乱を防ごうとすれば､公益委員案は数少ない選択肢

の一つであったように思える｡

ここで注意 してお くべ きは次の二点である｡ 第一は ｢指導期間｣は ｢猶予期間｣

とは全 く異なることである｡ 猶予期間であれば､所定労働時間が週40時間を超えて

いても違法ではな く､基準監督署の指導が入るにしても､さほど強制力 をもつ もの

とは受け止められない恐れがある｡ これに対 して､指導期間であれば､週40時間を

超えていれば違法であ り､基準監督署の指導は強制力を持つ ものとして受け止めら

れよう｡ 指導方針が変われば､ 6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せ ら

れ､さらに割増賃金支払い義務が生 じるからである｡

第二に､93年法改正の際 とは異なって､猶予措置の一時的延長 という考えが とら

れていないことである｡ もちろん､使用者団体および使用者側委員は審議会以前に

は猶予措置延長を強 く求めていた｡ だが､この公益委員案に対 して､特 に反対の意

を示 していない｡むしろ､賛意を示 している｡ 前述 したように､93年法改正の際に

は､使用者側が政治的圧力によって自民党を動か し､労働省 と取引をした上で､90

年法改正をまげてで も ｢過46時間猶予措置の一部延長｣ を強行 したが､これに対 し

ては､労働者側そ して公益側が激 しい非難を浴びせた｡ 労働者側は労働者側代表委

員全員が途中退席 をし､欠席 し続け､連合は全国レベルでキャンペーンを行 った し､

公益側 も答申文､公益見解､会長意見で使用者側､労働省の対応を責めた｡ 猶予措

置延長 という選択肢ではな く､全面適用ただし指導期間 2年間というアイデアを公

益委員､労働省がだ してきたのは､一つには､この経験 を繰 り返 した くない との公

益側､労働省側の思いがあったからだと考えられる｡ 部会長が最後に ｢労働基準法

は施行 され来年 4月には､週40時間労働制になる｡ ･ ･ ･ ･93年の改正の苦い思い
*52

があるが､今回は前回とは違 う｣ とまとめたのは､そうした思いを示 していよう｡

同様 に､使用者側にしても､同 じような混乱を再度引 き起 こすことはで きないとの

考えがあったのではないだろうか｡
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週40時間制全面適用 と労働時間の現実を踏まえて､さらに93年の混乱を避けるた

めに考案 されたと思われる ｢2年間の指導期間｣であって も､労働者側代表委員は

納得 しない｡

そこで､労働基準局長が基準法の適用に関 して､表 6-24にある ｢労働基準局長

発言メモ｣ を公表 した｡ ｢違法状態｣は放置せずに適正な指導により是正をはかっ

てい く､重大悪質な法違反については司法処分をとることを明確 に述べたものであ

る｡ なお､この発言メモは労働側代表委員の ｢40時間労働制の確実 ･厳正な実施に
*53

向け全力 を挙げて努力することを正確 に世間に明らかにすべ きである｣ との意見
*54

にしたがって､部会終了後の記者会見で公表 された ｡

表 6-24 労働基準局発言メモ

1 今回部会報告で示 されている趣旨を十分受けとめ､ 2年間の指導期間におい

ては､労働基準法に基づ き､週40時間労働制の定着が図られるよう計画的かつ

懇切丁寧な指導を精力的に行 ってまい りたい｡

したがって､指導期間中においても違法状態を放置することなく､適正な指

導によりその是正を図ってい くこととしたい｡

また､重大悪質な法違反については当然司法処分をとることとなる｡

2 さらに､経営基盤が脆弱な中小企業については､時短促進法の活用により省

力化投資や労働時間制度の改善等について週40時間労働制定着のための助成措

置を設けるなど支援措置 を講 じてまい りたい｡

3 なお､平成 9年 4月までの残 された期間に全ての関係者が総力を挙げて週40

時間労働制の実施に取 り組む必要があることは､もちろんであ り､行政 として

も時短奨励金制度の活用促進等円滑な移行 に全力で取 り組んでまい りたい｡

資料出所 :日本労働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo.52』(1996年12月27日)所収､p.13よ
り｡

それで も労働者側代表委員の一部は､公益委員案の提案の仕方､指導期間それ自

体への反対 を表明 し､労働者側代表委員 7人のうち3人が採決に際 して退席 した｡

部会報告は反対があったものの､賛成多数で了承 され､同日に開催 された第367回

中央労働基準審議会で報告､了承 された (ここでも労働者側代表委員の一部は退席)

後､労働大臣へ報告 された｡
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第 6章 連合の政策参加

こうして週40時間労働制は､1987年の法改正 (施行は1988年 4月1日か ら)以来､

10年 目にしてようや く全面適用 されることになった (特例措置 を除 く)｡ この96年

法改正のプロセスにおいて､連合はどのような影響 を持 ったのだろうか｡

⑤ 連合の取 り組み

第一に､このプロセスにおいて も､連合は､使用者団体､関係省庁- 自らの意見

を積極的にアッピール した｡

日本商工会議所など使用者団体 4団体 は連名で､1995年11月28日に､前出表 6-

19にあるような猶予措置の延長､特例措置の範囲拡大 を内容 とする申し入れを労働

大臣に行 ったが､連合は会長名で12月8日に､同 じく労働大臣に対 して要請 を行い､

｢中小企業の経営の実態､雇用に及ぼす影響や経済情勢等 を理由に､猶予措置の再

延長 と特例措置の範囲拡大を主張｣ している一部使用者団体 を厳 しく批判す るとと
*55

もに､1997年 4月1日か らの週40時間制の完全適用 を求めた ｡ また､指導期間 2

年間をもりこんだ公益委員案が提案 された1996年11月25日には､労働省前で決起集

会を開き､公益委員案 について ｢法治国家 として許 されざる行為が世の中を俳桐 し

ている｡ 週40時間への移行後､労働基準監督署は毅然 とした方針で対処すべ きだ｣
*56

と主張 し､労働大臣への申し入れを行 っている ｡

さらに､1996年 8月16日に､通産省が使用者団体の要請 をうけて週40時間制の全

面移行の先送 りを求める方針 を明 らかに したとの新聞報道が流れると､事務局長が

10日後の 8月26日に通産省の事務次官 を訪れ､連合会長名で ｢週40時間完全実施 に

関する要請文｣ を手渡 し､完全実施のために必要な中小企業支援策について尽力す
*57

ることを強 く求めた ｡

こうした関係省庁への申し入れだけではな く､連合は､直接､使用者団体 に村す

る要請行動 も行 った｡前述 したように日本商工会議所が各地の商工会議所 に対 して､

8月15日に猶予措置の再々延長 を求めていこうとの指示文書 を配布 したことを受け

て､ 9月11日には全国中小企業団体中央会に､19日には日本商工会議所 に ｢週40時

間労働制の完全実施｣ に向けた要請 を行 った｡ 連合は ｢中小企業はいままで賃金や

その他 さまざまな格差 をつけられてきた｡ 時短は10年 をかけて格差 をな くす努力 を

し､やっとゴールになってきたのに､また延長すれば､ さらに格差が増す ことにな
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る｡ 来年 3月 末で切れる猶予措置を､そのとお り実施すべ きだ｣｢日商の調査で も

約 3割が40時間制は不可能 と回答 しているが､この 3割がどういう形でなら実施で

きるかを共同作業で考えることが必要ではないか｡集会など開いている場合ではな
*tT)ド

い｣などと申し入れている ｡

第二に､連合は地方連合などの協力を得て､週40時間制全面移行の運動 を全国的

に広げた｡ 日本商工会議所が上記のように96年 8月15日に各地方商工会議所あてに

猶予措置再々延長のための集会 と決議 を依頼する指示文書を配布 したことに対 し､

連合は9月19日に開催 された地方連合会事務局長会議において ｢労働時間短縮に関

わる経過 と経緯を無視 した暴挙であ り､断 じて容認することができない｣ と論 じ､
*59

各地方での40時間制完全実施の取 り組みを強化することを訴えている ｡ さらに､

12月3日から4日にかけて､福井県で40時間制完全実施 と年間1800時間達成実行計
*6()

画の確立にむけて ｢全国時短フォーラム｣(約200人が参加)を開催 した ｡

第三に､審議会対応についても､連合は組織 として一定の方針を決定 した､ある

いはそうした努力 を行 った｡ 中央労働基準審議会労働時間部会が再開され､その場

で使用者側代表委員から猶予措置延長､罰則の廃止などが求められ､あるいは使用

者団体や通産省が前述のような動 きをみせていたことに対応するため､11月21日に

は中央委員会で ｢週40時間労働制完全実施 に向けた取 り組み｣ を決定 し､｢週40時

間制に移行することは93年からわかっていたことであ り､準備期間は十分保障され

てきた｡ 今になって 『ゴネ得』を認めるような行政の対応は認められない｡とくに､

週40時間労働制を実施 した中小企業経営者 との間に公平性 を欠 くことになる｣ とし
*(;I

て完全実施 を強 く求めた ｡ 11月25日の労働時間部会では､労働者側代表委員は､

指導期間が労働基準法を歪めることに通 じると批判 し､完全実施を強 く主張 してい

る｡

その後､この部会で提案 された公益委員案への対応策を連合 として決めようとす

るが､｢･･中基審の労働側委員の中に､公益委員案の一部を修正 して認めようと

する意見 と､このような見解 自体の存在 を 『あってはならない』とする見方などが
*62

あ り､調整に難航｣ していたらしい｡労働者側代表委員のこうした分裂は､前述

したように12月6日の労働時間部会､中央労働基準審議会の場でも解消 されなかっ
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た｡ その意味では連合は､これまでとは異な り､組織的に統一 した対応方針を立て

ることができなかった｡

第四に､強硬な反対論があったからこそ､連合が一定の譲歩をかちとることがで

きたと考えることは可能であ り､戟術的には成功 したといってよいのかもしれない｡

一定の譲歩 とは､一つは､上述 したような11月25日提案の公益委員案に対 して行わ

れた修文作業であ り､公益委員案が猶予措置の延長 と誤解されないよう､指導期間

が経過措置 と捉えられないよう､タイ トルや字句が修正 されたことをさす｡ もう一

つは､審議中に､前出表 6-24に掲げた､違法状態は放置せずに適正な指導により

是正を図ってい くこと､重大悪質な法違反については司法処分をとることを明確 に

のべた労働基準局長発言をひきだし､さらにそれを審議会後に記者会見で公表 させ

たことである｡ 審議後に､連合自身が ｢労働基準法の適用や､中基審､労働時間部

会の遍 営方法に不適切 さは残ったものの､週40時間労働制については､労働基準法

どお り適用 される措置 と確認できた｣ と述べているのは､一定の譲歩を勝ち取るこ

とができたことを前向きに評価 したからだといってよい｡

第五に､繰 り返 しになるが､93年法改正時の連合および労働者側代表委員のとっ

た行動が､この96年の審議にも強い影響を及ぼしたと考えられる｡ 週40時間をこえ

る事業所の割合の多さを考えると､使用者側が93年 と同様に猶予措置の延長に固執

しても不思議ではなかった｡ 事実､自民党､通産省に働 きかけを行っていた｡ だが､

労働時間の 2年間の指導期間という措置は残るにせ よ､97年 4月1日から週40時間

労働制の全面適用が審議会で合意された｡ 使用者側が譲歩 したのである｡ この背景

には､一つには､前述 したように､93年法改正における使用者側の猶予措置一部延

長に対 して連合および労働者側代表委員が一貫 した方針のもと強硬な態度 をとり続

けたことがあるように思える｡ もちろん､公益委員 も使用者側､労働省の対応を非

難 した｡ だが､連合および労働者側代表委員があれほどの強硬な姿勢を示す ことが

なかったら､公益委員が公の場であれほどの強い批判をしたであろうか｡93年当時

の混乱が使用者側の譲歩をもたらした一つの要因であると考えられないだろうか｡

以上を要するに､連合は､労働省､通産省などの関係省庁､日本商工会議所など

の使用者団体に対 して､週40時間完全実施を強 くアッピールし､他方で､地方連合
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とともに全国的に時短に向けての運動 をもりあげた｡ 審議会対応についても当初は

連合は組織 として一定の方針を決定 し､労働者側代表委員 も連合の意向をうけて審

議会に臨んだ｡だが､指導期間をめ ぐって､労働者側代表委員の対応が二分 され､

それは連合によっても調整できなかったと思われる｡ もっとも､労働者側代表委員

の一部に強硬な反対意見があったからこそ､猶予措置延長ではな く完全適用である

こと､是正勧告や罰則の緩和ではないことなどの言質をとることができたと思われ､

戟術的には成功 した｡ この ｢成功｣の背景には､93年当時の連合および労働者側代

表委員の一貫 した強硬な態度があると思われる｡

連合の取 り組みはこれで終わったわけではない｡97年 4月以降の指導期間中､週

40時間労働制が定着 してい くよう監視する必要があった｡

連合は年が明けた1997年 1月16日の拡大中央闘争委員会で ｢週40時間労働制完全
*63

実施 に向けた取 り組み (その 2)｣ を決定 した｡ この方針は基本的姿勢､村策会

議の設置､97年3月までの取 り組み､97年4月以降の取 り組みの4項目からなってお

り､その概要を示す と以下のごとくである｡

基本的姿勢では､労働省の1996年調査 によると､97年 4月から40時間制に移行で

きる事業所 (見込み も含め)はこのままでは半数をやっと超える程度であるという

厳 しい状況 をふまえて､97年 3月末までに週40時間に移行できるよう組合自らが運

動を進めるとともに､政府､使用者団体に強力に進やてい くよう要請 してい くこと､

97年 4月以降は厳格な指導 と罰則規定の適用をさせてい くよう労働省に求めてい く

ことがうたわれている｡

この基本的姿勢にそって､次 に完全実施､厳格指導のための対策会議 を､事務局

長を委員長に設置することを決めた｡

97年 3月までは､連合本部､産業別組織､地方連合会､加盟単組の総力をあげて､

猶予適用事業所の早急なチェック､使用者団体などへの週40時間制完全実施にむけ

ての要請､キャンペーン活動などを行 うことを決め､97年 4月以降は､連合本部､

地方連合会を中心に就業規則点検や違反摘発､労働基準監督署 との折衝や悪質事例

の告発などにとりくむことを定めた｡
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以上の方針のもと､連合は点検活動､要請行動､キャンペーンを行 った｡ 表 6-

25はそのいったんを示 したものである｡

表 6-25 連合の週40時間労働制完全実施に向けての行動

月 日 活 動 内 容

2月12日 ｢週40時間労働制猶予適用事業場点検 .時動マニュアル｣の作成

21日 中小企業団体中央会､ 日本商工会議所､全国商工会連合会､全国商

店街振興会の四団体が､ 2月 7日に､月例賃金を減額 して時間短縮

をはかることができるなどを内容 とする文書を会員に配布 していた

と報道 されたことを受けて､連合はこれは ｢勤労者への一方的なし

わ寄せを画策するもの｣ とする.見解を発表 し､労働省や使用者団体

に申し入れを実施 してい くことを､各構成組織､地方連合会に文書
で通知 ○

3月7日 97年4月から週40時間制を実施するよう指導する手と､その際悶 ま■

労働基準法 を厳格 に適用することを明確にすること､時短 と引 きか

えに貸金を低下させてもよい との見解 を撤回するよう､労働省 に申

し入れた○

･11日12日27日p31日 中小企業団体中央会､ 日本商工会議所､全国商工会連合会､全国商

店街振興会の四団体 と､週40時間労働制実施の対応策について協議

を行 う○

地方連合会 に対 して､週40時間労働制完全実施に向けて地方基準審

議会の開催要請を行 うよう文書で通知○

3.27中小労組行動デー○ 週40時間労働制実施の街頭行動 (チラシ､

ポケットティッシュ配布)

週40時間労働制完全実施街頭キャンペーン活動
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月 日 活 動 内 容

4月14日 第 1回地方連合会週40時間労働制完全実施の取 り組み状況把握○各

地方連合会における街頭行動､相談活動､監督署-の要請行動につ
いて○

21日 地方連合会時短担当者会議○週40時間労働制完全実施問題で緊急に

開催

7月3日 第2回地方連合会週40時間労働制完全実施の取 り組み状況把握○

9月1日 週40時間労働制完全実施に伴 う申告 .告発事案等の取 り組み状況調

査○各地方連合会による告発支援 .裁判闘争の展開について○

12日 ｢法違反を奨励する中小企業庁の文書の撤回 .回収｣を求め中小企

業庁に要請○中小企業庁が作成 した週40時間制の移行に伴 う賃金の

取 り扱いを､中小企業団体中央会が全国の会員に配布 していたこと

がわか り､文書の撤回 .回収を求め緊急要請を行った○

10月23日 ｢週40時間労働制｣d)実施について､中小企業庁 より連合宛に文書

で回答○上串の要請に対 して正式な謝罪 と文書の回収が終了 したこ

資料出所 :日本労働組合総連合会 (1999､a)のpp.187-217｢第2部 資料編 1改正の経過｣

より作成｡

この一連の活動の中で､特筆すべ きは中小企業庁の内部文書 とそれへの連合の対
辛(i4

応である (表 6-25の 9月12日､10月23日を参照)｡ やや具体的にみていこう ｡

問題の文書は中小企業庁が1997年 7月 7日付けで作成 し､ 7月下旬に全国中小企

業団体中央会が傘下の都道府県連合会に送付 している｡ 問題の一つは､｢指導期間

の 2年間を活用 して 『計画的に週40時間に移行する方法がある』 と明記｡ 2年間か

けて段階的に40時間に移行する例を紹介｣していることである｡ 連合や労働者側代

表が強硬に反対 し､危倶 したのは､まさにこうした解釈であった｡ 指導期間は猶予

期間ではなく､その間､労働省が違法状態を放置することな く適正な指導により是

正を図るとして､ようや く納得 したものであった｡ 二つは､時短に伴い基本給額を

そのままにしていると自動的に賃上げとなることに対 して､実質的賃上げを含むよ

うな賃金体系の見直 しの例 を示 したことである｡ これについても連合は激 しく抗議
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した｡

表 6-25にあるように連合は中小企業庁に対 して､ 9月12日､文書の回収 ･撤回

と週40時間労働制の完全実施を指導する文書を発することを強 く要請 した｡ これに

対 して､中小企業庁は内部文書であ り､公式文書ではないと釈明 し､その上で中央

会に対 して週40時間労働制の迅速な実施､労使交渉による賃金改定を明記 した見解

を付 した上で文書の回収を指示 した｡

その後､10月23日には中小企業庁から問題文書の回収が終了 したこと､および正

式な謝罪が文書で報告 された｡

これに先立ち､10月21日に､連合傘下の全国一般は労働基準法違反を教唆 ･ほう

助 していた疑いがあるとして､中小企業庁長官､全国中小企業団体中央会会長 ら5
*65

人を､東京 ･中央労働基準監督署に告発 している ｡

以上を要するに1997年 1月以降､連合は週40時間制定着のために､組織をあげて

点検活動､要請行動､キャンペーンを行い､さらに中小企業庁､使用者団体の重大

な法違反行為に対 して断固とした態度をとりそれを撤回させた｡

表 6-26は､過40時間をこえている事業所の比率を､1996年 と97年で比較 したも

のである｡ この表から､1997年になると､週40時間超事業所が激減 していることが

わかる｡ まさに驚 くべ き数字である｡ これが何によってもたらされたのかを正確 に

知ることは難 しいが､労働基準監督署の適正な指導､そ してまた連合の行 った以上

で見た諸活動がなんらかの影響を及ぼしたことは間違いないであろう｡ 労働者側代

表委員の一部が強 く要求 した､審議会での修文作業､労働基準局長のメモもまた影

響をもったと思われる｡

451



表 6-26 法定労働時間の実態 (1996年度と1997年度)

業 種 基 準 30tA_t 13㍍^ 3壬.義人 103-.人 ト 9人

製造業 1996年40時間超 2.6 35.8 63.4 76.0 72.2
1997年40時間超 0.7 3.7 11.6 19.0 32.2

鉱業 1996年40時間超 50.0 40.0 78.8 88.6 87.9
1997年40時間超 0.0 8.0 8.8 25.7 29.8

建設業 1996年40時間超 7.一5 46.0 69.4 84.2 80.8
1997年40時間超 0.0 1.1 5.5 14.7 35.3

運輸交通業 1996年40時 間超 53.9 65.8 76.1 76.7 71.4
1997年40時間超 8.1- 8.7 15.4 18.5 22.5

貨物取扱業 1996年40時間超 31.6 40.7 54.5 51.9 53.5
1997年40時間超 0.0 6.2 7.0 16.0 15.9

林業 1996年40時間超 N.A. 60.0 69.0 69.7 67.1
1997年40時間超 0.0 9.1 15.2 9.6

商業 1996年40時間超 9.9 28.7 50.3 63.6 特例措置

1997年40時間超 2.0 4.1 11.8 28.5 特例措置

金融広告業 1996年40時間超 0.0 0.0 1.2 4.3 26.0
1997年40時間超 0.0 0.0 0.9 3.4 8.6

映画演劇業 1996年4O時間超 0.0 5.6 51.6 49.3 特例措置
1997年40時間超 0.0 5.7 10.4 19.5 特例措置

通信業 1996年40時間超 0.0 0.0 2.0 8.0 10.8
1997年40時間超 0.0 0.0 0.0 3.3 3.9

教育研究業保健衛生業接客娯楽業清掃 .と畜業その他の事業 1996年40時間超 0.0 32.0 44.9 50.8 45.3

1997年40時間超 0.0 4.6 10.0 15.3 23.4
1996年40時間超 1.7 28.2 40.7 43.6 特例措置

1997年40時間超 0.0 6.7 8.0 10.1 特例措置

1996年40時間超 15.6 70.5 69.4 63.8 特例措置

1997年40時間超 0.0 12.3 21.1 28.4 特例措置

1996年40時間超 41.7 53.1 58.3 65.7 55.2
1997年40時間超 12.2 12.3 9.6 18.0 24.9
1996年40時間超 0.7 6.2 24.8 40.7 37.2

資料出所
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1996年については日本労働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo.49』(1996年11月20

冒) p.10より作成｡原資料は労働省 ｢労働時間総合実態調査結果｣である｡ 調査時

点は1996年 4月および 5月である｡ 1997年については日本労働組合総連合会 『労働

関係法改正 レポー トNo62』(1997年10月28日) p.6より作成｡原資科は労働省 ｢労

働時間総合実態調査結果｣である｡ 調査時点は1997年 5月および6月である｡ なお､

労基法改正 レポー トはNo59(1997年 7月31日)より労働関係法改正 レポー トと改 題

している｡
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(4)完全適用までの10年間と連合の成果

週法定労働時間40時間制が完全適用 と･なったのは､繰 り返 し述べているように､労

基法法改正の1987年から数えて10年目の1997年であった (特例措置は除 く)｡この過

程に連合がどのように関与 してきたかを､以上､やや詳細にみてきた｡ 連合の成果を

簡単にまとめると､①連合は猶予期間短縮に一定の成果をあげた､②それをもたらし

た行動 としては､93年法改正の連合､労働者側代表委員の一貫 した強硬な姿勢､96年

法改正での戟術､その後の40時間制定着のための諸活動が重要である､③連合の審議

会相応､戟略 ･戟術､政治的諸資源の動員 という面でみても､このケースでは相応の

成果をあげたといってよい｡

第一に､完全適用までの10年間をどう評価するかであるが､1996年当時の40時間超

事業所の比率の圧倒的高さ､使用者側の強硬な反対 を考えると､連合は猶予期間を短

くすることに一定の影響を及ぼしたのではないかと考えられる｡ もちろん､93年法改

正の時に､｢40時間か ら44時間の間の一定の時間｣という猶予措置は1997年3月31日

までと合意 されていたから､その時に定められたスケジュールどお りに事態が進んだ

だけだと言えないこともない｡だが､93年法改正当時でさえ､使用者側は ｢40時間へ

の移行は2000年に向けてを想定 していた｣､｢猶予措置を1997年 3月31日で終わ りと

することに反対が強い｣､｢猶予措置は1997年 3月で終了することになっているが､

この扱いについても40時間制への移行が円滑に行われるよう特段の配慮がなされるべ

きである｣と発言 しているし∴96年法改正の際 も40時間未達成事業所の圧倒的多 さを

背景に､猶予措置撤廃に強 く抗議 し､通産省､中小企業庁､自民党などに働 きかけて

もいた｡ したがって､93年の猶予措置の一部延長が再度繰 り返 されるおそれはあった｡

それが阻止 されたのは､一つには連合の成果であるとみてよいと思 う｡

もちろん､猶予措置延長を強 く主張 していたのは使用者側だけであって､公益代表

委員､労働省はどちらかといえば､97年 4月 1日からの完全適用を推進する側にたっ

ていた｡ したがって､猶予措置延長阻止が連合だけによってなしとげられたというの

は正確ではない｡だが､連合の役割 も大 きかった｡

第二に､97年 3月末での猶予措置撤廃 をもたらした連合の対応で､最 も重要だと考

えられるのは､93年に46時間猶予措置断固反対 という姿勢を堅持 し､それを全国的運
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動にまで もりあげたこと､96年法改正時点での修文作業 と基準局長メモの公開､さら

に97年にはいってか らの点検､要請､キャンペーン行動である｡

使用者側の政治的圧力により突然提案 された46時間猶予措置の一部延長に対 して､

連合は中基審労働側代表委員を統一的方針のもとに行動するよう説得 し､彼 らはその

方針の もと一貫 して強硬な態度をとり続け､途中退席､欠席を繰 り返 した｡ この強硬

な態度があったか らこそ､公益委員が公の場で､労働省､使用者側代表委員を痛烈に

批判 したと思われる｡ 審議会の外においても､労働省､中小企業庁､使用者団体への

申し入れを繰 り返 し､さらに地方連合を動か して､猶予措置延長反対の全国的な運動

をもりあげた｡ こうした激 しい反対運動は93年時点では実を結ばなかったが､96年法

改正において､労働省､使用者側代表に同じ手法を使 うことを蹟跨 させたと思われる｡

96年法改正時点では､ 2年間の指導期間をめ ぐって､労働者側代表委員の対応が分

裂 して､連合は統一的対応をとることができなかった｡ にもかかわらず､あるいは分

裂があったからこそ､指導期間が猶予措置期間ではないことを明確 にするような修文

を実現 し､さらに ｢違法状態は放置せずに適正な指導により是正をはかってい く｣｢重
大悪質な法違反については司法処分をとる｣ との労働基準局長メモを引 き出 し､公表

することに成功 した｡ この修文作業､基準局長メモの影響は大 きかったと思われる｡

指導期間は猶予期間ではなく､週40時間を達成 していない事業所では ｢懇切丁寧な指

導が精力的に｣行われること､場合によっては法違反に問われることが､マスコミを

通 じて行 き渡 り､使用者に危機感 をあたえたであろう｡

97年 1月以降､地方連合を動員 して､全国的に行われた点検活動､要請活動､キャ

ンペーン活動で も､指導期間の趣旨､懇切丁寧な指導､法違反の可能性などが訴えら

れたと思われるから､これもまた使用者の危機感 をあおったに違いない｡

第三に､連合の審議会対応､戟略 ･戦術､政治的諸資源の動員 という面に着目して

みると､一応の成果をあげたとみてよい｡

審議会対応では､審議会の労働者側代表委員は全員､連合傘下の産業別組織の代表

者か連合事務局のメンバーであ り､93年法改正および46時間猶予措置一部延長の審議

の際には､連合の統一方針にそって審議会に臨んだ｡93年法改正で古さ93年 4月からの

週40時間制移行､猶予措置の廃止､46時間猶予措置一部延長の絶対反対 を掲げていた｡
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ただし､96年法改正では､繰 り返 し述べているように､統一対応はできていない｡

戦略 ･戦術面でも､状況に応 じて､硬軟両面を使い分け､次善の成果をあげようと

努力 している｡ 93年法改正では当初93年 4月からの40時間制移行､猶予措置廃止を主

張 していたが､最終的には若干の修文作業 を要求 して､公益委員案に歩み寄 り､｢移

行時期を94年 4月とし､猶予措置の97年 3月末での撤廃を確認 した｣として評価 した｡

他方､46時間猶予措置一部延長に対 しては､｢条件闘争をすべ きでない｣(連合事務

局長)との姿勢を貫 き通 した｡96年法改正では労働者側代表委員の意見が分裂 したが､

戟術的にみると､これが修文作業 と基準局長メモを引 き出 したと考えられ る｡

政治的諸資源の動員 という点では､地方連合会を通 じて全国的にカンパニア活動 を

くりひろげたことをあげるべ きであろう｡ 46時間猶予措置一部延長への反対運動は､

全国各都道府県でもりあが り､97年 1月以降の点検､要請活動 もまた全国各地で行わ

れた｡ 連合が全国的に組合員大衆 を動員 し､週40時間制完全適用､定着の運動 をもり

あげたことは､労働省､審議会および使用者団体､政党にも一定の圧力 をかけたと思

われる｡

以上を要するに､週40時間制の完全適用では､連合はその政策参加の力を十分に発

揮 し､一定の成果をおさめた｡

3.新 しい裁量労働制

*66
裁量労働制 とは､特定の業務に限 り､実際の労働時間数にかかわらず一定の労働

時間数だけ労働 したものとみなす制度であ り､1987年労働基準法改正の際に新たに導

入された｡ 裁量労働制が適用 される業務 としては､専門業務型裁量労働 と企画業務型

裁量労働の二種類があ り､それぞれ採用要件 ､必要とされる労使協定事項が異なって

いる｡

87年法改正当初は､対象業務については ｢業務の性質上その遂行の方法を大幅に労

働者の裁量に委ねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関

して具体的な指示をすることが困難な業務｣との包括的定義だけが与えられ､通達で

研究開発技術者､情報処理技術者､プロデューサー､ディレクター､デザイナーなど
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5つの専門的業務 を例示列挙 していた｡ 1993年法改正では省令によってこの 5業務 を

基本 として限定列挙するとともに､中央労働基準審議会の議 を経て労働大臣が指定す

る業務 を加 えることとした｡ 1997年 4月 1日から､労働大臣が指定する業務 として､

新 しくコピーライター､公認会計士､弁護士､一級建築士､不動産鑑定士､弁理士の

業務が追加指定 された｡ これらは ｢いわば横断的労働市場で通用する専門的能力ない

し技能 をもった一定職種の労働者｣(菅野 1999:292)とみなされ､専 門業務型裁

量労働制の適用対象 とな りうる｡

他方､企画業務型裁量労働制は､1998年の法改正で新設 された ものであ り､｢企業

の中枢部門において経営 に関_与するホワイ トカラー｣(菅野 1999:292)を対象 と

したものである｡

本節で とりあげる ｢新 しい裁量労働制｣ とは後者のホワイ トカラーを対象 とした企
*67

画業務型裁量労働制である ｡ この新 しい裁量労働制の導入をめ ぐって､労使 は審議

会の場で激 しく対立 し､特に労働側は強 く抵抗 し､労働大臣-の答申には労働側代表

者委員の反対意見が付 されている｡ 最終決着は国会審議の場にもちこまれ､連合は国

会対策を強化 して､なんとか自らの要求を実現 しようとした｡

ここでは､新 しい裁量労働制をめ ぐる審議会での議論 を追い､なぜそれが労使対立

を残 したまま答 申されることになったのか､国会審議の場で連合はどのように自らの

要求を実現 しようとしたのか､最後に連合はどのような成果をあげたのかを論 じるこ

ととする｡

(1)噛み合わぬ議論

中央労働基準審議会労働時間部会でホワイ トカラーを対象 とした新たな裁量労働制

が本格的に議論 されるようになるのは､1997年 7月以降である｡ 裁量労働制に関する

研究会報告は､その 2年ほど前の1995年 4月24日に発表 されているが､ホワイ トカラー

への裁量労働制の適用をめ ぐっては労使の意見の隔た りが大 きす ぎ､議論は平行線の

ままであった｡

ここでは､裁量労働制に関する労使当事者の意見､および労働基準局に設置 された

研究会の報告 を簡単 にみて､それらの間にある類似点､相違点を明 らかにし､96年末
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までの労働時間部会での審議 をみることとしよう｡

① 日経連の方針

まず､ 日経連が1994年11月に出 した ｢裁量労働制の見直 しについて (意見)｣ をと

りあげ､使用者側がどのような改定を望んでいたのかをみてみよう｡ この文書は､1993

年法改正において､上述のように労働基準法施行規則第24条の 2第 6項第 6号 とし

て ｢前各号の外､中央労働基準審議会の議 を経て労働大臣の指定する業務｣が加わ

り､これを具体化することによって裁量労働制の適用業務の拡充 を図る途がひらか

れることになったことを受けて､ 日経連 として裁量労働制の将来方向および適用 を

希望する業務 をまとめた ものである｡ 使用者側の裁量労働制 に対する基本的ス タン

スを読み とることがで きる｡

将来方向として､既存の法規走にとらわれることな く､｢たとえば､アメリカの 『イ

グゼ ンブション制』などを参考 とした新たな制度の構築｣ をめざし､それへの移行

のひとつ として ｢管理 ･監督者及びそれ と同等のス タッフ ･･･､ならびに定型的

な職務 を行 うホワイ トカラーを別 として､それ以外のホワイ トカラーには､で きる

か ぎり裁量労働制 を幅広 く適用｣ し､｢『適用業務の拡充』で､こうした形 を早急 に

実現 したうえで､それが定着 した段階では､これら裁量労働制の対象者を､いわゆ
*(i8

る 『適用除外』扱いとすべ きである｣ ｡

主張は明快である｡ ホワイ トカラーへ裁量労働制 を積極的に適用 し､将来は時間

規制の適用除外 をめざす｡これが月経連の方針であった｡

さらに適用業務拡充の方法 として､自主的な労使協定 に委ねる方法 を提唱 した｡

すなわち ｢今後､法律で新たに裁量労働制 を規定する場合には､法律 は 『包括的な

規定』とし､具体的な 『適用業務』『対象者』の決定等 を含めた制度の運用は､労使
*69

協定に任せる仕組みとすべ きである｣ 0

だが､現行法 を前提 とする限 り､適用業務 を自主的に拡充することはで きない｡

なぜなら労働基準法施行規則第24条の 2第 6項第 6号 により ｢前各号の外､中央労

働基準審議会の議 を経て労働大臣の指定する業務｣を具体化する形で しか行いえず､

｢同号 による 『業務』の指定がないか ぎり､裁量労働制は発展 しない仕組みになっ
*70

ている｣ からである｡

457



現行法の枠組みと労使の自主決定を同時に満たす手段 として､｢『一定のひろが り』

をもった 『業務』での指定の仕方が望 まし｣ く､具体的に ｢①本社及び他の事業場

の類する部門における企画 ･立案 ･調査 ･分析の業務､②顧客 ･取引先等 との交渉

･折衝で独 自の判断がで きる営業 ･渉外等の業務､③法務 ･税務 ･財務 ･経理 ･特
*71

許 ･広報 ･広告宣伝 ･株式 ･不動産等の専門的な知識 を必要 とする業務｣ をあげ

るのである｡

以上 を要す るに､ 日経連の文書でみる限 り､使用者側の方針は裁量労働制のホワ

イ トカラー-の積極的拡大､将来的には時間規制の適用除外 をめざし､短期的には

包括的な業務指定 を行い､その範囲内で適用 を労使が自主的に交渉 し､協定すれば

よいとい うものだった｡

② 裁量労働制 に関する研究会報告
*72

裁量労働制 に関する研究会は､1992年12月18日の中央労働基準審議会の建議 を

踏 まえて､1994年4月に労働基準局に設置 され､1995年4月24日に報告 をとりまと

めている｡ 中基審での審議の素材 となるよう期待 された報告であった｡ 内容 を簡単

にみてみ よう｡

報告は ｢対象 とすべ き業務 について､経済社会情勢の変化 に対応 してその拡大 を

図ることが要請 されている｣ とし､対象業務拡大の方向を示唆 しつつ､だが ｢現行

裁量労働制 は ･･･事務部門のホワイ トカラー労働 までを適用対象 として予定 して

いた もの とは言い難 く､それについて､省令改正等の方法により拡大することは適
*73

当ではないと｣ する｡

ここでは裁量労働制拡大対象の中に事務部門のホワイ トカラーを含むことを想定

していること､ただ し､その場合､省令改正で業務 を追加するのではな く法改正 を

考えていることがわかる｡ 前者は日経連 と似ているが､後者は異なっている｡

適用対象業務 について､報告は ｢･･･一義的に確定することはなかなか困難で

あるが､高度 に専門的又は創造的な能力 を必要 とする業務であって､自律的で､使

用者 との指揮命令関係が抽象的､一般的なもの (いわば請負的な性格 を有するもの)

が､これに該当する｣ と基本的な考え方 を述べ､ さらに業務の性質 としては ｢高度

に専門的又は創造的な能力 を必要 とする業務であ り､その遂行 にあたって高度な知
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識 ･技術等の職業能力を必要｣ とし､業務命令のあ り方 としては ｢労働者に対 し使

用者が業務の一定の成果をあげることを命 じ､その業務の遂行の方法を労働者の選

択､判断に委ねるものであることが必要｣な業務であり､具体的にはホワイ トカラー

としては ｢高度な経営戟略の企画の業務｣､｢高度な法務関係業務｣､｢高度な特許 ･

知的財産関係業務｣､｢高度な経済動向等の分析 ･評価関係業務 (いわゆる経済アナ
*74

リス トの業務)｣等が検討されるべ きであるとしている ｡ なお､ホワイ トカラー以

外には､現行 5業務の他に､公認会計士､弁護士､一級建築士､不動産鑑定士､弁

理士､コピーライターをあげている｡

高度に専門的､高度に創造的､自律的､請負的性格､労働者の選択 ･判断などの
*75

言葉 が強調 されていることから､報告は､裁量労働制をホワイ トカラー-適用拡

大するにしても､それをきわめて限定的に考えていることがみえて くる｡ 日経連が

定型的職務を担 うホワイ トカラー以外を適用対象と考え､また包括的な業務指定を

あげていることとは､対称的である｡ 同じくホワイ トカラーへの適用拡大 といって

も､研究会報告と日経連意見書では大きく異なっていることに注意 しておこう｡

適用業務にするための条件や､例示があったとしても､それだけでは､具体的に

どの業務に裁量労働制を適用 し､誰を対象者 とすればよいのかは決められない｡ 日

経連の方針は､企業内の労使が話 し合って決めればよいというものであった｡ 日経

連 と異なり､研究会報告は適用か否かをいかに決めるかについての手続的ルールに

ついて詳細に定めることをうたっている｡

まず対象業務の確定については､｢①現行裁量労働制のように具体的に対象 とする

業務及び対象者等について労使協定を締結 し､それを所轄労働基準監督署へ届け出

る､②企業内の労使代表からなる委員会 ･･･を設置 し､協議する方法等が考えら
*76

れる｣とし ､二つの方法を列挙する｡ なお､企業内の労使代表からなる委員会で

は ｢裁量労働制の導入､改廃､運用状況のチェック､苦情処理等について協議を｣
*77

行い､裁量労働制の ｢窓意的な運用を防止することができる｣ と期待 されている｡

この二つの方法がどのような関係になるかについては報告書の中に明示的に述べ

られていない｡どちらか一方を選ぶことが望ましいといっているのか､両者を併用

することが望ましいといっているのかはわからない｡ただ､労働省が記者発表用に

459



まとめた ｢裁量労働制に関する研究会報告について｣をみると､概要のなかで ｢･
･･現行制度 と同様①労使協定の締結 と労働基準監督署への届出を基本 としつつ､

併せて､新たに②制度の導入､改廃､運用状況のチェック等のため､企業内労使委

員会を設置することが適当である｣(強調 ･･引用者)とされてお り､併用が考えら

れていたのかもしれない｡併用だとすれば､日経連の方針よりさらに踏み込んだも

のだといってよい｡

次に対象者について ｢･･･通用 しようとする裁量労働制の具体的内容を明示 し
*7とi

て労働者の同意を要することが有意義である｣ とし､本人同意 を条件に付け加え

た｡ これは日経連の方針にはなかった｡

新たな裁量労働制の導入にあたって､研究会報告は法改正を考えていることを先

に述べたが､さらに踏み込んで､次のように述べる｡｢･･･新たな裁量労働制を､

積極的に労働時間の長 さではな く成果による評価を可能 とするものと理解する場合

には､『みなし労働時間制』とすることは不徹底であると考えられる｡ このように新

たな裁量労働制は､本来的には､労働時間の算定につき実労働時間によるとの原則
*79

を適用除外 とすることが適当 と考えられる｣ ｡ 日経連方針 と同様､時間規制の除

外を示すのである｡ もっとも､｢直ちに適用除外 とすべ きはどうかについては､労働

時間法制上大 きな例外 を設けることとなる重要な問題であるので､なお検討 を深め
*ホ()

るべ きである｣ と付け加えている｡

以上､裁量労働制に関する研究会が1995年4月24日に示 した研究会報告を､日経

連の意見 と比較 しなが ら､簡単にみてきた｡ その特徴を､ホワイ トカラー適用問題

に限って､日経連の主張 と比較 しつつまとめると次のようになる｡

第一に､事務部門のホワイ トカラー-裁量労働制を拡大適用 しようという方向､

将来的には時間規制の適用除外 とするという方向においては､研究会報告は日経連

と同 じス タンスである｡

第二に､だが､共通点はこれだけにとどまり､相違点の方が多 く､研究会報告は

事務部門のホワイ トカラーへの適用を極めて限定的にとらえていたと思われる｡ 高

度に専門的､創造的､自律的､請負的性格､労働者の選択 ･判断などの言葉が数多
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く修飾語 として使われていることからそう推測で きる｡ これは日経連の包括的業務

指定 とは対称的である｡

第三に､裁量労働制に関する手続的規制を新たに採用すえことを提唱 し､単 に労

使の自主決定 ･判断を主張する日経連 とは大 きく異なる｡ 企業内労使委員会の設置､

それによる監視､苦情処理などを期待 し､さらに本人同意 を必要とすることとした｡

③ 連合の方針

1995年11月29日の第120回労働時間部会で､連合 より中基審労働時間部会労働者

代表委員名で ｢労働時間法制の改革 と裁量労働制 (意見)｣と題する文書が提 出さ

れた｡ これを素材に連合の方針をみてみよう｡

はじめに､｢･･労働基準法が定めた労働時間管理 を解除する裁量労働制 ･･は､

次のような問題 を学んで｣お り､また ｢裁量労働制 自体は､直接労働時間短縮 に資
*81

する性質の ものではない｣ と主張する｡

ついで､表 6-27に示す ように問題点を四つあげる｡

表 6-27 連合の指摘する裁量労働制の問題点

1)実労働時間

に対する規制

の解除 と労働

者保護

(裁量労働制は)正 しく運用 されなければ､残業手当を払 うこと

な く長時間労働 をさせ る手段 になる危険 を常 にはらんでいる｡

｢サービス残業｣が安易に行われ､いわゆる ｢過労死｣などとい

う現象が生 まれるわが国の風土のなかでは､この危険はきわめて

大 きい｡

2)労働者の

｢裁量権｣

日経連提言は､『非定型的な業務』であればその内容や組織内で

の位置 にかかわらず､『裁量性』があるとす る｡ しか し､お よそ

人間の労働 には多かれ少なかれ判断がつ きものであ り､何 らかの

選択が働 くのが普通である｡｢非定型的｣というあいまいなイメー

ジを根拠 に ｢裁量みなし制｣を事実上 ｢ホワイ トカラー労働｣全

体 に無限定 に適用 しようとするのは､使用者の労働時間管理責任

を放棄 し､労働時間短縮に背を向けて賃金の払われない時間外労

働 を合法的に助長するものといわな くてはならない｡
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3)指定対象

｢業務｣ と

｢専門性｣

政令で定める ｢業務｣は､あ くまでもひとつの目安であ り､｢み

なし裁量制｣の対象 となるかどうかは､担当業務や所属部署の呼

び名によってではな く､また､企業内の ｢地位｣によってでもな

く､実際に業務遂行の手段 と時間配分の決定権をもっているかど

うかを､個々人の仕事の実情に即 して ｢本人の同意｣のもと具体

的に判断されなければならない｡

4)裁量労働に

おける｢評価｣

と ｢処遇｣

日本の企業社会では､個々人の責任や職務分担の範囲があいまい

な ｢集団主義｣が一般的である｡ 業務遂行 も結果の評価 も集団的

に行われるシステムのもとで ｢裁量労働｣を適用できるのは､ご

く例外的なケースに限られる｡ ･･･企画 ･調査 ･総務人事など

の分野で仕事の成果を客観的に評価する方法はまった く確立 して

いない｡

資料出所 :中基審労働時間部会 ･労働者代表委員 ｢労働時間法制 と裁量労働制 (意見)｣(日本労

働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo.38』(1995年12月14日)所収､pp.26-29)よ

り作成｡

要するに､裁量労働制によって残業手当なしの長時間労働が行われる危険があ り､

非定型的という暖味なイメージでホワイ トカラー⊥般に裁量労働を広げるのは使用

者の管理責任放棄であ り､業務を指定 しただけでは不十分であり､時間ではなく具

体的な成果で評価するというけれど日本では難 しいと言うのである｡

そして､｢･･･裁量労働制の問題は､当部会のテーマとしては労働時間法制全体

の検討課題のひとつとして位置付けられてお り､他の検討課題について具体的な前
*82

進をはかるなかで検討 されなければならない｣ と結ぶのである｡ ここで他の検討

課題 としてあげられているのは､週40時間労働原則の完全適用､有給休暇最低付与

水準の引き上げ､時間外労働の規制､-せい休憩問題である｡

この結びの文章が何を意味するのかを解読するのは難 しいが､これまでみてきた

ことからあえて推測すると､他に重要な課題があ りそちらを優先的に検討すべ きで

あって､裁量労働制はいます ぐ検討を要するような課題ではないということかもし

れない｡

要するに､連合の方針は裁量労働制が持つい くつかの問題点を指摘 し､その検討
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を先送 りすることだったと思われる｡ 日経連意見､研究会報告 との隔たりは非常に

大きかった｡

④ 審議経過

1995年 4月24日に研究会報告が出され､その後､裁量労働制が中央労働基準審議

会労働時間部会で審議 されるようになるのは､半年後の1995年10月4日に開催 され

た第117回労働時間部会からである｡ だが､部会での議論は噛み合わない｡

1995年11月9日の第120回労働時間部会では､労使代表それぞれが､前出の日経

連意見書 と連合意見書を提出 し､それに基づいて意見を述べた｡ だが､上でみたと

ころから推測できるとお り､意味のある議論にはなっていない｡表 6-28は､第120

回以降､第126回までの労働時間部会の議題を示 したものである0

表 6-28 労働時間部会での議題

年 月 日 議 題

1995年12月8日 (第121回) 中小企業労働睡開閉琴 (週40時間制の猶予措置につ

い七)

1995年12月13日 (第122回) 特例措置のあり方

1995年12月1.9日 (第123回) -せい休憩､~有給休暇､特例措置､裁量労働制､中

小企業の労働時間､その他 -

1996年 1月16日-(第124回) -せい休憩､有給休暇､特例措置､その他

1996年 1~月3.1日 (第125回) 中間とりまとめについて■

1996年 2月22日 (第126回) 今後の労働時間法制の在 り方に係わる検討の中間的

資料出所 :日本労働組合総連合会 『労基法改正レポー トNo39』(1995年12月20日)､同NQ40(1995

年12月25日)､同No.41(1996年 1月10日)､同No.42(1996年 1月30日)､同No.43(1996

年2月29日)より作成｡

裁量労働制は第123回､125回で議題にのぼっている｡ だが､その内容をみると､

裁量労働制のホワイ トカラーへの拡大に関して､真剣な議論が行われているとはい
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いがたい｡第123回部会では､労使代表委員は､第120回部会に提出 したそれぞれの

意見を繰 り返 しているだけである｡ 第125回部会では公益委員が裁量労働制導入に際

しての ｢本人同意｣の必要性 を問い､労働者側代表委員が ｢個別的な要素がある裁

量労働制の場合は､本人の同意が必要であるし､現対象 となっている業種について

も必要である｣と答え､使用者側代表委員はそれとは無関係に ｢指定業務｣ を早急
*83

に決めるよう求めている ｡ 第126回部会では ｢検討の中間的とりまとめ (莱)｣が

議論 されたが､裁量労働制自体が議論 されることはな く､報告に添付 される予定の

｢労使意見の概要｣には日経連の意見 と連合の方針の概要がそのまま書かれている

だけである｡ 要するに､第120回部会から何 も進展 していない｡

第127回の労働時間部会が開催 されたのは､約 9ケ月後の1996年11月20日である｡

第127回から第130回 (1997年 1月14日)までは､前節でみた猶予措置撤廃､週40時

間制完全適用 をめ ぐって議論が自熟 し､裁量労働制についてはコピーライターなど

指定業務の追加については合意 されたものの､ホワイ トカラー裁量労働制に関 して

はまった く議題 にものぼっていない｡こうしてホワイ トカラーに村する裁量労働制

については､1995年11月の第120回労働時間部会から何 も進展 しないまま 1年以上が

過 ぎた｡

ホワイ トカラーへの裁量労働制の拡大適用が検討課題 として､労働時間部会の場

に再び登場するのは､週40時間制完全適用問題が一応の決着をみた後の第131回部会

(1997年 2月18日)である｡ ここで事務局から､裁量労働制､年次有給休暇､時間

外 ･休 日労働の在 り方など経済社会環境の変化 に適切に対応する労働時間法制につ

いて､97年 7月中に中央労働基準審議会に中間的取 りまとめを報告 したいとの要望
*84

が出された ｡

裁量労働制は､1997年 3月 7日に開催 された第132回部会で検討 された｡表 6-29

は公労使の意見の概要をまとめたものである｡ ここから､労使間では依然 としてホ

ワイ トカラー裁量労働制への適用をめ ぐって､大 きな隔た りがあること､公益委員

はホワイ トカラー-の適用に関 して前向きではあるにしても､使用者代表委員 とは

異なって､慎重であることがわかる｡ 日経連意見､研究会報告､連合方針にみられ

た意見の隔た りが､第120回部会と同様､再現されているといってよいだろう｡
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表 6-29 第132回労働時間部会での裁量労働制をめぐる意見 (1997年 3月 7日)

使用者側代表委員 労働者側代表委員 公益代表委員 .事務局 一

ホ ワイ トカラーに幅広 く 企業 をまたが る業務 を村 適用範囲は企業の枠 を超

適用 し､法的規制 .(時間 象 とし社会的処遇 をつ く えて となると時間管理が

外)か らはず してほしい○主張 の理 由は､① ホワイトカラーの仕事 と工場法か ら確立 した現行 の労働時 間法制が な じまない○②情報通信 の多様化が背景にあるo ることが大事である○ むずか しい○

(対象業務 は)具体 的 に 労使 の話 し合い_七 いわれ 使 は成果がはか りやすい

は労使 の話 し合いで決め るが､組合の組織率か ら 業務 とすべ きというが､

ればよいこと○ みて も疑問だ ○ 労使 で決 人事や労務の仕事 を成果

めた労働時間 を適用 させることがで きるように しなければならない○ ではかるのは可能か○

今後労働時尚管理 は量 か 在宅就労など働 き方が多

ら質へ の管理 にな ってい 様化 してきている〇 時間
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使用者側代表委員 労働者側代表委員 公益代表委員 .事務局

本人が裁量で仕事 をす る ･ホワイ トカラーの時間管

のだか ら管理 しな くで.よ 理 はルーズ であ り､管理

い o 者が長時間労働 にならない ように把握する必要がある○一定のルールや適用基準を与 えない と自己管理 はむずか しい○サービス残業が増加する

資料出所 :｢第132回中央労働基準審議会労働時間部会報告｣(日本労働組合総連合会 『労基法改

正レポー トNo57』(1997年4月45日)所収､pp.15-16)より｡ なお､原資科では各

側委員の意見は単に列挙 してあるだけであ り､ここでは議論がかみあうように整理

した｡

第133回部会 (1997年 3月31日)で検討 されたのは､-せい休憩､時間外 ･休 日

労働､深夜業であって､裁量労働制は項 目から外れていた｡ その後､ 3ケ月ほど部

会は開かれなかった｡

以上､1995年 4月に研究会報告が出てから2年間､1995年10月に再度検討 される

ようになってから1年半の間､ホワイ トカラーへの裁量労働制の適用問題について､

労働時間部会の場で意味のある議論が行われることがなかった｡ 公労使､特 に労使

間の意見の相違は依然 として大 きいままであ り､歩み寄 りに向けた折衝が行われた

ようで もない｡その意味では連合の思惑 どお り､本格的な検討は先送 りにされたま

まであった｡ だが､1997年 7月､事態は急変する｡

(2)労働省試案と規制緩和小委員会

1997年 7月 2日の第134回労働時間部会で､労働省か ら ｢中間的取 りまとめに向け

ての議論のために｣が提案 され､そこで裁量労働制のホワイ トカラーへの適用拡大に

ついて具体的な提案がなされた｡ その後､議論は､労働者側代表委員の強い反対 を残

したまま進み､ほぼ当初の労働省提案 どお りに､同年12月11日に労働大臣へ建議 され
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た｡

7月の労働省試案の提 出は､それまでの審議経過か らみると唐突の感 を拭い きれな

い｡ 行政改革委員会に設置 されていた規制緩和小委員会が1996年12月 5日に発表 した

『創意で造 る新たな日本一平成 8年度規制緩和推進計画の見直 しについて-』の中で､

ホワイ トカラーへの裁量労働制適用 を大幅 に拡大すべ Lとの意見が盛 り込 まれたこと

が､この労働省試案の突然の提案 に大 きな影響 を与 えたと思われる｡

ここでは､まず労働省試案 を検討 し､ついで､規制緩和小委員会報告 を見たあ とで､

労働大臣建議 に至るまでの審議経過 を追 ってみよう｡

① 労働省試案

3ケ月ぶ りに再開された第134回労働時間部会 (就業規則等部会 との合同開催)

は､基準局長か らの ｢･･7月末 までに 『中間まとめ』を行 うために事務局で 『中

間的取 りまとめに向けての議論のために』･･を提案 させていただ く｡ これはあ く

まで も議論 を深めて貰 うための材料であ り､審議 を拘束するものではない｣ との挨

拶か らは じまった｡

労働省試案のうち､裁量労働制の箇所 を表 6-30で詳 しくみてみよう｡

表 6-30 裁量労働制の在 り方 (労働省試案､1997年 7月 2日部会提案)

(1)対象業務

の拡大

いわゆるホワイ トカラー労働者 について､ 自律 的かつ創造的な

働 き方 を実現 し､その能力や意欲 をよ り有効 に発揮 させ る視点 に

立つ とともに､その対象 となる範囲が適正 な もの となるよう､現

行の労働基準法第38条の 2の裁量労働制 とは別の新たな裁量労働

制 を設けることとしてはどうか｡

具体的には､､例 えば､法令上 ｢本社及び他 の事業場の本社 に類

する部門における企画､立案､調査及び分析の業務｣と限定 した

上で具体的な対象者 については ｢業務の遂行の手段及び時間配分

の決定等 に関 し使用者が具体的な指示 をす ることが困難 な もの｣

を判定基準 として､(2)の委員会において決議 により決定す る仕組

みについて検討することとしてはどうか｡
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(2)導入手続(3)効果(4)適正●な運 (1)で新たに対象 となるホワイ トカラー労働者については､企業 -

の内部労働市場で通常長期 にわたって雇用管理がなされてお り､

その従事する業務の範囲の境界線が不明確であること､その遂行

に要す る時間 も個人差が大 きい こと等､現行の裁量労働制が主 と

して対象 としている ｢人事労務管理上特別な取扱いがなされてい

る専門職的業務｣ とは性格 を異 にす ることか ら､そのことに応 じ

た手続 を定めることについて検討することとしてはどうか○

例 えば､傘業内に賃金や評価制度等 を含め労働条件全般 を調査

審議す るための労使の代表か らなる委員会 を設置する○ この委員

会については､透明度の高いシステム として労使の自主的話合い

が実質的に確保 されるようにす るため､委員会の構成員の半数は

労働者 を代表する委員 とす ること､設置 について労働基準監督署

長への届出を要すること､議事録の作成､保存､周知の措置 を講

ずることを義務付 けること等 について検討することとしてはどう

か○その上で､ この委員会 において､裁量労働制の対象 となる者

の具体的範囲､代償休 日の付与等働 き過 ぎの防止 .健康確保のた

めの措置､苦情の処理等 について決議 により決定することを要件

とすることについて検討することとしてはどうか○

現行の裁量労働制 と同様 に､労働時間計算 に当たつての ｢みな

し労働時間制｣七することについて検討することとしてはどうか○

(3)の委員会を設置すること自体が継続的に制度の適正な運用 を

用 を確 保 す 確保する方策であることに加 え､(2)で委員会におい.て定めなけれ

るた め の措 ばならない とされた事項の具体的内容 (例 えば､代償休 日の付与

置 等働 き過 ぎの防止 .健康確保のため.の措置 としては､対象労働者

ln実労働時間に応 じて一定の基準 に基づ き代償休 日を付与する制

度 を設けること等)及び裁量労働制の対象 とすることについて労

働者本人の同意 を得 ること等 を､労使が参考 とすべ きガイ ドライ

資料出所 :｢今後の労働時間法制及び労働契約法制の在 り方について-中間的取 りまとめに向け

ての議論のために-｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo59』(1997

年7月31日)､pp.ll-17､所収)pp.15-16より作成｡
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これが､日経連意見書､裁量労働制に関する研究会報告の奇妙な折衷であること

はす ぐにわかる｡

第一に､研究会報告が示唆するように指定業務の追加を省令改正で行 うという方

法ではなく､新たな法改正をうちだしている｡

第二に､適用対象業務 として､日経連が示 した三類型のうち一つだけ､すなわち､

｢本社及び他の事業場の本社に類する部門における企画 ･立案 ･調査 ･分析の業務｣

をあげる｡ 研究会報告の強調する ｢高度に専門的｣､｢高度に創造的｣､｢自律的｣､｢請

負的性格｣､｢労働者の選択 ･判断｣などの語句が適用対象業務の選定からおちてい

る｡ いいかえれば､研究会報告がきわめて限定的に対象を考えていたのとは違い､

どちらかといえば､日経連方針にそってホワイ トカラーへの適用を大幅に拡大 して

いこうとした｡

第三に､具体的な業務､村象者の確定については､研究会報告が提唱する企業内

の労使代表からなる委員会を設置 し､当該委員会で､これまでの法令 と同様の判断

基準つまり ｢業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関 して使用者が具体的な指

示をすることが困難なもの｣を判断基準 として決定することとした｡ 後者の条件に

ついては､研究会報告では､前述 したように業務の性質､業務命令の在 り方その他

の業務の遂行方法などで詳細に定められてお り､労働省試案はそれに比べるとあっ

さりしている｡ ここでも裁量労働制のホワイ トカラーへの大幅拡充がめざされてい

るといってよい｡

第四に､企業内労使委員会に期待する役割が研究会報告 と比べて狭 くなっている｡

研究会報告が期待 した ｢裁量労働制の運用状況のチェック｣､具体的には業務命令が

合理的なものであるか､長時間の労働が長期にわたって継続 していないか等のチェッ

クが労働省案では明記されていない｡

第五に､研究会報告では裁量労働制を実際に適用する際には､その具体的内容を

明示 して労働者の同意を要件 とすることが提起 されていたが､労働省案では本人同

意をガイ ドラインとして示すにとどまっている｡

第六に､研究会報告､日経連 ともに将来方向としては ｢みなし労働時間制｣では

なく労働時間規制の適用除外を考えているが､労働省案は日経連の短期的方針 と同
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様､｢みなし労働時間制｣ をとっている｡

要するに､適用対象業務 については日経連 に沿 う形でホワイ トカラーへの大幅拡

充 をはか り､他方､手続的要件 については研究会報告か ら企業内労使委員会をもっ

て くるが､大幅拡充 を阻害 しないよう､裁量労働制導入の際に委員会が使 う判断基

準は緩め､かつ委員会に期待する権限は狭める､｢みな し労働時間制｣は続けるとい

うのが労働省案であった｡

連合にとっては､まさに晴天の霜産であったに違いない｡それまでの噛み合わない

審議経過からは予想 しがたい労働省試案であった｡ 裁量労働制のホワイ トカラー-の

大幅拡充をめざす労働省試案が突然､提案 された背後には､規制緩和小委員会がいた｡

② 規制緩和小委員会

規制緩和小委員会は1996年12月5日に 『創意で造 る新たな日本 一平成 8年度規制

緩和推進計画の見直 しについて』 と題す るレポー トを行政改革委員会に報告 し､行

政改革委員会はこの レポー トをもとに1996年12月16日､『創意で造る新たな日本～規

制緩和の推進 に関す る意見 (第 2次)～』を内閣総理大臣に提出 した｡ この第 2次

意見の中で､裁量労働制の規制緩和 について次のように論 じられている｡

｢近年､ホワイ トカラー労働者が従事する業務 は高度化､専門化 しているととも

に､画期的な新商品､新技術 を生み出 してい くためには､ホワイ トカラーの独創的､

創造的な仕事が求め られる｡ / したがって､ホワイ トカラーの業務 に関 し､裁量労

働制が適用で きる対象業務 を､業務遂行の方法に係 る裁量が認め られるものについ

て､大幅 に拡大すべ きである｡ その際､労働者の健康等 に配慮するとともに､仕事

における労働者の裁量権の確認､適用 に当たっての労使協議 によるルールの設定や

本人の選択 なども含め､裁量労働制の適正な運用がなされるような措置 も併せて講

ずべ きである｣(行政改革委員会事務局 1997:79-80)0

ここでは､裁量労働制 をホワイ トカラー-大幅拡大すること､労使協議 を含め適

正運用のための措置 を講ずることが主張 されている｡ ホワイ トカラーへの大幅拡大

は､ 日経連意見書 と同 じであるが､一方では裁量権の確認､労使協議 によるルール

設定など適正運用のための措置が うたわれているなど､やや研究会報告 に近い｡だ

が､裁量労働制の法的な位置づけ､裁量労働制 を認める際の判断基準､具体的な手
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続的要件 と監視項目など､研究会報告が重視 した項目は外 されていることに注意 し

ておこう｡この意見 もまた日経連意見書 と研究会報告の奇妙な折衷案のようであ り､

内容的にも前出の労働省試案に近い｡

1996年12月25日には行政改革プログラムが閣議決定される｡ そこには次のように

書かれていた｡

｢1 規制緩和の推進

1)規制緩和に関する内外からの意見 ･要望等を踏まえ､『規制緩和に関する意見 (第

2次)』(平成 8年 (1996年)12月16日行政改革委員会意見)を最大限に尊重 して､

平成 8年度 (1996年度)末までに規制緩和推進計画 (平成 7年度 (1995年度)～9

年度 (1997年度))を再改定 し､情報通信､物流､土地 ･住宅､雇用､医療 ･福祉な

どの各分野の規制緩和を計画的に推進する｡

2)規制緩和推進計画の再改定に当たっては､新たな規制緩和方策を積極的に盛 り込

むほか､同計画に記載 された規制緩和方策のうち､未実施のものについて､①実施

時期の前倒 し､②実施時期が明確でないものについて時期の明確化及び③実施内容

の具体化の観点から､引き続 き検討を進め､所要の措置を講ずる｡

3)略

4)規制緩和推進計画を実施するため､所要の法律案を､次期通常国会に提出する｣(行

政改革委員会事務局 1997:582-583)｡

●規制緩和小委員会は､1997年にはいると､各省庁が中間公表 した規制緩和検討状

況をもとに､各省庁-のヒアリングを精力的に進め､労働省労働基準局は1997年の

2月13日に規制緩和小委員会でヒアリングを受けている (行政改革委員会OB会 1

998:17,836)｡そして同年 3月28日に閣議決定された ｢規制緩和推進計画の再改定

について｣では､裁量労働制の適用業務の大幅拡大は今後実施項目としてあげられ
*85

ている ｡

規制緩和小委員会の2次意見と7月に突然提案された労働省試案 との関係 を直接､

具体的に確かめるうるような資料は､残念ながら発見できていない｡だが､第一に

｢内閣総理大臣は､閣議にかけて決定 した方針に基いて､行政各部を指揮監督する｣

(内閣法第 6条)から､裁量労働制にかかわる規制 も内閣総理大臣の指揮監督のも
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と推進 されてい くことになったこと､第二に､労働者派遣事業､有料職業紹介事業
*8(;

の規制緩和 について規制緩和小委員会が労働省 を厳 しく問いつめていることから ､

裁量労働制 について も同様の相応がなされたと推測 しうること､第三に､内容がか

な り類似 していることなどか らみて､労働省試案は規制緩和小委員会の第 2次意見

を基本 に作成 された ものとみて間違いないであろう｡ こうして審議会の外で裁量労

働制をめ ぐる法案がつ くられていった｡

③ 審議経過

労働省試案 を素材 に､労働時間部会での議論が行われる｡ だが､労使の隔た りは

大 きいままで､埋 まらない｡

裁量労働制が議論 されたのは 7月23日の第136回労働時間部会であるが､そこで交

わされた議論は表 6-31に掲げてある｡

表 6-31 第136回労働時間部会での裁量労働制をめぐる意見 (1997年 7月23日)

使用者側代表委員 労働者側代表委員 公益委員 .事務局

前か らのお願いで これ 職種 を限定 し､労働者の 現行 の裁量労働制 と

は､対象棄種 は労使 に任 真の裁量権が認められるも は違 う､新 しい制度で

せて欲 しい○ のでなければならない○ ある○ 大枠 は法律 で､

ホワイ トカラー全般 に また､労使委員会での確 ~運用 は長時 間労働 や健

適用 して欲 しい○ 認 を担保する手段が抜けて 康 のチ ェ ックを各職場

いる○ 従業員代表制の選出 でで きるように労使委 ~

方法 ､ さ らに誰 が代 表 に 貞会を設置 して貰 う○

なつたかの明示､.労使委員 健康管理 な ど歯止 め

会の情報の開示が必要であ 策 は必 要､望 ま しい判

る0 36協定が守 られていな 断基準 を法 の枠 ではな

い実態 もあることを理解 し くガイ ドラインで触 れ

資料出所 :｢中央労働基準審議会第136回労働時間部会及び第30回就業規則等部会報告｣(日本労働

組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNG60』(1997年8月21日)所収､pp.4-6)

より作成
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表 6-31をみれば､議論が依然 として噛み合っていないことがわかる｡ 使用者側

代表委員は適用対象業務のホワイ トカラー全般への拡大 と労使 自主決定を主張 し､

公益代表委員 ･事務局は労働省試案の説明にとどまり､労働者側代表委員は職種の

限定を主張 しつつ､他方で労使委員会の設置､権限､義務についての明確な定めを

求めている｡ 特に労使間の意見の違いが大 きい｡ もっとも､ホワイ トカラーへの適

用拡大 という点では公使間に大 きな違いはみられない｡

つづ く7月28日､29日に公労会議､公使会議が開かれ､31日に第137回労働時間
*87

部会が開催される ｡ ここでは中央労働基準審議会に8月6日に報告するための ｢中

間的取 りまとめ (莱)｣が事務局 より提案 されるが､裁量労働制は ｢方向は一致 し

ていないが､必要性､情勢認識については理解が得 られた項目｣ と分類 され､各側

意見を併記することとされた｡ こうした事務局のまとめに対 して､労働者側代表委

員は ｢試案にあるような新たな裁量労働制については理解できない｡誤解されてい

る｣ と反論 し､座長 (労働時間部会長)が ｢見直 しの必要性についての共通認識が

あるが､対応についてはまだという意味｣だと答えている｡

結局､中基審に提出された ｢今後の労働時間法制及び労働契約法制の在 り方に関

する中間的取 りまとめについて｣(報告)では､裁量労働制に関 しては､公益､労

働者側､使用者側代表委員がそれぞれ独 自の意見を述べるにとどまった｡ 次の文章

を読めば､労使間の意見の相違はあいかわらず大 きく､公使間では適用業務の拡大

について一定の合意ができつつあることがわかる｡

｢専門的な知識､技術や創造的な能力をいか し､主体性 を持って働 きたいという労

働者が増加 していること及び創造的な能力を十分に発揮することのできる働 き方の

ルール化が必要であることについての共通の認識の下に､試案を中心に次のような

議論が行われた｡

労働者側委員からは､裁量労働制の対象を新たな制度を設けて拡大することは､

裁量労働制がもたらす長時間労働やこれによる健康-の悪影響のおそれを払拭でき

ず行 うべ きでないとの意見が出された｡ これに対 し､使用者側委員からは､労使委

員会の在 り方について更に検討を深めることを前提 として､ホワイ トカラー労働者

に対象を拡大する試案の方向は評価 しつつ､試案において対象 とされている業務に

473



ついて実情 に即 した取扱いがなされるようにすべ きであるとの意見が出された｡

これらの議論 を踏まえ､公益委員から､ホワイ トカラー労働者のうち業務の遂行

に当た り裁量の認められない層まで含めて対象 とすることとならないよう､法令上

その範囲を適正に画することとした上で､企業内の労使の代表からなる委員会の設

置を新たな要件 として構成するとの構想 について､引 き続 き議論 し労使の意見の一

致 を目指すべ きであるとの考え方が示された｡ この場合に､導入手続及び運用の適

正を確保する観点から､労使委員会が労使の自主的話合いを実質的に保障 し得るも
*88

のとなるよう､引 き続 き議論 してい くべ きであるとの意見が出された｣ ｡

その後､ 9月10日の第139回労働時間部会から ｢中間的取 りまとめ｣ を素材 に11

月末を目途 に ｢最終取 りまとめ｣に向けた審議が始まる｡ 表 6-32はその経緯 を示

したものである｡

表 6-32 労働時間部会の審議 (就業規則部会との合同会議)(1997年 9月～11月)

年 月 日 議 題

1997年 9月10日 (第139回) 審議 日程にらいて○

9月16日 (第140回) 裁量労働制についてのヒアリング○

9月26日-(第141回) 労働契約締結時の労働条件明示､退職事由の明示､

就業規則の作成に関する事務負担､問題点などにつ

いてのヒアリング○

10月 9日 (第142回) 平成9年度労働時由等総合実態調査結果について

･10月14日 (第143回) 労働契約期間の上限等､労働契約締結時の労働条件

の明示､解雇予告制度の適用除外 とされる労働者の

範囲､退職事由の明示にづいて○

10月17日 (第144回) 変形労働時間制､-せい休憩､時間外 .休 日労働及

び関連事項 としての深夜業について○

474



第 6章 連合の政策参加

年 月 日 議 題

11月4日 (第146回) 法適用の方式､就業規則､労働条件紛争解決援助の

ためのシステム､労使協定､時間外 .休 日労働及び

深夜業の割増率､割増賃金の算定基礎からの住宅手

当の除外について.○

11月13.冒 公益委員､労働者側代表委鼻によろ会議

11月17日 /Lt益委員､使用者側代表委員による会議

11月19日 (第147回)L労使による基本的姿勢の表明､最終報告へむけての

日程について○

11月2i日 (第148回) 公益委員案の提示､説明○

11月26日.(第149回) 公益委員案に村する労使の総括意見表明､労働契約

期間の上限筆､労働契約締結時の労働.条件の明示､
,退職事由の明示､..変形労働時間制二一せい休憩､時

閣外 .㌔.休 日労働の在 り方および関連事項 としての深

ー夜業､裁量労働制 についてo

11月28日 (第~150回) 年次有給休暇､特例措凄､その他 (法適用､就業規

則､労働条件紛争の解決援助 システム､.労使協定)
について○

資料出所 :日本労働組合総連合会 『労働関係法 レポー トNo.61』(1997年10月17日)､同No.62(1997

年10月28日)､同No.63(1997年12月3日)､同No.65(1997年12月24日)より作成｡

わずか3ケ月の間に13回の部会､公労会議､公使会議を含めれば15回もの会議が

開催 されている｡労働時間部会で検討すべ き項目としてあげられていたものが22項

目あ り､うち7月末の ｢中間的とりまとめ｣時点で､公労使意見がおおよそ一致 し

ているものが 9項目､方向は一致 していないが必要性､情勢認識は公労使の理解が

得 られたものが4項目､改正の必要性､情勢認識についても公労使の意見が村立 し
*89

ているものが 9項目とされていたこと を考えれば､わずか 3ケ月間でそれらすべ

てについて何 らかの合意を得 ようとすれば､過密スケジュールになることは避けら

れなかった｡
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裁量労働制が議題 にのぼったのは､第140回部会､第145回部会､第149回部会で

あるが､第140回は裁量労働制 を導入 している事例についてのヒヤリングであ り､

審議が行われていないから､後の2回についてみてみよう｡

表 6-33 第145回労働時間部会での裁量労働制をめぐる意見 (1997年10月21日)

対象業務 について

使 用 者 側 ユーザー調査､マーケテイングなどのあらゆる棄務に企画 .■立案

代表委員 ･調査等の業務が含まれる○ 現在､本社機能の分散化､組織のフラツ

下化がすすみ､権限がお りてきている.○ 大胆 に裁量 労働制 を認める

べ きo

業場の本社 に類する部門における企画､立案､調査及び分析の業務｣

｢業務の遂行の手段及び時間配分の決定等 に関 し使用者が具体的指

示することが困難な者｣という包括 した表現 にし､具体的な業種 に

ついては労使 自治に任せるべ き○

試案の方向で無理な く運用で.きる○ ホワイ トカラー全体 に拡大す

べ き○

労 働 者 側 現行の裁量労働制は認めるが､あえて新 しい制度の導入の必要性

代表委員公 益 委 員 はない○フ.レックスタイム制で十分対応できる○

使用者側 は組織のフラット化かすすみ､権限がお りてきていると

言 うが､職制 という管理体制がある以上､実態 としそはほとんどあ

りえ ない○｢業務の遂行の手段及び時間配分の決定等 に関 し使用者

が具体的指示することが困難な者｣はいないo

原則的にホワイ トカラー全体 に拡大する必要性はない○必要な業

種がい くつかあれば､審議会で確認すべ きo

現制度 にそって労働者保護の視点が不可欠o｢本社 及び他の事業

場の本社 に類する部門に.おける̀企画､立案､調査及び分析の業務｣

可能性がある○ 悪用 される懸念あ り○ 法により客観的基準 を定める

ことが重要○

ホワイ トカラー全体 を対象 とするわ.けではな く､定型的､補助的

･事務局 業務は除外 したうえで､これを法律 にもりこむ○ 具体的には労使委
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導入手続､労使委員会の在 り方

使 用 者 側代表委員 (特L_こ意見なし)

労 働 者 側 - 労使委員会の委員の選任方法について､組合のないところは公選

代表委員 制を前提 とすべ き○

労使委員会において､事業場内での労働 をもみな し労働時間制で

はかるのは非常号危険○

公益 委 員 労使委員会の委員の選任方法については､労使協定の項 目におい

資料出所 :｢中央労働基準審議会第145回労働時間部会 ･第39回就業規則等部会報告｣(日本労働

組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNG63』(1997年12月3日)所収､pp.7-8)
より作成｡

この時点では使用者側代表委員 と公益委員 ･事務局 との間で､ほぼ意見が一致 し

ていることが読み取れる｡ 使用者側代表委員は労働省試案で無理なく運用で きると

述べ賛成の意を表明 している｡ ただ､その延長線上で､ホワイ トカラー全体へ拡大

すべ きと述べると､公益から定型的､補助的業務は除外 し､具体的には労使委員会

で検討するとたしなめられてはいるが｡

他方､労働者側代表委員は依然､反対の立場を続けている｡ フレックスタイム制

で対応できる､､業務遂行上､裁量の余地をもつ労働者はいない､客観的指標で限定

すべ きと反論する｡ 公使村労 という村立構図が浮き上がってきた｡

第148回労働時間部会で ｢最終取 りまとめ｣の公益案が提示 された｡ 裁量労働制

に関しては､おおよそ労働省試案 を基本 とし､対象業務の内容 を例示 し､対象業務

から除外 される業務を列挙 し､労使委員会の委員の選任方法についての定めを加え､

労働大臣が示すガイ ドラインの項 目を追加 したものが提案 された｡ この ｢最終取 り

まとめ｣案をめ ぐる審議が第149回､第150回で行われる｡ 裁量労働制に関する審議

は､前述 したように第149回部会で行われた｡

第149回で も公使対労 という構図は変わらない｡労働者側代表委員は ｢以前 に裁

量労働研究会報告で示 した在 り方 と今回の公益案での在 り方は異なっている｣ と述
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ベると､公益側は ｢流れとして全 く反 しているわけではない｡むしろ労使委員会に
*90

ついては､公益案の方がさびしい要件を設定 している｣と反論 し､さらに労働側

が ｢必要な業種に限定するなら現行の制度でよい｡新たな制度の導入には反対であ

る｡ 対象業務の範囲を示 し､なおかつ非対象業務を示 しているが､そのため中間の

労働者はすべてグレーになり使用者の判断で拡大適用 となる｣ とくいさがると､公

益側は ｢企業により職種の呼称など実態が異なる｡ そのため､労使委員会で決める
*91

ということである｣ と突っぱねる ｡

労働者側代表委員の強い反対を残 したまま審議は続 き､若干の修文が行われたの

ちに､1997年12月4日に開催 された第375回中央労働基準審議会に報告 された｡ 裁

量労働制 については､｢最終取 りまとめ｣案から､非対象業務の列挙が除かれ､次

の文章が付け加 えられた｡ ｢本項 目については､『裁量労働制研究会報告』の内容

とも大 きな差異があると考えられ､また､新たな制度の導入の必然性が認められな

いので､現行制度での相応をしつつ結論 を急がず引 き続 き検討することが求められ

るとの意見が労働者側委員から､一方､労使委員会によらず労使協定による等 より

柔軟な制度 とすることも考えられるのではないかとの意見が使用者側委員から､そ
*92

れぞれあった｣ ｡ 労働側代表委員はあ くまでも新たな裁量労働制反対 をつ らぬい

た｡

労働側の強硬な反対にもかかわらず､裁量労働制のホワイ トカラーへの拡大を含

む労働基準法改正案は国会へ提出されることになる｡ 修文作業を経た報告は1997年

12月11日､労働大臣へ建議 され､翌年の 1月21日にはその建議をもとに作成された

｢労働基準法の一部を改正する法律案要綱｣が中央労働基準審議会に諮問され､わ

ずか 5日後の 1月26日には ｢要綱はおおむね妥当｣ との答申が下された｡ そして法

律案は2月20日に閣議決定 された (法律案については､後出の表 6-39および6-

40を参照 されたい)｡

規制緩和小委員会による ｢裁量労働制の適用をホワイ トカラーに大幅に拡大すべ

きである｣ との提案が､閣議決定､労働省試案を経て､審議会を素通 りして､実現

されたのである｡ 規制緩和小委員会､行政改革委員会の強力な発言力をみることが

できる｡｢･･労働基準法関係の規制緩和 も､『規制緩和推進計画』に盛 り込まれ､
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政府決定｣ とな り､その後の ｢中央労働基準審議会の審議では､･･･『すでに政

府決定がなされた』という枠組みのなかで､どの部分を緩和するかという技術論に

終始するという､これまで経験 したことのない異例の条件の中で行われた｣のであ

る (日本労働組合総連合会 1999a:3)｡

連合は､裁量労働制に関して反対の立場を堅持 し､決着は国会の場に持ち込まれ

ることになった｡

(3)衆議院労働委員会

連合は中央労働基準審議会での審議経過をにらみつつ､1997年の12月初めの時点で､

法案の国会提出を予想 して､支持政党､協力関係 にある政党-の要請､組織内議員お

よび友好議員個々人-の要請､大衆動員など､国会対策を強めてい くことを計画 して

いる｡

労働基準法改正案は､1998年 4月から9月にかけて衆議院労働委員会において審議

され､1998年 9月3日に衆議院本会議で可決され､その後､参議院に送 られ､参議院

労働 ･社会政策委員会での審議 をへて､ 9月25日､参議院本会議で可決､成立 した｡

その間､継続審議になった り､参議院議員選挙をはさむなど､い くつ もの山があった

が､当初法案にい くつかの修正が施 され､連合 としては一定の成果をあげた｡

ここでは連合の対応方針､国会対策､衆議院労働委員会での審議経過､法案成立ま

でを明らかにする｡

① 連合の方針

中央労働基準審議会が労働大臣へ建議を行った1997年12月11日に､連合は中央執

行委員会を開き､表 6-34にあるような ｢労働基準法見直 しに関する取 り組み｣ を

決定 している｡
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表 6-34 連合 ｢労働基準法見直 しに関する取 り組み｣

1.予測 される改正法案 の国会提 出 までの流れ 省~略

2.法案 づ く (1)連合要求にもとづ く労働基準の確立 と法案事項の明確イヒ

りへの対策3.構成 組織 中央労働基準審議会に諮問される法案要綱審議 にあたって

は､報告書につけた労働側委員の意見 にもとづいて､労働基

準の明確化 と法文には表現の暖昧 さや不明瞭な扱いが残 らな

いよう.に全力 をあげる○ その結果を踏 まえ､賛否の撃度を明

確にする○ 特号連合が主眼とした事項は以下の通 りo

②裁量労働制のホワイ トカラー-の拡大問題

継続審議 を求めることを基本 とするO .この実現が難 しいと

判断される場合は､報告書 を踏 まえ対象業務の範囲､導入

要件､働 きす ぎの防止策等が法律で明確 にされているよう

に取 り組むo

①､③､④ ..省略

(2)政党 との連携

支持 .協力関係にある政党に対 し､上記(1)の連合要求の理

解 とこれにもとづ き政府案への代案づ くりを要請 し､同時に

きめ細かな国会対策を進める○

(1)̀構成組織

･地方連 合会 ①､② ..省略

の取 り組み ③国令議員への協力要請.

構成組織は組織内議員及び友好議員に適 合要求への支持 と

協力を要請 してい く○

(2)地方連合会

①労働基準法改正に村する連合要求にらいて､労働組合内外

組織内の研修会や市民にも呼びかけたシンポジウム等を展

関 して進める○

②地方連合会 と支持 .協力関係 にある国会議員をはじめ､.也
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4.大衆行動

の展 開 につい

て

通常国会対策 と連動 した組織労働者 としての ｢怒 りの行動｣､

また大衆行動 と組合のない職場 をも巻 き込んだ国民的運動 を組

織 し､院内 ･院外の取 り組みを強化する ･･｡

5.連合要求

実現 ｢応援団｣

の新 聞意見広

告基金活動へ

大学教授､弁護士など専門家で結成 した､労働法制改正要求実

現 をめざす ｢連合の取 り組みを応援する会｣(代表世話人 :角

田邦重中央大学法学部教授)は､国会審議に合わせ世論 をさら

に高めるたりに新聞に意見広告を出すために､一人3,000円の基

金を市民に呼びかける活動 を決め､取 り組みを進めている｡ 連

合 としても､中央地方でこの活動に個人 として協力 してい く｡

資料出所 :日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.66』(1998年 2月23日)のpp.4-
5より作成｡

裁量労働制の適用拡大については､法案削除､継続審議を基本方針としつつ も､他

方でそれが適わない場合は､対象業務､導入要件などについて法律で明確化するよう

求めている｡

この要求方針を実現 してい くための国会対策 として三つのルー トを掲げる｡一つは､

支持政党､協力関係にある政党に働 きかけ､連合の要求方針-の理解 と代替案づ くり

を要請する｡ 二つは､構成組織､地方連合会を通 じて組織内議員､友好議員､地元出

身議員-働 きかけ､連合要求方針の支持 と協力を求める｡ 三つは､カンパニア活劫を

組織 し､連合要求支持の世論を高める｡ 地方連合会による各地での研修会､シンポジ

ウムの開催､全組織をあげての国民的運動の組織化､専門家による連合応援団への支

援などを通 じて､連合要求支持の世論をもりあげようとしたのである｡ なお､専門家

による連合応援団は､労働法学者､弁護士など100人をこえる専門家により1997年10

月16日に結成されたもので､｢権利拡充の労働法制実現､基準緩和の阻止｣の世論を
*93

喚起することを目的としていた ｡

*94

1998年 2月12日には､連合による労働基準法改正案が公表される ｡ この対案には､

①時間外労働 ･休 日労働､深夜労働の規制､②新 しい裁量労働制の導入､③変形労働

時間制 (1年単位)の要件緩和に伴 う労働時間短縮の各項目について､連合の要綱試

案が記されている｡ 新 しい裁量労働制については､原案から削除しさらに検討するこ
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と､労使委員会の規定を改善 して現行の裁量労働制の導入要件 とすることとしている｡

連合独 自案が示されたのである｡

友好政党への働 きかけは以下のように行われた｡連合独自案が示された2月12日に

開催 された98春季生活闘争の闘争開始宣言中央総決起集会において､連合案をもとに

｢各職場 ･地域からさらに強力な闘いを巻 き起こすとともに､友好政党 とも連携 しつ
*95

つ国会内外の取 り組みを強め､全力をあげて闘い抜 く｣ と宣言 した｡ 週刊労働ニュー

ス (1998年2月16日)の解説によると､｢労働基準法改正の政府案に対抗する野党の

協力 を得て､国会で独 自案をぶつけ､巻 き返 しを図ろうという構 えである｣｡さらに

国会審議入 りにあわせ､連合は4月23日に､衆議院第 1議員会館で ｢6兆円減税 と連

合案による労基法改正の実現｣を求める緊急院内集会 (連合から約150人参加)を開

き､参加 した与野党 6党 (民友連､自由党､新党平和､社民党､公明､改革クラブ)
*96

の政策審議会代表者等に連合案に沿った国会での協力を要請 した ｡ 他方､既に2月

の段階で民友連 (民主党を中心 とする統一会派､その後､1998年4月27日に民主党へ

と発展的に解消)は､労働政策拡大会議を設置 し､国会審議が始まるまでに11回の会

合を開き､労働基準法改正について連合､連合傘下の単産からのヒヤリングなどを行

い､ 3月17日には衆議 院の労働委員会委員を中心に労基法改正問題 プロジェク ト
*97

ティームを結成 した ｡ 社民党 も2月に ｢与党深夜業等の労働時間に関するプロジェ
*9とi

ク トティーム｣を設置 している ｡ こうして支持政党､協力関係にある政党への働 き

かけが本格化 してい く｡

組合員大衆を動員 し､国会､議員に圧力をかけてい くことも同時に行われた｡国会

審議入 り直前の4月3日には､連合会長が全国約8,500組合､組合員約890万人分の労

基法改正に関する特別決議を衆参両院議長に手渡 し､憤重な審議を行 うよう要請 し､

15日には連合から約100人が参加 して､労基法改正､民法改正に関する連合要求を衆
*99

参両議院議員約300人に対 して行った ｡ 全国的に盛 り上がった運動をバ ックに､国

会審議に圧力をかけていこうとした｡

以上､連合は労基法改正への対応方針を定め､新 しい裁量労働制の法案からの削除､

継続審議などを内容 とする対案を独自につ くり､その後に､友好政党への積極的な働

きかけと大衆の圧力を背景に､国会での審議を自らに有利な方向- と導こうとした｡
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③ 審議経過

ここでは衆議院労働委員会での審議経過を追 う｡ 衆議院労働委員会で連合は友好政

党を通 じて､自らの主張を政府､与党になげかけ､有意味な回答を得ることができた

のだろうか｡これをみていこう｡

審議経過をみる前に､連合の裁量労働制に関する方針をここで再度､確認 しておこ

う｡ 基本は法案削除で継続審議､次善策 としては対象業務の範囲､導入要件､働 きす

ぎ防止策などを法律に明記することであった｡ここで導入要件の明記 とは､企業内労

使委員会の構成､権限､義務などについて､法案以上に詳 しく法律 に定めることを意
*100

味 し､具体的には､たとえば､労使委員会の労働側代表の選出方法を明記する ､未
*101 *102

組織企業においては公選制にする ､労使委員会の委員の任期 を定める ､労使委員

会の決議の有効期間を3年にする､適用にあたっての本人同意を労使委員会の決議事
*1()3

項 とする などを､指針､告示などで示すのではなく､法律 に明記するということを

意味 した｡

表 6-35は､ 5回開催 された委員会における委員の質問を裁量労働関係かどうか､

裁量労働関係の場合､連合が掲げた項目に関連 しているかどうかに分類 し､政党ごと

に示 したものである｡

表 6-35 衆議院労働委員会での質問の分布

総 計 裁量労働 連合関係 裁量労働/ . 連合/裁量
関係 項 目 絵計 (比率) 労働 (比率)

民主党 103 15 ll 14.6% 73.3%

新党平和 (公明党) 97 38 9 39..2% 23.7%

.自-民党 15 9 1 60.0% ll.1%

共産党 . 50 12 5. 24.0% 41.7%

社民党 51 23 4 45.1% 17.4%

資料出所 ｢第14
議録

2回国桧
口手
許

上
会

第
12

議院労働委

朋
頂
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国
封

姻
削41
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第
働
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号｣ヽ会衆
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会

働
国

労
回

院
42

背

議録 第14号｣､｢第142回国会 衆議院労働委員会議録 第15号｣.よ
り以下の方法で算出した｡
なお､参考人質疑が行われた労働委員会､ 5会派共同提案の修正法案に関する質疑が
行われた労働委員会の質問は除外 した｡
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表 6-35で気づ くことは､第一に自民党の質問件数の少なさである｡ 自民党は与

党第一党であ り､質問時間が少なかったということは考えられないから､政府案に

対 してさしたる疑問をもっていなかったと考えられる｡ 裁量労働関係の質問は60%

と多いが､そのほとんどが国務大臣､政府委員に政府案を丁寧に説明する機会を与

える質問であ り､わずかに ｢本人同意｣に関して法案の中にどう位置づけられてい

るのかをたずねたものが 1件あるだけである｡ 第二に､自民党以外の政党をみると､

裁量労働関係比率は政党によってさまざまである｡ 今回の労働基準法改正をめ ぐっ

ては裁量労働関係以外にも､時間外労働の上限規制､ 1年単位の変形労働時間､期

間の定めのある契約期間の延長 (3年)など､議論が村立 したままの事項があ り､

政党によって比重の置 き方が違っていたことを表 している｡ 民主党が労基法改正全

般にわたって質問をしたのに対 して､社民党､新党平和は裁量労働関係に重点を置

いていた｡ 第三に､裁量労働について行われた質問の中で､連合の要求に関係 して

いる項目をみると､民主党が絶対数､比率 ともに最 も多い｡新党平和､自由党が 9

件 と､11件の民主党についで多い｡共産党 も5件､41.7%と多いが､これは連合の

要求にそったものというよりも､ホワイ トカラーへの裁量労働制導入絶対反対を党

の方針 としていたことの現れである｡ 他方､社民党は連合関係が4件､17.4%と少
*104

ないが､これは社民党所属委員の質問の仕方 に起因するものであ り､必ず しも､

連合要求 とは無関係な質問をしていたというわけではない｡

以上､自民党 とは異なり､連合の友好政党である民主党､自由党､新党平和､社

民党は､裁量労働制に関する連合の要求を議論に反映 しようとしたように思える｡

共産党 も裁量労働制拡大反対 という点では連合と一致 していた｡
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次に連合関係項目の詳細を表 6-36でみてみよう｡

表 6-36 連合要求と関連する質問の分布

裁量労働 制 労使委員会 対象業務 本 人 同意不 長時間労働 を

導 入 が時期尚早 .反対 の機能 利益 取扱 い禁止 防 ぐ仕組み

民主党新党平和 852 13 23 _3 2

自由党自民党､共産党社民党無所属 4 1. 212

資料出所 :表 6-35に同じ｡

この表から次のことがわかる｡ 第一に､ホワイ トカラーへの裁量労働制導入は時

期尚早､反対である旨の質問をしたのは､民主党､共産党､社民党の三党である｡

共産党は前述のように自らの党方針であ り､連合の要求にそったというわけではな

いであろう｡ 民主党と社民党は連合の要求に応える形で､時期尚早 (反対ではない)

を訴えたと思われる｡ 第二に､だが､民主党､社民党は､連合が次善の策 としてあ

げていた項目についても質問 している｡ 他方で､共産党は反対だけであ り､連合関

係の他の項 目については何 も質問 していない｡第三に､新党平和､自由党は次善の

策に限って､質問を行っている｡ 同 じく友好政党 といっても､独 自の組織である以

上､連合の要求のうちどれを重視するかはその党独 自の判断によるのは当然のこと

であろう｡

民主党､社民党は連合の要求にそいつつ､時期尚早を基本に､次善の策にも注意

を払い､新党平和､自由党は裁量労働制導入それ自体には反対せずに､その危険を

少なくするよう連合の次善の策に質問を集中した｡
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表 6-37 国務大臣､政府委員の答弁

説 明 を繰 り 指針で具体的に 政 省 令 上 で

返 して理 解 説明する予定で 設 定 して い

を求める ある く

裁量労働制導入が時期尚早 .反対 15 5 4
労使委員会の機能 4

対象業務 1

本人同意､不利益取扱い禁止 8

資料出所 :表 6-35に同 じ｡

表 6-37は､連合要求 に関連する質問への答弁 を整理 した ものである｡ 答弁はお

お よそ 3つのパ ター ンに分類することがで き､①法案 を繰 り返 し丁寧 に説明 して理

解 を求める､②質問の合理性､適切 さを理解 して積極的に回答するとともに､それ

を指針に盛 り込むことを約束する､③ 同様 に､政省令 に盛 り込むことを約束するで

ある｡ 第一のパ ターンは丁寧 に対応 しているが､実質的な拒否であ り､表 6-37で

いえば ｢新たな裁量労働制導入が時期 尚早､反対｣という質問への回答はすべてこ

れである｡ だが､他方､企業内労使委員会､対象業務､本人同意､長時間労働防止

策 に関 して､多 くが第二､第三のパ ターンであ り､政府､労働省 は積極的に対応 し

ていることがわかる｡

以上 を要す るに､連合が政党 をとお して求めた方針のうち､裁量労働制導入の撤

回は拒否 されたが､他の次善の策 については一定程度､積極的な対応 を引 き出す こ

とに成功 した｡ だが､喋案修正 を認めるような答弁 を､労働委員会審議の中で引 き

出すことはで きなかった｡ それは理事会の場で進められていた｡

③ 法案修正と継続審議

民友連が労働政策拡大会議 を設置 し､労基法改正 に積極的に取 り組んでいたこと

は前述 した｡ 民主党の政調会議で も労基法改正が取 り上げられ､民主党全体で対応
*105

する重要法案 として位置付けられた ｡
*106

実際の法案修正作業 は野党側では民主党 を中心 に進められた ｡ まず､共産党 を
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除 く､野党の労働委員会理事で協議が進められ､合意を得た後に､自民党の労働委

員会理事を交えて協議が行われた｡ こうした理事 レベルの交渉 と平行 して政党 トッ

プレベルの交渉も行われた｡

理事 レベルでの協議の結果､ 5月中旬には与野党理事による修正案が完成 した｡

*1()7
新聞報道によると次のようである ｡ 5月14日には労働大臣と労働委員会委員長 (氏

主党)が会談 し､労相が ｢今国会でぜひ法案を成立させたい｣ と､修正に応 じる意

向を伝えた｡ これを受けて､与野党の労働委員会理事は修正案づ くりに着手 し､16

日には理事修正案がまとめられた｡ ここでは裁量労働制に関 しては､①制度実施の

1年延長､②本人同意､拒否による不利益取扱い禁止､③制度施行の一定期間後の

見直 し､④裁量労働制に関する指針を中基審の審議事項 とすることが法案に追加 さ

れることになっていた｡ 連合はこうした動 きに対 して､事務局長メモの形で理事修

正案に対する補強意見を伝え､最終修正案の検討 を求めた｡ 補強意見は裁量労働制

に関しては､①指針に関する中基審の審議に先立ち､三者構成による専門的な検討

の場を設置 し､最低でも1年程度の検討を行い､報告をまとめる､②労使委員会tの

委員の選出方法､任期､権限を本則で明らかにするであった｡

民主党が､連合の強い要請を受け､他の野党､自民党を巻 き込み､法案修正にも

ちこむ寸前まで来たのである｡ 民主党を動か したのは､一つには連合の真剣な姿勢
*1()8

であ り､二つには連合が動員 した組合員大衆の圧力であった ｡ 前者に関 しては､

連合からの働 きかけが早い段階からあ り､また連合独 自の対案をつ くったことに示

されている｡ 後者についていえば､5月 1日には第69回メーデーを ｢労働基準法メー

デー｣ と称 してデモ行進を行い､ 5月15日には全国から1万人以上の組合員が参加 し

た ｢ウオーク ･アピール行動｣を行い､連合案による労基法改正を訴えた｡

だが､土壇場で社民党が修正案に反対にまわった｡新聞報道によれば､｢･･社民

党は同党の関与なしに連合の要求を踏まえた修正案作成が進められたことに反発｡
*109

19日の総務会理事修正案反対の結論｣ が下されることになった｡こうして､ 6月17

日の衆議院労働委員会で継続審議が決まった｡
*110

参議院議員選挙を控え､継続審議は連合にとって ｢最悪の選択｣(笹森事務局長)

であった｡ 参院選で自民党が勝利をおさめ､過半数を回復すれば野党 との修正協議

487



は不要 となる可能性 もでて くると思われたか らである｡ 事実､｢自民党は修正に努力

したのであるから､非は野党を､社民党 をまとめきれなかった民主党にあると主張｡
*111

9月か らの協議では修正合意 を白紙 に戻す と宣言｣ したのである｡ ところが､予

想に反 して､参院選では民主党が躍進 し､自民党は敗退 した｡ 風が変わった｡

④ 修正法案可決

第143回臨時国会は1998年 7月30日に召集 され､労働基準法改正案は再度､衆議院

労働委員会の審議 に諮 られることになった｡

連合は､ 8月31日､民主党､平和 ･改革､自由党､社民党､公明の衆議院労働委

員会および参議院労働 ･社会政策委員会の理事､責任者 と会談 して､全党一致 して､

第142回国会での修正案からス ター トし､連合が示 した補強意見の実現に加え､可能
*112

なか ぎり連合対案 に沿った修正に向けて粘 り強 く取 り組んで欲 しい旨､要請 した ｡

9月 3日には労働委員会で共産党 を除 く与野党の修正案が賛成多数で可決､翌 4日

に衆議院で可決 され､参議院に送 られた｡ 参議院では労働 ･社会政策委員会での審

議 を経て､ 9月25日に本会議で可決 され､改正法案は成立 した｡

修正 に関する詳細な分析 は後 に行 う｡ ここでは簡単 に､裁量労働制 に関 して､連

合の要求が実現 されたのか どうかをみてみよう｡

第一に､継続審議決定前の理事修正案の 4項 目､すなわち①制度実施の1年延長､

②本人同意､拒否 による不利益取扱い禁止､③制度施行の一定期間後の見直 し､④

裁量労働剛に関す る指針 を中基審の審議事項 とする､は修正法案 に盛 り込 まれた ｡

第二に､連合の補強意見 について も､おおむね盛･り込 まれた｡ 中基審の指針 に関

する審議 に先立ち､三者構成 による専門的な検討の場 を設置す ることについては､

9月 3日の衆議院労働委員会の審議 において､次のように確認 された｡

自由党所属委員が ｢･･新たな裁量労働制 については､その指針を定めるに当たっ

ては､中央労働基準審議会で議論するその前段階で､中基審の意向に沿った形で専

門的な機関を設置 していただ きたい｣ と質問すると､労働大臣が ｢御趣 旨に沿いま

して､中央労働基準審議会の意見 を聞 きました上で､法案成立後直ちに専門的な検
*113

討の場 を設けまして､精力的に検討 を行 ってまい ります｣ と答弁 し ､専門的な検

討機関の設置が確約 された｡
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労使委員会委員の選出方法､任期 を本則で明らかにするについては､本則に ｢任

期を定めて指名されるとともに､･･･過半数の信任を得なければならない｣ という

追加がなされ､さらに労働基準法施行規則第24条の2の4において､｢･･信任は､

労使委員会の委員の信任に関するものであることを明らかにして実施 される投票､
*114

挙手等の方法による手続により得なければならない｣ と定められた ｡

第三に､連合補強意見のもう一つである労使委員会に付与する権限については､

本則では明記 されなかったが､参議院労働 ･社会政策委員会で ｢労使委員会に付与

する権限及びその範囲等に係わる運用面での問題が生 じた場合について､新たな裁

量労働制の施行後3年を経過 した時点での制度全体の見直 しの中で､制度運営 を適正
*115

強化するための法令上の措置を講ずることとする｣ との附帯決議が行われ ､ 3年

後の ｢法令上の措置｣の見通 しがたった｡

第四に､これ以外に､連合が要求 していた項目のうち労使委員会の決議の有効期

限については､本則ではないが､労働基準法施行規則第24条の 2の 3第 3項におい
*116

て ｢決議の有効期間の定め｣を労使委員会で決議することと定められた ｡これも

また 9月 3日の衆議院労働委員会での審議で､社民党所属委員の ｢･･新たな裁量

労働制を導入 した事業場において､制度の運営を定期的に見直 してい くために､決

議の有効期間を一定の期間に制限することが必要であると考えますが､労働大臣､

いかがで しょうか｣ との質問に､労働大臣が ｢･･決議につ きましてはその有効期

間を定めなければならないということ､それから､当分の間はその期間は 1年にし

なければならないこと､これを省令において規定することといた します｣と答弁 し

たことを受けたものである｡

第五に､働 きす ぎ防止策であるが､これは裁量労働制を適用 される労働者の健康

および福祉 を確保するための措置の実施状況を行政官庁に定期的に報告 しなければ

ならないという条文が本則に盛 り込 まれた｡ もっとも､これが 5月段階の与野党理

事修正案に既にあったのか､あるいは9月段階で新たに付け加えられたのかはわか

らない｡

第六に､上述 したように､本則で ｢労働大臣は､･･中央労働基準審議会の意見を

聴いて､第 1項各号 ･･について指針を定め､これを公表するものとする｣という
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文言が入れられたことにより､対象業務の明確化 を中基審で議論する途が開かれた｡

さらに､衆議院労働委員会､参議院労働 ･社会政策委員会において､｢新たな裁量労

働制 について､労働大 臣が定め る指針 において対象業務 や対象労働者の範 囲 を

具体例 をもって可能な限 り明 らかにすること｡ なお､この指針を定めるに当たって

は､中央労働基準審議会において､労使の意見 を十分尊重 しつつ､合意が形成 され
*117

るよう努めること｣ (傍点 ･･引用者)が附帯決議 として付け加えられた｡

以上､新 たな裁量労働制に関 して､法案削除､検討継続 という連合対案を実現す

ることはで きなかったが､ 8月末時点で示 した ｢第142回国会での修正からス ター ト

し､連合補強意見 を実現｣し､さらに､決議の有効期間の定めを盛 り込み､対象業

務の可能な限 りの明確化 とその検討への参加 を認めさせた｡ 連合事務局長は､率直
*118

に､｢概ね連合の要請は満たされたものと判断する｣ と認めた｡ 連合の友好政党-

の積極的な働 きかけと組合員大衆の動員が､一定の成果 をあげたのである｡ だが､

成果はそれにとどまらなかった｡

(4)修正の意味

① 修正箇所

いったい､何が修正 されたのであろうか｡詳 しくみてみよう｡ まず修正が加 えら

れていない箇所 を先にみていこう｡

法律 になると､文章が複雑 とな り判読 Lがたい部分 もあるが､修正 されなかった

部分は､表 6-38に掲げた労働省試案 とほぼ同様の内容であることがわかる｡

490



第 6章 連合の政策参加

表 6-38 改正労働基準法第38条の4 (新たな裁量労働制関係)

一修正が加えられていない部分-

条 文

第38条の4 本文

1号 という○)

2号 蕎富貴芸警謂 霧tih裂襲ignF=ii=bb,tgt!-PA:tAib禦gB kiqAw 裏 書是雷管

3号･4号5号 .6号 者雅 彦鮎 狩 諸 君晶 聯 学嘩 ?範囲に属する労働

ずること○

滞 貰詣 鯨 韓 軍兵翫鮎暮雪讐真宗撃鮎警官雪質
修正案で追加

7号- 前各号に掲げるもののほか､命令で定める事項

第2項 前項の委員会は､次の各号に適合するものでなければならない○

1.号 修正案で修正

2号3号4号 政首斧開 館 幣 Ptvこて､-i>令で定める~ところにより､行

畠壷預 畢景提 議 薦 雷管きざ毒詣 嘉島あ賛

p~前3号に掲げるもののほか､命令で定める要件

第 3項 修正案で修正

第4項 修正案で追加
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資料出所 :｢労働基準法の一部を改正する法律案 (内閣提出第33号)｣(第142回国会 衆議院労働

委員会議録第 9号､所収)､および ｢労働基準法の一部を改正する法律案に対する

修正案｣(第143回国会 衆議院労働委員会議録第 2号､所収)より作成｡

次に修正が加えられた箇所 をみてみよう｡

表 6-39 修正箇所

条 文

第38条 6号 使用者は､この項の規定により第 2号 に掲げる労働者の範

園に属す る労働者 を対象業務 に就かせた ときは第 3号 に掲げ

る時間労働 した もの とみなす ことについて当該労働者の同意

を得 なければならないこと及び当該同意 をしなかつた当該労

働者 に対 して解雇その他不利益 な取扱いをしてはならないこと○

第2項 1号 当該委員会の委員の半数については､当該事業場 に､労働

者の過半数で組織する労働組合がある場合 においてはその労

働組合､労働者の過半数で組織す る労働組合がない場合にお

いては労働者の過半数を代表する者に ｢指名 されていること｣○

-修正 ｢命令で定めるところにより任期 を定めて指名 され､

かつ､命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半

･数の信任 を得ていることo｣

第3項第4項 労働大臣は､対象業務 に従事す る労働者の適正な労働条件

の確保 を図るために､ ** 第 1項各号 に掲げる事項その他

同項の委員会が決議する事項 について指針 を定め､これを公

表するものとするO - ｢中央労働基準審議会の意見 を聴いて｣

を**の箇所に追加o

第 1項の規定 による届出をした使用者は､命令で定めると

ころにより､定期的に､同項第 4号 に規定する措置の実施状

況その他の命令で定める事項 を行政官庁に報告 しなければな

資料出所 :表 6-38に同 じ｡
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表 6-39に加え､附則第 1条ただ し書 きにおいて ｢新たな裁量労働制 に係 る改正

規定の施行期 日を､平成11年 4月1日から平成12年 4月1日に延期するもの とする

こと｣､さらに附則第11条第 1項に ｢政府は､新たな裁量労働制の規定の施行後 3年

を経過 した場合において､当該規定について､施行の状況 を勘案 しつつ検討 を加え､

必要があると認めるときは､その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの とするこ

と｣が付け加えられた｡

② 修正の意味

以上の修正の中で､極めて重要だと考えられるのは､施行時期の 1年延長､中央

労働基準審議会の意見聴取､そ して本人同意である｡ 以下､順次説明 しよう｡

第一に､施行時期の 1年延長 によって､裁量労働制にかかわる検討の継続が可能

となった｡ 連合はもともとホワイ トカラー-の裁量労働制導入それ自体 には､反対

してお らず､対象業務､導入要件などに関 して､更なる検討が必要だ としていた｡

その意味では､施行時期の1年延長は､期限が限 られているとはいえ､検討継続 を可

能にする必要条件の一つであった｡ もちろん､更なる検討は法律それ自体 について

は行えないが､具体的な指針に関 しては可能 となった｡

第二に､第 3項で指針を作成するにあた り ｢中央労働基準審議会の意見 を聴いて｣

と追加 されたことは､更なる検討が中基審の場で行われることが本則 によって認め

られたことを意味 した｡ しか もここでのテーマは第 1項各号の事項お よびその他労

使委員会が決議する事項 とされたか ら､新 しい裁量労働制に係わるほとんどすべて

を中基審で審議 し､その結果 を指針 として公表することが可能 となった｡ 前出の衆

参両院委員会での附帯決議､すなわち対象業務や対象労働者の具体例 を可能な限 り

示 し､かつその決定 にあたっては中基審での合意形成 に十分に努めるとの決議 は､

この可能性 を補強 した｡ いいかえれば､連合が固執 していた対象者や対象業務の特

定方法を明確化 してい く途が､開かれた｡

中央労働基準審議会への付議が本則に追加 されたことの もう-?の意味 は､指針

作成にあたって､審議会の外か らなんらかの圧力がかかることを防 ぐ効果 をもった

ということである｡ 新たな裁量労働制については､ これまでみてきたように､規制

緩和小委員会､行政改革委員会 という強い政治的発言力 をもった当事者が､審議会
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の外で法案 を検討､作成 し､労働省 を動か したという経緯があった｡ 審議会で合意

が得 られないまま法案が提出されたことは､衆議院労働委員会の場で も民主党その

他の政党の委員から指摘 されている｡ ｢中央労働基準審議会の意見を聴いて｣の追加

によって､指針作成にあたらて､第三者が審議会の外から圧力をかけ､再度､審議

会の合意を得ないままそれが公表 されることを避けようとしたのかもしれない｡

修正案成立後の1998年10月15日に開催 された第383回中央労働基準審議会におい
+ll()

て､｢裁量労働制の指針の在 り方に関する研究会｣設置が決まり ､ 1年後の1999年

9月には研究会報告が出され､1999年11月 9日の第394回中央労働基準審議会にこの
*12()

報告に基づ く ｢企画業務型裁量労働制の省令 ･指針 (莱)｣が諮問された ｡ その後

労働時間部会での議論を経て､1999年12月8日の第396回中央労働基準審議会におい
*121

て､｢おおむね妥当｣ とする答申がまとめられ ､1999年12月27日､｢労働基準法第38

条の4第 1項の規定により同項第 1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の

確保を図るための指針｣(労働省告示第149号)が公表 された｡そこでは､対象業務､

対象労働者､労使委員会の決議事項および要件などについて詳細､かつ具体的に示

されている｡ 指針については公労使三者が一致 して合意 してお り､連合 としても納

得のい く内容だったと思われる｡

第三の､そして最 も重要な修正は､本人同意である｡ それが持つ意味を探る前に､

本人同意が裁量労働制導入の要件であるかどうかに関する議論を簡単にみておこう｡

荒木 (1999)の指摘するとお り､条文は ｢･･第 2号に掲げる労働者の範囲に属す

る労働者を対象業務 に就かせたときは第 3号に掲げる時間労働 したものとみなすこ

とについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった

当該労働者に対 して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと｣を労使委員

会が決議することを求めているだけであ り､言い換えれば､同意を得ることを労使

委員会で決議することを制度導入の要件にしているのであ り､労働者の同意それ自

体 を裁量労働制の導入要件 としているわけではない｡だが､再度､荒木 (1999)に

したがえば､ト ･･立法過程 における議論からは､労働者の同意が新たな裁量労働
*122

制の実施要件であると考えられていたと解するのが自然で｣(p.25)ある ｡ こう

した問題 を考慮 に入れてのことだろう､指針においては新たな裁量労働制について
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の ｢当該労働者の同意は､労働者ごとに､かつ､･･決議の有効期間ごとに得 られる

ものであることが必要である｣(傍点 ･･引用者)と明記され､新たな期間が始まる

ごとに､労働者の同意を得ることが必要であるとされた｡

｢本人同意｣に関 しては､使用者側から新たな裁量労働制の導入を難 しくするも

のであるとの意見がある｡ すなわち､｢裁量労働の範囲を専門業務型から労使 自主決

定へ というのは日経連の方針どお り｡ 対象業務を法律で規制 しないという点では満

足のゆくもの｡ だが､本人同意は国会の中で､突然でてきたもので､これはとんで
*123

もない｡結局､使い勝手が悪 くなった｣ ｡ 本人同意が何故に裁量労働制導入を難

しくすると判断されるのであろうか｡

最大の問題は､同じ業務において裁量労働制適用を承諾する労働者 とそれを拒否

する労働者が出現 した場合､それにどう対処するかであろう｡同じ業務を行 う労働

者間で労働時間管理に違いがあるというのは､それ自体で実務的にはや りにくい｡

次に､時間外手当支給の有無によって報酬水準に大 きな差が出ないように､裁量労

働制適用労働者に一定の手当を支給する必要が生 じるであろう｡ 同じ成果をあげた

にもかかわらず､裁量労働制の適用を拒否 した労働者の方が､より高い報酬 を結果

として得ていたならば､不公平だからである｡ だが､いったいどの程度の手当が妥

当かは簡単には決まらない｡さらに､裁量労働制適用を拒否 した労働者が､結果 と

して､人事考課において低 く評価され､報酬､昇進に違いが生 じた場合､それが適

用拒否による不利益取扱いではないことを示すこともそうたやすいことではない｡

この点について､実務家の次のような懸念は理解できる｡

｢裁量労働制を 『成果主義人事制度の一環』ととらえると､裁量労働制-の労働

者の同意が 『成果 (実績)主義人事制度』への一種の踏み絵 となると企業が認識 し

てしまう可能性は高い｡すると裁量労働制-の同意者は成果主義を受け入れたとみ

なされることになり､企業の意に沿った者 として相対的に優遇 され､'不同意者は成

果主義を受け入れなかった者 として同意者に比 して劣位 におかれることも充分あ り

得る｡ また､ある職場で裁量労働制対象者 と非対象者が混在すると労働時間の管理

上煩雑であるとして､特定の職場から不同意者を排除したいと企業が考えることも

想定できる｡ こうした観点から不同意者への不利益取扱いを禁止 した趣旨は理解で
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きるが､現実の問題 を想定するとその不利益の境界の設定はきわめて困難なのであ

る｣｢以上のように考えると､不利益取扱いか否かの判定は極めて困難 と言わざるを

得ない｣(渡辺-山川編 2000:160-161)0

本人同意をはじめ､新たな裁量労働制の導入にさまざまな要件がついてお り､｢現

在の要件では本制度を利用 しようと思っている企業にとっては大変要件が厳 しく､

使い勝手の悪いものとなっている｣｢要件が面倒な企画業務型裁量労働制をわざわざ

採用するより､コアなしフレックスタイム制の方が実務上効率がよいとも考えられ

る｡ おそ らく企業 としては裁量労働制 よりもフレックスタイム制の方をより多 く選

択するのではなかろうか｣(渡辺-山川編 2000:153)｡

こうして新たな裁量労働制は､その導入にさまざまな厳 しい要件が付け加えられ

たことによって､実務家にとっては ｢使い勝手の悪い｣制度 となった｡ その障害の

最大のものが本人同意であると考えられる｡ 連合側からみれば､本人同意を入れる

ことによって､事実上､企画業務型裁量労働制の適用範囲を著 しく狭めることに成

功 した｡

(5)法改正と連合の実質的成果

規制緩和小委員会､行政改革委員会の強力な政治的発言力のもとで進められたホワ

イ トカラー-の裁量労働制の適用拡大を趣旨とする労働基準法の改正は､連合側の強

い反対にもかかわらず､1998年 9月に国会で可決 された｡ 連合は中央労働基準審議会

の場では､有効な反論を行 うことができず､規制緩和小委員会､使用者側に一方的に

押 し込まれた｡ だが､最終的には､連合は事実上一定の成果を収めたといってよい｡

第一に､国会審議の過程で､本人同意､制度実施の 1年延長､制度施行の一定期間

後の見直 し､指針についての 1年間の専門家による検討､その後の中基審での付議､

労使委員会の委員の選出方法､任期の明確化など､連合が次善の策 としてあげていた

要件のほとんどすべてを獲得 した｡

第二に､ とりわけ､制度実施の 1年延長 と指針を中基審の付議事項 としたことは､

連合が求めていた､更なる検討 を審議会の中で行 うことを可能にした｡ もちろん､ 1

年 という期限つ きであ り､法律それ自体の検討は行 えないが､指針-行政指導の具体
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的基準を審議会の中で､外部の圧力を受けることなく審議できるようになったことは

大きな成果であった｡ 1999年暮れに行われた指針案の諮問は､新たな裁量労働制に関

して初めて公労使一致で ｢おおむね妥当である｣ と評価されて､公表された｡

第三に､新たな裁量労働制導入に ｢本人同意｣を事実上の要件 として加えたことに

より､この制度は ｢使い勝手の悪い｣ものとなり､その適用範囲が極めて狭められた｡

少なくとも使用者側､人事労務の実務家はそう判断している｡

連合が一定の成果をあげえたのは､独 自の対案を作成 し､それをもとに友好政党に

積極的に働 きかけ､また組合員大衆を大量動員することによって国会対策を強化 しえ

たからだといってよい｡この意味では､連合は､それが持つ政治的諸資源をうまく活

用 し､目的を達成 した｡ 前節でみた週40時間制労働の全面適用､猶予措置の撤廃 とは

異なり､審議会対応ではなく､国会の場に移ってからの闘いであったが､かな りの成

果をあげることができた｡ もちろん､参議院議員選挙での自民党の敗退､民主党の勝

利 という幸運､新たな裁量労働制に村するマスコミのセンセーショナルな扱い と一般

に広がった漠然 とした不安が､連合に味方 したことはいうまで もない｡

ただ次の点を忘れるべ きではない｡確かに､連合はこの間題に関して､実質的にか

なりの成果をあげたといってよいが､それは連合にとってみれば､大 きなマイナスを

ゼロあるいは小 さなマイナスにしただけのことであって､猶予措置撤廃のように大 き

なプラスをもたらしたものではないということである｡ 新たな裁量労働制の導入､ホ

ワイ トカラーへの適用拡大は､その先送 りを考えていた連合にとってみれば､突然､

外部からつ きつけられた問題であった｡ 審議会の外で法案が練 られ､審議会を素通 り

して国会へ提出される｡ 法改正を認めつつ も､様々な条件を課 し､実質的に ｢使い勝

手の悪い｣制度へ と変えたのは､こうした事態へのやむを得 ざる対応であ り､連合が

非難 される筋合いのものではない｡ただ､大 きな労力､コス トをかけた結果､大 きな

マイナスを防いだだけであれば､組合員間にある種の無力感､脱力感がただようのは

無理からぬことかもしれない｡問題は､労働政策立案における審議会の役割をどう考

えるか､産業民主主義の意義をどうとらえるかにある｡ これについては､結論部分で

詳 しく論 じる｡
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4.労働者派遣法

本節では1995年から1999年に至るまでの労働者派遣法改正の政治過程 を分析する｡

1985年 に制定 された労働者派遣法は1999年に大 きく改正 された｡ 最大の改正点は適用

対象業務がポジティブリス ト方式からネガティブリス ト方式に転換 したことである｡

すなわち適用 される業務が個別に指定 されるのではなく､原則 自由化 した上で適用除

外業務 を別途定める方式 に改められたのである｡ 従来の発想は専門的な知識を有する

労働者が限 られた業務において派遣労働 を行 うものであったが､99年改正により一般

労働者が一部例外 を除 きあらゆる業務 において派遣労働者 として働 くことが可能に

なった｡ 適用対象業務が一気に拡大 した一方､派遣期間は従来の26業務は3年のまま

とするものの､臨時的 ･一時的需給調整をその目的とする新たな対象業務 においては

働者派遣事業のあ り方に関 して根本的な発想の転換が行われたといえよう｡ 抜本的な

改正であ りながら､審議会における議論は公労使間の意見の隔た りを調整する間もな

く審議 を終え､三論併記の答申を報告 している｡ 法案要綱-の答申の際には､即 日答

申を避けるという異例な事態 とな り､法案要綱への実質的修正が審議会答申の段階で

加えられた｡ このような政治過程 を辿ることになった直接的原因は先の労働基準法改

正 と同様 に規制緩和小委員会により派遣事業のネガティブリス ト化が提唱され､それ

が国会提出の日程 とともに閣議決定 されたことに由来する｡ 審議会においてコンセン

サスが形成 されないまま国会での審議に移行 したことから､連合は厳 しい対決姿勢で

国会対策に臨むこととなった｡ 自白連立政権の発足により国会での情勢は連合にとっ

て必ず しも有利 とはいえなかったが､結果的には衆議院での修正､衆参両議院の附帯

決議により､連合が要求 していた労働者保護措置の強化は相当程度実現 している｡

本節ではまず規制緩和小委員会がアジェンダ ･セッティング機能を担っていた点を

確認する｡ つぎに､連合がどのような主張を展開し､どの時点のどの事項においてそ

の要求を反映させることができたのかを､1997年12月24日から1998年 8月5日までの

中央職業安定審議会民間労働力需給制度小委員会における審議過程および1999年 4月

28日か ら6月29日までの国会審議 を対象に分析する｡ 単純化の誇 りを恐れず各段階で
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の議論の特徴 をまとめるのであれば､審議会段階における最大の攻防は製造業生産工

程 ラインを適用対象業務に含めるか否にあったといえる｡ この間題は附則において当

分の間適用除外 とする方針を労働省が打ち出すことにより審議会の段階で決着する｡

ネガティブリス ト導入に関する連合の最大の懸念が法案要綱答申の段階で払拭 された

ため､国会での審議では労働者保護規定の強化および反復雇用の制限に焦点が当てら

れた｡ 連合は 7項 目の修正要求を民主党､社民党､公明党の野党 3会派に申し入れ､

そのうち登録型派遣の禁止 を除 く6項 目に関 して連合要求にほぼ沿う形で 3会派統一

要求が策定 された｡ そ して野党 3会派統一要求は衆議院の修正や実効性 を担保するよ

うな運用指針の確認作業を通 じて大部分が満たされたのである｡

(1)ネガティブ リス ト方式への転換と規制緩和小委員会の役割

ポジティブリス トからネガティブリス トへの転換の契機 となったのは1995年12月14

日に公表 された規制緩和小委員会の第一次意見である (表 6-40)｡ その見解が公開

された当時､労働者派遣事業の規制緩和はポジティブリス トの下で適用業務 を拡大す

る方向で進められていた｡ 労働省は対象業務 を16業務から26業務へ と拡大する改正法

案を96年の通常国会に提出 し､同案は同年12月より施行 されている｡ ネガティブリス

トへの転換は､中央職業安定審議会において適用業務の拡大がまだ審議 されている最

中に､規制緩和小委員会の第一次意見 として打ち出された｡ そこでは中央職業安定審

議会での対象業務拡大の検討結果が早期 に実現 されることを望みつつ､さらに ｢労働

者派遣が適切な業務 と不適切な業務 を区分する基準 を明確化 し､労働者派遣が不適切

な業務を列挙することにより､それ以外は､労働者派遣事業の対象業務 とするべ きで

ある｣ことが明記 された｡ ｢ネガティブリス ト｣ という表現 こそない ものの､一歩踏

み込んだ見解が規制緩和小委員会においてまず表明されたことは注目に値す る｡
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表 6-40 規制緩和小委員会第一次意見 (1995年12月14日)

派遣労働 という就業形態をあえて求める労働者の増加や､即座に業務 に対応で

きる派遣労働者の活用を求める企業のニーズに対応するために､労働者派遣事業

については､適用対象業務 を大幅に拡大することについて検討すべ きである｡ そ

の際､業務全般 を視野に置 き､労働者派遣が適切な業務 と不適切な業務 を区分す

る基準 を明確化 し､労働者派遣が不適切な業務 を列挙することにより､それ以外

は､労働者派遣事業の一対象業務 とするべ きである｡

翌年96年末の規制緩和小委員会の第二次意見公開においては､裁量労働制など労働

基準法案件 に焦点が当てられてお り､労働者派遣事業への言及はない｡ しか し同年12

月17日に ｢経済構造の変革 と創造のためのプログラム｣が閣議決定され､その中で労

働者派遣事業制度の全般 を対象 とする抜本的な検討 を開始することが決定 された｡ 閣

議決定を受け24日には中央職業安定審議会の民間労働力需給制度小委員会 (民需小委

員会)において検討 を開始することも決定 される｡ 実質的審議は97年 1月より開始 さ

れ､ 9月までに13回の検討会 とヒアリングを実施 し､ 9月16日には ｢労働者派遣事業

制度の在 り方に係わる民間需給制度小委員会における審議状況について｣が公開され

ている｡ その報告書はそれまでの審議の中で明らかになった公労使の意見の対立点を

整理 しているので､主要な争点である適用対象業務 と派遣期間に焦点を当て整理 して

みよう (表 6-41)｡
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表 6-41 ｢労働者派遣事業制度の在 り方に係わる民間需給制度小委員会における

審議状況について｣を巡る意見対立 (1997年 9月)

労働者側代表委員 使用者側代表委員

適用対象業務 適用対象業務に関する現行の枠 現行のポジティブリス ト方式は

組み (ポジティブリス ト方式) 迅速かつ的確 な指定の観点か ら

を推持すべ き○ 従 って､適用村 限界があるため､適用対象業務

象業務の原則自由化 (ネガティ について峠､問題の蓋然性が高

ブリス ト化)は､反対であ.り､ い業務のみを禁止するネガティ

適用対象業務の追加 を行 うとす ブリス ト方式 に早急 に移行すべ

れば､現行の枠 ぐみにわっとり さであ り､あわせて､現在通用

行 うべ きo 除外業務 とされている業務 についても再考す.べ きo

派遣期間等 派遣期間の制限は推持 されるベ 派遣期間の制限は撤廃 されるベ

資料出所 :｢労働者派遣事業制度の在 り方に係わる民間需給制度小委員会における審議状況につ

いて｣の概要 (莱)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.61』(1997年

10月17日)所収､p.22)より作成｡

この時点の審議 においては､適用対象業務 に関 してネガティブリス ト反対の労働者

代表委員 とネガティブリス トに早急に移行すべ きとする使用者側代表委員が対立 し､

同様 に派遣期間を巡 っても期間制限を推持すべ きとする労働者代表委員 と撤廃すべ き

とする使用者側代表委員の意見が真 っ向か ら村立 していた｡ また労働者保護 に関 して

は労働者代表委員はより強化すべ きと主張 し､使用者側代表委員は概ね現状維持 を支

持する意見 を表明 している｡ 特筆すべ き点は､この段階の審議ではネガティブリス ト

の導入が必ず しも既成事実 とはなっていなかったことである｡ 使用者側代表委員の意

見の中には､適用対象業務の原則 自由化が実現すれば解決する点が含 まれているので

ある｡ 例 えば使用者側代表委員は高齢者特例労働者派遣事業制度 における許可申請 ･
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届出の際の ｢業務の指定｣ を撤廃すべ きであると主張 したが､この論点はネガティブ

リス ト化の導入が決定することにより争点 としては消える｡ つまり1997年 9月の時点

では､現行の制度の下で適用対象業務 を拡大するのか (ポジティブリス ト方式による

規制緩和)､それ とも適用 対象業務 を原則 自由化 した上で派遣期間の制限等により常

用雇用 との代替を防 ぐのか (ネガティブリス ト方式による規制緩和 と派遣期間での規

制強化の組み合わせ)は､ 2つのオプションとして存在 していた､あるいは少なくと

も審議会委員はそのように理解 していたと考えられる｡ では､どの時点でネガティブ

リス トの導入が決まったのであろうか ?

民需小委員会においては､10､11月と引 き続 き労働者派遣事業制度の在 り方そのも

のをめ ぐる議論が続いた｡ 最大の争点は労働者派遣事業の規制緩和 と日本的雇用慣行

との関係であった｡ 日本の長期雇用慣行 を変革 し雇用を流動化 させる目的で労働者派

遣業務 を規制緩和するのか､それとも日本の長期雇用慣行は守 りつつ部分的に雇用を

流動化 させるのかが問われたといえる｡ 労働側の懸念は強 く､今回の労働者派遣法改

正が 日本的雇用慣行 に抵触するものではない旨の確認を引 き出す ような質問を繰 り返

し行 っている｡ ｢派遣法の自由化が日本型雇用制度崩壊の トリガーとなることを懸念

している｣｢安定 した生活設計および労使関係からも長期雇用慣行 は基本である｣点

を指摘 し､ネガティブリス ト導入により常用雇用 との代替が進行 し､長期雇用慣行が

崩れること-の警戒感 を表 した｡ 使用者側は ｢適用業務の自由化が内部市場に与える

影響は少ない｣｢適用職種以外の派遣が行われていることは適用職種では対応で きな

いことの現れだ｣ と労働側の懸念を一蹴 し､さらに ｢社会環境の急速な変化に対応 し

てい くために､企業の中で教育 してい くのは間に合わな くなってきてお り､労働者 も

専門性をもった人をリースのような形で確保せざるを得な くなっているのが現状だ､

少子高齢化が進む中で女子 ･高齢者の労働力を確保するためにも門戸を広げる必要が

ある｣との主張 を展開 しだ 124｡

労働者派遣事業への規制は様々な形態があ り､各国間の相違 も広い｡99年改正以前

の日本の労働者派遣事業は適用業務の規制 (ポジティブリス ト)と派遣期間の規制 (3

午)を行 っていたが､アメリカやイギリスでは派遣事業 を規制する法律が存在 しない｡

他方､フランスや韓国では派遣事由による制限を行 っている｡ 日本がネガティブリス
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ト方式に転換 したとしても､派遣期間や派遣事由の制限が厳 しく設けられるのであれ

ば､常用雇用への影響は最小限に抑えられることになる｡ つまりネガティブリス ト導

入だけでは規制の撤廃を意味せず､付随する規制の在 り方が労働者派遣事業の性格 を

規定するといえる｡ しか し97年秋の時点では､労働者派遣事業の適用対象業務 を原則

自由化することの意味に関して明確な指針は公益委員より出されておらず､原則 自由

化賛成の使用者側委員 と絶対反対の労働側委員の間で原則論の応酬が続いていた｡ ま

たネガティブリス ト導入の際の常用雇用 との代替防止措置の在 り方に関しては論点 も

整理 されておらず､議論の狙上にものぼっていなかった｡ つまりは新制度の位置付け

に関 して公労使の見解が一致 しておらず､意見調整の段階にもまだ至っていなかった

ことを意味 しよう｡ そのような審議会での討議を頭ごなしにするような形で､政府は

11月18日に ｢緊急経済対策｣ を発表 し､労働者派遣法の法改正 を次期通常国会 (142

国会)に提出することを閣議決定する｡ 政府の決定を受け､その10日後に開催 された

民需小委員会では ｢労働者派遣事業制度の見直 しの基本的方向｣に関する同委員会 と

しての ｢報告｣の取 りまとめに着手することになる｡ ｢報告｣は労働大臣ではな く中

央職業安定審議会に建議する性格のものであったが､その後の議論の方向性 を規定す

ることから､24日に発表予定の ｢報告｣の内容を巡 り公労使の調整が行われた｡ その

最中の12月12日に､今度は規制績和小委員会より最終意見が公表され､第一次意見 よ

り踏み込み以下のような見解が表明された (表 6-42)｡

表 6-42 規制緩和小委員会最終意見 (1997年12月12日)

(略)現在関係審議会においてネガティブリス ト方式の導入も含めて更なる拡大

が検討されているが､委員会意見を最大限尊重 し､大幅な拡大を実施すべ きであ

る｡ なお､その際､労働者派遣が不適切な業務を区分する基準を客観的､具体的

に明確 にすべ きである｡ 更に労働者派遣が不適切な業務 を列挙するというネガ

ティブリス トの形式を徹底すべ きである｡ その上で､その後の状況の変化に応 じ

取 り扱いが不適切でなくなった業務についてはネガティブリス トから外すことを

継続的に実施すべ きである｡
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今までの閣議決定においては労働者派遣事業の抜本的改正を決定はするものの､内

容への言及は行われていなかった｡ 労働者派遣事業の適用対象業務についてネガティ

ブリス トという表現 を用いた政府公開文書は規制緩和小委員会の最終意見が初めてで

あ り､その12日後にまとめられた民需小委員会の報告書が､この規制緩和小委員会の

見解発表の影響を受けなかったとは考えにくい｡むしろ次節で明らかになるように､

この時期 を境 に労働省はネガティブリス ト方式を前提 とした制度整備 に焦点を移 して

ゆく｡ すなわち､ネガティブリス ト-の転換は1995年12月の規制緩和小委員会の第一

次意見によりアジ土ンダに登場することにな り､1997年12月の同委員会の最終意見に

より確定 されたのである｡

労働者派遣事業の規制緩和 に関 して労働省はむしろ適用対象業務の拡大により村処

する方針であったと思われる｡ 1995年12月に規制緩和小委員会は第一次見解を公表 し

ネガティブリス ト化 を提言 したわけだが､翌 2月29日には労働省 を招 きその点の労働

省の方針 を質 している｡ ｢第33回規制緩和小委員会審議概要｣ によると､労働省 は労

働者派遣事業については適用対象業務の拡大を図る改正法案を提出 し必要な政令改正

を行っているとの報告 を行い､ネガティブリス ト化については ｢引 き続 きの検討課題

と考えている｣と述べた｡ それに対 し委員 ･参与からは厳 しい批判が寄せ られている｡

｢労働者派遣業務について､適用対象業務の適切 ･不適切の判断基準 を明確化 し､ネ

ガティブリス ト化するとの委員会意見に対 して (労働省は)答えてお らず､『最大限

の尊重』 との態度表明に反 している｣､｢労働者派遣のネガティブリス ト化は引 き続

きの検討課題 というが､そのスケ ジュールを明 らかにすべ き｣､｢労働省 は 『行政改

革委員会意見を最大限尊重』 と言いつつ､利害関係者の調整の場である審議会で逆の

結論が出た場合､どちらを尊重するのか｣等の意見が出されたのである*125｡ 規制緩和

小委員会は規制緩和の実施状況に関 して監督 し勧告する権限を有 している｡ そのよう

な機関が労働省 に対 して公然 とネガティブリス ト化を迫ったのである｡ また規制緩和

小委員会の意見は閣議決定 として も既成事実 となっていた｡ このような状況に面 して､

労働省はネガティブリス ト化 を前提 とする改正案の策定を迫 られたといえよう｡ 規制

緩和小委員会が存在 しなかったら､果たして労働省はネガティブリス ト化に踏み切っ

たのであろうか｡このカウンターフアクチュアルな想定に答えるだけの材料は乏 しい
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が､少なくとも規制緩和小委員会の決定が利害調整者 としての労働省の手足 を縛った

ことは確かである｡

規制緩和小委員会はなぜ労働者派遣事業の原則自由化を提唱 したのであろうか｡当

時の規制緩和小委員会の雇用 ･労働ワーキング ･グループの座長は野口徹也 (日本労

働組合総連合会副事務局長､1995年度)､中西真彦 (㈱ベンカン代表取締役社長､1996

年度)､八代尚宏 (上智大学国際関係研究所教授､1997年度)の3人が交替 して担当し

ていた｡ これら3人の座長を含め､雇用､ワーキング･グループのメンバー､あるいは

規制緩和小委員会の場でも､各委員の立場や意見の違いを反映 して､激 しい議論のや

りとりがあった｡ とはいえ､共通の認識 として､規制緩和小委員会が重視 したのは､

労働者の勤労観が変化 し多様な働 き方を求める労働者が増加 していること､そのため

にはフレックスタイムや裁量労働制､在宅勤務などの導入により生活 と仕事のバラン

スを図る必要があることであった｡ さらに失業率が上昇 している状況に鑑み､有料職

業紹介事業や労働者派遣事業の規制緩和が失業率の緩和､とくに需要と供給の ミスマッ

チの解消に寄与することにも期待を寄せていだ 126｡

規制緩和小委員会が有料職業紹介事業や労働者派遣事業の規制緩和 を主張 した背景

には､1997年 6月に採択 された ILO181号条約が有料職業紹介の原則 自由化 に基づ

き労働者保護措置を講 じていることもある｡ 採決の際には日本の政労使 も賛成票を投

じたことから国内批准のための法整備が急務 となっていた｡ もっともILO181号批

准に必要な法改正は有料職業紹介事業を規制する職業安定法であ り､労働者派遣事業

法の改正が必要であったかは見解の分かれるところである｡

規制緩和小委員会が労働者派遣事業のネガティブリス ト化に関してはアジェンダ ･

セッティング機能を担ったことは確かであるが､ しか しながら同委員会が提言 したの

は対象業務 を原則 自由化することと適正な労働者保護措置 を講 じることだけであっ

た｡ 具体的な規制内容までには言及 していない｡以下に明らかになるように､ネガティ

ブリス ト化以外の面での規制再編成の在 り方に関 して議論 をリー ドしたのは労働省お

よび中央職業安定審議会の公益代表委員であった｡ つまりポジティブリス ト方式から

ネガティブリス ト方式への転換 という一点に関 してのみ規制緩和小委員会の果たした

役割は大 きかったが､それ以外の制度設計は従来通 り労働省が主導 したのである｡ そ
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れにも拘 らず審議会が コンセ ンサス形成機能を失 ったのは改正法案の国会提出 日程が

閣議決定 されたため､コンセ ンサスを形成する以前 に時間切れを迎 えて しまったこと

による｡

(2)臨時的 ･一時的な労働力の需給調整と常用雇用との代替

① 労働者派遣事業の新たな位置付け

民需小委員会での議論の最初の叩 き台 となった ｢労働者派遣事業制度の見直 しの

基本的方向について (報告)｣は1997年12月24日に取 りまとめ られ､そこにおいて

ネガティブ リス ト方式 に基づ く派遣事業の位置付けに関する方針が初めて公益委員

より打 ち出 された｡ すなわち ｢労働者派遣事業制度 を臨時的 ･一時的な労働力の需

給調整に関す る対策 と位置づける｣ 旨が記載 されたのである｡ この ｢臨時的 ･一時

的な労働力の需給調整 に関す る対策｣ という法改正の趣 旨はその後の審議の主要な

争点の一つ となったが､ この時点で初めて公益委員 よりその性格付けがなされた｡

ネガティブリス ト化が事実上決定 しているため､常用雇用 との代替を防止す る措置

は派遣期間の制限あるいは派遣事由による制限を設けることが必要 となるが､労働

省 は前者の方法 を導入することを目指 したわけである｡ 労働省 としてはこの ような

性格付けを行 うことにより労使の利害 を調整することが可能になると判断 した と思

われるが､ しか しなが ら､｢臨時的 ･一時的な｣労働力の需給調整 とい う理 由付 け

は労使双方の代表委員の警戒 を呼ぶこととなった｡ 使用者側は､｢臨時的 ･一時的｣

とい う文言 により派遣期間の制限が相当以上短期 に設定 されることを危倶 したので

ある｡ 他方､労働者側 も懐疑的な態度で臨んだ｡製造業の生産工程 ラインにおいて

は短期的な需給調整の必要性が高 く､通常それは季節工やパー ト､請負等 により行

われているが､労働者派遣事業が ｢臨時的 ･一時的な｣労働力の需給調整のための

もの と位置付 けられると､製造業の生産工程 ラインを適用対象業務から除外す る大

義名分が立て難 くなる｡ 最終的に製造業生産 ラインは適用除外 となることが決定 し

たが､決定 に至 るまでの間､労働側が抵抗 した最大の論点はこの点にあった｡ つ ま

り労使 はそれぞれ全 く異なる思惑か ら､この ｢臨時的 ･一時的な労働力の需給調整｣

という表現 を警戒 したのである｡
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このように ｢報告｣作成時点での労使の意見の隔た りは大 きく､制度の性格付け

そのものか ら公労使の間で認識の一致 を見ていなかったが､同日閣議決定 された

｢『経済構造の変革 と創造のための行動計画』のフォローアップ｣ において､翌年

度の国会に改正法案を提出することが盛 り込まれた｡ 改正内容 として対象業務 をネ

ガティブリス ト化 し､派遣期間､労働者保護のための措置等を中心に制度の全般的

見直 しを進める点が明記されている｡ 改正法案の翌年度国会提出自体は､前述のよ

うに約 1ケ月前に既に閣議決定 してお り､改正内容にも新 しい点は含 まれてはいな

い｡ しか しながら､労働者派遣事業の在 り方そのものを審議会で議論 している最中

に､対象業務はネガティブリス ト化するという結論だけが再度閣議決定されたわけ

であ り､審議会に村する顕示的な圧力行使 と解釈できる｡ それに対 し連合は当然の

ことながら激 しい反発 を見せている｡ ｢政府は､規制緩和推進基本計画に基づ き 『労

働者派遣事業法の一部改正法案』を今142通常国会に提出することを昨年の12月24

日､閣議決定 した｡ こうした政府の動向は審議会を形骸化 し､極めて遺憾な態度 と

いわざるを得ない｡連合は､民友連をはじめとした協力関係にある政党に対 して審

議会の現状 を報告するとともに､法案提出にあたっての与党協議 を意識 し社民党へ

の申し入れと対策を引 き続 き強めてい くこととする｣ と表明 している*127｡

② ｢物の製造｣をめぐる対立

審議会における議論は､その後まず98年 2月に公益委員が ｢派遣事業制度見直 し

の基本方向の具体化に係わる公益委員の考え方｣を示 し､それを議論の叩 き台 とし

5月までの間､調整が続けられた｡ 3月 3日に連合が発表 した ｢『派遣事業制度見

直 しの基本方向の具体化に係わる公益委員の考え方』に村する連合の見解 と取 り組

みについて｣は､｢臨時的 ･一時的な労働力の需給調整｣という位置付けに村する

連合の見解が明確に表われているので以下に一部を引用 しよう (表 6-43)0
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表 6-43 ｢派遣事業制度見直 しの基本方向の具体化 に係わる公益委員の考え方｣

に対する連合見解 (1998年 3月 3日)

｢一時的 .臨時的｣ ○今回､公益か ら示 された考 え方は､①現行派遣法の

派遣制度 とい う位置づけ 専門性の仕組みを維持 し､②新たな枠 ぐみ として ｢-

_時的 .臨時的｣派遣制度 を設け､③適用対象 としない

業務 を指定 し､かつ､④派遣期間を限定する､ という

考 え方であるo この公益の考 え方は､当初､経営側が

規制緩和 に便乗 し主張 して きた適用対象業務の完全 自

由化 には歯止めがかかった もの と判断 される○ しか し､

新たに ｢一時的 .臨時的な人員対策｣との位置づけの

用など､派遣先の常用雇用 を代替する危険性 を秘めて

お り､かつ､一時的 .臨時的な派遣労働者は不安的雇

用が危倶 されるものである○

適用対象業務派遣期 間を超 えた場合の ○特 に､生産ラインについては ｢ものづ くり｣の観点-

か ら､常用型長期雇用 を軸 にした集団能力の発揮 と技

術 .技能の積み上げにより成果 を確保 して きた○ また､

-生産 ラインに限 らず､すべてq)産業 において業務の需

給調整は社外工､季節工､パー トなどによって相当機

能 してお り､一時的 .臨時的な派遣 を労働力の需給魂

整 として加える必然性は皆無 と考 えるo

○企業 における人事 .労務管理職務 は労働及び労働福

社 の中核 をなす も■のであ り､■派遣労働 を適用すること

は好 ましくない○

○長期継続雇用分野における一時的 .臨時的人員所要

雇用義務 に対応する場合は､その期間を限定 し､更新 を必要 と

する時は派遣先での雇用責任 を義務化するo

○新 たに位置づける ｢一時的 .臨時的な｣派遣労働 は､

その位置づけか らして雇用が極めて不安定なもの とな

る.ことか ら常用型派遣のみ とし､派遣期間は 3ケ月程

度の短期 とすべ きであるo 当然 にして更新 は認められ
ないo更新するとなれば派遣先での雇用責任 を義務づ

資料出所 :｢派遣事業制度見直 しの基本方向の具体化に係わる公益委員の考え方｣に対する連合の

見解 と取 り組みについて (1998年3月3日)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正レ

ポー トNo68』(1998年3月26日)所収､pp.7-ll)より作成｡
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この連合の主張に対 して､公益委員は4月22日に ｢労働者派遣事業制度の見直 し

に係る公益委員の見解｣*128を発表 し､｢派遣期間の在 り方について̀は､現行制度に

おける派遣契約期間に係る上限を派遣期間の制限としその期間を一層制限すべ きと

する労働者代表の意見 と期間制限をすべ きではないとする使用者側代表の意見を考

慮するに当た り､社会経済情勢の変化への対応､労働者の多様な選択肢の確保､我

が国における雇用の安定の確保等の観点から､常用雇用 を阻害するおそれが少ない

と考えられる臨時的 ･一時的な労働力の需給調整に関する対策として位置付けるこ

とが適当であることから､原則 として派遣期間を一定の期間に限定することが適当

と考えた｣､｢その際､派遣期間を3ケ月とすべ きとす る労働者代表の意見及び短

す ぎるとかえって労働者の希望に沿わないとする使用者側代表の意見を考慮するに

当た り､常用雇用の代替防止の観点から､上限を 1年 とするとともに､更新 を認め

ないとすることが適当と考えた｣ と見解を述べている｡

この公益委員の見解に対 し労使双方から反対意見が寄せ られ､労働者代表委員 と

使用者側代表委員はそれぞれ見解を表明し､従来通 りの主張を繰 り返 した｡ 表 6-44

は労使の代表委員の見解をまとめたものである｡

表 6-44 ｢労働者派遣事業制度の見直しに係る公益委員の見解｣

に対する労使の反対意見

労働者代表委員の見解 使用者側代表委員の見解

｢臨時的 ･一時的｣派遣は､従来の日本

的ディスパ ッチ方式 とは異なった､むし

ろ ドイツ ･フランス型の期間限定方式 に

よる枠組みであ り､従来の指定26業務 と

は根本的に異なる｡ 従って､新たに導入

するのであれば労働側が提起 している､

入り口を明確にした別立て方式による ｢制

度設計｣を基本とすべきである｡

従来の専門的業務に限定 したポジティブ

リス ト方式により指定される業務 と､ネ

ガティブリス ト方式により新たに指定 さ

れる業務 とで異なる取 り扱いをすること

には反対である｡ なお､社会的に定着 し

一定の役割を果た してきた専門的業務等

について､当分の間､異なる取 り扱いを

残すこともやむを得ない｡
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■労働者代表委員の見解 使用者側代表委員の見解 .

問題なのは､.我が国に.おいてはEU諸国と異なり ｢均等待遇の原則｣が確立されていないため､一部の専門性の高い業種を除き､登録型派遣労働者が相対的に低コス ト.安上がりな ｢使い勝手の羊い労働力｣として企業に濫用されていることである○

今回の公益見解は ｢臨時的 .一時的｣な労 労働側が禁止すべきと主張している製造工

廟力の需給調整に関する対策としそ派遣事 程の業務の中には､現行26業務よりも専門

業制度を位置づけるものとなっているが､ 性の高いものも存在 しており､適用禁止対

｢臨時的 .一時的｣の定義すら明確にされ 象 とすること古土は反対であるo _製造工程に

ていない○特に､.現在対象となっていない おいても新たな知識､技術､技能を必要と

製造業の生産工程ラインが適用されれば､ する業務について､社内の人材セ即座に対

派遣先の常用雇用労働者を代替する危険性 応できない場合等に古事派遣労働に頼る必要

を秘めており､かつ､不安定雇用労働者を 性は潜在的には強い.ものと考える○ また当

増加させる契機になりかねない○生産工程ライン等への適用については ｢も 面､期間が 1年に限定されるなら､常用雇用代替がそれほど進むとも思われないo｢ものづ くり｣のための熟練技能の蓄積と

のづ くり｣｢安全確保｣の観点から常用型 か安全確保の問題は､製造工程の業務を派

長期継続雇用を軸とした集団能力の発揮と 遣対象とするか否かに関わらず解決される

技術 .技能の積み上げによる成果の拡大が基本であ り､認められない○新たに位置づける ｢一時的 .臨時的な｣派 べき問題である○｢努力義務十とはいえ､派遣期間が 1年を

遣労働は､その位置づけからして雇用が極 超える場合､派遣先に雇用義務を課すこと

資料出所 :｢『労働者派遣事業制度の見直 しに係わる公益見解』に関する労働者代表の見解｣｢『労働者

派遣事業制度の見直しに係わる公益見解』に村する使用者側代表委員の意見｣(日本労働組

合総連合会 『労働関係法改正レポー トNQ69』(1998年6月4日)所収､pp.40-44)より作成｡
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第 6章 連合の政策参加

ネガティブリス ト方式に転換するに当たり､労働省は派遣期間を設けることで常

用雇用との代替を防 ぐこと､さらにそれにより労使間の決着を図ることを目指 して

いた点は既に述べた｡ その派遣期間の上限を正当化する根拠 として ｢一時的 ･臨時

的な｣需給調整の必要性が前面で押 し出され､労使それぞれの思惑からその文言へ

の疑義が表明されたわけであるが､水面下における労使間の最大の争点は製造業工

程 ラインを適用対象に含めるか否かという問題であったといえる｡ そもそも当初よ

り使用者側はネガティブリス ト化 とともに､物の製造の業務については早急に適用

対象業務 とすべ きであることをわざわざ主張 している*129｡そ して労働者代表委員お

よび連合の最大の懸念はこの間題であった｡ 公益見解では､ 1年を超えた派遣労働

者の雇用義務までは踏み込んでいないものの､反復雇用は認めない方針であること

が既に明確に打ち出されていた｡ 1年の期間制限が厳格に適用されるのであれば常

用雇用 との代替がそれほど進むとは考えられない｡それでも労働者代表委員の反発

が強かったということは､すなわち彼 らの最大の懸念が労働者派遣事業の製造業生

産工程ラインへの適用であったことを傍証するものである｡ 公益委員が意味 した ｢-臨

時的 ･一時的｣需給調整が派遣期間の制限を正当化する根拠であったとしても､労

働者代表委員の解釈は異なるところにあったことを示唆 している｡

なぜ連合および労働者代表委員は製造業生産ラインの派遣事業対象化問題に拘泥

したのであろうか｡製造業の生産ラインには偽装請負 という形で派遣に極めて近い

ことが実際には行われていると兼ねてより指摘 されていた｡ 偽装請負 とは業務を外

部委託 し､仕事の進行は委託先に任せるという形を取 りつつ､実際は自社の指揮命

令下で外部労働者に仕事をさせるものである｡ 請負 と派遣の境界線は微妙であ り､

自動車や電機産業の下請け部品業者のラインにおいて違法あるいはそれに極めて近

い偽装請負が多 く存在するといわれている｡ 製造業の偽装請負を合法化すべ きか否

かは85年の労働者派遣法の制定当時から争点の一つであった｡ 高梨昌氏は労働条件

で野放 しの偽装請負に一定の法の網をかけることのメリットを主張 してきたが､労

働組合はむしろ派遣事業の合法化により請負がさらに進行することを懸念 したとい

える*130｡ただし労働者派遣が製造業に適用されると､代替が起 きるのは常用雇用者

よりもまず請負､そして社外工 ･季節工 ･パー トだと思われる｡ その点を使用者側
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代表委員は指摘 し､次のように述べている｡ ｢(労働者派遣 と請負の区分について)

現在､主 として製造業部門を念頭においた区分基準が告示で定められているが､こ

うした取 り扱いを子細に決めることよりも､製造工程 においても労働者派遣を認め

ることにより､労働者派遣法に基づいて事業の適正な運用 を図ってい くべ きと考え

る｣｢また当面､期間が1年に限定 されるなら､常用雇用代替がそれほど大 きく進む

とも思われない｣*131｡ このように労働者派遣の解禁が常用雇用 との代替をどの程皮

促進するのかは､公益委員 ･使用者代表委員 と労働者代表員の間で見解が二つにわ

かれたが､労働組合の懸念は社外工 ･季節工 ･パー トとの代替にも及んでいた可能

性がある｡ 社外工 ･季節工 ･パー ト等の直接雇用の労働者であれば労働組合-の参

加 を促す ことがで きるが､派遣労働者であるとそれが困難になるという､労組の組

織化戟略の意図が働いていたと考えることもで きる*132｡いずれの思惑であれ､連合

が抵抗 した最大の懸念事項は製造業生産工程 ラインへの派遣事業適用であ り､連合

の粘 り強い抵抗からそれを阻止することに成功するのである｡

③ 法案要綱修正による妥協

審議会での調整は国会への改正法案提出が閣議決定 されているため期限切れを迎

え､中央職業安定審議会は 5月14日に ｢中央職業安定審議会民間労働力需給制度小

委員会報告｣(以下 ｢報告｣)を労働大臣に建議 した｡ 労働側委員は報告案を取 りま

とめることが時期尚早であると主張 し建議 に反対 したが､報告書は多数決により採

決 される｡ ただ し報告書は労働者代表委員および使用者側代表委員の意見 も附 した

三論併記の建議 となっだ 133｡表 6-45は両論あるいは三論併記 となった部分の抜粋

である｡
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第 6章 連合の政策参加

表 6-45 中央職業安定審議会民間労働力需給制度小委員会報告(1998年 5月14日)

における公労使の主要な対立点

｢報告｣ 労働者代表委員 使用者側代表委員

制度見直 し 常用雇用の代替の◆おそ 臨時的 .一時的な労働

れが少ないと考えられ 力の需給調整に関する

る臨時的 .一時的な労 対策 としての労働者派

働力の需給調整に関す 遣事業は従来からの日

る対策 として位置づけ 本型のそれとは異なる.

る○ ものであるため､従来型 とは入 り口を明確 に区別 したものとして制度設計すべ き○

業務 の採用 ? ンに従事す.る業務及び企業における人事 .労務管理の業務を適用除外業務 とすることが適当○ 意見 ○

派遣期間 派遣先は同一業務につ ① 常 用 型派遣 のみ■と ①派遣期間は本来契約

いて 1.年を超える期間 し､同一事業所及び同 自由の原則によるべ き

継続 して労働者派遣の 一業務における派遣期 もの､②派遣期間 を制

役務 を受けてはならな 間は3ケ月程度の短期 限する場合でも､現行

派遣先において雇用す も､派遣期 間が 1年 を

ることを義務付け_るベ 超 える場合に派遣軍に
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｢報告｣ 労働者代表委員 便房者側代表委員

労働 者 派 遣 指針において労働者派 措置は指針ではなく労 民事上の問題であるた

契 約 の 中途 遣契約の解除の事前申 働者派遣法第27条に規 め､本来当事者間に任
解除 1し入れ及び派遣先にお 定すべ き○ せるべ きであ り､中途

ける就業機会の確保に 解除に係る規定を設け

加えて､損害賠償等に係 るとしても､指針 レベ

る適切な措置をとるべきであるが､-(中略)措置の実行が十分に確保 されているとはいえないという実態にかんがみ､指針において労働者派遣契約の中途解除に係る措置 について､より具体的な内容 を記載することが適当である○ ルにとどめるべ き○

個 人情 報 の 派遣元が収集するデー 個■人的な情報の保護,に

嘩護派 遣 と請 負 夕の内容 を制限すべ き 当たづては､派遣労働

という点及び違反の場 者の就業の確保 を困難

合の罰則 を含む制裁規 にし職業選択の幅を狭

走を設けるべ きという めることになるおそれ

労働者代表委員の意見 があるため､派遣元事

については(中略)~ⅠL 業主の営業活動 を過度

･0第181号条約の批准に に損なうことにならな

向けての労働市場法制 いように慎重に検討す

の見直 しの中で､所用の措置を講ずる.ことが適当である○偽装請負､違法な労働 べき○具体的基準 をイ乍成する

の区分 者派遣-の対応 を図る よりも､製造工程に係

観点か_ら､労働者派遣 る業務 について労働者
と請負の区分に関して､ 派遣 を認めることによ

必要な業務 について､ り労働者派遣法に基づ

関係者が的確 な判断等 いて事業の適正な運用
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第 6章 連合の政策参加

資料出所 :｢中央職業安定審議会民間労働力需給制度小委員会報告｣(平成10年5月14日)(日本労働組合

総連合会 『労働関係法改正レポートNo69』(1998年6月4日)､pp.13-25)所収)より作成｡

｢報告｣に対 して連合は建議が行われる直前に ｢労働者派遣事業制度の見直 しに

係わる 『建議』に村する連合見解 と今後の対応｣を発表 し､建議には反対する旨を

表明 しだ 134｡連合の ｢報告｣に.対する反対意見は､｢報告｣ に記載 された上記の労

働者代表委員の意見 とほぼ同 じではあるが､若干の相違 もある｡ 表 6-46は連合が

｢報告｣記載の労働者代表委員の意見にさらに加えて異議 を申し立てた事項である｡

これらは何 らかの理由により審議会の議論では取 り上げられなかった論点､あるい

は労働者代表委員が審議会の場で意見表明を行わなかった見解､または労働者代表

委員がその意見を述べたものの ｢報告｣には記載されなかった事項である｡

表 6-46 ｢報告｣に対する連合の見解 (労働者代表委員の意見として記載された

ものを除く)

連合の見解 (第 9回申執確認)

罰則を含む制裁措置を設けるべきである○

社会保険の適用の ｢悪質な法令違反をした場合は派遣事業の許可等の欠格事由宣

促進 加えろことが適当｣ としている_が､これでは社会保険庁~依存由

であ り､かつ事後対処方式やあ.ることから即効性に乏 しく､実

元 .先の責任を明確にする瀧 定が設けられるべ きである○

母性保護 .家族的責 出産や育児 .介護などの諸権利に係る国､.派遣元､派遣先の責

任に関する責任行使 任を明確化するb

派遣 と請負の区分 公益見廃は理解するので､具体的は判断基準 (区分基準) と罰

資料出所 :｢労働者派遣法見直 しの報告 ･建議 と連合見解｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法

改正レポー トNo.69』(1998年6月4｣日)所収､p.7)より作成｡
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｢報告｣記載の労働者代表委員の反対意見 と連合の反対意見が重複 しない個所は

主に労働者保護措置の強化に関する事項であることが分かる｡ このことはすなわち､

審議会の議論が ｢臨時的 ･一時的｣需給制度のための派遣制度という制度枠組み､

適用対象業務の範囲､および派遣期間の 3点に集中し､結果として労働者保護措置

に関する議論を深めることができなかったことを示唆 している｡

建議が行われた以上､国会日程 を勘案すると数ヶ月以内に法案要綱が労働大臣よ

り中央職業安定審議会に諮問されることが予想されたが､連合の要求事項を改正法

案に反映 させるためには法案要綱が諮問される前に､積極的に反対運動を盛 り上げ

る必要があった｡ 連合は建議が行われる直前に発表 した ｢労働者派遣事業制度の見

直 しに係わる 『建議』に対する連合見解 と今後の相応｣の中で､次のように闘いの

方針を掲げている (表 6-47)｡

表 6-47 連合の運動方針

労働省は ｢建議｣を受け､引き続 き､労働者派遣法の改定作業を行 うものと想定

されるが､中央職業安定審議会に諮問される ｢法案要綱｣が建議に沿ったものであ

る限 り､建議は同様､諮問される ｢法案要綱｣についても認めることはできず 『反

対』の態度で臨むこととする｡

政府は閣議決定に基づ き ｢労働者派遣法の改正法案｣を､今142通常国会に提出

するものと思われるが､連合は終盤国会を迎え財政改革法や補正予算など､重要法

案が山積 し､しかも､現在労働基準法関連法案が衆 ･労働委員会において審議途上

にあるなど､今後の国会動向を見極めつつ､支持協力関係にある政党 と連携 し､連

合が求める要求の実現に向けて院内外の取 り組みを多面的に展開する｡

構成組織及び地方連合会は､企業内や地域における派遣労働者やパー ト労働者の

労働条件の向上や労働基本権の確保を図る取 り組みを進めるとともに､その組織化

に向けての取 り組みを強める｡

併せて､構成組織は､派遣労働者やパー ト労働者などの非正規社員を企業内で要

員 として配置する場合には､その ｢職務内容｣や ｢人数規模｣などについて労使間

で話 し合 うとともに事前協議を行 う ｢ルール｣を労働協約等で規定する取 り組みな

ど､常用雇用労働者の職場確保 と雇用の安定をはかる取 り組みを一層強めてい く｡
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資料出所 :労働者派遣事業制度の見直 しに係わる 『建議』に村する連合見解 と今後の対応｣(日本

労働組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo.70』 (1998年8月19日)所収､pp.26-29)｡

さらに連合および中央職業安定審議会の労働者代表委員は､派遣法改正と日本の雇

用慣行 との整合性に関して再度疑問を投げかけた｡まず連合は先の ｢労働者派遣事業

制度の見直 しに係わる 『建議』に村する連合見解と今後の対応｣の中で次のような主

張を繰 り返 した｡｢民需小委員会報告に基づき派遣法の見直 しが強行 されるとするな

らば､長期継続雇用を軸とする日本的雇用慣行は大きく崩れ､常用雇用労働者から派

遣労働者への置き換えが急速に進み 『使い勝手のよい労働力』としての派遣労働が固

定化 し､その結果､多 くの不安的な雇用労働者が増加することは確実視される｡ 加え

て､わが国において 『均等待遇の原則』が確立されていないことから､賃金をはじめ

とする労働条件は下方平準化す一ることが危倶され､社会における 『労働の質』が低下

することが懸念される｣ との指摘を行った｡さらに報告が建議された直後に事務局長

談話を発表 し､意見調整がつかないまま建議が行われた事態に対 して抗議 しつつ､｢･

･･『建議』は規制緩和の流れに沿い 『はじめに結論あ りき』として進められ労働側

の意見を反映 しておらず十分な労働者保護施策がとられていないばかりか､日本的雇

用慣行を大きく崩す契機 となることが懸念され 『使い勝手のよい労働力』として､濫

用される危険性が極めて高いものとなっている｣ とその主張を再度展開しだ 135｡
連合の主張を側面支援するかのように､今度は中央職業安定審議会の労働者代表委

員が制度見直 しに関する質問書を建議の直後に公益委員に提出しだ 13fi｡公益委員は6

月15日に回答を寄せ､労働者派遣法の改正は日本的雇用慣行を脅かすものではないと

明言 している｡ ｢いわゆる長期的雇用を特徴 とする日本的雇用慣行は､今後 とも､我

が国労使双方にとって､雇用の安定及び経営の安定の両面から､重要であると考える｡

また､『雇用の安定』は国の基本政策となってお り､その確立が本審議会の課題でも

あると考える｣｢(1年の派遣期間の制限は)常用雇用労働者の代替が促進されないよ

うな制度の枠組みを構築するとの観点から措置されたものであり､基本的には､従来

からの日本的雇用慣行にも我が国における雇用の安定にも抵触するものではないと考

える｣*137｡
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このように新たな労働者派遣制度が日本的雇用慣行を脅かすものではない点が確認

されたが､その原則は具体的な予防措置として法律のなかに具現化されなければ連合

にとっては意味がない｡ 7月30日に召集予定の臨時国会に法案提出を目指す政府は､

改正法案要綱 を7月15日に中央職業安定審議会に諮問 した｡ 通常であれば審議会は即

日に答申を行 うが､労働者代表委員の反発が強いことから､この慣例を破 り答申作 り

の過程で修正が加えられることとなった｡ もともと労働省は建議が出た直後の5月18

日にも法案要綱を中央職業安定審議会に諮る予定でいた｡ しかし労働側委員の審議拒

否により審議会の開催が見送 られてきたのである*13H｡ しか し翌年7月の施行に間に合

わせるためには臨時国会に法案を提出せざるをえず､その労働省の意向に労働側が一

定の理解を示 したため､諮問の運びとなっだ 139｡征矢職安局長は ｢今回は建議に基づ

いた諮問を行った｡労働側が､修正がなされない場合は重大な決意で臨むという表明

があ り､審議会の運営上､修正せざるを得ない｡公益委員 と相談 して調整 していきた

い｣ と述べ､労働省は法案要綱の補強修正に応ずる用意があることを示唆 したのであ

る*14°｡その結果､ 8月5日に提出された答申は法案要綱を修正 し､さらに法案作成に

当たっての配慮事項が盛 り込まれるという異例のものとなったのである｡

7月15日の法案要綱 と8月5日の修正案では､どの点が変更されたのであろうか｡

業務の範囲に関して本則に以下の項目が追加された点が最大の相違である(表 6-48)｡

表 6-48 業務範囲に係る法案要綱の修正 (1998年 8月5日)

六(二)イ 何人 も､労働者に係る雇用の安定及び就業条件の確保を図るためには業

として行 う労働者派遣 より派遣労働者に従事 させることが適当でないと認められる

業務等 として命令で定めるものについて､当分の間､労働者派遣事業を行ってほな

らない もの とすること｡

ロ 労働大臣は､イの命令の制定又は改正の立案 をしようとするときは､あらか じ

め､中央職業安定審議会の意見を聴かなければならないものとする｡

資料出所 :｢労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律等の一部を改正する法律案要綱 ･修正案｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改

正レポー トNo.70』 (1998年8月19日)所収､pp.14-18)｡
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第 6章 連合の政策参加

労働者代表委員の最大の懸念は適用除外業務の認定の仕方にあった｡対象業務が原

則自由化される以上､製造業の生産ラインに派遣労働者が進出するのを防ぐためには､

適用除外業務に製造業が含まれることが明記されることが最 も効果的である｡ 本則に

その旨が記載されることが､拘束力が強 くかつ頻繁な改正が困難になることから最 も

望ましい｡それが無理であれば､適用除外 となる業務の基準 として製造業が含まれる

ような文言が本則に盛 り込まれ､かつ適用除外となる業務の認定を中央職業安定審議

会が行う旨が明記されることが望ましい｡中央職業安定審議会が認定を下すのであれ

ば､そこに参加する労働者代表委員が抵抗することが可能だからである｡

法案要綱が諮問された時点において､本則において明記される適用除外業務は港湾

運送業務､建設業務､一部警備業務の3つであることが決定 していた｡それ以外の業

務に関しては激変緩和等の趣旨から法の附則に何らかの規定を設ける方向で検討され

ていた｡ 連合は製造業を本則が定める適用除外業務に含めることまでは要求をしな

かったが､激変緩和措置の内容とその対象業務の範囲については､別途中央職業安定

審議会で検討 し確認 した後施行することを担保させる条項を盛 り込むことを要求した

*141｡ 8月5日の修正案は上記のように激変緩和措置の内容 とその対象業務について､

中央職業安定審議会で検討 ･確認 した後に施行することを担保させる点が盛 り込まれ

たことから､連合の主張が概ね反映されたといえよう｡ 答申に添付された法案作成に

当たっての配慮事項にも ｢適用除外業務については､ネガティブリス ト化による激変

緩和の視点も踏まえ命令で規定することを含めて適切に対処すること｣と明記された｡

さらに製造業の､生産ラインを適用村象除外 とする件については､改正法案の附則に

おいて明記される方針もこの時点で打ち出されだ 142｡ 実際､改正法案には物の製造の

業務 (物の溶融､鋳造､加工､組立て､洗浄､塗装､運搬等物を製造する工程におけ

る作業に係る業務をいう)に関しては ｢当分の間｣労働者派遣事業を行ってはならな

いこと､これを解除する際には中央職業安定審議会の意見を聴かなければならないこ

と､違反したものには1年以下の懲役または100万円以下の罰則に処する旨が明記さ

れた｡罰則規定を含む厳 しい内容であり､かつ改正に当たっては中央職業安定審議会

の意見を聴 くことが明記されてお り､連合の意向が強 く反映された内容といえる｡

適用対象業務の認定以外の面ではどの程度連合の要求が修正要綱に盛 り込まれたの
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であろうか｡表6-49は業務の範囲以外の事項における修正個所である｡

表 6-49法案要綱の修正個所

法案要綱 (1998.7.15) 修正案(1998.8.5)

秘密の厳守 (追加)六 罰則等(-)五 (-)ロ _(十申告の不利益取 り扱い｣)に違反 した考に対 し､所用の罰則を科す等罰則その他所用の規定の整備を行 うものとすること○

五 派遣労働者の就業条件の確保のため (追加)

の措置 (-)労働者派遣事業適正連営協力員(略)

資料出所 :｢法案要綱修正案 と連合見解の対比表｣(日本労働組合総連合会『労働関係法改正 レポー

トNo70』(1998年8月19日)所収､pp.7-9)｡
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第 6章 連合の政策参加

7月15日の法案要綱 と派遣期間の制限に関 しては連合は3ケ月とし､さらに反復契

約を防 ぐことを主張 してきた｡そのため連合は公益委員に対 して派遣期間を 1年 とす

る根拠を明示すること求めていたが､今回の法案要綱修正 と同時に発表 された行政の

対処方針により派遣期間を 1年間とする根拠が初めて示 された｡それによると､雇用

保険の適用や年次有給休暇の付与等に資するために期間制限を9ケ月から1年にした

経緯があること､また近年の技術革新や事業展開のテンポは早まる傾向が見 られ､有

期雇用契約者の過半数が11-12ケ月の雇用契約で雇用 されていることにも鑑み､臨時

的 ･一時的な業務の処理に 1年程度の期間を要する実態があると判断 し派遣期間を 1

年に定めた､ということであった｡ また同じく対処方針 としてクーリング期間は3ケ

月とすることも提示された｡この法案要綱の修正以降､連合は 1年の派遣期間を事実

上認める態度を取るが､その背景には派遣期間の根拠が明示 されたことにより､ 1年

の期間制限が今後延長 されることが防がれると判断 したと考えられる｡ ｢派遣期間に

ついて､ 1年以上の継続禁止が明示 され､クーリング期間を3ケ月とすることが明確

になったことから､常用雇用の代替策 としないという措置は受け止められる｡ 派遣期

間 1年の必然性についても､その考え方が提示されたことから一定の受け止めをせ ざ

るを得ない｣ と述べている｡ また ｢派遣期間は同一の業務 と特定 したうえで､ 1年 を

超える期間継続 して役務の提供を受けてはならないと派遣先の責任を明示 したことか

ら､常用雇用-の代替は一応防げると考える｣ とも評価 している*143｡

審議会の討議において労働者代表委員が最 も懸念 していた ｢臨時的 ･一時的｣の定

義に商 しては､法案要綱の修正以降は全 く問題にならな くなる｡製造業生産工程 ライ

ンの適用除外が事実上決着 したことから､｢臨時的 ･一時的｣労働力需給調整 を労働

者派遣で行 うことの是非を改めて問う必要がなくなったと考えられる｡ また派遣期間

に関する規定が強化 されたことから､常用雇用 との代替に歯止めがかかることが担保

されたと判断 したことも理由の一つであろう｡

(3)労働者保護規定の強化 と国会修正

① 連合の修正要求運動

国会における審議は連合にとっていかなる意味 を持ち､どの程度の実質的修正を勝
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ち取ることができたのであろうか｡1998年 8月5日の修正法案要綱の時点における連

合にとっての積み残 し課題は以下の 7点であった｡

新たに臨時的 ･一時的な労働力の需給調整策に関する対策として位置付ける労働者

派遣事業の見直 しにあたっては､(1)すでに他の需給調整システムによって労働力の

需給調整が行われている分野ならびに就業条件の確保が難 しい業務などについては､

適用対象業務から除外すること､(2)安定雇用を増大させないため常用型派遣 とし､

登録型は禁止すること､(3)1年の派遣期間を超えて就業する労働者に対する雇い入

れを努力義務から強制規定にし､罰則の適用を法本体で明記すること､(4)現行法で

努力義務 となっている法第30条 ･派遣労働者の福祉の増進 (就業機会 ･教育訓練期間

の確保 と労働条件確保 と雇用安定化のための措置)と第31条 ･適正な派遣就業確保を

強制規定化 し､併せて改正均等法第21条 ｢セクハラに関する事業主の配慮義務｣に伴

う法整備 として､派遣先におけるセクハラについての派遣先責任を明示すること､(5)

派遣労働者の個人情報の保護措置と罰則を明示すること､(6)派遣先は､派遣労働者

が派遣元 との社会 ･労働保険に加入 していることを確認 し､条件が不備の労働者は受

け入れてはならない旨を｢派遣先が講ずべ き措置等｣で強行規定 とすること(法39条)､

(7)派遣労働契約の一方的な中途解除に村する保護措置を明示すること*144｡結果を先

取 りすると､(2)の登録型派遣の禁止以外の要求は何 らかの形によりすべて実現 して

いる｡ 連合 も要求 した労働者保護措置は概ね盛 り込まれたとの評価を下 している*145｡

｢労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律｣は1998年の第143回国会に提出されたが､審議入 りが 2国会に渡 り見送 られ

た｡第 2次および第 3次補正予算などの景気回復対策が緊急課題 として最優先された

ためである｡ 結局､政府の意向もあ り翌年の第145国会において職業安定法の改正 と

一括審議 される運びとなった｡両法案はともに民間労働力の需給調整に係るものであ

り､対象業務をネガティブリス ト化 した点でも共通点が見出せる｡ また ILO181号

はそもそも労働者派遣事業 と職業紹介事業を分けておらず､両事業のネガティブリス

ト方式を前提に労働者保護規定を明記 している｡ 両方案改正の理由の一つには ILO

181号批准による国内法の整備があることからも､両法案を一括審議する理論的根拠

が存在 した｡
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第 6章 連合の政策参加

国会では98年の参議院選挙での自民党の敗北により与野党が逆転 してお り､その意

味では法案修正を勝ち取る条件は揃っていた｡ しかしその一方で自白連立政権が発足

し､ 1年前の労働法改正よりも厳 しい政治情勢には立たされていたといえる｡ 連合は

そのような状況判断の下､参議院における優勢を最大限に活かすべ く様々なレベルで

政治運動を展開した｡まず東京､愛知､大阪の地方連合会の協力を得て ｢派遣労働 ･

相談ダイヤル｣を3日間開設 し､相談を受けた問題を国会審議に反映させるよう図っ

た｡ 結果的に111件の相談が寄せられ､その内容の一部は実際に民主党の中桐伸吾の

質問に引用されている｡ 中桐は登録型派遣労働者の方が トラブルに見舞われることが

多い点を指摘 し､登録型派遣 という仕組み-の疑問や雇用責任の所在に関する質問を

投げかけだ 14̀i｡ また連合は､構成組織に村 して派遣スタッフとの交流の場を設け､派

遣スタッフが抱えている問題を意見交換 し､連合要求についての理解と協力を要請す

るようにも求めだ 147｡ 連合は例えば時短闘争等においては構成組合員のアンケー ト調

査を行い､独自の資料を作成 し政治圧力を行使する際の有力な材料 としていた｡ しか

し派遣労働者問題では該当労働者が組合員である可能性が極めて低 く､かつ常用雇用

者と派遣労働者の利害が一致 しているわけでもないため､このような意見を吸い上げ

るチャンネルを新たに作る必要があったと思われる｡連合はさらに団体署名を実施 し､

労働大臣､衆議院議長､参議院議長-宛てている｡ 前述の時短や裁量労働制をめぐる

要求実現運動 と比較すると､労働者派遣法の取 り組みはその規模や全国レベルでの広

が りの点では弱い｡労働者派遣事業が関東､中部､近畿の大都市に集中していること

や､組合員の関心の低さが要因として考えられる｡

地方レベルでの運動が相対的に迫力に欠けたとしても､院内外での活動は効果的に

行っている｡ 連合はまず政府法案に対抗する法案要綱づ くりを民主党労働部会 との共

同作業で進めた｡連合および民主党は公明党 ･改革クラブおよび社会民主党 とも調整

を重ね､最終的には3会派統一要求を作成 した｡民主党を中心 とする3会派はその要

求に基づき､労働委員会の理事会において自民党との折衝にあたり､自民党 も含む5

党共同修正案 として結実 している｡ 院内での調整が行われている最中､連合は労働委

員会の傍聴や議員会館前座 り込みなどを展開し圧力をかけている｡ 5党共同修正案に

より､次節で詳述するが､ 9項目を見直 し5項目を附帯決議 とすることが提案され､
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衆議院労働委員会において共産党を除く賛成多数で可決､21日の衆議院本会議を経て

参議院-送付された｡

法案要綱は連合要求をほぼ取 り入れた内容となったが､登録型の禁止については民

主党内でも政調審議会で結論が出ず､見送られることとなった｡それに対 し連合は登

録型派遣の禁止について再検討することを要求 し､さらに国会前座 り込み集会を行い

｢安易な妥協が許されるならどの政党とも付 き合うことができない｣(笹森清連合事

務局長)と3党に対 して強 く修正要求の再考を申し入れた｡同じく5党共同修正案に

対 しても､登録型派遣を禁止するという連合要求が取 り入れられなかったことを遺憾

とする表明を行い､さらには衆議院での成立を受けて連合は再度､登録型禁止が入ら

なかったことを不服 とする見解を表明 した｡ ｢いままでの連合ならここで終わりだっ

ただろう｡ しかし､戟後最悪の雇用情勢のなか､政府や経営側は使い勝手のよい労働

者使い捨てが可能となる制度を野放 しにするわけにはいかない｣ と批判 し､｢7項目

の連合要求のうち6項目については評価できるが､肝心の7項目目が取 り入れられな

ければが画龍点晴を欠 くことになる｡ あくまでも登録型禁止の運動を継続する｣と述

べだ 148｡連合のこのような運動にもかかわらず､参議院では衆議院の修正をそのまま

可決 し､新たな修正は施されていない｡附帯決議は8項目に及びそのうち3項目は衆

議院の附帯決議 と同一であるが､5項目は新たに言及されている｡ 最終的に改正法案

は参議院本会議で 6月30日に共産党を除 く賛成多数で可決 ･成立 し､ 7月7日に公布

され12月1日より施行された｡

登録型禁止要求自体は新 しい主張ではないが､それまでの審議経過からすると連合

の行動はやや唐突である｡ 少なくとも強い語調で野党 3党に再考を迫った割には､審

議会の議論の段階で連合がそれほど重要視 した形跡は見られない｡国会審議の段階に

おいて突如登録型禁止の運動や 開始 した印象は否めないのである｡ そもそも中央職業

安定審議会労働者代表委員は､新たな臨時的 ･一時的需給調整のための派遣労働には､

相応の労働者保護措置が講 じられない限りは登録型派遣を禁 じるべ きであるとの立場

をとっていだ 149｡ 相応の労働者保護措置は法案修正や運用指針の明確化を通 じて相当

程度実現 したことを勘案すると､連合の登録型禁止要求は運動論 として登場 してきた

可能性 もある｡ つまり派遣労働者のための細かな保護措置を求める条件闘争よりも､
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登録型派遣の全面的禁止 という要求を掲げた方が反対運動 としては盛 り上がるという

判断である｡ あるいは登録型派遣禁止要求が政党に受け入れられないことを見越 しつ

つ､労働者保護措置を強化する目的で要求水準を敢えて高 く設定 したのかもしれない｡

連合は実効性の担保を主眼に修正法案作 りをすすめるように3党に申し入れてお り､

この点に関しては以下に検討するが着実な成果を収めている｡ このことは登録型派遣

禁止要求が労働者保護措置強化のための手段であったという解釈を裏付けるようでも

ある｡

② 国会審議分析

さらに国会審議の意味を探るために､前節の国会審議分析 と同様の手法により､衆

議院労働委員会および参議院労働 ･社会政策委員会における議員の質問をコーディン

グし内容分析を行っだ 150｡ 図 6-1は各政党の質問回数 と連合要求に係る質問の占め

る割合を示 している｡

図 6- 1 政党別質問回数と連合要求に係る質問の占める割合

衆議院

自民党 公明党 民主党 社民党 共産党

■その他

日連合要求
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参紘院

自民党 自由党 公明党 民主党 社民党 共産党

■その他

口連合要求

資料出所 :『第145国会 衆議院労働委員会議録第9号』『第145国会 衆議院労働委員会議録第10

号』『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』『第145国会 衆議院労働委員会議録

第13号』『第145国会 衆議院労働委員会議録第14号』『第145国会 参議院労働 ･社会

政策委員会会議録第10号』『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議録第12号』
『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議録第13号』『第145国会 参議院労働

･社会政策委員会会議録第14号』

労働者派遣法の改正を巡る国会審議は先の労基法改正と似た傾向を持っていること

が分かる｡ 第一に､自民党の質問件数の少なさである｡ 自民党の質間数は民主党の3

割程度であり議席数の少ない社民党よりもさらに少ない｡さらにその質問内容は一般

的に総括的なものが多 く､演説を交えて質問を行うなため 1つの質問にかける時間は

長 く､結果として質問の回数は少なくなっている｡

第二に､各政党の質問回数のうち､ 7つの連合要求と同じ内容のものが占める比率

を算出したところ､民主党が全政党の中で最も高い値を取 り､それは衆議院で31.9%､

参議院で23.9%であった｡それとは対照的に自民党は衆参ともに0%である｡ 共産党

は衆議院で20.8%､参議院で9.3%という比較的高い割合を示したが､これは連合要求
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を反映したというのではなく､党の方針が連合の意向と一致 した結果であろう｡

民主党､公明党､社民党の3会派は､連合要求を反映 した修正要求を共同で行った

わけだが､その政党の質問の約27%が連合要求を反映する事項である事実は何を意味

するのであろうか｡数値の母数となった総質問回数には､昨今の経済状況や労働需給

情勢を総論的に聞き出す質問や一緒に審議に付された職業安定法改正に関する質疑 も

含まれるので､派遣法の実質的質疑に絞ればこの数値はより高いものとなる｡ この3

割弱を高いと見るのか低いと見るかは意見が分かれる点であろう｡ 政党の自主性とい

う観点からするとやや高いと思われるが､修正要求を掲げた政党がそれに沿った質問

を行うのは当然であり､その観点からすると質問の3割弱 しか修正要求に直結 しない

というのは低いともいえる｡ このことはすなわち＼法案修正に向けた実質的調整は委員

会の理事会で行われているため､委員会の場における政府 と政党の間のやり取 りは法

案修正作業にはほとんど影響がないことを意味 している｡ それならば委員会質疑はど

のような意味を持つのか｡例えば民主党､社民党､共産党の質問回数が多い理由の一

つは､運用指針に係る言質を引き出すべ く細かい点にまで立ち入 り質問を行っている

ことがある｡ このことはつまり委員会における質疑は行政府の執行活動に村する立法

府の監視活動の一環と解釈すべきであることを示唆 している｡ 換言すれば､国会にお

ける審議は､理事会における実質的な修正交渉と委員会の場における質疑を通 じた立

法府から行政府へのシグナリングおよび監視活動の二重構造で成 り立っているという

解釈が可能である｡ 実質的協議の場である理事会のアクターは制度上は理事､すなわ

ち政党であるが､インフォーマルに連合や日経連などの関係団体も含まれる場合もある｡

行政府の関与は我々の今回の法改正に関する調査からは見出せない*151｡ 以上は本論の

趣旨からは外れる論点ではあるが､我々の国会審議分析の副産物として特筆 したい｡

さて質問の絶対数がその政党 (あるいは議員個人)の何 らかのレベルにおける政策

変更を求める意欲を反映する一方､質問事項ごとの総質問回数に占める割合は質問事

項の優先順位を示す｡図6-2は連合の7つの修正要求事項､および連合要求には盛

り込まれていない3事項の政党別の分布を表 している｡ 今回集計 した3事項は､委員

会審議において注目度の高かった ｢同一業務認定の定義｣ と ｢専ら派遣｣､さらに連合

が注視していた製造業の請負に係る質問である｡
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図 6-2 質問分布

衆諌院

自民党 公明党 民主党

参議院

社民党 共産党

□その他
E3製造業と請負

I同一

EZl専 ら派遣

口中途契約解 除

E3社会保険

口個人情報の保護

巳セクハラ

ロ1年以上の雇用義務

口登録 型

q適用除外

自民党 公明党 民主党 社民党 共産党

□その他

t3製造業と吉青負

●同一

田専ら派遣

臼中途契約解除

Ea社会保険

臼個人情報の保護

臼セクハラ

E31年以上の雇用義務

m登録型

田適用除外
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資料出所 :『第145国会 衆議院労働委員会議録第 9号』『第145国会 衆議院労働委員会議録第10号』
『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』『第145国会 衆議院労働委員会議録第13号』

『第145国会 衆議院労働委員会議録第14号』『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会

会議録第10号』『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議録第12号』『第145国会 参

議院労働 ･社会政策委員会会議録第13号』『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議

録第14号』

各質問事項の政党別分布から､政党によって比重の置き方にかなりの相違があるこ

とが分かる｡ 第一に､衆参両院の審議を通 じて最も多 く質問が寄せられた事項は同一

業務の定義であった｡ 1年を超えて同一業務において引き続き派遣労働者を雇うこと

は禁 じられているが､この ｢同一｣業務の定義が狭ければ､法の抜け道を拡大するこ

とになる｡ 同一業務の定義は運用指針において規定される事項であるため､法案修正

を求める連合要求には盛 り込まれていない｡しかし常用雇用の代替を最 も警戒する連

合がこの問題に関心を持たなかったとは考えにくく､従って連合はその法案修正要求

以外にも法の実効性担保を求める陳情活動を行い､その結果多 くの議員がこの点を質

す質問を行ったと解釈すべきであるように思われる｡ ただし我々の収集 した資料から

はこの結論を導き出すだけの材料は無 く､各議員の個人的問題関心からたまたまこの

点に注目が集まったという可能性 も残されている｡

第二に､製造業における請負問題であるが､審議会での公労使の間の論戟とは対照

的に､国会審議ではほとんど注目されていない｡わずかに自民党議員が質問をしてい

る程度である｡連合にとっでは製造業工程ラインが適用除外 となり解決済みの問題 と

なっていたことを意味する｡

第三に､個人情報の保護は公明党が最 も重視 した論点であった｡福祉関係の専門家

が多い公明常は社会保険の適用に関する質問や､介護に係る質問 (適用除外業務に介

護を含めるか否か､また育児 ･介護休業の代替としての派遣労働者の活用)も多 く行っ

ている｡

第四に､専ら派遣は共産党が主に問題にし､続いて衆院社民党 も重要視 した論点で

あった｡専ら派遣 とは労働者派遣会社が特定の企業に対 してのみ派遣を行う事業を指

し､特に金融業界において専 ら派遣に近いことが行われていると指摘されている｡ 審

議会の議論において労働者代表委員が専ら派遣の問題に全 く言及 しなかったわけでは
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ないが､連合の修正要求には盛 り込まれておらず､衆院民主党ではこれに関する言及

は 1件 もない｡連合 と共産党の間の温度差が何に由来するかは定かではないが､際立っ

た特長であることは指摘できる*152｡

第五に衆議院と比べ参議院の質問の方が質問の分布に偏 りがある｡ これは参議院が

修正を施 さなかったことに起因するのではなく､参議院においては同一の質問者が複

数回質問を行ったため､議員個人の問題関心が投影された結果だと思われる｡ 民主党

では参院における5回の質問のうち3回を今泉昭が行ったが､衆院では4回の質問を

全て異なる議員が行っている｡ また参院社民党はその3回の質問を全て大脇雅子が行

い､そのため彼女の関心を反映 し同一業務の認定および 1年以上雇用 した際の雇用義

務の2つの論点に質問が集中している｡ もっとも社民党は衆議院においても質問者は

溝田健一のみを擁 したが､溝田は大脇のような質問戟略は取っていない｡質問事項の

分布は政党の方針ではなく､議員個人の選好や問題意識をより強 く反映 しているとい

うことなのかもしれない｡

第六に､民主党は連合要求の 7項目にバランスよく目配せをしている｡ この傾向は

法案修正が行われた衆議院においてより一層強い｡質問事項の分布は政党方針ではな

く議員個人の選好を表す という上記の解釈が正 しいのであれば､この民主党のバラン

スの良さは質問に立つ議員数が多いことの結果であると考えられる｡ 議員数が多いほ

ど言及 される問題領域 も広 くなるからである｡ 質問者数は衆議院で民主党4､公明党

3､社民党 1､共産党 2､参議院で民主党 3､公明党 2､社民党 1､共産党 1である｡

また､委員会質疑と法案修正交渉はほぼ無関係であるという我々の見解から考えても､

民主党が法案修正を視野に入れて各項目にバランスよく言及 したというよりも､質問

分布は議員個人の問題意識の反映という解釈の方が整合的である*1530

第七に､自民党であるが上記の図は連合要求を中心 とした質問分布の傾向を示 して

いるため､連合の陳情対象 とはなっていない自民党が連合要求を特に考慮 していない

ことは当然 といえる｡ しか し使用者側の要求もまた､自民党質問に反映されているわ

けではない｡自民党議員の質問は総 じて一般的である｡ 使用者団体にとっての積み残

し課題 も存在 したが､自民党を経由して国会審議に対 して影響力を行使 しようとした

形跡はない*154｡
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最後に､質問回数の多寡と法案及び運用指針に対する影響力の関係であるが､今回

の内容分析からは両者の間の密接な関係は見出せない｡まず国会での質問の法案修正

への影響力であるが､前述のように実質的協議は理事会で行なわれているため､質問

回数の多さや追求の鋭 さと修正案および附帯決議の間には関連が見出せない｡では運

用指針への影響力はどうか｡これもまた質問回数の多さが政府の態度変更に直結する

訳ではない｡例えば最 も質問回数が多かった事項は同一業務の定義に係るものであっ

たが､政府答弁では終始一貫 して同じ回答を繰 り返 している*155｡ つまり衆議院で35回､

参議院で22回発せ られた質問は実質的な政策変更をもたらさなかった｡一方､契約の

中途解除の問題は衆参両議院の附帯決議では派遣先が損害賠償 を行 うことが決議 さ

れ､また後述のように政府答弁の内容は労働者保護を強化する方向で変化 している｡

しか しながらこの争点は委員会審議では全質問回数の1.7%を占めたに過 ぎない｡こ

の質問回数と政策変更の間の無関係は何を意味するのであろうか｡立法府は国会質問

を通 じて行政府に対 して監視活動 を行 っているという我々の解釈が正 しいのであれ

ば､効果的な監視活動 とは質問の多さに拠るのではなく､行政府側に態度変更を許す

余地がもともとあること､さらには質問の仕方にも依存すると考えられる｡ 判断基準

の明示化 ･明文化を求めるもの､あるいは行政処分の具体的かつ迅速な対応を求める

ものは行政府の態度変更あるいは態度の明確化をもたらす蓋然性が高いが､新たな立

法措置を伴 う政策変更を求める質問は当然のことながら政府答弁で対処できる範囲を

超えているため行政府-の直接的監視活動とはならないのである*15(5｡

③ 修正個所

理事会における修正協議や委員会での質疑を通 じて､労働者派遣法案はどの点が修

正され､連合の意向はどの程度反映されたのであろうか｡連合の運動や､座 り込み､

労働委員会開催の時の激励や傍聴による圧力などがどの程度､修正や附帯決議の内容､

および運用指針に対 して影響があったかを厳密に測定することは容易ではない｡ただ

裁量労働制阻止 を目指 した圧力行動 と同様に､こうした運動が全 くの効果 を持たな

かったとは考えにくい｡少なくとも､(1)連合要求､(2)野党の修正要求､(3)修正法

案 ･附帯決議､そ して(4)労働省の運用指針の4つを比較することにより､連合要求

がどのような形でどの程度反映されたのかを明らかにすることはできよう*157｡ ただし
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修正が連合の圧力行動の成果を意味するのか､政党側の独自の思惑により修正要求が

登場 したのかは個別に判断を加える必要がある｡ 以下､連合要求のうち(2)登録型派

遣の禁止を除 く6つの事項について順次検討することにしよう*158｡

1)適用対象業務の範囲

連合はすでに他の需給調整システムによって労働力の需給調整が行われている分

野ならびに就業条件の確保が難 しい業務などについては､適用対象業務から除外す

ることを主張 していた｡ 特に医療 ･介護部門への派遣は､安全性の面で問題がある

と病院職員､看護婦､ホームヘルパーを組織化する自治労が強 く反対 していた｡ ま

た人事 ･労務部門については ｢現在､企業では人事労務部門が中心になってリス ト

ラを進めている｡ ここに派遣が入れば (人減 らしのために)どんな手段 をとって く

るかわか らない｣(久川博彦連合労働対策局長) と主張 しリス トラ対策に派遣が使

われることへの懸念を表明 している*159｡
適用除外業務の認定は中央職業安定審議会の意見を聴いて指定することが既に決

定 していたため､ 3会派統一要求項 目には適用除外業務 に関する事項は盛 り込 まれ

ていない｡ しか し国会審議においては何度か質疑が行われ､医療 ･介護分野および

人事 ･労務管理業務 を適用除外 とする件が採 り沙汰された｡ 適用除外業務の範囲は

中央職業安定審議会の意見を踏まえることになっている以上､政府答弁では具体的

業務の言及は避けざるをえないが､それでも医療分野は当面は適用除外 とする方針

であることを推測 させる答弁がなされ､介護-の派遣についてはやや前向きなニュ

アンスの答弁がなされだ 16('｡さらに衆議院および参議院の附帯決議 において､適用

除外業務 を政令で定めるにあたっては中央職業安定審議会の意見を踏まえ適切 に措

置することが明記 された｡ 結局､運用指針 (政令)では人事労務関係業務に関 して､

派遣先において団体交渉または労働基準 に規定する協定の締結等のための労使協議

の際の使用者側の直接当事者 として行 う業務 について労働者派遣を行おうとする事

業に対 しては､労働者派遣事業の許可を与えないことが規定された｡ つまり人事労

務関係業務のうち団体交渉や労使協議等の業務 には派遣 を行ってはならないことに

な り､リス トラ対策に派遣が用いられるとの連合の懸念は払拭 されつっ̀､複雑化す

る人事労務関係業務の専門知識を有する人材 を派遣 として活用 したい使用者側の意
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向も通る裁定 となった｡ 医療 ･介護業務については､派遣労働者を従事 させること

が適当でない業務 として､医師もしくは歯科医師の行 う医療行為に係る業務又は看

護婦などの行 う診療の補助等の業務が含 まれることも政令で定められた｡ ただし病

院等における看護補助の業務やホームヘルパー等介護の業務に対 しては派遣 を行 う

ことができる｡ 自治労の要求は全て通ったわけではないが､連合の公式な要求の達

成度の観点からするとその要求は全て満たされたと判断できる｡

2) 1年の派遣期間を超えた場合の雇用義務と罰則の適用

連合は 1年を超えて派遣労働者 として就業を続けた場合､違法期間の就業 をみな

し雇用 として認めるべ きであると主張 したが､3会派統一要求ではそこまで踏み込

んでいない｡ 3会派の統一要求は派遣期間が 1年を超え､かつ派遣労働者が派遣先

に雇用されることを希望する場合は､派遣先がその者を雇用することを実現するた

めの措置を法に明記すること､また派遣元に村する派遣期間の制限違反の場合の制

裁措置を強化することを法に明記すること､となっている｡ 結局衆議院の修正 より､

就業 してから1年を超えた派遣労働者本人が直接雇用を希望 していながら派遣先企

業が従わなかった場合は､労相が直接雇用を認めない企業に村 して指導 ･助言を行

い､是正されない場合には労相は雇い入れ勧告を発 し､それで も応 じない場合は企

業名を公表することとなった｡ また派遣元の派遣会社に対 しても30万円以下の罰金

を科すことが取 り決められだ 1̀il｡ さらに公表すべ き事項 として企業名以外に指導､

助言､勧告に至る経過や内容 も含めるべ きであるとの大脇雅子 (社民党)の指摘に

対 して､公表すべ き事項を通達に明確に定めるとの政府答弁がなされだ 川2｡ また大

脇の質問により企業名の公開は新聞を通 じて行 うことも確認 されている*163｡ 企業名

の公開は相当のダメージを企業に与えることから､実効性の担保 という意味では改

正法案当初の努力義務からは実質的改善が図られたといえよう｡ 連合の ｢強制規定｣

という要求は実現 しないものの､雇用の義務化は事業主の採用の自由や営業の自由

等の権利侵害にあた り認められないという労働省の立場からすると､相当の譲歩を

勝ち得たと考えられる｡ もっとも､雇入れ勧告を出す制度が現行の公共職業安定所

で機能するかには疑問が寄せられてお り､その実効性を問う質問 も出された｡
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3)セクハラ防止 ･母性保護等

男女雇用機会均等法に係る事業主責任に関する3会派統一要求は連合要求に沿っ

た形で取 りまとめられた｡ すなわち現行では派遣元だけが男女雇用機会均等法に係

る事業主責任 を負 うことになっているが､セクハラ防止や出産前後の保護指導 ･健

康診断に必要な時間の確保については､派遣先にも同様の責任を負わせるように法

案に追加 ･補強すべ きだとした｡ 政府は派遣先が図る就業環境の維持に関して､セ

クハラ防止がその具体的内容であると認めつつ､指針において明らかにするとし､

法への明記は行わない方針であった*164｡ 修正案においても派遣先責任の具体的中身

には言及 していない｡参議院の附帯決議には ｢派遣先におけるセクシャルハラスメ

ン トを防止するため､派遣先に対 し必要な指導等適切な措置を講 じること｣が盛 り

込 まれ､｢派遣先が講ずべ き措置に関する指針｣ には､派遣先はセクシャルハラス

メントの防止等適切な就業環境の維持 を図ることを努めなければならないと明記 さ

れた｡ また派遣労働者の派遣先における福利厚生施設の利用､教育訓練の機会の確

保について､その内容を具体化 ･明確化､さらにこの点を労働者派遣契約の必要契

約記載事項 とすべ きであると3会派は主張 した｡ この点は法の修正には至 らなかっ

たものの､労働省令で定める事項 として実現化 している｡

4)個人情報の保護

派遣労働者の個人情報の保護措置 と罰則の明示に関 しては､ 3会派統一要求項 目

においてより具体的要求項目が付け加えられ､それは7項目に及ぶ｡このうちどこ

までが連合の要求を反映 し､どこからが 3会派側の意向により新たに盛 り込まれた

要求事項であるのかは､公開資料からは判断することができない｡ただし､3会派

要求事項はすべて修正､附帯決議､政令により満たされている｡ 派遣労働者を特定

することを目的とする行為の制限は衆議院の修正案に盛 り込まれ､また参議院の附

帯決議において個人情報の範囲並びに許可基準中の個人情報の適正管理等に係る要

件 につしさて､中央職業安定審議会の意見を聴 き可能な限 り明確に定める旨が明記 さ

れた｡ この参議院の附帯決議は政令に反映され､収集 してはならない個人情報の内

容 も明示 され､適正管理ついても講ずべ き措置の規定が設けられた｡さらに一般労

働者派遣事業の許可基準のなかに個人情報を適正に管理するための措置が講 じられ
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ている旨も盛 り込まれた｡ 3会派統一要求では､個人情報の保護の規定違反につい

て､許可の取 り消 し､事業停止命令､改善命令などの行政処分や改善命令違反につ

いての罰則等の措置の適用を徹底することを求めているが､この点は実際の運用実

績に基づいて判断する必要があるので､現時点では3会派統一要求がどの程度行政

の執行に対 して影響を持つのかは判断を保留 しなければならない*165｡ 個人情報漏洩

事件が次に発生 したときの行政の対応により明らかになるであろう｡

個人情報の保護に関する規定は当初の改正法案では ILO181号 と比べ見劣 りす

る内容であった｡ 3会派統一要求が実現 した要因の一つ として委員の度重なる質問

を挙げることができるだろう｡ 派遣元による個人情報漏洩の事件が起 きていること

が言及され､容姿や年齢等による派遣先の労働者選別行為に関しても多 くの質疑が

行われた｡ 個人情報の本人への開示 ･訂正の権利に関して､当初の政府答弁では｢当

然認めるが運用の問題｣としていたが*16('､最終的には派遣労働者は情報の開示 ･訂

正を請求できること､そのことを理由に派遣労働者に解雇等の不利益な取 り扱いを

してはならないことが指針に明記されると答弁するに至っている*167｡

個人情報の保護に関する連合の要求は､ 3会派統一要求 と比べると具体性が乏 し

く､審議会においても前述のように議論の中心は個人情報の保護措置ではなかった｡

国会でこの論点が重視された理由の一つは､個人情報漏洩事件が発生 し議員の関心

が高かったこと､公明党がこの間題を比較的重視 していたことが挙げられるであろ

う｡

5)社会 ･労働保険の加入

連合要求では､派遣先は派遣労働者が社会 ･労働保険に加入 していることを派遣

元に確認 し､条件が不備の労働者は受け入れてはならない旨を ｢派遣先が講ずべ き

措置等｣で強行規定 とすること､さらには派遣元が派遣先に保険への加入状況を連

絡する義務を法律に盛 り込み､派遣先は条件が不備な派遣労働者については就労さ

せてはならないことを明確 にするよう求めていた｡3会派統一要求項目においては､

派遣元が派遣先に対 し社会 ･労働保険加入状況を連絡する義務を法に明記する点､

および派遣元 ･派遣先による派遣労働者の社会 ･労働保険への加入を徹底 させるた

めに必要な措置を定める点は盛 り込まれたが､連合が主張 していた条件が不備の労
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働者は受け入れてはならない旨を ｢派遣先が講ずべ き措置等｣で強行規定 とするこ

とは採 り上げられなかった｡ 政府は当初､保険関係は派遣元が責任 を全面的に負っ

ていると述べていた*川H｡社会保険加入状況の通知義務に関 しては､法修正により､

基本的に派遣元は派遣先に通知することが義務付けられだ lfit'｡ さらに衆議院の附帯

決議では､派遣先は社会 ･労働保険に加入 している派遣労働者を受け入れるべ き旨

を指針に明記 し､その履行 を図ることが盛 り込まれた｡ この点は ｢派遣先が講ずべ

き措置に関する指針｣に明記 されている｡ すなわち3会派統一要求は全て満たされ

たことになる｡ また加入の必要性のある労働者について加入させないままに労働者

派遣をおこなった派遣元には許可の不更新などの処置を行 う旨を通達にて明らかに

する点 も政府答弁で述べ られた*17°｡

社会 ･労働保険の加入問題は､派遣元が負担増を回避するゆえに加入が進まない

のみならず､派遣労働者自身も加入を忌避する者 もお り､また就労の形態により適

用 される社会保険が異なる現行制度 と短期労働 という働 き方のあ り方に敵齢がある

ため､派遣労働者にとっては加入の意志があっても加入 しにくい仕組みになってい

る｡ 今回の改正法案では､派遣事業の許可の際の欠格事由として､健康保険法､労

働保険法等の規定により罰金の刑に処せ られたものを追加 している｡ 連合 ･野党は

その点を評価 しつつも､現行の保険制度の枠組みに根本的問題が存在することから､

連合は派遣労働者等に対する新たな保険制度の創設を求めた｡ 政府答弁では今後の

検討課題 とする旨にとどまったが､衆議院の附帯決議では派遣労働者を含む短期雇

用労働者に係る社会 ･労働保険の在 り方について検討することという一文が盛 り込

まれ､引 き続 き検討課題 となっている｡

6)労働者派遣契約の中途解除

派遣労働契約の一方的な中途解除に村する保護措置の明示に関して､連合は具体

的な事項には言及 していなかったが､ 3会派統一要求では保護措置の明示を求め､

従来の指針の抜本的強化を求める一方､派遣先の派遣元に対する損害賠償責任の義

務 を明記することを求めている｡ この点は衆参両議院の附帯決議に次のような形で

盛 り込 まれた｡ ｢派遣先は派遣先の責に帰すべ き事由により労働者派遣契約の中途

解除を行おうとす-る場合には､派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るとともに､
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これがで きない ときは契約解除の少な くとも30日前 に派遣元事業主 にその旨の予告

を行わなければならないこと｣ とし､｢この予告 をしない派遣先 は派遣労働者の30

日分以上の賃金に相当する損害賠償 (解除の30日前 と予告 した日との間の 日数が30

日未満の場合はその 日数分以上の賃金に相当する損害賠償)を行わなければならな

い旨を指針 に明記 し､その履行の確保を図ること｣とされた｡ 3会派統一要求はこ

れにより満たされ､かつ指針 においては派遣元事業主及び派遣先の双方の責 に帰す

べ き事由がある場合 には､派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責 に帰すべ き部分

の割合について も十分 に考慮するものとすることが明記 され､さらに踏み込んだ内

容 となった｡

当初政府は損害賠償 などの具体的な措置には言及せず､現行指針の実効性の確保

に向けて検討すると述べ るにとどまっていた*171｡ 附帯決議の採択 に向けて民主党お

よび社民党の議員が重ねて質疑 を行 ったことが効 を奏 したと考えられる*172｡

(4)連合の成果

① 連合の闘いと派遣法改正で得 られたもの

連合は労働者派遣法改正に関 してどの程度の目的を達することがで き､その成果

はどの程度連合の運動 に帰することができるのであろうか｡

第一に､適用対象業務 に関 してはネガティブリス ト化の導入により連合は大幅な

譲歩を迫 られたが､ しか し最大の懸念であった製造業生産工程 ラインはその対象か

ら外 され､連合にとってはかな りの成果 を収めたといえる｡ もっともその ｢成果｣

とは裁量労働制 と同様 に､大 きなマイナスを防いだとい う意味 においてである｡ た

だ し裁量労働制 とは異な り､連合が注いだコス トやエネルギーは裁量労働制阻止 よ

りも遥かに少なかった｡審議会の場 を超え国会にまで闘いの場が及んだのは裁量労

働制阻止運動 と同様であるが､適用対象業務問題 に限っては審議会の段階で労働省

の妥協 によりこの ｢成果｣が もたらされている｡ 連合の運動は比較的穏やかであっ

たのにもかかわらず､成果を引 き出すことがで きたのは､労働省が労働側の意向を

無視 し強行 に法案提出 した場合のその後の労働行政への影響 を考慮 したため と思わ

れる｡ また裁量労働制阻止運動の際の連合の動員力が､労働省 をして事態の早期収
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給に向かわせ しめたのかもしれない｡

第二に､派遣期間の制限は 1年 という比較的短い期間で制限されることにな り､

使用者団体 よりも連合の要求に近い妥結 となった｡ 使用者団体からは派遣期間を3

年まで認めるよう再三要望が出されていることからも分かるように､ 1年の期間制

限は派遣先企業にとっては使いにくい規制であると判断 して差 し支えないであろう｡

もっともこれは連合の運動の成果ではな く､公益委員が設定 し､それに対 し連合が

同意 した ものである｡ 使用者代表委員は派遣期間の制限が 1年 という短い期間で設

けられることには懸念を表明 しつつ も､まずネガティブリス ト化を導入することに

高い優先順位 を与え､改正法見直 しの際に3年への期間制限の延長を求めればよい

と判断 したふ しがある｡ そうであれば､派遣期間制限の延長問題が本格化するのは

これからといってよい｡また旧派遣法の下で適用対象 となっていた26業種は従来通

り3年の派遣期間となっているため､新旧制度の整合性を図 り現場での混乱 を解消

すべ く､派遣期間を3年で一本化する必要があるという意見 も出ている｡ 派遣期間

は3年後の改正法見直 しの際に取 り上げられることが決まっているので､次期改正

の時点において連合の運動の力量が試 されることになる｡

第三に､登録型派遣の禁止 という連合要求は､友好政党の支持 も得 られず全 く成

果が得 られなかった｡ もっともこの主張は労働者派遣事業そのものを廃止せ よとい

う議論であ り､そもそも実現性が低 く､連合 もどの程度真剣に主張 していたのかは

不明である｡ 前述のように運動論 として主唱された側面 も強い｡

第四に､常用雇用の代替を防ぐ措置に関しては､かなりの成果をあげたといえる｡

常用雇用 との代替を阻止するために､派遣労働者をより使いにくいもの､よりコス

トのかかるものにすることが必要となるが､派遣期間の制限､反復雇用の禁止､

定期間を超える派遣労働者の派遣先による雇用の義務化はそのような性格 を持つ規

制である｡ 雇用の義務化 こそは実現 しなかったものの､罰則規定を含む規制が設け

られたことにより､常用雇用の代替は一定の歯止めがかけられたといえる｡ また労

働者保護措置の中にも､常用雇用 との代替を防 ぐ機能をもつ保護措置 (派遣先責任

の拡大､社会保険の適用義務等)が含 まれるが､これらも連合要求に沿 う方向で強

化 された｡
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第五に労働者保護規定であるが､個人情報の保護､契約の中途解除の際の損害補

償､セクハラ防止 ･母性保護を含む適正な就労環境の確保に関 しては連合の公式要

求以上に強化された｡ これらは連合 ももちろん高い関心 を持って取 り組んだ課題で

あったが､具体的な要求は3会派の調整時点で登場 した｡ 連合は衆議院の修正案提

示の後､それを概ね歓迎 しつつ も､実効性を担保する罰則付与が極めて重要である

との判断に基づ き､野党 3党に対 して引 き続 き努力するよう申し入れている｡この

ことから勘案 しても､連合が労働者保護規定の強化に力を入れ､野党 3党が実効性

を担保する言質を引き出すような国会質疑を行 うことを期待 していたことは疑い入

れない｡ 3会派の統一要求作成に対 して連合の関与は深かったと見 られるが､ しか

しながら具体的にどの程度の関与であったのかは不明であるため､これらの労働者

保護規定の強化を連合の成果 と判断することは我々が収集 した資料からは留保せざ

るを得ない｡ただし､これらの論点について連合は中央職業安定審議会の報告への

見解として言及 してお り (表 6-46)､ 3会派の統一要求の内容に連合の意向が色濃

く反映されていると見るべきであろう｡

最後に連合の戟術 についてであるが､審議会と国会では用いることのできる政治

資源は当然異なる｡ 審議会においては労働者代表委員が一致団結 して審議拒否を行

えば､審議会は開催できなくなり､法案提出の日程を大幅に遅 らせることが可能で

あるQ総評 と同盟が村立 していた時代 とは異なり､労働者代表委員がすべて連合関

係者で占められている今 日､連合の審議会での発言力は大 きくなっている｡85年の

労働者派遣法制定の際には､一部労働者代表委員が反対をしたまま諮問が行われた｡

しか し今回の改正過程では､労働者代表委員は共同歩調 を取 り､審議会欠席 という

戟術 を有効に用いて製造業工程ラインの適用除外 という大 きな成果を収めた｡ 審議

会の審議拒否 という手段は連合が結成されたことにより､その威力 を高めたといえ

よう｡ 一方国会審議において更なる修正を求める場合､審議会 とは異なり連合が当

事者ではないため､友好政党に働 きかけることとが必要となる｡ 友好政党が承諾 し

ない案件は､登録型派遣の禁止がそうであったように､修正に結びつ くことはあ り

えない｡今後､｢政治主導｣や ｢首相のリーダーシップ強化｣の名のもとに審議会で

の調整が未完了のまま国会審議に掛けられる事態が増えるのであれば､連合にとっ
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ては友好政党 との関係がより重要になることを意味 している｡

② 規制緩和 と今後の労働政治

今回の労働者派遣法改正は新たな当事者の登場 により審議会のコンセンサス形成

能力が損 なわれた点が大 きな特徴であった｡ 新たな当事者 とは規制緩和小委員会で

あるが､同委員会がアジェンダ設定の役割を担 った例 は先の裁量労働制を含む1998

年の労働基準法の改正 と1999年の労働者派遣法ならびに職業安定法の改正である｡

本稿で検討 を加 えた裁量労働制 と労働者派遣法の法案成立過程 は､ ともに規制緩和

小委員会が大 きな役割 を果た したとはいえ､異なる側面が存在す る｡ 労働者派遣法

に限ると､規制緩和小委員会の役割はネガティブリス トの導入を事実上決定 したの

みであ り､それ以外の制度設計の細部は労働省お よび公益委員に委ねられた｡ それ

にもかかわらず審議会が コンセンサス形成機能を失 ったのは､法案の国会提出期限

が閣議決定 され､審議 に十分 な時間が取れなかったことによると考 えられる｡ 特 に

｢一時的 ･臨時的｣需給調整 とい う文言が争点 とな り､製造業の適用除外問題や常

用雇用 との代替防止措置 に議論が集中 したが､この問題が早 く解決 していれば､審

議会での議論 は労働者保護措置 に重点が移 り､審議会の段階でかな りの調整が着い

ていた可能性がある｡ もっとも製造業生産工程 ラインへの派遣事業解禁 を推進すべ

きと考 える公益委員の意見があることか ら､早期の妥協が図 られる余地は狭かった

と思われる｡

規制緩和小委員会はその後､規制改革委員会に改組 され､ さらには規制改革会議

に格上げされ現在 も存在する｡ 労働関係の規制緩和 は規制緩和小委員会の第一次お

よび第二次見解 にてほぼ論点が出尽 くしたかのように見 られていたが､2000年12月

に公表 された規制改革委員会の最終見解では労働者派遣法の見直 しを盛 り込んでお

り､適用除外業務お よび派遣期間の制限が争点 として再び浮上することは必至であ

る｡ 使用者側 はかねてより製造業生産工程 ラインを適用除外業務か ら外す こと､お

よび派遣期間を3年 に延長す ることを要望 していることか ら､連合は再度守 りの闘

い を迫 られることになる｡ 一方､労働者保護措置 に関 しては現行では不十分な点 も

多 く､特 に個別紛争処理のあ り方､派遣先労働者 と派遣労働者の均等あるいは均衡

待遇の確保､指導監督体制の強化､短期労働者向けの社会保険制度整備等の攻めの
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案件 も揃っている｡ これらをどこまで具体的提案 として提示できるか､また派遣労

働者の多 くが連合の組合員ではない状況下において､常用雇用者 と派遣労働者の利

害対立を超えてどこまで労働者全体の代表 として連合が説得的な論戦を張ることが

できるのか､連合の真価が問われているといえよう｡

5.政策参加の深化と厚い壁一産業民主主義の危機

以上､労使が激 しく村立 した3つの法改正を素材に､連合の政策参加の実態を詳細

に明らかにしてきた｡ ここでは連合がどのような成果を収めたのかという視点から､

これまでの分析をごく簡単に要約 し､その上で､連合の政策参加の将来を考える際に

考慮すべ きだと考える点をい くつか述べることとする｡

第一に､週40時間制完全適用 ･猶予措置の撤廃､新たな裁量労働制の導入､労働者

派遣事業適用業務のネガティブリス ト化のいずれにおいても､連合方針に近い法案修

正がなされたという意味で､連合は一定の成果を収めた｡ このことは､これらの法改

正がいずれも労使の激 しい村立を伴 っていたことを考慮にいれれば､充分に評価 され

てよい｡連合結成の最 も重要な目的の一つは､政策 ･制度闘争であ り､その立案､形

成過程への参加を通 じて､国民生活の向上を図ることであった｡ 連合は､結成 されて

わずか10年の間に､その力を発揮 した｡ 繰 り返 しになるが､この点は強調 されてしか

るべ きである｡

第二に､成果をもたらしたのは､一つには､連合の政策参加能力が向上 したからで

ある｡ 審議会の場で､労働者側代表委員が連合の統一 した方針のもとに意見をのべ､

議論 を行い､行動 した｡ 成果を収めるために､場合によっては断固とした姿勢を貫 き､

場合によっては次善策を模索するなど､状況に応 じた戟略をたて､それが功 を奏 した｡

全国的にカンパニア活動を組織するなど､多 くの組合員大衆 を動員 して審議会､国会

に政治的圧力をかけた｡ 友好政党を通 じて､時には連合独 自案を提示 し､時には具体

的な修正方針を示すことによって､国会の場での審議を有利 に導いた｡ こうして政策

参加の体制､戟略､政治的資源の活用のいずれをみても､政策参加能力は向上 した｡

第三に､だが､週40時間制完全適用を除 く2つの法改正での勝利は､連合にとって
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実 りある成果 とはいいがたい｡新たな裁量労働制の導入であれ､労働者派遣事業適用

業務のネガティブリス ト化であれ､連合がそれを求めて法改正に努力 したというので

はなく､逆 に､厳 しい要件を課 し､その適用範囲をできるかぎり狭めるよう､｢使い

勝手｣を悪 くするよう努力 したのである｡ いわば､大 きなマイナスをゼロあるいはよ

り小 さなマイナスにする方向で､連合は闘った｡ 大急 ぎで付け加えなければならない

が､そのこと自体が無意味であったなどと言っているわけではない｡ただ､その努力

が ｢国民生活の向上｣にいかに結びついたのかを問いたいだけである｡

第四に､実 りある成果を伴わない勝利の責を連合に負わせるのは酷であろう｡ いず

れも審議会の外で､規制緩和小委員会､行政改革委員会の強力な政治力によって法案

が準備 されたからである｡ むしろ､予め定められた枠組みの中で､連合がなんとか努

力 したことを評価すべ きであろう｡

第三､第四の点から､連合の政策参加の将来を考慮する上で重要なポイントがうか

びあがって くる｡ その一つは審議会の外で､強力な政治力をもつ機関によって労働政

策が決定されてい くという事態にいかに対処するかである｡ 行政改革委員会､規制緩

和小委員会は1997年12月18日に解散 したが､1998年 1月26日に行政改革推進本部長 (内

閣総理大臣)の決定により､行革推進本部のもとに規制緩和委員会が設置され (1999

年4月6日､規制改革委員会 と名称変更)､規制緩和の推進をその任務 として活動 し

ている｡ 規制緩和の対象は幅広いが､労働分野 もその例外ではない｡ したがって､新

たな裁量労働制導入､派遣事業適用業務のネガティブリス ト化にかかわる法改正のよ

うな事態が繰 り返 し生 じる可能性 もある｡ 連合はこの厚い壁にどのように立ち向かお

うとするのであろうか｡

ところで､行政改革委員会などによる規制緩和の推進は､一般的に､多 くの国民の

支持を受けていると見なすのが妥当であろう｡ それは ｢国民が､自己の選択の結果に

対 し責任 を負わず､安易に行政に依存 してきたこれまでの体質が､過剰な行政の関与

や不透明な行政運営 を生み､非効率な経済 ･社会システムを作 り上げてきた｣ という

認識が多数の国民に共有 され､また ｢特定の業界 ･団体等が自らの既得権益のために

改革反対の声を上げるのに対 し､大多数の生活者 ･消費者から改革を支援する声が上

がらなければ､政府や国会が改革を推進することは困難 となります｡その結果､国民
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の負担によって､業界 ･団体等の既得権益が､引 き続 き温存 されること｣*173になるこ

とに反対 しているか らであろう｡

規制緩和 を進める側の考えは単純化 していえば次のようだと考えられる｡ 財 ･サー

ビスを供給する側が､､市塊 における秩序推持 という名 目であるいは供給側 を保護すべ

きであるとの前提で､行政 と一緒になってまたは行政に働 きかけて､種々の規制 をつ

くりだした｡ そのため､人為的に高い参入障壁がつ くられることによって新規 に供給

者 として市場に参入することが著 しく困難 とな り､他方､財 ･サービスを需要する側

の ｢生活者 ･消費者｣たる国民が高 コス ト､低品質の もの しか購入で きな くなる｡ 結

果 として資源配分にゆがみが生 じる｡マーケット･メカニズムが正常 に働かな くなる｡

いいかえれば､需要者､潜在的な供給者の犠牲のうえに規制がつ くられ､ しか も､彼

らの声は政策立案の場面 には届かない｡そこにこそ､行政改革委員会 という､潜在的

供給者および需要者たる ｢生活者 ･消費者｣の声 を代弁する機関の役割がある｡

こうした考えは相応の正当性を有 してお り､それを全面的に否定することは難 しい｡

それゆえにこそ､多 くの国民の同意を得たのだといってよい｡問題は､このアイデア

を労働政策に単純に当てはめることが適当か否かである｡

労働政策は労働市場に関する規制である｡ 労働市場の当事者は労働力を供給する労

働者であ り､それを需要する企業である｡ 審議会で法案の実質的な審議 に参加するの

は､需要側､供給側の代表および公益代表である｡ 労使関係論の枠組みか らいえば､

審議会は労働 と報酬 にかかわるルールを当事者が協議する場であ り､決 して､労働力

の需要者や供給者の声が政策立案の場 に届かないわけではない｡ もちろん､使用者側

代表委員や労働者側代表委員が､労働力の需要者､供給者の要求を真 に代弁 している

かどうかは問われて もよい｡だが､使用者側代表委員の中には日経連 に所属 している

者 もお り､ 日経連には裁量労働制を求める大企業､派遣事業の規制緩和 を求める企業

の団体が加盟 している｡ 他方､労働者側代表委員は全員が連合に関係 しているが､連

合傘下の組合にはホワイ トカラー部門を抱える組合 もあるし､少数なが ら派遣労働者

を組織 している組合 もある｡ 行政改革委員会などの委員会のメンバーが､彼 ら以上に､

労働市場の当事者の要求を真 に代弁 しているという保証はどうやって与えられている

のであろうか｡
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いま､仮 に､自らに関係することに自らが発言の機会をもつことを民主主義 と考え

るならば､行政改革委員会､規制緩和小委員会の正 しさは､声なき消費者､生活者 と

しての国民に代わって種々の規制に関 して発言する機会を得た､つまり消費､生活に

おける民主主義 を確保 したことにある｡ 非常に単純にいえば､その民主主義を実践す

ることによって､結果 としてマーケット･メカニズムが機能 し､資源配分のゆがみが

是正 される｡

これに対 して､労働市場においては､需要側､供給側 ともに､労働市場規制に関す

る実質的な発言の機会は審議会の場で与えられてお り､いいかえれば､民主主義は既

に確保 されている｡ 労使関係論にしたがってこの民主主義を産業民主主義 とよべば､

行政改革委員会､規制緩和小委員会は産業民主主義を乱す当事者 として突如あらわれ

たことになる｡ 審議会の外で労働関係の法案がつ くられ､審議会が形骸化 されること

が続けば､戟後､築 き上げてきた産業民主主義が危機にさらされることになる｡ 連合

はこの危機にいかに対応 しようとしているのであろうか｡
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1993 ｢アメリカ公正労働基準法 における 『ホワイ トカラーイグゼ ン

ブシ ョン』｣､労働 問題 リサーチセ ンター 『ホワイ トカラーの

労働条件 をめ ぐる諸問題』､所収､130-210

1999 a『職場 に生かそ う 改正労働法Q&AIOO』､ 日本労働組合総連

合会

1999 b『｢力 と政策｣か ら ｢力 と行動｣へ ー連合 政策 ･制度 10年

のあゆみ』､ 日本労働組合総連合会

渡辺章､山川隆一編 2000 『労働時間の法理 と実務』､信山社
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*1 日本労働組合総連合会 『統一大会議案書』(1989年11月21日) p.6､p.8｡

*2 民間連合時代の ｢進路 と役割｣にも､連合の第一の課題 として ｢総合生活改善の観点から､政

策 ･制度闘争の前進など､労働運動の 『力 と政策』の一層の充実 ･強化が求め られている｣

とし､｢われわれは､労働者はもとより､広 く国民生活に関連の深い諸課題に関する政策立案

と合意形成､その立法化に向けての活動 を強化 し､労働組合の社会的責任を果たしてい く｣

と記 されている (全 日本民間労働組合連合会 『連合結成大会議案書』(1987.ll.20)のp.7､

p.9)｡ さらに統一推進会 ｢民間先行 による労働戦線統一の基本構想｣(1981.6.3)(全 日

本民間労働組合連合会 『連合結成大会議案書』(1987.ll.20)所収､pp.189-197)において

も､｢労働組合が労働者の生活全般の向上を実現するには､企業内だけの運動では不十分であ

り､政府に対する物価対策､不公平税制､雇用の安定などの政策制度闘争が展開されなけれ

ばならない｣ と述べ られている｡

*3 日本労働組合総連合会 『日本の進路一連合からの提言』(1993年 9月)p.17｡

*4 行政改革委員会は､｢臨調 ･行革審の流れを汲む行政改革推進のための第三者機関であ り､国

家行政組織法第 8条の機関 として､平成 6年12月19日に総理府に設置 され､平成 9年12月18

日をもって3年の設置期間を終え､解散 した｣(行政改革委員会OB会 1998:3)｡

*5労働者派遣事業､裁量労働制以外では､一次意見では有料職業紹介事業が (行政改革委員会事

務局 1996:67-68)､二次意見では 1年単位の変形労働時間制､労働契約期間､女子の時間

外 ･休 日 ･深夜労働が規制緩和の対象とされた (行政改革委員会事務局 1997:78-81)｡

*6 連合本部でのインタビュー記録 (2000年 7月21日)による｡

*7 同上のインタビュー記録による｡

*8 誤解のないように付け加えてお くが､裁量労働をめぐる労基法改正､派遣法改正に関 して､私

は連合の政策を全面的に支持 しているというわけではない｡

*9 労働時間の法規制 という労使間の利害が相村立する事項について､この時点で思い切った改革

が行われた背景については､たとえば菅野 (1994:207-210)を参照 されたい｡

*10 ただし､常時10人未満の労働者を使用する商業､映画演劇業､保健衛生業､接客娯楽業につい

ては､事業の特殊性か ら､労働時間の特例の規定 (労基法40条)にもとづ き､特例措置が と

られている｡ これらの事業所に関 しては､1988年 4月1日からは過48時間､94年 4月 1日か

らは週46時間 (5人未満の商業､接客娯楽業は95年 4月1日から)が適用 され､さらに2001

年 4月 1日からは週44時間となる予定である｡ 特例措置をめ ぐっても激 しい労使対立がある

が､本研究ではとりあげない｡
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*ll ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1990年12月10日)｡

*12 連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.1』 (1992年10月28日)所収､pp.2-lo o

*13 これについては､菅野 (1994:211-222)を参照 されたい｡

*14 ｢第89回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.3』 (1992年11月4日)所収､p.3)｡

*15 ｢第93回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.7』(1992年12月 7日)所収､pp.2-3)｡

*16 ｢第94回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo7』 (1992年12月7日)所収､pp.17-18)｡

*17 ｢第94回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.7』 (1992年12月7日)所収､pp.17-18)｡

*18 ｢第95回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.9』 (1992年12月24日)所収､pp.2-4)｡

*19 以下の労使の意見については､｢中央労働基準審議会労働時間部会公労会議および第96回中央

労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基

法改正 レポー トNo.9』 (1992年12月24日)所収､pp.5-8) より作成｡ より｡ なお､猶予期

間を1997年3月31日まで とすることに関 しては､与えられたデータの限 りでは､労使 間に深

刻な対立があったとは読み取れなかった｡

*20 審議内容については､｢中央労働基準審議会第97回労働時間部会および第338回本審議会報告

連合時短センターまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.10』 (1992年12月25

日)所収､pp.2-3)より｡

*21 ｢労働時間法制の整備について (報告)｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNolO』

(1992年12月25､日')所収､pp.5-6)より｡

*22 日本労働組合総連合会 ｢声明｣(1992年12月18日)(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー

トNo.10』 (1992年12月25日)所収､p.8)より｡

*23 要求骨子の内容については､法規対策局時短セ ンター ｢労働基準法 (労働時間関係)改正要求

骨子｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.1』(1992年10月28日)所収､pp.20-22)

より｡

*24 ｢労働基準法 (労働時間関係)改正の当面の取 り組み｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正
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レポー トNo.7』(1992年12月7日)所収､pp.8-9)および ｢労働基準法改正に関する要請｣

(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.7』(1992年12月7日)所収､pp.10-ll)より｡

*25 連合 『wEEKLY れんごう』No.131､1992年12月11日より｡

*26 連合 『wEEKLY れんごう』No133､1992年12月25日より｡

*27 ｢労働基準法改正に関する大詰めの局面における連合の対応方針について｣(連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.9』(1992年12月24日)所収､pp.12115)より

*28 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュー

ス (1992年12月14日)｡

*29 要望書提出先については､日本商工会議所産業政策部スタッフ-のインタビュー記録 (2000年

9月6日)による｡

*30 ｢中央労働基準審議会第97回労働時間部会および第338回本審議会報告 連合時短センターま

とめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNQIO』(1992年12月25日)所収､pp.2-3)

より｡

*31 同上｢中央労働基準審議会第97回労働時間部会および第338回本審議会報告 連合時短センター

まとめ｣より｡

*32 ｢第100回中央労働基準審議会労働時間部会および第340回本審議会報告 連合時短センターま

とめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.13』(1993年2月8日)所収､pp.2-5)

より｡

*33 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡

*34 中央労働基準審議会労働者代表委員 ｢法定労働時間 『猶予措置46時間延長に反対』の声明｣(逮

合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNo.14』(1993年3月17日)所収､p.25)より｡

*35 ｢『猶予措置の延長に反対』の取 り組みまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー

トNo15』(1993年4月2日)所収､pp.2- 4)より｡

*36 同上 ｢『猶予措置の延長に反対』の取 り組みまとめ｣ より｡

*37 ｢『猶予措置の延長』の取 り組み経過｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正レポー トNo14』(199

3年3月17日)所収､pp.ll-12)より｡

*38 ｢『猶予措置の延長に反対』の取 り組みまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポー

トNo.15』(1993年4月2日)所収､pp.2-4)より｡

*39 同上 ｢『猶予措置の延長に反対』の取 り組みまとめ｣より｡

*40 ｢労働側委員会議報告 連合時短センターまとめ｣(連合中央時短闘争本部 『労基法改正 レポ-

548



第 6章 連合の政策参加

トNo.15』(1993年 4月 2日)所収､p.20)より｡

*41 ｢週法定労働時間に係わる猶予措置延長問題について｣(日本社会党労働部会長 浜本万三､

公明党労働部会長 河上零雄､民社党労働部会長 伊藤英成､社会民主連合政策審議会長菅

直人､民主改革連合労働部会長 笹野貞子の連名､労働大臣 村上正邦宛)連合中央時短闘

争本部 『労基法改正 レポー トNo.15』(1993年 4月 2日)所収､ p.21)より｡

*42 ｢第123回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(日本労働組合総

連合会 『労基法改正 レポー トNo.41』(1996年 1月10日)所収､pp.1-3)より｡

*43 同上 ｢第123回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣ より｡

*44 労働省労働基準局 ｢平成8年度労働基準行政の運営 について｣((日本労働組合総連合会 『労基

法改正 レポー トNo44』(1996年 2月29日)所収､pp.8-16)より｡

*45 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資科は週刊労働ニュース

(1996年 2月26日)｡

*46 JIL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は連合 『wEEKLYれん

ごう』､1996年 9月27日｡

*47 読売新聞 (1996年 8月17日)より｡

*48 ｢第127回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(日本労働組合総

連合会 『労基法改正 レポー トNo49』(1996年11月20日)所収､pp.2-3)より｡

*49 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1996年11月18日)｡

*50以下については､｢第129回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣

(日本労働組合総連合会 『労基法改正 レポー トNo.52』 (1996年12月27日)所収､pp.2-3)

より｡

*51 日本労働組合総連合会 (1999､ a)の p.194｡

*52 ｢第129回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短セ ンターまとめ｣(日本労働組合総

連合会 『労基法改正 レポー トNo52』(1996年12月27日)所収､pp.2-3)より｡

*53 同上 ｢第129回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣より｡

*54 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資科は週刊労働ニュース

(1996年12月9日)｡

*55 ｢1997年 3月末 『週40時間制』完全実施に関する要請｣(青木薪次労働大臣宛､1995年12月 8

日)(日本労働組合総連合会 『労基法改正レポー トNG39』(1995年12月20日)所収､p.29)より｡
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*56 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索 した記事 (原資科は週刊労働

ニュース (1996年12月2日))および日本労働組合総連合会 (1999､b)の p.123より｡

*57 ｢毎 日新聞｣(1996年8月27日)およびJIL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)

より検索 した記事 (原資料は連合 『wEEKLY れんごう』､1996年8月30日)｡

*58 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は連合 『wEEKLY れ

んごう』､1996年9月27日｡

*59 同上連合 『wEEKLY れんごう』より｡

*60 日本労働組合総連合会 (1999､b)のp.124､日本労働組合総連合会 (1999, a)の p.194より｡

*61 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1996年11月25日)｡

*62 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1996年12月2日)｡

*63 JIL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は連合 『wEEKLYれん

ごう』､1997年 1月31日｡

*64 以下の叙述については週刊労働ニュース (1997年9月22日)より｡ なお､｢｣内は新聞記事か

らの引用である｡

*65 週刊労働ニュース (1997年9月22日)より｡ なお中小企業庁は ｢労基署が今後､どうするかを

見て対応 を決めたい｣ とし､労働省労働基準局監督課 はこの告発 に村 して ｢告発 を受理で き

るか否かを所轄の署で検討中だが､一般的に考 えて内部 メモをつ くったことが犯罪になるの

か｡少 し難 しいのではないか｣ と話 している｡

*66 裁量労働制 に関する説明は､菅野 (1999)pp.290-296によっている｡

*67 裁量労働制導入の経緯､新たな裁量労働制導入の背景 と経緯､および改正労働基準法の解釈 に

ついては荒木 (1999)を参照 されたい｡

*68 日経連裁量労働制研究会 『裁量労働制の見直 しについて (意見)』(1994年11月)pp.6-7｡

なお､ アメリカのイグゼ ンブシ ョン制 については､中窪 (1993)が詳 しくかつわか りやす く

論 じている｡

*69 前出 『裁量労働制の見直 しについて (意見)』(1994年11月)p.9｡

*70 前出 『裁量労働制の見直 しについて (意見)』(1994年11月)p.9｡

*71前出 『裁量労働制の見直 しについて (意見)』(1994年11月)p.lo o

*72 ｢いわゆる研究開発の業務以外 にも企業の中には高度な経営戦略上の問題の企画に携わる者の
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ように裁量的に働いている層が存在すると考えられるが､これらの者のうち裁量労働になじ

む業務の具体的な範囲について､現時点において結論を出すことは困難であ り､できるだけ

早い機会に別途検討の場を設け､その検討結果を待って対象業務を検討することとする｡｣(｢労
働時間法制の整備について｣､連合時短闘争本部 『労基法改正 レポー トNolO』(1992年12月25

日)所収､pp.5-6)｡

*73 裁量労働制研究会 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣(日本労働組合総連合会 『労基法改正 レ

ポー トNo.30』(1995年4月28日)所収､pp.ll-28)､p.19｡

*74 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣pp.20-21｡

*75 おそらく､誤解を与えないためであろう､報告はこれらの言葉の意味するところをわざわざ次

のように追加説明している｡ ｢専門的業務 とは､従事 しようとする業務について､これに必要

な知識に係る企業内外の教育訓練を受けた後､一定の経験を積み業務の遂行に必要な知識又

は技術 を取得することが必要とされる高い専門的能力を必要 とする業務である｣｡｢創造的業

務とは､一般的な能力や教育訓練だけではなし得ないような特別の知性や感性が必要とされ､

それにより芸術性､独創性の高い作品を生み出す業務である｣｡業務遂行の方法を労働者の選

択､判断に委ねるような業務 とは､｢業務の内容がある程度の期間を要するものであって､そ

の遂行の方法については基本的には具体的な指示によってではなく抽象的､一般的な命令に

よって業務が遂行 されるもので｣あ り､かつ ｢労働者が使用者から与えられた業務 を定常的

には自らの判断に基づいて決定 し､独立的､請負的に遂行するもの｣であ り､かつ ｢勤務時

間 (始業 ･終業の時刻､労働時間の長さ (労働の量))及び勤務態様について労働者の選択､

判断に委ねることが適当と考えられるものである｣(同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､

pp.21-22)｡

*76 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､p.23｡

*77 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､p.24｡

*78 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､p.24｡

*79 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､p.27｡

*80 同上 ｢裁量労働制に関する研究会報告｣､p.27｡

*81 中基審労働時間部会 ･労働者代表委員 ｢労働時間法制 と裁量労働制 (意見)｣(日本労働組合

総連合会 『労基法改正レポー トNo38』(1995年12月14日)所収､pp.26-29)､p.26｡

*82 同上 ｢労働時間法制 と裁量労働制 (意見)｣p.28｡

*83 ｢第125回中央労働基準審議会労働時間部会報告 連合時短センターまとめ｣(日本労働組合総
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連合会 『労基法改正 レポー トNo43』(1996年2月29日)所収､pp.3-4)より｡

*84 ｢第131回中央労働基準審議会労働時間部会報告｣(日本労働組合総連合会 『労基法改正 レポー

トNo.56』(1997年3月5日)所収､pp.14-15)より｡

*85 行政管理庁 ｢規制緩和推進計画の再改定について｣(http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/

kanri_f.htm)より｡

*86 1996年2月29日に開かれた第33回規制緩和小委員会での審議概要をみると､小委員会メンバー

が労働省 を厳 しい調子で詰問 していることがわかる｡ ｢労働者派遣業務 について､適用対象業

務の適切 ･不適切の判断基準 を明確化 し､ネガティブリス ト化するとの委員会意見に対 して

答えておらず､『最大限尊重』 との態度表明に反 している｡｣｢派遣業務のネガティブリス ト化

は､労働者保護の観点か らの前提条件の整備 などの検討を含め と言 うが､ポジティブリス ト

の場合 と労働者保護が どのように変わるのか､目的と手段の関係を明確にすべ きである｡｣｢労

働者派遣のネガティブリス ト化は引 き続 きの検討課題 というが､そのスケジュールを明 らか

にすべ き｡｣｢労働省は 『行政改革委員会意見 を最大限尊重』と言いつつ､利害関係者の調整

の場である審議会で逆の結論が出た場合､ どちらを尊重するのか｡｣｢有料職業紹介について

も､中央職業安定審議会で検討中とのことだが､ネガティブリス ト化 という行政改革委員会

意見をどのように尊重 して検討するのかを明らかにすべ きだ｡｣(行政改革委員会事務局 199

7:414-416)｡

*87 審議内容については､｢中央労働基準審議会第137回労働時間部会及び第31回就業規則等部会報

告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo60』(1997年8月21日)所収､pp.7

-9)｡

*88 ｢今後の労働時間法制及び労働契約法制の在 り方に関する中間的取 りまとめについて｣(報告)

(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.60』(1997年8月21日)所収､pp.13-1

9) より｡

*89 ｢中央労働基準審議会第137回労働時間部会及び第31回就業規則等部会報告｣(日本労働組合総

連合会 『労働関係法改正 レポー トNo60』(1997年8月21日)所収､pp.7-9)｡

*90 この公益側の反論はやや事実 と異なる｡ ホワイ トカラーへの裁量労働制の適用拡大 という ｢流

れ｣については､研究会報告 との間に違いがないのは事実であるが､前述 したように､研究

会報告はその拡大に関 して極めて限定的にとらえていたと思われる｡ さらに､労使委員会の

要件についても､研究会報告は企業内労使委員会の設置を制度化すべ き､委員の選出手続等

を適正 とすべ きと論 じているのであ り､｢制度化｣｢適正化｣を具体的に図ろうとすれば､公
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益案のような要件が課せ られることになると考えられる｡ その意味では公益案の方が厳 しい

要件を課 しているとはいえない｡

*91 ｢中央労働基準審議会第149回労働時間部会 ･第43回就業規則等部会報告｣(日本労働組合総連

合会 『労働関係法改正レポー トNo.63』(1997年12月3日)所収､pp.3-5)より｡

*92 ｢今後の労働時間法制及び労働契約法制の在 り方について (報告)｣(日本労働組合総連合会

『労働関係法改正 レポー トNo.65』(1997年12月24日)所収､pp.ll-22)のp.20｡

*93 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1997年10月20日)および連合 『wEEKLY れんごう』､1997年10月24日｡

*94 以下の説明は連合のパンフレット､日本労働組合総連合会 『労働基準法改正一連合の ｢対案｣

と解説』(1998年2月)によっている｡

*95 同上パ ンフレット､日本労働組合総連合会 『労働基準法改正一連合の ｢対案｣と解説』による｡

*96 JIL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資科は週刊労働ニュース

(1998年4月27日)｡

*97 民主党衆議院議員政策担当秘書へのインタビュー (2000年9月19日)で得た内部資料による｡

*98 ∫IL労働記事データベース (http://db.jil.go.jp/)より検索｡原資料は週刊労働ニュース

(1998年4月13日)

*99 日本労働組合総連合会 (1999a:208)より｡

*100第136回労働時間部会での労働側代表委員の発言 (｢中央労働基準審議会第136回労働時間部会

及び第30回就業規則等部会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo60』(1997

年8月21日)所収､pp.4-6)｡

*101.第145回労働時間部会での労働側代表委員の発言 (｢中央労働基準審議会第145回労働時間部会

･第39回就業規則等部会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo.63』(1997

年12月3日)所収､pp7-8)｡

*102第153回労働時間部会での労働側代表委員の発言 (｢中央労働基準審議会第153回労働時間部会

･第47回就業規則等部会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.66』(1998

年2月23日)所収､pp16-17)｡

*103 ｢『労働基準法の一部を改正する法律案要綱案』答申にあたっての談話｣(日本労働組合総連

合会事務局長 笹森清､1998年 1月26日)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー ト

No66』(1998年2月23日)所収､p.21)｡

*104この委員は直裁に､裁量労働制の問題点を指摘するのではなく､その仕組みを細か く聞いてい
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くことで､そこにはらまれる問題点を浮かび上がらそうとしている｡ したがって､質問件数､

比率でみると､少なくな･ってしまう｡ 詳 しくは衆議院労働委員会議事録を参照 されたい｡

*105民主党衆議院議眉政策担当秘書へのインタビュー記録 (2000年 9月19日)より｡

*106以下の叙述は､同上政策担当秘書へのインタビュー記録による｡

*107週刊労働ニュース (1998年 5月25日)｡

*108前出政策担当秘書へのインタビュー記録による｡

*109週刊労働ニュース (1998年 5月25日)｡

*110朝 日新聞 (1998年 5月25日)｡

*111前出政策担当秘書へのインタビュー記録による｡

*112｢『労働基準法の一部を改正する法律案』 に関わる衆議院労働委員会での法案修正に対する連

合の受け止め､ならびに今後の対応について｣(臨時中央執行委員会 1998年 9月3日) (冒

本労働組合総連合会 1999a:307-308)｡

*113｢第143回国会 衆議院労働委員会議事録第 2号｣ より｡

*114その後の通達 (基発第 1号)において､｢なお､当分の間は､これらの手続のうち投票による

手続に限られるものであること｣とされた｡

*115｢第143回国会 参議院労働 ･社会政策委員会議事録第 7号｣より｡

*116その後の指針 (労働省告示第149号)において､有効期間は ｢当分の間､1年以内の期間を定め

るものに限る｣ とされた｡

*117｢第143回国会 衆議院労働委員会議事録第 2号｣ より｡

*118｢『労働基準法の一部を改正する法律案』成立に関する事務局長談話｣(1998年 9月25日)(冒

本労働組合総連合会 1999a:309)｡

*119｢第383回中央労働基準審議会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo71』

(1998年10月27日)所収､pp3-5)｡

*120｢第394回中央労働基準審議会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo82』

(1999年 3月24日)所収､pp3-5)｡

*121｢第396回中央労働基準審議会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo82』

(1999年 3月24日)所収､pp58-59)｡

*122そのため荒木 (1999)は ｢･･労基法適用 レベルでは民事上 も刑罰法規の解釈 と同様､決議の

不遵守があったからとして､みなし制が不適用 とな り 『労基法上』実労働時間制が復活する

ものではないと解 しつつ､労基法を離れて民事上の契約解釈 レベルで対処する立場｣ を主張
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している (p.28)｡

*123日本経営者団体連盟労務法制部スタッフとのインタビュー記録 (2000年9月7日)による｡

*124｢第95回中央職業安定審議会民需小委員会報告 連合 まとめ｣(日本労働組合総連合会 『労働

関係法改正 レポー トNo64』(1997年12月3日)所収､pp.4-5)｡

*125｢第33回規制緩和小委員会審議概要｣(旧)総理府ホームページより (ww.sorifu.go.jp/council/

gyokaku/kannwa/33.html)｡なお小委員会の出席者は宮崎勇､大宅映子､エマニュエル ･プラッ

ト､鈴木良男､中西真彦､野口敏也､堀内昭義､牧野昭次郎､宮内義彦､三輪芳朗､吉永み

ち子､労働省からは征矢職業安定局長および森山職業安定局民間需給調整事業室長が出席 し

ている｡

*126野口敏也氏へのインタビュー記録 (2000年7月25日)による｡

*127中央職業安定審議会 ･連合総合労働局合同打 ち合わせ ｢派遣事業制度見直 しの基本方向の具

体化に係わる公益委員の考え方｣に対する連合の見解 と取 り組みについて (1998年3月3日)

日本労働組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo.68』(1998年3月26日)所収､pp.7-11｡

*128｢労働者派遣事業制度の見直 しに係る公益委員の見解｣ 日本労働組合総連合会 『労働関係法改

正 レポー トNo.69』(1998年 6月4日)所収､pp.28-31｡

*129｢労働者派遣事業制度の在 り方に係る民間労働力需給制度小委員会における審議状況 につい

て｣(莱)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNQ61』(1997年10月17日)所収､

p.1ト20)｡

*130高梨昌氏 (日本労働研究機構会長 :当時)の見解は例えば ｢変わる派遣労働一近づ く国会の

改正審議<下>｣『週刊労働ニュース』(1998年11月16日)を参照｡

*131｢『労働者派遣事業制度の見直 しに係る公益委員の見解』に関する使用者側代表委員の意見｣

(1998年4月22日)日本労働組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo69』(1998年 6月4日)

所収､pp.43-47)｡

*132全労連系の組合は国会の参考人質疑においてこの懸念を表明 しているが､連合の資料におい

て明言 しているものは入手 していない｡

*133 ｢中央職業安定審議会民間労働力需給制度小委員会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係

法改正 レポー トNo.69』(1998年6月4日)所収､pp.13-25)｡

*134｢労働者派遣事業制度の見直 しに係わる 『建議』に村する連合見解 と今後の対応｣(日本労働

組合総連合会 『労働関係法改正レポー トNo.70』(1998年8月19日)所収､pp.26-29)｡

*135｢労働者派遣事業制度見直 しに関する 『建議』に対 しての事務局長談話｣(1998年 5月14日)(日
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本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.70』 (1998年8月19日)所収､p.30)｡

*136中央職業安定審議会労働者代表委員 ｢労働者派遣事業制度の見直 しに関する質問書｣(1998年

5月14日)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo70』(1998年8月19日)所収､

p.31)｡

*137中央職業安定審議会会長 ｢労働者派遣事業制度の見直 しに関する質問書についての回答｣(1998

年 6月15日)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.70』(1998年8月19日)所収､

pp.32-35)｡

*138中央職業安定審議会は職安法の施行規則 により公労使か ら最低一人の委員が出席 しない と成

立 しない｡従って労働者代表委員が一致団結 して反対する場合は法案 を事実上廃案に追い込

むことができる｡ 『週刊労働ニュース』(1999年5月25日)｡

*139 『週刊労働ニュース』(1998年 7月20日)｡

*140総合労働局 ｢第374回中央職業安定審議会報告｣(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レ

ポー トNG70』(1998年8月19日)所収､p.19)｡

*141｢労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一

部改正に対する連合の態度｣(1998年8月4日)(日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レ

ポー トNo.70』(1998年8月19日)所収､p.1)｡

*1428月5日の時点でこの附則が盛 り込 まれることが決定 していたことを示す文書はないが､連合

は修正法案要綱へのコメン トとして ｢附則 として製造業の生産工程ラインなどを適用対象除

外業務 として定める､ としている｣ と述べていることか ら(日本労働組合総連合会 『労働関係

法改正 レポー トNo70』 (1998年8月19日)pp.7-9)､製造業の生産ラインをめ ぐる適用除外問

題はこの時点で合意に達 したと考えられる｡

*143日本労働組合総連合会 『労働関係法改正 レポー トNo.70』(1998年8月19日)pp.3-5｡

*144｢改正派遣法案 と連合要求の対比表｣(日本労働組合総連合会 『職場 に生かそう 改正労働法

Q&AIOO』(1999)所収､pp.342-347)､｢労働者派遣法改正案連合の要求｣『週刊労働ニュー

ス』(1999年4月19日)｡

*145丁職安法 ･派遣法案 に対する野党 3党統一修正要求 についての連合判断 と今後の取 り組み｣

(1999年 5月20日) 日本労働組合総連合会 『職場に生かそ う 改正労働法Q&AIOO』(1999)

所収､p.352｡

*146平成11年 5月7日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第10号』p.90

*147『weekly れんごう』No.371(1999年1月29日)､『週刊労働ニュース』(1999年2月15日)｡
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*148『週刊労働ニュース』1999年5月24日｡

*149修正法案要綱への添付意見参考｡

*150内容分析の方法として通常は該当語句の言及数であるとか関係する質問に費やされた長 さ (発

言に要 した時間的長 さ､あるいは議事録上の紙面の面積)を集計するが､今回我々が採った

手法は､1つの発言はその長 さに拘 らず 1つの質問として勘定するものである｡ なぜならば､

第-に長い発言であるほど空疎な演説が続いていることが多 く､逆に短い発言であるほど具

体性に富んでいるため､ある質問事項に関する費やされた時間の長 さは､発言者の意欲や優

先順位 を示す ものではないこと｡ つまり質問時間ではなく質問回数の方が意味ある情報であ

るということ｡ 第二に､該当語句が発話 されたとしても､それがすなわち連合要求を反映 し

た質問であるか否かは文脈を考慮 しなければ判断できないため､特定語句 を機械的に勘定す

るわけにはいかないこと､の 2点である｡ 1つの発言に2つ以上の質問が含まれることはま

ずないため､通常は 1つの発言を 1つの質問と勘定 したが､例外的に2つ以上の質問事項を

含み､かつ政府答弁においても返答の対応関係が明らかな場合は質問事項の数を数えた｡ 1

つの発言の間に質問という形式を取 らず様々な問題点を指摘 し､発言の最後に具体的な質問

を行った場合､その発言は最後の質問事項を対象 として分類 されるものとする｡ なお質問者

の最初 と最後の発言が挨拶で質問内容を含まない場合は総質間数には計上 していない｡参考

人質疑 も対象外 とした｡ 共産党は対抗する改正案を議員立法で提案 しているため､それに纏

わる発言 もなされたが､それらは総質問数には計上 していない｡ また衆議院労働委員会では

自民党を含む 5会派の提案による法案修正を行ったため､修正点を確認する質問を5会派を

代表 して民主党の石橋大吉と公明党の前田正が行ったが､それらも計上 していない｡

*151理事会のアリーナにおける交渉過程に関 しては連合本部インタビュー記録 (2000年 7月21日)

による｡

*152改正法により専 ら派遣は従来の出口規制のみならず許可基準の段階で規制することになった

が､連合はそれを評価 し実効性の担保を求める具体的提案は行っていない｡専 ら派遣の多 く

は金融やサービス業に多いといわれ､そのことが製造業適用対象化問題 と対照的に連合の対

応をやや鈍いものにした可能性はある｡

*153衆議院質疑の最終段階において､法案修正事項の確認のために 5会派を代表 して民主党の石

橋大書 と公明党の前田正が行 ったが､これらの質問は当然のことなが ら修正事項に直結 して

お り､かつ多 くの事項に言及している｡ それゆえ今回の内容分析には集計 していない｡

*154 日経連は労働関係の法律は基本的に審議会にて対処する方針であ り､自民党に陳情すること
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はない｡ 労働者派遣法改正に関 しては日経連の雇用特別小委員会にて中央職業安定審議会の

使用者側代表委員 と意見交換 をして､それを中職審委員に託すということを行っていた｡ (冒

本経営者団体連盟インタビュー記録 (2000年9月 7日)より)｡

*155政府は ｢同一の業務｣の内容は組織の最小単位である係あるいは班 において行われる業務で

あ り､同 じ班や係の業務であれば隣の机 に移動 したとして も ｢同一の業務｣ として規制 され

るとい う見解を示 し､この見解は終始一貫 した｡ また ｢継続｣ して受 けいれてはならない､

の具体的内容 としては3ケ月のクー リング期間を置 く旨を指針 に掲載すると答弁 している｡

*156例えば新たな短期雇用労働者のための労働保険の創設はこの範噂に含 まれ､政府答弁におい

て具体的な回答が得 られることは当初 より期待できないdその意味で直接的監視活動 とはな

らないのであるが､ しか しなが ら国会審議 において新たな立法措置 を求める質問が多数発せ

られた場合､それが省内の研究会発足 を促 した り審議会の議題 として取 り上げられた りする

ことはあるか もしれない｡その意味では国会内の発言が行政府活動へのシグナリングとなる

ことを否定するものではない｡

*157この時点の連合要求はその狙いが法案の否決ではなく修正であるため､すでに条件闘争に入っ

てお り､結果として審議会報告の際に表明された反対意見 よりもやや トーンダウンしている｡

本節で連合の成果 として判断基準 にしたのは連合の法案修正要求であ り､それ以前に表明さ

れた反対意見ではない｡

*158政令 ･指針 ･通達に関 しては労働省職業安定局 ｢労働者派遣法 (概要)･政令 ･指針 ･通達

労働者派遣事業関係業務取扱要領 (抜粋)｣(平成11年12月)『女性 と労働21』31号 (2000年

1月)所収､pp.35-149.)､および中央職業安定審議会 ｢労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の就業条件の整備 に関する法律施行令の一部を改正す る政令案要綱｣(答

申) (1999年10月 1日) (∫IL労働政策データベース､http://db.jil.go.jpより検索)に

よる｡

*159『週刊労働ニュース』1998年11月 2日｡

*160平成11年5月12日 『第145回会 衆議院労働委員会議録第12号』pp.19-20 ｡

*161野党 3会派の統一要求に基づ く最終確認の質問の際､政府は契約の中途解除に関する損害賠

償の規定 を指針に明記することを明言 した｡ 平成11年5月19日 『第145国会 衆議院労働委員

会議録第14号』p.3｡

*162平成11年6月10日 『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議録第13号』p.lo o

*163平成11年6月8日 『第145国会 参議院労働 ･社会政策委員会会議録第12号』p.31｡
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第 6章 連合の政策参加

*164政府答弁では母性の保護あるいはセクハラは適正な就業環境の維持の規定 に基づ き指針 にお

いて具体的な内容を明らかにすると述べている (平成11年5月7日 『第145国会 衆議院労働

委員会議録第10号』p.10)｡川端達夫 (民主党)の細かな追及に対 しては､派遣先は派遣労

働者の就業環境 を整備するために適切な措置 をとるべ きであるとい う規定で ｢セクシュアル

ハラスメントの防止等 も十分読み込める｣ と回答 している (平成11年5月12日 『第145国会

衆議院労働委員会議録第12号』p.15)｡

*165個人情報の漏洩に関する法違反があった場合､許可の取 り消 し事由 となることは政府答弁で

明言 されている (平成11年 5月12日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』p.24)｡

*166平成11年 5月12日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』p.14｡

*167平成11年 5月19日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第14号』p.3およびp.6｡

*168平成11年 5月12日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』p.30｡

*169政府答弁では民主党の城島正光の質問に答え､派遣元が派遣先 に対 して保険の加入状況 を連

絡 させることも ｢十分検討｣すると述べ (平成11年 5月14日 『第145国会 衆議院労働委員会

議録第13号』p.5)､さらには加入の必要がある労働者について加入をさせないままに労働者

派遣 を行 った派遣元 に対 しては､指導の徹底 と許可の不更新等の厳正な対処 を行 う旨を通達

にて明 らかにすると言及 した (平成11年5月19日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第14号』

p.3)｡

*170平成11年 5月12日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第14号』p.3｡

*171平成11年5月12日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第12号』p.31｡

*172例 えば損害賠償 については適切 な善後処理を行 うとしている現行の指針では不十分であ り､

より具体的で実効性の上がる措置を指針 に明記する方針であることを明 らかにしている｡ 平

成11年5月14日 『第145国会 衆議院労働委員会議録第13号』p.6｡

*173 ｢最終意見の提出に当たって｣(行政改革委員会委員長談話 平成 9年12月12日) (行政改革

委員会OB会 1998:792-794)より｡
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付 属 資 料

｢90年代の労働者参加に関する

(調 査 票 )

(集 計 結 果 )



平成 11年 12月

(財)連合総合生活開発研究所

単位組合 各位

90年代の労働者参加に関する調査

調査ご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます｡

日頃は､当研究所の活動につきまして格別のご高配そ賜り､厚く御礼申し上げます｡

さて当研究所では現代日本の労働組合の構造と機能を明らかにし､労働組合が日本の産業社会

に対して持つ意義と限界を検討することを通じて､労働組合運動の将来展望を切り開くことを目

的に<労働組合の未来研究委員会>を発足させて研究を進めております｡

このたびその一環として､労働組合の経営参加の実態が90年初頭のUI運動､バブル崩壊､平

成不況などを経る中でどのように変化したのかを､労使協議に関する基本的な調査をつうじて明

らかにするためにアンケー ト調査を実施することといたしました｡

大変お忙しい中誠に恐縮ですが､以上の調査の主旨をご理解の上､ご協力を賜りますよう､よ

ろしくお願い申し上げます｡

なお､ご回答いただきました内容は全て統計的に処理し､貴組合名､個人名､個別のご回答内

容を外部に公表しないことはいうまでもなく､研究以外の他の目的に使用することも一切ござい

ませんことをお約束いたします｡

敬具

<ご記入上のお願い>

1)この調査は､連合の賃上げ集計対象組合を中心にお配りしております｡

2)該当する全ての項目にお答えください｡

3)回答は､あてはまる選択肢の番号に○をつけるか ( )や⊂コの中に具体的にご記入く

ださい｡

4)調査に関してご不明の点がございましたら､下記の調査担当者までお問い合わせください｡

(財)連合総合生活開発研究所

労働組合の未来研究委員会

調査担当 鈴木､中島､小菅

TEL03-5210-0851 FAXO3-5210-0852
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(はじめに､労使協議機関についてうかがいます)

間 1 貴社の労使間に経営方針及び経営施策等の事項を協議するための常設機関がありますか｡

1 ある 2 ない

3 あったが､今はない 【間 12にお進みください】

付間 (間 1で 1に○をつけた方にうかがいます)その機関はどのような性格のものですか｡

1 経営方針及び経営施策等の事項のみを協議する機関である

2 経営方針及び経営施策等の事項とともに､それ以外の事項をも協議する機関である

【間 1で 1に○をつけた方は間2-間 11にお答えください｡ただし､経営方針及び経営施策な

どの事項を労使で協議する常設機関が複数ある場合は､組合本部と本社との労使協議機関につい

てお答えてください｡】

間2 労使協議機関の設置の根拠は何ですか｡一つに○をつけてください｡

1 労働協約

2 就業規則

3 その他の文書

4 慣行

間3 労使協議機関の開催はどのようになっていますか｡一つに○をつけてください｡

1 定期開催

2 必要の都度開催

3 定期に加えて必要の都度開催

間4 1998年度 (1998年定期大会から1999年定期大会まで)に経営方針及び経営施策等の事項

を協議するため労使協議機関は何回開催されましたか｡回数をお答えください｡(専門委員

会を除く)

[==]回
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間5 以下の経営陣のうちどのような方が経営方針及び経営施策等の事項を協議するため労使協

議機関に出席しますか｡A-｣のそれぞれの方の出席状況について､あてはまる番号に○を

記入してください｡

常を.こ ほとんど 半分程度 たまに 出席~ 該当者

出席する 出席する 出席する 出席する し.ない なし

A 社長 1 2 3 4 ■■■a 6

ち.副社長 1 2, 3 4 5 6

C 労務担当役員 1 2 3 :4 5 6

D 経理 .財務担当役員 1 2 3 4 5 6

E 営業担当役員 1 2~ 3 4 5 6_

F 生産担当役員 1 2 3 4 5 6

G 事業担当役員 1 2 3 4 ra 6

H 支社長または工場長 1 2 3 4 5 6

Ⅰ 関係部長 1 2 3 4 5 6

5 6 5



間6 以下のうち労使協議機関の付議事項はどれですか｡また､その取り扱いは労働協約上ある

いは慣行においてどのようになっていますか｡さらに実際､労使協議機関における労組の発

言力はどの程度ですか｡各事項ごとにあてはまる番号に○を記入してください｡

事項 付読 取 り扱い (取り扱いが 2種類 実際の労組の発言力の程度 (最も

以上にわたるときは比重の あてはまるもの一つに○をつけて

辛項であ 重い方に○をつけてください ) ください)説 意 協 同 ら組 説 組 答 組 を 組 級

報 聴 明 は さ は る が 正 が と

とヒロ 敬 営■側か 葦 等ら辛前に 重 要たり回 言 責壷 要る 蒜秦 協読して莱行する

A 経営方針 _1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B 生産計画 .実績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C 予算計画 .実績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

D 資金計画 .実績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 投資計画 .実績p 1 2 3 4 5 6 7 8_ 9 10~

F 会社組織の改編 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G 事業所の縮小 .閉鎖 .新設 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

H 人員計画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ■10

Ⅰ 事業計画 (新規事業の進出､既存事業の撤退) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J 営業計画 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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間7 1998年度に労使協議の過程において､以下の事項について労使で意見の食い違いがありま

したか｡A-Kそれぞれについてあてはまる番号一つに○をつけてください｡

事項 最初か ら労使の 最初は労使の意 最初か ら労使の 付議事項ではな

意見の食い違い 兄の食い違いが 意見の食い違い い ､1あ る い は

はなかつた あつたが､最終 があ り､最後ま 1998年度にそれ

的に労使が歩み で意見の一致は についての労使

寄った 見 られなかった_協議がなかった

A 経営方針. 1 2 3 p4

B 生産計画 .実績 1 2 3 4

C 予算計画 .実績 1 2 ■3 4

D 資金計画 .実績 1 2 3 4

E 投資計画 .実績 1 2 3 4

F 会社組織の改編 1 2 3 4

G 事業所の縮小 .閉鎖 .新設 1 2 3 4

H 人員計画 1 2 3 4

Ⅰ 事業計画 (新規事業の進出､既存事業の撤退) 1 2 3 4

J 営業計画 1 2 3 4
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間8 経営側から提供される情報はどの範囲ですか｡以下のA-Nのそれぞれの経営情報について､

提供の有無に関してあてはまる番号に○をつけてください｡また､その情報を組合員に知ら

せる時期について､あてはまる番号一つに○をつけてください｡

情報提供_の有無 組合員に知らせる時期

提供され 提供され そ うした 直ちに知 ら ある期限が ある期限が

る ない データはない せる 過ぎれば知らせる 過ぎても知らせない

A 月間売上高 1 2 3 4 5 6

B 四半期ごと売上高 1 _2 3 4 5 6

C 半期ごと売上高 1 2 3 4 5 61

D 売上高年間予想 1 2 3 4 5 6

E 売上高中期予想 1 2 3 4 5 6

F 半期ごと経常利益 1 2 3 4 5 6

G 年間経常利益 1 2 3 4 5 6

H 総資本経常利益率 1 2 3. 4 5 6

Ⅰ 四半期ごと受注額 1 2 3 4 5 6

J 半期ごと受注額 1 2 3 4 5 6

K 年間受注額 1 2 3 4 5 6

L 投資額 1 2 3 4 5 6

M 負債額 1 2 3 4 5 6

間9 貴労組では､労使協議機関での労使協議とは別に､経営方針及び経営施策等に関して経営

側の実務担当者と情報交換を日常的に行っていますか｡

1 頻繁に行っている

2 時々行っている

3 たまに行っている

4 あまり行っていない

5 全然行っていない
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間 10 近年､経営方針及び経営施策等の労使協議に関して以下のような変化がありましたか｡

あてはまるものすべてに○をつけてください｡

1 労使協議の定例化､議事録の作成など労使協議機関が一層制度化された

2 労使協議の開催回数が減った､または不定期開催になった

3 企業の組織体制の改編に伴い労使協議機関が再編成された

4 労使協議の付議事項が拡大した

5 労使協議の付議事項が縮小した

6 労使協議の付議事項の取り扱いが強化された

7 労使協議での労組の発言力が弱まった

8 社長､副社長が経営側委員として出てくるようになった

9 社長､副社長が労使協議に出なくなった

10 その他 (具体的に :

間 11 貴労組では､経営方針及び経営施策等に関する労使協議の成果として､以下のことにつ

いてどのようにお考えですか｡A-Fそれぞれについてあてはまる番号一つに○をつけてく

ださい

そう思う _どちらかといえばそう思う .どちらともいえない どちらかといえばそうは思わない そうは思わない

A 経営内容を知ることができ､組合の経営対策を強化することができた 1 2 .3 4 5

B 組合員の労働組合への関心が高まった 1 2 3 4 5

C 組合員の意見を経営に反映することができた 1 2 3 4 5

D 労使の意思疎通がよくなった 1 2 3 4 5

E 事業計画を事前に知ることができ､組合員の生活設計が円滑になった' 1 2 3 .4 _5
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(平素の労働組合活動のうち経営参加 ･対策活動についてうかがいます)

間 12 経営参加 ･対策として､組合独自の経営ビジョンを出すなどの経営提言活動を行ってい

ますか｡

1 大いに行っている

2 ほどほどに行っている

3 以前は行っていたが､今は行っていない

4 以前も､現在も行っていない

付間 1 【間 12で 3､4に○をつけた方にうかがいます】行っていない主な理由はどのような

ものですか｡あてはまるものすべてに○をつけてください｡

1 企業の経営戦略に関する提言は組合には限界があるから

2 実効性にとぼしい提言しかできないから

3 経営側からの提案に対する対応に追われているから

4 組合役員の能力が不足しているから

5 他の組合活動で時間的余裕がないから

6 経営参加はもともと組合の役割ではないから

7 経営側が受け入れないから

8 その他 (具体的に :

間 13 貴組合では､経営参加 ･対策として以下のようなことを行っていますか｡

(A)貴社の経営戦略に対する実効力ある発言

1 行っている 2 行っていない

(B)労使 トップの定例化したインフォーマルな会合

1 行っている 2 行っていない

(C)経営機密情報の組合 トップへの公開

1 行われている 2 行われていない

(D)管理職の意向の実質的な代弁

1 行っている 2 行っていない

(E)組合員を対象とした経営提言調査

1 行っている 2 行っていない

(F)組合 (組合員)による自社株取得

1 行っている 2 行っていない
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(企業の経営再建策等の提案に対する組合の対応についてうかがいます)

間 14 ここ5年間で経営側から経営再建ないし人員合理化などに関する提案がありましたか｡

1 あった 2 なかった - 【間 17へ進んでください】

付間 1【間 14で 1に○をつけた方にうかがいます】それはどのような内容のものでしたか｡あ

てはまるものすべてに○をつけてください｡

1 残業規制

2 配置転換

3 新規採用抑制

4 臨時･パー トタイム労働者の再契約停

止 ･解雇

5 転籍､出向

6 希望退職募集

7 解雇

8 -時休業

9 分社化

10 事業所または店舗の統 ･廃合

11 生産調整

12 一時金のカット

13 賃上げの抑制

14 賃下げ

15 能力給制度など新しい人事制度の導入

16その他

(具体的に :

間 15 付間 1の項目 1-16のうち､貴労組にとって最も影響の大きいものはどれでしたか｡一

つだけ選び､その番号をご記入ください｡

付間 1 それについて経営側の正式提案前に労使間で何らかの事前折衝あるいは話し合いが行

われましたか｡

1 行われた 2 行われなかった

付間2 それについての経営側の当初の提案に対して責労組は独自の組合案を提示しましたか｡

1 独自の組合案を提示し､経営側に受け入れられた

2 独自の組合案を提示し､一部修正があったが､経営側に受け入れられた

3 独自の組合案を提示したが､経営側に受け入れられなかった

4 独自の組合案を提示しなかった

付間3 それについての労使協議の結果､経営側の当初の提案はどのようになりましたか｡

1 経営側の当初の提案通 りに実施された

2 経営側の当初の提案が一部修正された

3 経営側の当初の提案が大幅に修正された

4 その他 (具体的に :
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※

付間4 それについての労使の協議結果は組合員にどのように知らせましたか｡あてはまるも

のすべてに○をつけてください｡

1 職制や社内東を通じて

2 組合の機関紙を通じて

3 組合の役員を通じて

4 組合の掲示物を通じて

5 その他 (具体的に :

6 知らせなかった

付間5 今回の労使協議の結果について､どのように評価していますか｡A-Eそれぞれについ

てあてはまる番号一つに○をつけてください｡

そう思う どちらかといえばそう思う どち らともいえない どちらかといえばそうは思わない そうは思わない

A 組合員の労働条件や雇用を守ることができた 1 2 3 4 5

B 企業の将来ビジョンを引き出すことができた 1 2 3 4 5

C 経営の危機に関する意識を組合員に浸透させることができた 1 2 3 4 5

D 経営責任を問うことができた 1 2 3 4 5

間16 貴労組は今回の経営側からの提案について産業別組織などの上部団体と相談しましたか｡

1 労使協議を行う前､あるいは労使協議の過程で相談した

2 労使協議を行った後で報告した

3 相談も報告も､いずれもしなかった

付間 【間16で 1に○をつけた方にうかがいます】

上部団体との相談は労使協議を進める上どのようなものでしたか｡

1 大いに役に立つ助言を受けた

2 やや役に立つ助言を受けた

3 助言は受けたが､ほとんど役に立たなかった

4 助言は受けなかった
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(貴労組の経営参加､労使関係に関する考え方についてうかがいます)

間 17 労組の経営参加 ･対策を強化するために､貴社の労使関係において何が最も必要である

とお考えですか｡一つに○をつけてください｡

1 組合の経営分析能力の強化

2 労使協議機関の付議事項の拡大

3 労使協議機関の付議事項の取 り扱いの強化

4 株主としての労組の発言力強化

5 経営側との日常的な情報交換の強化

6 経営の情報開示の拡大

7 その他 (具体的に :

間 18 労使協議を普及させる､あるいはその実効性を高めるために､なんらかの法制度が必要

であるという考え方があります｡このような考えに対するあなたの意見は､以下のうちの

どれに最も近いですか｡あてはまるもの一つに○をつけて下さい｡

1 法制度は必要である

2 どちらかといえば法制度は必要である

3 どちらかといえば法制度は必要ない

4 法制度は一切必要ない

5 あってもなくてもよい

【間20にお進みください】

【間19にお進みください】

間 19 労使協議にかかわる法制度の必要性をあまり感じない理由は何ですか｡次の中から､あ

なたの考えに最も近いもの一つに○をつけてください｡

1 そもそも労使協議は労使で自主的に行うもので､法律が介入すべきものではないか ら

2 法制度が介入 した場合に､労使協議の良さが失われてしまうか ら

3 法制度が介入 したところで､労使協議が実効的になされるとは思えないか ら

4 法制度が存在 しても､その内容および利用の仕方がよくわか らないことが多いか ら

5 法制度の助けがなくとも､すでに実効的な労使協議を行うことができるか ら

6 その他 ( )

間20 労使協議にかかわる法制度として､どのようなものが必要であるとお考えですか｡次の

中から､必要だと思われるものすべてに○をつけてください｡

1 労働者側が労使協議の開催を要求する権利があることを明記した規定

2 労使協議を進める際の手続に関する規定

3 労使協議を行える対象事項に関する規定

4 労使協議における使用者の情報公開に関する規定

5 労使協議を行う際に必要となる便宜供与 (出席組合役員の賃金保障等)に関する規定

6 その他 ( )
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付間1 間20で1と2のいずれか一つあるいは両方を選択された方にお伺いいたします｡ 1

と2の規定を使用者側に遵守させるために､どのような手段 ･機関が必要であるとお考え

ですか｡次の中から､必要だと思われるものすべてに○をつけてください｡

1 労使協議を実効的に進めるために､アドバイスを行ってくれる機関

2 労使協議がうまくいかなくなったときに､斡旋等を行ってくれる機関

3 規定違反について厳格に取り締まってくれるような機関

4 労使協議で問題となる事項について､情報提供を行ってくれる機関

5 特に機関は必要ではない

6 その他 (

間21 貴労組では経営方針及び経営施策等についての経営参加を進めるのに伴う問題点として､

次のことについてどのようにお考えですか｡

そう思う どちらかと どちらとも どちらかと そうは思わ

いえばそう思う いえない いえばそうは思わない ない

A インサイダー取引の問題を引き起こしかねない 1 2 3 4 5

B 経営と組合との区別がつかなくなる' 1 2 3 4 5

C 組合が経営責任を背負い込むことになる 1 .2 3 4 5

D 団体交渉で強いことを言えなくなる 1 2 3 4 5

間22 平成不況は貴組合や貴社の労使関係にどのような影響を与えたとお考えですか｡次のう

ちあてはまるものすべてに○をつけてください｡

1 組合の経営対策活動を強化した

2 組合員の経営参加に対する期待が強まった

3 組合員の経営参加に対する期待が弱まった

4 組合員の経営に対する不信が強まった

5 経営と組合との信頼関係が強まった

6 組合の経営に対する不信が強まった

7 経営と組合とのコミュニケーションが深まった

8 経営と組合とのコミュニケーションが少なくなった

9 経営が組合に提供する経営情報が詳しくなった

10 経営が組合に提供する経営情報が表面的､形式的なものになった

11 その他 (具体的に : )

12 特に変化はない
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(貴労組の組織状況についてうかがいます)

Fl 貴社の正社員数とパー ト､アルバイ トなどの非正社員数はそれぞれどの程度ですか｡該当

者がいない場合には ｢0人｣､不明の場合には ｢不明｣と記入ください｡

1 正社員数 約

2 非正社員数 約

F2 貴組合の組合員になっている正社員数とパー ト､アルバイ トなどの非正社員数はそれぞれ

どの程度ですか｡該当者がいない場合には ｢0人｣､不明の場合には ｢不明｣と記入くださ

い｡

1 正社員数

2 非正社員数

F3 貴組合の組織率 (貴社の全労働者に対する貴組合の組合員の割合)はどのようになってい

ますか｡

1 10%未満

2 10-30%未満

3 30-50%未満

4 50-70%未満

5 70-80%未満

6 80-90%未満

6 90%以上

F4 貴組合の組合員数は5年前と比較 してどのように変化 しましたか｡

1 10%以上上昇した 4 10%未満減少した

2 10%未満上昇した 5 10%以上減少した

3 ほとんど変わ らない

F5 次のうちどのような人が､組合の組織範囲ですか｡あてはまるものすべてに○をつけてく

ださい｡

1 一般職

2 係長および相当職

3 課長および相当職 (部下あり)

4 課長および相当職 (部下なし)

5 部長及び相当職

6 パー ト･アルバイ トなど非正社員

F6 貴社の産業 ･業種は次のうちどれに該当しますか｡一つに○をつけてください｡

1 鉱業

2 建設業

3 製造業

4 卸売 ･小売業､飲食店

5 金融 ･保険業

6 不動産業

7 運輸業

8 通信業

9 電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業

10 サービス業

11 その他の産業 (具体的に : )
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F7 貴社は次のうちどれに該当しますか｡一つに○をつけてください｡

1 上場企業

2 非上場企業

F8 貴組合が結成された年度を西暦でご記入ください｡

(最後に貴社の経営状況についてうかがいます)

F9 ここ5年間､以下の経営指標はどのような変化がありましたか｡あてはまるもの一つに○

をつけてください

非常に ･やや ほとんど やや 非常に

増加した 増加した かわらない 減少した 減少した

売上高 1 2 3 4 5

F1O 以下の年度で､貴社の経営収支が赤字になった年度すべてに○をつけてください (貴社

の会計年度を基準にお答えください)0

1 1994年度

2 1995年度

3 1996年度

4 1997年度

5 1998年度

6 赤字年度はなかった

労働組合の経営参加について何かご意見ありましたら､ご自由に記入してください｡

【以上でアンケートは終了です｡大変お忙しい中にもかかわらず､ご回答いただきまして有難う

ございました｡】
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90年代の労働者参加に関する調査 *ーrJV-TlヽY/ノJI串リ1j-LaT′JHY､ーJナq7,qノlyMJ｣ヨ_▼●▼ 11二.7｢iノ肌'lプく ′ヨエフFiJJ'J:不Pl

計 10003.00-300 製造 非製 計 1000 30.0- 300 製造 非製.
以上 999 未満 業 遺業 以上 ~999 未満 業 遺業

企業規模 ･産業別集計

1)ある 639 325 197 102-384 250100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0530 284 165 68 322 203 82.9 87.4 83.8 66.7 83.9 81.2
2)ない 103 40 29 32 58 45 16.1 12.3 14.7 31.4 15.1 18.0
3)あつたが､今はない 5 1 2 2 3 2 0.8 0.3 1.0~2.0 0.8 0.8
NA 1 0 1 01 0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0

1)経営方針 .施策のみを協議する機関 530 284 165 68 322 203100.0100.0_100.0100.0100.0 100.047 23 17 6 29 18 8.9 8.1 10.3 8.8 9.0 8.9
2)それ以外の事項をも協議する機関 467 .251 143 62 286 177 88.1 88.4 86.7 91..2 88.-8~87.2
NA 16 10 5 0 7 8 3.0 3.5 3.,0 0.0 2.2 3.9

1)労働協約 530 284 165 68 322 2031-00.0100.0100.0100.0100.0100.0402 230 121 42 242 156 75.8 8,1.0 73.3 6L.8 75.2 76.8
2)就業規則 11 4 3 4 6 5 2.l l.4 1-.8-5.9 1.9 2.5
3)その他の文書 32 12 10 9 20 12 6.0 4.2 6.1 13..2. 6.2 .5.9
4)慣行 65 27 25 10. 44 20 12.3 9.5 15.2 14.7 13.7 9.9
NA 20 11 6 3 10 10 3.8 3.9 3.6 4.4 3.1 4.9

1)定期繭催 530 284 165 68■_322 203100.0 100.0 100.0100.0 100.0 10().0146 73 41 25 93 .52 27.5 25.7 24.8 36.8 28.9 25.6
2)必要の都度開催 110 48p_ 43 18 52 .57 20.8 16.9 26.1 26.5 16.1 28.1

NA 12 6 4 2 5 7 2.3 2.1 2.4 2.9 1.6 3.4

1)ゼロ回
2)1-2回
3)3-4回
4)5-6回
5)7-10回
6)ll-15回
7)16-20回
8)21回以上

NA

平均値

2
1
1
3
9
0
1
3
3
1
0

2

6
6
4
4
7
1
1
1

.

3

8

8
1
4
3
9
6
9
1
2
3
5

6

1
1

1

7

5
2
3
9
2
6
1
5
0
7
0

6

3
2
2
2
4 1

7

4
0
7
0
5
7
2
0
4
9
3

8

6
7
4
2
4
1
1

2

7

0
3
7
3
00
2
4
6
7
0
3

3

1
1
7
6
0
1
1
2

.

5

1
1

1

7

100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0.6 0.0 1.2 1.5 0.3 1.0
22.1 23.6 20.0 20.6 18.9 27.1
21.3 24.6 17.6 19.1 19.6 24.1
14.7 15.8 13.3 13.2 15. 2 13.8
ll.7 9.5 15.8 8.8 12.4 10.8
19.6 14.8 24.8 27.9 22.0 15.8
3.0 3.5 3.0 1.5 4.0 1.5
3.2 4.9 0.0 2.9 4.0 1.5
3.8 3.2 4.2 4.4 3.4 4.4

関への出 況 社

1)常に出席する - 530p284 165 68 ~l322 203100.0100.0100.0100.0.100.0100.0228 120 67 34 ■137 89 43.0 42.3 40.6 50.0.42.5 43.8
2)ほとんど出席する 42 22 13 7 27 15 7.9 7.7 7.9 10.3 8.4 7.4
3)半分程度出席する .23 14 8 1 15 8 4.3 4.9 4.8. 1.5 4.7 .3.9
4)たまに出席する 84 39 33 9 55 26 15.8 13.7 20.0 13.2 17.1 1 2 .8

5)出席 しない 117 67 33 14 70 47 2 2 .1 23.6 20.0 20.6. 21.7 23.2
6)該当者なし 2 1. 1. 0 1 1 0.4 0.4 0.6 0.0 0.3 0.5

1)常に出席する 530 284 165 68■322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2)ほとんど出席する 25 12 6 6~ 16 8 4.7 4.2 3..6 8.8 5.0 3.9
3)半分程度出席する 8 7 0 1 4 4 1.5 2.5 0.0 1.5 1.2 2.0
4)たまに出席する 24 17 6 0 16 8 4.5 6.0 3.6 .0.0 5.0 3.9
5)出席 しない 43 28 10 3_ 23 20 8.1 9.9 6.1 .4.4 7.1 9.9
6)該当者なし 200 85 73 37 125 72 37.7 29.9 44.2 54.4 38.8 35.5
NA 95 40 39 15 57 38 17.9 14.1 23.6 22.1 17.7 18.7

1)常に出席する
2)ほとんど出席する

3)半分程度出席する
4)たまに出席する
5)出席 しない
6)該当者なし
NA

3
0
9
5
6
1
2
0

0
7

1

L､此町
HU

2
4
2
1
6
1
9
9

2
7
2

32

8
2
6
1
1
0
5
3

6
5

5
2
9
2
3
0
4
5

6
4

11

4
2
6
3
8
2
2
1

8
4
1

1

22

0
9
1
6
2
2
1
9

3
4
3

1

1
1

54

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
84.7 85.2 86.1
5.8 5.6 5.5
1.1 1.1 1.2
2.3 2.8 1.8
0.4 0.7 0.0
2.1 0.7 2.4

76.5 85.1 83.7
8.8 6.8 4.4
1.5 0.3 2.5
1.5 1.9 3.0
0.0 0.3 0.5
7.4.2.8 1.0

3.6 3.9 3.0 4.4 2.8 4.9
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 回答比率

計 1000300-300 製造 非製 計 1000300-300 製造 非製

以上 999 未満_業 遺業 以上 999 未満 業 遺業

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0294 156 96 35 178 11355.554.9 58.251.555.355.7
2)ほとんど出席する 47 24 15 7 28 19 8.9 8.5 9.110.3 8.7 9.4
3)半分程度出席する 15 7 5 2 12 2 2.8 2.5 3.0 2.9 3.7 1.0
4)たまに出席する 60 47 10 2 39 21 ll.3 16.5 6.1 2.9 12.110.3
5)出席 しない 43. 22 14 6 26 17 8.1 7.7 8.5 8.8 8.1 8.4
6)該当者なし 22 4 8 9 14 7 4.2 1.4 4.8 13.2 4.3 3.4
NA 49 24 17 7 25 24 9.2 8.5 10.3 10.3 7.8 11.8

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0 100.0100.0246 131 77 31 135 11046.446.146.745.641.9_54̀2
2)ほとんど出席する 41 22 12 7 24 17 7.7 7.7 7.3 10.3 7.5 8.4
3)半分程度出席する 26 14 9 2 20 5 4.9 4.9 5.5 2.9 6.2 2.5
4)たまに出席する 62 44 10 5 45 15 ll.7 15.5 6.1 7.4 14.0 7.4
5)出席 しない 61 31 25 4 40 20 ll.5 10.9 15.2 5.~9 12.4 9.9
6)該当者なし 34 17 9 8 25 9 6.4 6.0 5.5 11.8 7.8 4.4
NA 60 25 ~23 11 33 27 ll.3 8.8 13.9 16.2 10 . 2 13.3

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0209 104 69 30 166 4239.436.641.844.151.620.7
2)ほとんど出席する 36 21 10 5 29 7 6.8 7.4 6.1 7.4 9.0 3.4
3)半分程度出席する 17 9 5 2 13 3 3.2 3.2 3.0 2.9 4.0 1.5
4)たまに出席する 52 40 11 0 38 13 9.8 14.1 6.7 0.0 11.8 6.4
5)出席 しない 47 24 17 5 28 17 8.9 8.5 10.3 7.4 8.7 8.4
6)該当者なし 98 50 32 14 23 75 18.5 17.6 19.420.6 7.136.9
NA 71 36 21 12 25 46 13.4 12.7 12.7 17.6 7.822.7

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0207 117 57､26 129 7739.141.234.538.240.137.9
2)ほとんど出席する 43 26 10 7 29 14 8.1 9.2 6.110.3 9.0 6.9
3)半分程度出席する 20 14 5 0 13 6 3.8 4.9.3.0 0.0 4.0 3.0
4)たまに出席する 56 41 14 1_41 15-10.6 14.4 8.5 1.5 12.7 7.4
5)出席 しない 56 25 25 5 32 22 10.6 8.8_15.2 7.4 9.9 10.8
6)該当者なし 74 26 28 18 42 3114.0 9.2 17.026.5.13.0 15.3
NA 74 35 26 11 36 38 14.0 12.3 15.8 16.2.ll.2 18.7

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.090 38 30 19 67 22 17.0 13.4 18.227.920.8 10.8
2)ほとんど出席する 20 .11 7 1 14 6 3.8 3.9 4.2 1.5 4.3 3.0
3)半分程度出席する 15 9 5 1 11 4 2.8■3.2 3.0 1.5 3.4 2.0
4)たまに出席する 59 35 20 2 47 11ll.112.3 12.1 2.9 14.6 5.4
5)出席 しない 123 88 27 5 88 3323.231.0 16.4 7.427.3 16.3
6)該当者なし 115 48 44 21 45 6921.7 16.926.730.9 14.034.0
NA 108 55 32 19 50 5820｣4 19.4 19.427.9 15.528.6

1)常に出席する 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0219 115 71 28 119 9941.340.543.041.237.048.8

3)半分程度出席する 12 9 3 0 8 4 2.3 3.2 1.8 0.0 2.5 2.0
4)たまに出席する 71 37 23 8 52 17 13.4 13.0 13.9 11.8 16.1 8.4
5)出席 しない 95 55 28 9 70 23 17.9.19.4 17.0 13.221.7 11.3

NA 67 31 19 15 34 33 12.6 10.9 11.522.110.6 16.3

1)常に出席する 530 284--165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.071 37 23 8 49 22 13.4 13.0 13.9 11.8 15.2 10.8
2)ほとんど出席する 3 3 0 0 2 1 0二6 1.1 0.0 0.0 0.6 0.5
3)半分程度出席する 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0｣0 0.0 0.-0
4)たまに出席する 1 0 1 0 1 0 0.2 0..0 0.6 0.0 0.3 0.0
5)出席 しない 17 8 8 1 10 7 3.2 2.8 4.8 1.5 3.1 3.4
6)該当者なし 54 19 16 ,16 36 17 10.2, 6.7 9.723.5 11.2 8.4
NA 384 217 117 43 224 156 72.576.4 70.963.269.676.8

Nl,11議事項である [喜…… 軍喜 壬昌… 喜… ……… 耶 oElg25;…1g…:…1g…;冨1g§;冒1g…;20
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 .産業別集計

回答件数 回答比率

計 1000300-300 製造 非製 計 1000300-300 製造 非製
以上 999 未満 業 造業 以上 999 未満 業 遺業._

1)説明報告 506 269 158 66 311 190100.0100.0100.0100..0100.0100.0334 177 104 44 216 114 66.065.865.866.769.560.0.
2)意見聴取 60 38 18 4 3̀7 23 ll.9 14.111.4 6.111.9 12.1
3)協議 75 38 23 12 36 38 14.8 14.114.6 18.2 11.620.0
4)同意 3 1 2 0 2 1 0.6 0.4 1.3 0.0 0.6 0..5
NA 34 15 11 6 20 14 6.7 5.6 7.0 9.1 6.4 7.4

1)事後的に説明されるだけ 506 269 158 66 311.190100.0100.0100..0100.0100.0100.0
2)事前に説明されるだけ 123 65 39 18 81 4124.324.224.7.27.326.021.6
3)意見を述べ､回答することがあろ 216 119 67 23 131 84 42.744.242.434.842.144.2■
4)会社案が修正されることがある 41 23 12 .5 20 _20 8.1 8.6 7.6 7.6 6.4 10.5
5)組合と協議 して実行 26 10 11 5 16 10 .5.1 3.7 7.0 7.6 5..1 5.3
NA 9 2 3 _1 5 3 1.8 0.7 1.9 1.5 1.ー6 1.6

1)説明報岳 452 240 141 59 299 148100.0100.0100.0100.0100.0100.0264 147 83 26-177 84.58.461.358.944.159.256.8
2)意見聴取 52 26 18 8 36 15 ll.5 10.8 12.8 13~.6 12.0 10.1
3)協議 91 49 .25 15 57 33 20.120.4 17.725.4 19.122.3
4)同意 9 4 5 0. 7 2 2.0 1.7 3.5 0.0 2.3 1.4
NA 36 14 10 10 22 14 8.0 5.8 7.116.9 7.4 9.5

1)事後的に説明されるだけ 452 240 L141 59.299 148100.0100.0100.Opl00.0100.0100.079 38. 29 11 .53 26 17.5 15.8 20.6 18.6 17.7 17.6
2)事前に説明されるだけ 94 50 33 10 64 28 20.820.823.4 16.921.4 18.9
3)意見を述べ､回答することがある 191 112 54 19 131 59 42.346.738.3 3 2 .2 43.8 39.9

4)会社案が修正されることがある 40 22 6 11 21 19 8.8 9.2 4.3 18.6 7.0 12.8
5)組合と協議 して実行 34 15 13 5 23 10 7.5.6.3 9.2 8.5 7.7 6.8

1)説明報告 452 243 .137 60 275 172100.0100.0100.0100.0100.0100.0309 166 100 34 188 117･68.468.373.056.768.4 68.0
2)意見聴取 55 132 14 9 35 19 12.2 13.2 10.2 15.0 12.7 11.0
3)協議 36 19 10 7 16 20 8.0 7.8-7.3 11.7 5.8 11.6
4)同意 5 2 3 0 4 1 1.1 0.8 2.2 0.0 1.~5 0.6
NA 47 24 10 10 32 15 10.4 ~9.9 7.-3 1_6.7 11.6 8.7

1)事後的に説明されるだけ 452 243 137 60 275 172100.0100.0100.0100.0100.0100.0103 54 37 11 65' 38 22.822.227.0 18.323.622.1
2)事前に説明されるだけ 126 67 40 18 82 42 27.927.629.230.0~29.824.4
3)意見を述べ｣回答することがある 174 99 48 20 105 6738.540.735.033.338.239.0
4)会社案が修正されることがある 23 .14 5 4 7 16 5.1 5.8 3.6 6.7 2.5 9.3
5)組合と協議 して実行 14 6 3 5 9 5 3.1 2.5 2.2 8.3 3.3 2.9
NA 12 3 4 '2 7 4 2.7 1.2 2.9 3.3 2.5 2.3

Nl,11議事項である …… ……… …4:gll…3;go12…;≡1器･:冨123;≡12害;2812…;冒
Q6-d2 資金計画 ･実績 労使協議での取り扱い

1)説明報告
2)意見聴取
3)協議
4)同意

NA

390 204 126 50 241 144
284 153 96 30 177 103
40 21 10 9 25 15
24 10 7 6 11 13
4 2 2 0 3 1
38 18 11 5 25 12

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
72.875.076.260.0 73.471.5
10.3 10.3 7.9 18.0 10.4 10.4
6.2 4.9 5.6 12.0 4.6 9.0
1.0 1.0 1.6 0.0 1.2 0.7
9.7 8.8 8.7 10.0 10.4 8.3
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 . 回答比率

計 1000 300-300 製造 非製 計 1000 300- 300 製造 非製
以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 業 造業

1)事後的に説明されるだけ 390 204 126 50 241 14 4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0111 55 40 15 72 38 28.5 27.0 31.7 30.0 29._9 26 .4

2)事前に説明されるだけ 115 58 41 14 75 38 29.5 28.4 32.5 28.0 31.1 2 6.4

3)意見を述べ､回答することがある 124 75 33 12 74 -50 31.8 36.8 26.2 24.0 30.7 34.7

4)会社案が修正されることがある 16 9 6 1 5 11 4.1 4.4 4.8 .2.0 2.1 7.6

5)組合と協議して実行 9 3 2' 4 7 2 2.3 1.5 1.6 8.0 2.9. 1.4

NA 15 4 4 4 8 5 3.8 2.0 3.2 8.0 3.3 3.5

1)説明報告 400 208 128 53 254 141 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01279 150 92 3 2 182 9 4 69.8 72 .1 71.9 60.4 71.7 66.7

2)意見聴取 44 24 13 7 28 16 ll.0 11.5 10.2 13.2 11.0 11.3

3)協議 36 16 9 9 17 18 p9.0 7.7 7.0 17.0 6.7 12.8

4)同意 5 2 3. 0 4 1 1.3 1.0 2.3 0.0 1.6 0.7

NA 36 .16 11 5 23 12 -9.0 7 . 7 8.6 9.4 9.1 8.5

1)事後的に説明されるだけ 400 208 128 53 254 141 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2)事前に説明されるだけ 115 61 38 15 77 37 28.8 29.3 29.7 28.3 30.3 26. 2

3)意見を述べ､回答することがある 137 81 39 13 81 5 6 34.3 38.9 30.5 24.5 31.9 39.7

4)会社案が修正されることがある 23 12 7 3 11 11 5.8 5.8 5.5 5.7 4.3 7.8

5)組合と協議して実行 ･14 4 4ー 5 10 3 3.5 1.9 3.1 9.4 3.9 2.1

1)説明 報 告 483 256 153 62 294 184 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0220 125 68 23 142 .78 45.5 48.8 44.4 37 .1 48.3 42.4

2)意見聴取 62 33 24 5 44 18 12.8 12.9 15.7 8.1 15.0 9.8

3)協議 127 62 41 19 63 6126.3 24.2 26.8 30.6 21 .4 .33.2

4)同意 21 12 7 2 13 8 4.3 4.7 4.6 ~3.2 4.4 4.3

NA 53 24 13 .13 -32 19 11一0 9i4 8.5 21.0 10.9 10.3

1)事後的に説明されるだけ 483 256 153 62 294 184 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.045 22 13 9 28 16 9.3 8.6 8.5 14.5 9.5 .8.7

2)事前に説明されるだけ 105 57 33 14 72 33 21.7 22.3 21.6 22.6 24.5 17.9

3)意見を述べ､回答することがある 187 105 65 1 2 117 68 38.7 41.0 42.5 19.4 39.8 37.0

4)会社案が修正されることがある 60 34 11 14 31 28 12.4 13.3 7.2 22.6 10.5 15.2

5)組合と協議して実行 75 35. 27 11 39 35 15.5 13.7 17.6 17.7 13.3 19.0

NA 11 3 4 2 7 4 2.3 1.2 2.6 3.2. 2.4 2.2

1)説明報告 478 259 150 58 296 177 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0-118 61 41 15 62 56 24.7 23.6 .27.3 25.9 20.9. 31.6

2)意見聴取 36 17 .14. 5 23 13 7..5 6.6 9.3 8.6 7.8 7.3

3)協議 212 125 56 24 140 68 44.4 48.3 37.3. 41.4 47.3 38.4

4)同意 49 28 17 4 31 18 10.3 10.8 11.3 6.9 10.5 10.2

NA -63 28 22 10 40 22 13.2 10.8 14.7 17.2 13.5 12.4

1)事後的に説明されるだけ
2)事前に説明されるだけ
3)意見を述べ､回答することがある
4)会社案が修正されることがある
5)組合と協議して実行

NA

6
4
5
4
5
0
8

9
1
2
8
4
2

21

8
3

0

1

1

8

5

5

1

1

1

1

0
2
5
0
1
8
4

5
1
1
4
2
5

1

9
0
2
00
3
2
4

5
1
2
7
4
0

21

8
6
8
3
6
1
4

7
2
4
3
7
8
1

4

1

1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

5.4 3.9 8.0 5.2 4.7 6.8

10.0 8.5 10.0 17.2 8.4 13.0

27.8 30 .1 26.7 19.0 28.4 26.6

15.9 16.6 14.0 19.0 15.2 16.9

37.9 39.4 38.7 31.0 40.5 33.3

2.9 1.5 2.7 8.6 2.7 3 .4
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*90年代の労働者参加に関する調査 *. 企業規模 .産業別集計

回答件数 回答比率
計 1000300-300 製造 非製■計 1000300-300 製造 非製

以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 ◆業 造業

172 98 55 .16 107 64 35.537.337.425.4-35.935.2
2)意見聴取 56 33 19 4 38 18 ll.5 12.5 12.9 6.3~12.8 9.9

4)同意 31. 16 10 5 17 13 6.4 6.1 ,6.8 7.9 5.7 7.1
NA 62 28 18 12 39 22 12.8 10.6_12.2 19.0 13.112.1

1)事後的に説明されるだけ 485 263 147 63 298 182100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2)事前に説明されるだけ 69. 39 17 12 42 26 14.2 14.8 11.6 19.0 14.114.3
3)意見を述べ､回答することがある 165 95 52 14 99 6534.036.1 35.4 22.233.2 .35.7
4)会社案が修正されることがある 85 47 25 12 55 29 17 .5 17.9 17.0 19.0 18.5 15..9

5)組合と協議して実行 120 59 40 19 73 4.5 24.722.4 27.230.224.524.7
NA 9 5 2 0 5 _4 1.9 1.9 1.4 0.0 1.7 2.2

1)説明報告 480 258 150 60 297 178100.0100.0100.0100.0.100.0100.0217 122 70 20 135 8045.2.47.346.733.345.544.9
2̀)意見聴取 61 3~3 18 10 40 21 12.7 12.8 12.0 16.7.13.-5 11.8
3)協議 129 69 38 17 78 49 26.926.7.25.328.326.327.5
4)同意 . 19 10 8 1 11 8 4.0 3.9 5.3 1.7 3.7 4.5
NA 54 .24 16 12 33 20 ll.3 9.3-10.720.0 11.111.2

1)事後的に説明されるだけ 480 258 150 60 297 178100.0100.0100.0100.0.100.0100.0
2)事前に説明されるだけ 93 47 31 .14 62p 30 19.4 18.220.723.320.9 16.9
3)意見を述べ､回答することがある 189 108 61 15 121 67 39.441.940.725.040.737.6
4)会社案が修正されることがある 47 26 12 8 21 25 9.8 10.1 8.0 13.3 7.114.0
5)組合と協議して実行 87 47 25 14 53 34ー18.118.2 16.723.3 17.8 19.1
NA 15 5 5 2 10 4 3.l l.9 3.3 3.3 3.4 2.2

1)説明幸良告 443 229 140 62 264∫174100.0100.0100.0100.0100.0100.0286 150 95 34 182 99~64.665.567.954.8 68.956.9
2)意見聴取 47 23 15 9 28 19 10.6 10.0 10.7 14.5 10.6 10.9
3)協議 58 29 14 13 21 37 13.112.7 10.021.0 白.021.3

NA 45 25 11 6 29 16 10.2 10.9 7.9.9.7 11.0 9.2

1)事後的に説明されるだけ 443 229 140 62 264-174100.0.100.0100.0100.0100.0100.088 46p27 14 59 29 19.920.119.322.6 22.316.7

2)事前に説明.されるだけ 126 62 47 16 86 38 28.427.133.625.8 32.621.8
3)意見を述べ､回答することがある 159 88 49 16 92 65 35.938.435.025.8_34.837.4
4)会社案が修正される.ことがある 31 19 7 5 11 20 7.0 8.3 5.0 8.ト 4.~211.5
5)組合と協議して実行 27 13 5 8 10 17 6.1 5.7 3.6 12.9.3.8 9こ8
NA 12 1 _5 3 6 5 2.7 0.4 3.6 4.8 2.3 2.◆9

吏

1)説明報告
2)意見聴取
3)協議
4)同意

NA

9
9
0
6
3
1

2
5
2
3

1

1

8
00
6
4
5
5

4
5
3
2

2

21

5
9
8
0
0
8

5
2

1

9
0
8
6
3
2

2
00
1
1

1

1

6
6
0
1
5
4

8
0
3
3

1

11

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
57.157.062.052.763.745.7
14.7 16.114.0 14.5 14.5 15.5
16.2 16.7 12.4 18.2 9.727.9
2.4 2.7 2.3 0.0 2.0 2.3
9.7 7.5 9.3 14.5 10.1 8.5

5 8 1



*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 . 回答比率

計 1000300-300 製造 非製 計 1000 300- 300 製造 非製

以上 .999 .未満 業 遺業 以上 999 _未満 業 遺業

1)事後的に説明されるだけ 382 186 129 .55 248 129 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .100.072 40 21 10 55 17 18.8 21.5 16.3 18.2 22.2 13.2
2)事前に説明されるだけ 115 50 48 16 83 32 30.1 26.9 37.2 29.1 33.5 24.8
3)意見 を述べ､回答することがある 128 64 44 15 82 44 33.5 34.4 34.1 27.3 33.1 34.1
4)会社案が修正されることがある 26 14 6 6 10 15 6.8 7.5 4.7 10.9 4.0 11.6
5)組合 と協議 して実行 30 16 6 6 14 15 7.9 8.6 4.7 10.9 5.6 11.6
NA 11 2 4 2 4 6 2.9 1.1 3.1 3.6 1.6_4. 7

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ー296 156 100 33 182 111 55.8 54.9 60.6 48.5 56.5 54.7
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 111 61 29 19 65 -45 20.9 21.5 17.6 27.9 20.2 22.2
3)最後 まで意見一致は見られず 15 4 9 2 10 5 2.8 1.4 5.5 2.9 3.1 2.5
4)付議事項でない .98年度は協議なし 66 41 14 10 41 24 12.5 14.4 8.5 14｣7 12.7 11.8
NA 42 22 13 4 24 18 7.9 7.7 7.9 5.9 7.5 8.9

Q7-b 生産計画 .実績 _ 98年度労使協議で意見の食い違いがあ ったか

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0270 144 88 35 183 85 50.9 50.7 53.3 51.5 56.8 41.9
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 95 50 28 14 63 31 17.9 17.6 17.0 20.6 19.6.15.3
3)最後まで意見一致は見 られず 15 7 5 3 10 5 2.8 2.5 3.0 4.4 3.1 2.5
4)付議事項でない .98年度は協議なし 71 43 18 8 32 37 13.4 15.1 10.9 11.8 9.9 18.2
NA 79 40 26 8 34 45 14. 9 14.1 15.8 11.8 10.6 22.2

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.pO l00.0 100.0 100.0 100.0 100.0281 155 83 37 174 103 53.0 54.6 50.3 54.4 54.0 50.7
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 74 39 18 15 39 35 14.0 13.7 10.9 22.1 12.1 17.2
3)最後 まで意見一致は見られず 11 4 6 1 7 4 2.l l.4 3.6 1.5 2.2 2.0
4)付議事項でない .98年度は協議なし 92 51 31 9 56 35 17.4 18.0 18.8 13.2 17.4 17.2■
NA 72 35 27 6 46 26 13.6 12.3 16. 4 8.8 14..3 12.8

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0236 130 71 32 153 82 44.5 45.8■43.0 47.1 47.5 40.4
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 53 28 17 6 30 22 10.0 9.9 10.3 .8二8 9.3 10.8
3)最後 まで意見一致は見 られず 2 1 1 0 1 1 0.4 0.4 0.6 0.0 0.3 0.5
4)付議事項でない .98年度は協議なし 137 74 44 16 78 56 25.8 26.1 26.7 23.5 24.2 27.6
NA 102 51 32 14 60 42 19.2 18.0 19.4 20.6 1◆8.6 20.7

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100_.0231 131 64 32 154 76 43.6 46.1 38.8 47.1 47.8 37.4
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 52 25 17. 8 27 24 9.8 8.8 10.3 11.8 8.4 11.8
3)最後 まで意見一致は見 られず 8 2 5 1 6 2 1.5 0.7 3.0 1.5 1.9 1.0
4)付議事項でない .98年度は協議なし 138 .75 46 14 79 56 26.0 26.4 27.9 20.6 24.5 27.6
NA 101 51 33 13 56 45 19.1 18.0 20. 0 19.1 17. 4 22.2

1-)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0229 129 68 29 144 83 43.2 45.4 41.2 42.6 44.7 40.9
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 156 84 48 19 88. 65 29.4 29.6 29.1 27.9 27.3 32.0
3)最後まで意見一致は見 られず 19 6 10 3 13 6 3.6 2.1. 6.1 4.4 4.0 3.0
4)付議事項でない .98年度は協議なし 69 36 23 9.42 27 13.0 12.7 13.9 13.2 13.0 13.3
NA 57 29 16 8 35 .22 10.8 10.2 9.7 11.8 10.9 10.8

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0162 88 50 22 92 69 30.6 31.0 30.3 32.4 28.6 34.0
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 181 117 43 15 109 68 34.2 41.2 26.1 22.1 33.9 33.5
3)最後まで意見一致は見 られず 11 2 7 2 3 8 2.1 0.7 4.2 2.9 0..9 3.9
4)付議事項でない .98年度は協議なし 112 47 44 20 76 36 21.1 16.5 26.7 29.4 23.6 17.7
NA 64 30 21 9 42 22 12.1 10.6 12. 7 13.2 13.0 10. 8

1)最初から意見の食い違いはなかった

2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り
3)最後まで意見一致は見 られず

4)付議事項でない ･98年度は協議なし

NA

3

1
2
5
3
2

0
6
8
1
2
2

2

2
0
4
0
5
3

2
1
2
2
3
3

3
1
1

8
1
5
6
8
8

6
2
2

5
8
9
2
8
00

6
4
6
1
1
1

日H4
0
0
8
1
5

8
0
1
1
3
2

2
1

1

0

2
9
6
8
5

3
7
0
3
5
5

5
1
2

100.0 100.0 100.0 100.0
32.5 35.2 29.1 30.9
39.4 38.7 41.8 36.8
6.8 6.3 7.3 8.8
10.9 10.9 10.9 11.8
10.4 8.8 10.9 ll.8

100.0 100.0
34.2 30.0
38.5 40.4
6.2 7.4
10.9 11.3
10.2 10.8

582



*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模.産業別集計

回答件数 回答比率
計 1000300-.300 -製造 非製 計 . 1000300-300 製造 非製

以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 業 造業

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0212.120 59 27 127 8140.042.3 35.839.739.439.9
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 145 88 42 13 92 53 27.-4 31.0 25.5 19.128.626.1
3)最後 まで意見一致は見 られず 10 4 4 2 4 6 1.9 1.4 2..4 2.9 1.2 3.0
4)付議事項でない .98年度は協議なし 108 49 39 19 66 4120.4 17.323.627.920.520.2
NA 55 23 21 7 33 22 10.4 8.1 12.7 10.3 10.2 10.8

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0254 135■78 35 156 94 47.947.547.351.548.446.3
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 86 45 28 12 42 .44 16.2115.8 17.0 17.6 13.021.7
3)最後まで意見一致は見 られず 16 7 5 4 7 9 3.0 2.5 3.0°5.9 2.2 4.4
4)付議事項でない .98年度は協議なし 100 59 28 11 68 -3118.920.8 17.0 16.221.115.3
NA 74 38 26 6 49 25 14.0 13.4 15.8 8.8 15.2 12.3

1)最初から意見の食い違いはなかった 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0202 106 61 29 138 6138.137.3 37.042.642.930.0
2)最初食い違い､最終的に歩み寄 り 50 25 17 7 30 19 9.4 8.8 10.3 10.3 9.3 9.4
3)最後まで意見一致は見 られず 6 4 1 1 4 2 1.1-1.4.0.6 1.5-1.2 1.0
4)付議事項でない .98年度は協議なし 154 82 50 20 90 63 29.128.930.329.428.0.31.0
NA 118 67 36 11 60 58 22.323.621 .8 16.2 18.628.6

1)提供される 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0365 188 114 51 221 14168.966.269.175.068.669.5
2)捷供 されない 102 65 29 8 67 34 19.222.9 .17.6 11.820.8 16.7

NA 45_ 23 15 6 22 22 8.5 8.1 9.1 8.8 6.8 10.8

1)直ちに知 らせる 365 188 114 51 221 141100.0100.0100.0100.0100.0100.0200 93 70 31 133 66 54.849.561.460.860.246.8
2)ある期限が過 ぎれば知 らせる 97 49 30 16 53 43 26.626.126.331.4 24.030.5
3)ある期限が過 ぎても知 らせない 43 31 9 1 27 15 ll.8 16.5 7.9 2.0 12.2 10.6
NA ー25 15 5 3 8 17 6.8 8.0 4.4 5.9 .3.6 12.1

1)提供 される 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0325 167 103 45 195 128ー61.358.862.466.260.663.1
2)提供されない 114 70 33 1.1 72 41 21 .5 24.620.0 16.2 22.4 20.2

3)そうしたデータはない 36 17 15 3 23 12 6.8 6.0 9.1 4.4 7.1 5.9
NA 55 30. 14 9: 32 22 10.4 10.6 8.5 13.2.9.9 10.8

1)直ちに知 らせる 325 167 103 45 195 128100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2)ある期限が過 ぎれば知らせる 108 60 32 13 60 4733.235.931.128.930.836.7
3)ある期限が過 ぎても知らせない 37- 23 11 3 25 12 ll.4 13.8 10.7 6.7 12.8 9.4
NA 20 9 7 2 9 11 6.2 5.4 6.8 4.4 4..6 8.6

1)提供される. 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0485 269 146 58 299 182 91.5194.788.5.85.392.989.7

3)そうしたデータはない 5 1 2 2 3 2 0.9 0.4 1.2 2.9 0.9 1.0
-NA 27 1r 11 4 14 12 5.1ー3.9 6.7 5.9 4.3 5.9

1)直ちに知 らせる 485 269 146 58 299 182100.0100.0100.0100.0100.0100.0285.149 90 39 193 90 58.855.4 61.667.264.549.5
2)ある期限が過 ぎれば知ちせる 157 95 43 16 88.67 32.4 35.3-~29.5 27.629.4 36.8
3)ある期限が過 ぎても知 らせない 18 12 5 1 9 9 3.7 4.5 3.4 1.7 3.0 4.9
NA 25 13 8 2 9 16 5.2 4.8 5.5 3.4 3.0 8.8

1)提供される 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0484 263 153 56 302 179 91.392｣692.782.493.888.2
2)提供されない 14 5 4 5 5 8 ･2.6 1.8 2.4 7.4 1.6 3.9
3)そうしたデータはない 4 2 1 1 2 2 0.8 0.7 0.6 1.5 0.6 1.0
NA 28 14 .7 6 13 14 5.3 4.9 4.2 8.8 4.0 6.9

1)直ちに知 らせる
2)ある期限が過 ぎれば知 らせる
3)ある期限が過 ぎても知 らせなし
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 回答比率
計 1000300-300 製造 非製 計 1000-300-300 製造 非製

以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 業 造業

1)提供される J530.284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.010-0.0453 250 139 52 ~289 16085.588.084.276.589.878.8
2)提供されない . 30 13 9 8 14 16 5.7 4.6 5.5 11.8 4.3 7.9
3)そうしたデータはない 12 6 5 1 5 7 2.3 2.1 3.0 1.5 1.6 3.4
NA 35 15 12 7 14 20 6.6.5.3 7.3 10.3 4.3 9.9

1)直ちに知らせる 453 250 139 52 289 160100.088.084.276.589.878.8240 131 75 28 166 7245.346.145.541.251.635.5
2)ある期限が過ぎれば知らせる 158 97 44 14 94 6229.834.226.7'20.629.230.5
3)ある期限が過ぎても知らせない 28 11 10 6 18 10 5.3 3.9 6.1 8.8 5.6 4.9
NA 27 11 10 4 11 16 ･5.1 3.9 6.1 5.9 3.4 7.9

1)提 供される 530 284 165 68 322 203 100.0,100.0 100.0 100.0100.0 100.0472 265 139 57 293 17589.193.3 84.2 83.8 91.086.2
2)提 供されない 26 6 12 8 11 15 4.9 2.1 7.3 11.8 3.4 7.4.
3)そうしたデータはない 4 2 2 0 2 2 0.8 0.7 1.2 0.0 0.6 1.0
NA 28 11 12 3 16 11 5.3 3.9 7.3.4.4 5.0 5.4

1)直ちに知らせる 472 265 139 57 293 175100.0100.0100.0100.0100.0100.0256 136 77 37 178 7654.251.355.■464..960.843.4
2)ある期限が過ぎれば知らせる .169 101 49 16 97 7035.838.135.328.133.1 40.0

3)ある期限が過ぎても知らせない 22 15 5 2 9 13 4.7 5.7 3.6 3.5 3.1 7.4
NA 25 13 8 2 9 16 5.3 4.9 5.8 3.5-3.1 9.1

1)提供される
2)提供されない
3)そうしたデータはない
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93.495.493.386.894.492.1
2.3 0.7 3.0 7.4 1.6 3.4
0.2 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0
4.2 3.5 3.6 5.9 3.7 4.4

Q8-g2 年間経常利益 組合員に知らせる時期

1)直ちに知らせる 495 271 154 59 304 187100.0100.0100.0100.0100.0100.0270 142 86 36 185 8454.552.455.861.060.944.■9
2)ある期限が過ぎれば知らせる 185 108 54 20 103 7937.439.935.133.933.9.42.2
3)ある期限が過ぎても知らせない 16 8 7 1 8 8 3.2 3..0 4.5 1.7 2.6 4.3
NA 24 13 7 2 8 16 4.8 4.8 4.5 3.4 2.6 8.6

1)提供される 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0352 201 106 40 226 12466.470.864.258.870.261_.1
2)提供されない 95 46 29 15 56 38 17.9 16.2 17.622..117.4 18.7

NA 51 25 16 8 25 25 9.6 8.8 9.7 11.8 7.8_12.3

1)直ちに知らせる -352 2011106 40 226 124100.0100.0100.0100.0100.0100.0143 77 46 18 100 4240.638.343.445.044.233.9
2)ある期限が過ぎれば知らせる 121 75 29 16 71 5034.4.37.327.440.031.440.3
3)ある期限が過ぎても知らせない 65 36 23 5 42 22 18.5 17.9.21.7 12.5 18.6 17.7
NA 23 13 8 1 13 10 6.5 6.5 7.5 2.5 5.8 8.1

1)提供される 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0186 86 65 31 122 6335.130.339.445.637.931.0
2)提供されない 157 88 48 .18 104 5229.631.029.126.532.325.6
3)そうしたデータはない 108 64 30 11 64 42 20.4 22.5 18.2 16.2 19.920.7

NA 79 46 22 8 32 46 14.9 16.2 13.3 11.8 ~9.922.7

1)直ちに知らせる 186 86 65 31 122 63100.0100.0100.0100.0100.0100.086 36 31 16 63 2246.2 41.9 47.7 51.651.6 34.9

2)ある期限が過ぎれば知らせる 58 28 21 9 35 23 31.232.632.329.028.736.5
3)ある期限が過ぎても知らせない 31 19 8 4 19 12 16.7 22.112.3 12.9 15.6 19.0
NA 11 3 5 2 5 -6 5.9 3.5 7.7.6.5 4.1 9.5.

1)提供される
2)提供されない
3)そうしたデータはない
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 .産業別集計

回答件数 回答比率
計 1000 300-300 製造 非製 計 1000 300- 300 製造 非製

以上 999 未満 業 造業 .以上 999 未満 業 造業

1)直ちに知らせる 248 122 86 35 159- 86 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0129 56 50 20 90 37 52.0 45.9 58.1 57.1 56.6 -43.0

2)ある期限が過ぎれば知らせる 75 40 24 11 43 32 30.2 3 2 .8 27.9 31.4 .27.0 37.2

NA 15 .8 4 2 7 8 6.0 6.6 4.7 5.7 4.4 9.3

1)提供される 530 284 165- 68 322 203 100.0 100.0.100.0 100.0 100.0 100.0267 126 98 38 168 96 50.4 44.4 59.4 55.9 52.2 47.3

3)そうしたデータはない 88 55 21 10 49 38 16.6 19.4 12.7 14.7 15.2 ー18.7

NA 67 37 20 8 26 40 12.6 13.0 12.l l.1.8 8.1 19.7

1)直ちに知らせる 267 126 98 38 168 96 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0143 61 57 22 98 43 53.6 48.4 58.2 57.9 58.3 44.8

2)ある期限が過ぎれば知らせる 89 47 30 12 50 3 9 33.3 37.3 30.6 31.6 29.8 40.6

3)ある期限が過ぎても知らせない 20 11 6 2 13 6 7.5 8.7 6.1 5.3. 7.7 6.3

.NA 15 7 5 2 7 8 5.6_ 5.6 5.1 5.3 4.2 8.3

1)提供される 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0373 213 105 -4 4 240 130 70.4 75.0 63.6 64.7 74.5 64.0

2)提供されない 86 41 35 10 49 37 16.2 .14.4 21.2 14.71 15.2 18.2

3)そうしたデ｣タはない 20 6 7 6 9 10 3.8 2 .1 4.2 8.8 2.8 4.9

NA 51 24 18 8 24 26 9.6 8.5 10.9 11.8 7.5 12.8

1)直 ち に知らせる 373 213 105 44 240 130 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0137 74 41 16 96 40 36.7 34.7 39.0 36.4 40.0 30.8

2)あ る期限が過ぎれば 知 らせる 144 83 44 16 97 47 38.6 39.0 41.9 36 .4 40.4 36.2

3)あ る期限が過ぎても 知 らせな い 66 40 15 9 35 29 17.7 18.8 14.3 20.5 14-.6 22.3

NA 26 16 5 3 12 14 7.0 7.5 4.8 6.8 5.0 10.8

1)提供される 530 284.165 68 322. 203 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.03.81 209 111 50 234 144 71.9 73.6 67.3 73.5 72.7 70.9

2)提供されない 83 43 33 7 54 29 15.7 15.1.20｣0 10.3 16.8 14.3

3)そうしたデータはない 18 8 5 5 8 9 3.4 2.8 3.0 7.4 2.5 4.4

NA 48 24 16 6 26 21 9.1 8.5 9.7 8.8 8.1 10.3

1)直ちに知らせる 381 209 111 50 234 _144-100.0 100.0 100｣0 100.0 100.0 100.0132 67 42 .18 94 37 34.6 32.1 37.8 36.0 40.2 25.7

2)ある期限が過ぎれば知らせる 147 80 45 20 87 59 38.6 -38.3 40.5 40.0 3 7 .2 41.0

3)ある期限が過ぎても知らせない 78 47 20 9 43 34 20.5 22.5 18.0 18.0 18.4 23.6

NA 24 15 4 3 10 14 6.3 7.2 3.6 6.0 4.3 9.7

1)提供される 530 284 165 68 322 203 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.020 8 9 3 13 7 3.8 2.8 ■5.5 4.4 4.0 3.4

2)提供されない 6 5 1 0 5 1 1.l l.8 ..0.6 0.0 1.6 0.5

3)そうしたデータはない 8 1 ■6 1 6 -2 1.5 0.4 3.6 1.5 1.9 1.0

NA 496 270 149 64 298 193 93.6 95.1 90.3 94.1 92.5 95.1

1)直ちに知らせ畠 20 8 9 3 13 7 100.0 100.0 100.0.100.0 100.0 100.08 3 4 1 4 4 40.0 37.5 44.4 33.3 30.8 57.1

2)ある期限が過ぎれば知らせる 7 3. 3 1 5 2 35.0 37.5 33.3 33.3 38.5 28.6

3)ある期限が過ぎても知らせない 1 1 0 0 1 0 5.0 12.5 0.0 0..0 7.7 0.0

NA 4 1 2 - 1■ 3 1 20.0 12.5 22.2 .33.3 23.1 14.3

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

34.0 43.0 27.9 14.7 33. 9 35.0
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 回答比率

計 1000 300-p300 製造 非製 計 1000 300- 300 製造 非製
以上 .999 未満 業 造業 以上 999 未満 業 遺業

複数回答
1)定例化､議事録作成など一層制度化
2)開催回数減､不定期開催
3)企業組織改編に伴い協議機関再編成
4)付議事項が拡大
5)付議事項が縮小
6)付議事項の取 り扱いが強化
7)労組の発言力が弱まった
8)社長副社長が出席するようになった
9)社長副社長が出なくなった
10)その他
NA

530 284
136 70
40 17
57 29
79 42
6 3

46 24
24 9
28 17
13 5
57 36
180 100
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1
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1
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1

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
25.7 24.6 24.2 30.9 23.3 29.6
7.5 6.0 8.5 11.8 6.8 8.4
10.8 10.2 12.7
14.9 14.8 12.7

1.1 1.1 1.2
8.7 8.5 9.1
4.5 3.2 6.1
5.3 6.0 5.5
2.5 1.8 2.4
10.8 12.7 9.7
34.0 35.2 33.9

8.8 ll.2 9.9
17.6 12.4 18.2
1.5 0.6 2.0
7.4 6.2 12.3
5.9 5.0 3.9
2.9 5.3 5.4
4.4 2.2 2.5
7.4 10.9 10.8
27.9 36.6 30.0

果 経 強

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0231 143p 57 24 136 92 43.6 50.4 34.5 35.3 42.2 45.3
2)どちらかといえばそう思う 181 94 62 20 115 64 34.2 33.1 37.6 29.4 35.7 31.5
3)どちらともいえない 85 32 36 16 51 34 16.0 11.3 21.8 23.5 15.8 16.7
4)どちらかといえばそうは思わない 7 2 3 2 5 2 1.3 0.7■ 1.8 2.9 1.6 1.0
5)そうは思わない 12 5 3 4. 9 3 2.3 1.8 1.8 5.9 2.8 1.5
NA 14 8 4 2 6 8 2.6 2.8 2.4 2.9 1.9 3.9

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.053 36 10 6 34 19 10.0 12.7 6.1 8.8 10.6 9.4
2)どちらかといえばそう思う 133 75 42 12 77 54 25.1 26.4 25.-5 17.6 23.9 26.6
3)どちらともいえない 259 135 82 34 162 95 48.9 47.5 49.7 50.0 50.3 46.8
4)どちらかといえばそうは思わない 33 15 14 4 25 8 6.2 5.3 8.5 5.9 7.8 3.9
5)そうは思わない 37 15 13 9 18 18 7.0 5.3 7.9 13.2 5.6 8.9
NA 15 8 4 3 6 9 2.8 2.8 2.4 4.4 1.9 4.4

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.099 60 26 11 52 46 18.7 21.1 15.8 16.2 16.1 22.7
2)どちらかといえばそう思う 210 125 54 27 124 85 39.6 44.0 32.7 39.7 38.5 41.9
3)どちらともいえない 151 62 64 19 99 49 28.5 21.8 38.8 27.9 30.7 2.4.1
4)どちらかといえばそうは思わない 34 21 7 5 26 8 6.4 7.4 4.2 7.4 8.1 3.9
5)そうは思わない 21 9 8 4 14 7 4.0 3.2 4.8 5.9 4.3 3.4

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0148 85 44 15 92. 55 27.9 29.9 26.7 2 2 .1 28.6 27.1

2)どちらかといえばそう思う 239 125 74 33 144 91 45.1 44.0 44.8 48.5 44.7 44.8
3)どちらともいえない 106. 58 32 14 62 44 20.0 20.4 19.4 20.6 19.3 21.7
4)どちらかといえばそうは思わない 13 4 8 1 10 3 2.5 1.4 4.8 1.5 3.l l.5
5)そうは思わない 11 5 3 3 8 3 2.l l.8 1.8 4.4 2.5 1.5
NA 13 7 4 2 6 7 2.5 2.5 2.4 2.9 1.9 3.4

Qll-e 労使協議成果 .事業計画を事前に知り､組合員の生活設計が円滑に

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.0

3)どちらともいえない 266 147 80 33 164 99 50.2 51.8 48.5 48.5 50.9_48.8
4)どちらかといえばそうは思わない 57 27 22 6 37 19 10.8 9.5 13.3 8.8 11.5 9.4
5)そうは思わない 51 22 21 7 29 22 9.6 7.7°12.7 10.3 9.0 10.8
NA 16 8 4 4 7 9 3.0 2.8 2.4. 5.9 2.2 4.4

1)そう思う 530 284 165 68 322 203100.0100.0100.0100.0100.0100.081 46 22 10 50 29 15.3 16.2 13.3 14.7 15.5 14.3
2)どちらかといえばそう思う 157 93 40 19 .101 55 29.6 32.7 24.2 27.9 31.4◆27.1
3)どちらともいえない 211 110 72 25 126 83 39.8 38.7 43.6■36.8 39.1 40.9
4)どちらかといえばそうは思わない 35 15 15 5 19 16 6.6 5.3 9.1 7.4 5.9 7.9
5)そうは思わない 32 13 12● 7 19 13 6.0 4.6 7.3 10.3◆5.9 6.4
NA 14 7- 4 2 7 7 2.6 2.5 2.4 2.9 2.2 3.4

1)大いに行っている
2)ほどほどに行っている
3)以前行っていたが今は行って
4)以前も現在も行っていない
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1.7 1.5 2.5 0.0 2.1 0.8

586



王

複数回答 220 99 72 44 147 72100.0100.0100.0100.0100.0100.0
1)組合には限界があるから 142 71 41 28 99 43 64.571.756.963.6,67.359.7
2)実効性にとほしい提言 しかできない 37 20 12 5 22 14 16.8.20.2 16.7 11.4 15.0 19.4
3)経営側提案への対応に追われている 35 16 14 5 24 11 15.9 16.2 19.4 11.4 16.3 15.3
4)組合役員の能力が不足 しているから 101 42 39 17 66 35 45.942.4 54.238.644.948.6
5)他の活動で時間的余裕がないから 41 15 17 8- 24 17 18.6 15 .2 23.6 18.2 16.3 23.6
6)もともと組合の役割ではないから 46 25 13 7 34 12 20.925.3 18.115.923.116.7

8)その他 7 4 1 1 4 3 3.2 4.0 1.4 2.3 2.7 4.2
NA 6 4 1 1. 4 2 2.7~4.0 ◆1.4 2.3 2.7 2.8

1)行っている 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.0320 ~172 102 40 184 135 50.pl52.951.839.247.954.0
2)行っていない 302 146 90 58 191 10847.344.945.756.9.49.743.2
NA 17 7 5 -4 .9 7 2.7 2.2 2.5 3.9 2.3 2.8

対経

開

哩

対対対

による

1)行っている 639 325 197 102.384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.0245 144 68 29 157 86 38.344.334.528.440.934.4
2)行 っていない 383 177 125 72 220 16159.954.563.570.657.364.4
NA 11 4 4 1 7 3 1.7 1.2 2.0 1.0 1.8~1.2

467 256 134 68 287 178 73.1.78.8二68.066.774.771.2
2)なかった 159 63 59 33 89 69 24.9 19.4 29.932.4 23.227.6
NA 13 6 4 1 8 3 2.0 1.8 2.0 1.0 2.l l.2

複数回答

1)残業規制
2)配置転換
3)新規採用抑制
4)臨時､パー トの再契約停止 ･解雇
5)転籍､出向
6)希望退職募集
7)解雇
8)一時休業
9)分社化
10)事業所または店舗の統 ･廃合
11)生産調整
12)一時金のカット
13)賃上げの抑制
14)賃下げ
15)能力給制度等新 しい人事制度の導入
16)その他
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64.763.367.961.864.864.0
2 4 .4 24.229.116.226.5 21.3
52.761.748.526.556.147.2
33.827.341.841.234.533.1
1.5 0.0 1.5 7.4 2.4 0.0
16.9 17.2 17.9 16.2 26.5 1.7
25.934.8 17.9 7.4 29.320.8
48.459.042.5 19.146.052.2
23.122.7 26.1 19.134.8 3.9
31.327.336.635.326.838.2
41.834.045.560.343.238.8
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45.245.744.841.242.948.9
6.4 6.6 7.5 4.4 6.6 6.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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経 再

1)残業規制
2)配置転換
3)新規採用抑制
4)臨時､パートの再契約停止 ･解雇
5)転籍､出向
6)希望退職募集
7)解雇
8)一時休業
9)分社化
10)事業所または店舗の統 ･廃合
ll)生産調整
12)一時金のカット
13)賃上げの抑制
14)賃下げ
15)能力給制度等新しい人事制度の導入
16)その他
NA
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1 00
3
5
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0
0

09
2
0
9
5
1
8
7
1

100.0100.0ト100.0100.0100.0100.0
2.4 1.6 3.0 4.4 2.8 1.7
3.4 2.7 3.0 5.9 3.5 2.8
3.6 3.9 4.5
0.6 0.4 0.7
8.6 12.9 3.7
18.8 14.8 25.4
0.4 0.0 0.0
1.3 0.4 2.2
4.5 6.6 3.0
10.5 13.3 9.0
1.1 0.4 2.2
7.5 5.5 9.0
5.6 4.3 3.0
4.1 4.3 3.0
12.6 15.6 9.0
4.7 4.3 6.0
10.3 9.0 13.4

1.5 4.9 1.7
1.5 0.7 0.6
2.9 9.1 7.9
22.1 20.2 16.9
2.9 0.7 0.0
2.9 2.1 0.0
0.0 4.2 5.1
1.5 12.9 6.7
1.5 1.7 0.0
10.3 5.2 10.7
14.7 3.8 8.4
5.9 2.8 6.2
8.8 10.8 15.7
4.4 5.2 3.9
8.8 9.4 11.8

Q15-1 経 正 われたか

1)独自案を提示し受け入れられた 467 256 134 68.287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.067 37 19 11 39 28 14.3 14.5 14.2 16.2 13.6 15.7

2)独自案を提示し一部修正後受け入れ 235 ,124 70 35 144 8.9 50.3 48.4 52.2 51.5 50.2 50.0
3)独自案提示したが受け入れられず 47 14 21 10 29 18 10.1 5.5 15.7 14.7 10.1 10.1
4)提示しなかった 98 68 21 9 64 34 21.0 26.6 15.7 13.2 22.3 19.1
NA 20 13 3 3 11 9 .4.3 5.1 2._2 4.4 3.8 5.1

1)当初の提案通りに実施 467 256 134 68 -287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.0107 64 28 14 68 39 22.9 25.0 20.9 20.6 23.7 21.9
2)当初の提案が一部修正 277 145 88 37 173 ~102 59.3 56.6 65.7 54.4 60.3 57.3
3)当初の提案が大幅に修正 41 22 8_ 11 24 17 8.8 8.6_ 6.0 16.2 8.4 9.6
4)その他 8 4 2 2 3 5 1.7 1.6 1.5 2.9 1.0 2.8
NA 34 21 8 4 19 ..15 7.3 8.2 6.0 5.9 6.6 8.4■

複数回答 467 256 134 68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.0
1)職制や社内報を通じて 144 91 36 14 87 57 30.8 35.5 26.9 20.6 30.3 32.0
2)組 合の機関紙 を通じて 319 195 80 36 189 128 68.3 76. 2 59.7 52.9 65.9 71.9
3)組合の役員を通じて 286 175 69 34 178 106 61.2 68.4 51.5 50.0 62.0 59.6
4)組合の掲示物を通じて 139 85 36.14 68 70 29.8 33.2 26.9 20.6 23.7 39.3
5)その他 66- 26 22 18 40 26 1.4.1 10.2 16.4 26.5 13.9 14.6
6)知らせなかった 9 5 4 0 7 2 1.9 2.0 3.0 0.0 2.4 1.1
NA 22 6 10 6 15 7 4.7 2.3 7.5 8.8 5.2 3.9

Q15-5a経営再建協議評価 労働条件 .雇用を守ることができた

･1)そう思う 467 256 134 68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.0142 90 35 14 86 55 30.4 35.2 26.1 20.6 30.0 30.9
2)どちらかといえばそう思う 137 82 30 22 89 47 29.3 32.0 22.4 32.4 31.0 26.4
3)どちらともいえない 95 46 32 15 56 39 20.3 18.0 23.9 22.1 19.5_21.9

4)どちらかといえばそうは思わない 38 10 23. 5 18 20 8.1 3.9 17.2 7.4- 6~.3 11.2
5)そうは思わない 46 22 ~12 11 32 14 9.9 8.6 9.0 16.2 11.1 7.9
NA 9 6 _2 1 6 3 1.9 2.3 1.5 1.5 2,l l.7
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9.2 7.8 8.2 14.7 9.1 9.0
1.9 2.0 2.2 1.5 1.4 2.8
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模T産業別集計

回答件数 回答比率
計 1000300-300 製造 非製 計 1000300-300 .製造 非製

以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 業 造業 ,

1)そう思う 467 256 134 68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.0125 72 24 25 75 4826.828.117.936.8.26.127.0
･2)どちらかといえばそう思う 234 127 72 33 147 8750.149.653.7 48.5 51.2 48.9

3)どちらともいえない 81 45 26 7 49 32 17.3 17.6 19.4 10.3_17.118.0

5)そうは思わない 8 3 4 1 ~5 3 1.7 1.2 3.O il.5 1.7 1.7
NA 6 4 2 04 2 1.3 1.6 1.5 0.0 1.4 1.1

Q15-5d経営再建協議評価 経営責任を問うことができた11)そう思う 467 256 134 68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.035 18 6 10 22 13 7.5 7.0 4.5 14.7 7.7p7.3
2)どちらかといえばそう思う 91 42 35 12 61 29 19.5 16.426.117.621.3 16.3
3)どちらともいえない 178 99 49 26 107 7138.138.736.638.2_37..339.9
4)どちらかといえばそうは思わない 66 38 19 8 42 24 14.114.8 14.2 11.8 14.6 13.5
5)そうは思わない 86 51 22 12 49 36 18.4 19.9 16.4 17.6 17.120.2
NA 11 8 3 0 6 5 2.4 3.1 2.2 0.~0 2.1 2.8

1)そう思う 467 256 134 -68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.046 28 11 7 29_17 9■.9 10.9 8.2 10.3 10.1 9.6
2)どちらかといえばそう思う 113 56 33 21 69-44･24.221.924.630,924.024.7
3)どちらともいえない 218 119 64 29 134 8246.746.547.842.646.746.1
4)どちらかといえばそうは思わない 34 1-8 11 5 27 7 7.3 7.0 8.2 7.4.9.4 3.9
5)そうは思わない 45 28 12 5 22 23 9.6 10._9 9.0 7.4 7.7 12.9
NA. 11 7 3 1 6 5 2.4 2.7 2.2 1.5_2.1 2.8

･1)労使協議前あるいは過程で相談 467 256 134 68 287 178100.0100.0100.0100.0100.0100.0148 66 51 28 86 6231.725.8°38.141.230.034.8
2)労使協議を行った後で報告 186 105 53 26 121 6539.841.039.638.242.236.5
3)相談も報告もしなかつた 125 80 2.7 14 76 4726.831.320.120.6.26.526.4
NA 8 5 3 0 4 4 1.7 2.0 2.2 0.0.1.4 2.2

1)大いに役に立つ助言を受けた. 148 66 51 28 86 62100.0100.0100.0100.0100.0100.061 24 21 16 34 2741.236.441.257.139.543.5
2)やや役に立つ助言を受けた 62 32 17■ 10 36 2641.948.533.335.741.941.9
3)助言受けたが役に立たなからた 17 8 7 2 11 ､6 ll.5 12.113.7 7.1,12.8 9.7
4)助言は受けなかった 7 2 5, 0 4 3 4.7 3.0 9.8 0.0 4.7 4.8
NA 1 0 1~ 0 1 0 0.7 0.0 2.0 0.0 1.2 0.0

1)組合の経営分析能力の強化 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.0279 142 91 42 173 10643.743.7.46.241.245.142.4
2)協議機関の付議事項の拡大 23 12 8 3 14 9 3.6 3.7 4.1.2.9.3.6 3.6
3)付議事項の取 り扱いの強化 ′ 40 21 11 6 21 18 6.3 6.5 5.6 5.9 5.5 7.2
4)株主としての労組の発言力強化 6 5 0...1 2 4 0.9_ 1.5 0.0 1.0 0.5 1.6
5)経営側との日常的な情報交換の強化 205 100 63 35 124 7832.130.832.034.332.331.2
6)経営の情報開示の拡大 69 36 20 13 40 29 10.8 11.110.2 12.7 10.4 11.6
7)その他 5 2 1 1 3 2 0.8 0.6 0.5 1.0 0.8 0.8
NA 12 7 3 1 7 4 1.9 2.2 1.5 1.0 1.8 1.6

1)法制度は必要である 639-325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.0132 55 47 27 71 6120.7 16.923.926.5 18.524.4
2)どちらかといえば法制度は必要 216 104 72 -36 126 8833.8 32.036.535.332.835.2
3)どちらかといえば法制度は必要ない 166~ 94 47 20 103 6226.0 28.9 23.9 19.6_26.8 24.8
4)法制度は一切必要ない 9 6 2 1 6 3 1.4 1.8 1.0 1.0 1.6 1.2
5)あつてもなくてもよい 105 63 24 17 71 34 16.4 19.4 12.2 16.7 18.5 13.6
NA 11 3 5 1 7 2 1.7_0.9 2.5 1.0 1.8 0.8

Q19 労使協議にかかわる法制度の必要性をあまり感じない理由

1)労使で自主的に行 うべきもの
2)法制度が介入すると協議のよさ失う
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企 業 規模 ･産業別集計

複数回答 348 159 119 63 197 149 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1)労働側の労使協議開催要求権を明記 210 97 76 34 124 85 60.3 61.0 63.9 54.0 62.9 57.0

2)協議を進める際の手続に関する規定 60 26 21 13 32 28 17.2 16.4 17.6 20.6 16.2 18.8

3)協議を行える対象事項に関する規定 151 71 51 27 86 6 4 43.4 44.7 42.9 42.9 43.7 43.0

4)協議での情報公開に関する規定 222 103 ー76 38 115 107 63.8 64.8 63.9 60.3 58.4 71｣8

5)協議に必要な便宜供与に関する規定 76 40 .27 9 33 43 21.8 25.2 22.7 14.3 16.8 28.9

6)その他 1 1 0 0. 1 0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0

NA 4 1 3 0 3 1 1.1 0.6 2.5. 0.0 1.5 0.7

複数回答 348 159 119 63 197 1 49 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1)実効的に進めるのアドバイス機関 76 31 32 12 40 36 21.8 19.5 26.9 19.0 20.3 24.2

2)うまくいかなかったときの斡旋機関 70 27 25 17 37 33 20 .1 17.0 21.0 27.0 18.8 22.1
3)規定違反を取 り締 まる機関 116 51 39 24 60 56 33.3 32.1 32.8 38.1 30.5 37.6
4)課題について情報提供を行 う機関 75 27 28 19 43 31 21.6 17.0 23.5 30.2 21.8 20.8
5)特に機関は必要ではない 18 11 6 1 14 4 5.2 6.9 5.0 1.6 7.1 2.7

6)その他 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NA 118 52 41 21 64 53 33.9 32.7 34.5 33.3 32.5 35.6

1)そう思 う 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.056 42 8 5 36 20 8.8 12.9.4.1 4.9 9.4 8.0
2)どちらかといえばそう思う 102 61 30 10 71 31 16.0 18.8 15.2 9.8 18.5 12.4
3)どちらともいえない 175 79 59 30 104 69 27.4 24.3 29.9 29.4 27.1 27.6
4)どちらかといえばそうは思わない 78 48 22 8 48 29 12.2 14.8 11.2 7.8 12.5-ll.6
5)そうは思わない 211 91 72 45 116 95 33.0 28.0 36.5 44.1 30.2 38.0
NA 17 4 6 4 9 6 2.7 1.2 3.0 3.9 2.3 2.4

Q2トb 経営参加の問題点 経営 と組合 との区別がつかなくなる

1)そう思 う 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.039 21 12_ 5 24 15 6.1 6.5 6,1.4.9 6.3 6.0
2)どちらかといえばそう思う 113 53 36 20 68 44 17.7 16.3-18.3 19.6 17.7 17.6
3)どちらともいえない 120 54 42 23 83 37 18.8 16.6 21.3 22.5 21.6 14.8
4)どちらかといえばそうは思わない 126 69 38 17 76 49 19.7 21.2 19.3 16.7 19.8,19.6
5)そうは思わない 227 123 65 .35 125 101 35.5 37.8 33.-0 34.3 32.6 40.4
NA 14 5 4 2 8 4 2.2 1.5 2.0 2.0 2.l l.6

1)そう思 う 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.062 33 14 14 32 29 9.7 10.2 7.1 13.7 8.3 11.6
2)どちらかといえばそう思う 168 79 62 25 103 65 26.3 24.3 31..5 24.5 26.8 26.0
3)どちらともいえない 120 67 28 20 82 36 18.8 20.6 14.2 19.6 21.4 14.4
4)どちらかといえばそうは思わない 87 47 29- 10 51 36 13.6 14.5 14.7■9.8 13.3 14.4

NA 14 5 -4 2 8 4 2.2 1.5 .2.0 2.0 2.l l.6
Q21-d 経営参加の問題点 団体交渉で強いことを言えなくーなる.

1)そう思 う 639 325 197 102 384 250100.0100.0100._0100.0100.0100.017 8 3 6 11 6 2.7 2.5 1:5 5.9 2.9 2.4
2)どちらかといえばそう思う 78 32_ 25 17 49 29 12.2 9.8 12.7 16.7 12.8 11.6
3)どちらともいえない 133 67 43 21 89 43 20.8 20.6 21.8 20.6 23.2 17.2
4)どちらかといえばそうは思わない 130 69 44 15 .78 51 20.3 21.2 22.3 14.7 20.3 20.4
5)そうは思わない 267 144 78 41 149 117 41.8 44.3 39.6 40.2 38.8 46.8
NA 14 5 4. 2 .8 4 2.2 1..5 2.0 2.0 2.l l.6

1)そう思 う
2)どちらかといえばそう思 う
3)どちらともいえない
4)どちらかといえばそうは思わない

5)そうは思わない
NA

4
6
5
9
7
9
8

8
1
6
7
6
4

3

1

2
6
7
1
6
0
2

0

1
2
1
4

1

7
5
7
0
6
5
4

9

3
4
3
7

1

5
4
3
0
8
5
5

2
1
4
6
6
3

3

1

9
5
1
1
2
6
4

3
2
0
2
2
5
1

6

1
1
1
2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
3.9 4.3 2.5 5.9 4.2 3.6
15.8 13.2 18.8 16.7 16.9 14.4
18.9 18.5 20.3 20.6 20.6 16.4
19.1 20.9 18.3 15.7 17.4 21.6
40.1 41.5 38.139.2 38.8 42.4
2.2 1.5 2.0 2.0 2.1 1.6
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関
答

1)組合の経営対策活動を強化
2)組合員の経営参加への期待強まる
3)組合員の経営参加への期待弱まる
4)組合員の経営に対する不信強る
5)経営 と組合との信頼関係が強まった
6)組合の経営に対する不信が強まった
7)労使のコミュニケーションが深まる
8)労使のコミュニケーションが減少
9)経営提供の経営情報が詳 しくなった
10)経営提供の情報が表面的形式的に
ll)その他
12)特に変化はない
NA

639 325 197
216 140 50
169 108 44
18 8 5

274 131 81
102 58 31
133 53 47
249 142 73
37 14 18
255 135 81
42 14 18
7 1 5
67 33 23
10 3 5

0
2
1

5
1
3
2

3

1

1

4
9
2
4
9
4
0
2
9
2
8
5
1
7

8
2
0
1
5
6
8
5
2
5
2

4

3
1
1

1

1

1

2
3
3
5
5
0
1
9
5
4
8
1
1
0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
33.8 43.1 25.4 22.5 33.6 34.8
26.4 33.2 22.3 12.7 26.6 26.8
2.8 2.5 2.5 4.9 3.6 1.6

42.9 40.3 41.1 53.9 41.4 45. 2

16.0 17.8 15.7 9.8 16.7 14.8
20.8 16.3 23.9 30.4 20.8 20.4
39.0 43.7 37.1 28.4 39.6 38.8
5.8 4.3 9.1 4.9 7.6 3.2
39.9 41.5 41.1 33.3 39.6 41.2
6.6 4.3 9.1 7.8 7.3 5.6
1.1 0.3 2.5 1.0 1.3 0.8
10.5 10.2 11.7 10.8 10.7 10.4
1.6 0.9 2.5 0.0 1.8 0.4

1)10_0人未満 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.10100.0100.015 0 0 15 8 6 2.3 0.0 0.0 14.7 2.1 2.4
2)100-299人 87 0 0 87 48 39 13.6 0.0 0.0.85.3 12.5 15.6
3)300-999人 . 197 0197 0 123 74 30.8 0.0100.0 0.0 32.0_29.6

5)3000-9999̂ 118 118 0 0 70 48 18.5 36.3 0.0 0.0 18.2 19.2
6)1万人以上 38 38 0 0 24 14 5.9 11.7 0.0 0.0- 6.3 5.6
'7)不明 0 0 0 0 0 0 0.0-0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

Ll)0人 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.050 16 23 11 37 13 7.8 4.9 11.7 10.8 9.6 5.2
2)50人未満 151 28 ■-65 58 103 47 23.6 8.6 33.0 56.9 26.8 18.8
3)50-99人 66 18 33 15 38 28 10.3 5.5 16._8 14.7 9.9.~11.2
4)100-299人 117 68 40 9 71 46 18.3 20.9 20.3 8.8.18.5 18.4
_5)300.-999人 68 54 10 4 38 30 10.6 16.6 5.1 3.9 9.9.12.0
6)1000人以上 .52 47 5_ 0 21 31 8.1 14.5 2.5 0.0 5.5.12.4
7)不明 106 82 18 5 61 45 16.6 25.2 9.1 4.9 15.9 18.0
NA 29 12 3 0 15 10 4.5 3.7 1.5 0.0 3.9 4.0

1)10_0人未満 639 325■197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.031 1 3 27 14 16 4.9 0.3 1.5 26.5 3.6 '6.4

■3)300-999人 198 37 158 .2 122 76 31.0 11.4 80.2 2.0.31.8 30.4
4)1000-2999人 161.158 .0 2 llOO 61 25.2 48.6 0.0_2.0 26.0 24.4

･6)1万人以上 27 27 0 0 18 9 4.2 8.3 0.0 0.0 4.7 3.6

NA 13 2 2 1. 5 4 2.0 0.6 1.0.1.0 1.3 1..6

i)0人 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.0428 218 138 69 282 145 67.0 67.1 70.1 67.6 73.4 58.0
2°)50人未満 53 14 18 19 28 25 8.3 4.3 9.1 18.6 7.3 10.0.
･3)50-99̂ 16 5 8 3 7 9 2.5 1.5 4.1 2.9 1.8 3.6
4)100-299人 38 23 11 .3 20 18 5.9 7.1 5.6 2.9 5.2 7.2
5)300-999̂ 25 17 5 3 10 15 3.9 5.2 2.5 2.9 2.6 6.0
6)1000人以上 16 14 1 0 6 10 2.5 4.3 0.5 0.0 1.6 4.0
7)不明 31 21 7 3 16 15 4.9 6.5 3.6 2.9 4.2 6.0
NA 32 13 9 2 15 13 5.0 4.0 4.6 2.0 3.9 5.2

1)10%未満
2)10-30%未満
3)30-50%未満
4)50-70%未満
5)70-80%未満
6)80-90%未満

NA

中位数

4
2
2
7
9
9
8
7
6

8

1
1
5
8
1
8

.

316

7

2
0
7
1
0
4
1
9
5

0

1
2
2
2
1

.

日H

=
二

7

7
2
5
5
4
6
2
3
4

9

1
4
4
4
4

.

127

5
4
0
6
3
4
9
9
8

2

1
1
4
6
0
7

.

3

1

7

7

9
6
4
3
9
4
2
1
6

3

2
4
0
3
7
5

.

6

1
1
1
1
4

7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
0.9 1.2 1.0 0.0 0.5 1.6
3.8 3.1 2.5 6.9 3.1 4.8
6.7 4.9 7.6 10.8 4.4 10.4

17.1 13. 2 22.3 19.6 1 5 .4 20.0

21.0 19.7 23.4 23.5 23.2 17.6
26.9 33.5 21.3 20.6 30.7 21.6
23.6 24.3 21.8 18.6 22.7 2 4 .0
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 ･産業別集計

回答件数 回答比率

計 1000300-300 製造 非製 計 1000300-300 製造 非製
以上 999 未満 業 遺業 以上 999 .未満 業 遺業

1)10%以上上昇 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.032 14 14 3 11 21 5.0 4.3 7.1 2.9 2.9 8.4
2)10%未満上昇 33. 16 11 5 18 .15 5.2 4.9 5.6 4.9.4.7 6｣0
3)ほとんど変わらない 101 44 .34 22 53 47 15.8 13.5 17.321.6 13.8 18.8
4)10%未満減少した 169 98 47 21 105 6426.430.223.9~20.627.325.6
5)10%以上減少 した 296 151 90 51 196 10046.346.545.750.0■51.040.0
NA 8 2 1 0 1 3 1.3 0.6 0.5 0.0 0.3 1.2

1)一般職 599 310 187 92 364 23593.795.494.990.294.894.0
2)係長および相当職 551 286 175 82 333 21786.288.088.880.486.786.8
3)課長および相当職 (部下あり) 48 27 12 9 10 38 7.5 8.3 6.1 8.8 2.6 15.2
4)課長および相当職 (部下なし) 54 37 9 7 11 43 8.5 11.4 4.6 6.9 2.9 17.2

6)パー ト.アルバイトなど非正社員 56 38 9 8~ 17 39 8.8 11.7 4.6 7.8 4.4 15.6
NA 5 0 0 1 0 1 0.8 0.0 0.0 1.0 0.0 0.4

1)鉱業
2)建設業
3)製造業
4)卸売 ･小売業､飲食店
5)金融 ･保険業
6)不動産業
7)運輸業
8)通信業
9)電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業
10)サービス業
ll)その他の産業

NA

4
0
0
4
0
0
0

00
0
0
0
0

8

8
･

3

3

2
2
6
6
2
2

02
1
4
3
3
1

0

5

1

1

1
7
1
7
3
5
3
1
8
7
5
4
3
0

9

1
2
1

1

1

1

5
2
2
7
2
5
0
2
2
0
0
3
0

2

2
9
4

3

1
1

3
1

9
5
5
4
0
0
1
3
0
9
7
0
5

3

4
8
6
1

5
1
1
3
1

6

3

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
0.8 0.6 0.5 2.0 0.0 2.0
7.0 6.8 8.6 5.9 0.0 18.0
60.160.662.454.9100.0 0.0
9.4 12.9 7.6 2.0
1.6 1.5 1.5 2.0
0.2 0.0 0.5 0.0
8.3 9.8 4.1 ll.8
1.6 0.6 3.6 1.0
3.0 3.1 2.5 3.9
5.8 3.1 7.112.7
1.6 0.9 1.5 2.9
0.8 0.0 0.0 1.0

0.024.0
0.0 4.0
0.0 0.4
0.021.2

0.0 4.0

0.0 7.6
0.0 14.8

0.0 4.0

0.0 0.0
F7 上上

373 253 99 14 256 11758.477.850.3 13.766.746.8
2)非上場企業 256 69 96 87 125 13040.121.248.785.332■.652.0
NA 10 3 2 1 3 3 1.6 0.9 1.0 1.0 0.8 1.2

1)1944年以南 639 325 197 102 384 250100.0100.0100.0100.0100.0100.014 4 4 5 9 5 2.2 1.2 2.0 .4.9■2.3 2.0
2)1945-1949年 202 124 53 24 152 5031.638.226.923.539.620.0
3)1950年代 107 55 30 19 65 4116.7 16.9 15.2 18.6 16.9 16.°4
4)1960年代 129 52 52 23 67 62 20.2 16.026.4 22 .5 17 .4 .2 4.8
5)1970年代 81 39 29 13 29 52 12.7 12.0 14.7■12.7 7.6 20.8
6)1980年代 25 15 7 3 12 13 3.9 4.6 3.6 2.9 3.1 5.2
7)1990年代 32 14 12 6 17 15 5.0 4.3 6.1 5.9 4.4 6.0
NA 49 22 10 °9 33 12 7.7 6.8 5.1 8.8 8.6 4.8

24 18 4 2 13 11 3.8 5.5 2.0 2.0 3.4 4.4

3)ほとんどかわらない 83 43 24 15 54 29 13.0 13..2 12.2 14.7 14.111.6
4)やや減少 した 168 92 -49 24 110 5726.328.324.923.528.622.8
5)非常に減少した 234 110 71 48 143 9136.633.836.047.137.236.4
NA 8 2 1 1 3 1 -1.3 0.6 0.5 1.0 0.8 0.4

1)非常に増加 した

2)やや増加 した
3)ほとんどかわらない
4)やや減少 した
5)非常に減少した
NA
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9
9
5
8
1
1
5

3
1
0
8
7
3
2

6

1

1
2

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
3.0 3.7 3.6 0.0 4.2 1.2
16.4 16.9 17.3 11.8 17.4 15.2

13.8 14.2 14.7 12.7 11.5 17.6
26.828.324.926.526.0 28.0
36.234.836.542.237.235.2
3.9 2.2 3.0 6.9 3.6 2.8
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*90年代の労働者参加に関する調査 * 企業規模 .産業別集計

回答件数 回答比率 p

計 1000300-300 製造 非製 計 1000300-300 製造 非製
以上 999 未満 業 遺業 以上 999 未満 業 造業

複数回答
1)94年度
2)95年度
3)96年度
4)97年度
5)98年度
6)赤次年度はなかった
NA

0
6
0
4
2
6
0
0
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3
3
5
6
4
2

Wn川n
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9
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2
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5
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1
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2
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4
8
8
1

3

1

9
5
9
7
7
8
1
3

3
9
8
9
1
8
2
4

6

1
1
3

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
14.9 10.820.8 16.7 18.0 10.4
13.9 8.321.3 17.6 15.4 12.0
15.2 10.5 18.822.5 16.4 13.6
18.3 14.5 17.332.4 16.920.8
29.424.931.541.231.826.4
50.257.544.241.246.956.0
6.7 5.8 7.6 4.9 4.9 8.0
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付 属 資 料

｢産業別組織の機能に関する調査｣

査 票 )

(集 計 結 果 )



平成 12年 3月

(財)連合総合生活開発研究所

産業別組織 各位

産業別組織の機能に関する調査
調査ご協力のお雇い

本調査は連合が平成元年に ｢組織方針｣作成に向けて実施した ｢産業別組織の機能の現

状調査｣と比較対照が可能な調査として設計し､経済社会の変化に対応した組織の機能変

化とその課題を明らかにすることを目的としております｡参考として平成元年の調査の集

計結果を添付いたしますので､ご記入の際にご参照くださるようお願いいたします｡なお

組織変更にともない当時と組織名称などが変わっている場合もありますが､原表の名称は

そのままにしてありますのでご了承ください｡

時節柄大変お忙しい中､まことに恐縮ですが､ご協力を賜りますよう､よろしくお願い

申し上げます｡

なお回答内容につきまして､後日連合総研より問合せをさせていただく場合がございま

すので､組織名およびご担当者の名前を下記にご記入いただけましたら幸いです｡

組織名称

ご担当者名

<ご記入上の注意>

1)本調査は連合傘下の民間の産業別組織を中心にお配りしております｡

2)調査票は平成元年の調査と同様の3部構成となっております｡

調査表A 組織体制､財政､組織拡大など

調査表 B 団体交渉機能､指導体制､産業別最低規制など

調査表 C 雇用対策､産業政策､共済､日常活動など

3)該当する全ての項目にお答えください｡

4)回答は当てはまる選択肢の番号に○をつけるか､具体的にご記入ください｡

5)調査に関してご不明の点がございましたら､下記q)調査担当者までお問合せください｡

(財)連合聡合生活開発研究所 労働組合の未来研究委員会

調査担当 鈴木､中島､小菅 TEL03･5210･0851 nlXO3･5210･0852

597



組織体制､財政､組織拡大など

Ⅰ.貴組織の現在の組織範囲についてお伺いします｡

間 1.貴組織の組織方針は次のうちどれですか｡あてはまるもの一つを選んで下さい｡

1.中産別主義 2.大産別主義 3.複合産別主義 4.一般労働組合主義

5.その他 (具体的に )

間2.貴組織に現在加盟 している単組あるいは個人の属する業種は次のうちどれですか｡あてはまる

ものすべてを選んで下さい｡

1.農林漁業

2.鉱業

3.建設業

【製造業】

4.食料品 ･飲料 ･飼料製造業

5.たばこ製造業

6.繊維工業 (衣服､その他の繊維製品を除く)

7.衣服 ･

8.木材 ･

9.家具 ･

10.パルプ

ll.出版 ･

12.印刷 ･

その他の繊維製品製造業

木製品製造業

装備品製造業

･紙 ･紙加工品製造業

同関連産業同関連産業

13.化学肥料 ･無機化学 ･有機化学工業製品製造業

14.化学繊維製造業

15.油脂加工製品･石鹸･合成洗剤･界面活性剤･塗料製造業

16.医薬品製造業

17.その他の化学工業

18.石油製品 ･石炭製品製造業

19.プラスチック製造業

20.ゴム ･製品製造業

21.なめし革 ･同製品 ･毛皮製造業

22.窯業 ･土石製品製造業

23.鉄鋼業

24.非鉄金属製造業

25.金属製品製造業

26.一般機械器具製造業

27.電気機械器具製造業

28.輸送用機械器具製造業

29.精密機械器具製造業

30.その他の製造業

【電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業】
31.電気業

32.ガス業

33.熟供給業

34.水道業
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【運輸 ･通信業】
35.鉄道業

36.道路旅客運送業

37.道路貨物運送業

38.水運業

39.航空運送業

40.倉庫業

41.港湾運送･貨物運送取扱･運送代理店･運輸あっせん

･運輸施設提供業

42.旅行業

43.梱包業

44.通信業

【卸売 ･小売業､飲食店】
45.各種商品卸売業

46.繊維 ･機械器具 ･建築材料卸売業

47.衣服 ･食料 ･家具等卸売業

48.各種商品小売業 (百貨店､スーパー等)

49.織物 ･衣服 ･身の回り品小売業

50.飲食料品小売業

51.自動車 ･自転車小売業

52.家具 ･建具 ･じゅう器小売業

53.その他の小売業

54.飲食店

【金融 ･保険業】
55.銀行 ･信託業

56.証券業

57.保険業

【不動産業】
58.不動産業

【サービス業】

59.映画業

60.放送業

61.情報サービス ･調査 ･広告業

62.医療業 ･保険衛生

63.廃棄物処理業

64.教育

65.その他のサービス業

【その他の産業】

66.その他 (具体的に



間3.前問であげた業種の中で､最近組合員数が急速に増えている業種がありますか｡そうした業種

がある場合には､間2の業種分類番号の中からすべてを選び､( )内にご記入下さい｡

1∴ある ･ > 業種番号 ( )

2.ない

間4.貴組織の加盟組合の組合員規模別構成をご記入下さい｡できる限り､企業別組合を単位 とした

組合員規模別に実数をご記入下さい｡

もしそれが困難な場合には､①企業の正規従業員規模別､または②事業所別組合を単位 とした

組合員規模別､③事業所の正規従業員規模別でもかまいません｡ただ､その場合には算出方法の

( )内に①-③のいずれかを記 しておいてください｡

なお､規約上 も実態上 も個人加盟の組織の場合は､記入なさらないで結構です｡

算出方法 ( )

5,000人以上 1,000人以上4,999人以下 300人以上999人以下 299人以下

組 合 数

間5.貴組織はある業種分野で市場支配力をもつ大手企業のほとんどを組織 していますか｡組織 して

いる場合には､その業種名を標準産業分類にこだわらず､具体的に､いくつでもご記入下 さい｡

1.ある . ･-･一･>業種名 ( ･ )

2.ない

Ⅱ.貴組織の加盟単位についてお伺いします｡

間 1.規約上､貴組織の加盟単位は､次のうちどれですか｡あてはまるものすべてを選んで下 さい｡

1.個人

2.事業所別組合

3.企業別組合

4.事業所別組合の企業別連合体

5..企業グループの企業別組合の連合体 (グループ労連)

6.地域別組合

7.事業所別組合あるいは企業別組合の地域別連合体

8.その他 (具体的に
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間2.貴組織では準加盟あるいはオブザーバー加盟を認めていますか｡その方針と実態および権利義

務についてお答 え下さい｡

(1)準加盟､オブ加盟の方針はどのようですか

1.準加盟､オブ加盟を認めている - (2)へ

2.認めていないが､将来認めることを考えている

3.現在 も将来 も認めるつもりはない

(2)現在､い くつの組織が準加盟､オブ加盟をしていますか｡

組織 人

Ⅲの問 1へ

(3)準加盟､オブ加盟の組織には議決権などを与えていますか｡それぞれについてあてはまるもの

を一つ選んで下さい｡

議決権 1.正加盟組織 と同等の権利を認めている

2.まったく認めていない

3.権利を認めているが､制限を課 している

> どのような制限ですか (

選挙権 1.正加盟組織 と同等の権利を認めている

2.まったく認めていない

3.権利を認めているが､制限を課 している

> どのような制限ですか (

被選挙権 1.正加盟組織 と同等の権利を認めている

2.まったく認めていない

3.権利を認めているが､制限を課 している

どのような制限ですか (

(4)準加盟､オブ加盟の組織の会費水準はどのようなものですか｡あてはまるものを一つ選んで下

さい｡

1.正加盟組織 と同等の会費水準である

2.会費は正加盟組織よりも低 く､かつ一律である

>正会費の何%ですか ( )%

3.会費は正加盟組織よりも低いが､一律ではない

>正会費の何% くらいですか ( )%- ( _)%
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Ⅲ.貴組織の組合員数についてお伺いします｡

間 1.貴組織の組合員数を実人員と会費納入人員に分けてお答え下さい｡

実人員 ( 現在) 会費納入人員 (

人

間2.貴組織では実人員数を把撞するのにどのような方法をとっていますか0

1.産別として組織人員調査を毎年実施 している｡

2.産別として実施する労働条件調査 (賃金実態調査等)の結果から､実人員を推計 している｡

3.産別独自の共済事業を行ってお り､その登録人員から実人員を推計 している｡

4.加盟単位が個人であり､会費納入人員と実人員はまったく同じである｡

5.会費納入人員は実人員を下回ると思われるが､一応会費納入人員をもって実人員としている｡

6.労働省の ｢労働組合基礎調査｣の結果を実人員としている｡

7.その他 (具体的に )

間3.貴組織には臨時労働者､パー トタイム労働者などが加盟 していますか0

1.加盟 している

2.加盟 していない

合計 人

Ⅳの問 1へ

間4.臨時､パー ト労働者の加盟方法は次のうちどれですか｡あてはまるものすべてを選び､それぞ

れの組合員数を記入して下さい｡

1.常用労働者からなる単組に､臨時 ･パー トの組合員も加盟させている0

→ 合計 組合 人

2.常用労働者からなる単組とは別に､臨時 ･パー トだけからなる組合がある｡

- 一･･-･→ 合計

3.その他 (具体的に

一･･ 一→ 合計

組合 人

組合 人

間5.臨時 ･パー ト労働者の権利義務についてお答え下さい｡

(1)臨時 ･パー ト労働者の会費水準は通常の組合員と比べてどうですか｡

1.通常の組合員と同額あるいは同率の会費を徴収 している｡

2.通常の組合員と同額あるいは同率の会費を徴収 しているが､臨時 ･パー ト組合員数に応 じた

交付金を加盟単組に支給 している｡

3.通常の組合員の会費より､低額あるいは低率である｡

4.その他 (具体的に )
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(2)臨時 ･パー ト労働者に通常の組合員と同等の権利を認めていますか｡

1.通常の組合員とまったく同等の権利を認めている｡

2.臨時 ･パー トの組合員の権利は通常の組合員に比べて制限がある｡

>どのような制限ですか｡具体的にご記入下さい｡

(

Ⅳ.貴組織の組織構造についてお伺いします｡

間 1.貴組織には地方組織がありますか｡

1.ある

2.ない ,･･.･> 間3へ

間2.地方組織の範囲､権限､主な活動内容､専従者について各レベルごとにお答え下さい｡

組織範囲 主な活動内香 (あてはまるものすべて) 機関構成(設置されているものすべて) 財政 (注 1)(あてはまるものすべて) 事務局(注 2)専従者 うち企業者をもつもの うち企業籍をもたないもの

(1)都道府 1∴ある 1.情報収集 1.決議機関2.執行機関3.規約上､どちらも設置 さ.れていない 1.独自に会費を徴収 人 人 人

県単位 - ( )組織2.ない ･伝達 -基準(_ 円/1人) (うち女子 (うち本部

2.統一行動の組織化3.闘争指導4.組織拡大活動5.世話活動 2-.本部からの交付金-基準 ( 円/1人)3.その他(具体的に )-基準( 円/1人)〔至芸 ≡ ㍉〕 人) 雇用 人)

(2)関東､ 1.ある 1.情報収集 1.決議機関2.執行機関3.規約上､どちらも設置されていない 1.独自に会費を徴収 ～ 人 人

東北等ブ - ( )組織2.ない 伝達 -基準( 円/1人) (うち女子 うち本部

ロック単 2.統一行動 2.本部からの交付金 人) 雇用

位 の組織化3.闘争指導4.組織拡大活動5.世話活動 -基準( 円/1人)3.その他(具体的に )-基準( 円/1人)彊 霊 買;i;] 人)

(3)その他 1.ある 1.情報収集 1.決議樺関2.執行機関3.規約上､どち-らも設置 されていない 1.独自に会費を徴収 人 人- 人

(具体 的 - ( )組織2.ない ･伝達 -基準( 円/1人) (うち女子 (うち本部

(注 1)会費水準が地方によって異なる場合は､最高 と最低をご記入下さい｡

(注2)専従者数は､各レベルの組織の合計をご記入下 さい｡
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間3.貴組織内に加盟単組を業種別にまとめた組織 (業種別部会など)があ りますか｡

1.業種別の組織があ り､すべての加盟単組は必ず所属することになっている

2.業種別の組織があるが､それへの所属は加盟単組の自主性にまかせ られている

3.業種別の組織はないが､書記局の中に業種別の対策委員会のようなものがある

4.業種別の組織 もなく､書記局に業種別の村策委員会のようなものも設けられていない

間4.業種別組織の名称､及び所属単組数 と所属組合員数をすべてご記入下 さい｡

名 準 . 所属単組数 所属組合員数

間5.業種別組織の'活動内容､機関構成､事務局等についてお伺い します0

主な活動内容 ､(あてはまるも 機関構成(設置されてい 財政 (注 1) 事務局(注2)

専従者 うち企業籍をもつもの うち企業籍をもたないもの
のすべて) るものすべて) (あてはまるものすべて)

1._情報収集 . 1.決議機関 .2..執行機関3.規約上､ 1.独自に会費を徴収 人 人 人

伝達 -基準( 円/1人) (うち女子 (うち本部

2.統一行動. 2.本部からの交付金 人) 雇用

の組織化3.闘争指導 -基準( 円/1人)3.その他 人)

4.組織拡大 どちらも (具体的に )

(注 1)会費水準が業種別組織によって異なる場合は､最高と最低をご記入下さい｡

(注2)専従者数は､各業種別組織の合計をご記入下さい｡

間 6-貴組織の加盟単組で産業別組織の枠 をこえた業種別組織 (業種別協議会など)に参加 している

ところがあ りますか｡

2.ない

組織
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V.貴組織本部の執行機関のメンバー､書記局体制等についてお伺いします｡

間 1.貴組織本部三役全員について､その代表する組織､所属､雇用主体をお答え下さい｡回答はあ

てはまるものを一つ選び､○印をつけて下さい｡

役職名 代表する組織 所 属 雇用主体

1 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

2 1.本部 2.埠方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) _3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

3 1.本部 .2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

4 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織

4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別租織 4.本部

5 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業箱 をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

6 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

7 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 lp.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3二企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

8 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

9 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織
4.加盟単組 5.その他 ( ) _3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

10ll12131415 1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織

4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織

4_.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織

4.加盟単組 5.その他 ( ) .3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

1.本部 2.地方租織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1.単組 2.地方組織

4.加盟単組 5.その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 1｣単組 2.地方組織

4.加盟単組 5,その他 ( ) 3.企業籍をもたない専従 3.業種別組織 4.本部

1.本部 2.地方組織 3.業種別組織 1.非専従 2.在籍専従 -p1.単組 2_/.-地方組織
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間2.貴組織本部の三役以外の中央執行委員会の･メンバーについて､該当する人数を代表する組織ご

とにご記入下さい｡なお該当するメンバーがいない場合にはゼロを忘れずにご記入下さい｡

代表する組織 . 中執メンバーの総数 所 属 雇用主体

本 部 人 うち非専従 人在籍専従 人企業籍を

も.たない者 人 - .うち本部 人

地方組織 人

業種別組織 人

地 方 組 織 人 うち非専従 人在賂専従 人企業籍を

もたない者 ●人 うち本部 人

地方組織 人

業種別組織 人

業種別組織 人 うち非専従 人在籍専従 . 人企業籍を

もたない者 人 うち本部 人

地方組織 人

業種別組織 人

加 盟 単 組 人 うち非専従 入在籍専従 人企業籍 を

もたない者 人 うち本部 人

地方租織 人
業種別組織 . 人

そ の 他(具体的に) 人 .うち非専従 人_在籍専従 人企業籍を

もたない者 人 うち本部 人.
地方組織 人
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間3.貴組織の本部書記局に設置 されている各専門部局の名称､長の属性､部局員数についてお答え

下 さい｡

局 または部の名称 長 の 属 性 部局員数(長を除 く)業務の状況 所 属

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.~企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1._中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではなして 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.轟専従 人

2.中執メンバーではない 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従

1.中執メンバーである 1.非専従 人人2..中執メンバーではない1.中執メンバーである 2.在籍専従3.企業籍をもたない専従1-.非専従
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間4.貴組織本部書記局の各専門部局長の選出方法は次のうちどれですか｡あてはまるもの一つを選

んで下さい｡

1.大会､中央委員会など決議機関で選出する

2.中央執行委員会など執行機関で執行委員の中から選出する

3.中央執行委員会など執行機関で選出するが､選出範囲は執行委員に限られない｡

4.会長､組合長など組合 トップが任命する

5.その他 (具体的に

間5.貴組織本部書記局の職員の権利についてお答え下さい｡

(1)書記局員 (いわゆるプロパー)は貴組織の組合員資格をもっていますか｡あてはまるもの一つ

選んで下さい｡

1.全員､組合員資格をもっている

2.全員ではないが､一部組合員資格をもっている

3.全員､組合員資格をもっていない

(2)書記局員 (いわゆるプロパー)は次の機関のメンバーに選ばれる権利をもっていますか｡あて

はまるものすべてを選んで下さい｡

1.本部執行委員

2.本部三役

Ⅵ.貴組織の財政についてお伺いします｡

間 1.貴組織の会費の徴収方法は次のうちどれですか｡あてはまるものすべてを選んで下さい｡

1.組合員個人が直接､貴組織本部に納入する

2.加盟単組が貴組織本部に直接納入する

3.加盟単組が地方組織に会費を納入 し､地方組織が本部にその一部を上納する

4.加盟単組が業種別組織に会費を納入し､業種別組織が本部にその一部を上納する

5.加盟単組がグループ労連に会費を納入し､グループ労連が貴組織本部に納入する

6.その他 (具体的に )

間2.貴組織の会費水準の決定方法は次のうちどれですか｡あてはまるもの一つ選び､その水準をご

記入下さい｡
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間3.貴組織本部が主催する諸会議-の正式構成員 (代議員､中央委員､専門委員など)の参加費用

の負担について､それぞれの場合について､本部が負担するものすべてを選んで下さい｡

名 称 費 用 項 目
1.交通費 2.宿泊費 3.手当

大 会 1.全額 1.全額 1.全額

2.一部 2.一部 2∴一部

3.負担 しない 3.負担 しない 3.負担 しない

中 央 委 員 会 1.全額 1.全額 1.全額

2.一部 2.一部 2.-那

3.負担_し ない 3.負担 しない 3.負担 し ない

執 行 委 貴 会 1.全額 1.全額 1 .全額

2.一部 2.一部 12.一部

3.負担 しない 3.負担 しない 3 .負担 しな い

各種専門委員会 1.全額 1.全額 1 .全額

2.一部 2..一部 2.一部

3.負担 しない 3.負担 しない 3 .負担 し ない

各種特別委員会 1.全額 1.全額 1.全額

2.一部 2.一部 2.一部

3.負担 しない 3.負担 しない 3.負担 しない

間4.貴組織本部役員のなかの企業籍をもつ専従役員の給与は､本部が負担 していますか｡負担の有

無を一つ選び､それぞれ負担 している金額 (年総額)をご記入下さい｡

本部負担の有無

1.全額本部負担 としている

2.-部を本部負担

3.本部はまったく負担 していない

負担水準

百万円/午百万円/午

間5.貴組織では､産別本部として闘争資金を積み立てていますか｡

1.積み立てている

608



間6.闘争資金の徴収方法とその使途についてお答え下さい｡

(1)徴 収 方 法 _(2)徴 収 額 (3)諾 墓讐誓言栗体的

1.会費の一部として毎月徴収 1..定額で 1人月額

している 円

2.会費とは別に毎月徴収 して 2.定率で 1人平均

3.会費とは別に毎月ではないが徴収 している 3.その他

間7.貴組織が産別本部として積み立てている闘争資金の総額は､現在､どの位あ りますか｡また､

組合員 1人当た りではい くらになりますか｡

( 年 月現在)

闘争資金の積み立て総額 同 組合員 1人当た り

Ⅶ.貴組織の組織拡大活動の体制､状況をお伺いします｡

間1.貴組織では産別として次のような組織化方針を持っていますか｡あてはまるものすべてに○印､

とくに重点をおいているものには◎印をつけて下さい｡

1.貴組織の組織範囲分野にある未組織企業労働者の組織化

2.資本系列にある企業労働者の組織化

3.臨時 ･パー ト労働者の組織化

4.派遣労働者の組織化

5.その他 (具体的に

間2.貴組織が昨年度 1年間に組織化 した組合員数は何人ですか｡人
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間3.貴組織で主に組織拡大に取 り組んでいるのほどの組織ですか｡あてはまるものすべてを選んで

下さい｡

1.本部の担当部局 (組織局あるいは組織部など)

2.地方組織

3.業種別組織

4.加盟単組

5.組合員個人

6.その他

間4.貴組織には組織拡大に専従 しているオルグがいますか｡

2.組織拡大専従のオルグはいない

間5.貴組織では組織拡大のために､何か特別の財政措置をもうけていますか｡

1.設けている .I > 名称 と金額水準 (

2.特に設けてはいない
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調 査 票 B
Ⅰ.経営者団体

団体交渉機能､指導体制､産業別最低規制など

間 1.貴組織と相応する中央 レベルの産業 ･業種別経営者団体にはどんなものがありますか｡現に､

それらの団体が､貴組織との団体交渉､労使協議､労使折衝などの相手になっているかどうかを

問わず､産業 ･業種として対応するすべての経営者団体について､その正式名称および略称を記■■lll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■- ■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■･.■■■■■■■■■■■■

入して下さい｡

正 式 名 称 略 森

Ⅱ.団体交渉 ･労使協議 ･労使折衝

正 式 名 称 略 称

間 1.貴組織では､賃金 ･その他の労働条件の改善要求をめぐって､産別本那 (業種別部会を含む)

もしくは地方組織が直接の当事者となって､経営者団体もしくは特定の企業の集団あるいは個別

の企業を相手に団体交渉､労使協議､労使折衝など､なんらかの話 し合いを行っていますか｡

1.行っている

2.行っていない

間2.その場合の当事者は産別本部ですか､業種別部会ですか､地方組織ですか｡該当するものをす

ベてを選んで下さい｡複数の相手がある場合はその数も (

1.産別本部 ( )

2.業種別部会 ( )

3.地方組織 ( )

)に記入して下さい｡
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間3.上記のうち､産別本部 (業種別部会を含む)が当事者となっている相手方は次のどれですか｡

あてはまるものをすべてを選んで下さい｡複数の相手がある場合はその数も (

入して下さい｡

1.中央の経営者団体 (

2.地方や地域の経営者団体 (

3.特定の企業の集団 (

4.特定の個別企業 (

)

)

)

)

)に記

(記入上の注意)ここで､｢特定の企業の集団｣ とは､たとえば､｢集団交渉の大手企業 5社｣ とか

｢○○企業 5社のグループ｣などのこと､また､｢特定の個別企業｣ とは､たとえば､｢対角線交渉

の大手企業 5社｣などを意味 します｡

間4.上記の場合､産別本部 (業種別部会を含む)が行っているのは次のどの形態に当たりますか｡

あてはまるものすべてを選んで下さい｡

1.団体交渉

2.労使協議

3.労使折衝

4.そ の 他

(記入上の注意)｢交渉､協議､折衝の形態｣とは統一交渉､連合交渉､集団交渉､対角線交渉､巡

回折衝などのことです｡

間5.上記の場合､対象となる要求 ･交渉事項は次のどれですか｡あてはまるものすべてを選んで下

さい｡

1.賃金

2.産業別最低賃金

3.-時金 (臨時給)

4.退職金

5.定年制

6.労働時間

7.その他 (
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Ⅲ.産業別統一闘争とその指導体制

間 1.貴組織では､賃金 ･その他の労働条件の改善要求にかかわる､いわゆる ｢産業別統一闘争｣に

ついて､規約などによって､その性格や組織的な位置付けなどを明確 に規定 していますか｡Illlllllll■■lll■■■■■■■■■■llllllllllll■l■ll■llll■l■･.llll■l■■■■■■■■■■■■lll■■l■l■l■■l■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lllll■llll■■■■■■■■■■■- lll■■l■■l■■■■■■llllllll■■lll■l■■l■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.規定 している

2.規定 していない

間 2.また､規定 していない場合､その理由や､現状の取 り組みは次のどれに当た りますか｡

1.特別に規定 していないが､慣行 として､産別本部が特定の指導上の権限や拘束力をもつ産業別

統一闘争を組織 している

2.産別本部が強い権限や拘束力などをもつような闘争形態は､いまのところ組織 していない

3.その他 ( )

間3.貴組織が今春の産業別統一闘争 として取 り組んでいる要求項 目は次のどれですか｡あてはまる

ものすべてを選んで下さい｡

1.月例賃金

2.産業別最低賃金

3.一時金 (臨時給)

4.退職金

5.定年制

6.労働時間

7.その他

間4.貴組織が､上記の要求内容のうち月例賃金について､産業別統一闘争で取 り組む場合､その要

求内容や闘争方針を最終決定する機関は次のどれですか｡

1.大会

2.中央委員会

3.中央執行委員会

4.その他
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間5.機関で最終決定された上記の要求内容のうち月例賃金については､加盟組織の具体的な要求決

定に対 してどの程度の拘束力をもっていますか｡その拘束力の強さをほぼ言いあらわしていると

思われる次のどれに当たるかで答えて下さい｡実際に使われている表現はいろいろあると思いま

すが､.いちばん近いものを選んで下さい｡

1.統一要求

2.統一要求基準

3.統一要求目標

4.要求基準

5.要求目標

6.その他

間6.上記の要求について､加盟組織が企業に提出する要求書は､次のどのような形式ですか｡

1.産別本部 ･地方組織 ･加盟組織の各代表者の連名

2∴産別本部 ･加盟組織の各代表者の連名

3.加盟組織の代表著名

4.その他 (

間7.貴組織では､産業別統一闘争の要求や方針が決まった段階で､産別本那 (業種別部会を含む)

や地方組織が経営者側 も参加する労使懇談会などの形をとった統一説明会を開催 していますか｡

1.開催 している

2.開催 したことはない

3.開催 したことはあるが､今は開催 していない

間8.貴組織が､賃金 ･その他の労働条件の改善要求を産業別統一闘争で取 り組む場合､ス トライキ

権の確立はどのような方法で行っていますか｡

1.産別本部の責任で統一的に全組合員の直接無記名投票を行っている

2.産業別組織の大会で出席代議員の直接無記名投票を行っている

3.産業別組織の大会で確立 したス ト権について､さらに加盟組織で批准投票を行っている

4.産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にス ト権を確立 した後､そのス ト権を産別本部

に委譲 している

5.産別本部の指令にもとづいて加盟組織が個々にス ト権を確立 している

6.産別本部と地方組織の大会で確立するほか､さらに加盟組織でもス ト権投票を行っている

7,ス ト権は加盟組織の自主的な判断と責任で確立 している

8.その他 ( )

間9.貴組織では､産業別統一闘争に取 り組む場合､｢中央闘争委員会｣のような闘争指導上の特定

の権限をもつ機関を設置 していますか｡

1.設置 している

2.設置 していない
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間10.設置 している場合､その正式名称 と構成メンバーを記入 して下 さい｡複数機関が設置 される

場合は最 も主要な機関について記入 して下さい｡

闘争時に特設 される機関の名称 その機関の構成メンバー

1.中央執行委員全員

2.中央執行委員+ ( )+( )+
( )

間11.産業別統一闘争をすすめる場合､次のことを決定する権限はどの機関にあ りますか｡

(1)具体的な争議 日程､争議戦術などの決定

1.上記の特設機関

2.大会

3.中央委員会

4.代表者会議 (単組､支部など)

5.中央執行委員会

6.その他 (

(2)妥結基準､妥結目標､ハ ドメなどの設定

1.上記の特設機関

2.大会

3.中央委員会

4.代表者会議 (単組､支部など)

5.中央執行委員会

6.その他 (

(3)ス トライキなど争議行為の指令

1.上記の特設機関

2.大会

3.中央委員会

4.代表者会議 (単組､支部など)

5.中央執行委員会

6.その他 (

(4)加盟組織の妥結承認

1.上記の特設機関

2.大会

3.中央委員会

4.代表者会議 (単組､支部など)

5.中央執行委員会

6.その他 (
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間12.貴組織では､産業別統一闘争で加盟組織がス トを行った場合､産別本部 として賃金カット分

の補償を行っていますか｡

1.補償 している

2.補償 していない → Ⅳの問 1へ

間13.補償 している場合､その基金の徴集方法 と具体的な補償方法を記入して下さい｡

Ⅳ.労働条件の産業別最低規制

1.産業別最低規制協定

間 1.貴組織では､産別本部 (業種別部会を含む) もしくは地方組織が直接の当事者となって､中央

もしくは地方の経営者団体あるいは企業グループとの間に､もしくは個別企業 との間に､賃金 も

しくはその他の労働条件についての最低規制について協定 していますか｡

1.協定 している

2.協定 していない

間 2.協定 している場合､その最低規制協定の内容は次のどれですか｡あてはまるものすべてを選ん

で下さい｡

1.最低賃金の協定

2.労働時間についての規制協定

3.その他の労働条件についての規制協定 (
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間3.また､協定 している場合､その協定の拘束を受ける企業の範囲は次のどれですか｡あてはまる

ものすべてを選んで下さい｡

1.産業内の関係企業に一律に適用 される

2.特定業種の関係企業に一律に適用 される

3.特定地域の関係企業に一律に適用 される

4.特定地域の特定企業グループが対象となる

5.特定の個別企業が対象となる

6.その他 (

2.加盟組織をつうじての産業別最低規制

間 1.貴組織では､産業別統一闘争で､加盟組織をつうじての賃金 ･その他の労働条件の産業別最低

規制に取 り組んでいますか｡

1.取 り組んでいる

2.取 り組んでいない

間2.取 り組んでいる場合､具体的にどのようなや り方をしていますか｡あてはまるものすべてを選

んで下さい｡

1.妥結承認の条件のひとつにしている

2.妥結基準の中に入れて加盟組織の取 り組みを強 く求めている

3.統一要求の中に入れて積極的に取 り組んでいる

4.要求基準､要求目標の中に入れている

5.その他 (

間3.上記の場合､貴組織が取 り組んでいるのは次のどれですか｡あてはまるものすべてを選んで下

さい｡

1.最低賃金の協定

2.労働時間についての規制協定

3.その他の労働条件についての規制協定 (

間4.ありがとうございました｡最後に､Ⅳ項のすべてに関連 して､貴組織が､産業別組織の機能を

一層強化するための､中 ･長期的な政第 ･方針がありますか｡

1.ある

2.ない
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l.雇用 ･合理化対策

雇用対策､産業政策､共済､日常活動など

間 1.貴組織では､組合員の雇用や労働条件に重大な影響を与える合理化問題に対 して､産業別組織

としての具体的な対策指針 (方針)を持っていますか｡

1.持 っている

2.していない

間 2.産業別組織の合理化村策指針 (方針)について､その概要を伺います｡

(1)貴組織の指針 ･方針が対象 とする合理化問題は､次のどの項目に該当しますか｡あてはまるも

のすべてを選んで下さい｡

1.倒産

2.企業 ･事業所閉鎖

3.希望退職募集

4.-時帰休 ･一時休業

5.出向

6.配置転換 ･転勤

7.単身赴任

8.その他 (

(2)合理化について会社から提案があった場合､単組から産業別組織への報告義務があ りますか｡

1.ある

2.ない

(3)具体的な合理化対策について､産別 として次のどの組織で対処 しますか｡あてはまるものすべ

てを選んで下さい｡

1.恒常的な対策委員会

2.発生ごとに設ける対策委員会

3.担当部局で対処

4.その他

間 3.貴組織では､離職者の就職あっせんを行っていますか｡

1.行っている ･ . > i.産別 (地方組織を含む)として

2.単組 として

2.行っていない
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間4.産業別組織 として､合理化による組合員の離職者数を把握 していますか｡

1.把撞 している > (1998年

2.把握 していない

間5.貴組織では､合理化対策資金を持っていますか｡

1.持っている

2.持っていない

名)

間6.貴組織では､無料職業紹介事業､または労働者供給事業を行っていますか｡

1.行っている

2.行っていない

(その名称

間7.貴組織では､技術革新問題に対する指針 ･方針を産業別組織 として策定 していますか｡

1.いる

2.いない

間8.貴組織では､企業の経営方針に組合が積極的に発言 してい くことについて､産業別組織 として

何 らかの指針 ･方針を策定 していますか｡

1.いる

2.いない

Ⅱ.産業政策活動

間 1.貴組織 として独自の産業政策の策定について､伺います｡

(1)産業政策を策定 していますか｡

1.策定 している > 決定 した機関は 1.決議機関

2.執行機関

3.その他 (
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間2.産業政策をめぐる産業別 ･業種別の労使協議制について伺います｡

(1)産業政策をめ ぐる労使協議制があ りますか｡

1.ある

2.ない

(2)労使協議制の概要について記入 して下さい｡

①

②

③

④

構成

運営要綱の有無 > 1.ある 2.ない

開催回数 年間 回

間3.貴組織の産業政策の実現を目指す諸活動について伺います｡

(1)現在行っている諸活動は､次のどれが該当しますか｡あてはまるものすべてを選んで下 さい｡

1.政府関係審議会に参加 し､意見を反映している｡

2.関係省庁への申し入れ､折衝を行っている｡

3.政党 との折衝を通 じて､実現を図っている｡

その政党は 1.野党

2.与党

4.経営者団体へ申し入れ､協議を行っている｡

5.必要に応 じ､経営者団体と共同行動を行っている｡

6.その他

Ⅲ.産業別の連帯 ･共済事業活動

間 1.貴組織の犠牲者救済制度について伺います｡

(1)産業別組織 としての犠牲者救済制度がありますか｡

1.ある

2.ない

(2)犠牲者救済制度の概要について､記入して下さい｡

① 資金の概要

ィ.徴収方法

1.定期的に徴収 > 月額

2.必要の都度臨時に徴収

3.徴収せず､争議資金などから支出

ロ.1998年度の支出実績

ハ.積み立ての場合の残高
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② 救済の内容

ィ.救済を受ける者の範囲 (あてはまるものすべてを選んで下 さい)

1.役職員

2.組合員

3.役職員の家族

4.組合員の家族

5.その他 (

ロ.救済の村象 (活動の内容など)

ハ.救済事由と主な内容 (あてはまるものすべてを選んで下 さい)

1.死亡

2.負傷

3.解雇

4.行政､司法処分

5.その他 (

間2.貴組織の共済制度について伺います｡

(1)産業別組織 としての共済制度があ りますか｡

2.任意加入の共済事業

2.ない

(2)組織共済制度 (強制加入)の概要について記入 して下 さい｡

① 資金

ィ.資金の徴収方法

1.組合費から

2.別途

3.その他 (

ロ.徴収金額

ハ.1998年の支出実績

こ.資金の積立残高

② 共済の内容

ィ.共済の対象者は､次の どれに該当 しますか

1.組合員のみ

2.組合員 とその家族

3.組合員 とその家族､OB会員
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ロ.給付の対象と支給額(死亡､負傷､疾病､被災などの別に､主な支給額)を記入して下さい｡

(3)産業別組織の共済事業 (任意加入制度)の概要について､記入して下さい｡

① 制度の発足時期 年 月

② 現在実施 している共済制度の種類は､次のどれが該当しますか｡あてはまるものすべてを選

んで下さい｡

1.生命共済

4.医療共済

6.その他の共済

2.年金共済

5.交通災害共済

3.火災共済

間3.産業別組織として､次のような福祉制度を実施 していますか｡実施 していれば､その概要を記

入 して下さい｡

1.産別のクレジット･カー ド

2.産別の福祉施設

3.専従役員の年金制度

4.その他

Ⅳ.日常的な活動

間 1.貴組織の教育活動について伺います｡

(1)産業別組織としての教育体系 (方針)を持っていますか｡

1.持っている

2.持っていない

(2)産業別組織として､現在実施 している教育 ･研修は､次のどれが該当しますか｡あてはまるも

のすべてを選んで下さい｡

1.新入組合員教育

2.中堅組合員教育

3.中高年組合員 (退職前)教育

4.新加盟組合幹部教育

5.単組中堅幹部基礎教育

6. ,, 専門教育

7.産別役員幹部教育

8.その他
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(3)産業別組織 としての教育 ･研修施設の保有状況､利用状況について､概要を記入 して下 さい｡

1.施設がある > 年間

2.ない 主に利用する施設名

人位利用

間2.貴組織の調査活動について､産別本部の実施 している定例調査は､次のどれですか｡あてはま

るものすべてを選んで下さい｡また実施 しているものの調査対象､頻度について記入 して下さい｡

_調査対象 頻 度

1.組 織 実 勢 調 査

2.財 政 状 .況 調 査

3.賃 金 制 度 調 査

4.賃 金 実 態 調 査

5.労働時間 .休 日調査

_6.生 活 実 態 調 査

8.政 治 意 識 調 査

間3.貴組織の広報 ･宣伝活動について伺います｡

産別本部で発行 している機関紙 ･誌の概要について記入 して下 さい｡

1機関紙f

① 名称

② 体裁

③ 年間発行回数

④ 発行部数

⑤ 配布ルート

⑥ 頒価

1機関誌t

間4.貴組織の政治活動について､概要を伺います｡

産業別組織 として､政治活動のための恒常的な委員会があ りますか｡

1.ある ･ ･>その名称
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(2)組織内議員数を記入して下さい｡

① 衆議院議員

② 参議院議員

③ 県議会議員

人

人

人

④ 市 ･町 ･村議会議員 人

(3)連合の政策制度要求や産業別組織の政治的諸要求を実現するために､産業別組織は､次のどの

活動を行 っていますか.あそはまるものすべてを選んで下さい｡

1.支持政党を通 じる活動

2.与 ･野党へ広 く働 きかけ

3.政府審議会での活動

4.関係省庁 との直接交渉

5.大衆行動

6.その他

間5.貴組織の国際活動について伺います｡

(1)ITS(国際産業別組織)に加盟 していますか｡

1●いる 1

2.いない

ITSの名称

(加盟 しているITSをすべて記入して下さい｡略称可)

選出役員のITS役職名

(ITS別に記入 して下さい)

(2)国際交流協定がある場合､その相手国 ･組織､規模､頻度について､記入して下さい｡

① 定期交流

国 名 組 織 名 規模(人数) 頻 度

1

2

3

4
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② 不定期交流

国 名 組 織 名 規模(人数) 頻 度

1

2

3

4

(3)組織は､国際連帯資金を持っていますか｡

円

2.持っていない

問6 貴組織の情報化について伺います｡あてはまるものを 1つを選んで ください｡

(1)貴組織のホームページについて

1.開設 している (ア ドレスhttp://ⅥⅣ.

2.開設を予定 ･検討 している

3.開設の予定はない

(2)貴組織本部書記局のパソコンの導入台数について

1.1人に 1台導入している

2.2人に 1台程度導入している

3.3-5人に 1台導入している

4.6人以上に 1台導入している

(3)貴組織本部書記局における職員の電子メールの保有について

1.全員が電子メールア ドレスを持っている

2.8割以上が持っている

3.半数以上が持っている

4.半数未満 しか持っていない

(4)ネットワーク環境について

1.本部書記局内が外部からアクセス可能なネットワークで結ばれている

2.本部書記局内がネットワークで結ばれている

3.ネットワーク環境の構築を予定 ･検討 している

4.ネットワーク環境の構築予定はない
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間7 貴組織が産別組織 として今後強化すべき機能は何だと思いますか (3つまで選択)

1.労働条件交渉

2.加盟組合企業の経営チェック活動

3.加盟組合の雇用調整等合理化対策

4.産業政策の要求実現活動

5.政策制度の要求実現活動

6.政治活動

7.共済活動

8.新規組織化

9.加盟組合に対する教育活動

10.加盟組合員に対する職業紹介活動

11.加盟組合員に対する職業訓練活動

12.国際労働運動での活動

13.産別としてのボランティア活動

14.その他 (

間8 貴組織が上記の機能を強化する上での課題はなんだと思いますか (複数選択)

1.資金力不足

2.産別専従の人員､人材不足

3.既存業務に追われて時間がない

4.ノウハウがない

5.産別としての統一的活動ができる体制になっていない

6.産別組織 と加盟組織のニーズ､意向に食い違いがある

7.その他 ( )

大変お忙しい中
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*産業別組織の機能に関する調査 *
Ⅰ 組織範囲

間 1 .組織方針の考え方 間2 間3 間4 加盟組合規模別構成

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合-員数 甲合致 組合員数

自動車総連 ○ .8 20 86 289 1020

電機連合 ○ ll情報 15463530 68149583 76 44651 52 7069

ゼンセン同盟 ○ 37医療 _14194155 98201000 228128403 926 76465

JAM ○ ~7 13 95396 133159719 326108894 1479100049

生保労連 ○ 1 27340158

情報労連 ○ 26情報､その他のサービス 2224418 7 13938 33 17787 309 17290

電力総連 ○ 8 13154327 27 51632 55･27695 137 17775

CSG連合 ○ 46 3 21602 26 4.3650 82 44274 1006 61019

･ == ○ 3 5 38520 26 55411 41122597 160 17099

鉄鋼労連 ○ 9 8 88199 15 22945 26 13788 94 31204

造船重機労連 ○ 1 5 85649 3 8498 17 9860 49 4654

商業労連 ○ 14 4 35463 32 62621 25 13949 67 10277

食品連合 ○ 2

化学リークや21連合 ○ 20 1 8900 20 39517 49 25184 274 26813

交通労連 ○ 8 2 15705 14 17341 35 16635 664 30°992

JR連合 ○ 6 3 60800 6 10200 ll 7060 34 3640

JR総連 ○ 4 19166439 6 6678 2 386 4 578

化学総連 ○ 5 5 26719 13 36112 3 1861 -3 -277

紙パ連合 ○ 1 2 18570 7 13727 17 8407 ･112 8704

全国一般 ○ 45 2 ･2499 10 5513 1491 39982

損保労連 ○ 2 15 44924

全自交労連 ○ 2 5 14000 16 ■7096 573 24904

レジ ヤ-.サーヒやス連合 ○ 2

海貞組合 ○ p4 1 40000

チェーン労協 ○ 1 1 8399 7■19967 9 4701 3 366

全国ガス ○ 3 1 10882 5 9222 10 5464 69 4501

航垂連合 ○~ 4 2 21468 2 2690 5 p2284 21 1912

セラミックス連合 ○ _2 1 7800 3 9100 7 4100 56 45PO

全銀連合 C). 1 14 22251 22-14237

新化学 4 7000 1 358 19 1000
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間5 間1.規約上の加盟単位

組織 している市場支配力をもつ大手企業の業種名 価人 ･事莱所別組令 企莱別級合 企莱逮 グルIプ労逮 地域別級合 地域別逮∠口ゝ.体 その他

自動車総連 自動車製造､自動車部品製造､自動車小売 ○
電機連合 電気機械器具製造業 ○ ○ ○ ○ ○
ゼンセン同盟 紡績､化繊､スーパー ○ ○ ○ ○
JAM 軸受け､農業機械､ピス トンリング､ロープ製線､奄池､ ○ ○ ○ ○ ○

バルブ

生保労連 生命保険 ○
情報労連 第一1種通信業､通信建設業 ○ ○
電力総連 電気業､電気工事業 ○
CSG連合 医薬品製造業 ○ ○ ○ ○ ○
私鉄総連 鉄道業 ○
鉄鋼労連 鉄鋼業 ○ ○ ○
造船重機労連 造船､海洋構造物､航空機 ○ ○
商業労連 ○ ○ ○ ○
食品連合 ○ ○ ○
化学リークや21連合 写真感光剤､塗料製造業 ○ ○ ○
交通労連 ○ ○
JR連合 ○ ○
JR総連 ○
化学総連 化学､板ガラス op
ゴム連合 自動車タイヤ､ゴムはきもめ､ゴムベル ト ○ ○ ○
紙パ連合 紙パルプ製造業 ○
全国一般 ○ ○ ○ ○
損保労連 損害保険業 ○
全 自交労連 ○ ○.
レシサヤ-.サーヒ1'ス連合 旅行業 ○ ○ ○ ○ ○
海月組合 外航､水産､沿海フェリー ･○ ○ ○
チェーン労協 ○
全国ガス 都市ガス業 ○ ○ ○
航空連合 国内旅客航空輸送 ○ ○ ○ ○+

全銀連合 ○
印刷労連 印刷､同関連産業 ○
非鉄連合 非鉄金属製造 ○ ○ ○ ○
石油労連 石油精製｣元売 り ○
食品労協 ○
NHK労連 ○ ○
建設連合 ○
新化学 ○
全国セメン ト セメント製造業 .○ ○ ○

全造船機械 ○ ○ ○ ○
全炭鉱 ○
日建協 ○.-
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Ⅱ 組織の加盟単位

間2 準加盟､オブザーバー加盟の状況

方針 加盟状況 オブ参加組合の権利 会費永準

否認 級 .級 読 選 被 正 一正 一正 Aコ言

かめ 令 令 決 挙 選 加 律加 律 加 費
て 敬 負 権 権 挙 盟 盟 で盟 内

しヽるか 敬 梶 と同じ より低く な よい り低く 容

自動車総連 ×

電機連合 ○ 13 91106 × × × ○ 一律約20%

ゼンセン同盟 ×

JAM ○ 2 543 × × × ○ 3-5%

生保労連 ○ 2 × × × ○ 20-70%

情報労連 ○ 2 184 × × × ○ 3分の 1

､電力総連 △

CSG連合 ○ 6 2357 × × × . ○ 10-20%

私鉄総連 ○ 21 1130

鉄鋼労連 ○ 16 2150 × × × ○ 30%

造船重機労連 ○ 0 0 × .× ×

商業労連 ○ 19 54751 × × × ○ 0-3.3%

食品連合 △

化学リークや21連合 ~○ ll 970 × × × ○ 15%

交通労連 ○ 8 367 × × × ○ 一律150円

化学総連 . ~○ 2 876 X ○ × ○ 50%

ゴム連合 ×

紙パ連合 ○ 0 × × ○ 70%

全国一般 ○ 0 0 × × × ○ 50%

損保労連 ○ 0 0 × × ×

全自交労連 ○ × × × ○
レジャー.1卜ヒ1'ス連合 ○ 2 5_00 ○ ○ .○ 30-50%

海員組合 ○ 9 480 01 個別に決定 .

チェーン労協 ○ 1 1443 × × × ○ 50%

全国ガス ○ 2 30 × × × ○
航空連合 ○ 3 .374 × × × ○ 50%

セラミックス連合 △

全銀連合 ○ 10 10123

印刷労連 △

非鉄連合 ○ 7 220 × × × ○ 10-30%

石油労連 ×

食品労協 ○ 1 634 × × × ○ 25%

NHK労連 △ ■

建設連合 ○ 8 590 ○ ○ ○ ○ 12%

新化学 ×

全国セメント ×

繊維生活労連 ×
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Ⅲ-組合員数

間1 実人貞と会費納入人員 間2 実人員把撞方法 - 間3 臨時パートの加入状況

実人員 会費納入人員 比率 加盟 加盟人局調査期 日 人員数A 調査期 日 人員数B B/A

自動車総連 1999年6月 773,551 1999年6月 695,600 89.9%組織人月調査を毎年実施 ×

電機連合 1999年3月 664,833 1999年3月 571,641 86.0%組織人月調査を毎年実施 ○~ 5,000

ゼンセン同盟 2000年3月 602,4181999年11月 528,162 87.7%組織人員調査を毎年実施 ○ 29,951

JAM 1999年10月 465,9601999年10月 383,752 82.4%組織人月調査を毎年実施 ○

生保労連 . 1999年1月 350,660 1999年1月 315,594 90.0%組級人員調査を毎年実施 ×

情報労連 2000年3月 273,433 2000年2月 244,971 89.6% ｢労働組合基礎調査｣の結果を実人員とする ○ 7,764

電力総連 2000年2月 251,429 2000年2月 252,933 100.6%労働条件調査から推計

CSG連合 2000年2月 201,339 2000年2月 127,155 63.2%組織人月調査を毎年実施 ○ 10,935

私鉄総連 2000年6月 160,368 2000年2月 133,627 83.3% ･｢労働組合基礎調査｣の結果を実人員とする ×

鉄鋼労連 2000年2月 156,136 2000年2月 148,300 95.0%組織人月調査を毎年実施 ×

造船重機労連 2000年1月 118,451 2000年1月 108,145 91.3%組織人月調査を毎年実施 ×

商業労連 1999年10月 122,3101999年10月 122,310 100.0%組織人員調査を毎年実施 ○ 29,710

食品連合 1999年6月 101,726 1999年6月 98,973 97.3%.組織人員調査を毎年実施 ×

化学リークや21連合 2000年1月 100,414 2000年1月 71,807 71.5%組織人員調査を毎年実施 ○

交通労連 80,673 組織人月調査を毎年実施 ○

JR連合 2000年1月 81,700 2000年1月 ･71,500 87.5%その他 ○ 870

JR総連 65,933 59,339 90.0%組織人月調査を毎年実施 ○

化学総連 65,429 65,429 100.0%組織人員調査を毎年実施 ×

ゴム連合 51,640 50,000 96.8%労働条件調査から推計 ○

紙パ連合 1999年12月 49,4081999年12月 43,616 88.3%組織人月調査を毎年実施 ■× 3

全国一般 47,994 38,857 81.0% ｢労働組合基礎調査｣の結果を実人員とする ○ 8,329

損保労連 1999年8月 44,924 1999年8月 44,924 100.0%組織人月調査を毎年実施 ×

全自交労連 . 46,000 25,900 56.3%組織人員調査を毎年実施 ×

レゾヤー.サーヒ中ス連合 40,000 35,000 87.5%組織人員調査を毎年実施 ○ 1,000

海員組合 1999年7月 40,000 1999年7月 .38,000 95.0%組織人員調査を毎年実施 ○ 95

チェーン労協 1999年1月 33,986 1999年1月 33,986 100.0%組織人員調査を毎年実施. A

全国ガス 1999年6月 30,154 1999年6月 30,154 100.0%組織人員調査を毎年実施 ×

航空連合 1999年10月 28,3541999年10月 25,350 89.4%組織人月調査を毎年実施 ･X

セラミックス連合 2000年1月 26,539 2000年1月 23,885 90.0%組織人月調査を毎年実施 × 12345

全銀連合 1999年7月 36,422 1999年7月 25,610 70.3%組織人月調査を毎年実施 ×

印刷労連 1999年6月 24,245 1999年6月 21,568 89.0%組織人員調査を毎年実施 ×

非鉄連合 2000年2月 23,000 2000年2月 21,850 95.0%組織人月調査を毎年実施 ×

石油労連 1999年12月 21,410 2000年1月 19,762 92.3%組織人月調査を毎車実施 ×

食品労協 2000年3月 18,859 2000年3月 18,859 100.0%会費納入人員をもって実人員とする ×

NHK労連 2000年4月 12,069 2000年4月 12,069 100.0%組織人員調査を毎年実施 ○

建設連合 1999年11月1999年12月 ll,0221999年11月1999年12月 9,700 88.0%組織人月調査を毎年実施 ×

新化学 8,400 7,684 91.5%組織人員調査を毎年実施 ×

全国セメント 5,649 5,649 100.0%会費納入人月をもって実人員とする ×

繊維生活労連 2000年2月 3,000 2000年2月 -2,500 83.3%労働条件調査から推計 ×

全造船機械 2000年2月 2,088 2000年2月 2,012 96.4%労働条件調査から推計 ×

全炭鉱 1999年12月 8301999年12月 650 78.3%組織人月調査を毎年実施 ○

日建協 1999年7月 61,500 1999年7月 61,500 100.0%組織人員調査を毎年実施 ×
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Ⅲ 組合員数

間4 臨時､パー トの加盟方法 間5臨時､パー トの権利義務

1単組加盟 2臨時パー ト組合 3その他 会費水準 権利

租令数 人貞 組盲数 人員 組合姦 人貞

自動車総連

電機連合 16 3688 0 一般 と同額 同等の権利

ゼンセン同盟 ○ 同額だが交付金支給

JAM

生保労連

情報労連 30 4467 32 3297 同額だが交付金支給 同等の権利

電力総連

CSG連合- 一般より低額 制限あ り

私鉄総連 ､

鉄鋼労連

造船重機労連

商業労連 62 29710 0 一般 より低額 同等の権利

食品連合

化学リヤや21連合 ○

交通労連 ○ 一般 と同額 同等の権利

JR連合 5 870 0 その他 制限あ り

JR総連 ○ ∵投 より低額 同等の権利

化学総連

紙パ連合

全国一般 一般 と同額 制限あ り

損保労連

全自交労連

レシやヤー.サーヒナス連合 ○ 一般より低額 制限あ り

海貞組合 .○ 95-椴より低額 . 制限あ り

チェーン労協

全国ガス

航空連合

セラミックス連合

全銀連合

印刷労連

非鉄連合

石油労連

食品労協

NHK労連 0 1 323 一般 より低額 同等の権利

建設連合

新化学

全国セメント

繊維生活労連

全造船機械

全炭鉱 1 45 0 一般 と同額 同等の権利
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Ⅳ 組織構造 日な

間 1間 2 都道府県単位の地方組織

也方級級の有無 有無 組 活動内容 機関構成 財政 専従者

数 情報 紘 闘争 組級 世請 汰読 執行 読置 独自会費 交付金 その他財政 合計 うち在籍 企業-■■■■■■■

収集伝逮 行動級級化 指導 紘大活動 宿動 機関 機関 されず 内容 内容 内容 女子 計 本部雇用

自動車総連 有 有 47○ ○ ○ ○ ○ ○ 活動の都度支払い 0 0

電機連合 有 有 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○40- 120円 ○ 約90円 76 37 5 1 25

ゼンセン同盟 有 有 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 105 16

JAM 有 有 31 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ 115円 149 50 33 1 16 116

生保労連 無_

情報労連 有 有 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 月 16- 565円 5 5

CSG連合 有 有 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 21 1 47 47

私鉄総連 有 有 1 ○ ○ ○ ○ ○ 1

鉄鋼労連 有 有 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○.○ 13 13
造船重機労連 有 有 19 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5円/1人 10 0 10 0 0

商業労連 有
食品連合 有 有 47○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12.6円 4 4 4

化学リークや21連合 有 有 34○ ○ ○ ○ ○ ○0-70円 0

交通労連 有 有 35○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35
JR連合 有 有 46○ ○ ○ ○ ○ ○ 100-200円 0

JR総連 有 有 44 ○

化学総連 有 有 1○ ○ 通信費実費 0

ゴム連合 p 有 有 ○ ○
紙パ連合 有
全国一般 有 有 41○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1500円 101 39

損保労連 有 無

全自交労連 有 有 ○ ○ ○ d ○ ○ ○ ○ 37 10

レシ○ヤ∴サーヒやス連合 有

海月組合 有
チェーン労協 無
全国ガス 有 無

航空連合 有 有 6○ ○ ○ ○ ○ ○ 0

セラミックス連合 有
全銀連合 有

印刷労連 有 有 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○958-2667円/人 年間 3 3 1 12 2

非鉄連合 有 有 33○ ○ ○ ○82円 0
石油労連 有

食品労協 無

NHK労連 有 有 ○ ○ ○ 0

建設連合 有 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0

新化学 有 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 1

全国セメン ト 有

繊維生活労連 顔

全造船機械 有 無

全炭鉱 無 無

.日建協 有
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Ⅳ 組織構造

間2-ープロt)ク単位の地方組織

有無 級織敬 活動内容 機関醸成 財政 専従者

情 舵行 闘.級 世 汰 ~執 設 独自会 交 そ 合計 うち女子 在籍 企業籍なし報 争 紘 請 読 行 置 付金 の ◆他収 @ 紘 活 機 機 さ 計 本部

自動車総連

電機連合

ゼシセン同盟

JAM
生保労連

情報労連 有 10○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 月30-120円 ○9-80.5万円 30 8 22 8 8

電力総連 有 .12○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -o 26 26

CSG連合 有 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 必要により交付

鉄鋼労連 有 7○ ○

造船重機労連 無

商業労連 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 年間725円/1人 9

食品連合- 有 1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○. ○12.6円 1

化学リークや21連合 有 6○ ○ ○ ○ ○ ○

交通労連 有 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

JR連合 有 9○ ○ ○ ○ ○100-300円 ○150円/1人 0

JR総連 有 8 ○ ○ ○

化学総連

ゴム連合

紙パ連合 有 9○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0
全国一般 有 8○ ○. 0

損保労連

全 自交労連 有 7○.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

レシ○ヤー.サーヒ+ス連合~有 7○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海員組合 (注) 有 6○ ○ ○ ○ ○ ○~ 179 59 19 160 160

チェーン労協

全国ガス 有 5○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0

航空連合

セラミックス連合 有 8○ ○ ○ ○ ○.○ ○ ○60-520円 ○45円 3 _2 0 3 0
全銀連合. 有 ○ ○ ○
印刷労連

非鉄連合 有 9 ○ ○130円 0

石油労連 有 13○ ○ ○ ○ ○ 〇 年560円/人 0
食品労協

NHK労連

建設連合

新化学

全国セメント 有 5○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○30-50円 ○30円 0

繊維生活労連 .

全造船機械 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 月180円/人 0

全炭鉱

注) 海貞組合の専従者数は､主要港湾に設置される地方組織の分を含む0
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Ⅳ 組織構造

間2 その他の地方組織 間声 間4

有無 級織* 活動内容 機関構成 財政 専従者 業種別組織の有無 莱鍾別

自動車総連 仝加盟組合が所属 4

電機連合 仝加盟組合が所属 7

ゼンセン同盟 全加盟組合が所属 7~

JAM 自主的判断で所属 7

生保労連 自主的判断で所属 2

情報労連 自主的判断で所属 4

電力総連 全加盟組合が所属 13.

CSG連合 仝加盟組合が所属 7

私鉄総連 業種別対策委貞会 3

鉄鋼労連 業種別対策委貞会

造船重機労連 業種別対策委貞会

商業労連 自主的判断で所属 3

食品連合 全加盟組令が所属 12

化学リーク1121連合 全加盟組合が所属 12

交通労連 仝加盟組合が所属 4

JR連合 自主的判断で所属 2

JR総連 なし

化学総連 仝加盟組合が所属 7

ゴム連合 なし

紙パ連合 業種別対策委貞会

全国一般 自主的判断で所属 7

損保労連 有 17 ○ ○ 20万円 ○ 0 業種別対策委貞会 1

全 自交労連 仝加盟組合が所属 1

レシ○ヤー.サーヒ''ス連合 仝加盟組合が所属 2

海員組合 有 23○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (注) 仝加盟組合が所属 3

チェーン労協 なし

全国ガス 業種別対策委員会 2

航空連合 仝加盟組合が所属 3

セラミックス連合 全加盟組合が所属 4

全銀連合 なし

印刷労連 なし

非鉄連合 仝加盟組合が所属

石油労連 なし

食品労協 なし

NHK労連 なし

建設連合 なし

新化学 な し

全国セメン ト 仝加盟組合が所属 2

繊維生活労連 仝加盟組合が所属 6

全造船機械 なし

全炭鉱 なし

日蓮協 なし

注) 海貞組合の ｢その他地方組織｣の専従者数は､ ｢ブロック単位地方組織の専従者｣に含まれている｡
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Ⅳ 組織構造

間5 業種別組織 間6

活動内容 機関構成 財政 専従者 組産織別の を有 こ無 え･.た莱･種別 級級の敬

情戟 統 闘争 租 堅 塗 執行 読 独 交付 その他財政 内容 合計 うち女子 在籍 企業籍なし

■...-■･..●- -

収.集伝逮 行動級級化 指導 紘大活動 口活動 ロ機関 機関 されず ∠ゝ7言辛 金 .内容 !+ 本部雇用

自動車総連 ○ ･○ 本部活動費から拠出 0 無

電機連合 ○ ○ ○ .050万円 0 秦

ゼンセン同盟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 5 23 16 16 有 1.

生保労連 ○ ○ ○ ○ ○ 9 4 0 9 9 無

情報労連 ○ ○ ○ ○ ○ 有 2

電力総連 ○ ○ ○ 無

CSG連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 1 1 6 6 有 5

私鉄総連 ○ l ○ ○
鉄鋼労連 ー 無

造船重機労連 有 1

商業労連 ○ ○ ○ ○ ○ 0 .0 0 有 2

食品連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9.7円 有 5

化学リークや21連合 ○ ○
交通労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 秦

JR連合 i ○. ○ 本部負担 0

JR総連 蕪

化学総連 ○ ○ 0 有 1̀0

ゴム連合

紙パ連合

全国一般 ○ ○ ○ ○ 有 2̀

損保労連 _○ ○ ○ 0 無

全自交労連 ○ ○ ○ 蘇

レジャー.サーヒ_やス連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
海員組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 本部会計

チェーン労協

全国ガス ○ ○ 無

航空連合 ○ ○ ○ ○ 0 無

セテミックス連合 ○ ○ ○ ○ 本部会計 無

全銀連合 無

印刷労連 有 1

非鉄連合

石油労連 無

食品労協 有 4

NHK労連 無

建設連合 有 3

新化学 有 ■

全国セメント ○ ○ ○ ○ ○ ○ 本部会計 有 3

繊維生活労連 有 4

全造船機械

全炭鉱

日建協 有 1
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Ⅵ 財政

_間 1 会費納入方法 間2 会費決定方法

方式 内容

自動車総連 グループ労連が納入 定額方式 1人300円/月

電機連合 加盟単組が納入 逓減方式 603-445円

ゼンセン同盟 加盟単組が納入 定額方式 630円

JAM 加盟単組が納入 定額方式 会費650円､連帯基金50円

生保労連 加盟単組が納入

情報労連 加盟単組が納入 定額方式 447円

CSG連合 加盟単組が納入 地方組織をとおし納入 定額方式 1人800円

私鉄総連 地方組織をとおし納入 定額方式 520円

鉄鋼労連 加盟単組が納入 定額方式 681円

造船重機労連 加盟単組が納入 グループ労連が納入 定額方式 500

商業労連 加盟単組が納入 グループ労連が納入 逓減方式 平均高卒初任給×定率×14カ月 (定率は5000以下0.35%､-7500人0.29%､-10000人0.23%､10000-0.18%)

食品連合 加盟単組が納入 定額方式 490円

化学リーク1'21連合 加盟単組が納入 定額方式 650円

交通労連 加盟単組が納入 地方組織をとおし納入 定額方式 470円

JR連合 加盟単組が納入 グループ労連が納入 定額方式 500

JR総連 加盟単組が納入 定額方式 529円

化学総連 加盟単組が納入 定率方式 300円

ゴム連合 その他 定額方式 120円

紙パ連合 加盟単組が納入 定額方式 580円

全国一般 地方組織をとおし納入 定額方式 265円

損保労連 加盟単組が納入 定率方式 0.18%+100円

全自交労連 地方組織をとおし納入 定額方式 335

レシ○ヤー.サーヒナス連合 加盟単組が納入 定額方式 950

海員組合 個人が直接納入 個人が直接納入 基本給の2%+1000円

チェーン労協 加盟単組が納入 定額方式 350

全国ガス 加盟単組が納入 定額方式 520

航空連合 加盟単組が納入 定額方式 450円+α(100円程度)

セラミックス連合 加盟単組が納入 定額方式 430円

全銀連合 加盟単組が納入 定額方式 210

印刷労連 加盟単組が納入 定額方式 700円

非鉄連合 加盟単組が納入 グループ労連が納入 定額方式 680円

石油労連 加盟単組が納入 定額方式 670

食品労協 加盟単組が納入 定額方式 400円

NHK労連 加盟単組が納入 定額方式 116円

建設連合 加盟単組が納入 定額方式 810円

新化学 加盟単組が納入 グループ労連が納入 定額方式 470円

全国セメン ト 加盟単組が納入 定額方式 600円 (夏1000､冬450)

繊維生活労連 加盟単組が納入 定額方式 1100円

全造船機械 加盟単組が納入 定額方式 1250円

全炭鉱 加盟単組が納入 定額方式 500円
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Ⅵ 財政

間3 諸会議への参加費用の負担

大会 中央委貴会. 執行委貞会

交通費 宿泊費 . 手当 交通費 宿泊費 手当 交通費 宿泊費 手当
仝 な 仝 な 仝 な. 全 な 仝 な 全 な 全 な 全 な 仝 な

蘇 那 し 蘇 那 し 蘇 郡 し 額 那 し 蘇 部 し 蘇 郡 し 蘇 那 し 額 那 し 蘇 那 し

自動車総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゼンセン同盟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JAM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

情報労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電力総連 ○ ○ ○ ○ ○ ~○ ○ ○ ○

CS..G逮合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

私鉄総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○

造船重機労連 ○ ○ ○ ○ .○ ○

商業労連 ○ ○ ･○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化学リークや21連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○ ○

交通労連 ○ ○ ○ ○

JR連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JR総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化学総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゴム連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○

紙パ連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全国一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

損保労連 . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全自交労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レシサヤ-.サーヒ中ス連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海員組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

チェーン労協 ○ ○ ○ ○ ○ ■○
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.Ⅵ-財政

間3 諸会議への参加費用の負担 間4.企業籍を持つ専従役貝の給与

各種専門委貞套 各種特別委員会 全額負担 一部負担 負担せず

交通費 宿泊費 手当 交通費 宿泊費 手当 有無 負担 負担 有無 負担 -負担 有無 負担

仝 な 仝 な 仝 な 仝 な 仝 な 全額 な
琴 部 しp額 部 し 額 那 し 蘇 那 し 蘇 那 し 那 し 人数 額 人数 蘇 人.Y

自動車総連 ○.l ○ ○ ○ ○ d ○ 28183

電機連合 ○ ○ ○○ ○ ○○28 ○ 3人

ゼンセン同盟 〇g ○ ○ ○ ○ ○ ○6 54百万

JAM ○ ○ ○■ ○ ○ ○ ○2 20百万

生保労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7100

情報労連 .○i～ ○ ○ ○ ○ ○ ○27207

電力総連 ○. ○ ○ ○ ○ ○ ○24137百万 ○ 218百万

CSG連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44.5-6

私鉄総連 ○ ○ ○○ ○ ○○1517900

鉄鋼労連- ○ ○ ○ ○ ○ 1575

造船重機労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○○2 1_7.3 ○ 1536

商業労連 ○ ○ ○○ ○ ○○8 70

食品連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 873百万

化学リークや21連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 40

交通労連 ○ ○ ○ ○~ ○8 60百万

JR連合 ○ ○ ○○ ○ ○_○4 38

JR総連 ○ ○○ ○ ○○ ○ 3

化学総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 3

ゴム連合 ○ ○ ○
紙パ連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 763百万

全国一般 ○ ○ ○○ 0 ○○ 3

損保労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○
全自交労連 . d ○ ○ ○
レシ寸ヤー.サーヒナス連合 ○ ○ ○○ ○ ○○2 ○ 9

海員組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○

チェーン労協全国ガス航空連合セラミックス連合全銀連合印刷労連非鉄連合石油労連食品労協NHK労連建設連合新化学全国セメント繊維生活労連全造船機械全炭鉱日建協 ○○l〇十〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇∴i!l○!liH 〇十i～l〇日tlr○+ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○○〇〇〇〇〇〇〇○○○○〇〇〇〇○〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇･〇〇343221 26百万48百万36百万13百万13百万7百万 〇〇〇〇 542634百万24.8百万3百万36百万 〇〇〇33
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Ⅵ 財政

間5間-6-1 間6-2 間6-3 間6-2 間7

闘争餐金積立 徴収方法 徴岬額 主要な使途 注 積立額総額(十万円)-人当たり(円)

自動車総連 有 会費の⊥部として毎月徴収 1人2..5円/午 争議行為および加盟労連の争議行為の支援 8.6 1,245

電機連合 有 会費の一部として毎月徴収 1人5円/月 220 3,300

ゼシセン同盟 有 会費の一部として毎月徴収 20円 一時的に積立停止 61210,169

JAM 無

生保労連 有 一般会計剰余金か 20 500

情報労連 有 組織の不測な事態､犠牲者扶助 現在凍結 47 1,718

電力総連 無

CSG連合 無

私鉄総連 有 年間 1人100円 43

鉄鋼労連 有 会費の一部として毎月徴収 1人5円/月 闘争支援 30

造船重機労連 無

商業労連 無

食昂連合 無

化学リークや21連合 無

交通労連 無

JR連合 無

JR総連 無

化学総連 無

ゴム連合 無

紙パ連合 無

全国一般 有 1.4

損保労連 有

全自交労連 有 毎月ではないが徴収

レシやヤー.サーヒやス連合

海貞組合 有 会費の一部として毎月徴収 健人額を大会で決定 ストライキ､他労組争議資金 ♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯

チェーン労協 無

全国ガス 有 会費の一部として毎月徴収 60円 闘争にかかわる諸費用 8.9 2,951

航空連合 無

セラミックス連合 有 1 380

全銀連合. 無

印刷労連 有 会費の一部として毎月徴収 0.45 206

非鉄連合 無

食品労協 無

NHK労連 有 会費 とは別に毎月徴 収

建設連合 無 ~

新化学 有 毎月ではないが徴収 その他 闘争 (連帯用) 3 3,700

全国セメント 有 その都度決定 中央の闘争基金､加盟組合非常時融資の積立､ス ト参加組合への交付 23 3,80

繊維生活労連 有 会費の一部として毎月徴収 1 3,900

全造船機械 無

全炭鉱 無
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Ⅶ 組織拡大

間 1 間2

産別の組織化方針 (◎､特 に重視) 化 昨し年た 1人年貞 間( に入組) 級 担当組織

の未 の資 の臨 組 派 そ 本 也 莱 加 級 そ
組姐 租 本 組 時 織遣 ･の. 那 方 檀 盟 令 の

織織 織 系 織 . 化労 他 担 租 別 単 負 他

化 労働 .者 ｢･化 列企莱 化 パート 働者の 当那局 織 級嘩 級 個人

自動車総連 】○ ◎ 6,174 ○ ○ ○
電機連合 ◎ ◎ ○ ○ 7,754 ○ ○ ○ ○

ゼンセン同盟 ◎ ○ ○ ○ 22,107 ○ ○ ○ ○
JAM ○ ◎ ○ ◎ _3,773 ○ ○ ○ ○
生保労連 ○ ○
情報労連 ◎ ○ ○ 486 ○ ○̀ .0 ○
電力総連 ○ ◎ 43 ○

CSG連合 ◎ ◎ ○ ○ 4,000 ○ ○ ○
私鉄総連 ○ ○ ○ 10 ○ ○ ○

鉄鋼労連 ○ ○ 843 ○ ○ ○

造船重機労連 ○ ○ 2,869 ○ ○ ○
商業労連 ○ ○ ○ ○ 591 ○ ○ ○ ○
食品連合 ○ ◎ ○ .○ ○ ○
化学リークや21連合 ○ ○ ○ ○ ○

交通労連 ○ ○ ○ 2,500 ○ ○ ○ ○
JR連合 ○ ○ ○ 1,500 ○
JR総連 ○ ◎ ○
化学総連 ○ ○
ゴム連合 ○ ○
紙パ連合 ○ ◎ 150 ○
全国一般 ◎ ◎ ◎ ○ 550 ○ ○ ○ ○ ○
損保労連 ○ ○ ○ ○

全 自交労連 ◎ .○ 500 ○ ○ ○
レシナヤー.サーヒナス連合 ○ ○ ○ ○ 2,500 ○ ○ ○
海員組合 ◎ ○ ○ ○ ○ 2,231 ○ ○
チェーン労協

全国ガス ○ ○ 20 ○
航空連合 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

全銀連合 ○独立組合へのオルグ ○

印刷労連 ○ ○ 110 ○ ○ ○
非鉄連合 ○ ○ 300 ○ ○ ○

石油労連 ○ ○ ○ ○ ○
食品労協 ○ ○ 634 ○ ○

NHK労連 ○ ◎ ○ 23 ○
建設連合 ◎ ○ ○ ○
新化学

全国セメン ト ○ ○ ○ ○

繊維生活労連 ○ ○ ○ ○
全造船機械 ○ ○ ○ ○ ○ ○
,全炭鉱 ○
日建協 ○
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Ⅰ 経営者団体 Ⅱ 団体交渉 .労使協議 .労使折衝

間1 間1 間2 間3 由4

経営者団体の数 渉 当等事 当事者 交渉等の相手方 話 し合いの形態 要求 .交渉事項産 莱 地 中 地 特 特 団 労 労 そ 質 産 過 ′ュ†疋 労 そ

を者行 とつ しててい 甲る体か交 別 鍾 方 央 方 ′⊥●疋 ′⊥†疋 体 便 便 の 金 莱 時 職 年 働 の
本那 別那会 級織 級普者団体 経営者団体 企莱秦団 企莱 交渉.協議 釈衝 他 別最低質金 金 金 刺 時間 他辛項

自動車総連 5 -○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電機連合 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゼンセン同盟 12 ○ ○ ○ ○ ○. ○ ○ ○

JAMp 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ d ○ ○
生保労連 3 ○ ○ ○ ○ ○

電力総連 3 ×

CSG連合 ○ ○.○

私鉄総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鉄鋼労連 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

造舶重機労連 4 ○ ○ ○ .○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
商業労連 2 ×

食品連合 14 ○
化学リーク.21連合 1 ○ ○ ○ ○ ○

交通労連 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
JR連合 ×

化学総連 3 ×

ゴム連合 ×

紙パ連合 1 ×

全国一般 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ d ○ ○ _○ ○
損保労連 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
全 自交労連 1 ×

レシやヤー.サーヒナス連合

海員組合 ､14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チェーン労協 . 1 ×

全国ガス 1 ×

航空連合 1 ×

セラミックス連合 3 ×

全銀連合 1 ×

印刷労連 1 ×

非鉄連合 ○ ○ ○ ~○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
石油労連 3 ×̀

食品労協 3 ×
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Ⅱ 産業別統一闘争とその指導体制

間 1 間2 間3 間4

規約等で規定しているか 規定していない場合の現状 今春にとりくんだ要求事項 産別闘争方針の決定機関 要求の拘束力を示す要求表現

月例貸金 塞別-最質 時金 過職金 定午刺 労働時間 その他辛項

自動車総連 × いまのところ組織せず ○ ○ ○ 中央委貞会 要求基準

電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委貞会 統一要求基準

ゼンセン同盟 ○ ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

JAM ○ ○ ○ ○ 大会 統一要求基準

生保労連 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ ○ ○ ○ 大会 統一要求基準

情報労連 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ ○ ○ ○ 大会 統一要求

電力総連 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ 中央委貞会 統一要求基準

CSG連合 × 慣行と-して統一闘争を組織 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委貞会 統一要求目標

私鉄総連 ○ ○ ○.○ ○ ○ 中央委貞会 統一要求

鉄鋼労連 ○ ○■○ ○ ○ ○ 中央委貞会 統一要求基準

造船重機労連 ○ ○ ○ 中央委員会 舵-要求

商業労連 × いまのところ組織せず ○ ○ d ○ 中央委員会 統一要求基準

食品連合 × いまのところ組織せず ○ ○ ○ 中央委員会 要求基準

化学リークや21連合 × その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

交通労連 × いまのところ組織せず ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委員会 要求基準

JR連合 × いまのところ組織せず ○ ○ 01 統一要求基準

JR総連 × いまのところ組織せず ○ ○ ○ 中央委員会. 統一要求基準 -

化学総連 × その他 その他

ゴム連合 × いまのところ組織せず ○ ○ 中央執行委貞会 要求基準

紙パ連合 ○ ○_ ○ ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

全国一般 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

損保労連 ○ ○ ○.中央委員会 その他

全自交労連 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

レシ○ヤー.サーヒ○ス連合 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中央委員会

海員組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他 統一要求

チェーン労協 × いまのところ組織せず .

全国ガス × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大会 要求基準

航空連合 × いまのところ組織せず ○ ○ 中央委員会 要求基準

セラミックス連合 × 慣行とし■て統一闘争を組織 ○ ○○ ○ 〇〇〇 〇〇〇 ○ 〇〇〇 中央委員会 要求基準

全銀連合 × いまのところ組織せず ○ ○ 中央委員会 その他

印刷労連 × 慣行として統一闘争を組織 ○. ○ 中央委員会 要求基準

非鉄連合 × 慣行として統一闘争を組織. ○ ○ ○ 大会 統一要求

建設連合 × いまのところ組織せず 〇〇〇■ 中央委員会 要求基準新化学 × いまのところ組織せずいまのところ組織せず ○ 中央委貞会 統一要求基準

全国セメント ○ ○ ○ 中央委員会 統一要求基準

織姫生活労連 ○ ○ ○ ○ ○ 大会 統一要求基準

全造船機械 × ○ ○○ ○ 中央委員会 . 統一要求

全炭鉱 × 慣行として統一闘争を組織 ○ ○ ○ 中央執行要員会 要求基準
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Ⅱ 産業別統一闘争とその指導イ本制

間6 間7 間8 間9 間 10

要求書の形式 要求の説明~会開催 スト権の確立方法 闘争描導機関,の ~読置 闘争機関の名称

自動車総連 ○ × 加盟組織で批准投票 - ○ 中央生活闘争委貞会

電機連合 ○_ ○ 加盟組織で確立後本部に委譲 ○ 中央闘争委貞会

ゼンセン同盟 ○ ○ ○ 加盟組織で確立後本部に垂譲 ○ 中央闘争委員会

JAM ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 拡大中央闘争委貞会

生保労連 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 pO
情報労連 d. ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委貞会

電力総連 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 _○ 中央交渉推進委員会

CSG連合 ○ .○ ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委員会

私鉄総連 ○ ○ 産別の指令で加盟組織が個々に確立 ○ 中央闘争委貞会

鉄鋼労連 ○ ○ 加盟組織で批准投票 ○ 中央闘争委員会

造船重機労連 .○ × 加盟組織の自主的判断で確立

商業労連 ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 春闘推進委員会

食品連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○
イヒ学リヤや21連合 ○ ○ .○ 加盟組織の自主的判断で確立 ×

交通労連 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○
JR連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 .×

JR総連 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ×

化学総連 ○ × ×

ゴム連合 ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ×

･紙パ連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委員会

全国一般 ･○ ○ 産別大会の他加盟組織でも投票.- ○ 中央闘争委員会

損保労連 ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委貞会

全自交労連 ○ × 産別の指令で加盟組織が個々に確立 ｡ 中央闘争委員会

レシ中ヤー..サーヒやス連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○
海貞組合 ○ ○ 全組合員の投票 ×

チェーン労協 ○ ○ ×

全国ガス _○_ .× 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委員会

航空連合 ○ × 加盟組織の-自主的判断で確立 ○ 中央闘争委員会

セラミックス連合 ○ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 '○ 中央交渉委員会

全銀連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ×

印刷労連 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 中央闘争委員会

非鉄連合 ○ ○ 大会代議貞の投票 ○ 大手企業連闘争委貞会

食品労協 × 加盟組織の自主的判断で確立 - ×-

NHK労連 × 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 闘争委員会

建設連合 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○
新化学 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 拡大闘争委貞会

全国セメント ○■ × 加盟組織で確立後本部に委譲 ○ 中央共闘委員会

繊維生活労連 ≡ ○ ○ ≡ ○ 加盟組織の自主的判断で確立 × 戦術会議 .

全造船機械 ○ ×-加盟組織で確立後本部に委譲 ○
全炭鉱 ○ × 加盟組織の自主的判断で確立 ○ 闘争委員会
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Ⅱ 産業別統⊥闘争とその指導体制

間10 間11

特設機関の構成 決定権限をもつ機関名

決 日定 軍戟術の の妥設結走基準など 令争議行為の描 妥結承認

自動車総連 中央執行委員会全員 特設機関 特設機関 特設機関

電機連合 中央執行委貞会プラス 17中開組合+36地区闘代表 特設機関 特設機関 特設機関 特設機関

ゼンセン同盟 中央執行委員会全貞 特設機関 特設機関 その他 特設機関

JAM 中央執行委貞会プラス 中執未選出の地方代表 特設機関 特設機関

生保労連 中央執行委員会全貞 特設機関 特設機関 特設機関

情報労連 中央執行委貞会全貞 特設機関 特設機関 特設機関 特設機関

電力総連 その他 会長､会長代理､副会長､事務局長 特設機関 特設機関

CSG連合 中央執行委員会仝貞 特設機関 特設機関 特設機関

私鉄総連 中央執行委員会プラス 地連委貞長+大手組合委員長 中央委員会 中執委 中執委 中執委

鉄鋼労連 中央執行委貞会全員 特設機関 特設機関 特設機関 特設機関

造船重機労連

商業労連 その他 中執委

食品連合 中央執行委員会仝貞 中央委貞会 特設機関 その他 その他

化学リークや21連合 中執委 中執委

交通労連 中央執行委貞会全貞 中執委 中執委 亘執壷

JR連合

JR総連

化学総連

ゴム連合 中執委 その他 その他 その他

紙パ連合 中央執行委貞会全員 特設機関 特設機関

全国一般 中央執行委貞会全貞 特設機関 特設機関 特設機関 その他

損保労連 中央執行委員会プラス 大会で選出された者 特設機関 その他 特設機関 その他

全自交労連 中央執行委貞会全貞 中執委 その他 その他 その他

レシ○ヤー.サーヒ中ス連合 中執委

海貞組合 中執委 中執委 中執委 その他

チェーン労協

全国ガス 中央執行委貞会プラス 地方選出若干名 特設機関 特設機関 特設機関 特設機関

航空連合 中央執行委員会仝貞 特設機関

セラミックス連合 中央執行委員会仝貞 中央委貞会 代表者会議

全銀連合

印刷労連 中央執行委貞会全員 特設機関

非鉄連合 その他 常任執行委員+大手企業連役貞 大会 代表者会議 その他 中執委

石油労連 代表者会議 代表者会議 特設機関 特設機関

食品労協

NHK労連 中央執行委員会全貞 特設機関 代表者会議 中央委員会 中執委

建設連合 中央執行委員会全貞 特設機関 特設機関 中執委

新化学 中央執行委貞会プラネ 単組代表､貸金委員､教宣委員

全国セメント 中央執行委貞会仝貞 特設機関 特設機関 その他 その他

繊推生活労連 大会 大会 中執委. 中執委

全造船機械 中央執行委貞会プラス 構成組織代表 特設機関 特設機関 中執委 中執委

全炭鉱 中央執行委貞会全員 中執委 中執委 中執委 大会
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Ⅱ 産業別統一闘争とその指導体制

間12 間13

カスッ トトにの よ補 る償貸金 補償基金の徴収方法 補償方法 補償基準

自動車総連 ×

電機連合 . ○ 闘争資金から 一部補償

ゼンセ■ン同盟 ○ 闘争資金から 一部補償

JAM ×

生保労連 ×

情報労連 ×

電力総連 .×

CSG連合 ×

私鉄総連 ○ 闘争資金かち 春闘臨時会費 かなり補償 全 日ス ト7日以上､登録人員の90%､ 1人 1日3600円
鉄鋼労連 ○ 闘争資金から かなり補償

造船重機労連

商業労連 ×

食品連合 ×

化学リークや21連合 ×.

交通労連 ×

JR連合

JR総連 ×

化学総連

ゴム連合 ×

紙パ連合 ×

全国一般 ×

損保労連 ○ 闘争資金から

全自交労連 ×

レゾヤー.サーヒやス連合 ×

海員組合 ○ 闘争資金から かなり補償

チェーン労協 ×

全国ガス ×

航空連合 ×

セラミックス連合

全銀連合 ×

印刷労連 ×

非鉄連合 ×

石油労連 ×

食品労協 ×

NHK労連 ×

建設連合 ×

新化学 ○ 闘争資金から

全国セメント ○ 闘争資金から 一部補償

繊維生活労連 ×

全造船機械 ×

全炭鉱 ×

日建協 ×
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Ⅳ 労働条件の産業別最低規制 産業別最低規制協定

1 産別組織､地方組織が当事者となった規制協定 2 加盟組織を通じた産業別最低規制

間 1 間2 間3 間1 間2

協′上†疋しているか 協定内容 協定適用を受ける企業の範囲 秩り級んでいるか 具体的取り組み方法

最低 労働 その 通関用係 業特に走 業特に定 プ特に走 に特適走 その 妥結 て.妥い結 て統い- て安い求 その
質 時 他 企 一業 -也 適企 用個 他 承 る基.る要 る基 他
金 間 の 莱 律種 律域 用業 別 に 書刃PLC.､ 準 求 準 や

規 規 に 通関 通 関. グ 地 逮 条 に に に り

刺 刺 律 用係企 用係企 ルI 企莱 用 件 含め 含め 令め 方

自動車総連 × ○ ○
電機連合 × ○ ○ ○ ○
ゼンセン同盟 × ○ ○ ○

JAM × ○ ○
生保労連 × ○ ○
情報労連 ○ ○ ○ ○ ○
電力総連 × ×

CSG連合 × ○ ○
私鉄総連 ○ ○ ○ ○ ○

鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
造船重機労連 × ○ ○
商業労連 × ○ ○
食品連合 × ○ ○

化学リークや21連合 × ○ ○
交通労連 × ×

JR連合 × ○ ○
JR総連 × ○ ○
化学総連 × ×

ゴム連合 × ×

紙パ連合 × ×

全国一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

損保労連 × ×-

全自交労連 × ○ ○
レシナヤー..サーヒ○ス連合 ×

海貞組合 ○ ○ ○
チェーン労協 × ×

全国ガス × ○ ○
航空連合 × ×

セラミックス連合 × ○ ○
全銀連合 × ×

印刷労連 × ×

石油労連 × ×ー

食品労協 × ×

NHK労連 × ×

建設連合 × ×

全国セメント × ○ ○

繊推生活労連 ○ ○ ○ ○ ○
全造船機械 × ○ ○
壷炭鉱 ○ ○ ○ ×

日建協 × ×
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Ⅳ 労働条件の産業別最低規制

2.加盟組織を通じた産業別最低規制

間3 間4

とりくみ内容 期す産方る別針た機がめ能あのをる中強か長化最低賃金 労働時間規刺 その他の規刺

自動車総連 ○ ○ ○ 労働諸条件全般にミニマム基準を設定 ×

電機連合 ○ ○ ○
ゼンセン同盟 ○ ~○

JAM ○ ○
生保労連 ○ ○ 教育制度 X p

情報労連 ○ 個別貸金 ○
電力総連 ×

CSG連合 0 , ○ ○ ○
私鉄総連 ○ 10 ○

鉄鋼労連 ○ ○
造船重機労連 ○ ○ . ○
商業労連 ○ ~○ ×

食品連合 ･○ ×

化学リークや21連合 ○ ×一

交通労連 . ○ ○

JR連合 ○ ○ ○
JR総連 ○ ○ ○
化学総連

ゴム連合

紙パ連合 ○
全国一般 ○. ○ ○ ×

損保労連. ○

全自交労連 . ○ ○
レシ○ヤー.サーヒナス連合

海月組合

チェーン労協 ○
全国ガス ○ ○~

航空連合 ×

セラミックス連合 ○ ○
全銀連合

印刷労連 ×

非鉄連合 ○ ○ ×

石油労連 ×

食品労協 ×

NHK労連 ×

建設連合 ○ ○

新化学 ×

全国セメント ○ ○ ×

繊維生活労連 ○ ○ ○
全造船機械 ○ ×

全炭鉱 ○

日建協 _
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Ⅰ 雇用合理化対策

間 1 間2

対 1対策指針が対象とする合理化問題 2月ヒ∠ゝ口 ロ 3産別の対処組織

栄指針 莱 検 倒 鎖企 希 休- 出 配 ~単 そ 貞恒 る発 担 そ走 討 塞 莱● 望 業時 向 置 身 _の 義理 会 常 対生 当 のを し 追 棉 冗 卜 他 白､ ■ヽtlL_ 口 他

の有蘇 検討中 ていない 辛莱所間 職寡集 休●時 換●転勤 任 揺莱の報 な対莱香 委 と貝 に会 設け 局

自動車総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゼンセン同盟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JAM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生保労連 ○ ○ ○ ○ × ○
情報労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
電力総連 ○
CSG連合 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

私鉄総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

造船重機労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
商業労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
食品連合 ○ ○ ○ × ○ ○

化学リークや21連合 ○ ○ ○ ○ ○ .○ ○ × ○ ○
交通労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○

JR連合 ○ ○ ○ ○ × _○
JR総連 ○
化学総連 ○
ゴム連合 ○
紙パ連合 ○

全国一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
損保労連 ○

全自交労連 ○ ○ × ○
レシ○ヤー.サーヒ中ス連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海員組合 ○ ○ ○ ○ ･○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チェーン労協 ○
全国ガス ○
航空連合 ○
セラミックス連合 ○
全銀連合 ○
印刷労連 ○
非鉄連合 ○

石油労連 ○ ○ ○ ○ ○ .○ ○ × ○
食品労協 ○

NHK労連 ○ ○ ○ × ○
建設連合 ○
新化学 ○

全国セメント ~○ . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

繊維生活労連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ⅰ 雇用合理化対策

間3 間4 間5 間6 間 7 間8
ん離 離 合理化対策 無料職業紹 技術革新対策 経営対策指針

職者 職者 資金 介 .労働者供給事業 ~ 指針

の あっせんする 敬 1998年 拷 持 行 行 あ な あ な

就職あっせ 組織 の把揺 の離職者数(人) つている つていなしー つてしーる つてしヽなしヽ り し り し
産別 単級

自動車総連 ○ ○ × ○ ○ ○ ○
電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゼンセン同盟 ○ ○ 8,240 ○ ○ ○ ○

J̀AM O p ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生保労連 ×

情報労連 × × ○ ○ ○ 01

電力総連 ○ ○ ○ 0 ○ ○ ･○ ○

CSG連合 ○ ○ ○ ○ 1,000 ○ ○ ○ ○
私鉄総連 ○. ○ × ○ C) ○ ○

鉄鋼労連 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
造船重機労連 ○ o ○ ○
商業労連 ○ .○ ○ × ○ ○ ○ ○
食品連合 × ×′ ○ ○ ○ ○
化学リーグや21連合 ○ -o × ○ ○ ○ ○

交通労連 × × ○ ○ ○ ○

JR連合 × ○ ○ ○ ○
JR総連 × × ○ ○ ○ ○
化学総連 × ×, ○ ○ ○ ○
ゴム連合

紙パ連合 × × ○ ○ ○ ○
全国一般 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

損保労連 ･× ○ 0 ○ ○ ○. ○
全自交労連 × × ○ ○ ○ ○
レジャー.サーヒナス連合 × × ○ ○ ○ ○

海員組合 ○ ○ ○ 19,221 ○. ○ ○ ○
チェーン労協 × × ○ ○ ○ ○
全国ガス- × × ■○ ○ _ ○ ○
航空連合 × × ○ ○ ○ ○

全銀連合 × × ○ ○ ○ ･○

印刷労連 × × ○ ○ ○ ○
非鉄連合 × ○ 190 ○ ○ ○ ○

石油労連 × ○ 5,000 ○ ○ ○ ○
食品労協 -× × ○ .○ ○ ○
NHK労連 ×

建設連合 × 不 ○ ○ ○ ○.
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Ⅱ 産業政策活動 -

間1 間2 間3

産業政策の策定 労使協議制 政策実現の活動

有 汰 有 刺 審 省 ー政 協 経 共経 そ
無 定 無 皮 請 庁 党 議 営 同営 の

機 の 会 申 折 団 行 団 他

関 名称 し入れ 衝 体と 動体と

自動車総連 有 無 ○ ○ 野党 ○. ○
電機連合 有 決議機関 有 電機産業労使会議等 ○ ○ ○ 与野党 ○ ○
ゼンセン同盟 有 決議機関 有 日本繊維産業会議 ○ ○ ○~野党 ○ ○
J.AM 有 決議機関 無 ○ ○ ○ 野党 ○
生保労連

情報労連 有 執行機関 -無 ○ 野党 ○
電力総連 有 他 有 ○ ○ ○ 野党 ○
CSG連合 有 執行機関 無 ○ ○ ○ 野党 ○ ○
私鉄総連 . 有 決議機関 有 労使懇談会 ○ ○ ○ 野党 ○
鉄鋼労連 有 決議機関 有 業種別労使懇談会 ○ ○ 野党 ○ ○
造船重機労連 有 有 造船産業労使会議 ○ ○ 野党 ○
商業労連 有 決議機関 無 ○ ○ ○ 与野党 ○ ○ ○
食品連合 有 決議機関 餐 ○ ○ 野党 ○
化学1)-クや21連合 育 執行機関 無 ○

交通労連 有 決議機関 有 物流政策懇談会等部会ごとに存在 ○ ○ ■○ 野党 ○ ○
JR連合 有 他 蘇 ○ ~○ 野党

JR総連 無 無 ○ ○ 与野党 ○
化学総連 有 決議機関 蘇 ○ ○ ○
ゴム連合 無 無 ○
紙パ連合 有 紙パルプ産業労使懇談会 ○
全国一般 有 執行機関 有 ○ ○ ○ 野党 ○ ○
損保労連 有 執行機関 ~ 有 産業別労使懇談会 ○ ○
全自交労連 有 決議機関 無 ○ ○ ○ 野党. ○
レシやヤー.サーヒナス連合 有 執行機関 無 ○ ○
海員組合 有 決議機関 有 船員政策協議会 ○ ○ ○ 野党 ○ ○ ○
チェーン労協 無 無

全国ガス 有 決議機関 有 産業政策懇談会 ○ ･○ ○ 野党 ○
航空連合 有 決議機関 無 ○ ○ 野党 ○
セラミックス連合 有 決議機関 無 ○
全銀連合 無 無 ○ ○
印刷労連 有 決議機関 ○
非鉄連合 有 執行機関 無 ○ ○ ○ 野党 ○
石油労連 有 決議機関 無 ○ ○ ○ 野党 ○
食品労協 右 執行機関 無 ○ 野党 ○_
NHK労連 無 蘇 ○ 野党

建設連合 有 無 ○ ○ ○ 野党

新化学 無 無

全国セメン ト繊維生活労連全造船機械 有無有 決議機関決議機関 蘇無 経営協議会 ○ ○ ○○ 野党野党 ○ ○ ○○全炭鉱 有 決議機関 有 ○ ○ ○ 野党 ○
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Ⅲ 産業別の連帯共済活動

間1

犠牲者扶助制度

有無 餐金 敬収 支由 壁A 救済範囲 救済の対象となる活動役 組 役 級 そ

-敬収方演 蘇 実績′{ヽ日 残 _高(円) 職負 令負 一職負の衣族 合負の衣秩 の他

自動車総連 有 徴収せず 0865,590,000○ ○ ○機関決定に基づく組合活動による犠牲

電機連合 有 徴収せず 0149,000,000○ ○ 機関決定に基づ く組合活動による犠牲

ゼンセン同盟 有 定期的に徴収 積立停止 696,365.200,000,000○ ○

JAM 有 徴収せず ○ ○ 機関決定に基づ く活動

生保労連

情報労連 有 徴収せず 0 ○ 機関決定に基づ く組合活動による犠牲

電力総連 有 ○ ○ 機関決定に基づ く活動

CSG連合 無

私鉄総連 有 定期的に徴収 月額4円 0 ○ ○ 統一闘争およびこれに準じるもの

鉄鋼労連 有 定期的に徴収 月額2円 0 ○ ○ 示達に基づ く諸行事を中心に対応

造船重機労連 有 定期的に徴収 月額2円 0127,000,000○ ○
商業労連 有 徴収せず 0804,700,000○ ○ 機関決定に基づ く

食品連合 無

化学リークや21連合 有 徴収せず 0 ○ ○ 機関決定に基づ く

交通労連 無

JR連合 有 徴収せず 0 ○ ○ JR連合の行事

JR総連 有 ○ ○ 機関決定に基づ く

化学総連 無

ゴム連合 無

紙パ連合 有 徴収せず 0 ○ ○ 組合活動のために被った損害

全国一般 餐

損保労連 有 定期的に徴収 月額 1円 0 ○ ○ 組合業務に起因

全自交労連 無

レジャー.サービス連合 l有

海員組合 有 徴収せず ･0 ○ ○ 指令に.よる行動で生じた犠牲

チェーン労協 無

全国ガス. 餐

航空連合 無

セラミックス連合 有

全銀連合 無

印刷労連 有 徴収せず 0 4,500,000 ○ 規約､機関決定に基づく活動

非鉄連合 有 定期的に徴収 lo門 8,639,000○ ○ 組合活動に起因

石油労連 有 必要の都度 0 0○ 組合活動

食品労協 無

NHK労連 無

建設連合 ○

新化学 無

全国セメント 有 必要の都度 0 5,000,000d ○ 機関決定にもとづく本部指示による行動

繊維生活労連 餐

全造船機械 無

全炭鉱 餐

日建協 餐
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Ⅲ 産業別の連帯共済活動

間1 間2

犠牲者扶助制度 共済制度
救済事由 強制加入制度

死 負 解 行 そ 育 敬 徴収金額 98年 積立残高(円) 共済の対象者

亡 倭 雇 政司法_処分 の他 無 収方.法 (月額､円) 支出実績(円)

自動車総連 ○ ○ ○ ○ ○
電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ 有 組合費から 30 164,000,000 240,000,000組合貞と家族 .

ゼンセン同盟 ○ ○ ○.○ 有 組合費から 40 207,800,000 120,000,000OBを含む

JAM ○ ○ ○ ○ 有 別途 200.- OBを含む

生保労連

情報労連 ○ ○ ○ 有 別途 500 1,350,000,000 3,530,000,000OBを含む

電力総連 ○ ○ 有 組合費から 40 86,780,000 104,110,000組合員と家族

CSG連合 有 別途 OBを含む

私鉄総連 ○ ○ .○ ○
鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ 有 別途 50 940,000 200,000,000組合貞と家族

造船重機労連 ○ ○ ○ ○ ○ 有 別途 140 197,694,755 406,031,871組合貞のみ

商業労連 ○ ○ ○ ○ ○ 有 別途 400or800 801,000,000 4,303,000,000組合員のみ

食品連合

化学リーク｡21連合 ○ ○ ○ ○
交通労連

JR連合 ○ ○ ○ ○
JR総連 ○ ○ ○ ○ ○
化学総連

ゴム連合

紙パ連合 ○ ○ ○ ○
全国一般

損保労連 ○ ○ ○ ○
全自交労連

レシ○ヤー.サーヒやス連合

海員組合 ○ 有 組合費から 12,500,000 1,780,000,000組合貞のみ

チェーン労協

全国ガス

航空連合

セラミックス連合

全銀連合

印刷労連 ○ ○ ○ ○ ○
非鉄連合 ○ ○ ○ ○
石油労連 ○ ○ ○
食品労協

NHK労連

建設連合 ○ ○ 有 別途 350° 28,000,000 200,000,000組合貞のみ

新化学

全国セメント ○ ○ ○ ○
繊維生活労連 .

全造船機械

全 炭 鉱 有 別途 490 組合月と家族
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Ⅲ 産業別の連帯共済活動 p

間2 間3㌧

共済制度 (任意加入) その他の福祉制度

有無 発足 共済制度の種類 カ産..一別 産別 度専従 その坐 午 火 医 交 そ

時期 令 金 災 痩 過 の他 ドのクレジツ=.ト の･福祉施設 役負の年金刺 他

自動車総連 ･有 1986年8月 ○ ○

ゼンセン同盟 有 1986年9月 ･○ ○ ○ ○ ○ ○

JAM 有 ○ ○ ○ ○ ○
生保労連

情報労連 有 1967年4月 ○ ○ ○ ○ ○_○
電力総連 有 p1983年12月

CSG連合 有 1965年 ○ ○ ○ ○ ○

私鉄総連 有 1980年7月 ○
鉄鋼労連 1979年9甘 ○. ○ 共済年金制度

造船重機労連 1972年2月 ○ ○
商業労連 有 1986年10月 ○ ○ ○ ○ d
食品連合 有 1991年9月 ○ ○ Op ○
化学リークや21連合 有 1988年4月 ○ ○ ○ ○
交通労連 有 ○ ○

JR連合 有 1993年8月 ○
JR総連 有 1987年4月 ○ ○ ○ ○ ○
化学総連

ゴム連合

紙パ連合 有 1990年6月 ○
全国一般 有 1982年5月 ○ ○ ○ ○
損保労連

全自交労連 有 1983年6月 ○.○
レシやヤー.サーヒ中ス連合 ■有 ○ ○ ○ ○ ○

海貞組合 有 1983年9月 ○ ○ ○ ○ ○ 各種資格取得補助

チェーン労協

全国ガス 有 1988年8月 ○ ○ ノ

航空連合 有 1999年10月 ○

セラミックス連合 2000車1月 ○
全銀連合 加盟組織保養所の相互利用

印刷労連 有 1992年9月 ○ ○ ○ ○
非鉄連合

石油労連

食品労協

NHK労連

建設連合 有 1987年 〇一○
新化学

全国セメント 有 1989年7月 O
繊維生活労連 有 一〇 ○
全造船機械

全炭鉱

日建協 有 1988年12月 ○

653.



Ⅳ 日常的な活動

間1 間2.

教育活動 調査活動
教 実施している教育 .研修 研修施設 級 財 貸 質 労 坐 組 そ

級実勢 政状況 金刺皮 金実態 働時間 活実態 令負意識 の他

育方針の有無 新入級令負 中堅級令負 中骨同午級令負 新加盟級令幹那 単級 .･中堅幹那基礎 早 .級中堅幹部専門 塞別役負幹那 その他 有無 刺用人負

自動車総連 有 ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○
電機連合 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ゼンセン同盟 有 ○ ○ ○ ○ ○ 有 .12600名 ○ ○ ○ ○ ○
JAM 有 無 ○ ○ ○

情報労連 有 ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○
電力総連 有 ○ 無 ○
CSG連合 無 ○ ○ ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○
私鉄総連 育 ○ ○ 無 O ○ ○ ○ ○
鉄鋼労連 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品連合 有 ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○
化学リークや21連合 無 ○ 無 ○ ○ ○ ○

JR連合 有 ○ ○_ 蘇 ○ ○ ○ ○ ○
JR総連 無 無 ○ ○ ○ ○
化学総連 無 ○ 無 ○ ○ ○
ゴム連合 無 無 ○ ○ ○ t) ○ ○
紙パ連合 有 ○ ○ 無 ○ ○ ○ ○
全国一般 無 ○ ○ ○ ○ ○
損保労連 * . ○ ○ ○
全自交労連 無 ○ 無 ○ ○ ○ ○
レシ○ヤー.サーヒ†ス連合- 有 ○ ○
海員組合 有 ○ 有 ○ ○ ○
チェーン労協 有 ○ ○ 無 ○ ○ ○
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Ⅳ 日常的な活動

間3 尚4

広報宣伝活動 政治活動 .

機関紙 機関誌 政治活動恒常委貞会 組織内議員数

無 1- 間 行 無 一間 行 無 称 読 読 読 町発行回~敬 部敬 発行回敬 那敬 院 院 ∠ゝ三言 村読∠ゝE

自動車総連 有 4 28,000 有 政治委員会 2 2 15 123

電機連合 有 1~2 650,000有 6 8,750有 政治社会政策委員会 2 2 12 196

JAM 有 12 470,000有 12 3,600有 政治委貞会 ~2 2 12 131

生保労連 有 12 80,000無

情報労連 有 20 40,000有 10 4,100無 3 3 23 197

電力総連 有 6 87,.000 有 政治活動委貞会 3 19p222
CSG連合~ 育 -12 25,000 有 政治活動委貞会 1 4 32

私鉄総連 有 約30回 100,000有 1 10,000有 政治委員会 1 7 150

鉄鋼労連 有 12 ~100,000 有 政治委員会 2 2 13 89

造船重機労連 有 有 有 政治活動委員会 1 1
商業労連 有 不定期 有 4 130,000有 新しい政治.政策をすすめる会

食品連合 有 12. 70,000 無 3 10

化学リヤや21連合 有 22 70,000 秦 2 54

交通労連. 有 12 育 政策委員会 1 2 20

JR連合 有 24 33,000有 2 10,000有 政治対策委貞会 3 2 14 122

JR総連 有 不定期 有 4-6回 2,000有 政治共闘委員会

化学総連 ■有 5 50,000 無

ゴム連合 有 都度 100 無

紙パ連合 有 24-26 20,800 無 - 0 1 0 20

全国一般 蘇 1 3 21

損保労連 有 10 50,000有 4 50,000無

全自交労連 有 24 12,000 無 1 4

レジャー.サービス連合

海貞組合 有 36 20,000-5.0,000 有 12 10,000有 政治活動委員会 2
チェーン労協 無

全国ガス 有 24 33,000 有 中央選挙対策推進委員会 1 5

航空連合 有 10 30,000 無

セラミックス連合 有 4 無 2

全銀連合 有 2 2,300無

印刷労連 有 10 4,000 有 政治国際委貞会

非鉄連合 有 12 無 .15

石油労連 有 12-14回 6,800 無 ll 1

食品労協 有 6 21,913 垂 1

NHK労連 有 12 ･1,000 餐 1 1

建設連合 有 6 15,000 無

新化学 有 3 1,800 無

全国セメント 有 3-4回 2,900有 1 580無 6

繊維生活労連 有 12 3,000 無

655



Ⅳ 日常的な活動

間4 間5

政治的要求を実現するための活動 国際活動

通支じ持 働与き野 審読 省rT .･大衆 lそ-の ⅠTS 交流 国際 .加 加 役 走 不
た嘩 か党 会 と 行 他 盟 盟 職 期 定 逮
活党 けに で の 動 級 名 交 期 育

動 を 広く の活動 交渉 級 流国 交流国 餐金

自動車総連 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⅠMF､UNⅠ 執行委員2人 4 有

電機連合 ○ ○ ○ ○ ○ .○ ○ ⅠMF 部会長 1人 3 有

ゼンセン同盟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⅠTGLWF､ⅠCEM､ⅠUF､UNⅠ､ⅠFBWW 副会長 1人､執行委月2人 5 有

JAM Lo ! ○ ○ ○ ○ ⅠMF 有

生保労連 ○ ○ ○ ○ ~○ UNⅠ 1 l無

情報労連 ○ ○ UNⅠ -2 有

電力総連 ○ l ○ ○ ○ ○ ⅠCEM 副会長 1人 2 無

CSG連合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⅠCEM､UNⅠ､ⅠFBW.､ⅠUF､ 副会長 1人 2 無

私鉄総連 ∫○ ○ ○ ○ ○ ⅠTF 1 無

鉄鋼労連 ○ ○ ○ ○ ⅠMF 4 有

造船重機労連 ○ ○ ○ ⅠMF 3 有.

食品連合 ○ ○ ○ ⅠUF 執行委貞 1人 1 有

化学リークや21連合 ○ ○ ○ ○ ○ ⅠCEM 執行委貞 1人 1 無

JR総連 ○ ○ ○ ⅠTF 2 2 有

化学総連 ○ 有

ゴム連合 ○ ○ ⅠCEM 1餐

紙パ連合 ○ ○ ⅠCEM 1 餐

全国一般 ○ ○ ○ ○ .○ ⅠFBWW 1 無

損保労連 ○ ○ UNⅠ 有

全自交労連 ○ ○ ○ ○ ⅠTF 1 秦

レシ○ヤー.サーヒナス連合 ○ ⅠUF､ⅠTF､ 執行委員 1人

海員組合 ○ ｣○ ○ ○ ○ ○ ○ ⅠTF 無

チェーン労協 ○ UNⅠ 無

全国ガス ○ ○ ○ ○ ⅠCEM 有

航空連合 ○ ○ ○ ⅠTF 無

セラミックス連合 無

全銀連合 無

印刷労連 有

非鉄連合 ○ ○ ○ ⅠMF､ⅠCEM､ 1 1 育

石油労連 ○ ○ ○ ○ ○ ⅠCEM 1 無

食品労協NHK労連建設連合 〇〇〇 i 〇〇〇〇 ○○d 〇〇〇 ○ ○○ ⅠUFIFBWW 執行委員 1人 2 無無
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Ⅳー日常的な活動

間6

情報化
ホ ア ノヾ 電 ネ

ー ド 導 ソ チ ツ

.ム レ 入コ メ ト
ペ ス 台 ン ー ワ

ージ 敬 ル 環 ー境 ク

自動車総連 開設 www.Jaw.Or.Jp 1人 1台 全員 外部からアクセス可能なNW

電機連合 開設 www.Jeiu.or.Jp 1人1台 仝貞 外部からアクセス.可能なNW

ゼンセン同盟 開設 www.ZenSen.Or.Jp 2人に-1台 全員 書記局NWあり

JAM 開設 ww.Jam-union.or.Jp 1人1台 全員 外部からアクセス可能なNW

生保労連 開設を予定 2人に1台 半数未満 検討中

情報労連 開設 www.jjoho.or.Jp 1人1台 全員 外部からアクセス可能なNW

電力総連 開設 1人1台 半数未満 外部からアクセス可能なNW

CSG連合 開設 www.pluto.dti.ne.jprcsg 1人1台 仝貞 書記局NWあり

私鉄総連 開設を予定 1人1台 半数以上 書記局NWあり

鉄鋼労連 開設 1人 1台 仝貞 検討中

造船重機労連 . 2人に1台 全貞 外部からアクセス可能なNW

商業労連 予定なし 1人1台 仝貞 書記局NWあり

食品連合 開設 1人1台 半数未満 書記局NWあり

化学リークや21連合 開設を予定 1人1台 全貞 書記局NWあり

交通労連 開設 . 1人1台 外部からアクセス可能なNW

JR連合 開設を予定 1人1台 書記局NWあり

JR総連 開設を予定 1人1台 半数未満 検討中

化学総連 開設を予定 1人 1台 全員 外部からアクセス可■能なNW

ゴム連合 予定なし 1人 1台 半数未満 外部からアクセス可能な■NW

紙パ連合 開設を予定 2人に1台 検討中

全国一般 開設 ww.zenkoku-ippan,or.jp 1人1台 全員 予定なし

損保労連 開設 www.znember.nifty.ne.jp/fniu/ 1.̂ 1台 全員 書記局NWあり

全.自交労連 開設を予定 2人に1台 半数未満 外部からアクセス可能なNW

海員組合 開設 www.JSu.Or.jP 2.人に1台 半数未満 検討中

チエ∵ン労協 1人1台 半数未満 書記局NWあり

全国ガス 開設を予定 1人1台 8割以上 書記局NWあり

航空連合 開設 www.jfaiu'.or.jp 1人1台 仝貞 外部からアクセス可能なNW

セラミックス連合 開設を予定 1人1台 全貞 外部からアクセス可能なNW

全銀連合 予定なし 1人1台 半数未満-書記局NWあり

印刷労連. 1人1台 全員 検討中

非鉄連合 開設 1人1台 全貞 外部からテクセス可能なNw

石油労連 開設を予定 1人1台 全員 書記局NWあり

食品労協 開設を予定 1人 1台 全員 外部からアクセス可能なNW

NHK労連 予定なし 3-5人に1台 半数以上 外部からアクセス可能なNW

建設連合 開設を予定 3-5人に1台 半数未満 外部からアクセス可能なNW

新化学 2人に1台 半数未満 検討中 -

全国セメント 予定なし 1人1台 半数以上 予定なし

繊維生活労連 予定なし 1人1台 半数未満 予定なし

全造船機械 予定なし 2人に1台 半数未満 検討中

全炭鉱
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